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第1章　日本の政府開発援助（ODA）予算
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第2章　日本の政府開発援助（ODA）実績
第1節　二国間ODAの地域別配分

	 図表２	 二国間ODAの地域別配分の推移

（単位：百万ドル）
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中南米
大洋州
欧　州
複数地域にまたがる援助等

419.37

304.57

107.61

196.96

172.94

114.65

n.a.

0.15

13.45

8.19

2.34

0.01

0.01

1.07

364.80

288.89

96.40

192.49

169.94

75.76

n.a.

0.15

13.44

8.19

▲15.01

0.01

▲0.99

1.07

1,648.27

1,117.64

131.14

986.50

821.78

519.04

n.a.

11.59

199.64

243.71

133.06

14.72

1.94

23.18

1,382.51

942.62

81.69

860.93

703.38

434.93

n.a.

4.96

192.69

233.83

118.47

11.58

▲1.46

23.18

5,140.05

4,017.87

1,042.29

2,975.58

2,893.69

1,117.85

n.a.

4.34

898.16

887.34

637.58

116.38

159.58

493.91

4,116.55

3,213.96

834.72

2,379.24

2,299.10

898.25

n.a.

4.34

665.71

830.69

561.20

113.53

157.96

493.91

7,630.81

5,609.70

1,360.81

4,248.89

4,219.82

1,723.29

273.38

24.42

990.11

1,078.57

1,120.46

167.00

128.57

1,591.64

5,283.82

3,855.95

700.48

3,155.47

3,126.40

1,130.07

273.38

24.42

726.79

969.65

799.56

151.06

117.57

1,591.64

8,106.17

5,188.12

1,063.84

4,116.56

4,088.89

2,637.22

229.18

51.64

2,339.90

1,835.29

1,005.55

196.87

232.45

1,562.14

2,528.58

798.32

▲138.62

929.22

901.54

1,532.14

146.47

51.64

1,591.76

1,732.75

▲343.55

176.29

180.51

1,562.14

合計 444.43 371.51 2,264.52 1,960.80 8,332.96 6,939.56 12,707.18 9,640.10 15,278.36 7,428.48

暦年/ベース
地域

2012 2013 2014 2015 2016
支出総額 支出純額 支出総額 支出純額 支出総額 支出純額 支出総額 支出純額 支出総額 支出純額

アジア
　東アジア
　　北東アジア
　　東南アジア
　　（ASEAN）
　南アジア
　中央アジア・コーカサス
　アジアの複数国向け
中東・北アフリカ
サブサハラ・アフリカ
中南米
大洋州
欧　州
複数地域にまたがる援助等

8,156.94

4,856.71

663.92

4,183.82

4,164.98

2,839.76

323.85

136.63

2,240.45

1,843.85

474.94

152.41

93.90

1,552.55

1,612.03

▲293.31

▲727.66

425.38

406.54

1,549.58

219.13

136.63

1,497.86

1,718.01

▲192.17

128.15

35.25

1,552.55

12,526.35

9,749.62

507.37

9,234.47

9,212.30

2,437.44

248.45

90.83

2,146.29

2,896.49

387.51

141.48

64.00

1,314.57

3,448.73

1,870.21

▲636.74

2,499.16

2,476.99

1,329.95

157.74

90.83

1,426.68

2,136.93

▲34.14

121.64

▲3.28

1,314.57

7,271.26

4,173.11

261.93

3,902.48

3,883.31

2,552.09

257.13

288.93

1,559.74

1,643.27

434.23

128.06

192.37

1,353.07

1,977.13

48.62

▲785.91

825.82

806.65

1,468.66

170.93

288.93

927.26

1,557.42

29.75

108.91

131.74

1,353.07

6,333.08

3,533.97

252.26

3,271.88

3,252.62

2,467.23

303.17

28.71

1,420.53

1,885.35

437.76

129.11

111.78

1,693.91

1,626.33

▲60.17

▲659.49

589.49

570.23

1,449.02

208.76

28.71

863.76

1,807.17

▲16.72

111.62

48.12

1,693.91

7,037.79

3,720.66

219.48

3,496.03

3,459.32

2,915.14

327.07

74.91

1,944.69

1,490.07

428.94

180.77

402.06

1,966.44

1,787.61

▲262.52

▲773.78

506.11

469.40

1,751.45

223.77

74.91

1,287.86

1,388.68

82.39

162.97

336.06

1,966.44

合計 14,515.03 6,351.67 19,476.68 8,411.11 12,581.99 6,085.28 12,011.52 6,134.19 13,450.75 7,012.01

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・｢n.a.｣はデータが無いことを示す。
・卒業国向け援助を含む。
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第2節　主要分野・課題別実績
（図表3～13までの分野のほとんどが複数の分野に跨がっており、金額や割合には重複がある。）

	 図表３	 教育分野における援助実績

1．援助形態別実績 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 無償資金協力 政府貸付等 技術協力 合計

2012

2013

2014

2015

2016

328.84（9.9）

157.73（2.8）

199.19（7.0）

149.03（5.1）

138.90（4.7）

－（－）

91.19（0.7）

289.57（2.7）

86.41（0.6）

－（－）

468.34（12.7）

307.92（10.8）

301.48（11.4）

295.23（12.4）

371.42（13.3）

797.18［4.6］

556.83［2.6］

790.23［4.8］

530.67［2.7］

510.32［2.4］

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・各援助形態欄の（　）内は、援助形態別に集計したODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・合計欄の［　］内は、ODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。

2．技術協力の内訳（人数実績）

暦年 研修員受入（人） 専門家派遣（人） 協力隊等派遣（人）

2012

2013

2014

2015

2016

 6,841

 4,955

 5,058

10,182

 8,622

2,046

5,064

2,159

1,300

2,441

1,496

1,384

1,447

1,589

1,713

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・協力隊等派遣には、その他ボランティア（シニア海外ボランティア等）を含む。
・�研修員受入および専門家派遣については、公益財団法人等への委託や補助金の形で事業を実施した際の人数実績を含む。（2016年版参
考資料集より、2014年以前の実績にも遡って適用）
・卒業国向け援助を含む。

3．二国間政府開発援助の小分類 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 幼児教育 初等教育 青年・成人
の生活技能 中等教育 職業訓練 高等教育・上級

技術／経営訓練 その他 合計

2012

2013

2014

2015

2016

3.92（0.5）

2.07（0.4）

1.30（0.2）

1.29（0.2）

1.05（0.2）

190.30（23.9）

54.20（9.7）

44.71（5.7）

39.84（7.5）

60.43（11.8）

21.67（2.7）

22.45（4.0）

0.60（0.1）

0.19（0.0）

0.30（0.1）

56.09（7.0）

8.46（1.5）

54.63（6.9）

7.91（1.5）

13.20（2.6）

73.85（9.3）

28.77（5.2）

22.82（2.9）

48.20（9.1）

26.65（5.2）

332.37（41.7）

186.48（33.5）

514.04（65.0）

277.05（52.2）

260.61（51.1）

118.97（14.9）

254.41（45.7）

152.14（19.3）

156.19（29.4）

148.09（29.0）

797.18

556.83

790.23

530.67

510.32

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・（　）内は、各年の合計に対する割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。
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	 図表４	 保健分野における援助実績

1．援助形態別実績 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 無償資金協力 政府貸付等 技術協力 合計

2012

2013

2014

2015

2016

438.98（13.2）

313.06 （5.6）

344.12（12.2）

252.05 （8.6）

245.95 （8.3）

349.73（3.4）

60.72（0.5）

78.27（0.7）

422.51（3.0）

370.09（2.4）

170.81（4.6）

124.97（4.4）

104.43（4.0）

100.39（4.2）

107.58（3.9）

959.52［5.5］

498.75［2.3］

526.82［3.2］

774.96［4.0］

723.63［3.4］

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・各援助形態欄の（　）内は、援助形態別に集計したODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・合計欄の［　］内は、ODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。

2．技術協力の内訳（人数実績）

暦年 研修員受入（人） 専門家派遣（人） 協力隊等派遣（人）

2012

2013

2014

2015

2016

1,867

1,590

2,015

2,339

1,612

1,348

1,369

1,262

1,255

1,120

671

627

570

611

632

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・協力隊等派遣には、その他ボランティア（シニア海外ボランティア等）を含む。
・�研修員受入および専門家派遣については、公益財団法人等への委託や補助金の形で事業を実施した際の人数実績を含む。（2016年版参
考資料集より、2014年以前の実績にも遡って適用）
・卒業国向け援助を含む。

3．二国間政府開発援助の小分類 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 保健一般 基礎保健 人口政策・
リプロダクティブ･ヘルス 合計

2012

2013

2014

2015

2016

410.37（42.8）

159.01（31.9）

120.12（22.8）

457.39（59.0）

254.40（35.2）

409.12（42.6）

285.53（57.2）

353.78（67.2）

272.38（35.1）

423.60（58.5）

140.03（14.6）

 54.21（10.9）

 52.92（10.0）

 45.19  （5.8）

 45.63  （6.3）

959.52

498.75

526.82

774.96

723.63

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・（　）内は、各年の合計に対する割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。
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	 図表５	 水と衛生分野における援助実績

1．援助形態別実績 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 無償資金協力 政府貸付等 技術協力 合計

2012

2013

2014

2015

2016

281.15（8.4）

365.85（6.5）

242.00（8.6）

288.69（9.9）

56.93（1.9）

2,141.92（20.8）

1,754.71（13.3）

894.66 （8.2）

2,094.69（14.7）

1,207.23 （7.9）

192.16（5.2）

147.15（5.2）

127.28（4.8）

101.63（4.3）

110.89（4.0）

2,615.22［15.1］

2,267.71［10.5］

1,263.94 ［7.7］

2,485.01［12.7］

1,375.05 ［6.5］

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・各援助形態欄の（　）内は、援助形態別に集計したODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・合計欄の［　］内は、ODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。

2．技術協力の内訳（人数実績）

暦年 研修員受入（人） 専門家派遣（人） 協力隊等派遣（人）

2012

2013

2014

2015

2016

4,943

3,972

3,001

1,707

1,211

1,227

1,364

1,314

1,417

1,502

46

46

44

38

30

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・協力隊等派遣には、その他ボランティア（シニア海外ボランティア等）を含む。
・�研修員受入および専門家派遣については、公益財団法人等への委託や補助金の形で事業を実施した際の人数実績を含む。（2016年版参
考資料集より、2014年以前の実績にも遡って適用）
・卒業国向け援助を含む。

3．二国間政府開発援助の小分類 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 水供給・衛生 水資源政策・保護 河川開発・洪水防御 農業用水資源 水力発電 合計

2012

2013

2014

2015

2016

2,061.24（78.8）

1,541.69（68.0）

 �668.21（52.9）

1,728.93（69.6）

1,299.85（94.5）

16.43（0.6）

21.44（0.9）

 9.21（0.7）

 6.77（0.3）

 8.29（0.6）

339.60（13.0）

 87.26 （3.8）

210.22（16.6）

107.41 （4.3）

 19.34 （1.4）

197.73 （7.6）

295.48（13.0）

214.51（17.0）

459.41（18.5）

 47.57 （3.5）

  0.22 （0.0）

321.85（14.2）

161.79（12.8）

182.49 （7.3）

　　－　（－）

2,615.22

2,267.71

1,263.94

2,485.01

1,375.05

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・（　）内は、各年の合計に対する割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。
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	 図表６	 運輸分野における援助実績

1．援助形態別実績 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 無償資金協力 政府貸付等 技術協力 合計

2012

2013

2014

2015

2016

303.49 （9.1）

616.99（11.0）

318.71（11.3）

398.94（13.6）

313.29（10.6）�

5,104.26（49.5）

5,943.09（45.2）

4,339.95（39.9）

5,903.66（41.5）

7,547.09（49.4）�

179.30（4.9）

128.79（4.5）

135.49（5.1）

103.34（4.3）

166.67（6.0）�

5,587.05［32.3］

6,688.87［31.0］

4,794.14［29.3］

6,405.94［32.8］

8,027.05［38.2］

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・各援助形態欄の（　）内は、援助形態別に集計したODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・合計欄の［　］内は、ODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。

2．技術協力の内訳（人数実績）

暦年 研修員受入（人） 専門家派遣（人） 協力隊等派遣（人）

2012

2013

2014

2015

2016

1,026

 �878

 �904

 �820

 �857

 �902

 �788

 �815

 �903

1,113

8

4

6

7

8

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・協力隊等派遣には、その他ボランティア（シニア海外ボランティア等）を含む。
・�研修員受入および専門家派遣については、公益財団法人等への委託や補助金の形で事業を実施した際の人数実績を含む。（2016年版参
考資料集より、2014年以前の実績にも遡って適用）
・卒業国向け援助を含む。

3．二国間政府開発援助の小分類 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 道路 鉄道 水上輸送 航空 その他 合計

2012

2013

2014

2015

2016

1,903.16（34.1）

2,248.32（33.6）

1,630.09（34.0）

1,898.24（29.6）

1,506.50（18.8）

2,824.16（50.5）

3,499.75（52.3）

2,299.39（48.0）

3,246.99（50.7）

5,297.85（66.0）

147.75 （2.6）

455.73 （6.8）

638.23（13.3）

655.82（10.2）

558.59 （7.0）

672.19（12.0）

449.83 （6.7）

183.38 （3.8）

579.22 （9.0）

612.64 （7.6）

39.80（0.7）

35.23（0.5）

43.06（0.9）

25.67（0.4）

51.46（0.6）

5,587.05

6,688.87

4,794.14

6,405.94

8,027.05

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・（　）内は、各年の合計に対する割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。
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	 図表７	 通信分野における援助実績

1．援助形態別実績 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 無償資金協力 政府貸付等 技術協力 合計

2012

2013

2014

2015

2016

41.69（1.3）

17.13（0.3）

16.15（0.6）

13.13（0.4）

28.76（1.0）�

146.27（1.4）

　　－ （－）

129.59（1.2）

 86.78（0.6）

　　－ （－）

37.49（1.0）

23.07（0.8）

19.82（0.8）

16.48（0.7）

28.15（1.0）

225.45［1.3］

 40.20［0.2］

165.56［1.0］

116.38［0.6］

 56.90［0.3］

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・各援助形態欄の（　）内は、援助形態別に集計したODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・合計欄の［　］内は、ODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。

2．技術協力の内訳（人数実績）

暦年 研修員受入（人） 専門家派遣（人） 協力隊等派遣（人）

2012

2013

2014

2015

2016

417

309

222

296

209

 71

 41

 71

 93

128

188

152

130

128

107

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・協力隊等派遣には、その他ボランティア（シニア海外ボランティア等）を含む。
・�研修員受入および専門家派遣については、公益財団法人等への委託や補助金の形で事業を実施した際の人数実績を含む。（2016年版参
考資料集より、2014年以前の実績にも遡って適用）
・卒業国向け援助を含む。

3．二国間政府開発援助の小分類 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 電気通信 ラジオ・テレビ・
印刷メディア 情報通信技術 その他 合計

2012

2013

2014

2015

2016

20.67 （9.2）

13.54（33.7）

12.04 （7.3）

88.11（75.7）

 0.36 （0.6）

154.92（68.7）

  6.88（17.1）

138.47（83.6）

  5.00 （4.3）

 31.64（55.6）

24.53（10.9）

 3.26 （8.1）

 3.88 （2.3）

 5.20 （4.5）

 1.82 （3.2）

25.33（11.2）

16.53（41.1）

11.17 （6.7）

18.07（15.5）

23.08（40.6）

225.45

 40.20

165.56

116.38

 56.90

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・（　）内は、各年の合計に対する割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。



8　2017年版　開発協力参考資料集

	 図表８	 エネルギー分野における援助実績

1．援助形態別実績 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 無償資金協力 政府貸付等 技術協力 合計

2012

2013

2014

2015

2016

 67.39（2.0）

194.39（3.5）

 92.01（3.3）

105.84（3.6）

 76.85（2.6）

1,010.76 （9.8）

1,887.39（14.3）

2,790.94（25.6）

3,590.49（25.2）

2,455.44（16.1）

93.14（2.5）

73.40（2.6）

62.22（2.4）

68.51（2.9）

77.02（2.8）

1,171.29 ［6.8］

2,155.18［10.0］

2,945.17［18.0］

3,764.84［19.3］

2,609.32［12.4］

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・各援助形態欄の（　）内は、援助形態別に集計したODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・合計欄の［　］内は、ODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。

2．技術協力の内訳（人数実績）

暦年 研修員受入（人） 専門家派遣（人） 協力隊等派遣（人）

2012

2013

2014

2015

2016

 �859

 �958

1,024

 �892

 �958

491

617

564

535

453

10

10

 9

10

 7

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・協力隊等派遣には、その他ボランティア（シニア海外ボランティア等）を含む。
・�研修員受入および専門家派遣については、公益財団法人等への委託や補助金の形で事業を実施した際の人数実績を含む。（2016年版参
考資料集より、2014年以前の実績にも遡って適用）
・卒業国向け援助を含む。

3．二国間政府開発援助の小分類 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 エネルギーの
供給

火力発電
（化石燃料） 水力発電 新・再生可能

エネルギー その他 合計

2012

2013

2014

2015

2016

1,011.07（86.3）

 �486.60（22.6）

 �603.87（20.5）

2,642.64（70.2）

 �528.72（20.3）

 � 55.31 （4.7）

 �906.97（42.1）

1,593.62（54.1）

 �650.31（17.3）

1,242.63（47.6）

  0.22 （0.0）

321.85（14.9）

161.79 （5.5）

182.49 （4.8）

　　－　（－）

 44.16 （3.8）

244.16（11.3）

493.70（16.8）

 21.28 （0.6）

619.05（23.7）

 60.53（5.2）

195.60（9.1）

 92.18（3.1）

268.12（7.1）

218.92（8.4）

1,171.29

2,155.18

2,945.17

3,764.84

2,609.32�

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・（　）内は、各年の合計に対する割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。
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	 図表９	 農林水産分野における援助実績

1．援助形態別実績 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 無償資金協力 政府貸付等 技術協力 合計

2012

2013

2014

2015

2016

181.81（5.5）

137.85（2.5）

107.16（3.8）

 92.18（3.1）

151.38（5.1）

345.05（3.3）

249.66（1.9）

394.87（3.6）

427.14（3.0）

321.67（2.1）�

298.12（8.1）

268.23（9.4）

217.39（8.2）

179.54（7.5）

211.92（7.6）�

824.98［4.8］

655.75［3.0］

719.42［4.4］

698.87［3.6］

684.98［3.3］

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・各援助形態欄の（　）内は、援助形態別に集計したODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・合計欄の［　］内は、ODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。

2．技術協力の内訳（人数実績）

暦年 研修員受入（人） 専門家派遣（人） 協力隊等派遣（人）

2012

2013

2014

2015

2016

4,899

3,386

4,573

4,819

3,847

2,437

3,017

2,050

1,817

2,255

735

605

411

305

239

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・協力隊等派遣には、その他ボランティア（シニア海外ボランティア等）を含む。
・�研修員受入および専門家派遣については、公益財団法人等への委託や補助金の形で事業を実施した際の人数実績を含む。（2016年版参
考資料集より、2014年以前の実績にも遡って適用）
・卒業国向け援助を含む。

3．二国間政府開発援助の小分類 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 農業 林業 漁業 合計

2012

2013

2014

2015

2016

506.04（61.3）

524.91（80.0）

503.61（70.0）

619.21（88.6）

423.57（61.8）

254.67（30.9）

 42.82 （6.5）

142.84（19.9）

 25.79 （3.7）

 35.57 （5.2）

 64.28 （7.8）

 88.01（13.4）

 72.97（10.1）

 53.87 （7.7）

225.83（33.0）

824.98

655.75

719.42

698.87

684.98

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・（　）内は、各年の合計に対する割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。
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	 図表10	 環境分野における援助実績

1．援助形態別実績 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 無償資金協力 政府貸付等 技術協力 合計

2012

2013

2014

2015

2016

450.54（13.5）

524.46 （9.4）

270.81 （9.6）

375.48（12.8）

 94.42 （3.2）�

5,824.26（56.5）

6,552.38（49.8）

6,665.68（61.2）

8,886.76（62.4）

8,740.83（57.2）

373.29（10.1）

265.26 （9.3）

251.60 （9.5）

195.03 （8.2）

190.29 （6.8）

6,648.08［38.4］

7,342.10［34.0］

7,188.09［43.9］

9,457.27［48.4］

9,025.53［42.9］

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・各援助形態欄の（　）内は、援助形態別に集計したODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・合計欄の［　］内は、ODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。

2．技術協力の内訳（人数実績）

暦年 研修員受入（人） 専門家派遣（人） 協力隊等派遣（人）

2012

2013

2014

2015

2016

6,756

4,937

3,391

3,191

2,566

2,912

3,360

3,159

2,848

2,085

173

146

 84

 32

  7

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・協力隊等派遣には、その他ボランティア（シニア海外ボランティア等）を含む。
・�研修員受入および専門家派遣については、公益財団法人等への委託や補助金の形で事業を実施した際の人数実績を含む。（2016年版参
考資料集より、2014年以前の実績にも遡って適用）
・卒業国向け援助を含む。

3．二国間政府開発援助の小分類 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 一般的環境保護 生物多様性 気候変動（緩和）気候変動（適応） 砂漠化対処 合計

2012

2013

2014

2015

2016

22.55（0.3）

18.33（0.2）

19.45（0.3）

15.06（0.2）

32.25（0.4）

 �450.10 （6.8）

 �109.11 （1.5）

1,124.00（15.6）

1,836.49（19.4）

 �677.46 （7.5）

4,486.03（67.5）

5,278.82（71.9）

4,787.22（66.6）

6,342.35（67.1）

7,438.98（82.4）

2,479.20（37.3）

2,224.54（30.3）

2,329.02（32.4）

2,935.88（31.0）

1,811.42（20.1）

367.89（5.5）

116.64（1.6）

147.36（2.1）

 80.64（0.9）

 22.54（0.2）

6,648.08�

7,342.10�

7,188.09�

9,457.27�

9,025.53�

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・（　）内は、各年の合計に対する割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。
・各小分類の項目は、重複しているものがあり、各金額を足しても合計金額にはならない。
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	 図表11	 防災・災害復興分野における援助実績

1．援助形態別実績 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 無償資金協力 政府貸付等 技術協力 合計

2012

2013

2014

2015

2016

496.00（14.9）

435.43 （7.8）

258.73 （9.1）

824.51（28.2）

680.26（23.0）�

242.84（2.4）

 33.93（0.3）

796.13（7.3）

310.54（2.2）

202.16（1.3）�

95.67（2.6）

33.04（1.2）

42.05（1.6）

65.14（2.7）

50.34（1.8）�

 �834.50［4.8］

 �502.40［2.3］

1,096.91［6.7］

1,200.19［6.1］

 �932.76［4.4］

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・各援助形態欄の（　）内は、援助形態別に集計したODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・合計欄の［　］内は、ODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。

2．技術協力の内訳（人数実績）

暦年 研修員受入（人） 専門家派遣（人） 協力隊等派遣（人）

2012

2013

2014

2015

2016

610

358

446

827

678

679

647

533

846

571

0

0

0

0

0

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・協力隊等派遣には、その他ボランティア（シニア海外ボランティア等）を含む。
・�研修員受入および専門家派遣については、公益財団法人等への委託や補助金の形で事業を実施した際の人数実績を含む。（2016年版参
考資料集より、2014年以前の実績にも遡って適用）
・卒業国向け援助を含む。

3．二国間政府開発援助の小分類 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 災害予防 緊急支援
（物資・食糧） 復興支援 洪水防御 林業開発 合計

2012

2013

2014

2015

2016

152.66（18.3）

104.53（20.8）

 73.78 （6.7）

128.54（10.7）

234.88（25.2）

216.35（25.9）

279.14（55.6）

218.35（19.9）

750.89（62.6）

642.30（68.9）

185.93（22.3）

 82.17（16.4）

574.76（52.4）

219.63（18.3）

 49.71 （5.3）

276.99（33.2）

 34.58 （6.9）

122.38（11.2）

 95.85 （8.0）

  0.09 （0.0）

  2.58（0.3）

  1.98（0.4）

107.63（9.8）

  5.28（0.4）

  5.77（0.6）

 �834.50

 �502.40

1,096.91

1,200.19

 �932.76

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・（　）内は、各年の合計に対する割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。
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	 図表12	 ジェンダー平等案件における援助実績

1．援助形態別実績 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 無償資金協力 政府貸付等 技術協力 合計

2012

2013

2014

2015

2016

1,280.89（38.4）

1,069.84（19.1）

 �780.82（27.6）

 �869.07（29.7）

 �893.83（30.2）�

1,895.72（18.4）

1,186.37 （9.0）

2,214.60（20.3）

6,164.02（43.3）

5,149.40（33.7）

264.31（7.2）

205.47（7.2）

187.97（7.1）

191.87（8.1）

238.64（8.6）�

3,440.92［19.9］

2,461.68［11.4］

3,183.39［19.5］

7,224.95［37.0］

6,281.88［29.9］

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・各援助形態欄の（　）内は、援助形態別に集計したODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・合計欄の［　］内は、ODA総合計に当該分野が占める割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。

2．技術協力の内訳（人数実績）

暦年 研修員受入（人） 専門家派遣（人） 協力隊等派遣（人）

2012

2013

2014

2015

2016

 4,053

 2,137

 5,302

12,231

 9,855

1,562

1,795

1,581

1,598

1,915

0

0

0

0

0

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・協力隊等派遣には、その他ボランティア（シニア海外ボランティア等）を含む。
・�研修員受入および専門家派遣については、公益財団法人等への委託や補助金の形で事業を実施した際の人数実績を含む。（2016年版参
考資料集より、2014年以前の実績にも遡って適用）
・卒業国向け援助を含む。

3．二国間政府開発援助の小分類 （約束額ベース、単位：百万ドル、%）

暦年 教育分野 農業・林業・
漁業分野 保健分野 その他

マルチセクター その他 合計

2012

2013

2014

2015

2016

168.60（4.9）

163.41（6.6）

114.51（3.6）

 35.18（0.5）

 54.43（0.9）

288.02（8.4）

 78.00（3.2）

268.59（8.4）

341.56（4.7）

278.49（4.4）

319.53 （9.3）

298.93（12.1）

145.56 （4.6）

454.38 （6.3）

397.38 （6.3）

  3.79 （0.1）

214.57 （8.7）

534.26（16.8）

506.29 （7.0）

 12.71 （0.2）

2,660.97（77.3）

1,706.78（69.3）

2,120.48（66.6）

5,887.53（81.5）

5,538.87（88.2）

3,440.92

2,461.68

3,183.39

7,224.95

6,281.88

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・（　）内は、各年の合計に対する割合（%）。
・卒業国向け援助を含む。
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	 図表13	 平和構築分野における援助実績

1．平和構築分野における主な援助実績 （約束額ベース、単位：百万ドル）

暦年 治安制度支援 文民活動支援 国連による
紛争後調停支援

復員兵士支援
小型武器管理 地雷除去 児童兵

対策支援 合計

2012

2013

2014

2015

2016

38.41�

22.96�

19.24�

22.63�

40.25�

14.39�

 2.52�

16.87�

 5.67�

 2.07�

 0.72�

17.65�

24.63�

 4.25�

 2.55�

13.25

　 －

　 －

 2.73�

　 －

32.86�

45.12�

24.40�

30.13�

61.96�

0.45

　－

　－

　－

　－

100.08�

 88.25�

 85.14�

 65.39�

106.82�

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・本表が我が国の平和構築支援すべてを示すものではない。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・卒業国向け援助を含む。

2．日本が紛争後の国づくりへの支援を行っている主な国へのODA支援実績 （支出純額ベース、単位：百万ドル）

暦年
国・地域名 2012 2013 2014 2015 2016

アフガニスタン

アンゴラ

イラク

ウガンダ

ギニアビサウ

コートジボワール

コロンビア

コンゴ共和国

コンゴ民主共和国

シエラレオネ

スーダン

スリランカ

ネパール

［パレスチナ］

東ティモール

ブルンジ

ボスニア・ヘルツェゴビナ

リベリア

873.58

13.79

360.96

68.87

6.62

30.88

11.67

5.07

93.86

20.60

94.48

182.21

47.54

73.05

18.84

26.06

2.64

24.96

718.53

15.17

700.46

57.51

5.65

32.58

10.13

6.13

103.79

13.60

76.31

105.00

40.77

50.06

22.17

30.70

6.53

22.75

386.67

8.00

365.45

85.73

8.03

26.59

8.18

6.39

53.80

13.28

52.51

133.49

56.37

41.62

19.17

9.04

6.82

30.26

317.20

197.30

325.54

70.48

3.49

22.03

7.69

0.94

43.83

29.18

40.82

33.43

48.82

66.47

19.26

2.55

10.98

17.20

300.83

4.54

618.66

66.84

1.28

22.55

13.21

3.82

41.43

13.39

36.82

▲3.60

65.13

56.75

36.71

3.64

10.94

26.27

合計 1,955.68 2,017.85 1,311.40 1,257.20 1,319.22

（注）
・本データはDAC_CRS統計の分類に基づく。
・債務救済分を除く。
・事業展開計画で「平和構築」や「平和の定着」の対象国として位置づけられている国などを抽出。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。
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	 図表14	 麻薬対策における援助実績（2016年度）

1．無償資金協力
国　名 案　　件 金　額

フィリピン 違法薬物使用者治療強化計画 1,850,000,000円

アルジェリア アルジェリアにおける違法売買及びテロリズム対応のための国境強化（国連
連携/UNODC実施） 22,683,000円

アフガニスタン

麻薬対策にかかるアフガニスタン政府法執行機関能力強化支援、代替作物
（綿花、野菜等）開発支援、アフガニスタン新政権による腐敗対策支援及び
地域プログラム支援（イランや中央アジア等周辺国も対象とした密輸対策、
薬物に関する情報共有支援）（国連連携/UNODC実施）

600,000,000円

イラン 麻薬と違法薬物の調査及び地域・国際協力に関する国境管理・能力強化（国
連連携/UNODC実施） 98,103,000円

イラン 税関協力（国連連携/UNODC実施） 91,347,000円

ウズベキスタン 省庁間の機動的なチーム設置を通じたウズベキスタンにおけるアフガニスタ
ン産麻薬取引防止計画（国連連携/UNODC実施） 263,000,000円

合　　計 2,925,133,000円

2．草の根・人間の安全保障無償
国　名 案　　件 金　額

インドネシア デリ・セルダン県薬物依存症リハビリテーションセンター増築計画 10,076,640円

パキスタン パンジャブ州グジュランワラ市薬物依存治療施設建設計画 9,964,800円

合　　計 20,041,440円

3．技術協力
　⑴　研修員受入

案　　件 国　名 人　数

（課題別研修）　薬物犯罪取締り

ブータン 1名

カンボジア 1名

コートジボワール 1名

ギニア 1名

インドネシア 1名

イラン 1名

ヨルダン 2名

キルギス 2名

マリ 1名

ミャンマー 2名

パキスタン 2名

パプアニューギニア 1名

フィリピン 2名
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案　　件 国　名 人　数

（課題別研修）　薬物犯罪取締り

サモア 1名

南アフリカ共和国 1名

東ティモール 1名

ベトナム 1名

小　　計 22名

（課題別研修）　海上犯罪取締り

インドネシア 3名

マレーシア 1名

フィリピン 1名

ベトナム 1名

ミャンマー 1名

スリランカ 1名

モルディブ 1名

ミクロネシア 1名

ソマリア 1名

ジブチ 1名

小　　計 12名

シャン州北部地域における麻薬撲滅に向けた農村開発プロジェクト ミャンマー 5名

麻薬管理能力強化プロジェクト（国別研修） イラン 9名

合　　計 48名

　⑵　専門家派遣

国　名 案　　件 人　数

ミャンマー シャン州北部地域における麻薬撲滅に向けた農村開発プロジェクト 12名

　⑶　調査団派遣

国　名 案　　件 人　数

ミャンマー シャン州北部地域における麻薬撲滅に向けた農村開発プロジェクト 8名

4．国際機関への拠出金による支援
機　　関 金　額

国連薬物統制計画（UNDCP）基金（任意拠出金のみ） 29,113,920円
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	 図表15	 対人地雷問題に関連する援助実績（2016年度）

支出総額（全42件）　5,052,230,295円
その他 　　　　　　　　296,411ドル

1．地雷除去・不発弾処理支援
⑴　無償資金協力
　ア　草の根・人間の安全保障無償 （単位：円）

国　名 案　　件 金　額

ジョージア
スリランカ
スリランカ
スリランカ
コロンビア
コロンビア
コロンビア
ベトナム
アフガニスタン
ボスニア・ヘルツェゴビナ
イラク
イラク
レバノン
レバノン
レバノン
アンゴラ
コンゴ民主共和国
コンゴ民主共和国

ツヒンヴァリ地域との行政境界線付近における爆発性戦争残存物・地雷除去計画
スリランカ北部における人道的地雷除去活動計画
スリランカ北部州における地雷除去計画
スリランカ北部州における手動式地雷除去計画
アンティオキア県における地雷除去活動計画
カケタ県における地雷除去活動計画
地雷除去活動監車輌整備計画
トゥアテｨエンフエ省アルオイ郡における戦争の爆発物遺物危険性削減計画
カブール県スロビ郡における地雷除去計画
イリヤシュ市及びブソバチャ市における地雷除去支援計画
クルディスタン地域における爆発物除去計画
ニナワ県における国内避難民の解放地域への安全な帰還を促進するための爆発物除去計画
スール郡におけるクラスター不発弾除去計画
レバノン南部における地雷及びクラスター不発弾除去計画
マルジャユーン郡における対人地雷除去計画
ウアンボ州地雷除去計画
南北ウバンギ州地雷・不発弾技術調査、除去活動及び地雷回避教育支援計画
タンガニーカ州・カサイ州残存地雷・不発弾撤去計画

41,520,000�
72,885,600
70,849,800
26,514,480
66,668,040
66,709,920
46,382,880
69,063,600
64,561,080
43,125,819
99,999,480
91,700,520
48,965,520
63,536,640
75,537,720
66,000,000
69,850,560
83,444,640

合　　計 1,167,316,299�

　イ　日本NGO連携無償 （単位：円）

国　名 案　　件 金　額

カンボジア
カンボジア
ラオス
ラオス
パラオ

CMACに対する地雷除去に係わる能力構築支援事業（第3期）
CMACに対する不発弾処理に係わる能力構築支援事業（第3年次）
シェンクワン県におけるクラスター子弾処理機械化事業
ラオス不発弾処理機関に対する不発弾処理技術委譲及び不発弾訓練センター建替え事業（第3次）
パラオ共和国海域における不発弾（ERW）処理事業

99,999,840
65,046,000
68,479,440
99,269,280�
98,351,160

合　　計 431,145,720

　ウ　無償資金協力（一般） （単位：円）

国　名 案　　件 金　額

カンボジア 第三次地雷除去活動強化計画 1,810,000,000�

合　　計 1,810,000,000�



2017年版　開発協力参考資料集　17

｜第 2 章　日本の政府開発援助（ODA）実績｜第 2 節 主要分野・課題別実績｜

2．被害者支援
国際機関等への拠出金による支援
　赤十字国際委員会（ICRC）任意拠出金 （単位：円）

国　名 案　　件 金　額

その他 地雷犠牲者支援等の「地雷対策」 29,484,000

合　　計 29,484,000�

3．地雷啓発活動支援
⑴　JPF（ジャパン･プラットフォーム）政府資金事業 （単位：円）

国　名 案　　件 金　額

アフガニスタン アフガニスタンにおける地域主体型の地雷回避および障がい者支援 73,235,076

合　　計 73,235,076�

⑵　国際機関等への拠出金による支援　　国連児童基金（UNICEF） （単位：円）

国　名 案　　件 金　額

イエメン
ウクライナ
チャド

紛争で影響を受けたイエメンの子供と女性に対するマルチ・セクター支援
ドネツク州およびルハンスク州の政府管理地域における教育システムの強靱性の構築
チャド湖地域の紛争の影響を受けた人々の人命救助支援提供

21,703,200�
22,800,000�
9,000,000�

合　　計 53,503,200�

4．地雷対策支援全般（上記1．～3．の複数分野にまたがるプロジェクトを含む）
⑴　技術協力 （単位：円）

国　名 案　　件 金　額

ラオス
アンゴラ
イラク

不発弾除去組織における管理能力強化プロジェクト
地雷除去機専門家（個別専門家）フォローアップ協力
地雷対策（第三国研修）

47,282,000
2,744,000�
13,413,000�

合　　計 63,439,000�

⑵　国際機関への拠出金による支援
　国連PKO局地雷対策サービス部（UNMAS）・地雷対策支援信託基金 （単位：円）

国・地域・機関名 案　　件 金　額

シリア
イラク
パレスチナ（ガザ）
アフガニスタン
コンゴ民主共和国
ソマリア
スーダン
南スーダン
マリ
UNMAS本部

人道的地雷対策を通じたシリア文民の保護
コミュニティーを基盤とした緊急対応事業
ガザ地区における爆発性危険物による脅威の緩和
地雷除去支援
爆発性危険物及び小型武器による脅威削減を通じた人間の安全保障と安定化
爆発物管理
オタワ条約を履行するための地雷除去支援
内戦の影響を受けたコミュニティーに対する人道的地雷アクション
マリ中部における暴力的過激主義防止のための地雷対策活動
本部調整費等

108,678,000
521,652,000
108,678,000
240,000,000
54,000,000
108,720,000
108,720,000
108,720,000
54,600,000
10,339,000

合　　計 1,424,107,000�
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⑶　その他（ODA以外の地雷・不発弾等に関する国際的な規制作りへの支援） （単位：ドル）

国・機関名 案　　件 金　額

国連軍縮局
対人地雷禁止条約履行支援ユニット
国連軍縮局
国連軍縮局
国連軍縮局

対人地雷禁止条約（オタワ条約）2016年分締約国会議等分担金
対人地雷禁止条約拠出金
クラスター弾に関する条約2016年分締約国会議等分担金
特定通常兵器使用禁止制限条約（CCW）2016年分関連会議等分担金
特定通常兵器使用禁止制限条約（CCW）2016年分関連会議等拠出金

28,498
83,692
40,794
121,773
21,654

合　　計 296,411
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第3節　無償資金協力
1 実績

	 図表16	 無償資金協力地域別配分

2016年度 （上段：億円、下段：％）

地域
形態

東アジア 南アジア サブサハラ・
アフリカ 大洋州 中東・

北アフリカ 中南米 欧州・中央アジア・
コーカサス その他 小計

閣議決定案件 389.17
（25.57）

226.60
（14.89）

436.56
（28.69）

96.21
（6.32）

194.94
（12.81）

89.00
（5.85）

89.27
（5.87）

－
－

1,521.75
（100）

草の根・人間の安全
保障無償

19.91
（21.68）

4.63
（6.41）

19.29
（21.69）

8.28
（7.25）

9.79
（6.39）

20.12
（22.36）

10.73
（12.22）

－
－

92.74
（100）

NGO連携無償 20.94
（21.00）

6.20
（6.21）

10.08
（10.11）

1.14
（1.14）

5.54
（5.55）

0.57
（0.57）

0.00
（0.00）

55.27
（55.42）

99.73
（100）

文化無償 0.08
（3.83）

0.17
（7.95）

0.23
（10.78）

0.13
（5.81）

0.10
（4.46）

0.91
（42.14）

0.54
（25.02）

－
－

2.16
（100）

緊急無償 15.00
（12.97）

10.80
（9.34）

39.00
（33.73）

1.20
（1.04）

44.40
（38.40）

5.22
（4.51）

0.00
（0.00）

－
－

115.62
（100）

合計 445.10
（24.30）

248.40
（13.56）

505.16
（27.57）

106.96
（5.84）

254.77
（13.91）

115.82
（6.32）

100.54
（5.49）

55.27
（3.02）

1,832.00
（100）

（注）
・補正予算を含む。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・閣議決定案件とは、相手国との間で国際約束である交換公文（Exchange of Note）を締結するための閣議決定を経た案件。
・草の根・人間の安全保障無償、NGO連携無償および草の根文化無償に関しては贈与契約に基づき、他は交換公文ベース。
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	 図表17	 無償資金協力の10大供与相手国の推移

（交換公文ベース、単位：億円）

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
国名 金額 国名 金額 国名 金額 国名 金額 国名 金額

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10

ミャンマー
アフガニスタン
タイ
カンボジア
パキスタン
インドネシア
コンゴ民主共和国
モザンビーク
エチオピア
ガーナ

277.30 
226.55 

89.86 
66.55 
65.15 
60.97 
55.07 
50.94 
50.09 
48.77 

ミャンマー
エチオピア
フィリピン
アフガニスタン
カンボジア
ラオス
南スーダン
ヨルダン
ウガンダ
ネパール

196.86 
111.15 
108.03 

95.86 
74.58 
62.11 
57.13 
54.56 
41.19 
40.99 

ミャンマー
アフガニスタン
カンボジア
南スーダン
モザンビーク
タンザニア
パキスタン
ラオス
キルギス
ギニア

177.71 
105.78 

88.27 
85.93 
63.84 
55.79 
47.98 
42.58 
37.04 
35.96 

ミャンマー
カンボジア
ネパール
アフガニスタン
パキスタン
コンゴ民主共和国
タジキスタン
東ティモール
タンザニア
モザンビーク

170.55 
79.47 
61.26 
55.43 
49.39 
45.85 
44.16 
40.57 
38.36 
37.73 

ミャンマー
カンボジア
ネパール
アフガニスタン
パキスタン
コンゴ民主共和国
タジキスタン
東ティモール
タンザニア
モザンビーク

156.14
112.51
107.28

79.00
71.28
50.01
49.54
46.70
45.74
40.11

合計 991.24 842.46 740.88 622.78 758.31 

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・債務救済を除く。
・補正予算分を含む。

	 図表18	 無償資金協力地域別割合

2016年度 （交換公文ベース）

東アジア24%

南アジア
14%

サブサハラ・
アフリカ

28%
大洋州 6%

中東・北アフリカ
14%

中南米 6%

欧州・中央アジア・
コーカサス 5%

その他 3%
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｜第 2 章　日本の政府開発援助（ODA）実績｜第 3 節 無償資金協力 ／ 2．事業の概要｜

2 事業の概要
1．事業の目的等
　開発途上地域の開発を主たる目的として、同地域の政

府等に対して行われる無償の資金供与による協力。被援

助国政府（機関）が、日本から贈与された資金を使用し

て、必要な生産物および役務を購入する。

2．サブ・スキームの見直し
　日本の無償資金協力は、1968年に食糧援助を開始し

て以来、徐々にサブ・スキームを増やし、2013年のピー

ク時には17のサブ・スキームにまで拡大した。これは、

それぞれの時代で重視されるテーマをサブ・スキームと

いう形で、当該テーマにおける案件実施を確保する上で

一定の効果を持っていた。

　しかし、サブ・スキームごとの実施手続が複雑化さ

れ、機動的なODAを実施する際の制約要因ともなり、

相手国との関係でも手続の複雑化を引き起こしていた。

そして、2013年秋の行政事業レビューでは、無償資金

協力のPDCAを強化する観点から、「サブ・スキームの

整理統合について不断の見直しを行っていくことが必

要」との提言を受け、その対応が求められてきた。

　これらを踏まえ、無償資金協力のサブ・スキームを抜

本的に見直し、無償資金協力の柔軟な実施を確保するた

め、2015年度からはサブ・スキームという分類は使わ

ないこととした。ただし、水産無償、食糧援助、文化無

償、緊急無償、NGO連携無償および草の根・人間の安

全保障無償については、すでに一種のブランド名として

通用している場合もあるため、これまでの名称を便宜的

に通称として用いることとしている。

3．事業の仕組み
　主として在外公館を通じて行われる開発途上国政府か

らの要請に基づき検討を行う。

　外務省は、その要請の妥当性の検討を行い、妥当と考

えられる案件のうち、詳細な設計や積算を伴う施設の建

設や機材の調達を行うもの（文化無償および水産無償を

含む）については、JICAによる事前の詳細な調査をもと

に実施可能性などを確認するとともに、適正な援助規模

の概算額を算定する（施設・機材等調達方式）。

　政府間で計画の名称、供与限度額等を規定した交換公

文（E/N）を締結した後、これに基づきJICAが被援助国

政府（機関）との間で贈与契約（G/A）に署名する。そ

の後、被援助国政府（機関）は、日本のコンサルタント

および請負・調達業者との間で契約を結び、詳細な設計

を伴う施設の整備等の計画に必要な生産物および役務を

調達する。

　在外公館およびJICAは、被援助国政府（機関）から事

業の実施状況に関する報告を受け、また現地JICA事務所

等が実施状況をモニターする。

　機動的な実施を確保する必要があるものなど外交政策

の遂行上の判断と密接に関連して実施する必要がある案

件（緊急無償資金協力、草の根・人間の安全保障無償資

金協力、日本NGO連携無償資金協力、草の根文化無償

資金協力および食糧援助を含む）は、外務省が、交換公

文（E/N）締結または贈与契約（G/C）締結までに必要

とされる業務を行い、　被援助国における物資・役務の

調達に関しては、案件により各種機関・団体により様々

な方法で行われる。これらの機関・団体の例としては、

被援助国政府等に代わる調達代理機関（調達代理方式）、

国際機関等（国際機関連携方式）、非営利団体（NGO等）

が挙げられる。
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必要に応じ政府調査団
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｜第 2 章　日本の政府開発援助（ODA）実績｜第 4 節 技術協力 ／ 1．実績｜

第4節　技術協力
1 実績

	 図表19	 政府全体の技術協力の地域・形態別実績（2016年）

形態
地域

総額 総人数 研修員受入 専門家派遣 調査団派遣
百万円 金額比（%） 人 人数比（%） 人 人数比（%） 百万円 金額比（%） 人 人数比（%） 百万円 金額比（%） 人 人数比（%） 百万円 金額比（%）

アジア 73,234.1 24.23 27,273 37.72 10,791 33.86 6,881.0 29.90 9,351 61.73 28,274.9 48.59 5,770 59.11 24,978.1 53.08 
中東・北アフリカ 13,665.6 4.52 4,592 6.35 2,688 8.44 3,096.7 13.46 1,056 6.97 4,476.3 7.69 692 7.09 3,118.9 6.63 
サブサハラ・アフリカ 43,200.4 14.29 18,987 26.26 13,307 41.76 6,909.0 30.02 2,865 18.91 17,137.1 29.45 1,601 16.40 9,887.1 21.01 
中南米 17,984.9 5.95 4,657 6.44 2,095 6.57 2,416.9 10.50 845 5.58 5,646.9 9.70 612 6.27 3,831.2 8.14 
大洋州 5,184.9 1.72 1,612 2.23 674 2.12 786.2 3.42 331 2.19 1,682.3 2.89 195 2.00 1,011.8 2.15 
欧州 1,952.2 0.65 984 1.36 311 0.98 291.1 1.26 381 2.52 701.1 1.20 285 2.92 356.6 0.76 
複数地域にまたがる援助等 146,985.1 48.64 14,197 19.64 2,000 6.28 2,632.6 11.44 318 2.10 270.9 0.47 607 6.22 3,875.6 8.24 

合計 302,207.2 100.00 72,302 100.00 31,866 100.00 23,013.5 100.00 15,147 100.00 58,189.5 100.00 9,762 100.00 47,059.4 100.00 

形態
地域

協力隊等派遣 留学生受入 調査研究その他等 JPO派遣
人 人数比（%） 百万円 金額比（%） 人 人数比（%） 百万円 金額比（%） 人 人数比（%） 百万円 金額比（%） 人 人数比（%） 百万円 金額比（%）

アジア 1,149 28.60 2,958.7 24.71 158 1.40 153.5 1.08 54 61.36 9,987.8 6.85 － － － －
中東・北アフリカ 151 3.76 438.4 3.66 － － － － 5 5.68 2,535.4 1.74 － － － －
サブサハラ・アフリカ 1,211 30.14 3,437.1 28.71 － － － － 3 3.41 5,830.0 4.00 － － － －
中南米 1,091 27.15 3,459.6 28.89 14 0.12 16.7 0.12 － － 2,613.6 1.79 － － － －
大洋州 412 10.25 1,306.2 10.91 － － － － － － 398.4 0.27 － － － －
欧州 4 0.10 12.8 0.11 － － － － 3 3.41 590.6 0.40 － － － －
複数地域にまたがる援助等 － － 360.2 3.01 11,116 98.48 14,043.8 98.80 23 26.14 123,917.9 84.95 133 100.00 1,884.1 100.00 

合計 4,018 100.00 11,973.1 100.00 11,288 100.00 14,214.0 100.00 88 100.00 145,873.6 100.00 133 100.00 1,884.1 100.00 

（注）
・複数地域にまたがる援助等とは、各地域にまたがる調査団の派遣、行政経費、開発啓発費等、地域分類が不可能なもの。
・卒業国向け援助を含む。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・地域分類は外務省地域分類による。
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2 事業の概要

① 研修員受入事業

1．事業の開始時期・経緯・目的
● 開始時期

　1954年

● 経緯・目的

　1954年の日本のコロンボ・プラン加盟を契機として、

日本最初の政府開発援助として発足、アジアからの研修

員16名（二国間ベース）の受入れにより事業が開始さ

れた。研修受入事業は、国づくりの担い手となる研修員

を日本または開発途上国内で受け入れ、行政、農林水

産、鉱工業、エネルギー、教育、保健・医療、運輸、通

信等多岐にわたる分野において、人材育成を通じて開発

途上国の課題解決に貢献することを目的とする事業であ

る。

　なお、日本の技術協力の成果の再移転・普及を目的と

し、開発途上国内の研修員に対して当該開発途上国内で

行う研修を「現地国内研修」、開発途上国にて、当該国

以外の研修員を受け入れて行う研修を「第三国研修」と

称しており、それぞれ1993年度、1975年度から開始さ

れている。

2．事業の仕組み
● 概　要

　日本が開発途上国を対象に行っている、「人」を通じ

た技術協力の中でも最も基本的な形態の一つであり、日

本国内で実施する本邦研修と、海外で行う現地国内研修

および第三国研修とに区分される。本邦研修は、グルー

プごとに共通のカリキュラムで行われるもの（課題別研

修）や、開発途上国の個々の研修要望に応じてそれぞれ

の研修内容を策定するもの（国別研修）など、様々な実

施形態がある。研修コースは、日本の海外における技術

協力を補完することを目的とするものから、特定の国の

人材育成ニーズに応えるためのものまで、開発途上国の

ニーズに合った研修カリキュラムを選択することができ

る。コース期間は、研修目的に応じて設定され、通常は

2週間から1年までである。研修は、日本国内各地に所

在するJICAの国際センターを拠点として、関係省庁、地

方自治体、大学、民間企業、NGOなどの協力・連携に

より実施される。

　また、本邦研修は、研修の本来の成果に加えて、本邦

に滞在することにより日本の産業・文化等に触れ、お互

いの考え方や行動様式を理解し合うことによって、国民

相互の友好親善に貢献することも目的としている。

● 審査・決定プロセス

　開発途上国からの要請を踏まえ、外務省がJICAや関係

省庁とともに検討し、各国からの年間受入人数、受入形

態、受入コース名などを決定する。日本の在外公館は、

毎年開発途上国政府窓口機関にこの結果を通知する。同

通知に基づき国際約束を結んだ後、研修コースごとに、

開発途上国政府機関とJICAにて候補者を人選し、その候

補者の資格要件等を日本側にて審査し、受入れを決定す

る。

　現地国内研修および第三国研修についても、開発途上

国からの要請を踏まえ、日本において研修実施に関して

検討・採択の上、日本の在外公館から採択案件を開発途

上国政府窓口機関に通知する。

● 決定後の案件実施の仕組み

　来日した研修員は、あらかじめJICAが設定した研修

コース、または個々の要請内容に基づいて設定された研

修コースに参加する。

　現地国内研修および第三国研修については、研修実施

国がJICAの技術的・資金的協力を得て研修コースを策定

し、参加者を募集・選考した後に実施する。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2016年度実績は次のとおり。

⑴　本邦研修

　�　141か国・地域から12,469名の研修員を新規に受け

入れ、前年度から継続の人数を合わせると、13,768名

であった。同年度に新規に受け入れた研修員を形態別

に見ると、あらかじめ設定したコースの研修員や個別

の要望による研修員を受け入れる一般技術研修が

10,267名、日系人対象の研修139名、移住者またはそ

の子弟を対象とした移住研修108名、地域の地方自治

体やNGOとの連携による草の根技術協力事業地域提

案型研修191名、将来の国づくりを担う青年層を対象

にした青年研修923名、円借款事業関連の研修841名

であった。
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⑵　現地国内研修

　�　日本の技術協力の成果を、開発途上国内で普及する

ことを促進するための研修として、現地国内研修を実

施した（1,884名）。

⑶　第三国研修

　�　開発途上国の中で、対象分野について比較優位のあ

る国等に周辺の途上国から研修員を招いて研修を行う

第三国研修を実施した（3,260名）。

● 地域別実績

（2016年度・新規人数） （単位：人）

地　　域 本　 邦
研 修 員

現地国内
研 修 員

第 三 国
研 修 員 総　　計

アジア
中東・北アフリカ
サブサハラ・アフリカ
北米・中南米
大洋州
欧州
国際機関

6,540
779

2,819
1,417

551
363

－

245
－

1,587
－
52
－
－

899
949
833
391
100

88
－

7,684
1,728
5,239
1,808

703
451

－
合　計 12,469 1,884 3,260 17,613

（注）
・ 上記では、アフガニスタンはアジア地域、スーダンはサブサハ

ラ・アフリカ地域、トルコは欧州地域に含まれる。

● 分野別実績

（2016年度・新規人数） （単位：人）

中分類名 本 邦
研 修 員

現地国内
研 修 員

第 三 国
研 修 員 総　計

開発計画
行政
公益事業
運輸交通
社会基盤
通信・放送
農業
畜産
林業
水産
鉱業
工業
エネルギー
商業・貿易
観光
人的資源
科学・文化
保健・医療
社会福祉
その他

239
3,002

571
923
545
193

1,201
93

177
212
106
124
502
711
154

1,825
7

992
308
584

40
929
179

12
－
－

466
－
－
－
－
－
－
－
－
2

－
234

－
22

94
339

82
134

55
60

741
－

120
97
12
19

375
105

17
367

－
336

61
246

373
4,270

832
1,069

600
253

2,408
93

297
309
118
143
877
816
171

2,194
7

1,562
369
852

合　計 12,469 1,884 3,260 17,613

② 技術協力専門家派遣

1．事業の開始時期・経緯・目的
● 開始時期・経緯

　1954年、日本のコロンボ・プランへの加盟により政

府ベースの技術協力の柱として発足した。1955年度に

東南アジア地域に初めての専門家を派遣して以来、派遣

地域は、1957年度には中東・アフリカ地域へ、1958年

度には中南米地域へ、そして1960年度には北東アジア

地域へと順次拡大された。

● 目　的

　相手国政府に対する高度な政策提言や現地適合技術の

開発等を通じ、カウンターパートの能力開発（キャパシ

ティ・ディベロップメント）を行うことにより、開発効

果を顕在化させることを目的としている。

2．事業の仕組み
● 概　要

　各種分野の専門家は、開発途上国の受入機関（主とし

て中央政府または政府関係機関）に所属し、専門家が有

する知識、知見、技術、経験を活かしながら、相手国の

管理者、技術者（カウンターパート）に対し政策助言や

特定の技術の移転を行っている。また、カウンターパー

トとともに現地適合技術や制度の開発、啓発や普及など

の幅広い活動も行っている。

　さらに、日本人の専門家派遣に加え、開発途上国（第

三国）の人材を専門家として、他の開発途上国へ派遣す

ることも行っている（第三国専門家派遣）。これは日本

の実施する技術協力を補完的に支援し、あるいは、これ

まで日本がこの第三国で実施した技術協力の成果を周辺

国に普及させ、南南協力への支援、ひいては援助実施主

体の裾野を広げることを目的とする。

　なお、国際機関を通じた国際機関専門家の派遣も行っ

ている。

● 審査・決定プロセス

　開発途上国から在外公館を通じて日本政府に対して正

式文書によって提出された専門家派遣要請は、外務省が

関係省庁およびJICAとともに検討、審査の上、採択、不
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採択を決定する。案件の審査・検討に当たっては、単に

相手国の要請を個々に検討するだけではなく、相手国の

開発課題を十分に把握し、どのような協力が最も適切

か、というより総合的な観点から行っている。

● 決定後の案件実施の仕組み

　協力が決定された後は、相手国に通知して実施のため

の国際約束を結ぶ。要請案件の実施が決まると、関係省

庁あるいはJICAは要請分野、指導科目、派遣時期、期間

に対応した専門家の選考を行い、日本の費用負担により

派遣している。

3．最近の活動内容
● 活動の概要

　2016年度は、計108か国・地域、計8,845名（新規・

継続を含む）の専門家を派遣した。

● 主要な事業

　主な事業としては、特定分野もしくは開発支援全般に

対し助言を行う政策アドバイザーの派遣や、様々な開発

課題に対する技術移転のための専門家派遣がある。

　運輸交通分野では、フィリピン、ベトナムに鉄道、行

政に係る専門家を派遣したほか、ラオス、カンボジア

に、運輸交通、港湾運営の専門家を派遣した。また、ア

ジア以外にも、エチオピアに高速道路維持管理アドバイ

ザーを派遣し、技術的な助言を行った。

　都市開発分野では、ケニア・ナイロビ市に都市開発ア

ドバイザーを派遣し、JICAが支援した都市開発マスター

プランに基づき、同市の都市開発政策立案能力及び計画

実施能力を向上させるための協力を行った。

　情報通信・放送分野では、フィリピン、コスタリカ、

ボツワナに地上波デジタル日本方式導入に係る専門家を

派遣した。

　平和構築分野では、ボスニア・ヘルツェゴヴィナにス

ポーツ教育を通じた民族間の信頼醸成を目的とした専門

家を派遣したほか、ザンビアに対し、人道と開発の連携

を念頭に、元難民の自立・再定住プロセスを支援するた

め、元難民現地統合支援アドバイザーの派遣準備を行っ

た。

　ガバナンス分野では、新たに制定された民主的な憲法

の下で法整備を進めているネパールに対し、民法の制

定・普及支援のためのアドバイザーを派遣している。ま

た、ミャンマーでは、証券市場の発展に向け証券監督機

関の機能強化のためのアドバイザーを派遣している。

　農業分野については、日越農業協力の長期ビジョンに

掲げられた農業・地方開発支援案件の形成・実施のため

ベトナムに政策アドバイザーを派遣し、ベトナム農業の

最新の動き（政策・事業・他ドナーの動向等）を把握の

上、必要に応じて関係機関との連携を行い、フードバ

リューチェーン（FVC）構築や食の安全に係る制度化等

日本の知見を活かしつつ政策立案に対し助言を行ってい

る。また、南アフリカ共和国に小規模園芸農民組織強化

アドバイザーを派遣し、小規模農家のための市場志向型

農業振興（SHEP）を支援するとともに、南部アフリカ

圏を中心に各国におけるSHEPの取組みを巡回指導し、

SHEPの知見を国際社会に発信している。

　教育分野では、バングラデシュ、ラオス、ミャン

マー、ネパール、パプアニューギニア、ハイチやザンビ

ア、ブルキナファソ、ジブチ、南アフリカ、スワジラン

ド等の教育省に教育政策アドバイザーを派遣し、各国の

教育政策・制度改善に係る助言を行うとともに、日本の

協力案件間および他ドナーとの連携促進を支援してい

る。

　保健分野については、ケニア、ガーナ、セネガル、タ

ンザニア、シエラレオネ、ベナン、コンゴ民主共和国、

ハイチ、ミャンマー、ラオス、ベトナム、フィリピン等

の保健省に専門家が配属され、中長期的な協力方針の策

定、UHC（ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ）の推

進、保健財政・保健情報を含む保健システムの強化に向

けた政策レベルでの働きかけ、5Sを通じたマネジメン

ト強化など、多角的な役割を果たしている。

　社会保障分野では、障害の主流化および障害者の社会

参加促進（コロンビア、ルワンダ、南アフリカ共和国、

ヨルダン）のほか、高齢者介護サービスの開発（タイ）

や社会保障制度の強化（インドネシア）を支援してい

る。

　自然環境分野では、モザンビークにおいて、持続的な

森林資源管理に関する政策や組織・制度改善支援を行っ

た。他にも、カンボジア、ボツワナ等へアドバイザー専

門家を派遣した。

　環境管理分野では、インドネシアにおいて、都市環境

を改善するための廃棄物管理および循環型社会構築に対

して助言と支援を行うアドバイザーを派遣した。また、

ベトナム建設省技術インフラ局へアドバイザーを派遣

し、下水道計画・事業運営に係る指導・助言を行ったほ

か、ウルグアイへ水銀分析と汚染対策を支援するため、

専門家を派遣し技術移転を実施した。

　水資源管理分野では、水資源の管理および水道事業に
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対する助言を行うため、インドネシア、東ティモール、

ミャンマー、バングラデシュ、フィジー、ケニア、マラ

ウイ、タンザニア、ギニアへアドバイザー専門家を派遣

した。

　防災分野では、バングラデシュにアドバイザーを派遣

し、災害被害を軽減するために総合的な防災の視点か

ら、防災救援省、水資源省、住宅公共事業省等の災害対

応関連機関に対して、防災関連事業の適切な選択・実施

を支援した。また、地震、津波災害が多発するエルサル

バドルに津波予測能力向上のためのアドバイザーを派遣

した。他にも、インドネシア、フィリピン、フィジー、

ジャマイカ、コロンビア、アルジェリア、モーリシャス

等へ防災分野の専門家を派遣した。

　気候変動分野では、サモアへアドバイザーを派遣し、

大洋州地域における気候変動対策の促進および同分野の

人材育成の拠点整備に対して協力を行った。また、ベト

ナムへアドバイザーを派遣し、国家気候変動戦略の効果

的な実施支援、援助関連機関との連携調整、気候変動分

野の円借款事業運営支援を行った。

　産業分野では、電力需給が逼迫するミャンマーに電力

開発計画作りのための専門家や送配電の運用維持管理に

係る専門家を派遣し、施設維持管理能力の向上に貢献し

ている。また、カンボジアには鉱物資源開発アドバイ

ザーを派遣し、鉱業エネルギー省に対し中長期的に円滑

かつ持続可能な資源開発が行われるための鉱業政策や技

術情報等を提供し、採鉱・保安技術の指導を行った。そ

のほかにも、日本の関係機関と連携しつつ、探査、鉱床

評価、選鉱、保安、環境対策など幅広い分野を対象に、

民間企業や大学も対象とした研修やセミナー等の実施を

通して各種技術や制度の紹介を行った。

　更に、ミャンマーには投資振興アドバイザーを派遣

し、投資促進戦略の実施促進や投資家向けサービス提供

能力向上の支援を行っているほか、タンザニアには産業

開発アドバイザーを派遣し、貿易・投資・中小企業振興

等を包括的に進めるための助言を実施している。

● 地域別実績
（単位：人）

年
度 形態名 新規継続

区 分 アジア サブサハラ
・アフリカ

中東・
北アフリカ

北米・
中南米 大洋州 欧州 区 分

不能�＊1 総　計

２
０
１
５
年
度

技術協力プロジェクト
専門家

新規
継続
合計

3,665
402

4,067

1,542
231

1,773

276
35

311

503
61

564

174
15

189

154
12

166

－
－
－

6,314
756

7,070

一般技術専門家
新規
継続
合計

124
57

181

150
48

198

24
10
34

78
16
94

7
4

11

19
1

20

－
－
－

402
136
538

援助促進専門家
新規
継続
合計

1,379
188

1,567

139
18

157

79
12
91

41
9

50

8
－
8

4
－
4

－
－
－

1,650
227

1,877

第三国専門家
新規
継続
合計

10
1

11

24
－
24

－
－
－

28
－
28

－
－
－

－
－
－

－
－
－

62
1

63

在外技術研修講師
新規
継続
合計

13
－
13

－
－
－

6
－
6

13
－
13

2
－
2

－
－
－

－
－
－

34
－
34

合　　計
新規
継続
合計

5,191
648

5,839

1,855
297

2,152

385
57

442

663
86

749

191
19

210

177
13

190

－
－
－

8,462
1,120
9,582
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（単位：人）

年
度 形態名 新規継続

区 分 アジア サブサハラ
・アフリカ

中東・
北アフリカ

北米・
中南米 大洋州 欧州 区 分

不能�＊1 総　計

２
０
１
６
年
度

技術協力プロジェクト
専門家

新規
継続
合計

3,155
400

3,555

1,487
229

1,716

354
28

382

420
88

508

156
22

178

81
11
92

8
－
8

5,661
778

6,439

一般技術専門家
新規
継続
合計

111
61

172

174
55

229

24
11
35

47
19
66

7
5

12

1
7
8

－
－
－

364
158
522

援助促進専門家
新規
継続
合計

1,394
134

1,528

71
27
98

109
10

119

22
10
32

5
－
5

5
－
5

－
－
－

1,606
181

1,787

第三国専門家
新規
継続
合計

7
－
7

27
2

29

－
－
－

28
－
28

2
－
2

－
－
－

－
－
－

64
2

66

在外技術研修講師
新規
継続
合計

14
－
14

－
－
－

7
－
7

8
－
8

2
－
2

－
－
－

－
－
－

31
－
31

合　　計
新規
継続
合計

4,681
595

5,276

1,759
313

2,072

494
49

543

525
117
642

172
27

199

87
18

105

8
－
8

7,726
1,119
8,845

（注）
・実績なしは－（ハイフン）で表示。
・上記では、アフガニスタンはアジア地域、スーダンはサブサハラ・アフリカ地域、トルコは欧州地域に含まれる。
＊1　区分不能：複数地域にまたがる援助等。

● 専門家分野別人数の推移
（単位：人）

年
度

分類名

形態

新
規
継
続
区
分

開
発
計
画

行

政

公
益
事
業

運
輸
交
通

社
会
基
盤

通
信
・
放
送

農

業

畜

産

林

業

水

産

鉱

業

工

業

エ
ネ
ル
ギ
ー

商
業
・
貿
易

観

光

人
的
資
源

科
学
・
文
化

保
健
・
医
療

社
会
福
祉

そ
の
他

合

計

２
０
１
５
年
度

技術協力プロジェ
クト専門家

新規
継続
合計

164
17

181

1,395
152

1,547

520
49

569

710
74

784

419
28

447

73
9

82

611
134
745

98
8

106

216
34

250

67
15
82

49
4

53

121
5

126

318
24

342

241
26

267

26
2

28

693
85

778

10
－
10

498
68

566

20
17
37

65
5

70

6,314
756

7,070

一般技術専門家
新規
継続
合計

14
15
29

48
18
66

16
4

20

18
7

25

47
2

49

12
3

15

56
24
80

1
－
1

8
4

12

15
6

21

2
－
2

18
2

20

15
2

17

53
12
65

5
2
7

30
14
44

－
1
1

26
11
37

10
5

15

8
4

12

402
136
538

援助促進専門家
新規
継続
合計

48
5

53

491
28

519

125
7

132

311
23

334

129
23

152

1
1
2

78
34

112

－
－
－

28
6

34

－
－
－

－
－
－

22
10
32

107
8

115

71
10
81

30
3

33

19
10
29

29
3

32

38
9

47

－
－
－

123
47

170

1,650
227

1,877

第三国専門家
新規
継続
合計

－
－
－

－
－
－

8
－
8

6
－
6

10
－
10

－
－
－

5
1
6

－
－
－

－
－
－

2
－
2

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

30
－
30

－
－
－

1
－
1

62
1

63

在外技術研修講師
新規
継続
合計

－
－
－

5
－
5

－
－
－

2
－
2

1
－
1

－
－
－

3
－
3

－
－
－

－
－
－

2
－
2

－
－
－

－
－
－

1
－
1

6
－
6

－
－
－

1
－
1

－
－
－

5
－
5

2
－
2

6
－
6

34
－
34

合　　計
新規
継続
合計

226
37

263

1,939
198

2,137

669
60

729

1,047
104

1,151

606
53

659

86
13
99

753
193
946

99
8

107

252
44

296

86
21

107

51
4

55

161
17

178

441
34

475

371
48

419

61
7

68

743
109
852

39
4

43

597
88

685

32
22
54

203
56

259

8,462
1,120
9,582
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（単位：人）

年
度

分類名

形態

新
規
継
続
区
分

開
発
計
画

行

政

公
益
事
業

運
輸
交
通

社
会
基
盤

通
信
・
放
送

農

業

畜

産

林

業

水

産

鉱

業

工

業

エ
ネ
ル
ギ
ー

商
業
・
貿
易

観

光

人
的
資
源

科
学
・
文
化

保
健
・
医
療

社
会
福
祉

そ
の
他

合

計

２
０
１
６
年
度

技術協力プロジェ
クト専門家

新規
継続
合計

133
19

152

866
128
994

482
37

519

785
66

851

179
35

214

141
7

148

520
136
656

64
10
74

324
75

399

26
8

34

34
2

36

136
12

148

267
16

283

256
31

287

18
－
18

943
104

1,047

23
－
23

342
74

416

28
10
38

94
8

102

5,661
778

6,439

一般技術専門家
新規
継続
合計

19
18
37

53
24
77

10
8

18

30
5

35

24
7

31

5
2
7

39
24
63

2
1
3

2
2
4

9
6

15

－
－
－

70
6

76

11
1

12

20
11
31

5
3
8

20
15
35

－
1
1

31
16
47

2
4
6

12
4

16

364
158
522

援助促進専門家
新規
継続
合計

26
3

29

347
28

375

131
15

146

401
30

431

177
17

194

－
1
1

58
37
95

－
－
－

20
3

23

－
－
－

－
－
－

6
6

12

104
5

109

49
10
59

102
－

102

35
13
48

2
1
3

31
6

37

－
－
－

117
6

123

1,606
181

1,787

第三国専門家
新規
継続
合計

1
－
1

3
－
3

－
－
－

4
－
4

2
－
2

－
－
－

2
－
2

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

4
－
4

－
－
－

18
－
18

－
－
－

28
2

30

－
－
－

2
－
2

64
2

66

在外技術研修講師
新規
継続
合計

－
－
－

－
－
－

－
－
－

2
－
2

－
－
－

－
－
－

3
－
3

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

－
－
－

7
－
7

2
－
2

－
－
－

1
－
1

－
－
－

5
－
5

4
－
4

7
－
7

31
－
31

合　　計
新規
継続
合計

179
40

219

1,269
180

1,449

623
60

683

1,222
101

1,323

382
59

441

146
10

156

622
197
819

66
11
77

346
80

426

35
14
49

34
2

36

212
24

236

389
22

411

331
52

383

125
3

128

1,017
132

1,149

25
2

27

437
98

535

34
14
48

232
18

250

7,726
1,119
8,845

（注）
・実績なしは－（ハイフン）で表示。

4．より詳細な情報
● ウェブサイト

・JICA：http://www.jica.go.jp

③ 技術協力プロジェクト

1．事業の開発時期・経緯・目的
● 開始時期

　1957年「プロジェクト方式技術協力」として開始。

その後2002年から「技術協力プロジェクト」として実

施している。

● 目　的

　技術協力プロジェクトは、開発途上国の経済社会の発

展に寄与するために、相手国の経済社会開発に必要な人

材の育成、研究開発、技術普及を通して相手国の組織体

制を強化し、期待される開発効果を実現することを目的

に実施されるものである。なお、一定期間運営に関する

協力を行った後、事業は開発途上国の運営に引き継がれ

ていく。

　プロジェクトでは、経済的自立・発展、人間の基本的

ニーズの充足のための人づくり協力が中心となっている

が、近年では、人づくりの基礎となる教育、感染症、人

口�、男女共同参画、環境等の地球規模の課題への協力

にも重点を置いている。また、これらの協力には、相手

国に適した技術開発、訓練、普及のための技術指導のみ

ならず、移転された技術が確実に定着して、日本の協力

終了後も相手国で独自にプロジェクトを実施していく自

立的発展のための必要な組織、制度づくりも含まれてい

る。

2．事業の仕組み
● 概　要

　技術協力プロジェクトは、開発途上国の経済社会の発

展に寄与するため、特に、相手国の開発計画の対象分野

において、要請に応じてJICAが相手国と共同で特定の目

的、内容・範囲、期間を設定し、実施される事業である



32　2017年版　開発協力参考資料集

　従来、開発途上国の人づくりを中心とする事業目的の

達成のため、専門家派遣、研修員受入れ、機材供与の3

つの投入を有機的に組み合わせながら、一つの協力事業

（プロジェクト）として一定期間実施するプロジェクト

方式技術協力が行われていた。

　開発途上国のニーズが従来にも増して多様化している

近年の状況を踏まえ、日本はこれまで以上に限られた資

源を有効に活用し、成果重視の技術協力を行うために、

専門家派遣、研修員受入れ、機材供与等の投入要素の組

合せや投入規模、協力期間を事業の目標・成果に応じて

より柔軟に選択できる技術協力プロジェクトを導入し

た。これにより、相手国政府の広範なニーズにより容易

に応じることができるようになっている。　

　技術協力プロジェクトの投入において重要な位置を占

めるのが専門家派遣である。事業の実施に必要な技術や

ノウハウは、日本から派遣される専門家から相手国のプ

ロジェクトの運営を担う管理者、技術者（カウンター

パート）に移転されるが、その際、効果的な技術移転の

ために、お互いの文化、社会について相互理解を深め合

うとともに、日本の技術をもとに現地に適合した技術を

移転するといった視点を大切にしている。また、移転さ

れた技術を活用して、開発途上国が自らの力で課題に取

り組んでいけるよう配慮をしている。過去の日本の技術

移転により、現地ニーズに的確に対応できる技術力を備

えた開発途上国の人材等を、第三国専門家として他の途

上国に派遣することもある。

　研修員受入れも技術移転の重要な投入要素である。こ

れは、国または民間の研究機関、病院、試験場などで研

修を行い、技術レベルの向上を図るものである。日本で

の研修は、特定の技術だけではなく、これを生み支えて

いる社会・文化を理解できるような機会を提供してい

る。また、日本の協力によって技術力を蓄えた国の機関

等で研修実施国以外の人材に対する研修を行い（第三国

研修）、技術普及の効率化に努めている。

　ほかにも、必要に応じて機材の供与や施設整備等の支

援を行っている。

● 審査・決定プロセス

　開発途上国の開発の現状、先方の要請内容・意図を踏

まえ、外務省が関係省庁およびJICAとともに検討の上、

実施案件を決定する。要請背景等、案件審査のための情

報が不足している場合は、必要に応じて協力準備調査等

の予備的な調査がJICAによって実施され、案件実施の可

否についてさらなる検討が行われる。

● 決定後の案件実施の仕組み

　協力実施が決定された後は、相手国に審査結果を通知

して実施のための国際約束を結ぶ。その後、JICAが派遣

する詳細計画策定調査団またはJICA在外事務所と相手国

関係機関が案件実施のための詳細な計画について協議を

行い、その内容をまとめて討議議事録（R/D：Record�of�

Discussions）を作成し、協力の大枠を決定する。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2016年度の実績は、実施国数88か国・地域、実施件

数549件であった。

● 主要な事業

⑴�　社会基盤分野では、平和構築・復興支援、ジェン

ダー平等・貧困削減の推進等に係る支援を含め、基本

的な基盤整備への協力として、運輸交通・情報通信イ

ンフラおよび都市開発、地域開発に係る分野の支援に

取り組んでおり、40か国・地域において82件の協力

事業を実施している。その例としては次のようなもの

がある。

モンゴル ウランバートル市マスタープラン計画
実施能力改善プロジェクト

エジプト
大エジプト博物館開館支援合同保存修
復プロジェクト

バングラデシュ デジタルバングラデシュ構築のための
地図作成能力高度化プロジェクト

ラオス ビエンチャンバス公社能力改善プロ
ジェクトフェーズ2

ブータン 電子通信技術（光ファイバー）に係る
能力強化プロジェクト

ジブチ 沿 岸 警 備 隊 能 力 拡 充 プ ロ ジ ェ ク ト
フェーズ2

ウガンダ
アチョリ・西ナイル地域コミュニティ・
レジリエンス強化のための地方行政能
力向上プロジェクト

シエラレオネ カンビア県地域会開発能力向上プロ
ジェクト

パレスチナ パレスチナ難民キャンプ改善プロジェ
クト

ホンジュラス 金融包摂を通じたCCT受給世帯の生活
改善・生計向上プロジェクト

タイ メコン地域人身取引被害者支援能力向
上プロジェクト

ケニア ジェンダー視点に立った農業普及促進
プロジェクト

⑵�　産業開発・公共政策分野では、民間セクター開発、

資源・エネルギー開発、法・司法や行財政・金融の制

度整備などを通じて開発途上国の持続的な成長を促進
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するとともに、民主的で公正な社会の実現に向けた支

援を行っている。また「日本センター」事業にも取り

組み、47か国・地域において121件の協力事業を実施

している。その例としては次のようなものがある。

インドネシア

ビジネス環境改善のための知的財産権
保護・法的整合性向上プロジェクト
市民警察活動（POLMAS）全国展開プ
ロジェクト

メキシコ 自動車産業基盤強化プロジェクト

エチオピア
品質・生産性向上、競争力強化のため
のカイゼン実施促進能力向上プロジェ
クト

モンゴル 日本人材開発センター・ビジネス人材
育成・交流拠点機能強化プロジェクト

ベトナム
国会事務局能力向上プロジェクト
VNACCSに よ る 税 関 行 政 近 代 化 プ ロ
ジェクト

ケニア 地熱開発のための能力向上プロジェク
ト

シエラレオネ 電力供給設備維持管理のための能力向
上プロジェクト

ネパール 平和構築・民主化促進のためのメディ
ア能力強化プロジェクト

ドミニカ共和国 北シバオ地域における地方自治体計画
策定能力強化プロジェクト

ケニア、タン
ザニア、ウガ
ンダ、ルワン
ダ、ブルンジ

東部アフリカ地域における国際貿易円
滑化のための能力向上プロジェクト

ミャンマー 法整備支援プロジェクト
電力開発計画能力向上プロジェクト

⑶�　人間開発分野では、①教育（基礎教育、高等教育、

産業技術教育・職業訓練）、②社会保障（障害と開

発、社会保険、社会福祉、労働・雇用）、③保健医療

（UHC/保健システム強化、感染症対策、母子保健、保

健人材）の3分野に関する技術協力を展開している。

これらの活動を通じて、開発途上国において、人間の

安全保障が意味する「人間の生存、生活および尊厳を

確保すること」を目指し、58か国・地域において139

件の協力事業を実施している。具体例としては次のよ

うなものがある。

ミャンマー
初等教育カリキュラム改訂プロジェクト
マラリア対策（排除）モデル構築プロ
ジェクト

タイ

アセアン工学系高等教育ネットワーク
プロジェクトフェーズ3
効果的な結核症対策のためのヒトと病
原菌のゲノム情報の統合的活用プロ
ジェクトフェーズ3（地球規模課題対応
国際科学技術協力）

ベトナム 日越大学修士課程設立プロジェクト

インドネシア インドネシアエンジニアリング教育認
定機構（IABEE）設立プロジェクト

モンゴル 一次及び二次レベル医療施設従事者の
ための卒後研修強化プロジェクト

アフガニスタン 識字教育強化プロジェクトフェーズ2

エジプト エジプト日本科学技術大学（E-JUST）
プロジェクトフェーズ2

ヨルダン
シリア難民ホストコミュニティ地方部
における村落保健センターのサービス
向上プロジェクト

セネガル 母子保健サービス改善プロジェクト
フェーズ2

ザンビア

（科学技術）アフリカにおけるウィルス
性人獣共通感染症の調査研究プロジェ
クト（地球規模課題対応国際科学技術
協力）

ガーナ
ガーナアッパーウエスト州地域保健機
能を活用した妊産婦・新生児保健サー
ビス改善プロジェクト

コンゴ民主共和国 保健人材開発支援プロジェクトフェー
ズ2

ウガンダ
保健インフラマネジメントを通じた保
健サービス強化プロジェクト（フェー
ズ2）

ホンジュラス 「国家保健モデル」に基づくプライマ
リーヘルスケア体制強化プロジェクト

ニカラグア
チョンタレス保健管区およびセラヤセ
ントラル保健管区における母と子ども
の健康プロジェクト

⑷�　地球環境分野では、自然環境保全、環境管理、水資

源、防災、気候変動対策の5つの課題に取り組んでい

る。環境と調和の取れた開発を推進し持続可能な社会

を実現するため、63か国・地域において109件の協力

事業を実施している。特に、国連気候変動枠組条約第

21回締約国会議（COP21）で採択されたパリ協定、

第3回国連防災世界会議で採択された「仙台防災枠組

2015-2030」等の国際的取り組みを推進するための途

上国支援を行った。具体例としては次のようなものが

ある。

ベトナム 持続的自然資源管理プロジェクト

南部アフリカ地域
南部アフリカ地域持続可能な森林資源
管理・保全プロジェクト

パレスチナ ジェリコ下水運営管理能力強化プロ
ジェクト

スーダン ハルツーム州廃棄物管理強化プロジェ
クト

サモア 沖縄連携によるサモア水道公社維持管
理能力強化プロジェクト
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ウガンダ 村落地方給水維持管理・衛生改善プロ
ジェクト

スリランカ 気象観測・予測・伝達能力向上プロ
ジェクト

チリ 中南米防災人材育成拠点化支援プロ
ジェクト

タイ 東南アジア地域気候変動緩和・適応能
力強化プロジェクト

⑸�　農村開発分野では、「食料安全保障と栄養」の確

保・改善に取り組んでいる。特に、①持続可能な生産

性向上、フードロス削減、②食料アクセス改善、フー

ドバリューチェーン強化、③食の多様化、栄養改善、

④レジリエンス強化を図っている。また、都市と農村

地域の生計格差が少なくなるよう農村振興のアプロー

チや日本の知見・経験を活用し、52か国・地域にお

いて94件の協力事業を実施している。具体例として

は次のようなものがある。

インドネシア 官民協力による農産物流通システム改
善プロジェクト

コロンビア
農民参加による優良種子増殖普及シス
テム確立計画プロジェクト
OVOPコロンビア推進プロジェクト

ハイチ 農業技術者能力向上プロジェクト

ミャンマー　 中央乾燥地における小規模養殖普及に
よる住民の生計向上プロジェクト

ケニア
地方分権下における小規模園芸農民組
織 強 化・ 振 興 プ ロ ジ ェ ク ト（SHEP 
PLUS）

注1：�旧開発調査は1962年に海外技術協力事業団（現独立行政法人国際協力機構）が設立された後に外務省の委託調査を引き継ぎ、さらに通商産業省
から海外開発計画調査が委託され、政府ベースによる技術協力の一環として形成された。

ルワンダ 小規模農家市場志向型農業プロジェク
ト

フィリピン 国営灌漑システム運営・維持管理改善
プロジェクト

ザンビア 小規模農民のための灌漑開発プロジェ
クト

セネガル セネガル川流域灌漑稲作生産性向上プ
ロジェクト

カメルーン コメ振興プロジェクト

● 分野別・地域別実施件数

2016年度 （単位：件）

分野
地域

社会
基盤

産業開発・
公共政策

人間
開発

地球
環境

農村
開発 その他 合計

アジア
中東・北アフリカ
サブサハラ・アフリカ
中南米
大洋州
欧州

45
5

20
7
3
2

71
9

22
13

1
5

52
17
46
19

3
2

42
7

32
18

8
2

32
11
37
13

1
－

1
1

－
－
1
1

243
50

157
70
17
12

合　計 82 121 139 109 94 4 549

（注）
・年度中にR/Dに基づき実施した案件の一覧。
・ 技術協力プロジェクト案件のみ対象（地球規模課題対応国際科

学技術協力は含まない）。

4．より詳細な情報
● 書籍等

・「国際協力機構年報　資料編（国際協力機構編著）」等

● ウェブサイト

・JICA：http://www.jica.go.jp

④ 開発計画調査型技術協力（開発調査）事業

1．事業の開始時期・経緯・目的
● 開始時期・経緯

　開発計画調査型技術協力は、2008年の新JICAの発足

に伴い、協力準備調査（将来の協力案件〈資金協力等〉

の形成を目的とする調査）が導入されたことにより、旧

開発調査（注1）を以下3つの分類に整理したことで制度化

されたもの。

①�政策立案または公共事業計画策定支援（日本の資金協

力を必ずしも想定しない）を目的とした「開発計画調

査型技術協力」

②�キャパシティ・ディベロップメント（能力向上）を目

的とした「技術協力プロジェクト」

③�将来の協力案件形成（主に資金協力）あるいは事前準

備を目的とした「協力準備調査」

● 目　的

　開発途上国の政策立案や公共事業計画策定の支援を目

的とし、あわせて調査の実施過程を通じ、相手国のカウ

ンターパートに対し調査・分析手法や計画策定手法等の

技術移転を図る。

2．事業の仕組み
● 概　要

　開発計画調査型技術協力は、開発途上国に対し、学識

経験者やコンサルタント等から成る調査団を派遣して現
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地協議／調査（データ収集等）と現地／国内での分析作

業を実施した上で、計画の策定・提言を行う。開発途上

国は、開発計画調査型技術協力の結果を活用し、①セク

ター・地域開発、復旧・復興計画の策定、②各種資金調

達による事業（プロジェクト）の実施、③組織改革、制

度改革等などが期待されている。

　主な事業の種類と内容は次のとおりである。

⑴�　政策立案または公共事業計画策定支援を目的とした

マスタープラン調査（M/P）および政策支援調査

　�　マスタープラン調査では、国全体または特定地域に

関するセクター別の長期開発計画特定地域の総合的な

開発基本戦略を策定する（通常、15年～20年後を目

標年次とする）。政策支援調査では、金融・財政改

革、法制度整備、国営企業民営化等、市場経済化政策

等の計画策定を支援する。

⑵　緊急支援調査

　�　自然災害発生等に対して基礎インフラの復興等の迅

速な支援を行う。��

⑶�　相手国政府ないし他のドナー（世界銀行・ADBほ

か）による事業化を想定したフィージビリティ調査

（F/S）

　�　個々のプロジェクトが技術的、経済的、社会的に、

さらには環境等の側面から見て実行可能であるかを検

証し、最適な事業計画を策定する。

⑷　その他（地形図作成、地下水調査等）の調査

● 審査・決定プロセス

　日本の在外公館を通じて要請が提出された案件の中か

ら、日本の援助政策および相手国の開発政策との整合

性、プロジェクトの内容、効果について検討を行い、日

本政府が実施案件を選定する。

● 決定後の案件実施の仕組み

　協力実施が決定された後は、相手国に審査結果を通知

して実施のための国際約束を結ぶ。その後、JICAが派遣

する詳細計画策定調査団またはJICA在外事務所と相手国

関係機関が案件実施のための詳細な計画について協議を

行い、その内容をまとめて討議議事録（R/D：Record�of�

Discussions）を作成し、協力の大枠を決定する。その

後、JICAが選定したコンサルタント等が討議議事録に基

づく調査を開発途上国側実施機関と協力して実施し、提

言内容等に関する調査報告書を開発途上国側に提出す

る。

3．分野別・地域別実施件数（2016年度）
　開発計画調査型技術協力

● 分野別・地域別実施件数（2016年度）
（単位：件）

分野
地域

社会
基盤

産業開発・
公共政策

人間
開発

地球
環境

農村
開発 その他 合計

アジア
中東・北アフリカ
サブサハラ・アフリカ

15

－
12

4

2
11

1

－
－

7

3
5

4

1
10

－
－
－

31

6
38

中南米
大洋州
欧州

2

1
2

－
1

－

－
－
－

－
2

－

1

－
－

－
－
－

3

4
2

合　計 32 18 1 17 16 － 84

（注）
・経済産業省からの受託費による案件を含む。

4.より詳細な情報
● ウェブサイト

　JICA：http://www.jica.go.jp

⑤ 青年海外協力隊派遣事業

1．事業の開始時期・経緯・目的　
● 開始時期

　1965年

● 経緯・目的

　戦後、日本が国際社会の一員として対外経済協力を開

始した後、国内においては開発途上国に対する協力への

関心が高まっていった。このような状況の下、日本青年

の自発的意思に基づく対外協力活動の実現を要求する声

の高まりを背景に、技術を有する日本の青年を開発途上

の国々に派遣し、相手国の人々と生活と労働を共にさせ

ながら社会的、経済的発展に協力すると同時に、青年た

ちがこれら諸国との親善と相互理解を深め、広い国際的

視野をかん養することを目的として青年海外協力隊が創

設された。

2．事業の仕組み
● 概　要

　青年海外協力隊事業は、相手国の要請に基づき、国内

で募集選考した技術・技能を有する20歳～39歳までの

日本の青年男女を訓練の上、相手国に派遣する事業であ
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る。1965年の発足以来、2016年度末までに88か国と派

遣取り極め等を締結し、88か国に累計4万2,577名（注1）を

派遣した。当事業は、国民参加型の「顔の見える協力」

の代表例として、内外から高い評価を得ている。実施は

JICAが担当している。

● 隊員の派遣

　青年海外協力隊員は、日本と相手国政府との間で派遣

取り極め（交換公文による国際約束）が結ばれた国また

は青年海外協力隊派遣の内容が網羅された技術協力協定

を締結した国に対し要望調査を行い、各相手国から具体

的な要請書を受け取り、国内においてこれら要請に基づ

いて年2回募集・選考が行われる。派遣の形態には長期

派遣、短期派遣の2種類がある。長期派遣の応募者は、

面接、健康診断、語学試験等の2回の選考を経て合否が

判定され、その後合格者は国際協力、任国事情、語学等

を内容とする70日間の派遣前訓練を受けた上で、年4回

に分けて原則2年間の任期で派遣される。職種は人的資

源、保健・医療、農林水産等10分野で約200職種と多岐

にわたる。一方、短期派遣は長期派遣と同様に面接、健

康診断、語学試験等の2回の選考を経て合否が判定さ

れ、合格者は2日間～5日間の派遣前研修を受けた上で、

年4回に分けて原則1か月から1年未満の任期で派遣され

る。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2016年度には、71か国において2,005名の隊員が協力

活動を行った。

● 地域別実績
（単位：人）

年
度 地域 新規 継続 合計 帰国

２
０
１
５
年
度

アジア
中東・北アフリカ
サブサハラ・アフリカ
中南米
大洋州
欧州

358
38

386
292
124

－

283
35

398
201
101

－

641
73

784
493
225

－

295
38

331
191

73
－

合　計 1,198 1,018 2,216 928

注1：1999年度までは青年海外協力隊員にボランティア調整員等を含めた数値、2000年度以降は青年海外協力隊員のみの数値を累積。

（単位：人）

年
度 地域 新規 継続 合計 帰国

２
０
１
６
年
度

アジア
中東・北アフリカ
サブサハラ・アフリカ
中南米
大洋州
欧州

305
25

402
313

87
－

236
30

352
180

75
－

541
55

754
493
162

－

329
39

411
228
129

－
合　計 1,132 873 2,005 1,136

● 分野別実績
（単位：人）

年
度 分類名 新規 継続 合計 帰国

２
０
１
５
年
度

計画・行政
公共・公益事業
農林水産
鉱工業
エネルギー
商業・観光
人的資源
保健・医療
社会福祉
その他

223
13
64
18
－
29

616
191

43
1

213
10
54
13
－
20

474
208

26
0

436
23

118
31
－
49

1,090
399

69
1

146
12
93
28
－
22

437
154

35
1

合　計 1,198 1,018 2,216 928

２
０
１
６
年
度

計画・行政
公共・公益事業
農林水産
鉱工業
エネルギー
商業・観光
人的資源
保健・医療
社会福祉
その他

150
13
82
14

1
22

615
179

56
0

183
9

42
18

0
23

416
153

29
0

333
22

124
32

1
45

1,031
332

85
0

222
10
54
13

0
25

554
226

32
0

合　計 1,132 873 2,005 1,136

新規、継続、帰国の分類方法（2016年度）
新規：2016年度中に新規に派遣された者
継続： 2015年度もしくはそれ以前に派遣された者で、2017年度も

しくはそれ以降に帰国する予定の者
帰国： 2015年度もしくはそれ以前に派遣された者のうち、2016年

度中に帰国した者。
　　　（ただし、1年未満の短期のボランティア派遣は含まない）

4．より詳細な情報
● ウェブサイト

・JICA：https://www.jica.go.jp/
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⑥ シニア海外ボランティア派遣事業

1.　事業の開始時期・経緯・目的　
● 開始時期

　開発途上国での技術協力活動に関心を持つ中高年層の

人々を対象として、1990年に「シニア協力専門家派遣

事業」として創設。

● 経緯・目的

　その後、日本国内でボランティアに対する関心が高

まったこと、また、開発途上国からより豊かな職業経

験、社会経験を持つ人材への要請が増加したことを受

け、青年海外協力隊のシニア版というボランティア支援

事業としての位置付けを明確にする必要が生じたため、

1996年に名称を「シニア海外ボランティア」に変更し、

現在に至っている。

　同事業は、幅広い技術や豊かな経験を有する中高年者

で、ボランティア精神に基づき開発途上国の技術協力要

請に応え、発展に貢献しようとしている方々の活動を

JICAが支援する国民参加型事業である。

2.　事業の仕組み
● 概　要

　シニア海外ボランティア派遣事業は、相手国からの要

請に基づき、国内で募集・選考した技術技能を有する人

で、派遣時に40歳から69歳までの中高年者を、訓練の

上、相手国に派遣する事業である。1990年の発足以来、

2016年度までに75か国に累計6,151名を派遣した。実施

はJICAが担当している。

● ボランティアの派遣

　実際の派遣に際しては、対象国の要望調査実施後、各

相手国から受け取る具体的な要請書に基づいて、国内で

募集・選考が行われる。派遣の形態には長期派遣、短期

派遣の2種類がある。長期派遣は、年2回募集が行われ

面接、健康診断、語学試験等の2回の選考を経て合否が

判定される。合格者は、国際協力、任国事情、語学等を

内容とする35日間の派遣前訓練を受けた上で原則2年間

の任期で派遣される。また、短期派遣は、長期派遣と同

様に面接、健康診断、語学試験等の2回の選考を経て合

否が判定される。合格者は2日間～最大5日間の研修を

受けた上で、年4回に分けて原則1か月から1年未満の任

期で派遣される。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2016年度には、63か国で新規・継続を合わせ403名の

ボランティアが協力活動を行った。

● 年齢別実績

　2016年度に活動をしたボランティア（新規）の年齢

別人数の比率は、65歳以上が最も多く29％となってい

る。

● 地域別実績
（単位：人）

年
度 地域名 新規 継続 合計 帰国

２
０
１
５
年
度

アジア
中東
アフリカ
北米・中南米
大洋州
欧州

68
9

21
105

45
8

61
16
32
55
25

7

129
25
53

160
70
15

63
18
24
63
33

3
合　計 256 196 452 204

２
０
１
６
年
度

アジア
中東
アフリカ
北米・中南米
大洋州
欧州

68
8

37
68
35

2

46
7

15
79
33

5

114
15
52

147
68

7

62
16
33
62
32

7
合　計 218 185 403 212

● 分野別実績
（単位：人）

年
度 分野名 新規 継続 合計 帰国

２
０
１
５
年
度

計画・行政
公共・公益事業
農林水産
鉱工業
エネルギー
商業・観光
人的資源
保健・医療
社会福祉
その他

20
32
26
30

3
40
73
25

6
1

15
23
14
23

3
27
60
19

9
3

35
55
40
53

6
67

133
44
15

4

23
26
24
24

1
17
63
14

8
4

合　計 256 196 452 204
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（単位：人）

年
度 分野名 新規 継続 合計 帰国

２
０
１
６
年
度

計画・行政
公共・公益事業
農林水産
鉱工業
エネルギー
商業・観光
人的資源
保健・医療
社会福祉
その他

21
27
17
19

0
22
85
20

5
2

12
22
20
25

3
31
53
14

4
1

33
49
37
44

3
53

138
34

9
3

16
22
17
24

3
30
61
26
10

3
合　計 218 185 403 212

新規、継続、帰国の分類方法（2016年度）
新規：2016年度中に新規に派遣された者
継続： 2015年度もしくはそれ以前に派遣された者で、2017年度も

しくはそれ以降に帰国する予定の者
帰国： 2015年度もしくはそれ以前に派遣された者のうち、2016年

度中に帰国した者
　　　（ただし、1年未満の短期のボランティア派遣は含まない）

4．より詳細な情報
● ウェブサイト

・JICA：https://www.jica.go.jp
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｜第 2 章　日本の政府開発援助（ODA）実績｜第 5 節 国際緊急援助｜

第5節　国際緊急援助
主な事業概要と実績

災害援助等協力事業（国際緊急援助）注：ただし、緊急無償資金協力を除く

1．事業（国際緊急援助隊）の開始時期・経緯・目的
● 開始時期

　1987年9月、「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」

の施行により国際緊急援助隊が創設された。

● 経緯・目的

　海外の災害救援活動を行う人員を迅速に派遣する体制

が必要であるとの認識の下、外務省は関係省庁ほか国内

の病院、医療団体の協力を得て、海外の災害に医療チー

ムを迅速に派遣するシステムを作ることとし、1982年、

国際救急医療チーム（JMTDR：Japan Medical Team for 

Disaster Relief）を設立した。

　その後、1985年のメキシコ地震等に対する援助の経

験から、医療関係者のほかに救助、災害復旧の専門家を

含む、より総合的な国際緊急援助体制の整備が必要であ

るとの認識が深まり、1987年9月、「国際緊急援助隊の

派遣に関する法律」が国際協力の推進に寄与することを

目的として施行された。

　さらに、1992年6月には、国際緊急援助体制の一層の

充実を図るため、自衛隊の技能、経験、組織的な機能を

国際緊急援助活動に活用することを可能にする同法の改

正が行われた。

2．事業の仕組み
● 国際緊急援助隊の概要

　国際緊急援助隊には、被災者の捜索・救助活動を行う

救助チーム、医療活動（防疫活動を含む）を行う医療

チーム、災害応急対策および災害復旧のための活動等を

行う専門家チーム、大規模な感染症の流行を最小限に抑

えるための活動を行う感染症対策チーム、ならびに特に

必要な場合に派遣される自衛隊の部隊がある。

● 審査・決定のプロセス

　海外で大規模な災害等が発生し、被災国政府等から日

本に対して支援要請があった場合、要請の内容、災害等

の規模・種類等に応じて緊急援助の内容、規模について

検討を行い、関係行政機関等との協議を経て決定する。

支援要請から決定までのプロセスの例は次のとおり。

3．最近の活動内容
● 2016年度の主な実施案件の概要

⑴ 　コンゴ民主共和国における黄熱の流行に対する緊急

援助

　 　2015年12月以降、アンゴラ、コンゴ民主共和国（以

下、コンゴ（民））、ウガンダ等において黄熱が流行。

2016年5月19日、WHOはコンゴ（民）において公衆

衛生上の深刻な危機であると発表、6月20日にはコン

ゴ（民）政府は同国における黄熱の流行を宣言した。

これに対し、日本政府はコンゴ（民）政府の要請を受

け、国際緊急援助隊（感染症対策チーム）を創設以

来、初めて派遣し、コンゴ（民）政府との協力の下、

キンシャサに於いて保健省幹部への助言を行ったほ

か、黄熱検査のための技術支援、ワクチン接種キャン

ペーンの事前準備支援等を実施した。

⑵　ニュージーランド南島地震に対する緊急援助

　 　2016年11月14日（月）0時頃（現地時間）、ニュー

ジーランド南島（カンタベリー地域北部）を震源地と

するマグニチュード7.8の地震が発生、死者2名のほ

か、カイコウラでは相当な被害が発生し、邦人を含む

外国人旅行者および地域住民が同地から避難した。こ

れに対し、日本政府はニュージーランド政府の要請を

受け、国際緊急援助隊（自衛隊部隊）を派遣し、哨戒

機による上空からの被害状況調査を実施した。

被災国政府または国際機関

日本大使館

外　務　省 関係省庁
協議

JICA

国際緊急援助隊の派遣

派遣命令

要請伝達

支援要請
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● 実　績

年度 国際緊急援助隊の派遣 緊急援助物資の供与

2014
年度

・�西アフリカ諸国における
エボラ出血熱対策（自衛
隊部隊ほか）
・�モルディブにおける水生
産施設の火災による水供
給不安定化（専門家）
・�エア・アジア航空機の墜
落（自衛隊部隊）
・�バヌアツにおけるサイク
ロン被害（医療チーム）

23件
（3億1,460万円相当）

2015
年度

・�ネパールにおける地震被
害（救助チーム、医療
チーム、自衛隊部隊）
・�インドネシアにおける煙
害（ヘイズ）（専門家）

10件
（1億3,280万円相当）

2016
年度

・�コンゴ民主共和国におけ
る黄熱の流行（感染症対
策チーム）
・�ニュージーランド南島に
おける地震被害（自衛隊
部隊）

14件
（2億1,920万円相当）

4．緊急援助物資の供与
　海外での災害発生後、日本に対して支援要請があった

場合、緊急性やニーズ等につき検討の上、被害者の当面

の生活を支援するために必要な物資を供与する。供与に

備え、JICAはテント、毛布等の物資を海外4か所の倉庫

（シンガポール、ドバイ、アクラ、マイアミ）に備蓄し

ている。

　2016年5月のスリランカにおける豪雨被害や2016年

10月のハイチにおけるハリケーン被害など合計14件、

総額約2億1,920万円相当の緊急援助物資供与を行った。

5．より詳細な情報
● ウェブサイト

・外務省・国際緊急援助：

　 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jindo/jindoushien2_3.

html

・JICA国際緊急援助

　http://www.jica.go.jp/jdr

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jindo/jindoushien2_3.html
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｜第 2 章　日本の政府開発援助（ODA）実績｜第 6 節 NGOが実施する開発援助関連事業への支援 ／ 1．実績｜

第6節　NGOが実施する開発援助関連事業への支援
1 実績

	 図表22	 2016年度地域・国別　日本NGO連携無償資金協力

（単位：円）

国・地域名 贈与契約締結日 案件名 分　野 贈与契約締結額
東アジア
インドネシア

2016年 9月 9日
海藻養殖事業を基盤とする零細漁村の女性による自然環
境に優しい保健衛生を考慮した新生活スタイル構築プロ
グラム（第1期）

教育・人づくり 18,661,709 

2017年 2月13日 住民参加型高処理水質コミュニティ排水処理システムの
広域的普及促進事業 その他 47,166,703 

2017年 3月 8日 主婦の能力強化を通した地域の生活改善と生計向上支援
事業（第3年次） 農林業 34,074,064 

カンボジア 2016年 7月 4日 カンダール州における、障がい児のためのインクルーシ
ブ教育推進事業（第2年次） 教育・人づくり 30,758,040 

2016年 9月 5日 コンポンチャム州母と子のための地域保健システム強化
事業（第2年次） 医療・保健 16,143,120 

2016年 9月21日 CMACに対する地雷除去に係わる能力構築支援事業（第3
期） 地雷 99,999,840 

2017年 3月 1日 タケオ州における母子健康改善事業 医療・保健 55,971,720 

2017年 3月 1日 2州における農業協同組合の有機農産物販売強化を通じた
貧困削減事業 農林業 45,768,840 

2017年 3月 1日 CMACに対する不発弾処理に係わる能力構築支援事業（第
3年次） 地雷 65,046,000 

タイ 2016年 6月21日 チェンライ県の山岳地帯の貧困層を中心とした対象地域
における森林保全・再生と生計向上プロジェクト 農林業 54,144,626 

2017年 3月 8日 タイ・ミャンマー国境の難民キャンプにおけるコミュニ
ティ図書館を通じたノンフォーマル教育支援事業 教育・人づくり 35,578,079 

東ティモール 2016年11月11日 山間部農村の水利改善事業（第2年次） 水 52,518,120 

2016年12月21日 初等教育課程における学校保健促進プロジェクト（第2年
次） 医療・保健 26,058,600 

2017年 2月 1日 エルメラ県における包括的地域保健サービスと家庭医制
度を通じた地域保健ボランティア育成向上事業 医療・保健 30,703,560 

2017年 3月 1日 エルメラ県アッサベ郡農村地域の生業向上事業（第2年
次） 農林業 26,032,920 

2017年 3月 1日 東ティモール自動車検査員養成事業（第2年次） 運輸 47,017,800 
フィリピン 2016年10月28日 ビクトリアス市の消防設備の充実を目指した消防車寄与

支援事業 防災 3,453,529 

2016年12月16日 ルソン北部における零細稲作農民の営農改善を通じた農
業収入向上事業（第2年次） 農林業 41,887,920 

2017年 3月 6日 ミンダナオ島バンサモロにおける平和教育実施能力及び
紛争調停能力強化事業 教育・人づくり 69,160,200 

2017年 3月 6日 災害に強い、森に守られた地域社会づくりプロジェクト 農林業 53,125,920 
ベトナム 2016年 8月10日 障害児用中古車椅子供与によるベトナム4省における障害

児の福祉の向上と自立支援事業 医療・保健 4,476,873 

2016年 9月30日 北部・中部2省における少数民族の幼稚園・小学校教育改
善事業 教育・人づくり 61,409,280 

2017年 1月25日
有機農業の実践と有機農産物加工および青少年への環境
教育による小規模農家の生活改善と環境に配慮した地域
開発事業

農林業 10,761,360 

2017年 2月14日 女性健康センター設立と助産師能力向上プロジェクト 医療・保健 41,338,440 
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（単位：円）

国・地域名 贈与契約締結日 案件名 分　野 贈与契約締結額
ベトナム 2017年 2月17日 メコンデルタ、ドンタップ省における災害弱者のための

災害・気候変動対応能力強化事業（第1年次）
防災

（重点課題） 25,960,200 

2017年 2月17日 ビントゥアン省、アンザン省の小学校のインクルーシブ
教育研修システムの構築事業 教育・人づくり 11,790,000 

ミャンマー 2016年 6月13日 カチン州における地域に根差した母子保健システム強化
支援事業 医療・保健 93,640,908 

2016年 7月25日 ヤンゴン及びバゴー地域における読書推進・図書館改善
事業（第3年次） 教育・人づくり 21,705,290 

2016年 9月 1日 カレン州ラインブエ地区における障がい者のための生活
環境改善事業 その他 31,140,029 

2016年 9月13日 シャン州山岳少数民族地域における農業環境及び水環境
整備による生活改善事業 農林業 71,392,794 

2016年10月11日 南部デルタ地帯における情報伝達システムを活用した住
民の生活環境改善及び防災支援事業 防災 23,030,506 

2016年11月11日 カレン州における子どもたちが安心して暮らせる環境づ
くりのための保護・教育支援事業 教育・人づくり 53,100,647 

2016年11月11日 ミャンマー地方部における防災に根ざした沈下橋建設技
術普及事業（イトネ・クリーク橋再建事業） 防災 34,957,569 

2016年12月21日 カレン州村落部における飲料水供給事業 水 29,477,067 
2017年 2月 1日 農民組織づくりによる農機の共同利用事業 農林業 13,242,962 

2017年 2月17日 マグウェ地域パウッ地区における安全な出産と新生児ケ
ア推進プロジェクト 医療・保健 38,850,547 

2017年 2月23日 官民連携での地方道路整備体制確立に向けた未舗装道路
改修事業 運輸 33,369,358 

2017年 2月24日 シャン州ラショー地区における水と衛生・保健改善プロ
ジェクト 医療・保健 45,775,857 

2017年 3月 1日 ミャンマー・バゴー地域での木工地域産業育成事業 教育・人づくり 21,504,164 
モンゴル 2017年 2月15日 新入生の「学びの基礎力」育成に向けた学校体制強化プ

ロジェクト（第3年次） 教育・人づくり 47,758,272 

2017年 3月 7日 中等理科教材開発支援事業 教育・人づくり 34,114,320 
ラオス 2016年 8月 5日 ビエンチャン特別市における障害児用中古車椅子供与に

よる障害児支援事業 医療・保健 2,226,454 

2016年 8月15日 シェンクワン県におけるクラスター子弾処理機械化事業 地雷 68,479,440 
2016年 9月30日 ラオス・フアパン県における障害者の働く場づくり 教育・人づくり 28,077,480 

2016年10月18日
カムアン県及びサワンナケート県における看護師・看護
学校学生及び当該保健局職員に対する歯科口腔保健サー
ビスの構築（第2年次）

医療・保健 36,436,560 

2016年11月11日 ラオス不発弾処理機関に対する不発弾処理技術移譲及び
不発弾訓練センター建替え事業（第3次） 地雷 99,269,280 

2016年12月 1日 ジェンダー平等促進による中等教育環境改善事業 教育・人づくり 54,045,720 

2017年 1月19日 ラオスにおける知的障害者社会自立のための生活・就労
支援プログラム 教育・人づくり 19,853,040 

2017年 1月30日
フアパン県小児医療体制強化・維持のための保健医療人
材および村落健康普及ボランティア能力強化事業（第1年
次）

医療・保健 43,878,120 

2017年 2月 3日 ラオスの山岳地域における母子保健サービス強化事業（第
2年次） 医療・保健 43,074,480 

南アジア
インド 2016年12月15日 バラナシ市における参加型コミュニティ防災推進支援事

業 教育・人づくり 33,287,573 

2017年 1月31日 ラジャスタン州における乳幼児の総合的栄養改善事業 医療・保健 50,712,188 
スリランカ 2016年11月16日 スリランカ北部貧窮漁民の漁協強化と持続的淡水漁業の

導入 農林業 22,078,559 

2017年 3月 2日 ムライティブ県およびキリノッチ県における減災および
防災能力強化支援による再貧困化の防止事業 農林業 36,526,972 

2017年 3月 8日 マルチアクターによる防災プラットフォームの構築なら
びにその持続的な運営のための能力強化事業 防災 38,743,636 
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（単位：円）

国・地域名 贈与契約締結日 案件名 分　野 贈与契約締結額
ネパール 2016年 5月19日 カトマンズの住民によるバグマティ川の汚染防止を通じ

た生活環境改善プロジェクト（第3年次） 水 16,045,080 

2016年 7月13日 ダディン郡におけるコミュニティ建設技師養成事業 教育・人づくり 37,834,080 

2016年11月 4日 チトワン郡における災害リスク軽減能力強化プロジェク
ト その他 27,058,800 

2017年 1月 6日 ドティ郡学校・コミュニティ防災事業 教育・人づくり 35,906,160 

2017年 2月16日 カブレパランチョウク郡における農業振興を通じた被災
地復興支援事業 教育・人づくり 32,236,920 

2017年 2月27日 ヌワコット郡、ラスワ郡の被災小学校における防災能力
強化事業 防災 59,423,640 

パキスタン 2017年 1月13日 ハイバル・パフトゥンハー州ハリプール郡における公立
女子小学校の衛生環境改善事業（第2年次） 教育・人づくり 48,178,091 

2017年 2月23日 連邦直轄部族地域ハイバル管区における家畜を通した帰
還民の経済再活性・強化支援事業 農林業 39,322,206 

バ ン グ ラ デ
シュ 2016年11月24日 バングラデシュ北西部に住む先住民の子どもたちへの文

化教育支援 教育・人づくり 11,871,105 

2017年 2月 2日 バングラデシュ国スンダルバンスの沿岸流域保全を通じ
た零細蜂蜜収集人の生計向上プロジェクト（第2年次） 農林業 35,181,296 

2017年 2月20日 クルナ管区の非感染性疾患に対するコミュニティ強化事
業 医療・保健 33,167,349 

2017年 3月 2日 シレット県ゴワインガット郡コミュニティと取り組む
水・衛生環境改善事業 水 62,181,079 

中南米
ホンジュラス 2017年 2月28日 エル・パライソ県エル・パライソ市、アラウカ市におけ

る思春期リプロダクティブヘルス推進プロジェクト 医療・保健 29,986,680 

2017年 2月28日 首都テグシガルパ市南東部における青少年育成を通じた
住みやすいコミュニティづくり支援事業（第2年次） 教育・人づくり 26,603,760 

中東・北アフリカ
アフガニスタ
ン 2016年12月16日 ナンガルハール県・ラグマン県コミュニティ防災力向上

事業 防災 46,726,264 

2017年 1月27日 初等教育改善事業 教育・人づくり 87,880,496 
2017年 2月23日 持続可能な地域保健活動のための住民グループ支援 医療・保健 27,530,652 
2017年 2月28日 アフガニスタン市民社会の能力強化および定着事業2 教育・人づくり 72,925,770 

イラク 2016年 6月13日 イラク共和国エルビル県学校補修事業　 教育・人づくり 33,934,634 
2016年10月12日 国内避難民受入地域の学校改築事業 教育・人づくり 69,711,561 
2016年12月14日 地域に根ざした小児がん患者支援体制強化事業 医療・保健 22,981,432 
2017年 1月20日 クルド自治区エルビル県における医療体制強化事業 医療・保健 42,098,283 

2017年 1月27日 イラク中部・北部の小中学校を対象とした国内避難民に
起因する学校修復事業（フェーズ3） 教育・人づくり 85,095,452 

［パレスチナ］ 2016年12月21日 第2期エルサレム県における青少年のレジリエンスと地域
保健の向上事業 教育・人づくり 23,789,694 

2017年 3月 8日 ガザ地区・ヨルダン川西岸における危険地帯居住児童に
対する心理社会的ケア及び実践者育成事業 医療・保健 40,914,031 

サブサハラ・アフリカ
ウガンダ 2017年 2月14日 ウガンダ西部における災害弱者のための災害・気候変動

対応能力向上事業（3年次） 防災 57,197,880 

エチオピア 2017年 3月 8日 アムハラ州妊産婦・新生児の健康改善事業 医療・保健 74,193,346 
ガーナ 2017年 2月 8日 北部州イースト・マンプルーシー郡2歳未満児の栄養改善

事業（第2年次） その他 30,179,040 

ケニア 2016年 7月29日 ナイロビ市のスラム居住区におけるコミュニティ主導の
結核予防・啓発活動の拡大支援事業 医療・保健 27,417,480 

2016年11月 7日 若者グループに対する持続的な雇用創出と自立支援に向
けた「土のう」による道路補修事業（第3フェーズ） 運輸 37,677,120 

2016年11月11日
屎尿分離型環境衛生式トイレによる衛生改善と持続可能
な農業の確立及び収入創出を基にした総合的村落開発（第
3期）

農林業 61,383,960 
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国・地域名 贈与契約締結日 案件名 分　野 贈与契約締結額
ケニア 2016年11月29日 カクマ難民キャンプにおける青少年育成・保護事業 平和構築 61,165,320 

2017年 1月30日 ダダーブにおける難民およびホストコミュニティの住環
境改善支援 平和構築 99,792,120 

2017年 2月24日 マシンガ準郡子どもの健康と安全を保障する学校地域社
会の改善事業 医療・保健 41,830,200 

2017年 2月24日 ナイロビ市キアンビウ・スラムにおける女性と若者のた
めのコミュニティ平和構築事業 平和構築 66,811,800 

2017年 3月 8日 カジアド郡におけるコミュニティを基盤にした持続可能
な初等教育戦略のための能力開発プロジェクト 教育・人づくり 30,953,576 

コートジボ
ワール 2017年 2月17日 アニェビ州の農村社会経済基盤開発のための生計技術習

得事業（第3年次） 農林業 41,295,797 

ザンビア 2016年12月 2日 ザンビア共和国妊産婦・新生児保健ワンストップサービ
スプロジェクト（第3年次） 医療・保健 65,372,520 

2016年12月 2日
ザンビア国チョングウェ郡におけるコミュニティ参加に
よる包括的な結核及びHIV対策強化プロジェクト（第2年
次）

医療・保健 53,629,440 

2017年 3月 2日 カフエ郡チサンカーネ地域における母子保健サービス強
化事業 医療・保健 58,983,840 

ジンバブエ 2017年 2月15日 ミッドランド州ゴクウェ・ノース地区における教育環境
の改善事業 教育・人づくり 76,948,799 

スーダン 2016年11月 4日 南コルドファン州国内避難民女性と子どもの教育環境の
改善 その他 29,729,736 

2017年 1月12日 カッサラ州における水衛生環境改善事業 水 63,483,588 
マラウイ 2017年 2月17日 バオバブ製品の製造販売を通した農民グループの自立支

援プロジェクト 教育・人づくり 21,212,731 

南アフリカ 2017年 2月15日 ウムズンベ自治区の学生の経済・社会参加に向けた学力
向上と基礎技能習得（第2年次） 教育・人づくり 9,022,482 

大洋州
パプア・
ニューギニア 2017年 3月 8日 ブーゲンビル自治州における住民参加による生活道路維

持管理事業 運輸 15,611,728 

パラオ 2017年 3月 3日 パラオ共和国海域における不発弾（ERW）処理事業 地雷 98,351,160 
計29ヵ国・1地域／102件／54団体 4,349,585,433

（注）
・［　］は地域名を示す。
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	 図表23	 2016年度ジャパン・プラットフォーム（JPF）による緊急人道支援の実績（政府資金のみ）　プログラム別

（単位：円）

プログラム名 政府承認日 事業名 分　野 助成金額
アフガニスタ
ン人道支援プ
ログラム2016

2016年 4月 1日 バーミヤン州中央郡及びヤカウラン郡における教育環境
整備事業① 教育 2,996,059

2016年 4月28日 初等教育改善事業6① 教育 31,589,384

2016年 4月28日 バーミヤン州中央郡及びヤカウラン郡における教育環境
整備事業② 教育 8,127,707

2016年 5月11日 パルワン県における学校環境整備及び衛生教育事業6① 教育 12,574,933

2016年 5月11日 アフガニスタンにおける地域主体型の地雷回避および障
がい者支援① 地雷関係 11,773,586

2016年 6月16日 パルワン県における学校環境整備及び衛生教育事業6② 教育 145,424,315

2016年 6月16日 ナンガハル州ベスード郡・サークロード郡の女子校にお
ける就学率及び安全性向上事業 教育 8,689,958

2016年 6月23日 アフガニスタンにおける地域主体型の地雷回避および障
がい者支援② 地雷関係 61,461,490

2016年 6月30日 バーミヤン州中央郡及びヤカウラン郡における教育環境
整備事業③ 教育 102,874,388

2016年 6月30日 初等教育改善事業6② 教育 81,775,052

2016年 8月26日 JPF事務局によるモニタリング及び防災・減災能力強化事
業 モニタリング 13,173,258

2016年12月 2日 ナンガハル州帰還難民越冬支援 物資配布 28,216,690
アフガニスタ
ン帰還難民緊
急支援2017

2017年 3月 7日 アフガニスタン・ナンガハル県におけるパキスタンから
の非登録帰還難民に対する生活物資配布 物資配布 48,190,515

2017年 3月17日 ナンガハル県における帰還民に対する緊急支援物資の配
付 物資配布 29,999,664

2017年 3月25日 ナンガハル州帰還難民支援 食糧配布 44,672,652

2017年 3月29日 アフガニスタン東部における帰還民及び国内避難民への
緊急物資・キャッシュ配布事業 物資配布 24,346,094

イエメン人道
危機対応 2016年 4月 1日 JPF事務局によるモニタリング・調整及び安全体制l構築

事業 モニタリング 24,737,120

2016年 5月17日 ジ ブ チ 共 和 国 に お け る イ エ メ ン 難 民 子 ど も 保 護 事 業
（フェーズ2）

保護・心理
社会的支援 18,221,569

2016年 9月16日 イ エ メ ン 紛 争 被 害 者 に 対 す る 緊 急 救 援 物 資 提 供 事 業
（フェーズ2） 物資配布 83,645,078

2016年11月30日 イエメン共和国の国内避難民と脆弱住民に対する食糧・
栄養・衛生・給水支援事業 食糧配布 152,176,502

イラク・シリ
ア人道危機対
応

2016年 4月15日 レバノンにおけるシリア難民青少年支援事業（2016） 教育 158,245,824

2016年 5月 2日 レバノンにおけるシリア難民に対応する教育支援事業第2
期 教育 101,580,900 

2016年 5月 2日 イラク共和国北部（ドホーク州）におけるシリア難民・
国内避難民・ホストコミュニティに対する緊急人道支援 教育 484,789,840

2016年 5月 2日
イラク共和国北部（エルビル州、スレイマニヤ州）にお
けるシリア難民・IDP・ホストコミュニティに対する緊急
人道支援

教育 462,092,703

2016年 8月 3日 シリア難民に対する緊急水衛生環境改善事業 水・衛生 133,954,338

2016年 9月28日 トルコにおけるシリア難民への食糧・NFIおよび越冬支援
（第3期） 食糧配布 126,121,344

2016年 9月30日 シリア難民およびヨルダン人への緊急越冬支援 物資配布 123,417,884

2016年 9月30日 イスタンブール市におけるシリア難民に対する情報提
供・個別支援

保護・心理
社会的支援 25,731,135

2016年10月20日 トルコ共和国メルスィン市におけるシリア難民生活支援
事業 食糧配布 48,812,428

2016年10月31日 イラク共和国北部におけるシリア難民および国内避難民
へのシェルターと給水支援 水・衛生 132,873,962
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プログラム名 政府承認日 事業名 分　野 助成金額
イラク・シリ
ア人道危機対
応

2016年11月10日 避難先コミュニティにおける越冬・食糧支援及び教育、
医療を通じた子ども支援 食糧配布 74,892,020

2016年11月30日 レバノンにおける脆弱なシリア難民への食糧配布及び越
冬支援 食糧配布 14,928,834

2016年12月15日 イラク共和国モスル緊急対応-ディバガ及びハッサンシャ
ムキャンプにおける越冬支援・生活物資配布事業 物資配布 30,000,000

2016年12月28日 イラク共和国北部におけるモスル国内避難民への緊急支
援 水・衛生 148,444,808

2017年 1月12日 シリア難民に対する食糧・給水支援 水・衛生 35,449,444
2017年 3月 1日 イラク共和国シリア難民教育支援事業　フェーズⅤ 教育 25,578,000

2017年 3月 2日 トルコにおけるシリア難民への食糧・NFI及び子ども保護
（第4期） 食糧配布 31,946,487

2017年 3月 2日 ヨルダンのシリア難民に対する水衛生環境・学習環境改
善・生計向上支援事業 水・衛生 457,724,022

2017年 3月30日
ヨルダンにおけるシリア難民およびヨルダン人への緊急
教育支援および受入れ国に対する学校教育強化事業（第3
期）

教育 25,307,991

2017年 3月30日
イラク共和国北部（スレイマニヤ州および周辺地域）に
おけるシリア難民・国内避難民・ホストコミュニティへ
の緊急人道支援

水・衛生 301,170,701

エクアドル地
震被災者支援 2016年 5月12日 エクアドル国マナビ県における被災家屋補修物資等配布

事業 物資配布 11,995,315

ハリケーン・
マシュー被災
者支援2016

2016年10月31日 ハイチ共和国グランダンス県におけるハリケーン被災者
への緊急支援物資配布事業 物資配布 20,304,004

2016年11月 4日 ハイチハリケーン・マシュー被災者に対する緊急支援物
資配布事業 物資配布 45,092,950

2016年11月28日 南県レカイ郡におけるハリケーン被災者への生活物資配
布 物資配布 33,284,817

2016年12月28日
ハイチ南部で安全な水を確保するためのフィルター提供
および住民が自ら衛生的な生活を実現していくための
ワークショップの実施

水・衛生 10,190,831

パレスチナ・
ガザ人道支援 2016年 4月 7日 ガザ地区における生活改善に向けたキャッシュ・フォー・

ワーク（CfW）事業2期 教育 64,704,097

2016年 4月 7日 ガザ地区における灌漑用水のアクセス向上、及び学校に
おける子供たちへの安全な水提供支援 水・衛生 92,195,454

2016年 4月27日 ガザ紛争後の長引く人道危機にある子ども・青少年・家
族の支援

保護・心理
社会的支援 70,643,500

2016年 6月14日 パレスチナ・ガザ紛争被災者医療及び自立支援事業 医療 29,998,375

2016年 9月 5日 ジャパン・プラットフォーム事務局によるパレスチナお
よびイスラエルにおけるモニタリング事業 モニタリング 8,549,158

2016年11月30日 ガザ紛争後の長期化した人道危機に直面する子ども・青
少年・家族の支援（後期）

保護・心理
社会的支援 67,247,778

2016年12月21日 パレスチナ・ガザ紛争被災者医療及び自立支援事業第二
期 医療 15,746,750

2017年 1月30日 ガザ地区における生活改善に向けたキャッシュ・フォー・
ワーク（CfW）事業3期 教育 19,609,384

南スーダン支
援 2016年 6月29日 カロベエイ居住地域における南スーダン難民へのシェル

ター支援 シェルター 25,114,610

2016年 7月 1日 タンブラ郡教育システムにおけるレジリエンス強化事業1 教育 132,731,752

2016年 7月29日 ジュバおよびジョングレイ州ボーにおける、国内避難民・
ホストコミュニティへの水衛生支援 水・衛生 138,328,376

2016年 8月 1日 エチオピアテレキディ難民キャンプにおける世帯別トイ
レ建設・衛生啓発事業2 水・衛生 81,525,063

2016年 8月 1日 エチオピア南スーダン難民キャンプでの教育・水衛生環
境整備事業 教育 161,906,551

2016年 8月 5日 ウガンダにおける南スーダン難民支援立ち上げ調査 調査 1,795,969
2016年 8月 5日 ウガンダにおける南スーダン難民支援案件形成調査 調査 2,554,196
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プログラム名 政府承認日 事業名 分　野 助成金額
南スーダン支
援 2016年 8月 8日 南スーダン共和国中央エクアトリア州ジュバ市及び近郊

における国内避難民支援 食糧配布 31,638,687

2016年 8月22日 ウガンダ北西部マジュマニ県およびキリヤドンゴ県にお
ける南スーダン難民の子どもに対する緊急支援事業

保護・心理
社会的支援 36,146,373

2016年 9月 5日 ウガンダ共和国ユンベ県ビディビディ居住地における南
スーダン難民緊急支援 教育 53,303,176

2016年 9月30日 カロベエイ居住地域における南スーダン難民へのシェル
ター支援2 シェルター 17,545,540

2016年10月12日 ウガンダ北部の南スーダン難民居住区における食糧支援
と女性の自立支援に関する調査事業 食糧配布 1,688,080

2016年12月 6日
ウガンダ北西部アルア県、アジュマニ県、キリヤドンゴ
県における南スーダン難民の子どもに対する緊急支援事
業

保護・心理
社会的支援 58,368,546

2016年12月 9日 ウガンダ共和国西ナイル地方における南スーダン難民へ
の水・衛生支援事業 水・衛生 82,245,675

2016年12月20日 中央エクアトリア州ジュバ市国内避難民キャンプにおけ
る共同作業を通じた民族融和と平和的共存の促進 紛争予防 35,171,055

2016年12月28日 エチオピアガンベラ州の難民キャンプと難民流入地点に
おける水衛生事業 水・衛生 86,784,285

2017年 1月20日 ウガンダ共和国ユンベ県ビディビディ難民居住地におけ
る初等教育支援 教育 54,069,759

ミャンマー少
数民族帰還民
支援　複数年
4期

2016年 5月 2日 JPF事務局による調整およびモニタリング事業 モニタリング 5,049,760
2016年 5月26日 カレン州村落部における水供給支援（第4期） 水・衛生 20,986,400

2016年 7月29日 カレン州における電力支援による避難民帰還にむけた生
活環境整備（第1期～第3期事業）のフォローアップ事業 インフラ整備 10,912,143

モンゴル雪害
対応 2016年 4月 1日 ゾドの影響を受けた子どもたちの保護事業 保護・心理

社会的支援 29,891,397

2016年 4月12日 モンゴル国雪害被災者への緊急食糧支援事業 食糧配布 10,792,567

2016年 7月29日 ゾドからの復興のための教育支援及び災害リスク軽減・
対応力向上支援事業 教育 44,999,892

2017年 2月28日 ゾドの影響を受けた子どもたちのための教育支援及び災
害リスク軽減・対応力向上支援

保護・心理
社会的支援 79,999,738

計10プログラム／77件／22団体 ¥5,570,840,682 

（注）
・複数分野にわたるものについては主な分野のみ掲載
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	 図表24	 2016年度地域・国別　JICA草の根技術協力事業

（単位：千円）

国・地域名 採択年度・回 事業形態 案件名 分　野 事業提案額
東アジア地域
インドネシア 2016年度第1回 パートナー型 官民協働によるコミュニティラジオを活用した

防災力強化事業 その他 65,310

2016年度第2回 パートナー型 中学教科「環境」の確立と環境教育の普及支援
プロジェクト その他 100,000

2016年度第2回 パートナー型 泥炭火災適応策としての再湿地化と在来種植林
による泥炭生態系の回復と住民の生計向上 環境問題 49,340

2016年度第1回 支援型 インドネシア中部ジャワ州の幼児教育における
インクルーシブ教育実践モデル形成事業 社会福祉 9,984

2016年度第2回 支援型 生計向上のための牛肥育に関する知識・技術の
研修 畜産 10,000

2016年度 地域活性化特別枠
ジャカルタ特別州における「ごみバンク」を活
用した官民連携によるごみの分別・減量システ
ムの構築支援

その他 58,815

2016年度 地域活性化特別枠 活火山メラピ山西側山腹における火山監視シス
テムを活用した地域防災力向上プロジェクト その他 55,216

2016年度 地域活性化特別枠 バンドン市における持続可能な資源循環型社会
の構築に向けた廃棄物管理支援プロジェクト 都市衛生 64,789

2016年度 地域活性化特別枠 バンドン市における漏水防止対策技術支援 上水道 38,908

2016年度 地域活性化特別枠 インドネシア・パプア州における大豆栽培技術
向上支援事業 農業一般 29,838

2016年度 地域活性化特別枠
安全・安心品質でのカカオ加工技術を活かした
つくば市・ボアレモ県の食農産業の共同振興事
業

農業一般 59,867

2016年度 地域活性化特別枠 道の駅の知見を活用したアグロツーリズム推進
による農業振興と防災環境の向上 その他 52,359

2016年度 地域活性化特別枠 バリ州における大崎システム技術移転プロジェ
クト 環境問題 59,999

マレーシア 2016年度第2回 支援型 生態系サービス維持向上に向けたESD活動基盤
づくり 環境問題 9,241

2016年度 地域活性化特別枠 IWKが管理する下水処理場の運転・維持管理に
関する人材育成事業 下水道 48,113

2016年度 地域活性化特別枠 SCADAを活用した水運用・NRWマネージメン
ト能力向上プロジェクト 上水道 49,169

カンボジア
2016年度第1回 パートナー型

カンボジア国における子どもの栄養改善1000
日アプローチプロジェクト　－Smart and healthy 
children from beginning to 1000days

保健・医療 95,261

2016年度第2回 パートナー型 地方経済の活性化に必要なIT基礎能力取得と認
定のための研修支援事業 職業訓練 43,728

2016年度第2回 パートナー型
地域住民と地方保健行政との協働により実現す
る住民主体型タイ肝吸虫症予防対策モデルの検
討

保健・医療 70,200

2016年度第2回 パートナー型 プノンペン都の産業人材育成体制の構築 職業訓練 73,322

2016年度第2回 支援型 生物ろ過システムを活用した集落水道構築支援
による生活衛生改善事業 その他 1,000

2016年度 地域活性化特別枠 カンボジアにおける持続可能な社会構築のため
の社会科カリキュラム・教科書開発支援 教育 59,777

2016年度 地域活性化特別枠 プノンペン都下水・排水施設管理能力向上プロ
ジェクト 下水道 50,595

2016年度 地域活性化特別枠 徳島の技術力と高校生の商品開発力を活かした
工場運営を核とした地域貢献モデル 職業訓練 59,997

2016年度 地域活性化特別枠 カンダルスタン郡の衛生教育改善のための学校
保健室体制の構築プロジェクト 基礎保健 55,895
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国・地域名 採択年度・回 事業形態 案件名 分　野 事業提案額
フィリピン

2016年度第1回 パートナー型
フィリピンボホール州タグビララン市における
プラスチックリサイクル事業による女性の所得
向上プロジェクト

その他 49,954

2016年度 地域活性化特別枠 埼玉版アクティブ・ラーニング型授業による授
業改善のための教員研修支援 基礎教育 58,358

2016年度 地域活性化特別枠 セブ州における学校の防災管理推進支援事業 人的資源一般 63,105

2016年度 地域活性化特別枠 ダバオ市における廃棄物管理向上支援プロジェ
クト 都市衛生 59,952

2016年度 地域活性化特別枠 南城市・ビクトリアス市の自立発展のための地
域活性力強化プロジェクト その他 59,910

2016年度 地域活性化特別枠 飯田市の地域自治をモデルとしたレガスピ市に
おける参加型地域社会開発の展開 行政一般 40,000

2016年度 地域活性化特別枠 フィリピン国安全野菜生産販売技術改善プロ
ジェクト 農業一般 40,000

2016年度 地域活性化特別枠 タルラック州カパス町における高齢者介護予防
の普及および体制構築事業 社会福祉 49,606

2016年度 地域活性化特別枠
世界農業遺産（GIAHS）「イフガオの棚田」と

「能登の里山里海」の持続的発展のための地域
連携構築事業

その他 60,000

ベトナム 2016年度第2回 パートナー型 ベトナム北部における高齢疾患に対するリハビ
リテーション人材育成支援事業 保健・医療 54,727

2016年度 地域活性化特別枠 ダナン市における水産物バリューチェーンモデ
ル構築プロジェクト 水産 59,955

2016年度 地域活性化特別枠 バリア・ブンタウ省中小企業支援人材育成事業 人的資源一般 18,783

2016年度 地域活性化特別枠 家庭系廃棄物の分別促進モデル事業～「ヨコハ
マG30/3R夢（スリム）の水平展開」～ 都市衛生 56,576

2016年度 地域活性化特別枠 ハナム省におけるものづくり人材育成事業 職業訓練 27,011

2016年度 地域活性化特別枠
ベトナム南部における科学的根拠に基づく患者
中心の保健医療サービス向上：大学と医師会の
連携イニシアチブ

保健・医療 15,160

2016年度 地域活性化特別枠 ベトナム国ハノイ市における下水道事業運営に
関する能力開発計画（フェーズ2） 下水道 59,990

2016年度 地域活性化特別枠 ベトナム国キエンザン省における下水道事業化
に向けた人材育成プログラム 下水道 52,832

タイ 2016年度第2回 支援型 北タイの保健センターにおけるHIV感染者ケア
の強化 保健・医療 10,000

2016年度 地域活性化特別枠 バンコク都における介護予防推進プロジェクト 社会福祉 57,815
2016年度 地域活性化特別枠 タイにおける廃棄物適正処理工程構築支援 都市衛生 26,631

2016年度 地域活性化特別枠

妊産婦・新生児死亡の予防を目的とした救急時
の移動式胎児心拍計導入と産科一次スクリーニ
ング診断導入と一次医療人材育成による周産期
死亡改善事業

保健・医療 59,870

ミャンマー 2016年度第1回 パートナー型 リプロダクティブ・ヘルスに重点を置いたプラ
イマリヘルスケア強化プロジェクト 保健・医療 92,709

2016年度第1回 支援型
ミャンマー・マンダレー市アマラプラータウン
シップにおける伝統織物の振興のための指導者
の技術向上支援事業

開発計画一般 9,419

2016年度 地域活性化特別枠 ミャンマーにおける伝統医薬品の製造管理及び
品質管理の改善を通じた保健衛生向上事業 保健・医療 48,283

モンゴル 2016年度第2回 パートナー型 モンゴルにおける地球環境変動に伴う大規模自
然災害への防災啓発プロジェクト 気象・地震 55,789

2016年度第2回 支援型 モンゴル介護人材育成プロジェクト 社会福祉 9,960
2016年度第2回 支援型 モンゴル国乳幼児のむし歯予防 保健・医療 9,998

2016年度 地域活性化特別枠
北海道滝川市発～地方農民の収入向上を目指し
たアグリビジネス振興プロジェクト（高付加価
値作物の生産と新しい農産加工品開発）

農業一般 59,999
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（単位：千円）

国・地域名 採択年度・回 事業形態 案件名 分　野 事業提案額
モンゴル 2016年度 地域活性化特別枠 モンゴル国生活習慣病予防と患者のセルフケア

能力向上のための看護職人材育成事業 保健・医療 29,321

2016年度 地域活性化特別枠 塵肺症および石綿（アスベスト）曝露による呼
吸器疾患の早期診断能力の向上プロジェクト 保健・医療 57,059

ラオス 2016年度第2回 パートナー型 ラオス木工職業教育校における教育レベル向上
のためのトレーナーの技能向上プロジェクト 職業訓練 59,555

2016年度第2回 支援型
GP農法の導入によって、南部ラオスにおける
貧困地域農民の貧困削減を目指す、有機農業技
術普及モデル実証パイロットプロジェクト

農業一般 9,358

2016年度 地域活性化特別枠
チャンパサック県職業訓練校と福井県若狭町に
よる相互の地域発展を目指した木材加工・建築
産業の人材育成プロジェクト

建築住宅 60,000

中国 2016年度 地域活性化特別枠 黒竜江省綏化市食の安全と環境対策事業 農業一般 28,631
2016年度 地域活性化特別枠 湖南省洞庭湖流域農村水環境改善プロジェクト 下水道 29,225

2016年度 地域活性化特別枠 土壌汚染物質分析技術の確立による黒龍江省の
土壌環境保全支援事業 環境問題 17,727

南アジア地域
ブータン 2016年度第2回 パートナー型 ブータン王国ティンプー市における廃棄物適正

管理に関する技術移転事業 環境問題 85,454

2016年度第2回 支援型 ブータン王国シンカル村における所得向上と住
民共助による生活基盤の継承・発展 公益事業一般 9,784

2016年度第2回 支援型 ブータン王国における美術教育支援事業 教育 9,991
2016年度 地域活性化特別枠 微生物を活用した養鶏農家育成事業 農業一般 49,735

インド
2016年度第2回 パートナー型

マディヤ・プラデーシュ州の指定部族（ビール
族）コミュニティへの農業指導による農山村開
発事業

農業一般 59,309

2016年度第1回 支援型
子どもの安全を保障するためのセーフティー
ネット確率へ向けたNGOのキャパシティディ
ペロップメント研修の実施

その他福祉 8,562

ネパール
2016年度第2回 パートナー型

カブレパランチョク郡パンチカール市における
循環型農業を基盤とした土壌改良および人材育
成による持続可能な地域の生計向上体制の構築

農業一般 99,958

2016年度第2回 パートナー型
シンドゥパルチョーク郡農家のグループ化によ
る営農改善と日本の過疎地域の経験を活用した
生計向上事業

農業一般 65,531

2016年度第1回 支援型 ネパール国カスキ郡デタールVDCにおける栄養
改善と生活習慣病予防のための活動 基礎保健 9,999

2016年度第1回 支援型 東かがわとネパールをつなぐ女性生活改善プロ
ジェクト 農業一般 10,000

2016年度第2回 支援型 ネパール山岳部の貧困層に対する映像教育を活
用した数学力向上支援事業 教育 9,967

2016年度 地域活性化特別枠 ネパールにおける防災と環境を両立させる現地
適応型蛇籠技術普及事業 河川・砂防 58,500

2016年度 地域活性化特別枠 ポカラ市北部における住民参加型地域保健活動
を軸とした持続可能な母子保健プロジェクト 保健・医療 60,000

スリランカ 2016年度第1回 支援型 紅茶プランテーション農園における青年層を活
用した学童補修活性化 基礎教育 9,927

バ ン グ ラ デ
シュ 2016年度第2回 支援型 思考力育成に着目した改訂教科書の活用を目指

す教員研修事業 基礎教育 9,988

大洋州地域
トンガ 2016年度第1回 パートナー型 ブレッドフルーツ（BF）の有効利用と新規加

工品開発による住民の生計向上と健康改善 農産加工 68,094

ソロモン 2016年度第2回 パートナー型 持続可能な地域づくりに向けた官民協働による
環境学習推進プロジェクト 環境問題 99,801

パプアニュー
ギニア 2016年度第2回 パートナー型 山岳地域の女性が元気に暮らせる村づくりプロ

ジェクト 保健・医療 99,827
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国・地域名 採択年度・回 事業形態 案件名 分　野 事業提案額
ミクロネシア 2016年度第1回 支援型 ポンペイ州における「減量・肥満予防プログラ

ム」導入事業 社会福祉 9,996

2016年度 地域活性化特別枠
太平洋島嶼部におけるごみ問題改善～ミクロネ
シア・チューク州での協働型2R推進プロジェ
クト

その他 35,808

ホンジュラス 2016年度第2回 パートナー型 エル・パライソ県バド・アンチョ市における栄
養改善に向けた家庭菜園普及プロジェクト 基礎保健 50,000

フィジー 2016年度 地域活性化特別枠 ナンディ・ラウトカ地区における給水サービス
強化事業 上水道 59,922

中東・北アフリカ地域
イラン 2016年度第2回 支援型 イランのバリアフリー支援事業 その他福祉 10,000
ヨルダン 2016年度第2回 パートナー型 社会性育成を主眼に置いた特別活動実践と体制

構築事業 基礎教育 96,031

サブサハラ・アフリカ地域
ガボン 2016年度第1回 パートナー型 ムカラバ地域におけるインタープリテーション

手法を用いた地域参加型エコツーリズム開発 その他 59,992

カメルーン 2016年度第2回 パートナー型 カメルーン国東部州における小規模農家を対象
としたキャッサバ商業化支援事業 農業一般 56,592

コンゴ共和国
2016年度第2回 支援型

Mbali地区コミュニティのタンパク源自給と熱
帯林生態系保全―ホロホロチョウとオニネズミ
飼養を通じた地場畜産業育成

畜産 10,000

モザンビーク 2016年度第1回 支援型 無電化村落の住民によるジャトロファバイオ燃
料を活用した小規模電化プロジェクト 電気通信 10,000

タンザニア 2016年度第1回 支援型 若年妊娠によるドロップアウトと社会的孤立を
予防するための教育支援事業 その他 10,000

ケニア 2016年度第1回 支援型 ケニア国における廃棄物管理分野に関する人材
育成及び改善プロジェクト 環境問題 10,000

マダガスカル 2016年度 地域活性化特別枠 動物園を拠点とする生物多様性保全のための
ESDプロジェクト その他 59,734

マラウイ 2016年度 地域活性化特別枠 マラウイ国における持続的農業水利技術を活用
するための人材育成支援事業 農業土木 57,000

ルワンダ 2016年度第1回 支援型 小学校教員の算数指導力向上プロジェクト 基礎教育 9,968
2016年度 地域活性化特別枠 キガリを中心とした若手ICT人材育成事業 通信・放送一般 48,974

中南米地域
コスタリカ 2016年度第1回 パートナー型 障害者の社会支援システム構築プロジェクト 社会福祉 99,986
エルサルバド
ル 2016年度第1回 パートナー型 エルサルバドル国立女性病院における科学的根

拠に基づいた人間的出産プロジェクト 保健・医療 99,664

グアテマラ 2016年度第2回 パートナー型 ティカル国立公園への観光回廊における人材育
成と組織化支援プロジェクト その他 99,837

ボリビア 2016年度第1回 支援型 ボリビア多民族国の初等教育における総合的な
学習および算数教育の向上計画 教育 9,229

ブラジル 2016年度 地域活性化特別枠 サンパウロ州カサパーバ市における環境教育推
進事業 教育 39,913

    計37か国／100件 4,595,064
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	 図表25	 各省庁のNGO関連事業概要と実績

2016年度 （単位：百万円）

省　庁 事業名（金額） 事業概要

外務省

草の根・人間の安全保障無
償資金協力

（9,274）

開発途上国においてNGO（ローカルNGOおよび国際NGO）、地方公共団体
等が実施する人間の安全保障の理念を踏まえた比較的小規模な草の根レ
ベルの事業に対し、必要な資金を供与する無償資金協力。

日本NGO連携無償資金協力
（4,349）

日本のNGOが開発途上国・地域で実施する経済社会開発協力プロジェク
トに対して資金供与を行うもの。

NGO事業補助金
（14）

開発途上国においてNGOが実施する開発協力事業に関連し、NGOが行う
プロジェクト企画調査、プロジェクト評価および国内外において実施す
る研修会、講習等、NGOの事業促進に資する活動の支援を行う。

NGO活動環境整備事業
（95）

日本のNGOの事業実施能力や専門性の向上につながる活動に対して支援
を行う。

文部科学省
政府開発援助ユネスコ活動
費補助金

（17）

ユネスコ活動の推進を目的としたNGO等民間団体に対して、アジア・太
平洋地域等における開発途上国の教育、科学または文化の普及・発展の
ための交流・協力事業を支援する。
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2 事業の概要

① 日本NGO連携無償資金協力

1．事業の開始時期・経緯・目的
● 開始時期

　2002年度に「日本NGO支援無償資金協力」として創

設。2007年度に「日本NGO連携無償資金協力」に改称。

● 経緯・目的

　政府開発援助による日本のNGO支援強化のため、従

来のNGO支援スキーム（NGO事業補助金の現地事業部

分、草の根無償資金協力のうちの日本のNGOを対象と

していた部分、および日本のNGOに対して実施されて

きたNGO緊急活動支援無償）を整理し、発展・強化す

る目的で創設された。

2．事業の仕組み
● 概　要

　日本の国際協力NGOが開発途上国・地域で実施する

経済・社会開発に対して政府資金を提供する制度。具体

的には、次の7つの事業分野からなる。

　いずれの事業分野でも、初めて申請する団体に対して

は、原則として公的資金（政府関係機関からの収入を含

む）を除いた年間総収入実績（過去2年間平均）を大幅

に超える資金協力は行わず、また初年度の供与案件数は

事業対象国、事業分野を問わず1件を限度とする。事業

期間は、12か月間以内。

⑴　開発協力事業

　�　日本NGO連携無償資金協力の基本事業形態（供与

限度額原則5,000万円）。

⑵　NGOパートナーシップ事業

　�　日本のNGOが日本内外の複数のNGOと連携・協働

して実施する経済社会開発協力事業に対し資金協力を

行う（供与限度額は前述⑴開発協力事業と同様）。

⑶　リサイクル物資輸送事業

　�　日本の地方自治体や医療機関、教育機関などが提供

する優良な中古物資等（消防車、救急車、学校用机

等）を日本のNGOが受け取り、開発途上国・地域の

供与先に配布・贈与するまでの事業について、その輸

送費等に対し資金協力を行う（供与限度額1,000万円）。

⑷　災害等復旧・復興支援事業

　�　海外で発生した大規模な紛争や自然災害後の復旧・

復興段階の現場において難民・避難民等に対して日本

のNGOが実施する人道的な復旧・復興支援活動に対

し資金協力を行う（供与限度額1億円）。

⑸　地雷・不発弾関係事業

　�　日本のNGOが行う地雷・不発弾除去、犠牲者支援、

地雷・不発弾回避教育等の地雷および不発弾関連の活

動に対して資金を提供する（供与限度額1億円）。

⑹　マイクロクレジット原資事業

　�　現地でマイクロクレジット事業の実績を持つ日本の

NGOが貧困層の人々に対し少額・無担保の貸付を行

う場合、原資となる資金を提供する（供与限度額2,000

万円）。

⑺　平和構築事業

　�　日本のNGOが元兵士の武装解除・動員解除・社会

復帰（DDR）や和解、相互信頼醸成に資する事業等に

対し資金協力を行う（供与限度額1億円）。

　�　ただし、次の「国際協力における重点課題」に該当

する事業の場合には、12か月を超える事業期間（最

長36か月）、1億円を超える供与限度額（1年当たり最

大1億円をめど）、一般管理費の計上が認められる。

　（国際協力における重点課題）

①�アジアにおける貧困削減に資する事業（社会・経済基

盤開発、保健・医療、教育を含む）

②�小島
とう

嶼
しょ

国における脆
ぜい

弱
じゃく

性の克服に対する支援

③�アフリカにおける「質の高い成長」や「人間の安全保

障」の推進に資する事業

④中東・北アフリカの生活向上・改革支援

⑤�平和構築事業（特にフィリピン、ミャンマー、アフガ

ニスタン、イラク、ケニア、南スーダン）

⑥地雷・不発弾関係事業

⑦�中南米における格差是正（保健、教育、人材育成）や

防災・環境保全事業

● 審査・決定プロセス

　外務省民間援助連携室に事前相談の上で、同室に対し

て申請を行う。申請受付（受理）（平成29年度は7月締

め切り）の後、申請団体の適格性、事業の必要性・内

容、外交上・治安上の問題点、住民への援助効果、事業

の持続発展性、事業計画、実施手法、積算根拠の妥当性

等について、外部審査機関、在外公館による審査を踏ま

えて外務省本省にて案件の採否を決定する。
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● 決定後の案件実施の仕組み

　案件の採択が決定されると、原則として在外公館と

NGOとの間で贈与契約（G/C）を締結し、在外公館から

NGOに対し供与資金を支払う。NGOは事業の実施中お

よび実施後、中間報告書および完了報告書を在外公館

（あるいは外務省本省）に提出する。在外公館は、事業

実施中必要に応じ広報や事業のモニタリングを行う。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2016年度の実績は、実施国数29か国1地域、実施件数

102件、総額約43億円であった（その他、ジャパン・プ

ラットフォームによる緊急人道支援等に対して約55億

円の拠出実績がある）。地域別に見るとアジアにおける

協力が実施件数・金額ともに最も多く、総実施件数・金

額の半分以上を占めている（67件、約26億円）。分野別

の実施件数・金額は、教育・人づくり、保健・医療が多

く、この両分野が全体の半分近くとなっている。

● 地域別実績（2016年度）
（贈与契約ベース、単位：百万円）

地　　域 件　　数 金　　額 構成比（％）

アジア
中東・北アフリカ
サブサハラ・アフリカ
中南米
大洋州
欧州・中央アジア

67
11
20

2
2
0

2,617
553

1,008
56

113
0

60
13
23

1
3
0

合　計 102 4,347 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

● 分野別実績（2016年度）
（贈与契約ベース、単位：百万円）

分　　野 件　　数 金　　額 構成比（％）

教育・人づくり
保健・医療
農林業
地雷・不発弾関連
水
平和構築
通信・運輸
防災
その他

31
26
15

5
5
3
4
8
5

1,244
1,047

586
431
223
227
133
289
165

29
24
13
10

5
5
3
7
4

合　計 102 4,345 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

② ジャパン・プラットフォーム（JPF）を通じた緊急人道支援

1．事業の開始時期・経緯・目的
● 経緯・目的、開始時

　国内外での大規模な自然災害や紛争等に際して、日本

のNGOが迅速で効果的な緊急人道支援活動を行うこと

を目的として、2000年にNGO、経済界および政府の協

力により、任意団体として「ジャパン・プラットフォー

ム（JPF）」が設立された。同組織は、2001年には特定

非営利活動法人格を取得し、2006年から認定NPO法人

として活動している。

2．事業の仕組み
● 概　要

　JPFは、NGO、経済界および政府の三者が協力・連携

して、自然災害や紛争時等の緊急人道支援をより効果的

かつ迅速に行うための枠組みである。JPFに加盟する各

NGO（2017年1月現在47団体）が、緊急人道支援活動を

申請し、実施する。緊急人道支援活動に加えて、複合的

な要因によって人道危機が長期化する場合には、複数年

事業として長期間対応している。

● 審査・決定プロセス

　政府（外務省）は事前にJPFに対して資金供与を行

い、緊急人道支援の実施の決定は、JPF理事会の委任を

受けた常任委員会（NGO、経済界、政府、有識者など

の代表者により構成）が決定する。
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（例）新規の災害対応の流れ 3．最近の活動内容
● 概　要

　2016年度の実績は、10プログラム、実施件数77件、

総額約55.7億円であった（政府資金のみ）。

● プログラム別実績（2016年度）
（単位：百万円）

プログラム名 件　数 金　額 構成比（％）

アフガニスタン人道支援プログラム

アフガニスタン帰還難民緊急支援

イエメン人道危機対応

イラク・シリア人道危機対応

エクアドル地震被災者支援

ハリケーン・マシュー被災者支援

パレスチナ・ガザ人道支援

南スーダン支援

ミャンマー少数民族帰還民支援

モンゴル雪害対応

12

4

4

20

1

4

8

17

3

4

509

147

279

2,943

12

109

369

1,001

37

166

9

3

5

53

0.2

2

7

18

1

3
合　計 77 5,571 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

③ JICA草の根技術協力事業

1．事業の開始時期・経緯・目的
● 開始時期

　2002年度、「草の根技術協力事業」として創設した。

● 経緯・目的

　1997年および1999年に発足した「開福祉支援事業」、

「開発パートナー事業」、および「小規模開発パートナー

事業」を2002年度に整理・統合した。

　国際協力機構法第13条第1項第4号7におけるJICAによ

る国民等の協力活動の促進および助長のための事業との

規程を踏まえ、以下を事業目的としている。

　・�市民の力による開発への貢献の、質・量両面におけ

る拡大

　・�途上国や日本の地域の課題解決への理解・参加の促

進

2．事業の仕組み
● 概　要

　草の根技術協力事業には、団体の規模や種類に応じ

て、次の3つのメニューがある。

⑴　草の根パートナー型

　�　開発途上国への支援について、一定の実績がある

NGOや大学などの団体が、これまでの活動を通じて

蓄積した経験や技術に基づいて提案する国際協力活動

を支援するもの。事業規模は5年以内で1億円以内。

⑵　草の根協力支援型

　�　開発途上国への支援実績が少ないものの、団体のア

イデアや国内での活動実績を活かしてNGO等の団体

が行う国際協力活動を支援するもの。事業規模は3年

以内で1,000万円以内。

⑶　地域提案型

　�　地方自治体からの事業提案によって、日本の地域社

会が持つノウハウ・経験を活かしながら、開発途上国

での技術指導や現地からの研修員の受入れを通して、

開発途上国の人々や地域の発展に貢献する協力活動を

支援するもの。事業規模は3年以内で3,000万円以内。

（※なお、2012年度以降については補正予算を活用し

ながら「地域（経済）活性化特別枠」に包含して実施

しており、3年間で6,000万円上限で募集し、地域提案

型としての応募・実施はなし。）

〈民間資金〉

政府承認

〈政府資金〉

JPF事務局長が招集 

出動決定 出動せず

各NGOより個別事業を申請

助　成　審　査　委　員　会

常　任　委　員　会

災　害　発　生

情　報　収　集

コ ア チ ー ム

常　任　委　員　会

出　　　　　　　動
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● 審査・決定プロセス

　上記すべての型において、事業提案書をJICA国内機関

で受け付けて、JICA内審査部署、外部有識者等からの審

査コメントおよび法定協議を踏まえ、年2回選考を実施。

● 決定後の案件実施の仕組み

　草の根技術協力事業では提案案件が正式に採択とな

り、活動の実施に移るのは、協力対象国からその協力に

ついての了承が取り付けられ、提案団体と事業委託契約

が締結された時点となる。

3．最近の活動内容
⑴　草の根パートナー型

　　2016年度は、95件実施（うち新規案件24件）。

⑵　草の根協力支援型

　　2016年度は、38件実施（うち新規案件24件）。

⑶　地域提案型

　　2016年度は、1件実施（うち新規案件0件）

⑷　地域経済活性化特別枠

　　2016年度は、38件実施（うち新規案件0件）

⑸　地域活性化特別枠

　　2016年度は、88件実施（うち新規案件33件）

④ 国際開発協力関係民間公益団体補助金（NGO事業補助金）

1．事業の開始時期・経緯・目的
● 開始時期

　1989年度、NGO事業補助金として創設。

● 経緯・目的

　日本のNGOが開発途上国で実施する開発協力プロ

ジェクトを支援するために1989年度に導入された。以

後、NGOプロジェクトを支援する主要な制度として長

年にわたり大きな役割を果たしてきたが、行政改革に伴

う国庫補助金の廃止・削減の一環として、開発協力事業

のうち「事業促進支援」のみを引き続き実施することと

し、その他の支援については、2003年度に終了してい

る。

2．事業の仕組み
● 概　要

　本補助金は、日本のNGOを対象に、海外における経

済社会開発事業に関連し、事業の形成や事業後の評価、

および国内外における研修会や講習会等に対し、その事

業費の一部を補助する制度である。

　本補助金の1件当たりの交付額は、30万円以上200万

円以下とし、交付要綱に定める補助対象事業に基づき

NGOが申請した事業に対し、当該総事業費の2分の1以

下かつ交付要綱に定める補助対象経費の範囲で、交付額

が決定される。

　本補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律（昭和30年法律第179号）」に基づき実施さ

れる。

　補助対象事業は、次のとおりである。

⑴　プロジェクト調査事業

⑵　国内における国際協力関連事業

⑶　海外における国際協力関連事業

● 審査・決定プロセス

　毎年、年度当初に公募（外務省政府開発援助ホーム

ページ等に掲載）を開始し、応募締切までの間、随時補

助金申請の受付を行う。

　本補助金の申請は、NGOから外務省国際協力局民間

援助連携室に対して事業計画書および添付書類等の提出

をもって行われ、申請事業は以下の諸条件等に基づく外

務省における審査を経て、採否が決定される。採択され

た団体は外務大臣（主管：国際協力局民間援助連携室）

に対して補助金交付申請書および添付書類等の提出を行

い、所要の審査を経て補助金の交付が決定される。

⑴　補助対象団体

　�　日本の国際開発協力関係民間公益団体（NGO）の

うち、次の要件を満たす団体。

　ア�　開発途上国における開発協力事業を主な活動目的

とし、法人格を有する日本のNGO。（登記上、法人

本部の住所が日本国内にある特定非営利活動法人

（NPO法人）、公益社団・財団法人または一般社団・

財団法人であること）

　イ�　団体として、補助金適正化法等に基づく事業を実

施し、管理する能力を有すること。

　ウ�　政治的、営利的および宗教的活動は類似の行為も

含めて一切行っていないこと。

⑵　事業審査の基本的な考え方

　ア�　事業の実施を通じて、申請団体が開発途上国にお

いて行う草の根レベルの開発協力事業の効率性・効

果性を高めることができること。
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　イ　申請団体が十分な実施体制を有していること。

　ウ�　申請事業を行うことによって期待される効果が明

確であること。

　エ�　事業の実施に当たっては、ジェンダーの観点等に

配慮していること。

⑶　事業実施期間

　�　日本政府の当該会計年度内（各年度政府予算成立

後、かつ交付決定通知の日付以降から翌年2月28日ま

で）に終了することを要する。
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第7節　有償資金協力
1 実績

	 図表26	 円借款の調達条件の推移

タイド部分アンタイド一般アンタイド

0 20 40 60 80 100

2004
（年度）

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2016
2015

（％）

18.0 
12.38.2
12.5
10.0 

8.2
6.3

10.0
13.114.7

81.8
24.575.5

78.7
87.5
90.0 
91.8
93.7

90.0
72.2

・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

89.0
59.5

92.4 7.6

11.0
40.5

82.1 14.23.8

（注）

	 図表28	 2016年度までの累計で見た円借款供与額上位30か国
　（交換公文ベース、単位：億円）

順位 国　　名 供与金額累計
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

インド
インドネシア
中国
フィリピン 
ベトナム
タイ
バングラデシュ
スリランカ
ミャンマー
パキスタン
マレーシア
エジプト
トルコ
イラク
韓国
ペルー
ブラジル
ケニア
パナマ
モロッコ
チュニジア
ヨルダン
ウズベキスタン
メキシコ
ウクライナ
シリア
パラグアイ
ガーナ
アフリカ開発銀行＊1

モンゴル

53,128.85
49,360.09
33,164.86
27,374.88
27,047.92
24,036.84
13,734.38
10,688.41
10,127.95

9,922.83
9,760.38
7,613.73
6,971.80
6,891.74
6,455.27
4,439.38
4,163.59
3,803.19
3,133.92
3,116.09
3,045.01
2,826.59
2,766.30
2,295.68
1,742.54
1,563.05
1,561.57
1,363.30
1,280.90
1,259.44

（注）
・1996年よりの累計。
・債務救済を除く。
＊1　 円借款の供与対象には、政府・政府機関と共に

国際機関も含む。

	 図表27	 円借款供与実績の推移（債務救済を除く）

25,000

20,000

15,000

10,000
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（交換公文ベース、単位：億円）

9,448

	 図表29	 2016年度円借款供与額上位10か国
　（交換公文ベース、単位：億円）

順位 国　　名 供与金額合計
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

インド
パナマ
バングラデシュ
タイ
ミャンマー
ベトナム
エジプト
インドネシア
ボリビア
マダガスカル

3,713.45
2,810.71
1,735.38
1,668.80
1,358.08
1,321.42

905.07
739.88
614.85
452.14

（注）
・債務救済を除く。
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	 図表30	 円借款実績

1．地域別（債務救済を除く） （交換公文ベース、単位：億円、％）

年　度
地　域

2012 2013 2014 2015 2016
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

アジア 10,548 86.0 8,746 76.6 6,241 75.4 14,359 70.0 11,423 65.1
（うちASEAN） （4,791） （39.1）（4,279） （37.5）（2,671） （32.3）（7,860） （38.3）（5,413） （30.9）

サブサハラ・アフリカ 472 3.8 614 5.4 746 9.0 1,763 8.6 1,156 6.6
中南米 211 1.7 855 7.5 405 4.9 50 0.2 3,426 19.5
中東・北アフリカ 901 7.3 1,139 10.0 789 9.5 2,527 12.3 1,531 8.7
欧州 － － 59 0.5 100 1.2 1,496 7.3 0 0.0
大洋州・その他 133 1.1 － － － － 315 1.5 0 0.0

合　計 12,265 100 11,412 100 8,280 100 20,510 100 17,535 100

（注）
・ アフリカ地域の実績には、政府、政府機関等と共に円借款の供与対象となっている国際機関（アフリカ開発銀行）向け円借款を含む。
・四捨五入の関係で合計が一致しないことがある。

2．形態別（債務救済を除く） （交換公文ベース、単位：億円、％）

年　度
形　態

2012 2013 2014 2015 2016
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

プロジェクト 9,744 79.4 10,005 87.7 7,965 96.2 18,792 91.6 16,619 94.8
ノン・プロジェクト 2,521 20.6 1,407 12.3 315 3.8 1,718 8.4 916 5.2

商品借款 － － － － － － － － － －
構造調整融資等 2,521 20.6 1,407 12.3 315 3.8 1,718 8.4 916 5.2

合　計 12,265 100 11,412 100 8,280 100 20,510 100 17,535 100

（注）
・四捨五入の関係で合計が一致しないことがある。 
・ ツーステップローンは、「プロジェクト」の形態に含めている。ツーステップローン（開発金融借款）とは、第1段階として資金を開発途

上国の開発金融機関に対して直接、あるいは途上国政府を通して供与し、第2段階として、途上国の開発金融機関がさらに途上国内の
中小企業や農業部門に貸し出す方式の借款の供与形態のこと。

3．調達方式別（債務救済を除く） （交換公文ベース、単位：億円、％）

年　度
調達方式

2012 2013 2014 2015 2016
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

一般アンタイド 9,266 75.5 9,366 82.1 7,371 89.0 12,195 59.5 16,194 92.4
タイド 2,999 24.5 2,046 17.9 909 11.0 8,315 40.5 1,341 7.6

部分アンタイド － － 430 3.8 － － － － － －
二国間タイド － － － － － － － － － －
日本タイド 2,999 24.5 1,617 14.2 909 11.0 8,315 40.5 1,341 7.6

合　計 12,265 100 11,412 100 8,280 100 20,510 100 17,535 100

（注）
・四捨五入の関係で合計が一致しないことがある。

4．平均条件（債務救済を除く） （交換公文ベース）

年　度
平均条件 2012 2013 2014 2015 2016

金利（％） 0.49 0.58 0.34 0.31 0.35
償還期間（年） 35.9 33.6 35.3 35.4 30.3
据置期間（年） 9.8 9.3 9.2 9.4 8.6
グラント・エレメント（G.E.）（％） 80.64 77.78 80.02 82.12 78.32
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5．所得段階別（債務救済を除く） （交換公文ベース、単位：億円、％）

年　度
所得段階

2012 2013 2014 2015 2016
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

後発開発途上国（LDCs） 3,961 32.3 1,116 9.8 2,576 31.1 4,079 19.9 4,306 24.6
（うち貧困国） （3,883） （31.7） （965） （8.5）（2,576） （31.1）（3,694） （18.0）（2,212） （12.6）
（うち貧困国以外） （78） （0.6） （151） （1.3） － － （385） （1.9）（2,094） （11.9）

貧困開発途上国 277 2.3 － － 321 3.9 497 2.4 0 0.0
低所得開発途上国 5,644 46.0 6,034 52.9 3,493 42.2 5,622 27.4 5,319 30.3
中所得開発途上国 1,962 16.0 2,848 25.0 1,004 12.1 7,750 37.8 2,859 16.3
中進国 421 3.4 329 2.9 579 7.0 1,754 8.6 2,241 12.8
その他 － － 1,085 9.5 307 3.7 809 3.9 2,811 16

合　計 12,265 100 11,412 100 8,280 100 20,510 100 17,535 100

（注）
・「その他」の実績には、政府、政府機関等と共に円借款の供与対象となっている国際機関（アフリカ開発銀行）向け円借款を含む。
・四捨五入の関係で合計が一致しないことがある。

6．分野別（債務救済を除く） （交換公文ベース、単位：億円、％）

年　度
分　野

2012 2013 2014 2015 2016
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（農林水産業） 191 1.6 198 1.7 1,218 14.7 47 0.2 1,400 8.0
　農林業 － － 114 1.0 99 1.2 47 0.2 758 4.3
　水産業 － － － － － － － － 0 －
　灌漑・治水 191 1.6 84 0.7 1,119 13.5 － － 641 3.7

（鉱工業） 451 3.7 395 3.5 307 3.7 409 2.0 0 －
　鉱業 451 3.7 － － － － － － 0 －
　工業 － － 395 3.5 307 3.7 409 2.0 0 －

（経済インフラ） 6,617 54.0 8,064 70.7 4,657 56.2 14,707 71.7 13,134 74.9
　陸運 4,229 34.5 4,413 38.7 990 12.0 8,360 40.8 10,402 59.3
　海運 218 1.8 958 8.4 321 3.9 890 4.3 779 4.4
　航空 108 0.9 351 3.1 － － 1,274 6.2 0 －
　電力 1,945 15.9 2,342 20.5 2,867 34.6 4,183 20.4 1,953 11.1
　ガス － － － － 236 2.8 － － 0 －
　通信 117 1.0 － － 242 2.9 － － 0 －

（社会インフラ） 1,851 15.1 856 7.5 1,284 15.5 2,643 12.9 2,086 11.9
（構造調整） 2,521 20.6 1,407 12.3 315 3.8 1,718 8.4 916 5.2
（その他） 634 5.2 492 4.3 500 6.0 986 4.8 0 －

合　計 12,265 100 11,412 100 8,280 100 20,510 100 17,535 100

〈主な対象分野の内容〉
農林業：農業総合開発、林業
灌漑・治水：灌漑、治水、洪水制御
工業： 肥料工場、製鉄所（中小企業向けツーステップローン〈開発金

融借款〉を含む）
海運：港湾建設、船舶
電力：水力、火力、地熱発電、送電線
通信：電話網整備、マイクロウェーブ施設
・四捨五入の関係で合計が一致しないことがある。 

水産業：魚業基地整備
鉱業：石油開発、鉱山開発
陸運：道路、鉄道、橋梁建設
航空：空港建設
ガス：ガス開発
社会インフラ：上下水道整備、医療施設、教育施設、環境、消防等
その他：輸出促進　他

7．債務救済実績 （交換公文ベース、単位：億円）

年　度
形　態

2012 2013 2014 2015 2016
金額 金額 金額 金額 金額

債務免除 1,153 2,147 － － －

（注）
・JICA円借款（ODA債権）の免除実績
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2 事業の概要

① 円借款

注1：コンサルタント雇用に際し、3～5社のコンサルタントを指定してプロポーザルを提出させ、それを評価してその中の1社を選定し、契約する方式。

1．事業の目的等
　円借款は、開発途上国・地域（含む国際機関）に対

し、開発事業の実施や、経済安定に関する計画の達成に

必要な資金を低金利かつ返済期間の長い緩やかな貸付条

件で貸し付けるものである。

　開発途上国・地域の経済社会発展には、その土台とし

ての経済社会インフラ整備が不可欠であり、経済社会イ

ンフラ整備には開発資金が必要であるが、開発途上国・

地域自身では十分な資金を確保できない場合がある。ま

た、アジア通貨危機などで見られたように、経済困難に

陥った国については経済安定のための資金も必要であ

る。

　円借款は、このような資金需要に長期・低利の緩やか

な条件で対応するものであり、返済義務を課す借款とい

う形での援助を行うことにより、開発途上国・地域の開

発に対する主体性（オーナーシップ）を高め、開発途上

国が自らの力で自立するための自助努力を支援するとい

う大きな意義を有する。そのことに加え、供与先の国と

の間で債権債務関係を設定することで、その国との長期

にわたる安定的な関係の基礎となるという外交政策上の

重要な役割を担っている。

2．事業の手続き
● 審査・決定プロセス

　主として在外公館を通じて行われる開発途上国政府

（機関）からの要請に基づき、外務省が中心となり、財

務省、経済産業省等関係省庁およびJICAと協議しつつ計

画の内容の適切性および達成の見込み等についての検討

が行われる。

　必要に応じて政府調査団の派遣による相手国政府（機

関）との協議を経た後、原則としてJICAの審査ミッショ

ンが派遣され、相手国政府、実施機関等との協議、調査

等を行う。JICAによる審査の結果を踏まえて借款供与

額、条件等が決定され、その内容が相手国政府（機関）

に事前通知される。

　続いて、政府間で交換公文が締結され、それを受け

て、JICAと相手国（機関）等借入人との間で借款契約の

調印が行われる。

　円借款案件においては、通常、設計、入札補助等のた

めにコンサルタントが借入国側によって雇用されるが、

その場合は、国際的に行われている選定方法（ショート

リスト方式（注1）等）によって選定される。続いて、プロ

ジェクトに必要な資機材・サービスが、原則として、国

必要に応じ政府調査団
および／または実施機関
調査団の派遣

関係省庁
との協議・
意見聴取

相手国
政府の
要請

在外公館
外務省で
の受理

借款になじむ
案件か否か
の調査

外務省
供与案
作成

供与事前
通報

実施機関
（JICA）に
よる審査

閣議決定

借款契約（L/A）の締結

交換公文署名
相手国
政府

外務大臣
または大
使

相手国政
府または
実施機関

実施機関
(JICA)

評　価

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
完
成 プロジェクト

の着工
相手国政府
または
実施機関

契約の締結

落札者
の決定 入札

工事の進捗に
応じ落札者に
実施機関(JICA)
から支払い

落札者

外務大臣から
交換公文（案）
について閣議
請議
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際競争入札によって調達される。なお、こうした調達

は、借入国の責任においてJICAが公表しているガイドラ

インに沿って行われることになっているが、JICAは、調

達の各段階において、必要に応じて調達手続の確認を行

い、経済性、効率性、透明性および非差別性の確保の原

則に従った調達の確保を図っている。

　借款資金の貸付は、事業の進捗に応じて、実際に資金

需要が発生したときに行われる。

　プロジェクトの実施主体はあくまで借入国側である

が、JICAはその円滑な実施に向け、必要に応じて適宜助

言等を行って協力している。このような実施管理の重要

性は年々高まっており、事業の効果的な実施のために特

に必要と判断される場合には、追加的、補足的調査や技

術支援を行うことがある。

　プロジェクトの完成後は事後評価を実施し、そこから

得られた教訓を日本政府、JICA内部、および相手国政

府、実施機関にフィードバックし、その後のプロジェク

トの形成、調査、実施および事後監理に役立てる。ま

た、完成したプロジェクトの効果の持続あるいは一層の

向上のために、借入国の求めに応じ調査や技術支援を行

うことがある。

3．最近の実績
● 承諾、実行および回収実績

（借款契約〈L/A〉ベース、単位：億円）

年　度 承諾額 実行額 回収額
2015  20,745  9,700   6,960
2016  14,674  8,790   7,003

累　計 347,647 254,211 131,680

（注）
・ JICA分。承諾額、実行額については、債務救済分を除く。回収

については債務救済による利息の元利分を含めている。
・輸銀借款は含まれない。

② 海外投融資

1．事業の目的等
　海外投融資は、開発途上国・地域での開発事業を担う

日本または開発途上国・地域の法人等に対し、開発事業

の実施に必要な資金を融資または出資するものである。

　民間企業が開発途上国・地域で開発事業を行う場合、

様々なリスクがあり、また高い収益が望めないことも多

いため、民間の金融機関から十分な資金が得られないこ

とがある。海外投融資は、既存の金融機関では対応でき

ない、開発効果の高い案件（インフラ・成長加速化、持

続可能な開発のための2030アジェンダ・貧困削減、気

候変動対策分野）に融資または出資することにより、開

発途上国・地域の経済社会開発を支援するものである。

　日本または開発途上国・地域の法人等に対する融資ま

たは出資のほか、多国間協定に基づいて設立されたファ

ンドや国際機関の中に設けられたファンドへの出資も

行っている。

2．事業の手続き
　日本または開発途上国・地域の法人等からのJICAに対

する申請に基づき、JICAにおいて案件について検討した

上で、外務省、財務省および経済産業省ならびに外部有

識者による海外投融資委員会に対して、案件の概要や審

査方針等の説明を行う。

　その後、JICAにおける二度の審査および案件実施につ

いてのホスト国政府等に対する事前の通知を行い、外務

省、財務省および経済産業省ならびに海外投融資委員会

における審査結果の検討を経て、出融資の承諾を行う。

3．最近の実績
● 承諾、実行および回収実績

（単位：億円）

年　度 承諾額 実行額 回収額
2014    21     6   250
2015 1,864    15     8
2016   184   257     4

累　計 7,318 5,006 4,291

（注）
 ・承諾額および実行額は、債務救済分を除く。
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● 海外投融資地域別承諾額
（単位：上段；億円、下段カッコ内；％）

年度
地域

2015 2016 累　計

アジア
39

（2.1）
147

（79.9）
2,606 

（35.6）

中東・
北アフリカ

－
－

34
（18.5）

476 
（6.5）

サブサハラ・
アフリカ

－
－

3
（1.6）

326 
（4.5）

中南米
－
－

－
－

1,450
（19.8）

大洋州
－
－

－
－

111 
（1.5）

欧州
－
－

－
－

25 
（0.3）

その他
1,824 

（97.9）
－
－

2,324
（31.8）

合　計
1,864 

（100）
184

（100）
7,318 

（100）

（注）
・債務救済分を除く。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・ 「その他」には複数の地域を対象とするファンドへの出資が含ま

れる。
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第8節　官民連携事業の実績と概要
① 協力準備調査（PPPインフラ事業）

1．事業の開始時期・経緯・目的
● 開始時期

　2010年

● 経緯・目的

　官民が協働で開発途上国の開発課題に取り組むことに

より民間資金の動員をはかるとの考えの下、国際的にも

PPP（Public Private Partnership）等の手法を活用し、

ODAと民間が有意義なパートナーシップを構築し、開

発効果を増大させ、成長の加速化を実現させてきてい

る。このような動きを背景に、JICAにおいて海外投融

資、円借款等での支援を想定したPPPインフラ事業の協

力準備調査が2010年に開始された。調査中および調査

完了後に同調査結果を開発途上国政府に対して提案し、

官民連携によるPPPインフラ事業の実現および海外投融

資、円借款等の供与を目指す。2017年に二段階（予備

調査、本格調査）方式の導入など、制度改善を実施。

2．事業の仕組み
● 概　要

　調査に必要な費用のうち1件あたり1億5,000万円を上

限（予備調査3,000万円、本格調査は1億5,000万円から

予備から調査契約額を控除した額が上限。条件を満たし

ていれば1億2,000万円上限にて本格調査からの実施も可

能）として、PPP等の手法を活用したインフラ事業への

参画を計画している本邦民間法人からの提案に基づき、

海外投融資、円借款を活用したプロジェクト実施を前提

として、当該提案事業の事業計画を策定する。対象事業

は以下5点を満たすPPPインフラ事業。

　・ 開発途上国の経済社会開発・復興や経済の安定に寄

与する事業であること。

　・ 日本政府・JICAの方針（国別援助実施方針やJICA国

別分析ペーパー等）に沿った事業であること。

　・ 海外投融資、円借款を活用する見込みがある事業で

あること。

　・ 日本政府が提唱する「質の高いインフラ投資」のコ

ンセプトに合致するPPP等の手法を活用したインフ

ラ事業であること。

　・ 提案法人が当該事業への投資の形で参画する予定で

あること。

● 審査・決定プロセス

　提出された企画書について、あらかじめ定めた審査基

準により審査を行う。

● 決定後の案件実施の仕組み

　採択通知後、契約交渉、契約締結を経て、調査を開始

する。調査の結果、事業性が認められるものに関して

は、海外投融資、円借款等の活用に関して検討を行う。

3．最近の実績
● 概　要

　2016年度採択件数は1件。

● 地域別実績（最近2年）

　2015年度：東南アジア⑵、大洋州⑴

　2016年度：東南アジア⑴

● 分野別実績（最近2年）

　2015年度：運輸交通⑶

　2016年度：保健・医療⑴

● 主な事業　具体例の紹介

　中小企業向けレンタル工場事業準備調査（PPPインフ

ラ事業）

　採択：2012年度

　受託企業所在地：東京都

　実施国：ベトナム

　概要：ベトナムは「2020年までに近代的な工業国を

目指した基盤を作る」ことを国家目標として掲げている

一方で、裾野産業が十分発達していないことが従来から

指摘されてきた。そのためベトナム政府は、技術力のあ

る海外の中小企業の誘致等を通じ、これら海外企業とベ

トナム国内企業の取引を促進することで、国内裾野産業

の育成を図ろうとしている。本事業は、ベトナム南部の

ドンナイ省（ホーチミン市中心部から南東約25km）に

位置するニョンチャックIII工業団地内において、約18ha

を対象に日本企業向けのレンタル工業団地開発事業を行

うものであり、協力準備調査（PPPインフラ事業）を通

じて、事業実施に関する妥当性・有効性などが確認され

た。その結果に基づき、JICAは事業に必要な資金の一部

について、海外投融資（「ベトナム国中小企業・小規模
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事業者向けレンタル工業団地開発事業」）を実施済。

② �途上国の課題解決型ビジネス（SDGsビジネス）調査�
（旧：協力準備調査〈BOPビジネス連携促進〉）

1．事業の開始時期・経緯・目的
● 開始時期

　2016年度

● 経緯・目的

　JICAは、日本企業によるBOPビジネス（貧困層が抱え

る課題の解決に貢献するビジネス）を支援することを目

的として、2010年に「協力準備調査（BOPビジネス連

携促進）を開始し、これまで100件を超える案件を採択

してきた。そうした中、2015年9月に国連本部において、

「持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development 

Goals）」が採択されたことを受け、貧困層の課題に留ま

らない、国際社会として取り組むべき包括的な課題が掲

げられたSDGs達成に向け、民間企業等とのパートナー

シップを加速させることを目指し、2017年より「途上

国の課題解決型ビジネス（SDGsビジネス）調査」を新

たに開始した。

　本調査では、途上国において、民間企業等の本業を通

じたSDGs達成への貢献をめざす「SDGsビジネス」の形

成・展開を検討するにあたり、必要な情報収集と共に、

実現可能かつ持続可能なビジネスモデルの策定や事業計

画作成を支援することを目的とする。

2．事業の仕組み
● 概　要

　開発途上国における持続可能な開発目標（SDGs）の

達成に貢献するビジネスを計画している日本国登記法人

からの提案に基づき、必要な費用のうち1件あたり5,000

万円を上限として、最大3年間、ビジネスモデルの開

発、事業計画の策定、ならびにJICAが行う協力事業との

連携可能性の検討・確認等を行う。

● 審査・決定プロセス

　提出された企画書について、あらかじめ定めた以下の

視点から評価を行う。 

　・SDGs達成への貢献可能性、貢献度

　・提案ビジネスの事業化可能性、持続性

　・調査の実施体制

● 決定後の案件実施の仕組み

　採択通知後、契約交渉、契約締結を経て、調査を開始

する。

3．最近の実績（協力準備調査〈BOPビジネス連携促進〉）
● 概　要　　

　2016年度採択実績は7件（6か国）。

● 地域別実績（最近2年）

　2015年度：東南アジア⑶、南アジア⑴、アフリカ⑷

　2016年度：東南アジア⑵、アフリカ⑷、中東・北ア

フリカ⑴

● 分野別実績（最近2年）

　2015年度：保健医療⑶、教育⑴、農業・農村開発⑴、

水産⑵、資源・エネルギー⑴

　2016年度：保健医療⑵、教育⑴、農業・農村開発⑶、

水産⑴

● 主な事業　具体例の紹介

　BOP層の子供たちを対象としたeラーニング教育事業

準備調査（BOPビジネス連携促進）

　採択：2014年度

　受託企業所在地：東京都

　実施国：スリランカ

　概要：スリランカの教育現場では、教師の指導力不足

などにより、基礎教育の質に課題を抱えている。Eラー

ニングによる教育サービスを提供する企業が、女性銀行

などと連携して、BOP層の女性をeラーニングのファシ

リテーターとして雇用し、教師の指導力に依存せずに高

品質な小学生向け算数教育を提供する塾経営の事業性を

検証した。
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③ 民間技術普及促進事業

1．事業の開始時期・経緯・目的
● 開始時期

　2013年度

● 経緯・目的

　2013年に発表された「日本再興戦略」、「インフラシ

ステム輸出戦略」において、「企業のグローバル競争力

強化に向けた官民連携の推進」が掲げられ、官民一体と

なり我が国企業の技術力や質の高いサービスへの理解を

相手国政府関係者等に促していく中で、JICAでは様々な

分野の民間企業、公益法人等との連携を通じ、我が国民

間企業等の優れた技術や事業経験等を途上国の開発課題

解決に活用するために、本事業を2013年度より開始し

た。

2．事業の仕組み
● 概　要

　本事業は、JICAが我が国の民間企業等と連携し、開発

途上国の政府関係者を主な対象に、日本での視察や現地

でのセミナー、実機によるデモンストレーション活動等

を通じて、我が国の民間企業の優れた技術への理解を促

すために実施するもので、事業規模は1件あたり2,000万

円（2014年度、2015年度および2016年度補正予算に基

づく健康・医療特別枠並びに2016年度補正予算に基づ

くインフラシステム輸出特別枠については5,000万円）

を上限とし、活動期間は最大2年間となっている。

● 審査・決定プロセス

　提出された企画書について、あらかじめ定めた審査基

準により審査を行う。

　留意点は以下3点。

　・普及対象の技術を用いたビジネス展開の可能性

　・開発課題の解決への貢献可能性

　・本事業の実施計画・実施体制 

● 決定後の案件実施の仕組み

　採択通知後、契約交渉、契約締結を経て、事業を開始

する。経費にて計上する機材調達がある場合等は、相手

国実施機関からの同意取得が必要となる。

3．最近の実績
● 概　要

　2016年度採択実績は22件（14か国）。

● 地域別実績（最近2年）

　2015年度（第4、5回公示）：東南アジア⒅、東・中央

アジア⑶、南アジア⑴、中南米⑵、アフリカ⑵、中東・

欧州⑵

　2016年度（第6、7回公示）：東南アジア⑽、東・中央

アジア⑴、南アジア⑴、中南米⑷、アフリカ⑹

● 分野別実績（最近2年）

　2015年度（第4、5回公示）：保健医療⑾、運輸交通

⑶、水資源防災⑸、農業・農村開発⑸、資源・エネル

ギー⑵、環境管理⑴、都市地域開発⑴

　2016年度（第6、7回公示）：保健医療⑽、運輸交通

⑷、資源・エネルギー⑵、環境管理⑶、防災⑵、情報通

信技術⑴

● 主な事業　具体例の紹介

　ワルザザトにおける集光型太陽光発電システム（CPV）

普及促進事業

　採択：2015年度

　受託企業所在地：大阪府

　実施国：モロッコ

　概要：モロッコの高温・高日射量の地域において、効

果を発揮する集光型太陽光発電システム（CPV）の実証

設置および運用技術の指導を通じ、同システムに対する

モロッコ国政府関係者の理解を促進し、同システムの普

及を図る事業。砂漠地域の砂汚れによる発電ロスをメン

テナンス技術により最小化できること、また、CPVは同

国での太陽光エネルギー導入のみならず、モロッコの産

業・雇用の創出にも寄与することについての理解が得ら

れ、本普及促進事業では20kWのCPVプラントを設置し

た。2016年5月 に 開 催 さ れ た 第4回 日 本・ ア ラ ブ 経 済

フォーラムにおいて、モロッコ太陽エネルギー庁と、初

のメガワット級CPVプラントを共同で建設・運用実証を

行っていく契約を締結し、1MWのプラントを竣工した。
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④ 中小企業等の海外展開支援

＜基礎調査、案件化調査、普及・実証事業＞

1．事業の開始時期・経緯・目的
● 開始時期

　2012年度

● 経緯・目的

　2012年3月、日本政府により「中小企業海外展開支援

大綱」が改訂され、オールジャパンでの中小企業の海外

展開支援体制を強化していることに伴い、JICAも同大綱

の構成員として参画し、ODAによる中小企業海外展開

支援が開始された。本事業は、途上国の開発課題の解決

と、優れた製品・技術等を有する我が国中小企業の海外

展開との両立を目指し、この目的達成のために委託調査

業務を行うもので、現在は、以下の3つのスキームに

よって実施されている。

　基礎調査は、中小企業の持つ優れた技術力と商材、事

業アイデアによる開発課題解決の可能性およびODA事

業との連携可能性の検討に必要な基礎情報の収集と事業

計画案の策定に係る調査を実施することを目的とする。

　案件化調査は、中小企業等からの提案に基づき、途上

国の開発に対する製品・技術等の活用可能性を調査する

ことを目的とする。

　普及・実証事業は、中小企業の製品・技術が途上国の

開発に有効であることを実証するとともに、その現地適

合性を高め普及方法を検討することを目的とする。

2．事業の仕組み
● 概　要

　JICAは、公募による企画競争にて契約相手先を決定

し、中小企業等と業務委託契約を締結し、調査・事業が

実施される。

● 審査・決定プロセス

　中小企業等は、調査、または事業の内容について企画

書により提案を行う。企画書はJICAが任命する審査委員

により、あらかじめ定めた審査基準に基づいて審査さ

れ、採択案件が決定される。

● 決定後の案件実施の仕組み

　審査により採択となった提案について、JICAと調査・

事業を提案した中小企業間で業務委託契約の締結に向け

た契約交渉が行われ、契約締結に至る。本契約のもと、

調査・事業が実施される。

3．最近の実績
＜基礎調査＞

● 概　要

　2016年度採択は、実施国数18か国、実施件数26件。

● 地域別実績（最近2年）

対象地域 2015年度 2016年度
東南アジア
東・中央アジア
南アジア
中南米
大洋州
アフリカ
中東（含む北アフリカ）・欧州

18
1
2
0
0
1
0

9
4
8
1
0
4
0

総　計 22 26

● 分野別実績（最近2年）

分　野 2015年度 2016年度
環境・エネルギー
廃棄物処理
水の浄化・水処理
職業訓練・産業育成
福祉
農業
医療保健
教育
防災・災害対策
その他

2
1
2
3
2
7
3
1
1
0

5
1
0
4
1
7
3
0
1
4

総　計 22 26

● 主な事業　具体例の紹介

　「ヤンゴン・マンダレー・ムセ」幹線間における高品

質な両荷物流事業実現に向けた事業基礎調査

　採択：2015年度

　受託企業所在地：広島県

　実施国：ミャンマー

　概要：ミャンマーのヤンゴン・マンダレー・ムセ幹線

間における両荷物流事業実現に向けた調査。広島県内で

品質要求の高い大手コンビニエンスストアや学校、病院

向けに24時間365日にわたって食品関連商品輸送を行っ

ている提案企業の総合物流技術を活用し、ミャンマーの

全国的経済発展を阻害する物流面の課題解決を目指す。

＜案件化調査＞

● 概　要

　2016年度採択は、実施国数29か国、実施件数71件。
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● 地域別実績（最近2年）

対象地域 2015年度 2016年度
東南アジア
東・中央アジア
南アジア
中南米
大洋州
アフリカ
中東（含む北アフリカ）・欧州

40
14

5
2
1
4
0

37
3
8
6
4

10
3

総　計 66 71

（注）複数地域向け案件はそれぞれの地域で計上

● 分野別実績（最近2年）

分　野 2015年度 2016年度
環境・エネルギー
廃棄物処理
水の浄化・水処理
職業訓練・産業育成
福祉
農業
医療保健
教育
防災・災害対策
その他

10
5

10
4
1

21
4
2
6
3

6
13

8
4
2

19
4
2
7
6

総　計 66 71

● 主な事業　具体例の紹介

⑴　災害医療支援体制の強化に向けた案件化調査

　　採択：2016年度

　　受託企業所在地：神奈川県

　　実施国：フィリピン

　 　概要：災害医療資器材と人材育成の導入を通じた災

害医療支援体制の強化に関するODA案件化およびビ

ジネス化に関する調査。救急・災害医療器材の専門商

社である提案企業の有する機材選定および運用ノウハ

ウを活かして、災害医療資器材の配備と災害支援体制

が未成熟なフィリピンのマニラ首都圏内の病院等に対

して、災害支援効率の向上と防ぎ得る死の軽減を目指

し、自立した災害医療支援体制の構築を促進する。

⑵ 　送電線の故障点標定装置ならびに故障原因推定技術

の導入による復旧迅速化に向けた案件化調査

　　採択：2016年度

　　受託企業所在地：大阪府

　　実施国：タイ

　 　概要：タイにおける国際連系／基幹送電線の事故時

の故障点標定・原因推定に係るODA案件化及びビジ

ネス化に関する調査。タイでは電撃や動植物の接触等

で送電停止する事故が発生し、長時間の停電を伴うこ

とがある。提案企業の有する高精度の送電線故障標定

装置の導入と故障原因推定技術を移転により、送電線

故障時の復旧迅速化を実現し、電力安定供給の体制高

度化を目指す。

＜普及・実証事業＞

● 概　要

　2016年度採択は、実施国数15か国、実施件数42件。

● 地域別実績（最近2年）

対象地域 2015年度 2016年度
東南アジア
東・中央アジア
南アジア
中南米
大洋州
アフリカ
中東（含む北アフリカ）・欧州

23
6
0
1
3
4
1

27
1

12
0
0
0
2

総　計 38 42

● 分野別実績（最近2年）

分　野 2015年度 2016年度
環境・エネルギー
廃棄物処理
水の浄化・水処理
職業訓練・産業育成
福祉
農業
医療保健
教育
防災・災害対策
その他

9
4
4
3
0

10
0
1
4
3

5
3
6
4
1

14
3
0
3
3

総　計 38 42

● 主な事業　具体例の紹介

　メコンデルタ地域における運河・水路護岸構築におけ

る地盤改良技術の普及・実証事業

　採択：2016年度

　受託企業所在地：香川県

　実施国：ベトナム

　概要：メコンデルタ地域における運河・水路護岸構築

における地盤改良技術に関する普及・実証事業。提案企

業の有する水陸両面から施工が可能な地盤改良工法を活

用することにより、狭い箇所や大型機器が入れないほど

地盤状況が悪い箇所でも、短期間、低コスト、高品質な

施工が可能となり、ベトナムのメコンデルタ特有の軟弱

地盤地域における防災対策に貢献することを目指す。
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⑤ 中小企業製品を活用した無償資金協力

1．事業の目的
　自国の貧困削減を含む経済社会開発努力を実施してい

る開発途上国に対し、その努力を支援するために必要な

生産物および役務の調達に必要な資金の贈与を行う。被

援助国政府が、日本から贈与された資金を使用して、生

産物および役務を調達する。その際、調達代理機関が被

援助国政府の代理人として調達を行う。本事業の実施に

より、途上国政府の要望や開発ニーズに基づき、我が国

中小企業の製品を供与することを通じ、当該中小企業製

品に対する認知度の向上を図り、継続的な需要を創出す

るとともに、我が国中小企業の海外展開を力強く支援す

る。

2．事業の仕組み
● 審査・決定プロセス

　主として在外公館を通じて行われる開発途上国政府か

らの要請に基づき検討を行う。外務省は、その要請に関

して、事業の妥当性の検討を行う。妥当と考えられる案

件については、事業の実施可能性などを確認するととも

に、適正な援助規模の概算額を算定する。

● 決定後の案件実施の仕組み

　政府間で供与額等を規定した交換公文（E/N）を締結

し、これに基づき、被援助国政府は、調達代理機関との

間で契約を結び、調達代理機関が被援助国の代理人とし

て生産物および役務を調達する（調達代理方式）。事業

について、日本側と被援助国政府側とが密接に協議する

場として「コミッティー」（被援助国政府、調達代理事

務所、大使館等から成る委員会）を設置し、事業の進捗

などを確認する。

● 具体例の紹介

　「平成27年度　対バルバドス経済社会開発計画」供与

額1億円

　気候変動・自然災害の影響を受けやすく、特に頻発す

るハリケーンによる被害が深刻なバルバドスの危機管理

局等へ防災用機材等の購入資金を供与。以下は実際に調

達された品目の例。

機材名 メーカー
所在地 実績概要 実績（成果）と

今後の展開

レスキュー車 神奈川県
バルバドス危機
管 理 局 へ2台 を
配備

中南米での市場
拡大を目指し、
ニーズの高い商
品の開発を図る。

テント 埼玉県
バルバドス危機
管理局へ14セッ
トを配備

中南米での市場
拡大を目指し、
ニーズの高い商
品の開発を図る。

防災倉庫 群馬県
バルバドス危機
管理局へ11セッ
トを配備

中南米での市場
拡大を目指し、
ニーズの高い商
品の開発を図る。

投光器 埼玉県

バルバドス（危
機管理局及び警
察 ） へ2セ ッ ト
を配備

中南米での市場
拡大を目指し、
ニーズの高い商
品の開発を図る。

作業用防
水服 宮城県

バルバドス危機
管理局へ36セッ
トを配備

中南米での市場
拡大を目指し、
ニーズの高い商
品の開発を図る。

⑥ 民間連携ボランティア制度

1．事業の開始時期・経緯・目的　
● 開始時期

　2012年

● 経緯・目的

　昨今、企業の若手社員や管理職の育成のために青年海

外協力隊やシニア海外ボランティアへの参加を検討して

いる企業からの問い合わせが増えてきている。事業の新

興国への展開、開発途上国を対象としたBOPビジネスへ

の関心の高まりなど、企業がグローバル化する中、それ

に対応するためのグローバルな視野や素養を備えた人材

の確保も喫緊の課題となっている。このようなニーズに

応えるよう、企業と連携してグローバル人材の育成に貢

献するプログラム「民間連携ボランティア制度」を創設

した。

2．事業の仕組み
● 概　要

　民間連携ボランティア制度は、我が国企業等の職員を

青年海外協力隊やシニア海外ボランティア等として開発

途上国に派遣し、企業のグローバル人材の育成や海外事

業展開にも貢献するもの。JICA青年海外協力隊事務局に

応募のあった民間企業の要望に応じ、派遣国、職種、派
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遣期間等を相談しながら決定する。JICAによる選考後、

語学講座等を中心とする派遣前訓練を経て、事業展開を

検討している国へ職員を派遣することにより、活動を通

じて、文化、商習慣、技術レベル等を把握し、語学のみ

ならず、コミュニケーション能力や問題解決力、交渉力

なども身に付け、帰国後の企業活動への還元が期待され

る。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2016年度には、12か国に対して17名を派遣した。民

間連携ボランティア制度を活用している企業は、サービ

ス業、製造業、建設業など多岐に亘り、派遣職種はコ

ミュニティ開発や環境教育、マーケティング、土木など

が挙げられる。

　※ 2016年度の派遣職種は、日本語教育、環境教育、

電気・電子機器、料理、経営管理、コミュニティ開

発、土木、青少年活動、マーケティング、食品加

工。2015年度の派遣職種は、環境教育、経営管理、

品質管理・生産性向上、観光、マーケティング、公

衆衛生、工作機械、コミュニティ開発、農産物加

工、野菜栽培、化学・応用化学、陸上競技。

● 地域別実績
（単位：人）

地
域 派遣国

派遣者数 累計
（2012～
2016年度）2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

ア
ジ
ア

ベトナム
インドネシア
タイ
ラオス
マレーシア
スリランカ
ブータン
フィリピン

1
0
1
0
0
0
1
0

1
2
2
0
1
0
0
2

3
2
1
1
1
1
0
0

4
4
5
0
2
0
0
1

1
4
1
0
2
2
0
1

10
12
10

1
6
3
1
4

（単位：人）

地
域 派遣国

派遣者数 累計
（2012～
2016年度）2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

ア
フ
リ
カ

ガーナ
ウガンダ
セネガル
タンザニア
マラウィ

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
2
1
0
1

0
0
0
0
0

0
0
1
1
0

1
2
2
1
1

中
南
米

ベリーズ
ペルー
ドミニカ共和国
ボリビア
パラグアイ
エクアドル
メキシコ
コロンビア
ホンジュラス

0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1

1
1
1
1
3
1
1
1
1

大
洋
州

サモア
パラオ
ミクロネシア
フィージー
ソロモン

0
0
0
0
0

0
1
1
0
0

1
1
0
1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

1
2
1
1
1

中
東エジプト 0 0 0 0 1 1

合　計 4 12 19 20 17 72

4．より詳細な情報
● 書籍等

　「クロスロード」特別号等

● ウェブサイト

・JICA民間連携ボランティアHP：

　 https://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/

cooperation/

● 民間連携ボランティアパンフレット

⑦ 事業運営権に対応した無償資金協力

1．事業の開始時期・経緯・目的
● 開始時期

　2014年度

● 経緯・目的

　2013年5月のインフラシステム輸出戦略の閣議決定に

て、「事業運営権獲得を視野に入れた無償資金協力の積

極的活用」という方針を定め、無償資金協力の制度／運

用の改善を行った後、2014年度以降、本事業を開始し

ている。

　開発途上国では、官民連携型の公共事業が推進され、

民間企業が中長期にわたり、事業の運営を担うことが期

待されている。当該事業に無償資金協力を行うことを通

じ、日本企業の事業権・運営権の獲得を促進し、我が国の

優れた技術を途上国の開発に役立てることを目的とする。
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2．事業の仕組み
● 概　要

　開発途上国が実施するインフラ事業のうち、商業資金

のみではファイナンスが困難な場合に、当該事業に必要

な施設・機材・その他サービスに必要な資金を供与す

る。資金は途上国政府を通じ、事業を担う特別目的会社

等に支払われる。

● 審査・決定プロセス

　まず日本企業が開発途上国政府に事業を提案。開発途

上国政府は審査の上、日本側に要請を行う。実施手続き

は、日本側実施機関として、JICAがこれを行う場合と調

達代理機関が行う場合がある。外務省が要請の妥当性の

検討を行い、妥当と考えられる案件については、日本側

の実施機関がJICAの場合、JICAによる調査を通じて事業

の実施可能性を確認するとともに、適正な援助規模の概

算額を算定する。調査段階では、民間企業のアイデアを

取り入れながら、事業のコンセプトを形成し、審査す

る。その後、案件検討会議、財務省協議を経て閣議決定

が行われる。調達代理機関の場合、事業の調達代理機関

選定後、財務省協議を経て閣議決定される。

● 決定後の案件実施の仕組み

　政府間で計画の名称、供与限度額等を規定した交換公

文（E/N）を締結する。日本側実施機関がJICAの場合、

JICAが被援助国政府との間で贈与契約（G/A）に署名

し、調達代理機関の場合、被援助国政府は、調達代理機

関との間で契約を結ぶ。

　事業実施の段階では、日本企業が主導するコンソーシ

アムが設立する特別目的会社等が事業を受注し、中長期

に亘り運営する。

3．最近の実績
● 概　要

　2014年度実績は、実施国数2か国、実施件数2件（約

37億円）。2015年度は、実績なし。2016年度は、実施国

数1か国、実施件数1件（約33億円）。

● 地域別実績
（E/Nベース、単位：億円）

2014年度 2016年度
件数 金額 件数 金額

アジア
中東・北アフリカ
サブサハラ・アフリカ
中南米
大洋州
欧州・中央アジア

1
－
1

－
－
－

21.06
－

16.2
－
－
－

1
－
－
－
－
－

32.71
－
－
－
－
－

合　計 2 37.26 1 32.71

● 主な事業　具体例の紹介

⑴　2014年度ミャンマー「無収水低減計画」21.06億円

⑵ 　2014年度ケニア「ナイロビ市医療・有害廃棄物適

正処理施設建設計画」16.20億円

コンセプトF/S
（先方政府との合意）

事業権
（運営・維持管理）

インフラ建設
（浄水場の建屋等）

インフラ建設
（配水管等）

ODA資金

施設･事業権契約（例:浄水場の場合）

民間資金

無償資金協力：
インフラ建設（設計･
建設）の費用を支援。

開発途上国のニーズ

無償資金協力により日本企業の持つインフラ技術の海外展開を支援

◆計画概要（総事業費約26億円、うち無償資金21.06億円）
•日本企業が事業の実施から運営・維持管理までを担う。
　- 基礎調査：流量測定点の設定、試掘、漏水調査計画策定等。
　- 漏水調査・修繕工事：漏水調査を行い、必要な修繕を実施。
　- 維持管理：修復した配水設備の維持管理。

◆目的・成果
•日本企業の技術をいかした質の高いサービスを持続的に提供。
•ヤンゴン市における漏水率を低減し、水供給量を増大させる。
•新規の配管網整備に比べ、早期の効果発現が期待される。
•無償資金の国際約束にて日本企業との契約を義務づけ、日本
　企業の海外進出に貢献。

民間企業のニーズ
◆ヤンゴン市における上水道
サービス不足（普及率は人
口の38%）。

◆水供給能力の向上が喫緊
の課題。

◆無収水（漏水、盗水など）対
策に必要な調査・修繕等の
豊富な技術力。

◆商業資金のみではファイナ
ンスに課題。
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⑧ 草の根・人間の安全保障無償資金協力

1．事業の開始時期・経緯・目的
● 開始時期

　1989年

● 経緯・目的

　日本企業がCSR（企業の社会的責任）活動やBOPビジ

ネス（低所得者層をターゲットにビジネスを展開し、生

活の向上や社会的課題の解決に貢献するもの）を通じて

事業を実施（予定を含む）する国等において開発途上国

の経済社会開発に貢献することを支援するため、同協力

を活用する。

2．事業の仕組み
● 概　要

　開発途上国において日本企業と連携し、公益性の高い

事業を草の根無償で支援することにより、開発効果を高

めるとともに、日本企業の海外における知名度向上や活

動環境の整備等に貢献する。

● 審査・決定プロセス

　基本的に草の根・技術協力事業と同じ審査・決定プロ

セスであり、第6節に記載している。

● 決定後の案件実施の仕組み

　基本的に草の根・技術協力事業と同じ審査・決定プロ

セスであり、第6節に記載している。

3．最近の実績
● 概　要

　2016年度の官民連携案件に係る実績は、実施国数14

か国、実施件数20件（約3.18億円）。

● 地域別実績（最近2年）
（E/Nベース、単位：億円）

年度
地域名

2015年度 2016年度
件数 金額 件数 金額

アジア
中東・北アフリカ
サブサハラ・アフリカ
中南米
大洋州
欧州・中央アジア

3
2

15
1

－
－

0.32 
0.33 
0.09 
0.09 

－
－

5
3
9
3

－
－

0.42 
0.80 
1.44 
0.52 

－
－

合　計 21 2.83 20 3.18 

開発途上国のニーズ

無償資金協力により日本企業の持つインフラ技術・
ノウハウの開発への活用・海外展開を支援

◆計画概要（総事業費約78億円、うち無償資金16.20億円）
•日本企業が施設建設から運営・維持管理までを担う。
　- 高度処理焼却施設の設置、運営
　- 廃棄物追跡システムの導入。
　- 研修施設の建設、研修の実施。

◆目的・成果
•日本企業の技術・ノウハウをいかした質の高いサービスを持続
　的に提供。
•医療廃棄物の処理能力を向上し、住民生活及び都市環境を改善。
•日本企業との契約を義務付けることにより、日本企業の海外進
　出に貢献。

民間企業のニーズ
◆医療廃棄物の処理能力不足

により、有害廃棄物が野ざ
らしにされるなど、生活環
境に悪影響。

◆廃棄物処理能力の向上が喫
緊の課題。

◆医療廃棄物処理に係る高度
な技術力とノウハウ。

◆商業資金のみではファイナ
ンスに課題。
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● 分野別実績（最近2年）
（単位：件）

年度
分野名 2015年度 2016年度 合計

保健・医療
教育
太陽エネルギー
漁業
社会福祉
上水
職業訓練
廃棄物処理
飲料水供給
道路
農業
産業
防災

8
－
2

－
1

－
－
1
8

－
－
1

－

9
1

－
－
2
2

－
－
3

－
－
1
2

17
1
2

－
3
2

－
1

11
0
0
2
2

合　計 21 20 41

● 主な事業　具体例の紹介

年度 国 案件名
供与限

度額
（千円）

案件概要

2015
ガ
ン
ビ
ア

ガンビア
防疫強化
計画

12,371 

首都バンジュールの国際空
港にサーモグラフィーカメ
ラ3台を設置し、全入国者
に対する体温検査を行う体
制を整えることで、感染症
の流入を防止するもの。日
本企業が保健・社会福祉省
と連携し、同社開発のサー
モ グ ラ フ ィ ー カ メ ラ の 運
搬・設置を支援し、同省及
び空港職員に対する運用・
維持管理の研修を実施。

2015

ウ
ル
グ
ア
イ

フローレ
ス県水質
管理機材
整備計画

8,565

フローレス県の井戸水の水
質管理に必要な分析機器を
整備することで、井戸水を
使用している住民の飲料水
の安全を確保するもの。

2015 タイ

就労移行
支援事業
所兼販売
所整備計
画

6,831

就労移行支援事業所兼販売
所の整備工事及び移動販売
車を整備することで、障が
い者のエンパワーメントと
インクルーシブな社会の実
現を目指すもの。日本企業
は、 パ ン 製 造 や 販 売 の 指
導、経営アドバイスの提供
等を支援するとともに、就
労移行支援事業所兼販売所
の開設後に監督者（店長）
１名を派遣。

年度 国 案件名
供与限

度額
（千円）

案件概要

2016

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル

アビジャ
ン 市 ト
レッシュ
ビル大学
中央病院
小児救命
救急セン
ター機材
整備計画

19,531

アビジャン市内及び地方都
市 の 乳 幼 児 約75万 人 に 対
し、十分な救急・集中治療
サービスを提供するため、
アビジャン市トレッシュビ
ルにおける中央病院小児セ
ンター内に機材を供与する
もの。

2016

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

バリ州タ
ムラン村
における
浄水施設
整備計画

6,316

浄水装置を設置し、水環境
に関する啓発活動をするこ
とで、安定的な飲料水の確
保と住民の健康状態の改善
を図るもの。日本企業は、
水 質 検 査、 浄 水 装 置 の 導
入・メンテナンス研修とそ
れに伴うエンジニア（日本
人含む）の派遣、水管理委
員会の組織及び指導、プロ
グラム中のモニタリング及
び5年ごとのモニタリング、
ポンプを含む部品の定期交
換（一部有償）、各種アフ
ターフォローを支援。

2016
キ
ュ
ー
バ

ピ ナ ル・
デ ル・ リ
オ県小児
科病院医
療機材整
備計画

15,133

ピナル・デル・リオ県小児
科病院附属医療遺伝子セン
ターに、超音波診断装置（2
機 ） を 導 入 す る こ と に よ
り、当県における母子の健
康改善に資する。医療遺伝
子センターに導入する超音
波診断装置のメーカーであ
る日立製作所により、当該
装置の設置・運転に係る技
術指導が実施される。

　その他、官民連携事業として、海外投融資、草の根技

術協力、日本NGO連携無償があるが、海外投融資は第2

章第7節に、草の根技術協力および日本NGO連携無償は

第2章第6節に記載している。
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第9節　国民参加協力推進事業の概要
1.事業の開始時期・経緯・目的
● 開始時期

　2002年に国民参加協力推進事業がJICA事業の一部と

して制度化され、それをもとにして、JICAの独立行政法

人化を機に策定された国際協力機構法においても明文化

された。

● 経緯・目的

　国民参加型の協力を促進する上で、国際協力への理解

と参加を促し、地域の持つ経験やノウハウを活かした国

際協力を拡充するべく、国民に対する様々な情報提供と

啓発活動を実施している。

2．事業の仕組み
● 概　要

⑴　開発教育支援・市民参加

　�　子どもから大人まで、市民一人ひとりが世界の課

題、SDGs、国際協力などに関心を持ち、また考える

機会を提供するため、児童・生徒・教員・市民向けに

開発教育支援事業を実施している。また、これまで国

際協力の経験がなかった団体・個人に対して、国際協

力への参加を支援し、国際協力に参加しやすい環境を

整備するため、セミナー・ワークショップなどを通じ

た情報提供や啓発を行っている。

⑵　連携・研修

　�　開発途上国側の多様化するニーズに対応し、草の根

レベルに届く協力を実施するためにも、NGO、自治

体、大学等と、相互の人材や知見を活かした事業の促

進、連携を深めるための取組を行っている。また、こ

れらのアクターの国際協力活動を支援するため、必要

な知識や情報を広く提供するとともに、組織運営や事

業実施に係る能力強化の支援を行っている。

⑶　国際協力推進員

　�　国際協力推進員は、「地域のJICA窓口」として、地

域国際化協会など地方自治体が実施する国際協力事業

の活動拠点に配置され、主に、JICAが実施する事業に

対する支援、広報および啓発活動の推進、自治体等が

行う国際協力事業との連携促進等の業務を行ってい

る。これらの業務を通じて、国際協力に対する市民か

らの理解の増進、地域での市民による国際協力活動の

促進、地域関係者との連携推進を図ることを目的とし

ている。

3．最近の活動内容
　2016年度実績は次のとおり。

⑴　開発教育支援・市民参加

　　国際協力出前講座（JICA）：2,216件／185,503名

　　�中学生・高校生エッセイコンテスト：応募総数

80,814点

　　�グローバル教育コンクール：280点（写真部門203

点、グローバル教育取組部門�77点）

　　教師海外研修：18コース／138名

　　開発教育指導者研修：161件／10,299名

　　JICA施設訪問：1,513件

　　�国際協力（ODA）実体験プログラム：35件／1,116

名

　　市民向けイベントセミナー：1,115件

　　グローバルフェスタJAPAN：来場者数約10万人

⑵　連携・研修

　〈NGO-JICAジャパンデスク〉

　・�NGO-JICAジャパンデスク設置による開発途上国の

活動の情報提供、連携強化：20か国

　〈NGO等活動支援事業〉

　・�JICA企画型プログラム「事業マネジメント研修」：

2016年度開催数全32回、受講者総数477名

　・�JICA企画型プログラム（国内・在外拠点による企

画）：2016年度全13件、受講者総数522名　

　・�NGO等提案型プログラム：2016年度全13件応募、8

件採択＊1

＊�1　�何れの採択案件も2017年度4月以降に本格的に実施中のため、2016
年末時点では受講者数未確定。
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第10節　主な国際機関の概要
1 国連機関

① 国際連合（UN：United Nations）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1945年設立。日本は1956年に加盟。本部は米国の

ニューヨークにあり、事務総長が代表を務める。

● 経緯・目的

　国際連合は、1944年8月から10月まで中国、旧ソ連、

英国、米国の代表によりワシントンのダンバートン・

オークスにおいて開かれた会議でその輪郭が形成され

た。国連憲章は、1945年4月から6月にかけて連合国50

か国の代表がサンフランシスコに会合し起草され、同年

6月26日、調印された。さらに同年10月24日、5大国

（中国、フランス、ソ連、英国、米国）と他の署名国の

過半数が同憲章を批准し、国連は正式に発足した。

　国連の目的は、①国際の平和および安全を維持するこ

と、②人民の同権および自決の原則を尊重する諸国間の

友好関係を発展させること、ならびに世界平和を強化す

るために他の適当な措置をとること、③経済的、社会

的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決す

ることなどについて国際協力を達成すること、④これら

の共通の目的の達成に当たって、諸国の行動を調和させ

るための中心となること、である。

2．事業の仕組み
● 機　構

　国連は、総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信

託統治理事会、国際司法裁判所および事務局の6つの主

要機関により構成されている。

● 主要機関概要

　主要機関の内、総会、安全保障理事会、経済社会理事

会の概要は以下のとおり。

⑴　総　会

　�　総会は国連の全加盟国によって構成される国連の主

要な審議機関である。総会は、国連憲章の範囲内にあ

る問題、または国連憲章に規定する機関の権限および

任務に関する問題について討議し、安全保障理事会が

憲章によって与えられた任務をいずれかの紛争または

事態について遂行している間を除き、加盟国もしくは

安全保障理事会またはこの両者に対して勧告すること

ができる。各国が1票を持ち、表決は国際の平和と安

全の維持に関する勧告、新加盟国の承認、予算問題な

ど重要問題には出席し、かつ投票する構成国の3分の

2の多数が必要であるが、その他の問題は出席し、か

つ投票する構成国の単純多数決による。

⑵　安全保障理事会

　�　安全保障理事会は、国際の平和と安全の維持につい

て主要な責任を負う機関である。その主な任務は、紛

争当事者に対して、紛争を平和的手段によって解決す

るよう要請することや適当と認める解決条件を勧告す

ること、事態の悪化を防ぐため必要または望ましい暫

定措置に従うよう当事者に要請すること、平和に対す

る脅威、平和の破壊または侵略行為の存在を決定し、

平和と安全の維持と回復のために勧告を行うこと、経

済制裁などの非軍事的強制措置および軍事的強制措置

を決定すること、などである。中国、フランス、ロシ

ア、英国、米国の常任理事国5か国および任期2年の

非常任理事国10か国で構成される。理事国はそれぞ

れ1票を持ち、手続事項の決定には少なくとも9か国

の賛成が必要であり、実質事項の決定には少なくとも

9か国が賛成し、かつ、常任理事国の反対（拒否権の

行使）がないことが必要である。

⑶　経済社会理事会

　�　経済社会理事会は、国連、専門機関等諸機関の経済

的、社会的活動を調整する機関である。経済社会理事

会は、経済、社会、文化、教育、保健、人権等の分野

について、研究および報告を行い、これらの事項につ

いて、総会、加盟国および関係専門機関（国際労働機

関（ILO）、国連食糧農業機関（FAO）等）に勧告し、

この勧告を通じて専門機関の活動を調整することを主

な任務としている。理事会は3年の任期を持つ54か国

の理事国で構成される。表決は単純多数決で、各理事

国は1票を持つ。
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3．日本との関係
●  安全保障理事会および経済社会理事会等における日

本の位置付け

　安全保障理事会においては、日本は①1958～1959

年、 ②1966～ 1967年、 ③1971～ 1972年、 ④1975～

1976年、⑤1981～1982年、⑥1987～1988年、⑦1992

～1993年、 ⑧1997～1998年、 ⑨2005～2006年、 ⑩

2009～2010年に、非常任理事国を務めた。また、2016

～2017年の間、全加盟国中最多となる11期目の非常任

理事国を務めた。安保理理事国15か国は、英語のアル

ファベット順で1か月ごとの輪番で議長国を務めること

になっており、日本は2016年7月に議長国を務め、2017

年12月に再度議長国を務めた。

　経済社会理事会においては、1960年に初めて理事国

となって以降、1960年～1965年、1968年～1970年、

1972年～1980年、1982年～2017年まで合計18期理事国

を務めた。また、2017年の選挙において再選され、

2018年～2020年に通算19期目の任期を務める予定。

● 邦人職員

　事務局における望ましい職員数の対象となる地理的衡

平性の原則が適用されるポストに就いている専門職以上

の職員数は、全体で3,005名。そのうち、邦人の職員は

79名であり、全体の2.63％（2016年12月末現在）であ

る。中満泉国連事務次長（軍縮担当上級代表）ほかが活

躍している。

● 日本の財政負担

　日本は国連の通常予算に対し、2016年2億3,700万ド

ル、2017年約2億4,400万ドルの分担金を負担。日本の

国連通常予算分担率は、2016年および2017年ともそれ

注1：ここでいう「農業」は、林業、水産業を含み、以下、特別に断りがない場合は同様。

ぞれ9.68％であった。

● 通常分担金＊1（上位10か国）
（単位：百万ドル、％）

順
位

2016年 2017年
国　名 分担金額 分担率 国　名 分担金額 分担率

 1 米国 594.0 22.000 米国 610.8 22.000
 2 日本 237.0 9.680 日本 244.2 9.680
 3 中国 193.9 7.921 中国 199.8 7.921
 4 ドイツ 156.4 6.389 ドイツ 161.1 6.389
 5 フランス 119.0 4.859 フランス 122.6 4.859
 6 英国 109.3 4.463 英国 112.6 4.463
 7 ブラジル 93.6 3.823 ブラジル 96.4 3.823
 8 イタリア 91.8 3.748 イタリア 94.5 3.748
 9 ロシア 75.6 3.088 ロシア 77.9 3.088
10 カナダ 71.5 2.921 カナダ 73.7 2.921
その他 761.5 31.108 その他 784.6 31.108
合　計 2,503.6 100 合　計 2,578.2 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
＊1�　通常分担金とは、国連憲章第17条の規定により、国連の経
費を加盟国が総会の割当てに従って負担が求められている経
費。

4．より詳細な情報
● 書籍等

　国際連合の基礎知識（国際連合広報局国際連合広報セ

ンター監訳）

● ウェブサイト

・国際連合本部：http://www.un.org

・駐日国際連合広報センター：http://www.unic.or.jp

・�外務省国際機関人事センター：http://www.mofa-irc.go.jp

②  国連食糧農業機関 
（FAO：Food and Agriculture Organization of the United Nations）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1945年10月16日設立。本部はイタリアのローマにあ

り、事務局長が代表を務める。

● 経緯・目的

　1943年に開催された連合国食糧農業会議で、食料・

農業（注1）に関する恒久的機関として設置が決定された。

1945年10月16日、FAO第1回総会開催のための連合国代

表会議が開かれ、連合国34か国の署名により、設立の

根拠となるFAO憲章が発効した。2017年7月時点で194

か国およびEUが加盟している。

　FAOは、世界各国国民の栄養水準・生活水準の向上、

食料・農産物の生産と流通の促進、農村住民の生活条件

の改善を通じ、世界経済の発展に寄与し、人類を飢餓か

ら解放することを目的として活動している。主な機能

は、国際条約等の執行機関としての国際的ルールの策定
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（国際植物防疫条約〈IPPC〉、FAO/WHO合同食品規格計

画〈コーデックス委員会〉等）、中立的で国際的な協議

の場の提供（総会、国際会議の開催等）、世界の食料・

農林水産物に関する調査分析および情報の収集・伝達

（各種統計資料、世界食料農業白書、世界食料情報・早

期警報システム〈GIEWS〉等）、ならびに開発途上国に

対する技術助言、技術協力（フィールド・プロジェクト

の実施等）である。

2．事業の仕組み
● 概　要

　FAOの活動は、10年間の長期的な戦略目標と活動方針

を定めた「戦略枠組み」の下、4年間の「中期計画」が

策定され、これに基づく2年間を1期とした会計期間ご

との「事業予算計画」を定め、これに沿って実施され

る。活動の財源は、加盟国の分担金により賄われる通常

予算と、各加盟国および国連開発計画（UNDP）資金等

による任意拠出金から成る。このうち、通常予算は主と

して職員の給与、会議の開催、食料・農業に関する調査

分析、情報の収集・伝達、各国政府に対する助言、

フィールド事業の管理・支援等に向けられ、任意拠出金

は、主にフィールドレベルの技術協力等に利用されてい

る（一部のフィールド事業は通常予算によって実施され

る〈後述「3．最近の活動内容」内「主要な事業」を参

照〉）。

● 意思決定機関

　FAOの活動・組織・財政に関する意思決定は、加盟国

により構成される運営組織において行われる。最高意思

決定機関は、全加盟国により構成され、2年に1度開催

される総会である。総会会期以外の期間においては、総

会で選出された49か国の理事国で構成される理事会が、

その執行機関として総会に代わって活動するほか、総会

による議決を必要としない事項についての決定等を行

う。また、3つの理事会委員会（計画、財政、憲章法務）

が理事会に報告を行うほか、4つの技術委員会（農業、

林業、水産および商品問題）および5つの地域総会（ア

ジア・太平洋、欧州、ラテンアメリカ・カリブ、近東、

アフリカ）が理事会および総会に助言および報告を行

う。

● 事業運営

　通常予算については、FAO事務局長の提案に基づき総

会で承認された「事業予算計画」に沿って、FAO事務局

が事業を実施する。一方、任意拠出金については、FAO

事務局が作成した事業計画案について援助国とFAO事務

局の間で約束文書を取り交わした上で拠出され、事業が

実施される。事業の実施状況および成果については、定

量的な指標・ターゲットを用いてモニタリング・評価さ

れ、定期的に加盟国に報告される。

　FAO事務局長は、2012年1月に就任し、2015年6月に

再選されたジョゼ・グラツィアーノ・ダ・シルバ氏が務

めている。

3．最近の活動内容
● 戦略目標

　FAOは、成果に基づく効果的かつ効率的な運営を実現

するため、1990年代後半から2000年代にかけて段階的

な組織改革に取り組み、その一環として、長期的な戦略

枠組みに掲げる戦略目標等に対応した事業予算計画を

2010～2011年から導入した。現行の戦略枠組みで掲げ

られた戦略目標等とこれらの達成に向けた主な取組は以

下のとおりである。

・�戦略目標1：飢餓・食料不安・栄養不良の撲滅への貢

献（主な取組：食料安全保障に係る政策・法体制強化

への支援や関係者間の連携推進等）

・�戦略目標2：より生産的で持続可能な農林水産業の実

現（主な取組：持続可能な生産手法・技術の普及、世

界農業遺産（GIAHS）の推進、気候変動対応型農業の

推進、「責任ある漁業のための行動規範」の実施等）

・�戦略目標3：農村貧困の削減（主な取組：農村組織の

強化や小規模生産者への支援、食料安全保障に貢献す

る社会的保護制度の実施支援等）

・�戦略目標4：より包摂的で効率的な農業およびフード

システムの実現（主な取組：包摂的で効率的なバ

リューチェーンの推進、コーデックス委員会・IPPCに

おける食品安全・植物検疫措置に関する国際基準の策

定、食料の損失・廃棄の削減、責任ある農業投資の推

進等）

・�戦略目標5：脅威・危機に対する生活の強靱性（レジ

リエンス）の向上（主な取組：農業における防災・減

災の主流化や越境性動植物疾病等に関する早期警報シ

ステムの普及支援等）

・�目標6：技術的質、統計および分野横断的課題（気候

変動、ジェンダー、ガバナンス、栄養）（主な取組：

食料・農業全般に関する統計の整備と能力構築支援、

持続可能な開発目標〈SDGs〉の指標のモニタリング、

FAOのガバナンス強化、ジェンダー・栄養の主流化等）
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● 事業予算

　2016～17年事業予算計画（通常予算）では、10億

563.5万ドルの予算が計上され、特に、栄養改善、気候

変動への適応、地域事務所等における南南協力と資源動

員、社会的保護やジェンダー、統計分野に関する技術的

能力、世界農業遺産（GIAHS）等について取組が強化さ

れている。なお、2017年7月の第40回FAO総会におい

て、2016～17年比同予算水準となる2018～19年事業予

算計画が承認されている。

　また、FAOでは1950年代から飢餓対策として実践的

な援助を行ってきており、FAOの全予算の約6割を占め

る任意拠出金の大部分がフィールドレベルでの農村・農

業開発事業等に使用されている。一方、通常予算の中で

も、開発途上国の要請に迅速かつ柔軟に対応するため、

技術協力事業（TCP）として比較的短期、小規模の

フィールド事業を行っている。2016～17年事業予算計

画（通常予算）ではTCPに約1億3,800万ドルが計上され

ている。

4．日本との関係
● 加盟および日本の位置付け

　日本は、1951年11月の第6回総会において加盟が承認

された。日本は食料・農業問題を積極的に取り組むべき

地球規模の課題の一つととらえ、世界ひいては日本の食

料安全保障の確保に貢献するFAOの活動に広く協力して

きており、資金面においても米国に次ぐ第2位の分担金

を負担している。また、アジア・太平洋地域における数

少ない先進国であることからも、FAOにおける日本の役

割は極めて重要なものとなっている。

　このような状況の下、日本は、1954年～1961年およ

び1965年以降継続して理事国を務めており、2017年7月

のFAO第40回総会において、2018年6月末までの現任期

満了以降も引き続き、2021年6月の第42回総会まで理事

国となることが決定された。

● 事務局における邦人職員

　FAOでは、通常予算から支出されている専門職以上の

職員が約1,000名働いており、そのうち、邦人職員は

2017年12月末時点で43名（うち幹部職員は9名）であっ

た。幹部職員として三次啓都林業局長他が活躍してい

る。

● 日本の財政負担

　2016～17年の分担金総額は約10億563.5万ドルであ

り、2017年の日本の分担額は、約2,958万ドルおよび約

2,081万ユーロ（2004年より通貨別支払い）となってい

る。分担率は10.834％となっている。

　また、日本は1980年以来、FAOが行うフィールド事

業等を支援するため、任意の資金拠出を行っている。

2017年（平成29年）には、以下の事業を実施した。

①アフリカ食料安全保障情報整備支援事業

②�アジアにおけるフードバリューチェーン構築支援事業

③�SPS（Sanitary�and�Phytosanitary：食品安全、動物衛

生や植物防疫）関連総合対策プロジェクト

④越境性感染症国際監視強化事業

⑤世界農業遺産（GIAHS）活動向上支援事業

⑥�開発途上国における世界農業遺産（GIAHS）人材育成

事業

⑦持続的漁業の実現フォローアップ事業

⑧食品事業者等による栄養改善の国際展開推進事業

⑨途上国の農地土壌にかかる気候変動対策支援事業

⑩国際的森林吸収機能強化推進事業

⑪�国内連帯を活用した『セーヴ・アンド・グロウ』農業

モデル推進事業

　さらに、日本はFAOとの連携により、開発途上国にお

ける農村・農業開発のための無償資金協力事業や、害虫

対策のための支援として緊急無償資金協力を実施してい

る。

● 分担金（上位10か国）
（単位：百万ドル、％）

順
位

2016年 2017年
国　名 分担額 分担率 国　名 分担額 分担率

 1 米国 111.6� 22.0� 米国 111.6� 22.0�
 2 日本 55.0� 10.8� 日本 55.0� 10.8�
 3 ドイツ 36.2� 7.1� ドイツ 36.2� 7.1�
 4 フランス　 28.4� 5.6� フランス　 28.4� 5.6�
 5 英国 26.3� 5.2� 英国 26.3� 5.2�
 6 中国 26.1� 5.1� 中国 26.1� 5.1�
 7 イタリア 22.6� 4.4� イタリア 22.6� 4.4�
 8 カナダ 15.1� 3.0� カナダ 15.1� 3.0�
 9 スペイン 15.1� 3.0� スペイン 15.1� 3.0�
10 ブラジル 14.9� 2.9� ブラジル 14.9� 2.9�
合　計 507.4� 100 合　計 507.4� 100

（注）
・合計はその他の国を含む。
・�分担金とは、国際機関等の設立条約等により加盟国等が定めら
れた額を義務的に支出するもの。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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5．より詳細な情報
● 書籍等

　FAOでは、世界の食料情勢の報告として「世界食料農

業白書」などを発行している。また、食料、農業、林

業、水産業および栄養に関する統計については、印刷物

以外にFAOのウェブサイトでも情報提供されている。

● ウェブサイト

・�国連食糧農業機関（FAO）本部：http://www.fao.org

・FAO駐日連絡事務所：http://www.fao.org/japan/jp

③ 国連世界食糧計画（WFP：World Food Programme）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1961年設立。本部はイタリアのローマにあり、事務

局長が代表を務める。

● 経緯・目的

　1961年の第16回国連総会決議1714（XVI）および第

11回国連食糧農業機関（FAO）総会決議1/61により、多

数国間食糧援助に関する国連およびFAOの共同計画とし

て1963年に発足。

　国連世界食糧計画（WFP）は、国連唯一の食料支援機

関であると同時に、世界最大の人道支援機関であり、世

界の飢餓撲滅を使命として活動している。紛争等の人為

的災害、あるいは干ばつや洪水等の自然災害に起因する

難民、国内避難民、被災者等に対する緊急食糧援助を行

う。さらに、労働の対価として食料を配給する「Food�

for�Work」や「学校給食プログラム」など地域社会の自

立や人的資源開発を促す活動を行う。

2．事業の仕組み
● 概　要

　①緊急食糧援助、②中期救済復興援助、③開発事業

（農村、人的資源開発）等において主として食料を通じ

て援助を実施している。

● 審査・決定プロセス

　上記①に関しては、迅速な対応を要するため、事務局

長の承認により援助計画が確定される（食料価格が300

万ドルを超える場合にはFAO事務局長の承認も必要とな

る）。また、②、③の分野に関しては、事務局で作成し

た援助計画案を執行理事会において審査・承認を行う。

● 実施の仕組み

　各援助計画に基づき、食料の調達、海上輸送、陸上輸

送を行い、現地政府・地方自治体、NGO等の協力を得

て、食料の配給を行う。

3．最近の活動内容
● 活動の概要

　2016年のWFPによる食料支援の活動規模は約55億ド

ルであり、世界82か国約8,200万人の人々に約350万ト

ンの食料配布等の支援を実施した。2017年11月現在、

99か国に432事務所（リエゾン事務所含む）を有してい

る。

● 地域別実績
（単位：百万ドル）

地　域 2015年 2016年
サブサハラ・アフリカ 2,500.5 2,673.8
アジア 558.0 446.6
中南米・カリブ諸国 115.1 166.0
中東・北アフリカ 1,296.9 1,636.3
欧州・CIS諸国 50.8 44.9
その他 112.2 114.6

合　計 4,633.5 5,082.2

出典：WFP事務局資料

● 分野別実績
（単位：百万ドル）

分　野 2015年 2016年
開発援助 300.3 303.0
中期救済復興援助 1,918.1 2,104.9
緊急援助 1,772.8 2,069.0
その他 642.3 605.4

合　計 4,633.5 5,082.2

出典：WFP事務局資料

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　国連経済社会理事会またはFAO理事会より選出された

36か国より成る「執行理事会」（Executive�Board）の下

で、援助計画案の審査・承認、WFP運営上の必要な措置

の決定、事務局予算の承認が行われる。日本はWFP発足

以来理事国として参加している。
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●  邦人職員（邦人職員の全体に占める割合および幹部

職員）

　2017年10月末時点で、WFPの職員数16,211名（うち

国際専門職は1,466名）のうち、邦人職員は76名（うち

国際専門職は46名）であり、ローマの本部および各国・

地域事務所において活躍している（また、JPO〈Junior�

Professional�Officer〉が7名勤務）。

● 財政負担（各国比較等、過去2年間暦年ベース）

　日本は、WFP創設以来、資金拠出を行ってきている。

WFPの活動を高く評価しており、拠出額は2015年では1

億9,677万ドル（全体の3.9％）、2016年では2億713万ド

ル（全体の3.5％）�で、ともに第6位であった。

● 主要拠出国一覧
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国・機関名 拠出額 拠出率 国・機関名 拠出額 拠出率

 1 米国 2,015.5 39.9 米国 2,018.0 35.1
 2 英国 456.8 9.0 EC 894.7 15.1
 3 ドイツ 329.2 6.5 ドイツ 884.6 14.9
 4 カナダ 261.6 5.2 英国 356.0 6.0
 5 EC 250.3 5.0 カナダ 211.0 3.6
 6 日本 196.8 3.9 日本 207.1 3.5
 7 国連 159.9 3.2 国連 129.1 2.2
 8 サウジアラビア 151.6 3.0 スウェーデン 122.0 2.1
 9 オランダ 101.5 2.0 マラウイ 112.1 1.9
10 ノルウェー 96.5 1.9 オーストラリア 83.4 1.4

合　計 5,057.4 100 合　計 5,925.1 100

出典：WFP事務局資料
（注）
・�合計は、その他の拠出国・機関等を含み、コア・ノンコア拠出
の合計額。
・�コア拠出とは、使途不特定の拠出をいい、ノンコア拠出とは、
使途限定の拠出をいう。

● 日本の政府開発援助（ODA）との協調実績

　援助の現場レベルで日本のNGO等との事業連携や、

JICAおよび青年海外協力隊との間での協力実績もある。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・「年次報告（Annual�Report）」（英語）

　�WFPの最近の活動を紹介している。例年夏に本部事務

局が発行（非売品、ウェブサイトにも掲載あり）。

・「国連WFP協会（JAWFP）ニュースレター」（日本語）

　�日本での広報・募金活動のほか、世界各地でのWFPの

活動について紹介するニュースレター（4ページ、

WFPと国連WFP協会事務局の共同発行）。

　連絡先：WFP日本事務所　TEL：045-221-2510

● ウェブサイト

・WFP本部（ローマ）：http://www.wfp.org

・WFP日本事務所：http://www.wfp.or.jp

　上記ウェブサイトからWFPおよび国連WFP協会の

ニュースを毎週金曜日に登録者に配信するサービスに登

録できる。

④  国連教育科学文化機関 
（UNESCO：United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1946年11月設立。本部はフランスのパリにあり、事

務局長が代表を務める。

● 経緯・目的

　1945年11月、ロンドンにおいて採択されたユネスコ

憲章（1946年11月発効）に基づき、教育、科学、文化

における国際協力を通じて世界の平和と人類の福祉に貢

献する国際機関として設立された。1946年12月には、

国際連合との間に協定を締結し、国際連合と連携関係を

持つ国連専門機関となった。日本は1951年7月に加盟し

た。

　国連教育科学文化機関（UNESCO）の目的は、ユネス

コ憲章第1条1項により、「国際連合憲章が世界の諸人民

に対して人種、性、言語または宗教の差別なく確認して

いる正義、法の支配、人権および基本的自由を尊重する

ために教育、科学および文化を通じて諸国民の間の協力

を実現することによって、平和および安全に貢献するこ
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と」と定められている。

2．事業の仕組み
● 概　要

　教育の普及、科学の振興、文化遺産の保護と活用、情

報流通の促進等のために、規範・ガイドラインの策定、

共同研究、会議・セミナーの開催、出版物の刊行、開発

途上国援助等の活動を行っている。

● 活動資金

　活動資金は、各加盟国からの分担金、任意拠出金等に

よって賄われており、2016～2017年（1会計年度は暦年

2年間）の通常予算（加盟国の分担金）は6億6,700万ド

ル、予算外資金（加盟国からの任意拠出金等）は約3億

9,201万ドル（2016年:UNESCO調べ）である。

● 審査・決定プロセス

　年に2回開催される執行委員会（58か国で構成）で、

次期総会（総会は2年に1度開催）に提出される事務局

作成の政策・事業・予算計画案等を審議、総会でその政

策・事業・予算計画案等を決定する。

● 決定後の案件実施の仕組み

　4年の任期で選出される事務局長の監督の下で、事務

局および各地域事務所がこれを実施する。また、

UNESCOの活動は加盟各国の国内委員会、多数のNGO、

学術機関等国際的民間団体、民間のパートナー等によっ

ても支えられている。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2014～2021年までの中期戦略において、平和と公平

で持続可能な開発という二つの包括目標の下、9つの戦

略目標（①万人のための質の高い包括的な生涯学習を促

進する教育制度開発の支援、②学習者の創造性およびグ

ローバル市民としての責任の強化、③万人のための教育

（EFA：Education�for�All）の促進と将来の国際教育ア

ジェンダの形成、④科学技術とイノベーションの制度お

よび政策の強化、⑤持続可能な開発への重要な課題に対

する国際的な科学協力の促進、⑥包括的社会開発の支

援・文化の関係改善のための文化間対話の振興および倫

理原則の推進、⑦遺産の保護・促進および伝達、⑧創造

性の涵養及び文化的表現の多様性、⑨表現の自由・メ

ディア開発および情報・知識へのアクセスの促進）を設

定。

　2014～2021年の通常予算のうち事業実施に割り当て

られている額は約4億7,337万ドルである。　　　

● 地域別実績

　2014～2021年中期戦略においては、引き続きジェン

ダーバランスとアフリカを二大優先分野としており、地

域としてはアフリカに重点を置いている。

● 主要な事業

　2016～2017年事業予算の分野別の内訳は、教育分野

に29.8％、自然科学分野に16.1％、社会人文分野に

9.1％、文化分野に13％、情報コミュニケーション分野

に8.2％となっている。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、UNESCO加盟翌年の1952年以来継続して執行

委員国を務めており、UNESCOの予算、事業内容の策定

過程および管理運営に直接関与してきている。

● 邦人職員

　2016年12月末現在、事務局職員数2,154名（うち専門

職以上は1,041名）のうち、邦人職員は51名（うち専門

職以上は47名）で、全体の約2.37％を占める。1999年

11月に第8代事務局長に就任した松浦晃一郎氏は、2005

年10月に再選され、2009年11月に任期満了で退任した。

● 日本の財政負担

　2016年においては、日本は第2位の分担金負担国。分

担率は9.679％であり、2016年は分担金として約3,160

万ドルを負担。分担金拠出額第1位は米国（ただし2011

年以降未払い）、第3位は中国。
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● 主要分担国一覧
（単位：千ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国　名 分担額 分担率 国　名 分担額 分担率

 1 米国 71,830 22.0 米国 71,830 22.0
 2 日本 35,373 10.8 日本 31,602 9.7
 3 ドイツ 23,319 7.1 中国 25,859 7.9
 4 フランス 18,261 5.6 ドイツ 20,860 6.4
 5 英国 16,909 5.2 フランス 15,865 4.9
 6 中国 16,808 5.1 �英国 14,572 4.5
 7 イタリア 14,523 4.4 ブラジル 12,482 3.8
 8 カナダ 9,743 3.0 イタリア 12,273 3.7
 9 スペイン 9,707 3.0 ロシア 10,082 3.1
10 ブラジル 9,580 2.9 カナダ 9,537 2.9
合　計 326,500 100 合　計 326,500 100

（注）
・合計は、その他の国を含む。
・�UNESCOの会計年度は1期間が2年であるため、2015年、2016年
の各分担金は、それぞれ2014~2015年（2か年）および2016～
2017年（2か年）の分担金総額を、2で割ったもの。
・�四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・�分担金とは、国際機関等の設立条約等により加盟国等が定めら
れた額を義務的に支出するもの。
・�数値については、UNESCO�ANNUAL�REPORT（2015/2016）を参
照。

● 日本の協力の分野別主要例

⑴　教育分野

　・アジア太平洋地域教育協力

　　�万人のための教育（EFA）の目標達成のため、識字

教育事業、初等教育のカリキュラム開発を目的とし

た人材養成セミナー等を実施するための「アジア・

太平洋地域教育協力信託基金」に3,000万円拠出

（2016年度）。

　・�持続可能な開発のための教育（ESD：Education�for�

Sustainable�Development）

　　�「国連持続可能な開発のための教育の10年（DESD）」

の終了に際し、2014年にUNESCOと日本の共催で開

催された「ESDに関するユネスコ世界会議」におい

て、DESDの後継プログラムとして、「政策的支援」、

「教育者」等を優先行動分野とするESDグローバル・

アクション・プログラム（GAP）が正式発表され

た。これを受け、GAPの優先行動分野に基づきESD

に関する事業を実施するための「ESDグローバル・

アクション・プログラム（GAP）信託基金」を新設

し、1億2,600万円を拠出（2016年度）。

　・�アフガニスタンにおいて、2008年以降、UNESCOを

通じてアフガニスタン国内18県の60万人の非識字

者を対象に識字教育事業を実施（2017年時点で総

額32億8,300万円）。加えて、「警察識字能力強化計

画」実施のため、2011年6月以降現在（2017年）ま

で継続しており、UNESCOに対し2億4,900万円の無

償資金協力を行った。

⑵　科学分野

　・自然・社会科学事業

　　�UNESCOの科学事業や日本がこれまでアジア・太平

洋地域で実施してきた科学分野での活動の成果を踏

まえ、地球規模課題解決の基礎となる事業を実施す

べく、「ユネスコ地球規模の課題の解決のための科

学事業信託基金」に3,000万円拠出（2016年度）。

なお、域内国とユネスコ政府間海洋学委員会（ユネ

スコIOC）を中心としてインド洋津波警戒減災シス

テム（IOTWS）構築が進められ、日本としても、専

門家を派遣するなど、技術面で協力を行った。

　・世界の水問題への取組

　　�UNESCOでは、「国際水文学計画（IHP）」を通じて

世界の水問題に取り組んでおり、日本は2006年3月

にUNESCOとの連携による「水災害・リスクマネジ

メント国際センター（ICHARM）」を設置し、水災

害とそのリスク管理に関する研究、研修、情報ネッ

トワークを推進している。

⑶　文化分野（文化遺産保存事業）

　・有形文化遺産保護

　　�人類共通の文化遺産である世界各地の文化遺産の保

存・修復等に協力するため、1989年に「ユネスコ

文化遺産保存日本信託基金」を設立し、2016年度

末まで累計6,864万ドルを拠出、世界的にも広く知

られるカンボジアのアンコール遺跡、アフガニスタ

ンのバーミヤン遺跡の保存修復事業等を積極的に推

進している。2016年度は104万ドルを拠出。

　・無形文化遺産保護

　　�伝統的音楽、舞踊、演劇、伝統工芸、口承文芸等の

各国に伝わる無形文化遺産を保存・振興し、次世代

に継承するため、1993年に「ユネスコ無形文化遺

産保護日本信託基金」を設立し、2016年度末まで

に累計約1,644万ドルを拠出している。2016年度は

約23万ドルを拠出。

⑷　その他（人材育成等）

　�　UNESCOが行う開発途上国の人材育成事業への協

力、万人のための教育（EFA）目標の達成、「教育」

や「水」分野のミレニアム開発目標（MDGs）の実現

を目的とした活動等を支援するために、2000年に「ユ
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ネスコ人的資源開発日本信託基金」を新設し、2016

年度末までに累計約5,906万ドルを拠出した。2016年

度は約32万ドルを拠出。

● 日本の政府開発援助（ODA）との協調実績

　日本は、従来UNESCO総会、同執行委員会等の議論へ

の積極的な参画を通じて、教育、科学、文化、コミュニ

ケーションの各分野での国際協力の実現等に尽力してき

ているが、特に、重点分野であるEFA目標の実現、水問

題への取組、文化遺産の保護の促進等については、

UNESCOに設置した各種日本信託基金および二国間援助

を通じて、独自の支援を行っている。

　また、限られた援助資金を効果的かつ効率的に執行す

るとの観点から、UNESCOに拠出している日本信託基金

と日本の二国間援助とをうまく組み合わせることによ

り、相互の補完性を高め、日本の顔がよく見えるような

形で援助が行われるよう努めている。たとえば、文化遺

産の保護の分野では、アンコール遺跡（カンボジア）、

注1：開発途上国のフロン類規制措置実施の支援のための国際基金
注2：UNIDO内部にある、各国政府や国際機関、NGOからの任意拠出を受け入れる基金。

タンロン遺跡（ベトナム）等に関し日本信託基金を通じ

た保存修復事業と二国間援助による機材供与が相乗効果

を上げている。

　さらに、UNESCOは人間の安全保障基金を活用したプ

ロジェクトを実施しており、2016年末までに累計16件

のプロジェクトが承認されている。

5．より詳細な情報
● ウェブサイト

・UNESCO：http://www.unesco.org

　�（英語・フランス語・スペイン語・ロシア語・中国

語・アラビア語）

・日本ユネスコ協会連盟：http://www.unesco.jp

　（日本語・英語）

・�ユネスコ・アジア文化センター：

　http://www.accu.or.jp（日本語・英語）

⑤  国連工業開発機関 
（UNIDO：United Nations Industrial Development Organization）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1967年設立。本部はオーストリアのウィーンにあり、

事務局長が代表を務める。

● 経　緯

　1966年の国連総会において開発途上国の工業化を促

進することを目的として採択された決議に基づき、

1967年1月1日、総会の補助機関として設立された。

　1985年、国連工業開発機関（UNIDO）憲章の発効に

同意する旨の通告をした国が80か国以上に達したこと

により、国連の第16番目の専門機関として独立。ウィー

ンに本部を置き、世界34か国に地域事務所、3都市に連

絡事務所、19か国にUNIDOデスク、8か国9都市に投資･

技術移転促進事務所を設置している。

● 目　的

・�経済に関する新たな国際秩序の確立に貢献するため、

開発途上国における工業開発の促進および加速を図る

こと。

・�世界的、地域的および国家的規模にて工業開発および

工業協力を推進すること。

　（UNIDO憲章第1条）

2．事業の仕組み
● 概　要

　開発途上国における持続可能な産業開発を促進するた

めに、2年に1度開催されるUNIDO総会で決定される方

針に基づき、技術協力、政策提言、規格制定、知識移転

を主とした活動を実施している。その活動資金の多く

は、地球環境ファシリティ（GEF）やモントリオール基

金（注1）等から供与される資金、工業開発基金（IDF）（注2）

や信託基金に対する加盟国等の任意拠出金により賄われ

ており、2016年実績は約2億1,000万ドル。

　事務局の行政経費（人件費、地域事務所運営費、会議

開催費等）は、加盟国の分担金に基づく通常予算によっ

て賄われており、2016年実績は約6,821万ユーロ。

● 審査・決定プロセス

　開発途上国との協議を通じて開発ニーズを把握した上

で国別の全体的なプログラムを策定し、これに基づき被

援助国政府および加盟国等との協議を踏まえて、具体的

なプロジェクトを確定している。
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● 決定後の案件実施の仕組み

　プロジェクト実施に際しては、UNIDO本部において

プロジェクト担当官が任命される。担当官には、予算執

行権限が付与される。

3．最近の活動内容
● 概　要

　UNIDOが従前より提唱してきた「包括的かつ持続可

能な産業開発（ISID）の概念が、同機関の積極的な働き

かけの結果、持続可能な開発目標（SDGs）の目標9「強

靱なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進

及びイノベーションの推進」に反映された。同分野に関

するSDGs実施フォローを目途として、2015年末に

UNIDOは産業開発報告書2016年を作成した。2016年は

SDGsフォローアップのためのHLPF（High-Level�Political�

Forum）に産業関連のインプットをしたほか、事務局長

が世界人道サミット、TICAD�VI、G20等の国際会議に出

席するなど積極的に貢献している。

● 地域別実績

　LDC諸国を中心に技術援助を実施。
（単位：百万ドル）

地　域 2016年
アジア・太平洋（アラブ諸国除く） 79.3
アラブ諸国 29
アフリカ（アラブ諸国除く） 38.5
中南米 15
欧州・中央アジア諸国 16.8
グローバル・地域間 31.4

合　計 210

出典：2016年UNIDO年次報告書

● 分野別実績
（単位：百万ドル）

分　野 2016年
生産的活動を通じた貧困削減 29
経済競争力強化 33.8
環境 140.6
その他 6.7

合　計 210

出典：2016年UNIDO年次報告書
（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、発足以来、工業開発理事会（IDB）のメン

バーを務め、専門機関化後もIDBおよび計画予算委員会

（PBC）のメンバーとして、UNIDOの政策立案・活動実

施面で参加協力してきた。1996年に米国が脱退した後

は、最大の分担金拠出国となっている。

● 邦人職員

　UNIDOの職員数638名（うち専門職以上は247名）の

うち、邦人職員は14名（うち専門職員以上は12名）

（2016年末時点）である。

● 日本の財政負担

　分担金：2016年約1,236万ユーロ

　（分担率18.1％、第1位）

　任意拠出金（工業開発基金〈IDF〉）：2016年7,439千

ドル

● 主要分担国一覧
（単位：千ユーロ、％）

順
位

2015年 2016年
国　名 分担額 分担率 国　名 分担額 分担率

 1 日本 12,714 17.7 日本 12,359 18.1
 2 ドイツ 8,380 11.7 ドイツ 8,151 12.0
 3 中国 6,044 8.4 中国 5,873 8.6
 4 イタリア 5,218 7.3 イタリア 5,075 7.4
 5 スペイン 3,486 4.9 スペイン 3,390� 5.0
 6 ロシア 2,861 4.0 ロシア 2,783 4.0
 7 韓国 2,343 3.3 韓国 2,278 3.3
 8 メキシコ 2,163 3.0 メキシコ 2,101 3.1
 9 オランダ 1,941 2.7 オランダ 1,889 2.8
10 トルコ 1,560 2.2 トルコ 1,514 2.2
合　計 71,872 100 合　計 68,208 100

（注）
・上記分担額合計には、その他の国の分担額も含む。
・�分担金とは、国際機関等の設立条約等により加盟国等が定めら
れた額を義務的に支出するもの。

● 主な使途を明示した特定信託基金への拠出、活用状況

　日本は主として、日本から開発途上国への投資促進を

目的に工業開発基金に対する拠出を行なっている。

UNIDO東京投資・技術移転促進事務所（ITPO）は、上

記拠出金により運営されており、開発途上国の投資案件

の紹介、開発途上国の投資促進ミッションの招聘、セミ

ナーの開催等を実施している。

● 日本の政府開発援助（ODA）との協調実績

　UNIDOは、日本政府もODAとして出資する ｢人間の

安全保障基金｣ を用いたプロジェクト実施に力を入れて

おり、過去10年にわたり、15か国を超える国において

プロジェクトを実施した。
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5．より詳細な情報
● 書　籍

・「Annual�Report」（UNIDO編）

　�国連工業開発機関の年間活動内容、財政状況等をとり

まとめている。入手方法は下記ウェブサイトを参照。

● ウェブサイト

・�国連工業開発機関（UNIDO）本部：

　http://www.unido.org

⑥ 国連児童基金（UNICEF：United Nations Children’s Fund）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1946年設立。本部は米国のニューヨークにあり、事

務局長が代表を務める。

● 経緯・目的

　1946年第1回国連総会決議（決議57（Ⅰ））により、

戦争で被害を受けた児童を救済するための緊急措置とし

て設置され、その後1953年第8回総会決議（決議802

（Ⅷ））により経済社会理事会の常設的下部機構となっ

た。

　設立の目的は、当初は第二次世界大戦によって荒廃し

た欧州地域の児童に対する緊急援助を目的としたが、戦

災国の復興に伴い1950年ごろからは開発途上国や被災

地の児童等に対する長期的援助に重点が移っている。

1965年にはノーベル平和賞を受賞。

　日本の資金協力は1950年代以降行われている。

2．事業の仕組み
● 概　要

　開発途上国の主に子どもを対象に保健、水・衛生、栄

養改善、教育等に関する中長期的な開発援助、自然災害

や武力紛争等の際の緊急人道支援活動等を行っている。

2016年の総収入は約48億8,400万ドルで、総支出額は約

52億7,000万ドル。このうち約50億9,400万ドルが現地

での事業本体の支出に充てられている。

● 審査・決定プロセス

　年に3回開催されるUNICEF執行理事会（執行理事国36

か国により構成）において、中期事業計画、国別プログ

ラム、行財政問題等を審議、決定している。

● 決定後の案件実施の仕組み

　各被援助国にあるUNICEF現地事務所が、現地政府、

他の国際機関、NGO等と協力しつつ、UNICEF執行理事

会等で審議・決定された国別プログラムにのっとって事

業を実施する。

3．最近の活動内容
● 概　要

　サブサハラ・アフリカ地域での自然災害や武力紛争に

対応するため、近年同地域での事業割合が5割以上を占

める。また、シリア人道危機への対応を含む中東・北ア

フリカ地域での事業割合が、2016年は21.4％を占め、

日本もUNICEFを通じて両地域への支援を実施している。

　すべての活動分野においてジェンダー平等・女性のエ

ンパワーメントを推進。男子と比べ社会的弱者となりや

すい女子への支援（教育支援、水・衛生支援等）や、子

どもを守り、育てる母親への支援（妊産婦・母子保健支

援等）を重視している。

● 地域別実績
（単位：百万ドル）

地　域 2016年 割合（％）
サブサハラ・アフリカ 2,686 50.8
アジア 860 16.9
中東・北アフリカ 1,089 21.4
ラテンアメリカ・カリブ海諸国 141 2.8
中・東欧・NIS諸国 203 4.9
他（複数地域にまたがる事業） 215 4.2

合　計 5,094 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

● 分野別実績
（単位：百万ドル）

分　野 2016年 割合（％）
健康 1,388 27.2
教育 1,095 21.5
水・衛生 948 18.6
子どもの保護 608 11.9
栄養 623 12.2
社会的包摂 333 6.5
HIV/AIDS 100 2.0

合　計 5,094 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、重要なパートナーの一つであるUNICEFが果

たす役割に鑑み、従来からその活動を積極的に支援して

きており、可能な限りの資金協力を行うとともに、執行

理事会のメンバーとして長年にわたり、その政策決定に

参画してきた。日本の2016年の拠出額は第7位であり、

日本政府の意向は執行理事会の審議・決定等に反映され

ている。

● 邦人職員

　2017年11月現在、UNICEF職員数13,472名（うち国際

専門職以上は3,764名）のうち、邦人職員数は110名（う

ち国際専門職以上は79名）（2017年）である。

● 日本の財政負担（暦年ベース）

　日本のUNICEFに対する2016年の拠出額は約1億9,400

万ドルで、各国政府によるUNICEFへの拠出額全体の

6.2％を占める。

● 主要拠出国一覧
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国・機関名 拠出額 拠出率 国・機関名 拠出額 拠出率

 1 米国 867.7 28.7 米国 658.6 21.1
 2 英国 512.1 16.9 英国 400.6 12.8
 3 EC 283.3 9.4 EC 293.0 9.4
 4 ドイツ 222.0 7.3 ドイツ 226.2 7.3
 5 スウェーデン 173.8 5.7 スウェーデン 223.9 7.3
 6 ノルウェー 160.5 5.3 ノルウェー 206.6 6.6
 7 日本 160.5 5.3 日本 194.0 6.2
 8 カナダ 154.5 5.1 カナダ 148.8 4.8
 9 オランダ 131.4 4.3 オランダ 131.6 4.2
10 デンマーク 46.5 1.5 デンマーク 39.7 1.3

合　計 3,022.8 100 合　計 3,119.3 100

（注）
・�合計は、その他の拠出国・機関等を含み、コア・ノンコア拠出
の合計額。
・�コア拠出とは、使途不特定の拠出をいい、ノンコア拠出とは、
使途限定の拠出をいう。

● 日本の政府開発援助（ODA）との協調実績

　UNICEFは人間の安全保障基金を活用したプロジェク

ト実施に力を入れており、2016年12月末までに累計81

件のプロジェクトが承認されている。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・「ユニセフ年次報告」（日本語版）　

● ウェブサイト

・UNICEF東京事務所：http://www.unicef.org/tokyo/jp

・日本ユニセフ協会：http://www.unicef.or.jp

⑦  国連難民高等弁務官事務所 
（UNHCR：United Nations High Commissioner for Refugees）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1951年1月1日設立。本部はスイスのジュネーブにあ

り、国連難民高等弁務官が代表を務める。

● 経緯・目的

　国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）は、1949年第

4回国連総会決議によって設置が決定された。高等弁務

官は、その権限の範囲にある難民に対して国際的保護を

提供し、これら難民の自発的帰還または新しい国の社会

への同化（第三国定住、現地定住）を促進することに

よって難民問題の恒久的解決を図るとともに、緊急時に

は難民に対して法的、物的両面での保護・支援を与え

る。また、難民の保護のため、国際条約（1951年の「難

民の地位に関する条約」、1967年の「難民の地位に関す

る議定書」等）の締結および国際条約の批准（加入）の

促進等を実施する。

2．事業の仕組み
● 概　要

⑴　対　象

　�　1950年に国連総会にて採択された規程によれば、

UNHCRが保護を与える難民とは、人種、宗教、国籍
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もしくは政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがある

ため、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保

護を受けることができない者または国籍国の保護を受

けることを望まない者をいう。

　�　また、その後の国連総会決議によって、UNHCRは

自発的帰還に対する支援を提供すること（総会決議

40/118）、国内避難民への保護・支援についても、事

務総長、国連総会の要請等を得て行うこと（総会決議

48/116）とされている。

⑵　内　容

　�　具体的には、難民等に対する水、食料、住居等の提

供や国際的保護の付与のほか、自発的な帰還、受入国

における定住、または第三国における定住を図ること

にある。また、難民の発生を未然に防ぐ予防措置に留

意した活動、紛争終了後の復旧・復興への円滑な移行

のために支援を行う。

● 審査・決定プロセス

　規程に基づき、執行委員会（例年10月、ジュネーブ

で開催）が翌年の活動計画・予算を討議の上承認する。

同委員会は、難民受入国および援助国を中心に構成され

ている（2017年時点101か国）。また、執行委員会の下

部組織である常設委員会が年に3回開催され、UNHCRが

行う難民の保護、地域情勢、財政問題等を議論してい

る。

● 実施の仕組み

　UNHCR事業計画は、執行委員会の決定を受けて実施

され、同実施過程には、UNHCRが自ら実施する以外に、

他の国連機関、政府機関、NGOなどが実施団体（Imple-

menting�Partners）としてUNHCRから事業実施の委託

を受ける方式が確立している。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2016年のUNHCRの活動規模は、約33億ドルとなって

いる。2016年末時点で128か国、470か所の事務所を拠

点に10,000名以上の職員が難民、国内避難民等への支援

活動を行っている。UNHCRが発表している難民を含む

UNHCRの支援対象者数は、2016年末時点で約6,560万人

となっている。

● 地域別実績（年次予算）
（単位：百万ドル、％）

地　域 2016年 構成比
アジア・太平洋 375.6 9.5
サブサハラ・アフリカ 1,193.5 30.1
中東・北アフリカ 1,310.4 33.1
欧州 448.5 11.3
米州 73.1 1.8
グローバル・オペレーション＊1 337.5 8.5
本部関係 221.5 5.6
その他 6.6 0.2

合　計 3,967.0 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
＊1　複数地域にまたがるもの。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、過去15年以上にわたり上位の援助国として

の財政的貢献を行うとともに、1979年以降、UNHCRの

活動計画・予算および政策を討議・承認する同機関の最

高意思決定機関である執行委員会（101か国から構成）

のメンバーになっている。

● 邦人職員

　UNHCRの全職員数は10,828名、その内国際専門職以

上は2,547名。邦人の国際専門職以上の職員数は58名

（国際専門職員全体の約2.3％、2017年9月時点）である。

● 日本の財政負担

　日本からは、1967年以降積極的に資金協力を行って

おり、2015年は約1.73億ドル、2016年は約1.64億ドル

を拠出した（国別では第5位）。
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● 主要拠出国一覧
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国・機関名 拠出額 拠出率 国・機関名 拠出額 拠出率

 1 米国 1,352.4 40.2 米国 1,513.8 39.9
 2 英国 262.2 7.8 EU 362.5 9.5
 3 EU 191.5 5.7 ドイツ 360.1 9.5
 4 日本 173.5 5.1 英国 222.1 5.8
 5 ドイツ 142.8 4.2 日本 164.7 4.3
 6 クウェート 121.9 3.6 スウェーデン 138.8 3.6
 7 スウェーデン 110.5 3.2 ノルウェー 118.5 3.1
 8 ノルウェー 88.4 2.6 カナダ 116.3 3.1
 9 デンマーク 73.1 2.2 デンマーク 60.3 1.6
10 オランダ 71.9 2.1 オランダ 59.5 1.6

合　計 3,361.0 100 合　計 3,797.0 100

出典：UNHCR作成資料
（注）
・�合計は、その他の拠出国・機関等を含み、コア・ノンコア拠出
の合計額。
・�コア拠出とは、使途不特定の拠出をいい、ノンコア拠出とは、
使途限定の拠出をいう。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・「The Global Appeal」

　 UNHCRの年間活動計画の概要についてとりまとめて

いる。例年、前年の12月に発表される。

　英語のウェブサイト（下記）にて参照可能。

・「The Global Report」

　 UNHCRの年間活動報告。例年、翌年の6月に発表され

る。

　英語のウェブサイト（下記）にて参照可能。

● ウェブサイト

・ 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）本部：

　http://www.unhcr.org/

　（英語：情報量が日本語ウェブサイトより多い）

・UNHCR駐日事務所：http://www.unhcr.or.jp（日本語）

⑧ 国連人口基金（UNFPA：United Nations Population Fund）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1967年6月、国連事務総長の下に信託基金として設

置。日本は1971年以来、資金協力を行っている。本部

は米国のニューヨークにあり、事務局長が代表を務める。

● 経　緯

　国連システム下で人口分野における諸活動を強化する

ための財源として国連事務総長の下に信託基金の形で発

足し、1969年、「国連人口活動基金」（UNFPA：United 

Nations Fund for Population Activities） と 改 称。1972

年には第27回国連総会決議3019に基づき国連の下部組

織となり、1988年に通称はUNFPAのまま「国連人口基

金（United Nations Population Fund）」に改称。

● 目　的

　UNFPAは、人口統計データを用いて、開発途上国の

ニーズを調査・予想を可能にし、開発目標到達までの道

のりと進捗を把握するための支援を行っている。さら

に、技術面での指導・訓練・サポートを通して開発途上

国パートナーのデータ収集・分析・研究などの能力強化

を図っている。

　また女性と若い人々の性と生殖に関する健康・権利が

開発の中心に位置付けられるように、主に以下の3つの

活動を行っている。

・すべての妊娠が望まれるものであること

　 女性が意図しない妊娠を避け、自身が望み、責任を

持って育てられる数の子どもを産めるようにするため

に、家族計画を実行し、効果的な避妊薬（具）を入手

できるようにする。

・すべての出産が安全であること

　 貧富の格差、住んでいる場所にかかわらず、また自然

災害や紛争・戦時下でも、家族計画を実施でき、専門

家の立ち会いの下に出産が行われ、緊急産科ケアを受

けられるようにし、妊産婦死亡率を低減する。

・すべての若者の可能性が満たされること

　 開発途上国人口の半数以上を占める若者の権利を守

り、性と生殖に関する情報・サービスをはじめ、自ら

の潜在能力を発揮できる知識とスキルを得られるよう

にする。特に少女の強制的な結婚・児童婚・ジェン

ダーに基づく暴力、女性性器切除等を廃絶し、教育を

続けられるようにする。

2．事業の仕組み
● 概　要

　被援助国である開発途上国の要望に応じ、開発途上国

政府およびNGOを通じて援助を実施している。国連加

盟各国からの資金拠出を主な財源とし、ほかに財団やト
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ラスト（公益信託）、企業や個人からの寄付、利子収入

などによって支えられている。2016年の国連人口基金

の収入は約8億5,950万ドルで、そのうちコア拠出金総額

は約3億9,910万ドルである。

● 審査・決定プロセス

　各国からの拠出金見込み額をもとに、事業の4、5年

計画を策定し国別援助額を定め、世界中の約150か所に

あるカントリー・オフィスが中心となり、国連開発援助

枠組み（UNDAF）の下に国別プログラムを策定する。

この国別プログラムは最高意思決定機関である執行理事

会にて審議・承認される。被援助国政府等との協議を踏

まえて具体的なプロジェクトが確定され、必要があれば

執行理事国の意見を踏まえで改訂される。

● 決定後の案件実施の仕組み

　UNFPAは事業を開発途上国のパートナー（政府、

NGO等）に委託して、技術支援をしながら事業を実施

している。

3．最近の活動内容
● 概　要

　1994年カイロで行われた国際人口開発会議（ICPD）

で採択された行動計画（PoA）および持続可能な開発目

標（SDGs、特に第3、5目標）に基づき、妊娠や出産、

母子保健、家族計画、さらには性感染症・HIV/エイズの

予防など、幅広い課題を含むリプロダクティブ・ヘルス

（性と生殖に関する健康）の推進を重要目標に掲げ、�人

口と開発、そして、ジェンダーの平等・女性のエンパ

ワーメントに関する政策提言（アドボカシー）に重点を

置いて援助を行っている。ICPD開催から20年の節目と

なった2014年、「ICPD�Beyond�2014（ICPDから20年：

2014年以降の展望）」を冠した関連行事が行われた。

　また、2015年に採択された持続可能な開発目標

（SDGs）の策定に際し、ジェンダーの平等と女性のエン

パワーメント、性と生殖に関する健康・権利、の重要性

を主張し、これらがSDGsに含まれることに貢献した。

● 地域別実績

　UNFPAはプログラムへの投資として、性と生殖に関

する健康・権利、女性のエンパワーメント、ジェンダー

の平等、人口政策に重点を置き、思春期の少女・若者や

女性を中心としているため、主にアフリカおよびアジ

ア・太平洋地域への援助にその資金が充てられている。

（単位：百万ドル、％）

地　域 2016年 構成比
東・南部アフリカ 198.1 21.9
西・中部アフリカ 157.2 17.5
アラブ諸国 123.6 13.7
東欧・中央アジア 36.5 4.1
アジア・太平洋 139.2 15.5
ラテンアメリカ・カリブ諸国 51.9 5.8
地球規模の活動 192.8 21.4
その他 1.0 0.1

合　計 900.3 100

（出典：UNFPA�Annual�Report�2016）

● 目的別実績

　2016年のUNFPAの目的別事業実績は支出額ベースで

以下の通り。
（単位：百万ドル、％）

目　的 金　額 構成比
総合的な性と生殖に関する健康 471.1 52.3
若者 69.0 7.7
ジェンダーの平等と権利 108.9 12.1
開発のためのデータ 90.0 10.0
組織の効率と有効性 161.3 17.9

合　計 900.3 100

（出典：UNFPA�Annual�Report�2016）

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、人口問題の重要性に鑑み、UNFPAの活動に

積極的に貢献してきた。これまで数度にわたり、最高意

思決定機関である執行理事会の理事国も務めてきてい

る。

● 邦人職員

　2017年9月時点で、職員数は全体で約2,700名。その

うち国際専門職以上の邦人職員は14名となっている（そ

の他、JPOが3名勤務）。

● 日本の財政負担

　拠出金の国別順位においては1986年から1999年まで

第1位、2000年から2004年までは第2位、2005年は第4

位。2010年には第9位にまで下がったが、2011年から

2013年までは第8位となった。コア拠出金額は、2012年

以降約2,000万ドルで推移。2016年のUNFPAに対するコ

アおよびノンコア拠出金総額（約8.5億ドル）に占める

拠出率は、4.3％（第7位）となっている。
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● 主要拠出国一覧
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国　名 拠出額 拠出率 国　名 拠出額 拠出率

 1 英国 199.3 20.4 英国 141.2 16.7
 2 スウェーデン 89.5 9.1 スウェーデン 76.7 9.1
 3 米国 75.8 7.7 米国 63.2 7.5
 4 カナダ 69.9 7.1 カナダ 53.9 6.4
 5 ノルウェー 59.8 6.1 ノルウェー 53.0 6.3
 6 デンマーク 46.5 4.8 オランダ 39.1 4.6
 7 オランダ 44.5 4.5 日本 36.3 4.3
 8 フィンランド 38.0 3.9 デンマーク 33.8 4.0
 9 日本 33.5 3.4 スイス 31.8 3.8
10 ドイツ 21.3 2.2 フィンランド 25.4 3.0

合　計 979.5 100 合　計 847.7 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・�合計は、その他の拠出国を含み、コア・ノンコア拠出の合計額。
国以外の主体は順位に含めていない。
・�コア拠出とは、使途不特定の拠出をいい、ノンコア拠出とは、
使途限定の拠出をいう。

● 主な使途を明示した信託基金への拠出

　2000年、UNFPAと日本政府の合意の下に日本信託基

金（JTF、「インターカントリーなNGO支援信託基金」）

が設けられ、多数の国にまたがった、または地域的規模

で活動する人口開発分野のNGO等の活動に資金を提供

している。2016年には、G7伊勢志摩サミットに向けた

世界人口開発議員会議（於：東京）の開催を支援した。

● 日本の政府開発援助（ODA）との協調実績

　日本は、1994年にUNFPAとの間で「マルチ・バイ協

力」を結び、1995年以来、同協力を22か国（2012年度

まで総額約20億円相当）において実施してきている。

また、UNFPAは人間の安全保障基金を用いたプロジェ

クトの実施に力を入れており、2016年12月まで累計56

件のプロジェクトが承認されている。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・�「世界人口白書」（UNFPA編・発行、日本語版制作　

ジョイセフ）

　�世界の人口分野の問題の動向と人口指標などをとりま

とめている。例年秋に発行。

　�英語と日本語版はUNFPA東京事務所ウェブサイトよ

り入手可能。日本語版印刷物は（公財）家族計画国際

協力財団（ジョイセフ）で入手可。

・「UNFPA�Annual�Report」（UNFPA編・発行）

　�UNFPAの年間活動内容、財政状況などをとりまとめ

ている。入手方法はUNFPA東京事務所ウェブサイト

を参照。

● ウェブサイト

・UNFPA本部：http://www.unfpa.org

・UNFPA東京事務所：http://www.unfpa.or.jp（日本語）

⑨  国連パレスチナ難民救済事業機関 
（UNRWA：United Nations Relief and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1949年12月設立。1950年から活動を開始。2016年の

総会で活動期間が更新され、現在の活動期間は2020年6

月30日まで。本部はパレスチナのガザとヨルダンのア

ンマンにあり、事務局長が代表を務める。

● 経緯・目的

　1948年5月、英国によるパレスチナ委任統治終了と同

時にイスラエルが独立を宣言。これにエジプト等アラブ

諸国が反発し、第一次中東戦争が勃発した。この戦争の

結果、イスラエルに占領された地域のパレスチナ人約

75万人が難民となり、ヨルダン、シリア、レバノン、

ヨルダン川西岸およびガザ地区に流出した。当初、パレ

スチナ難民の救済は、1948年に設立された国連パレス

チナ難民救済機関（UNRPR：United�Nations�Relief�for�

Palestine�Refugees）の調整により、民間の手によって

行われていた。しかし、問題の長期化につれて、救済事

業を自らの手で実施する国連機関の設立を望む声が高ま

り、国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）が成

立した。

2．事業の仕組み
● 概　要

　UNRWAの事業は、大きく分けて通常計画と特別事業

計画があり、教育・職業訓練、医療・保健、および救

済・福祉等のサービス提供を行っている。　
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● 審査・決定プロセス

　パレスチナ難民である現地職員（教員、医師、フィー

ルド・ワーカー等）および国際職員約3万人により事業

が運営されており、前述の事業の内容は、日本もメン

バーであるUNRWA諮問委員会および財政作業部会にお

いて、適正に運営されているか審査が行われ、また、実

施された事業については、毎年国連事務総長に対して報

告される。

3．最近の活動内容
● 概　要

　ヨルダン、シリア、レバノン、ヨルダン川西岸地区お

よびガザ地区に住むパレスチナ難民約587万人に対し、

通常計画として教育・職業訓練、医療・保健、救済・福

祉等を下記のとおり直接実施している。なお、2017年

の事業予算は約7.6億ドルであった。

● 教育・職業訓練

　パレスチナ難民の子弟は、周辺難民受入国だけでなく

ヨルダン川西岸地区およびガザ地区においても一般の教

育システムの中で教育を受ける機会が少ない。そのた

め、パレスチナ難民の子弟に対して初等・中等教育およ

び職業訓練を提供することは、UNRWAの重要な課題で

ある。UNRWAが運営する初等・中等学校702校におい

て生徒約52万人に対する初等・中等教育、また、職業

訓練所8か所において職業訓練を行っている。なお、こ

れらの教育を行うために、教育スタッフとして約2万

2,000人が従事している。

● 医療・保健

　パレスチナ難民は、UNRWAが運営する保健センター

143か所において、医療サービスを受けることができ

る。UNRWAは歯科治療、母子保健サービス、家族計画

等のサービスを提供する施設を運営しており、年間約2

万4,000件の診察を実施している。

● 救済・福祉

　老人、寡婦、身体障害者等の生活困窮状態にあるパレ

スチナ難民に対して社会福祉活動を実施している。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　UNRWAの管理・運営を司る委員会としては、国連総

会の決議により設置された諮問委員会（英国、米国、フ

ランス、日本等のドナー国とヨルダン、シリア、レバノ

ンの難民受入国の計26か国から構成、パレスチナ解放

機構〈PLO〉はオブザーバーとして参加）、また1970年

に設置され、財政問題を検討し国連総会に勧告する財政

作業部会（英国、米国、フランス、日本、レバノン等）

がある。日本は、諮問委員会および財政作業部会のメン

バーとなっており、UNRWAの運営に対して影響力を有

している。

● 邦人職員

　2017年12月現在、UNRWAの全職員数は31,143名、そ

のうち国際職員は240名。邦人職員は、4名が在籍。

● 日本の支援

　日本は1953年から拠出を行っており、2016年には約

4,450万ドルを拠出した。

● 主要拠出国一覧
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国・機関名 拠出額 拠出率 国・機関名 拠出額 拠出率

 1 米国 380.5 30.5 米国 368.4 30.5
 2 EU 136.7 10.9 EU 154.5 12.8
 3 英国 99.6 7.9 サウジアラビア 148.0 12.2
 4 サウジアラビア 96.0 7.7 ドイツ 73.6 6.1
 5 ドイツ 91.7 7.4 英国 73.2 6.1
 6 スウェーデン 45.4 3.6 スウェーデン 58.2 4.8
 7 イスラム開発銀行（IDB） 40.0 3.2 日本 44.5 3.7
 8 日本 39.4 3.2 スイス 27.7 2.3
 9 クウェート 32.0 2.5 ノルウェー 24.8 2.0
10 ノルウェー 28.6 2.3 オランダ 21.7 1.8

合　計 1,246.8 100 合　計 1,209.0 100

（注）
・UNRWA統計（暦年）より作成。
・�合計は、その他の拠出国・機関等を含み、コア・ノンコア拠出
の合計額。
・�コア拠出とは、使途不特定の拠出をいい、ノンコア拠出とは、
使途限定の拠出をいう。

5．より詳細な情報
● ウェブサイト

・�国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）本部：

http://www.unrwa.org
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⑩ 国連環境計画（UNEP：United Nations Environment Programme）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1972年設立。日本の資金協力は、翌1973年の活動開

始以来行われている。本部はケニアのナイロビにあり、

事務局長が代表を務める。

● 経緯・目的

　1972年の第27回国連総会決議2997（12月15日採択）

に基づき、環境の保護と改善のための国連内部機関とし

て設立された（上記決議は、同年6月に「かけがえのな

い地球」をキャッチフレーズにストックホルムで開催さ

れた国連人間環境会議において採択された「人間環境の

ための行動計画」の勧告を受け、提案・採択されたもの

である）。国連環境計画（UNEP）は、既存の国連諸機関

が行っている環境に関する諸活動を総合的に調整すると

ともに、国連諸機関が着手していない環境問題に関し

て、国際協力を推進していくことを目的としている。

　上記国連総会決議では、UNEPの目的遂行に必要な資

金を賄うための環境基金を1973年1月1日より設置する

ことも決定された。日本は、この基金に対する最初の拠

出国として、同年、100万ドルを拠出した。

2．事業の仕組み
● 概　要

　環境分野を対象に、国際協力活動を行っている。オゾ

ン層保護、気候変動、廃棄物管理、海洋環境保護、水質

保全、化学物質管理や重金属への対応、土壌の劣化の阻

止、生物多様性の保護、国際環境ガバナンス等、広範な

分野の環境問題に取り組んでおり、それぞれの分野にお

いて、国連機関、国際機関、地域機関、各国と協力して

活動している。

　UNEPの事務局運営や主要な事業は環境基金により賄

われており、この環境基金を含め、予算の大部分を任意

拠出に依存している。2015年および2016年の各国から

の環境基金への拠出総額は、それぞれ7,804万ドルおよ

び6,750万ドルであった（2017年12月時点）。

● 審査・決定プロセス

　国連持続可能な開発会議（通称〈リオ+20〉、2012年

6月、於ブラジル）の決定を受け、UNEP設立以来の58

か国の管理理事国会合に代わり、2014年からはすべて

の国連加盟国が参加可能な国連環境総会（UNEA）が意

思決定機関となり、2年に1度開催されることとなった。

各国からの拠出金見込額をもとに、UNEAにおいて、向

こう2年間の分野ごとの資金配分を決定していく。この

資金配分に従って、UNEP事務局がUNEAで決議された

方針と各国からの要請を踏まえて、具体的なプロジェク

ト等の活動を策定している。第1回UNEAは2014年6月

に、 第2回UNEAは2016年5月 に、 第3回UNEAは2017年

12月に開催された。

● 決定後の案件実施の仕組み

　事務局長は、UNEAで決定された2か年事業計画を実

施する義務を負う。個別のプロジェクトは、地球環境の

モニタリングとその結果の公表、環境関係条約の作成準

備、環境上適正な技術に関する情報収集・配布等、

UNEP事務局が独自に実施する場合と、ナイロビの事務

局本部がアジア・太平洋地域など世界6か所にある地域

事務所や国連開発計画（UNDP）等他の国連機関などと

連携して実施する場合とがある。UNEPは各開発途上国

に事務所を持たないため、開発途上国における環境法制

の策定支援等についてはUNEP職員自らが出張し直接事

業を実施するが、直接対応できない場合は、コンサルタ

ントの雇用や、UNDP等の職員に依頼するなどしている。

3．最近の活動内容
● 概　要

　地球環境のモニタリングを行い、その結果を公表し政

策決定者へ提供するとともに、特定の環境課題に対応す

るための条約策定の促進や政策ガイドラインの作成を行

い、規範的な側面から環境分野において貢献している。

主な活動内容は次のとおり。

・多数国間環境条約や国内環境政策の策定支援

・環境管理のための関係機関の強化、連携促進

・経済開発と環境保護の統合

・持続可能な開発のための知識・技術移転の促進

・�市民社会や民間部門の意識啓発・パートナーシップ促

進

● 地域別実績

　様々な分野の地球環境問題に対応するため、アフリ

カ、アジア・太平洋、欧州、中南米の各地域において、

他の国際機関等と連携しつつ、地域レベル・国レベルの

事業を実施している。2014年度および2015年度に実施

した事業のうち、特定の国・地域を対象とした具体例と

して以下のような事業がある。
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・�気候変動への適応のための政策の策定支援事業（南ア

フリカ、マダガスカル、タイ、アフガニスタン等）

・�産業に対する生態系アプローチの適用を支援する事業

（インドネシア、アンゴラ、コンゴ民主共和国等）

● 分野別実績

　前項の「審査・決定プロセス」において、分野別に配

分された予算の支出額については毎年報告される。

2016年12月時点での環境基金を財源とした実績額

（2016年期）は次のとおり。
（単位：千ドル）

分　野 実績額（2016年）
気候変動 8,171
災害と紛争 4,408
生態系管理 10,601
環境ガバナンス 10,015
有害物質と廃棄物 7,872
資源効率性 9,727
環境レビュー（調査・分析） 4,519
その他 10,590

合　計 65,903

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　1972年のUNEP発足当初から2012年までの最高意思決

定機関は、国連総会において選出された58か国（任期4

年）により構成される管理理事会であり、日本は継続し

て管理理事国に選出されていた。前述の通り、2014年

から、意思決定機関はすべての国連加盟国が参加可能な

UNEAとなり、日本もこれに引き続き参加している。

● 邦人職員

　UNEPの職員数1,174名（うち専門職以上は638名）の

うち、邦人職員は27名（うち専門職員以上は22名）

（2017年12月末現在）である。日本としては邦人職員数

増加のため積極的に働きかけている。

● 日本の財政負担

　日本は、UNEP創設以来資金拠出を継続しており、最

近の毎年の拠出規模は上位15位内に位置している。

2015年および2016年の環境基金拠出状況（上位10か国

の拠出率・額および全体額）は次のとおり。

● 主要拠出国一覧
（2017年12月末時点／単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国　名 拠出額 拠出率 国　名 拠出額 拠出率

 1 オランダ 9.07 11.62 ドイツ 8.41 12.45
 2 ドイツ 8.28 10.61 フランス 7.55 11.19
 3 フランス 7.55 9.68 オランダ 6.36 9.42
 4 フィンランド 6.68 8.56 米国 6.06 8.98
 5 米国 6.52 8.35 スウェーデン 5.06 7.49
 6 英国 4.78 6.13 ベルギー 4.44 6.58
 7 スウェーデン 4.60 5.90 英国 4.05 6.00
 8 ベルギー 4.33 5.55 スイス 4.00 5.93
 9 デンマーク 4.28 5.48 ノルウェー 3.00 4.44
10 スイス 3.82 4.90 イタリア 2.65 3.93
（12）日本 2.58 3.31（11）日本 2.49 3.69
合　計 78.04 100 合　計 67.5 100

（注）
・合計は、その他の拠出国分を含み、コア拠出の合計額。
・コア拠出とは、使途不特定の拠出をいう。

● 主な使途を明示した信託基金への拠出、活用状況

　日本は、開発途上国への環境上適正な技術の移転を行

う「国連環境計画国際環境技術センター」（UNEP/IETC）

を日本に招致、1992年に大阪に設置された。日本はホ

スト国として、ノンコア予算分として2016年に約130万

ドル、2017年に約106万ドルを拠出しているほか、「水

銀廃棄物の環境上適正な管理プロジェクト」、「レバノン

廃棄物危機に対するプロジェクト」等、プロジェクトの

実施も支援している。UNEP/IETCは、主に廃棄物管理の

分野を対象に、開発途上国等に対し、環境上適正な技術

に関する研修およびコンサルティング業務の提供、調

査、関連情報の蓄積および普及等を通じ、技術移転を促

進している。また、同センターは、「廃棄物管理に関す

るグローバルパートナーシップ」の事務局を務め、国際

的な廃棄物管理の取組・活動に関する情報や連携のさら

なる促進に努めている。2016年�9月の第�2回国連環境総

会ではUNEP/IETCを「廃棄物管理の世界的な拠点（Global�

Centre�of�Excellence）」と位置付け、その強化を求める

内容を含む決議が採択された。

● 日本の政府開発援助（ODA）との協調実績

・イラク環境部門人材育成事業

・イラク南部湿原環境管理支援事業

5．より詳細な情報
● 書籍等

・国連環境計画年次報告（Annual�Report）
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● ウェブサイト

・国連環境計画（UNEP）本部：

　http://www.unenvironment.org

⑪ 国連開発計画（UNDP：United Nations Development Programme）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1966年1月1日設置。本部は米国のニューヨークにあ

り、総裁が代表を務めている。

● 経緯・目的

　1965年の第20回国連総会決議2029（XX）に基づき、

それまでの「国連特別基金」および「拡大技術援助計

画」が統合され、1966年1月1日に設立された。国連シ

ステムにおける技術協力活動を主に推進する中核的機関

として、170の国・地域で活動を実施。

　国連、国連専門機関および国際原子力機関（IAEA）

の加盟国は、自動的にUNDPの加盟国となる（193か国・

地域）（2017年11月現在）。東京に駐日代表事務所（1979

年事業開始）がある。

2．事業の仕組み
● 概　要

　国連開発計画（UNDP）は32の国連機関等から成る国

連開発グループの議長を務める開発分野の中核的機関で

あり、開発分野における高い専門的知見と経験、グロー

バルなネットワークを有している。これらを活かし、開

発途上国、市場経済移行国または地域を対象として技術

協力や能力開発のための国別計画、地域計画、およびグ

ローバルな計画を策定する。また、これらの計画に基づ

き被援助国等からの要請に応じて専門家派遣、技術者の

研修、機材供与等を行っている。UNDPは、国連総会が

設立した「国連資本開発基金（UNCDF）」や「国連ボラ

ンティア計画（UNV）」の管理も行う。

　その活動資金は、各国からの任意拠出等によって賄わ

れている。2016年の収入は約49億ドルであり、そのう

ち通常資金（コア・ファンド）収入は約6億180万ドル。

● 審査・決定プロセス

　各国からのコア・ファンド収入の見込み額をもとに、

原則4年ごとに向こう4年間の国別の支援割当額を定め

る。これをもとに各国のUNDP国事務所が中心になっ

て、支援の重点分野や主要プログラムの概要を示した国

別支援計画を策定する。その上で、被援助国政府および

他の援助国等との協議を踏まえて具体的なプロジェクト

を確定している。

● 決定後の案件実施の仕組み

　UNDPが自ら事業を実施するほか、開発途上国政府が

UNDPの協力を得て事業を実施するが、他の国連機関や

NGO等に委託して事業を実施する場合もある。

3．最近の活動内容
● 概　要

　貧困の撲滅、不平等と社会的疎外の大幅是正を目標と

して、持続可能な開発プロセス、民主的ガバナンス、強

靱な社会の構築に重点を置いて、170の国・地域で活動

している。

　1990年からは毎年、開発の度合いを測定する尺度で

ある「人間開発指数」に基づく「人間開発報告書」を発

刊している。また、ミレニアム開発目標（MDGs）達成

に向け国連において中心的役割を果たし、「持続可能な

開発のための2030アジェンダ」の実施においても、国

連内部の調整役を務めるなど重要な役割を担っている。

　UNDP戦略計画2014－2017に沿って策定された、国

別計画、地域計画およびグローバル計画に基づき、現場

ニーズに即した支援を迅速に実施している。具体的に

は、アフリカ、中東・北アフリカ、アフガニスタンを含

む開発途上国・地域において、生計向上支援、ガバナン

ス支援、紛争・災害復興支援等の幅広い支援を実施して

いる。

● 地域別実績

　2016年の地域別事業実績は、支出額ベースで以下の

とおり。
（単位：百万ドル）

地　域 金　額
アフリカ 959,752
アジア太平洋 951,626
ラテンアメリカ・カリブ地域 667,009
アラブ諸国 697,745
欧州・CIS 364,191

合　計 3,640,323

（出典：UNDP年次報告書2015/2016）
（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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4．日本との関係
● 日本との連携

　UNDPは、グローバルな課題の解決に向けた取組を牽

引する上で、日本の重要なパートナーである。2015年3

月の「第3回国連防災世界会議」、同年8月の「女性が輝

く社会に向けた国際シンポジウム（WAW!2015）」およ

び2016年12月のWAW!2016には、クラーク総裁（当時）

が訪日して出席した。また、UNDPはアフリカ開発会議

（TICAD）の共催者であり、日本が主導する国際会議等

にも積極的に協力している。

　UNDPは、持続可能な開発目標（SDGs）達成、防災、

TICADプロセスを通じたアフリカ開発、ジェンダー平

等、人間の安全保障の推進等の地球規模課題の解決に向

けた取組を牽引する上で、日本の重要なパートナーであ

る。

● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本はUNDPが設立されて以降、数年を除き、UNDP

の政策および活動方針を決定する最高意思決定機関であ

る執行理事会の理事国としてUNDPの意思決定に積極的

に関与している。

● 邦人職員

　UNDPの職員数7,325名（うち専門職以上は2,406名）

のうち、邦人職員は90名（うち専門職以上は58名）

（2017年）である。

● 日本の財政負担（暦年ベース）

　日本はUNDPのトップドナーであり、2016年の拠出総

額は約3億8,295万ドル（うちコア拠出約5,995万ドル、

ノンコア拠出約3億2,300万ドル）。

● 主要拠出国一覧
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年度 2016年度
国　名 拠出額 拠出率 国　名 拠出額 拠出率

 1 日本 355.2 7.9 日本 382.5 7.9
 2 米国 266.3 5.9 米国 312.0 6.4
 3 英国 258.7 5.8 ドイツ 258.8 5.3
 4 アルゼンチン 246.2 5.5 英国 231.5 4.8
 5 ノルウェー 164.8 3.7 アルゼンチン 150.5 3.1
 6 ドイツ 148.8 3.3 スウェーデン 147.8 3.0
 7 スウェーデン 135.0 3.0 ノルウェー 128.7 2.6
 8 スイス 125.5 2.8 スイス 108.4 2.2
 9 カナダ 116.8 2.6 オランダ 102.2 2.1
10 オランダ 75.8 1.7 ウクライナ 78.2 1.6

合　計 4,486 100 合　計 4,865 100

出典：UNDP財務報告書（2015年、2016年）
（注）
・合計はその他の拠出国を含み、コア・ノンコア拠出の合計額。
・�コア拠出とは、使途不特定の拠出をいい、ノンコア拠出とは、
使途限定の拠出をいう。

● 主な使途を明示した特定基金への拠出、活用状況

　日本とUNDPの効果的かつ効率的なパートナーシップ

の構築を目的として、2003年に従来の基金を整理統合

し、日・UNDPパートナーシップ基金を設置した。本基

金により、持続可能な開発目標（SDGs）の実施、ジェ

ンダー平等、防災などの日本とUNDPの共通の重要開発

課題において、二国間援助を補完し、相乗効果を生む事

業を実施している。2016年には、同基金に対して約90

万ドルを拠出した。

　また、その他の基金として、日本・パレスチナ開発基

金（1988年設立）およびTICADプロセス推進基金（1996

年設立）をUNDPに設置し、それぞれの目的のために拠

出している。

● 日本の政府開発援助（ODA）との協調実績

　2011年から、日本とUNDPの政策方針の相互理解を向

上させ、効果的な連携を図ることを目的として、例年、

日・UNDP戦略対話を実施している。

　また、UNDPとJICAは2009年に連携強化のための覚書

を締結し、定期協議を開催するとともに、世界各地の開

発現場で様々な連携プロジェクトを展開している。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・UNDP年次報告書（UNDP発行）

・�UNDPが毎年発表する「Human�Development�Report

（人間開発報告書）」
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● ウェブサイト　

・国連開発計画（本部）：http://www.undp.org

・�国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所：

　http://www.jp.undp.org/tokyo/ja/home.html�

⑫ 世界保健機関（WHO：World Health Organization）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1948年4月7日設立。スイスのジュネーブに本部があ

り、事務局長が代表を務める。2017年5月に行われた事

務局長の任命を行う世界保健総会において、エチオピア

人のテドロス・アダノム第8代事務局長の就任が決定し

た。

● 経緯・目的

　国際連合の専門機関であり、1946年、ニューヨーク

で開かれた国際保健会議が採択したWHO憲章（1948年

4月7日発効）によって設立された。日本は第4回総会に

おいて加盟が認められ、1951年5月16日に加盟した。

　「すべての人々が到達しうる最高水準の健康を達成す

ること」（憲章第1条）を目的としている。

2．事業の仕組み
● 概　要

　予算は2年制であり、活動の財源は、加盟国の義務で

ある分担金（各国の分担率は国民所得等に基づいて算定

される国連分担率に準拠）と、加盟国およびUNDP、世

界銀行等の他の国際機関からの任意拠出金から成ってい

る。

　分担金による通常予算は、主として職員の給与、会議

の開催、保健・医療に関する調査・研究、情報の収集・

分析・普及、器材購入、各国政府に対する助言等に振り

向けられ、任意拠出金は、通常予算ではカバーできない

フィールド・レベルの技術協力等を中心とした事業活動

に使われることとされているが、近年はこの任意拠出金

の割合が8割程度まで上昇しており、通常予算で賄うべ

き事業への支出にも活用されている。

● 審査・決定プロセス

　各加盟国により構成され、年に1度開催される世界保

健総会が、最高意思決定機関である。この総会で選出さ

れた34か国が推薦する執行理事により構成される執行

理事会が、総会の決定・政策の実施、総会に対しての助

言または提案を行っており、総会の執行機関として行動

するという仕組みになっている。

　総会では、事業計画の決定、2か年予算の決定、執行

理事国の選出、新規加盟国の承認、憲章の改正、事務局

長の任命等を行う他、保健・医療に係る重要な政策決定

を行う。

● 決定後の案件実施の仕組み

　総会において承認された事業計画に基づいて、定めら

れた項目別に事務局が事業を実施する。事業の実施状況

については、執行理事会・総会に報告がなされる。

3．最近の活動内容
● 概　要

　WHOは、保健衛生の分野における問題に対し、広範

な政策的支援や技術協力の実施、必要な援助等を行って

いる。また、感染症や非感染性疾患等への対策プログラ

ムのほか、国際保健に関する条約、協定および規則の提

案、食品、医薬品および生物製剤等に関する国際基準の

策定、勧告、研究促進等も行っている。

● 地域別実績

　地域事務局が主体となって行っている仕事の大半は、

WHOの事業のうち最も重要なものの一つとして位置付

けられている各国に対する技術支援であり、これに対し

てWHOの全予算の約7割が振り向けられている。技術支

援は、通常①専門家の派遣、②ワークショップ等の開

催、③ガイドラインの作成、④フェローシップの提供と

いう形式で行われる。

● 地域別予算
（単位：百万ドル、％）

地　域
��2016－2017年

金　額 構成割合
南東アジア＊1 365.1 8.3
アフリカ 1,162.3 26.5
南北アメリカ 186.9 4.3
欧州 245.8 5.6
東地中海＊2 603.2 13.8
西太平洋＊3 285.6 6.5
（本部） 1,536.0 35.0

合　計 4,384.9 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
*1　南アジアと東南アジアの一部、北朝鮮。
*2　中東と北アフリカの一部。
*3　大洋州と東アジア、東南アジアの一部。
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● 主要な事業

　2003年に発生した重症急性呼吸器症候群（SARS）、

2009年に発生した豚由来の新型インフルエンザA

（H1N1）および2013年に発生した鳥インフルエンザA

（H7N9）、2014年に西アフリカを中心に流行したエボラ

出血熱をはじめとして、新たな感染症の発生や既に克服

されたと思われていた感染症の再興（コレラ、結核等）

が、世界的規模で大きな問題となっていることから、こ

れらを「新興・再興感染症」として総合的・重点的に対

策を講じている。2005年5月の総会において採択された

疾病の国際的な伝播を最大限防止することを目的とした

改正国際保健規則（IHR：International�Health�Regula-

tions）が2007年6月に発効し、感染症の発生をはじめと

する公衆衛生上の緊急情報をWHOに通達することと

なった。2009年に新型インフルエンザA（H1N1）が発

生した際には、本規則に基づくネットワークが有効に機

能した。

　また、HIV/エイズ、結核、マラリアという三大感染症

についても、世界エイズ・結核・マラリア対策基金やそ

の他の国際機関と協調しつつ、指導的役割を担ってい

る。結核については、直接管理の下に服薬を行う短期療

法（DOTS）、HIVとの重複感染や多剤耐性への対応を

行っている。

　さらに、その他の感染症の対策にも力を注いでいる。

ポリオについては、重点的な予防接種事業の推進により

西太平洋地域においても2000年10月に京都でポリオ制

圧宣言が出され、残されたポリオ常在国における撲滅に

向けて取り組んでいる。そのほか、リンパ・フィラリア

症、アフリカの風土病であるオンコセルカ症、中南米の

風土病であるシャーガス病など顧みられない熱帯病

（NTD）についても、制圧対策を推進している。

　ほかにも、病気の子どもに幅広くケアを提供するため

の小児期疾患総合管理対策、安全な出産を確保するため

の妊産婦対策や家族計画等のリプロダクティブ・へルス

対策の推進、日常の疾病対策に不可欠な医薬品を適切に

供給・管理するための必須医薬品対策や医薬品の研究開

発、2005年2月に発効した「たばこの規制に関する世界

保健機関枠組条約」に基づくたばこ対策や生活習慣病等

の非感染性疾患、自然災害や紛争等の緊急事態における

緊急人道援助等についても力を注いでいる。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　1951年の加盟以来、日本は、WHOの活動に積極的に

参画している。この間、日本は13回にわたって、執行

理事会の理事指名国に選ばれている。

● 邦人職員

　WHOは、2016年12月末現在で7,916名（専門職3,053

名、一般職3,252、短期雇用職1,611名）の職員がいる

が、そのうち専門職以上の邦人職員は49名。中島宏第4

代事務局長（1988～1998年）、尾身茂西太平洋地域事務

局長（1999～2009年）を輩出している。

● 日本の財政負担

　2016～2017年の総予算は43億8,490万ドルである。こ

のうち、約21％に当たる分担金総額は9億2,900万ドル

（2年間の総額）であり、加盟国の義務的負担により賄

われる。2017年の日本の分担率は9.6802％（分担金は

約4,496万ドル）と、米国（分担率22％）に次いで第2

位の拠出国となっている。一方、残り（約79％）の34

億5,590万ドルは、加盟国等の任意の負担である任意拠

出金により賄われ、このうち、日本は2016年には4,613

万ドルを拠出している。

● 主要分担国一覧
（単位：百万ドル、％）

順
位

2016年 2017年
国　名 分担額 分担率 国　名 分担額 分担率

 1 米国 113.5� 22.0 米国 113.5� 22.0
 2 日本 50.3� 10.8 日本 45.0� 9.7
 3 ドイツ 33.2� 7.1 中国 36.8� 7.9
 4 フランス 28.2� 5.6 ドイツ 29.7� 6.4
 5 英国 24.1� 5.2 フランス 24.8� 4.9
 6 中国 23.9� 5.1 英国 20.7� 4.5
 7 イタリア 20.7� 4.4 ブラジル 17.8� 3.8
 8 カナダ 13.9� 3.0 イタリア 17.4� 3.7
 9 スペイン 13.8� 3.0 ロシア 14.3� 3.1
10 ブラジル 13.6� 2.9 カナダ 13.6� 2.9
合　計 478 100 合　計 478 100

（注）
・合計には、その他の国を含む。
・�分担金とは、国際機関等の設立条約等により加盟国等が定めら
れた額を義務的に支出するもの。

● 日本の政府開発援助（ODA）との協調実績

　WHO西太平洋地域事務局（WPRO）との間では、感

染症対策等において、日本のODAを通じた連携を行っ

てきている。1990年にはポリオ根絶計画に協力し、日

本のJICAを通じた協力により全国一斉投与用経口ポリ
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オ・ワクチンが供与され、1997年の発生例を最後とし

て、2000年10月、WHOにより西太平洋地域からのポリ

オ根絶が宣言された。

　新型インフルエンザ対策においても、2007年に鳥お

よび新型インフルエンザ対策のために1,802.6万ドルを

拠出し、ASEANおよびASEMの抗ウイルス薬備蓄事業に

も協力を得ている。また、2009年9月、H1N1新型イン

フルエンザのワクチン接種支援のため約11億円の緊急

無償資金協力を実施した。また、2016年5月には、安倍

総理大臣が国際保健機関への支援を表明。WHOへの支

援は0.5億ドルであり、公衆衛生危機管理体制の強化支

援を行っている。

　人道支援としては、2005年1月スマトラ沖大地震・イ

ンド洋津波被害支援（660万ドル）、2007年2月イラク復

興支援（390万ドル）等のための拠出も行っている。

　そのほか、WHOの各種技術セミナー等への講師・専

門家派遣やWHOが派遣するフェローの受入れ等の協力

を行っている。

　また、WHOは人間の安全保障基金を活用したプロジェ

クトの実施に力を入れており、2016年12月末までに累

計39件のプロジェクトが承認されている。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・World�Health�Report,�2013（WHO発行）

● ウェブサイト

　世界保健機関（WHO）本部：http://www.who.int/en/

⑬ 国連大学（UNU：United Nations University）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1972年設立。1975年東京に国連大学暫定本部設置。

日本の協力としては、同大学の基盤的経費（運営費＋研

究費等）の拠出を行っている。本部は東京にあり、学長

が代表を務める。

● 経緯・目的

・�1969年、ウ・タント国連事務総長（当時）が、国連

総会で国際的な大学院大学としての国連大学創設を提

唱。

・�当時日本に本部を置く国連機関がなかったこともあ

り、日本国内で同大学の設立・誘致の機運が高まり、

1970年4月にウ・タント国連事務総長（当時）が訪日

した際、佐藤栄作内閣総理大臣（当時）は国連大学創

設構想実現への協力を日本政府として約束した。

・�1972年、第27回国連総会で国連大学設立決議を採択。

ただし、英国、米国等主要国が伝統的な意味での「大

学」とすることに反対したため、「学者・研究者の国

際的共同体」として設立されることとなった。

・�1973年第28回国連総会は「国連大学憲章」を採択。

国連大学本部を東京首都圏内に設置することが決定し

た。

・�1975年、東邦生命ビル（東京）内に国連大学暫定本

部を開設し、本格的な活動を開始。

・�1992年、東京・青山に新本部ビル完成。土地は東京

都が無償提供、建物の建設経費は日本（旧文部省）が

負担した。

・�2009年第64回国連総会にて「国連大学憲章」の改正。

大学院プログラムが開設可能となった。

2．事業の仕組み
● 概　要

　大学本部（東京）および世界12か国にある計13の研

究・研修センター／プログラム（2017年7月現在）が世

界各国の大学等と連携・協力関係を結び、それらをつな

ぐネットワークを通じ、人類の存続、発展および福祉等

に係る地球規模の諸問題についての研究、人材育成およ

び知識の普及を行うことを目的としている。その活動資

金は各国政府、国際機関およびその他非政府財源からの

任意拠出金によって賄われており、2016～2017年（1会

計年度は暦年2年間）の予算は、1億1,760万ドルである。

● 審査・決定プロセス

　最高意思決定機関である理事会が、国連大学の活動お

よび運営に関する方針を定め、国連大学の事業プログラ

ムを審議・承認し、予算を決定する（年2回開催）。理

事会は、個人の資格で任命される理事12名、職務上の

理事3名および学長で構成される。

● 決定後の案件実施の仕組み

　国連大学は本部（東京）もしくは世界12か国13の研

究・研修センター／プログラムを通じ、または世界各国

の大学・研究機関とのネットワークを通じて事業を実施

する。事業実施後、学長は事業報告を理事会に提出しそ
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の審議を受ける。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2013年3月にマローン新学長が就任し、同学長のリー

ダーシップの下、「戦略プラン2015～2019」を定め、国

連の喫緊の課題についての研究を最優先課題とし、組織

の効率化および政策研究機能を強化するなど、各種の改

善を行っている。

● 主要な事業

⑴　研究活動

　�　国連のシンクタンクとして国際機関および各国政府

への助言などを通してその政策形成に貢献することを

目的とし、主として以下の分野について、研究活動を

行っている。

　・平和とガバナンス

　・地球規模の開発と包摂

　・環境・気候・エネルギー

⑵　研修活動

　�　主に開発途上国の人材育成を目的として研修事業を

実施している。たとえば以下がある。

　・�研究者個人や研究機関全体の能力向上を支援する

「大学院レベルの学者・専門家のための長期研修

コース」（テーマ：「地熱の利用」、「持続可能な養

殖」等）

　・�大学生、大学院生（留学生を含む）、若い社会人の

ためのグローバルセミナー（テーマ：「国際社会と

法の支配」）

⑶　大学院プログラム

　�　東京に設けられた国連大学サステイナビリティと平

和研究所（UNU-ISP）において、2010秋に「サステイ

ナビリティ・開発・平和学」修士課程を開設、2011

年秋には、横浜にある国連大学高等研究所（UNU-IAS）

において、「環境ガバナンス生物多様性学」修士課程

を開始。2012年秋には、UNU-ISPに「サステイナビリ

ティ学」博士課程が開設された。翌年にはオランダの

国連大学マーストリヒト技術革新・経済社会研究所

（UNU-MERIT）が公共政策と人間開発に関する修士課

程プログラムを開講した。2014年には日本人を含む

世界中から選ばれた約180名の大学院生が在籍し、将

来的に国連機関や開発援助機関等で貢献し得る人材の

育成を目指している。なお、東京の「サステイナビリ

ティ・開発・平和学」課程と横浜の「環境ガバナンス

生物多様性学」課程は2014年に統合され「サステイ

ナビリティ学」の修士および博士課程となった（東京）。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　理事会には設立以来連続して邦人理事が参加してお

り、2016年5月から西田恒夫広島大学平和科学研究セン

ター長（元国連代表部大使）が理事に就任している。

● 邦人職員

　邦人の正規職員数は2016年12月現在で、国連大学の

総職員数108名に対し9名。

● 日本の財政負担

　日本は国連大学への最大の拠出国であり、創設時には

国連大学基金に1億ドルを拠出した。2016年は外務省か

ら1億7,000万円、文部科学省から2億6,000万円、環境省

から4億円（国連大学ESDプログラム推進事業費他）を

拠出している。2016年の各国政府拠出額の第2位はドイ

ツ、第3位はフィンランドである。

● 主要拠出国一覧（任意拠出金）
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国・地域名 拠出額 拠出率 国・地域名 拠出額 拠出率

 1 日本 6.7 26.8 日本 8.1 30.5
 2 マレーシア 4.0 16.0 ドイツ 4.2 15.8
 3 ドイツ 4.0 15.9 フィンランド 2.2 8.3
 4 フィンランド 2.6 10.4 ポルトガル 2.0 7.6
 5 カナダ 1.7 6.7 カナダ 1.6 6.0
 6 英国 1.2 4.8 EU 1.6 6.0
 7 ベルギー 1.1 4.3 カメルーン 1.4 5.2
 8 オランダ 1.1 4.2 オランダ 1.2 4.5
 9 スウェーデン 0.8 3.1 ノルウェー 0.9 3.5
10 EU 0.6 2.5 スウェーデン 0.8 3.0
11 その他 1.3 5.2 その他 2.4 9.1

合　計 24.9 100 合　計 26.4 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・「United�Nations�University�Annual�Report」

　�当該年度の新規事業に重点をおいた報告書。毎年春に

発行。

・「国連大学年次報告書」（上記の日本語版）

● ウェブサイト

・国連大学：http://www.unu.edu/
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⑭ 国際労働機関（ILO：International Labour Organization）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1919年設立。本部はスイスのジュネーブにあり、事

務局長が代表を務める。

● 経緯・目的

　第一次世界大戦後の1919年、ヴェルサイユ条約第13

編「労働」に基づき、国際連盟の機関（加盟42か国）

として設立。1946年から国際連合の専門機関となった。

政・労・使の三者構成の形式をとっており、労働条件の

改善を通じて社会正義を基礎とする世界の恒久平和の確

立に寄与するとともに、完全雇用、労使協調、社会保障

等を促進することを目的としている（ILO憲章および

フィラデルフィア宣言〈同憲章付属書〉）。

　日本は、国際労働機関（ILO）創立時の加盟国であっ

たが、1940年の脱退を経て1951年に再加盟し、1954年

以降主要国（常任理事国：ブラジル、中国、フランス、

ドイツ、インド、イタリア、日本、ロシア、英国および

米国の10か国）の一国となっている。

2．事業の仕組み
● 概　要

　2年予算制をとっており、その財政収入は、通常予算

および特別予算に大別される。加盟国がそれぞれの分担

率に従って拠出する分担金により賄われる通常予算は、

会議予算、調査研究等ILOの通常の活動費用、人件費に

充てられる。国連開発計画（UNDP）からの割当資金、

加盟国からの任意拠出金等から成る予算外財源は、主と

して技術協力活動のための費用となる。

● 審査・決定プロセス

　各加盟国により構成され、1年に1度開催される国際

労働総会を最高意思決定機関としており、総会では、条

約・勧告の審議・採択、予算・分担率の決定、条約の実

施状況の審議等を主要任務としている。事務局の具体的

な事業の審査・決定を実質的に行っているのは理事会で

あり、総会で選出された理事（政府代表28名、労働者・

使用者代表各14名）により構成される理事会が、事務

局から提出された主要な事業計画や、人事、会議の開催

等について了承を与える形で、事務局の監督を行ってい

る。

　特別予算については、ILOが作成した事業計画案につ

いて援助国と事務局間で協議を行い、決定される。

● 決定後の案件実施の仕組み

　通常予算は項目別に定められた事業を事務局が実施す

る。事業の実施状況については理事会に報告がなされ

る。

　特別予算については、ILO事務局と援助国との間の合

意事項に基づき事業が実施され、事業終了後にはILOか

ら援助国に対し、評価および報告が行われる。

3．最近の活動内容
● 概　要

　1999年以降「ディーセント・ワーク（働きがいのあ

る人間らしい仕事）の実現」のため、⑴労働における権

利、⑵雇用、⑶社会保護、⑷社会対話、の4つの戦略目

標を掲げ、これらに重点をおいて援助を行っている。

　なお、2014－2015年における上記4分野における実績

（通常予算および予算外財源の合計）は以下のとおりで

ある。

　⑴　労働における権利� 216.7百万ドル　20.3％

　⑵　雇用� 398.3百万ドル　37.3％

　⑶　社会保護� 178.9百万ドル　16.8％

　⑷　社会対話� 238.6百万ドル　22.3％

＊�このほかに、その他として35.0百万ドル（3.3％）等

がある。

● 地域別実績

　2015年における地域別援助額（通常予算および予算

外財源の合計）とその割合は以下のとおりである。
（単位：百万ドル、％）

地　域 実　績 構成比
アジア・太平洋＊1 83.3 35.8
アフリカ 58.3 25.1
アラブ・中東 7.8 3.4
中南米 22.5 9.7
欧州＊2 9.4 4.1
地域間 51.4 22.0

合　計 232.4 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
＊1　アフガニスタンおよびイランを含む。
＊2　イスラエルを含む。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　1919年の加盟以来、日本はILOの活動に積極的に参画
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している（1940年に脱退し、1951年に再加盟）。1954

年以降、日本政府は常任理事国となっている（1970年

代以降は、政・労・使ともに理事を務める）。

● 邦人職員

　ジュネーブ本部と地域総局等地域組織に、一般職を含

めた機関全体の職員数合計2,952名（うち専門職以上は

1,162名）がいるが、そのうち、邦人職員は56名（一般

職22名、専門職以上34名）である（2017年末現在）。

● 日本の財政負担

　2016～2017年のILO予算は7億5,752万500スイスフラ

ン（2年間の総額）。一般予算の財源は、加盟国の義務

的負担である分担金により賄われる。2016年の日本の

分担率は10.8％、分担金は約4,100万スイスフラン、

2017年の日本の分担率は9.7％、分担金は約3,700万スイ

スフラン。米国（2016年、2017年の分担率は共に22％）

に次いで第2位の拠出国となっている。また、このほか

にもILOによる技術協力等への支援として、任意拠出を

行っている。

● 主要分担国一覧
（単位：百万スイスフラン、％）

順
位

2016年 2017年
国　名 分担額 分担率 国　名 分担額 分担率

 1 米国 83.3 22.0 米国 83.3 22.0
 2 日本 41.0 10.8 日本 36.6 9.7
 3 ドイツ 27.1 7.1 中国 30.0 7.9
 4 フランス 21.2 5.6 ドイツ 24.2 6.4
 5 英国 19.6 5.2 フランス 18.4 4.9
 6 中国 19.5 5.2 英国 16.9 4.5
 7 イタリア 16.8 4.5 ブラジル 14.5 3.8
 8 カナダ　 11.3 3.0 イタリア 14.2 3.8
 9 スペイン 11.3 3.0 ロシア 11.7 3.1
10 ブラジル 11.1 2.9 カナダ 11.0 2.9
合　計 378.8 100 合　計 378.8 100

（注）
・合計はその他の国を含む。
・�分担金とは、国際機関等の設立条約等により加盟国等が定めら
れた額を義務的に支出するもの。
・��分担率は同じでも、インセンティブ・スキーム等により2016
年、2017年で実際に支払われる分担額が異なる国がある。

● 日本の政府開発援助（ODA）との協調実績

　ILOは人間の安全保障基金を活用したプロジェクトを

実施しており、2016年末までに累計18件のプロジェク

トが承認されている。

5．より詳細な情報
● ウェブサイト

・国際労働機関（ILO）：http://www.ilo.org

⑮ 国際原子力機関（IAEA：International Atomic Energy Agency）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1957年設立。日本は、同年のIAEA設立当初からの加

盟国である。本部はオーストリアのウィーンにあり、天

野之弥事務局長が代表を務める。

● 経緯・目的

　国際原子力機関（IAEA）は、1957年にIAEA憲章に基

づき、原子力の平和的利用の促進と原子力の軍事的利用

への転用防止等を目的として設立された国際機関。　

IAEAの主な活動は、IAEA憲章に定められている原子力

の平和的利用の促進および核物質等が軍事転用されてい

ないことを確認するための保障措置の実施である。ウラ

ン、プルトニウム等の核物質は、原子力発電、保健およ

び医療、農業、産業応用といった平和目的のためにも、

また、核兵器製造等の軍事利用のためにも使用され得

る。このため、原子力の平和的利用の推進は常に核兵器

の拡散をいかに防止するかという問題を伴う。IAEAは、

第二次世界大戦終結後、世界が原子力の平和的利用から

得られる経済的利益に注目し始めたことなどを背景に、

1953年、アイゼンハワー米大統領（当時）が国連総会

で行った「平和のための原子力（Atoms�for�Peace）」演

説を契機に、米国のイニシアティブの下に国連総会決議

を経て創設された。

2．事業の仕組み　（技術協力）
● 概　要

　IAEAは、原子力発電分野および非発電分野（保健・

医療、食糧・農業、水資源管理、産業応用、環境など）
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において、専門家派遣、機材の供与、研修員の受入れな

どの技術協力活動を実施している。これら活動は、主に

IAEA技術協力（TC）局によって実施されており、その

主たる財源は、「技術協力基金（TCF）」に対する加盟国

からの拠出により賄われている。TCFは、国連の分担率

に基づき各国の負担割合が決められており、2016年の

同基金の予算目標額は8,445.6万ユーロ。

　また、原子力の平和的利用分野におけるIAEAの活動

を促進させるための追加的な財源として、2010年に平

和的利用イニシアティブ（PUI）が設立された。PUIへ

は、2017年10月現在、日本を含む24か国および欧州委

員会（EC）が、合計1億ユーロ以上の拠出を行ってお

り、IAEAの技術協力プロジェクト等に活用されている。

● 審査・決定プロセス

　開発途上国の要請に基づき、IAEAが事業計画を作成

する。TCFの目標総額は、理事会が総会の承認を得て決

定する。

● 決定後の案件実施の仕組み

　決定された事業計画に基づき、事業を要請した国また

は地域に対し、IAEAがその専門的知見を活用して事業

実施に係る調整を行う。事業の実施に際しては、受益国

の自助努力に加え、先進国あるいはIAEAの専門家の参

加を得ることもある。

3．最近の活動内容
● 概　要

　開発途上国の要請に基づき、専門家派遣、機材供与、

研修員受入等の形で、発電分野、および非発電分野にお

ける技術協力プロジェクトを実施している。

　特に、2015年以降、天野事務局長が掲げる「平和と

開発のための原子力（Atoms�for�Peace�and�Development）」

の下、IAEAは原子力を活用した開発協力や、加盟国の

「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成支援に積極的に

取り組んでいる。

● 活動実績

　TC局実施の技術協力活動の、2016年事業別実績は以

下のとおり。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、IAEAの原加盟国であり、発足当初からIAEA

の意思決定機関である理事会の指定理事国として、

IAEAの政策決定・運営に一貫して参画してきた。また、

日本は国際的な核不拡散体制を強化するとともに、世界

有数の原子力先進国として開発途上国に対する原子力の

平和的利用を促進するため、IAEA技術協力活動への人

的・財政的協力を積極的に実施している。特に、2011

年に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓

を世界と共有し、国際的な原子力安全を強化するための

取組においてもIAEAと緊密に協力してきている。

● 邦人職員

　IAEAの職員数は2,441名。事務局には、2017年12月31

日現在、日本人として3期目を務める天野事務局長

（2017年3月IAEA理事会で再任決定、9月総会で承認。任

期は2017年12月から2021年11月末までの4年間。）をは

じめ、39名の邦人職員が在籍している。

● 技術協力分野における日本の主な財政的貢献

　日本は、技術協力基金に対し、米国に次ぐ第2位の拠

出国として、決定された分担額を100％拠出している。

2016年は、880.6万ユーロを拠出した（目標額全体の

10.4％）。

食糧・農業
17.3%

保健・栄養
25.8%

エネルギー 6.2%

工業応用・放射線技術
6.2%

水・環境
7.0%

原子力知識の
発展・
マネジメント
14.2%

（出典：IAEA Technical Cooperation Report for 2016）

原子力安全
23.1%
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　日本はまた、PUIに対しても、2011年以降継続して拠

出を行っており、2017年12月までに、合計2,800万ドル

以上を拠出し、技術協力プロジェクト等のIAEAの様々

な活動を支援してきた。

●  技術協力分野における日本の主な人的貢献（専門家

の参画）

　RCA（Regional�Cooperative�Agreement�for�Research�

Development�and�Training�Related�to�Nuclear�Science�

and�Technology）は、IAEAの技術協力活動の一環とし

て、アジア・太平洋諸国における原子力科学技術に関す

る共同の研究、開発および訓練等の活動を促進および調

整することを目的として創設された枠組み。保健・医

療、食糧・農業、環境、産業応用等の、主に非発電分野

における技術協力プロジェクトを実施している。2017

年12月時点で、日本を含む22か国が参加。日本は、全

ての分野の活動に積極的に参加しており、国内の大学、

研究機関等から専門家を派遣し、締約国の人材育成およ

び技術力向上に貢献している。

5．より詳細な情報
● 書籍等

　毎年、技術協力に関する年次報告書「Technical�

Cooperation�Report」を発刊しているほか、技術系の書

籍等を多数発刊している。

● ウェブサイト

・国際原子力機関（IAEA）本部：http://www.iaea.org

・�アジア原子力地域協力協定（RCA）：

　http://www.rcaro.org/

⑯  国連薬物･犯罪事務所 
（UNODC：United Nations Office on Drugs and Crime）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　前身は1997年に設立された国連薬物統制犯罪防止事

務所。2002年に現在の名称に変更。本部はオーストリ

アのウィーンにあり、事務局長が代表を務める。

● 経緯・目的

　国連薬物･犯罪事務所（UNODC）は持続可能な開発と

人間の安全を確保する観点から、不正薬物、国際犯罪、

国際テロの問題に包括的に取り組むことを目的とする。

　国連においては、薬物問題に専門的に取り組むため、

1990年国連総会決議45/179に基づき国連薬物統制計画

（UNDCP：United�Nations� International�Drug�Control�

Programme）が設置された。一方、国際犯罪に対応す

るため、1991年国連総会決議46/152に基づき犯罪防止

刑事司法計画（CPCJP：Crime�Prevention�and�Criminal�

Justice�Programme）が設置された。

　1997年、事務総長報告A/51/950に基づき国連犯罪防

止センター（CICP：Centre�for�International�Crime�Prevention）

が設置され、CPCJPの実施を担当することとなった。ま

た、同報告により、相互に関連する不正薬物対策を含む

犯罪対策および国際テロ対策に包括的に取り組むため、

UNDCPおよびCPCJPが統合され、国連薬物統制犯罪防

止事務所（UNODCCP：United�Nations�Office�for�Drug�

Control�and�Crime�Prevention）となった。その後、

2002年に現在の国連薬物･犯罪事務所（UNODC）に改

称された。

2．事業の仕組み
● 概　要

　主な事業は、⑴薬物に関する国際条約を批准、実施す

る国家の政策および事業決定過程で必要な情報の収集の

ため、不正薬物および犯罪に関する調査・分析を行うこ

と、⑵国連加盟国による不正薬物、犯罪、テロに関する

各条約の締結・実施および国内法整備を支援すること、

⑶国連加盟国に対し、不正薬物、犯罪、テロ対策におけ

る能力向上のための技術協力を提供すること、である。

米国 25.0%

その他 47.3%

日本 10.4%

ドイツ 6.9%

フランス 5.4%英国 5.0%

技術協力基金負担割合（2016年）
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また、UNODCは、国連経済社会理事会の機能委員会で

ある麻薬委員会（CND）および犯罪防止刑事司法委員

会（CCPCJ）、また、国際組織犯罪防止条約（UNTOC）

と国連腐敗防止条約（UNCAC）および薬物関連条約の

事務局機能を果たしている。

● 審査・決定プロセス

　UNODCは、薬物対策実施のための国連薬物統制計画

（UNDCP）および犯罪・テロ対策実施のための犯罪防止

刑事司法基金（CPCJF：Crime�Prevention�and�Criminal�

Justice�Fund）の2つの基金を管理する。各基金の使途

等については、国連の監査を受けるとともに、麻薬委員

会および犯罪防止刑事司法委員会の会期間会合において

審議され、各委員会の本会議で正式に決定される。

3．最近の活動内容
● 主要な事業

⑴　薬物対策

　�　UNODCは、薬物関連条約の実施のための法整備支

援、薬物使用者への治療やリハビリ支援、ケシなどの

違法な麻薬の栽培に依存した社会からの脱却のための

代替開発支援等の技術協力の実施や、世界の麻薬の情

勢を年次報告書として作成するなど、情報分析・調査

を行っている。最近では、薬物の需要や供給の削減お

よび不正取引の防止にとどまらず、保健、経済発展お

よび人間の安全保障の観点も考慮した包括的なアプ

ローチをとっている。

　�　また、UNODCは、2016年に18年ぶりに開催された

国連麻薬特別総会（UNGASS）では、成果文書である

世界薬物問題に対する共同コミットメントの策定にお

いて主導的役割を果たした。

⑵　犯罪防止・刑事司法

　�　UNODCは、各国に対して新しい形態の犯罪に関す

る情報を提供するとともに、各国の国際組織犯罪防止

条約および関連議定書や国連腐敗防止条約等の締結・

実施を支援し、また「司法の独立」「証人の保護」「被

害者問題」「拘禁者の処遇」等に関する基準・規範の

普及や国際協力促進に努めている。特に、腐敗、人身

取引、組織犯罪に対する各グローバル・プログラムを

通じて、法の支配の強化や安定した刑事司法制度の促

進など、国際組織犯罪の脅威との闘いに取り組んでい

る。

⑶　テロ対策

　�　国際テロへの対応を強化するため、1999年に

UNODC内にテロ防止部が設置され、関連安保理決議

およびテロ防止関連条約実施のための技術的支援を、

国 連 テ ロ 対 策 委 員 会（CTC：Counter-Terrorism�

Committee）または援助を必要とする国々からの要

請に基づき実施している。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、麻薬委員会および犯罪防止刑事司法委員会の

メンバー国として、また、UNODCへの主要拠出国とし

て、長年にわたりUNODCの政策決定に参画している。

　2013年に日本とUNODCとの間で立ち上げられた日・

UNODC戦略政策対話は定期的に開催されており、テロ

および組織犯罪対策における連携についての意見交換お

よび協力案件や協力実績のレビューを行うとともに、そ

の成果を日・UNODC共同行動計画としてまとめてい

る。2017年8月には�4回目の同対話がウィーンで開催さ

れた。

　また、2020年には、第14回国連犯罪防止刑事司法会

議（通称：コングレス、5年ごとに開催）が京都で開催

される予定である。日本はホスト国として、同会議の事

務局を担うUNODCとの連携を強化していく。

● 邦人職員

　UNODCの職員数は647名（うち専門職以上は355名）

で、そのうち邦人の職員数（専門職以上）は8名である

（2017年7月現在）。

● 日本の拠出

　日本は、UNDCPにその設立当初から拠出しており、

CPCJFに 対 し て も、1996年、1998年、2000年 ～2002

年、および2006年以降毎年拠出している。近年は、テ

ロおよび暴力的過激主義対策や麻薬等の不法取引といっ

た国際犯罪対策の強化に向けたニーズの高まりから、

UNODCに対する拠出は増加している。2017年度は、

UNODCに対して、総額約2800万ドルを拠出している。

● 日本の拠出金の活用状況

　薬物問題は人々の生活や生存を脅かし、各国の社会的

発展を阻害する危険性のある地球規模の問題であり、国

際社会が一体となって取り組まなければならないという

認識の下、日本は、UNDCPへの拠出を通じて、アフガ

ニスタンや東南アジアを中心に国境地帯における不正取

引取締強化や代替開発、また、近年世界的に問題視され

ている合成薬物のデータ分析・収集を目的としたプロ

ジェクト等を支援している。
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　また、CPCJFへの拠出を通じて、東南アジア刑事司法

能力向上やサイバー犯罪対策における途上国の能力向

上、さらに、UNODCが事務局を務める国連腐敗防止条

約の実施レビュー作業も支援している。

　さらに、UNODCを通じて人間の安全保障基金を活用

したプロジェクトも実施しており、2016年末までに累

計12件のプロジェクトが承認された。

● 国連連携/UNODC実施無償資金協力

　2013年1月のアルジェリアにおけるテロ事件を受け、

日本は岸田外務大臣（当時）より、外交政策の「3本

柱」を発表。このうちの「国際テロ対策の強化」では、

UNODCの協力を得て、サヘルおよび北アフリカ各国で

警察・国境管理能力の向上訓練・研修を行い、司法制度

強化のための無償資金協力（サヘル地域の「刑事司法・

法執行能力向上計画」等）を実施することを決定した。

　また、2014年4月にナイジェリアで発生したイスラム

過激派組織ボコ・ハラムによる女子生徒拉致事件を受

け、ナイジェリアにおけるテロ対策および人身取引対策

の法執行能力強化を目的に、「テロの効果的な訴追強化

計画」、「人身取引との戦いに対する支援計画」を紛争解

決･平和構築無償協力として実施（計1.1億円）した。

　2016年3月には中央アジア地域4か国（ウズベキスタ

ン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン）を対象と

する「中央アジアにおける薬物・犯罪に対する国境連絡

事務所設置及び越境協力強化計画」（2.96億円）および

タジキスタンを対象とする「ハトロン州国境安全強化計

画」（2.67億円）、同年10月には「省庁間の機動的なチー

ム設置を通じたウズベキスタンにおけるアフガニスタン

産麻薬取引防止計画」（2.63億円）に関する書簡の交換

をそれぞれ行った。

● 主要拠出国一覧（任意拠出金）

　UNODC（UNDCPおよびCPCJF）への主要拠出国・機

関
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国・機関名 拠出額 拠出率 国・機関名 拠出額 拠出率

 1 EU 73.8 23.65 米国 78.6 28.27
 2 カタール 50.1 16.06 コロンビア 43.8 15.77
 3 米国 39.1 12.52 EU 37.2 13.40
 4 コロンビア 31.8 10.19 日本 31.9 11.47
 5 パナマ 26.2 8.40 パナマ 12.0 4.31
 6 カナダ 12.3 3.94 スウェーデン 10.1 3.62
 7 日本 10.6 3.41 オーストラリア 9.5 3.42
 8 英国 8.3 2.66 カナダ 8.8 3.16
 9 デンマーク 7.9 2.54 ノルウェー 7.9 2.83
10 スウェーデン 7.0 2.26 英国 7.5 2.70

合　計 312.0 100 合　計 278.0 100

（注）
・UNODCのオンラインデータ集計による（2017年9月1日現在）。
・合計は、その他の国・機関等を含む。

5．より詳細な情報
● ウェブサイト

・�国連薬物･犯罪事務所（UNODC）本部：

　http://www.unodc.org

⑰  国際農業開発基金 
（IFAD：International Fund for Agricultural Development）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1978年より国連の専門機関として業務を開始。本部

はイタリアのローマにあり、総裁が代表を務める。

● 経　緯

　1974年11月、ローマで開催された世界食糧会議にお

いて、開発途上国の農業生産増大に必要な資金調達のた

め、国際農業開発基金の設立構想が決議されたことによ

り設立され、1978年より業務を開始。日本は、原加盟

国として設立当初から資金協力を行っている。

● 目　的

　開発途上にある加盟国の農業開発のため、追加的な資�

金を緩和された条件で提供すること。

2．事業の仕組み
● 概　要

　所得が低く、かつ食料が不足している農村地域での飢

餓と貧困を撲滅するため、被援助国である開発途上国か

らの要請に基づき、農業・農村開発事業に必要な資金を

融資することで食料の増産、所得の向上、健康・栄養・

教育水準を改善し、持続性のある生計が営めるような援

助を実施している。その活動資金は、加盟各国から過去

複数の増資を通じて拠出されている。
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● 審査・決定プロセス

　IFADの行う事業のうち、融資および贈与等個々の事

業については、基本的に年3回開催される理事会におい

て審議、承認が行われる。また、事業に関する方針、政

策を決定する場合には、理事会での審議・承認に加えて

すべての加盟国により構成される総務会における承認を

経て決定される。

● 決定後の案件実施の仕組み

　IFAD自身は「金融機関」として資金の提供を行い、

個々の事業は、IFADの融資対象国である加盟国、必要

に応じて関係する国際機関およびNGO等市民社会団体

の協力を得て実施される。なお、IFAD融資事業の管理・

評価等は、外部の評価機関に加え、IFAD自身も行って

いる。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2016年末において、IFADは211の事業を実施中であ

り、その総事業費のうちIFADによる投資額は約60億ド

ルとなっている。

　また、2015年に策定された「IFADの戦略枠組2016～

2025包摂的かつ持続的な農村開発を可能に～」におい

ては、2030アジェンダ達成に向け、Bigger（資金規模

拡大）、Better（技術革新等を通じた質的向上）、

Smarter（効率的かつ効果的な成果普及等）を実施する

ことをIFADの目標と位置付けている。

● 地域別実績　（事業承認実績）
（通常融資案件ベース、単位：百万ドル）

地　域 2016年 1978～2016年
アジア・太平洋 231 3,681
東・南アフリカ 112 �1,964
西・中央アフリカ 81 �1,551
中東・北アフリカ 53 �1,682
中南米 63 �1,551

合　計 539 17,542

出典：IFAD2016年次報告
（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

● 主要な事業

　IFADの中心となる融資分野は、気候変動対策、農村

金融、バリューチェーン開発、農業技術や生産性の改

善、自然資源や生物多様性、生産者組合支援、農村事業

者支援、技術開発やスキル向上の8分野。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、理事会における理事国として個々の事業の承

認、事業に関する方針、政策の決定に関与している。

● 邦人職員

　IFADの職員数525名（うち専門職以上は299名）のう

ち、邦人職員は6名（うち専門職以上は3名）（2017年）

である。

● 日本の財政負担

　IFAD設立時の当初拠出、およびその後第1次から第9

次までの各増資期間において、日本は総額約4.5億ドル

を拠出し、米国、ドイツに次ぐ第3位の拠出国として貢

献している。なお、2014年は、2016年から2018年まで

のIFADの活動を対象とした第10次増資協議が実施され、

日本は同年12月の最終会合において、5,700万ドルを上

限とした拠出を表明した。

● 主要拠出国等一覧
（単位：百万ドル、％）

順
位

第9次増資
対象期間：2013－2015年

第10次増資
対象期間：2016－2018年

国　名 拠出額 拠出率 国　名 拠出額 拠出率
 1 米国 90.0� 6.0 英国 95.3� 7.1
 2 イタリア 83.0� 5.5 米国 90.0� 6.7
 3 英国 82.9� 5.5 ドイツ 87.4� 6.5
 4 カナダ 76.9� 5.1 イタリア 85.3� 6.3
 5 日本 75.0� 5.0 オランダ 75.2� 5.6
 6 オランダ 75.0� 5.0 スウェーデン 72.6� 5.4
 7 ドイツ 74.9� 5.0 カナダ 68.8� 5.1
 8 スウェーデン 72.6� 4.8 中国 60.0� 4.4
 9 フランス 50.1� 3.3 日本 57.0� 4.2
10 ノルウェー 49.6� 3.3 ノルウェー 51.1� 3.8

合　計 1,500.0� 100.0 合　計 1,350.0� 100.0

（注）
・拠出額については、誓約額ベースの値を記載。
・合計は、その他の国・機関を含み、コア拠出の合計額。
・コア拠出とは、使途不特定の拠出をいう。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・IFADの年次報告書「Annual�Report」（IFAD発行）

　�国際農業開発基金（IFAD）の年間活動内容、財政状

況等をとりまとめている。入手方法は下記ウェブサイ

トを参照。

● ウェブサイト

・国際農業開発基金（IFAD）：http://www.ifad.org
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⑱  国連合同エイズ計画 
（UNAIDS：Joint United Nations Programme on HIV/AIDS）

注1：その後、共同スポンサー機関は以下の11機関に拡大した。
　　 �国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）、国連児童基金（UNICEF）、世界食糧計画（WFP）、国連開発計画（UNDP）、国連人口基金（UNFPA）、国連

薬物犯罪事務所（UNODC）、国際労働機関（ILO）、国連教育科学文化機関（UNESCO）、世界保健機関（WHO）、国際復興開発銀行（IBRD）、ジェ
ンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関（UN�Women）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1996年1月1日設立。本部はスイスのジュネーブにあ

り、事務局長が代表を務める。

● 経　緯

　1981年に初めてHIV/エイズ患者が発見されて以来、

WHOが中心となってHIV/エイズ対策の国際協力を進め

てきたが、1990年代半ばに至って、HIV/エイズの世界

的な広がりと感染が及ぼす社会・経済的影響の大きさか

ら、国連システム全体の取組の一層の強化が求められる

こととなった。また、WHOと並んで、UNICEF、UNDP、

UNESCO、UNFPA、世界銀行等の国連機関も従来から

HIV/エイズ対策を推進しており、それらの活動の重複、

非効率化を避けるため、何らかの調整の必要性が認識さ

れるようになった。このような背景から、1994年7月の

国連経済社会理事会において、5つの国連機関および世

界銀行が共同スポンサー（co-sponsor）（注1）として参画

する国連合同エイズ計画（UNAIDS）の設置が承認さ

れ、1996年1月1日、UNAIDS（Joint�United�Nations�

Programme�on�HIV/AIDS）が正式に発足した。

● 目　的

　UNAIDSの事業の目的は、開発途上国のHIV/エイズ対

策強化支援、HIV/エイズ対策への政府の取組強化支援、

国連のHIV/エイズ対策の強化と調整等にあり、HIV/エイ

ズ対策の政策立案やガイドライン作成、調査研究、モニ

タリング・評価、人材育成を中心とした技術支援、総合

的・多角的なHIV/エイズ対策の啓発等を中心に活動を

行っている。UNAIDSは共同スポンサーの各機関が有す

る資金、専門性、ネットワークの調整、強化を主な目的

としており、開発途上国におけるHIV/エイズ対策のため

の技術支援や政策助言等を行うが、直接プロジェクトを

実施する機関ではない。

2．事業の仕組み
● 意思決定機関

　重要事項は、22の理事国（日本は発足当初より理事

国を務めている）、投票権のない11の共同スポンサー機

関および5つのNGOから成る事業調整理事会（PCB：�

Programme�Coordinating�Board）ならびに共同スポン

サー委員会（CCO：Committee�of�Co-sponsoring�Orga-

nizations）で決定される。

● 事務局組織

　本部事務局はジュネーブに置かれ、事務局長�は設立

当初から2008年末まで務めたピーター・ピオット氏（ベ

ルギー人）の後、2009年1月よりミシェル・シディベ前

UNAIDS次長（マリ人）が第2代事務局長を務めている

（国連事務次長を兼務）。

　本部事務局は、管理・渉外部門、プログラム部門で構

成されており、このほか80か国以上に事務所を設置し

ている。

3．最近の活動内容
● 概　要

　UNAIDSは2001年に開かれた初の国連HIV/エイズ特別

総会の事務局を務め、同総会で採択された「HIV/エイズ

に関するコミットメント宣言（Declaration�of�Commit-

ment�on�HIV/AIDS）」で定められた期限付きのHIV/エイ

ズ対策の実績目標値実現に向けた全世界での進捗状況の

監視と報告を先頭に立って行っている。2006年6月に

は、国連HIV/エイズ特別総会の包括レビュー会議および

ハイレベル会議の事務局を務め、「HIV/エイズに関する

政治宣言」のとりまとめを行った。このハイレベル会議

では、2010年までにHIV/エイズの治療プログラム、予

防、ケア、サポートを必要とするすべての人に提供でき

るように対策をとることを目標とする「ユニバーサルア

クセス」が合意された。

　UNAIDSはユニバーサルアクセスの達成に向け、世界

の取組を強化・推進する中心的役割を担っている。

2008年6月、国連本部にて、UNAIDSが中心となって国

連HIV/エイズ総会レビュー会合が開催され、国連加盟国

に加えてHIV感染者グループやNGO団体などが参加し、

2010年までにユニバーサルアクセスを達成するという
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国際的な目標が再確認され、国際社会全体の取組を新た

にすることが謳われた。また、UNAIDSは、世界エイ

ズ・結核・マラリア対策基金（グローバル・ファンド）

を通じたHIV/エイズ対策促進のため、グローバル・ファ

ンドと緊密に協力しており、2030アジェンダにおける

HIV/エイズ対策として、UNAIDSの3つのゼロ（HIV新規

感染ゼロ、AIDS関連死ゼロ、差別ゼロ）のビジョンに

基づき、2030年までに世界における公衆衛生上の脅威

としてのHIV/エイズ流行を終息させることを目指し、事

業を実施している。

● 活動分野

　2016～2017年（2年予算制度）のコア予算は4億8,482

万ドルで、各国および共同スポンサーを含む国連機関等

からの任意拠出金で手当される。このほか、共同スポン

サー等のHIV/エイズ関連予算等と合わせて、2016～

2017年の事業予算総額は37億992万ドルである。

　UNAIDSでは戦略2016－2021に基づき、2016－2021

の戦略的予算計画（UBRAF）を策定し、各国連機関等

の役割分担を明確化した上で、以下のように戦略的に予

算配分を行っている。
（単位：百万ドル）

戦略分野 コア予算 その他予算 合計

HIV検査・治療 51.2 684.7 735.9
母子感染の撲滅 9.3 193.7 203.0
若者のHIV感染予防 27.4 507.5 534.9
重点集団のHIV感染予防 26.8 480.6 507.4
ジェンダー間の不平等とジェンダーに基づく暴力 18.2 256.5 274.7
人権、偏見、差別 13.1 68.6 81.7
投資と効率 10.9 452.9 463.8
HIVと統合的保健サービス 17.7 540.7 558.4
（事務局） 310.2 40.0 350.2

合　計 484.8 3,225.1 3,709.9

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、1996年にUNAIDSが設立されて以来、その意

思決定機関である事業調整理事会の理事国を務めてお

り、積極的にその活動を支援している。

● 邦人職員

　UNAIDSの職員の総数は738名、そのうち専門職以上

は368名。2016年12月末現在、専門職以上の邦人職員数

は、1名である。

● 日本の財政負担

　各国からUNAIDSへの拠出については、義務的な分担

金はなく、任意拠出金のみで構成されている。日本から

の拠出金は、2016年は85万ドルである。

● コア予算主要拠出国一覧
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国　名 拠出額 拠出率 国　名 拠出額 拠出率

 1 米国 45.0� 22.9 米国 45.0 24.9
 2 スウェーデン 25.0� 12.7 スウェーデン 31.6 17.5
 3 オランダ 22.7� 12.9 オランダ 22.3 12.4
 4 英国 22.2 11.3 英国 18.8 10.4
 5 ノルウェー 21.9 11.1 ノルウェー 16.9 9.4
 6 スイス 11.2 5.7 スイス 11.8 6.5
 7 フィンランド 8.7 4.4 ルクセンブルグ 5.0 4.4
 8 デンマーク 8.3 4.2 ベルギー 4.4 2.4
 9 オーストラリア 5.7 2.9 デンマーク 4.4 2.4
10 ベルギー 5.6 2.9 カナダ 3.9 2.2

合　計 196.4 100 合　計 180.4 100

（注）
・合計は、その他の拠出国を含む

5．より詳細な情報
● ウェブサイト

・�国連合同エイズ計画（UNAIDS）本部：

　http://www.unaids.org/en/

⑲ 国連ボランティア計画（UNV：United Nations Volunteers Programme）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1971年1月1日設立。本部はドイツのボンにあり、事

務局長が代表を務める。

● 経緯・目的

　国連ボランティア計画（UNV）は、国連開発計画

（UNDP）の下部組織として1970年の第25回国連総会決

議2659に基づき創設された。

　ボランティアの動員やボランティアリズムの推進を通

して、持続可能な人間開発を支援し、人種や国籍に関係

なくすべての人々に対してその参加の機会を広げること

で、平和構築、開発支援および人道支援を行うことを任

務としている。
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2．事業の仕組み
● 概　要

　UNVの活動分野は保健、教育、気候変動、難民支援等

多岐にわたる。当初は技能・資質に恵まれた若い世代が

経済社会のあらゆる分野の活動に参加することにより開

発途上国の開発に貢献することを目的としていたが、近

年は開発分野にとどまらず、人道支援分野や平和構築分

野への貢献も行っており、ボランティアの世代も様々で

ある。これらボランティアは、開発途上国政府や国連難

民高等弁務官事務所（UNHCR）、国連世界食糧計画

（WFP）等の国際機関、NGOの要請に応じ、それぞれの

国・機関等が実施する活動を支援するためUNVから派遣

されるほか、UNVが実施するプロジェクトに派遣され

る。

　その活動資金は、UNDPから供与される資金や、各国

の任意拠出金により賄われており、2016年実績は約2億

280万ドルである。

● 審査・決定プロセス

　個々の国連ボランティア派遣は各国連組織および被援

助国政府の要請に基づいて決定される。またUNVが独自

に実施するプロジェクトは、UNVの上部組織である

UNDPおよび他の国連機関、受入政府が実施する活動を

支援するのが目的であり、UNVはUNDPおよびその他の

国連機関、受入政府と協議の上、具体的なプロジェクト

を確定し、UNV内部のプロジェクト審査委員会の審査を

経て実施の可否を決定する。

● 決定後の案件実施の仕組み

　個々の国連ボランティアは、派遣先の国連機関および

政府機関により要請された活動を実施する。UNV独自の

プロジェクトについては、UNDPはじめ他の国連機関や

被援助国政府、NGOと協力して活動を実施する。プロ

ジェクトによってはこれらパートナー組織に活動を一部

委託する場合もある。

3．最近の活動内容
● 概　要

　UNVの活動分野は、貧困削減、民主化支援、防災・復

興、環境などの開発分野、平和構築、人道支援等多岐に

わたる。UNV戦略枠組み2014－2017ではユース、平和

構築、基礎的社会サービスへのアクセス確保、コミュニ

ティの環境および災害に対する強靱性、ボランティアス

キームを通じた国家の能力強化の5つを優先分野と位置

づけている。また、2012年に発表された国連事務総長

の5か年行動計画に基づき「国連ユース・ボランティ

ア」プログラムの創設がUNVに委ねられた。

● 地域別実績

　2016年のUNV地域別派遣実績は以下のとおり。
（単位：人）

地　域＊ 2016年
アジア・大洋州 � 791  （12％）
アラブ諸国 1,054  （16％）
サブサハラ・アフリカ 3,756  （57％）
ラテンアメリカ・カリブ諸国 � 659  （10％）
欧州・CIS諸国 � 330   （5％）

合　計 6,590（100％）

（注）
・地域分類は、UNVの分類による。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、ボランティア活動を通じた人間開発の重要性

に鑑み、UNVに対して積極的な資金協力を行っており、

2016年は第6位の拠出。UNVの管理・運営は、国連総会

の委託に基づきUNDPにより行われており、その活動状

況はUNDP執行理事会において2年に1度審査される。

● 邦人職員

�　2016年12月末現在において、UNVの職員数179名（う

ち専門職以上は83名）のうち、邦人職員数は3名（専門

職以上は2名）である。

● 日本の財政負担（暦年ベース）

　対UNVの日本の拠出は、JICA分を合わせ、2016年は

総額約72.3万ドルとなる。
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● 主要拠出国一覧
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国　名 拠出額 拠出率 国　名 拠出額 拠出率

 1 ドイツ 5.1 39 ドイツ 4.3 33
 2 スイス 1.9 15 韓国 2.5 19
 3 韓国 1.9 14 スイス 1.3 10
 4 日本 1.2 9 スウェーデン 1.0 8
 5 スウェーデン 0.7 5 フランス 0.9 7
 6 フランス 0.6 5 日本 0.7 5
 7 アイルランド 0.5 4 フィンランド 0.6 5
 8 ノルウェー 0.4 3 アイルランド 0.6 5
 9 ルクセンブルク 0.4 3 ルクセンブルク 0.4 3
10 チェコ 0.2 2 チェコ 0.2 2

合　計 13.0 100 合　計 13.0 100

出典：UNV Annual Report 2016
（注）

・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・日本の拠出額にはJICA分が含まれる。
・合計は、その他の拠出国を含み、ノンコア拠出の合計額。
・ノンコア拠出とは、使途限定の拠出をいう。

● 主な使途を明示した特定基金への拠出、活用状況

⑴�　日本は、ボランティアの活用により貧困緩和、平和

構築、人道支援を推進し、持続的人間開発のための環

境づくりに寄与することを目的として、1994年日本

信託基金を設置した。

　�　同基金の下、実施されたプロジェクトの実施国およ

び地域は全世界にわたっている。また、日本信託基金

の一部として、日本人ボランティア派遣事業を実施し

ており、毎年新たな日本人国連ボランティアが世界各

地に派遣されている。2016年度は、約�20.7万ドルを

同基金に拠出した。

⑵�　外務省は、2007年度より、平和構築の現場で活躍

できる日本およびその他各国の文民専門家を育成する

ことを目的に、委託事業として「平和構築人材育成事

業」を実施してきたが、2015年度からは事業を拡大

し、これまで実施してきたエントリーレベルの人材育

成に加え、中堅の実務者レベルの育成やキャリア構築

支援、国際機関の人材ニーズ調査を実施するなど事業

内容を強化し、「平和構築・開発におけるグローバル

人材育成事業」として実施中。UNVは、本事業の海外

実務研修を担当しており、日本は、本事業に係る経費

として、2016年度には68.5万ドルを拠出した。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・�「国連ボランティア計画年次報告書」（国連ボランティ

ア計画発行）

● ウェブサイト

・�国連ボランティア計画（UNV）本部：

　http://www.UNV.org

・UNV東京事務所：http://unv.or.jp（日本語）

⑳ �国連人間居住計画�
（UN-Habitat：United�Nations�Human�Settlements�Programme）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1978年10月、「国連人間居住センター」として設立。

本部はケニアのナイロビにあり、事務局長が代表を務め

る。

● 経　緯

　1976年の第1回国連人間居住会議で採択された人間居

住に関する国際協力計画を実行するための機関として、

1977年の第32回国連総会決議32/162に基づき、「国連人

間居住センター」としてナイロビに設立された。その

後、2001年の第56回国連総会決議56/206に基づき、

2002年1月より国連人間居住センターとその意思決定機

関である「国連人間居住委員会」は、国連内で独立した

事務局を持つ「国連人間居住計画」（UN-Habitat）へと

改組、強化された。日本の同機関への資金協力は1984

年以来行われている。�

● 目　的

・�居住問題に関する政策目的、優先順位、および指針を

確立し、その実施を促進すること。

・�国連システム内の人間居住分野の諸活動を調整するこ

と。

・�地域的または国際的性格を有する居住問題を研究し、

その解決策を検討すること。

2．事業の仕組み
● 概　要

　2年に1回開催される管理理事会で決定される方針、

政策、事業計画に基づき、地球規模での包括的な調査・
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広報活動、各国の住宅および居住問題解決に向けた支援

として研修、専門家派遣、シェルター建設等を行ってい

る。6年ごとに中期的戦略が策定される。

　その活動資金は、国連通常予算と各国および公的機関

等からの任意拠出によって賄われている。2016年の拠

出金総合計は、約2億2,600万ドルであり、そのうちコア

（使途不特定）拠出金総額は、約1,590万ドルである。

● 審査・決定プロセス

　UN-Habitatの事業に関する方針・政策は、2年に1回

開催される管理理事会における承認を経て決定され、こ

れに基づき、被援助国政府および他の援助国等との協議

を踏まえて具体的なプロジェクトを確定している。

● 決定後の案件実施の仕組み

　事業は、基本的にUN-Habitatが自ら実施する。実施

においては、被援助国政府、自治体、住民組織、他の国

際機関やNGO等と連携して行っている。

3．最近の活動内容
● 概　要

　1996年、トルコ・イスタンブールにて開催された第2

回国連人間居住会議（ハビタットII）において採択され

た「ハビタット・アジェンダ（世界行動計画）」に基づ

き、都市の貧困層を支援し、環境に優しく健全で、人々

が尊厳を持って生活できる「まちづくり」を推進してい

る。地方自治体を含めたあらゆるレベルの機関や住民組

織と協働し、環境や資源に配慮しながら、スラムのない

都市の実現およびミレニアム開発目標（MDGs）で掲げ

た「環境の持続可能性の確保」と、それに続く「持続可

能な開発のためのアジェンダ2030」の目標11として掲

げられている「包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）

で持続可能な都市及び人間居住を実現する」の達成に向

け、都市の建設・管理・計画など様々な分野で活動して

いる。

　また、2016年にエクアドル･キトにて開催された第3

回国連人間居住会議（ハビタットIII）において、都市問

題や人間居住に係わる課題の解決に向けた国際的な取組

方針である「ニュー・アーバン・アジェンダ（NUA）」

が採択された。

● 地域別実績

　2016年の地域別事業実績は、支出額ベースで以下の

とおり。

（単位：百万ドル、％）

地　域
2016年

金　額 構成比
アジア・太平洋 47.1 25.2
中東・アフリカ 58.9 31.7
中南米 3.3 1.8
欧州 1.0 0.5
地球規模 76.1 40.8

合　計 186.4 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

● 主な事業

人間居住に関するスラム問題、都市の過密、農村の過

疎、都市計画、土地・住宅問題、上下水道、交通、廃棄

物処理、建築資材、住宅融資等広範な問題に対し、問題

解決のための研究、指針の作成、各国・各国際機関との

情報交換、広報活動、研修、専門家派遣、パイロット事

業の実施等の活動を行っている。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、1978年の設立以来、意思決定機関である管

理理事会（2001年までは国連人間居住委員会）の理事

国を務めており、UN-Habitatの政策・方針、予算、事

業計画等の決定に関与している。

● 邦人職員

　職員総数304名（うち専門職以上は181名）のうち、

専門職以上の邦人職員数は10名である（2017年）。

● アジア太平洋本部

　1997年から、アジア太平洋本部として福岡市に福岡

本部が設置されている。

● 日本の財政負担

　日本の任意拠出金は、2016年度は約1,182万ドル（う

ち使途を定めた拠出は約1,174万ドル）。2016年のUN-

Habitatへの拠出金総合計に占める日本の拠出割合は

9.7％（第2位、暦年ベース）。
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● 主要拠出国等一覧（暦年ベース）
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国・機関名 拠出額 拠出率 国・機関名 拠出額 拠出率

 1 日本 52.4 30.8 米国 54.5 24.1
 2 EU 15.8 9.3 日本 21.9 9.7
 3 国連通常予算 13.3 7.8 UNDP 18.3 8.1
 4 スイス 10.5 6.2 スウェーデン 18.1 8.0
 5 UNDP 10.0 5.9 EU 15.8 7.0
 6 ソマリランド開発基金 8.7 5.1 国連通常予算 13.6 6.0
 7 オランダ 6.8 4.0 Block�by�Block 12.0 5.3
 8 UNICEF 6.3 3.7 UNOPS 8.4 3.7
 9 UNOPS 5.6 3.3 英国 8.4 3.7
10 米国 5.4 3.2 ノルウェー 6.8 3.0

合　計 170.0 100 合　計 226.0 100

出典：UN-Habitat（暦年）�
（注）
・�合計は、その他の拠出国・機関を含み、国連通常予算と各国・
機関等からの任意拠出額の合計額である。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

● 日本の政府開発援助（ODA）との協調実績

　日本は、1984年から国連人間居住財団に一般目的で

任意拠出しており、1995年からは、その拠出金を日本

が重要と考える分野に有効に活用するため、一部を特定

目的への拠出としている。また、2002年からは、アフ

ガニスタンやイラクにおける紛争後の支援、スリラン

カ・パキスタン等の自然災害後の支援、スーダンやソマ

リアにおける平和構築・人道支援など緊急性の高い事業

をUN-Habitatを通じて行っている。これは、UN-Habitat

の知見、ネットワーク、迅速性等を活かすことにより、

日本の二国間ODAを補完するためである。

　このほか、UN-Habitatは人間の安全保障基金を用い

たプロジェクトも実施しており、2016年末までにカン

ボジア、ベトナム、スリランカ、アフガニスタン、ソマ

リア等における累計8件のプロジェクトが承認されてい

る。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・�｢State�of�the�World�Cities｣（UN-Habitat編）都市およ

び人間居住に関する専門家の意見や最新の統計などを

とりまとめている。偶数年に発行。

・�｢Global�Report�on�Human�Settlements｣（UN-Habitat

編）

　�世界の都市や人間居住に関する現状、傾向等をとりま

とめている。奇数年に発行。

・�UN-Habitatの年次報告書「Annual�Report」（UN-Habitat

編）

　上記書籍等の入手方法は下記ウェブサイトを参照。

● ウェブサイト

・国連人間居住計画（UN-Habitat）本部：

　www.unhabitat.org

�  国連国際防災戦略 
（UNISDR：United Nations International Strategy for Disaster 
Reduction）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　2002年設立。本部はスイスのジュネーブにあり、国

連事務総長特別代表（防災担当）が代表を務める。

● 経緯・目的

　国連国際防災戦略（UNISDR）は、2000年第54回国連

総会決議（決議219）により2001年まで暫定設置され、

2002年第56回国連総会決議（決議195）により正式に発

足した。

　UNISDRは、国際防災戦略を推進する国連の事務局で

あり、当初は国連機関等が参加する「防災タスクフォー

ス」の事務局という位置付けで発足した。2005年1月に

神戸で開催された国連防災世界会議において、2015年

までの国際防災戦略である「兵庫行動枠組2005～

2015」が採択されたことから、国際社会の防災戦略を

推進する事務局という位置付けになった。現在は、

2015年3月に採択された「仙台防災枠組2015～2030」

の実施推進、進捗状況モニタリングおよび報告などを

行っている。

　UNISDR事務局の任務は、第56回国連総会決議（195）

により、国連システム内における防災調整の窓口および

国連システム・地域機関の防災活動と社会経済・人道分

野における諸活動との連携の確保と定められている。ま

た、兵庫行動枠組採択後の国連事務総長報告（60/180）

では、兵庫行動枠組の推進、防災意識の醸成と情報共

有、防災グローバル・プラットフォーム会合の支援、国
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連システム内における防災政策の窓口、国連防災信託基

金の管理等をUNISDRの役割として挙げている。UNISDR

は、駐日事務所を2007年10月に兵庫県神戸市に開設し

た。

2．事業の仕組み
● 概　要

　兵庫行動枠組・仙台防災枠組の推進、防災意識の醸成

と情報共有、防災グローバル・プラットフォーム会合の

支援、国連システム内における防災政策の窓口等を行っ

ている。

● 審査・決定プロセス

　国連総会において国際防災戦略決議が行われ、これに

基づき、事業計画等が決定される。2017年より開催し

ているドナー国協議等を経て事業計画や活動の評価等を

行っている。

3．最近の活動内容
● 概　要

　前述「2．事業の仕組み」の「概要」を参照。

● 主要な事業

　2016年の拠出総額は3,027万ドル（2015年は2,100万

ドル）で、「防災の先導と調整」、「信頼できる防災情

報」、「啓蒙活動」、「コミュニケーション」等の事業が実

施された。なおUNISDRは、2015年に仙台市で開催され

た第3回国連防災世界会議の開催事務局を務めており、

本会議にて兵庫行動枠組の後継枠組みとなる「仙台防災

枠組2015－2030」が採択された。また、2015年12月に

は、「世界津波の日（11月5日）」が制定され、津波の脅

威と対策について普及啓発活動を行っている。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本はUNISDRが果たす役割の重要性に鑑み、可能な

限りの資金協力を行うとともに、UNISDRの活動に示唆

を与えるドナー国（援助国）協議等に積極的に参画して

いる。

● 邦人職員

　UNISDRの職員数67名（うち専門職以上49名）のう

ち、邦人職員数は4名（うち専門職以上は2名）（2017年

5月末現在）である。

● 日本の財政負担（暦年ベース）

　日本の資金協力は2004年以来行われている。日本政

府のUNISDRに対する2016年の拠出額は、ノンコア拠出

のみで約193万ドル、UNISDRに対する拠出総額に占め

る割合は6.4％（第4位）。

● 主要拠出国一覧
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国・機関名 拠出額 拠出率 国・機関名 拠出額 拠出率

 1 EU 3.4� 16.2 スウェーデン 8.4 27.6
 2 スウェーデン 3.1� 14.6 EU 7.1 23.3
 3 ドイツ 2.8� 13.2 韓国 2.1 7.0
 4 韓国 2.6� 12.2 日本 1.9 6.4
 5 オーストラリア 1.6� 7.5 ドイツ 1.5 5.0
 6 日本 1.5� 7.0 オーストラリア 1.4 4.8
 7 スイス 1.3� 6.0 スイス 1.4 4.5
 8 オランダ 1.1� 5.0 米国 1.3 4.3
 9 フィンランド 0.9� 4.3 フィンランド 1.1 3.7
10 米国 0.7 3.5 インド 1.0 3.3

合　計 21.0 100 合　計 30.3 100

（注）
・�合計は、その他の拠出国・機関を含み、コア・ノンコア拠出の
合計額。
・�コア拠出とは、使途不特定の拠出をいい、ノンコア拠出とは、
使途限定の拠出をいう。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・「Global�Assessment�Report」（世界防災白書）

・「Annual�Report」（年次報告書）

● ウェブサイト

・国連国際防災戦略（UNISDR）事務局：

　http://www.unisdr.org/

・国連国際防災戦略（UNISDR）兵庫事務所：

　http://www.adrc.asia/ISDR/index.html

・防災ウェブ：

　http://www.preventionweb.net/english/
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�  ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関 
（国連女性機関：United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women）（UN Women）

1．設立・経緯・目的
● 設立・経緯

　2009年9月、4つのジェンダー関係国連機関、すなわ

ち、国連婦人開発基金（UNIFEM）、ジェンダー問題事

務 総 長 特 別 顧 問 室（OSAGI）、 女 性 の 地 位 向 上 部

（DAW）、国際婦人調査訓練研修所（INSTRAW）を統合

する新たな複合型機関を設立し、その長を事務次長

（USG）クラスとすることを支持する国連総会決議が採

択された。

　上記決議を受け、2010年7月、「ジェンダー平等と女

性のエンパワーメントのための国連機関」（United�

Nations�Entity�for�Gender�Equality�and�the�Empower-

ment�of�Women、略称：国連女性機関（UN�Women））

の設立を決定する国連総会決議（A/RES/64/289）が採

択され、2011年1月より同機関は正式に活動を開始し

た。本部は米国のニューヨークにあり、事務局長が代表

を務める。

● 目　的

　国連女性機関は、女性・女児に対する差別の撤廃、女

性のエンパワーメント、ジェンダー平等の達成を目的と

する。また、世界各国におけるジェンダー問題に関する

施策や法整備の促進のための協力、女性の地位委員会を

はじめとする政府間交渉による政策・規範の策定の支

援、そして国連システム全体のジェンダー問題に対する

取組の主導と調整を主な役割としている。

　優先分野として、①女性の参画拡大、②女性の経済的

エンパワーメント、③女性に対する暴力の撤廃、④平

和・安全保障・人道的対応における女性のリーダーシッ

プ、⑤政策・予算におけるジェンダーへの配慮、⑥グ

ローバルな規範・政策・基準の構築を掲げている。

2．事業の仕組み
● 概　要

　国連加盟国、基金（国連女性機関ジェンダー平等のた

めの基金、女性に対する暴力撤廃国連信託基金）や財

団、民間企業、NGO、国連女性機関国内委員会などか

ら活動資金を得て、プログラムの実施と技術支援・資金

供与を行い、女性の人権向上、女性に対する暴力撤廃、

政策･予算へのジェンダーの視点の組み入れ、政府の

ジェンダー問題への対策技能や能力の向上を図る取組を

行っている。同時に、女性の地位委員会、国連総会、経

済社会理事会、安全保障理事会に対して定期的な情報の

提供を行い、ジェンダー平等と機会均等を目指して国連

システムとの協働を進めている。

● 意思決定機関

⑴　執行理事会

　�　41か国で構成される執行理事会を置く（アジア

10、アフリカ10、中南米6、西欧その他5、東欧4、

トップドナー4、非DACドナー2）。理事国の任期は3

年。日本は初代執行理事国の一つであり、現理事国

（任期2019年末まで）。

⑵　事務局組織

　�　ニューヨークに本部を置き、事業の実施・監督等の

ため、6つの地域事務所、53の国別事務所（アフリカ

21、米州・カリブ海11、アラブ5、アジア・太平洋

10、欧州・中央アジア6）、4つのリエゾンオフィスを

有する。

　�　本部事務局の主要部局には政策・事業局、運営管理

部、政府間協議支援・戦略的パートナーシップ局など

があり、国連女性機関全体では877名（2017年6月現

在）の職員が働いている。

　�　初代事務局長は、2013年3月までミチェル･バチェ

レ氏（元チリ大統領）。2013年7月からは、プムズィ

レ・ムランボ＝ヌクカ氏（元南アフリカ副大統領）が

二代目事務総長を務めている。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2016年は、107か国で国別プログラムを実施。その

他、ジェンダー平等のために男性・男児の参画を呼びか

けるキャンペーン「HeForShe」を加速するため、世界

の10首脳、10企業、10大学を選出する「IMPACT�10X�

10X10」を展開した。また、2017年3月に実施された第

61回国連婦人の地位委員会（CSW）では、持続可能な

開発のための2030アジェンダの履行のため、必要な行

動について各国の合意形成を図った。

● 優先課題領域

・女性のリーダーシップと政治参画



2017年版　開発協力参考資料集　115

｜第 2 章　日本の政府開発援助（ODA）実績｜第 10 節 主な国際機関の概要 ／ 1．国連機関｜

・女性の経済的エンパワーメント

・女性・女児に対する暴力の根絶

・平和・安全保障分野における女性の参画

・�国家の開発計画と予算編成におけるジェンダー平等施

策策定の推進

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、国連女性機関の設立によって国連における

ジェンダー分野の活動がより効率的・効果的に実施さ

れ、これを通じて現場の女性の地位向上とエンパワーメ

ントが目に見える形で実現するよう、同機関の活動に積

極的に貢献してきた。日本は、設立当初から同機関執行

理事国を務めるとともに、同機関に対する財政的支援も

行っている。

　日本には、1992年から活動している国連女性機関日

本国内委員会（現名称は、国連ウィメン日本協会）があ

る（2010年まではユニフェム日本国内委員会）。また、

国連女性機関が国連グローバル・コンパクト（各企業・

団体が責任ある創造的なリーダーシップを発揮すること

によって、社会の良き一員として行動し、持続可能な成

長を実現するための世界的な枠組みづくりに参加する自

発的な取組）とともに推進する「女性のエンパワーメン

ト 原 則（WEP：Women’s�Empowerment�Principles）」

には、多数の日本企業が参加しており、民間セクターや

市民社会を含め、同機関との幅広い協力が進められてい

る。

　また2012年11月には、バチェレ国連女性機関事務局

長（当時）が来日し、総理大臣や外務大臣を表敬訪問し

た。2014年、2015年、2016年には、ムランボ＝ヌクカ

現事務局長が来日し、安倍総理大臣や岸田外務大臣（当

時）を表敬訪問した。さらに、2015年4月には、国連女

性機関日本事務所が東京都文京区に開設された。

● 邦人職員

　国連女性機関の職員数886名（うち専門職以上は416

名）のうち、邦人職員（専門職以上）は8名（2017年12

月末時点）である。

● 日本の財政負担

　日本は前身のUNIFEMに対し、1979年度から継続的に

資金協力を行ってきた。コア拠出額は、国連女性機関と

なった2011年度が45万ドル、2012年度と2013年度がそ

れぞれ95万ドル、2014年度が469万ドル、2015年度が

567万ドル、2016年度が520万ドル。さらにコア拠出に

加え、補正予算でノンコア拠出として、2012年度が100

万ドル、2013年度が550万ドル、2014年度は1,456万ド

ル、2015年度は2,191万ドル、2016年度は1,627万ドル、

2017年度は1,814万ドルを拠出した。アフリカ・中東地

域8か国で主に紛争の影響を受けた女性の保護・支援プ

ログラムに拠出しているほか、アジア太平洋地域で、女

性の権利向上による影響を通じて急進化および暴力的過

激化を防止するプログラムに拠出している。2016年（暦

年ベース）、日本は第2位の拠出金負担国（拠出率は

11.4％）である。

● 主要拠出国一覧（暦年ベース）
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国名・機関名 拠出額 拠出率 国名・機関名 拠出額 拠出率

 1 スウェーデン 33.1 12.7 スウェーデン�� 40.4 14.7
 2 スイス 26.6 10.2 日本 31.1 11.4
 3 ノルウェー 25.1 9.6 英国 25.4 9.2
 4 英国 22.5 8.6 スイス 22.9 8.3
 5 日本 20.2 7.8 オーストラリア 19.5 7.1
 6 オーストラリア 20.1 7.7 フィンランド 18.0 6.6
 7 フィンランド 19.4 7.5 ノルウェー 16.2 5.9
 8 オランダ 11.6 4.5 米国 14.9 5.4
 9 デンマーク 10.9 4.2 オランダ 12.1 4.4
10 米国 9.3 3.6 デンマーク 9.7 3.6

合　計 260.2 100 合　計 276.3 100

出典：国連女性機関�年次報告（2015－2016）、国連女性機関�年次報
告（2016－2017）
（注）
・�合計は、その他の拠出国・機関を含み、コア・ノンコア拠出の
合計額。
・�コア拠出とは、使途不特定の拠出をいい、ノンコア拠出とは、
使途限定の拠出をいう。

5．より詳細な情報
　民間レベルにおいては、1992年11月にUNIFEMの活動

を支援するため、「ユニフェム日本国内委員会」（特定非

営利活動法人）が設立された（現在は「国連ウィメン日

本協会」（参考サイト：http://www.unwomen-nc.jp/）。

● ウェブサイト

・国連女性機関（UN�Women）本部サイト：

　http://www.unwomen.org/en

　（英語・フランス語・スペイン語）

・国連女性機関（UN�Women）日本事務所サイト：

　http://japan.unwomen.org/ja（日本語）
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�  紛争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表事務所 
（SRSG-SVC：The United Nations Office of the Special Representative 
of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　2010年4月設立。本部は米国のニューヨークにあり、

紛争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表が代表を務

める。

● 経　緯

⑴�　2010年4月、紛争下の性的暴力に係る安保理決議第

1888号（2009年9月）に基づき、紛争下の性的暴力担

当国連事務総長特別代表（SRSG）マンデートが開始。

初代SRSGはマルゴット・ヴァルストローム氏（ス

ウェーデン）、二代目はザイナブ・ハワ・バングーラ

氏（シエラレオネ）。2017年6月に、プラミラ・パッ

テン現SRSG（モーリシャス）が就任。

⑵�　2009年11月、安保理決議第1888号に基づき、紛争

下の性的暴力に対する国連アクションの運営委員会が

国連PKO部局（DPKO）、国連人権高等弁務官事務所

（OHCHR）および国連開発計画（UNDP）に対して、

法の支配・紛争下の性的暴力専門家チーム（TOE：

UN�Team�of� Experts� on� the�Rule� of� Law/Sexual�

Violence�in�Conflict）の設立のため共同責任機関とな

るよう要請。同決議により、事務総長に対して、武力

紛争下の性的暴力に特に関係する地域に専門家チーム

を早急に派遣するよう要請があり、2011年、TOEが設

立された。

● 目　的

　国連の機関横断的なイニシアティブである「紛争下の

性的暴力に対するUNアクション」等を通じて、既存の

国連の調整メカニズムを強化し関係機関の協力を促進し

つつ、対象国の軍、司法関係者を含む政府と市民社会に

政策提言を行い、紛争下の性的暴力の問題解決に指導的

な役割を果たすことを目的としている。

2．事業の仕組み
● 概　要

　紛争下の性的暴力の終焉に向けた政治的なアドボカ

シーに加え、不処罰の文化の終焉と説明責任の確保のた

めに、法整備、性的暴力の被害者の保護メカニズムの構

築、捜査と訴追能力向上など司法・警察・軍を含めた政

府の能力強化プロジェクトを実施する。

　紛争下の性的暴力担当SRSGおよび同事務所の活動資

金は、基本的には国連の通常予算で賄われており、UN

アクションおよびTOEについては、主にドナー（日本を

含む国連加盟国）による任意拠出から活動資金を得てい

る。

● 意思決定機関

　紛争下の性的暴力担当SRSG事務所は、紛争下の性的

暴力担当SRSGの下、3つの機関から構成されており、

SRSG自身の役割を含め、それぞれの果たす役割は下記

のとおりである。

⑴�　紛争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表

（Special�Representative�of�the�Secretary-General�on�

Sexual�Violence�in�Conflict、事務次長レベル）

　�　紛争下の性的暴力担当SRSGの役割は、対象国の政

府高官と交渉し、政治的なコミットメントを引き出

し、対象国の取組を支援するために国際社会の支援を

獲得することである。UNアクションの議長も務める。

⑵�　紛争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表事務所

（The�Office�of� the�Special�Representative�of� the�

Secretary-General�on�Sexual�Violence�in�Conflict）

　�　紛争下の性的暴力担当SRSGが紛争下の性的暴力の

分野における国連の指導的な役割を代表し、政治的ア

ドボカシーを行うことをサポートする。紛争下の性的

暴力担当SRSG事務所の6つの主要な優先的課題は、①

紛争下における性的暴力に対する不処罰の終焉、②被

害者の保護とエンパワーメント、③政治的オーナー

シップの動員、④紛争の戦略および結果としてのレイ

プに対する認識強化、⑤国連における対応の調和化、

⑥国家のオーナーシップの強調、である。この役割に

加えて、次の⑶、⑷を含めた事務所全体の活動の官房

的、広報的役割も担うSRSG事務所内の中心的な機関

であり、年に一度、安保理への活動報告も実施してい

る。

⑶�　UNアクション（UN�Action�Against�Sexual�Violence�

in�Conflict�Secretariat）

　�　紛争下の性的暴力終焉のため、13�の国連機関の取

り組みを調整し、強化することを目的とする国連の組

織（2007年設立）。被害者の支援および各国の性的暴

力予防の努力支援も行う。活動の3つの柱は、①国レ
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ベルの行動のネットワーク化と調整の支援（UNカン

トリー・チームや平和維持軍との協働戦略）、②公衆

の意識を高めるアドボカシー、③性的暴力に対する国

連とパートナーによる効果的な対応に関する知識の集

約、となっている。

⑷�　法の支配・紛争下の性的暴力専門家チーム（TOE：

UN�Team�of� Experts� on� the�Rule� of� Law/Sexual�

Violence�in�Conflict）

　�　DPKO、OHCHRおよびUNDPからの各1名の高官か

ら成るTOE諮問グループが、TOEによる活動への戦略

的アドバイスの提供、活動地域の提案、専門家名簿の

管理に関するアドバイスの提供等を行っている。TOE

を構成する7名（2017年7月現在）の専門家は、対象

国を訪問して幅広い分野の関係者と面談し、紛争下の

性的暴力撤廃に向けたニーズと現実の支援とのギャッ

プを指摘した上で対処の方法について助言する。

ギャップへの対処については、第一義的には対象国政

府が行うが、これが難しい場合は国連機関やNGOが、

それでも解決しない場合はTOEが対応することとな

る。TOEは、プロジェクト形成を担当し、現場で活動

する主な支援機関である国連カントリーチームと緊密

に連携を取る。紛争下の性的暴力担当SRSGがプロジェ

クトを最終決定するが、その過程では、UNアクショ

ン傘下の国連諸機関のトップなどと意見交換を行う。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2014～2015年の2か年の紛争下の性的暴力担当SRSG

事務所の活動規模（国連の通常予算および特別予算から

の充当額と各国からの拠出総額合計）は、15.3百万ドル

（SRSG事務所：4.9百万ドル、UN�アクション：1.5百万

ドル、TOE：8.9百万ドル）となっている。

● 主要な事業

・�紛争に関連した性的暴力を防止するためのトレーニン

グ

・紛争下の性的暴力に特化した早期警戒指標の開発

・�停戦合意や和平協定の中での紛争に関連した性的暴力

への取組

・性的暴力撲滅のための包括的戦略の構築

・�国家の能力強化を含むサービスへのアクセスの改善と

拡大

・保護と予防の強化

● 優先地域

　優先的に活動を行っている国は、アフガニスタン、シ

リア、ギニア、イラク、マリ、コートジボワール、コン

ゴ民主共和国、スーダン、中央アフリカ共和国、南スー

ダン、コロンビア、ソマリア、およびリベリアである。

今後、中東地域（シリア、イラクおよび周辺国）への活

動拡大を予定している。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、紛争下の性的暴力は看過できない問題である

との立場から、紛争下の性的暴力担当SRSG事務所との

連携を重視し、特にTOEの活動を積極的に支援してい

る。2014年よりコンゴ民主共和国、ソマリアおよび中

央アフリカにおけるTOE案件に対し財政支援を行ってき

ており、2014年（215万ドル拠出）、2015年（255万ド

ル拠出）および2016年（270万ドル）における第1位の

ドナー（対TOE）となった。

● 邦人職員

　2017年7月現在、職員総数は17名。邦人職員は1名

（JPO）。

● 日本の財政負担

　日本は、2014年（2013年度補正予算）、TOEに対し初

の拠出を行った。具体的には、コンゴ民主共和国におけ

る性的暴力の不処罰への対応および司法制度強化（185

万ドル）とソマリアにおける性的暴力に関する法制度改

革（30万ドル）に支援を行った（拠出額第3位）。

　2015年（2014年度補正予算）にはコンゴ民主共和国

および中央アフリカの案件に対し255万ドルを拠出（拠

出額第1位）。2016年（2015年補正予算）は、ソマリア

およびコンゴ民主共和国に270万ドルを拠出（拠出額第

1位）。2017年（2016年補正予算）は、ソマリアおよび

ヨルダンに100万ドルを拠出。
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● TOEに対する2017年主要拠出国一覧
（単位：千ドル、％）

国　名 拠出額 拠出率
スウェーデン 1,805 39.1 
英国 1,123 24.3 
日本 1,000 21.6 
ノルウェー 484 10.5 
スペイン 209 4.5 

合　計 4,621 100

出典：Multi-Partner Trust Fund Office
（注）

・合計は、コア・ノンコア拠出の合計額。
・ コア拠出とは、使途不特定の拠出をいい、ノンコア拠出とは、

使途限定の拠出をいう。

5．より詳細な情報
● 書籍等

　Team of Experts Annual Report 2016（TOE発行）

● ウェブサイト

・SRSG-SVC本部サイト：

　http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/

　（英語・フランス語・スペイン語・ロシア語・中国語）

� 国際移住機関（IOM：International Organization for Migration）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1951年設立。本部はスイスのジュネーブにあり、事

務局長が代表を務める。

● 経緯・目的

　欧州から中南米諸国への移住支援のために1951年に

設立された「暫定欧州移民移動政府間委員会」が国際情

勢の変化を背景として、全世界へとその活動範囲を広

げ、かつ、新たな任務として難民・国内避難民等の輸

送、帰国移住等に関するサービスを行うようになり、国

際移住機関（IOM）と名称変更した。現在は国際的な人

の移動に関連した問題への対処を目的に幅広い活動を実

施。2016年より国連関連機関となった。

2．事業の仕組み
● 概　要

　人の移動にかかわる以下の各種支援を実施。

⑴ 　移住と開発分野（専門家交流、移民や帰国者への小

規模融資、頭脳「流出」・「流入」問題等）

⑵ 　適切な移住の促進（家族呼び寄せ、国際的人材の採

用と派遣、渡航手続き、語学研修、 文化紹介等）

⑶ 　移住の管理行政（人身取引対策、出入国管理、不法

入国対策、自主帰国・再定住支援等）

⑷ 　非自発的移住（難民・難民申請者支援、国内避難民

支援、帰還・再定住支援、緊急人道援助、復興支援、

除隊兵士の社会復帰、所有権争議と補償、選挙と国民

投票等）

● 審査・決定プロセス

　フィールドレベルで作成された国別予算書に基づき年

間事業予算計画書が作成され、年次総会で承認を受け

る。年次アピールに加えて、フィールドでの新たなニー

ズに対応した新規事業が本部の審査を受けて随時立案さ

れ、国連アピールへの参加、または個別ドナーとの協議

を経て、任意拠出金を受け次第実施される。

● 実施の仕組み

　フィールドレベルで作成された事業計画が本部に提出

された後、委員会、総会の決定を受け、年次アピールと

して発表され、ドナーの拠出等により資金のめどが付い

た事業が実施される。フィールドでの事業は現地政府や

地元NGO等との協力の下で実施される。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2015年のIOMの活動規模は約15億8,520万ドル、2016

年は約16億200万ドルとなっている。事務所数は400を

超えている（2016年現在）。
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● 2016年地域別実績
（単位：百万ドル、％）

地　域 金　額 構成比
アジア・オセアニア 271.2 18.1
アフリカ 388.5 26.0
中東・北アフリカ・欧州 306.0 20.5
中南米 193.4 12.9
中東 307.2 20.6
北米 24.7 1.6

合　計 1,491.0 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　2009年11月から1年間、最高意思決定機関である総会

の議長に北島信一ジュネーブ国際機関日本政府代表部大

使（当時）が就任し、IOMの意思決定に積極的に関与し

た。

● 邦人職員

　2016年末現在、IOMの全職員数約10,000名（うち国

際専門職以上は1,193名）のうち、邦人職員は37名（う

ちJPO5名を含む国際専門職以上は31名）である。

● 日本の財政負担

　日本は、積極的に資金援助を行っている。加盟国に義

務的に課される分担金については約547万ドル（2016年）

で世界2位。また、任意の拠出金は、2014年は約3,565

万ドル、2015年は約4,396万ドル、2016年は約5,464万

ドルである（いずれも送金ベース）。

● 主要拠出国・機関一覧（任意拠出金〈民間援助含む〉）
（交換公文ベース、単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国　名 拠出額 拠出率 国　名 拠出額 拠出率

 1 米国 419.5 33.2 米国 533.6 34.0
 2 ペルー 266.3 21.1 英国 77.4 4.9
 3 オーストラリア 66.3 5.2 カナダ 76.4 4.8
 4 英国 58.1 4.6 ドイツ 74.5 4.8
 5 カナダ 55.7 4.4 オーストラリア 71.0 4.5
 6 日本 43.9 3.4 日本 54.6 3.5
 7 オランダ 28.1 2.2 スウェーデン 44.2 2.8
 8 ノルウェー 24.3 1.9 ペルー 36.5 2.3
 9 コロンビア 21.2 1.6 オランダ 28.6 1.8
10 スウェーデン 11.0 0.8 コロンビア 23.0 1.5

合　計 1,262 100 合　計 1,165 100

出典：IOM統計（暦年）
（注）
・合計は、その他の拠出国・機関を含む。

5．より詳細な情報
● ウェブサイト

・国際移住機関（IOM）本部：

　http://www.iom.int/（英語）

・国際移住機関（IOM）駐日事務所：

　http://www.iomjapan.org（日本語）

�  国連プロジェクト・サービス機関 
（UNOPS：United Nations Office for Project Services）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1995年1月1日より独立した国連機関として業務を開

始。デンマークのコペンハーゲンに本部があり、事務局

長が代表を務める。

● 経緯・目的

　1974年、国連開発計画（UNDP）の中の一部局（Office�

for�Project�Services）として設立。1994年9月、第48回

国連総会は、経済社会理事会の勧告を受け、また、国連

開発計画（UNDP）執行理事会の決定に従い、UNDP内

の一部局（プロジェクト実施部門）であったプロジェク

ト・サービス部（OPS）のUNDPからの分離・独立を決

定した（決議第501号）。同決議に基づき、1995年1月1

日、国際連合プロジェクト・サービス機関（UNOPS）

として発足。21か国に国事務所、東京やブリュッセル

を含む8か所に連携事務所を有する。UNOPSは、平和構

築、人道支援、開発分野等におけるインフラ整備、調

達、プロジェクトの実施管理等を行うことを目的として

いる。

2．事業の仕組み
● 概　要

　他の国連機関や国際金融機関、各国政府等などの委託

を受けて、平和構築、人道支援、開発分野等におけるプ

ロジェクトの実施管理、調達、インフラ整備・構築を

行っている。委託元の要望に合わせて、プロジェクトの
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実施戦略や行動計画の策定から、実施、進歩状況のモニ

タリング、プロジェクト評価までの総合管理に加え、専

門家の選定・派遣や各種研修事業の企画運営、物資の調

達、業務委託事業なども手掛けている。UNOPSは、国

連機関の中で唯一独立採算制を取っており、サービスを

提供することにより得られる報酬でその運営をまかなっ

ている。そのため、国連の追求する人道的・開発的目標

に沿いつつも、費用効果の高いサービスの提供が可能と

なっている。

● 審査・決定プロセス

　UNOPSは経済社会理事会および国連総会の管轄下に

ある国連組織であり、UNOPSの運営については、国連

開発計画（UNDP）および国連人道基金（UNFPA）も管

轄するUNDP/UNFPA/UNOPS執行理事会において審議さ

れる。UNOPSの事務局長は、UNDP/UNFPA/UNOPS執

行理事会ならびに国連事務総長に対して報告する。

● 決定後の案件実施の仕組み

　事業は基本的にUNOPSが自ら実施する。実施におい

ては、被援助国政府、自治体、住民組織、他の国際機関

やNGO等と連携して行っている。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2015年、UNOPSは80か国以上の国において1,000件以

上の平和構築・人道支援・開発支援事業を実施し、その

事業総額は約14億ドル。主な事業として、ミャンマー

における保健セクター支援のほか、アフリカおよび中東

地域における人道支援を実施した。成果の例として、合

計2,572キロメートルの道路、46の学校、25の病院、2

つの滑走路および2つの港を建設した。また、2015年中

にUNOPSが実施した事業のうち29パーセントが現地に

おける雇用機会の創出にも寄与し、合計で220万日相当

の賃金雇用を生み出した。調達分野では、約39,000台の

機械設備、6,200台の車両、4,000万個の医療機材、2億

4,000万個の薬品等、約7億ドル相当の物資とサービスを

調達した。

● 地域別実績

　2015年の地域別事業実績は、執行額ベースで以下の

とおり。

（単位：百万ドル）

地　域 金　額
アジア 534.8
アフリカ 426.4
ラテンアメリカ・カリブ地域 199.9
ヨーロッパ 156.7
オセアニア地域 22.4
グローバル 93.1

合　計 1,410.9

（出典：UNOPS提出資料）
（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

● 分野別実績

　2015年の分野別事業実績は、執行額ベースで以下の

とおり。
（単位：百万ドル）

分　野 2015年 割合（％）
インフラ整備 315.5 23％
調達 485.8 34％
プロジェクト管理 609.6 43％

合　計 1,410.9 100％

（出典：UNOPS�Sustainability�report�2015およびUNOPS提出資料）
（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、UNOPSの政策および活動方針を決定する最

高意思決定機関である執行理事会の理事国として

UNOPSの意思決定に積極的に関与している。

● 邦人職員

　2016年12月31日現在、UNOPSの職員数3,964人（う

ち専門職以上は1,284人）のうち、邦人職員は12名（全

員が専門職以上）である。（注：UNOPSは事業の実施に

特化した機関であるため、プロジェクト付きの国際コン

サルタント〈ICA〉を専門職として常時多数雇用してお

り、前述の数字はICAを含む。）

● 日本の財政負担

　UNOPSは独立採算制により組織運営をしているため

コア予算を持たず、日本は主に補正予算による拠出を

行っている。平成27年度（2015年度）の中東・北アフ

リカ・サブサハラ・欧州向け補正予算により約3,000万

ドル（約33億円）を拠出し、アフガニスタン、イラク、

ウクライナ、スーダン、ソマリア、マリ、南スーダンお

よびヨルダンにおいて緊急人道支援を実施した。平成
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28年度（2016年度）には、中東・北フリカ・サブサハ

ラ・欧州向け補正予算により、約2,000万ドル（約24億

円）を拠出し、イラク、ウクライナ、シリア、スーダ

ン、ソマリア、マリ、南スーダンおよびヨルダンにおい

て緊急人道支援を実施した。

● 主要ドナー国一覧（暦年・執行ベース）
（単位：百万ドル、％）

順
位

2014年 2015年
国　名 拠出額 拠出率 国　名 拠出額 拠出率

 1 米国 47.2 14.7 米国 53.3 15.2
 2 ペルー 46.8 14.5 ホンジュラス 33.5 9.6
 3 カナダ 29.7 9.2 英国 31.3 8.9
 4 エチオピア 28.8 8.9 日本 28.7 8.2
 5 日本 18.0 5.6 エチオピア 25.7 7.4
 6 英国 16.7 5.2 ペルー 18.9 5.4
 7 イタリア 14.0 4.4 イタリア 16.0 4.6
 8 スウェーデン 13.5 4.2 カナダ 16.0 4.6
 9 ホンジュラス 13.4 4.2 ウルグアイ 11.0 3.2
10 ウルグアイ 10.7 3.3 ノルウェー 10.7 3.1

合　計 322.0 100 合　計 350.3 100

（出典：UNOPS 2016 Annual report of the Executive Directorおよび
UNOPS提出資料 ）

（注）
・ 合計は、他機関からの拠出を除いたドナー国によるノンコア拠

出の合計額。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・�UNOPSが毎年執行理事会に提出する年次報告書は下

記のリンクから入手可能

　�https://www.unops.org/english/About/Executive-

board/Pages/Executive-board-reports.aspx

・�毎年の活動の概要をまとめた年次パンフレット

（Annual�Brochure）は下記のリンクから入手可能

　�https://www.unops.org/english/News/Publications/

Pages/Annual-brochures.aspx

● ウェブサイト

・国連プロジェクトサービス機関（UNOPS）：

　https://www.unops.org/
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2 国際開発金融機関

① �世界銀行（国際復興開発銀行〈IBRD：International�Bank�for�
Reconstruction�and�Development〉および国際開発協会〈IDA：
International�Development�Association〉）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　国際復興開発銀行（IBRD）は、1946年6月に業務を開

始。日本は1952年に加盟。国際開発協会（IDA）は、

1960年9月に設立され、日本は同年12月から加盟してい

る。本部は両機関とも米国のワシントンD.C.にあり、総

裁（世界銀行グループ5社の総裁を兼任）が代表を務め

ている。

● 経緯・目的

　IBRDは、第二次世界大戦後、ブレトン・ウッズ協定

の下で、国際通貨基金（IMF）とともに設立された。

IBRDの当初の目的は、戦争破壊からの復興と開発途上

国における生産設備および生産資源の開発であるが、最

近は、開発途上国の貧困緩和と持続的成長のための支援

を業務の目的としている。2017年6月末現在189か国が

加盟している。

　IDAは、IBRDが準商業ベースで貸付を行っているのに

対して、そうした条件で借入が困難な低所得国に対し

て、より緩和された条件で融資および贈与を行うことを

主たる業務としている。2017年6月末現在173か国が加

盟している。

● 開発協力に対する方針等

　IBRDは中所得国および信用力のある貧困国に対し、

融資、保証、および分析・助言サービスなどの非融資業

務を提供し、持続可能な開発を推進することで、これら

の国の貧困を削減することを目指している。

　IDAは、低所得国に対し、初等教育、基礎的保健医

療、清潔な水と衛生、農業、ビジネス環境の改善、イン

フラ、組織・制度の改革など、開発のための幅広い取組

を支援している。

2．事業の仕組み
● 概　要

　IBRDおよびIDAは、開発途上国の貧困削減に向けた努

力を支援することを目的とし、これらの国々における持

続的成長、人々の生活水準の向上に資するプロジェクト

やプログラムの実施に対して、主に貸出による支援を行

うとともに、専門的見地から政策アドバイスを行ってい

る。IBRDの事業資金は、市場からの資金調達等により

賄われており、例えば、2017世銀年度（2016年7月～

2017年6月）の中・長期の借入額は約554億ドルとなっ

ている。IDAの事業資金は、先進国を中心とした加盟国

からの出資金、IBRDの純益移転等により賄われており、

おおむね3年に1度、出資国による増資交渉が行われる。

● 審査・決定プロセス

　IBRD・IDAは、各国のマクロ経済調査、セクター調査

等の各種調査を行い、その国の開発課題に対する世銀の

分析である体系的国別診断（SCD）を作成した後、同国

政府機関および他の援助機関と協議の上で国別パート

ナーシップフレームワーク（CPF）を策定し、支援の重

点方針、援助すべきプログラム案を決定する。その後、

支援戦略との整合性、貧困緩和・経済発展への貢献度、

周辺環境への影響等を勘案し、借入国政府や他の援助機

関との対話を行いつつ具体的な支援プロジェクト・プロ

グラムを決定している。

● 決定後の案件実施の仕組み

　案件の実施は、借入国自身が行っており、IBRD・IDA

はこれら事業が円滑に実施されるようモニタリングを

行っている。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2017世銀年度（2016年7月～2017年6月）の貸付・融

資承認総額は、IBRDが約226億ドル、IDAが約195億ド

ルとなっている。

● 地域別・分野別実績

　IBRD・IDAの地域別・分野別の貸付・融資承認実績は

以下のとおり。
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　2017世銀年度のデータ：

地域別実績 （単位：億ドル）

地　域 IBRD IDA
東アジア・大洋州 44.0 27.0
南アジア 22.3 38.3
サブサハラ・アフリカ 11.6 106.8
中東・北アフリカ 48.7 10.1
中南米・カリブ諸国 53.7 5.0
欧州・中央アジア 45.7 7.4

合　計 226.1 194.6

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

分野別実績 （単位：億ドル）

分　野 IBRD・IDA
法務・司法・行政 67.1
金融 31.1
運輸 58.2
保健、社会保障 51.3
エネルギー・鉱業 63.3
産業・貿易 42.4
教育 28.5
農業・漁業・林業 27.8
上下水・治水 41.0
情報・通信 10.2

合　計 420.9

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　最高意思決定機関は、各加盟国の総務により構成され

る総務会であり、日本は財務大臣が総務に任命されてい

る。また、貸付・融資の承認等の日常業務の意思決定は

2017年6月末現在、25名の理事（任命理事6名、選任理

事19名）から成る理事会で行われており、日本からは

任命理事として単独で理事が選出されている。

● 邦人職員

　2017年6月末現在、IBRD･IDAの専門職員・任期付職員

4,519名のうち日本人職員数は137名である。

● 日本の財政負担

　IBRD資本金約2,784億ドル（授権資本ベース）のう

ち、日本の出資額は約200億ドル（出資率約7.2％）であ

り加盟国中第2位。また、IDAの資本金約2,459億ドルの

うち日本の出資額は約436億ドル（出資率約17.7％）で

あり、加盟国中第2位である。

※�IBRD・IDAともに、2017年6月末の最新の年次報告書

に基づいたもの。

● 主要出資国一覧

　IBRD
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国　名 出資額 出資率 国　名 出資額 出資率

 1 米国 46,384 16.7 米国 46,384 16.7
 2 日本 19,958 7.2 日本 19,958 7.2
 3 中国 12,859 4.6 中国 12,859 4.6
 4 ドイツ 11,650 4.2 ドイツ 11,650 4.2
 5 フランス 10,906 3.9 フランス 10,906 3.9
 5 英国 10,906 3.9 英国 10,906 3.9
 7 インド 8,435 3.0 インド 8,435 3.0
 8 ロシア 8,023 2.9 ロシア 8,023 2.9
 9 サウジアラビア 8,023 2.9 サウジアラビア 8,023 2.9
10 カナダ 7,040 2.5 カナダ 7,040 2.5
合　計 278,377 100 合　計 278,377 100

出典：世界銀行「年次報告（2016・2017）」
（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・合計は、その他の出資国を含む。
・これまでの出資額の累計（コミットメントベース）を示す。

　IDA
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国　名 出資額 出資率 国　名 出資額 出資率

 1 米国 50,411 20.5 米国 50,411 20.5
 2 日本 44,064 18.0 日本 43,620 17.7
 3 英国 28,484 11.6 英国 28,277 11.5
 4 ドイツ 25,579 10.4 ドイツ 25,586 10.4
 5 フランス 17,258 7.0 フランス 17,290 7.0
 6 カナダ 11,079 4.5 カナダ 11,073 4.5
 7 イタリア 9,252 3.8 イタリア 9,931 4.0
 8 オランダ 8,745 3.6 オランダ 8,823 3.6
 9 スウェーデン 7,949 3.2 スウェーデン 8,038 3.3
10 スイス 5,024 2.0 スイス 5,128 2.1
合　計 245,430 100 合　計 245,930 100

出典：世界銀行「年次報告（2016・2017）」
（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・合計は、その他の出資額を含む。
・これまでの出資額の累計（コミットメントベース）を示す。

● 主な使途を明示した信託基金への拠出、活用状況

⑴　開発政策・人材育成基金

　�（PHRD�Fund：Policy�and�Human�Resources�Develop-

ment�Fund）

　2016年度拠出　約98億円

　使途：�PHRD基金への資金拠出は、途上国における開

発政策の策定・実施と人材育成、世界銀行グ
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ループへの日本人職員派遣、および日本と世界

銀行グループのパートナーシップ強化等を通じ

て、途上国の持続的発展の促進、国際機関にお

ける日本のプレゼンス向上、および日本の知見

の世界銀行の援助方針への反映を目的とするも

の。

⑵　日本社会開発基金

　（JSDF：Japan�Social�Development�Fund）

　2016年度拠出　約29億円

　使途：�JSDFへの資金拠出は、途上国の貧困層・社会

的弱者に対する直接的支援や、その担い手とな

るNGO等に対する能力強化を通じて、途上国

の社会開発･貧困削減の促進を目的とするもの。

5．より詳細な情報
● 書籍等

　「年次報告」

　1年間の開発途上国援助活動を地域別・課題別にとり

まとめているほか、各地域への貸付･融資等データを分

野別に掲載している。例年10月ごろに発行されており、

世界銀行東京事務所にて入手が可能である。また、ウェ

ブサイトにも掲載されている。

● ウェブサイト

・世界銀行（IBRD、IDA）本部：

　http://www.worldbank.org�

・世界銀行（IBRD、IDA）東京事務所：

　http://www.worldbank.org/ja/country/japan

② 国際通貨基金（IMF：International�Monetary�Fund）

1．設立・経緯・目的
● 設立

　国際通貨基金（IMF）は、1944年7月、米国のブレト

ン・ウッズにおいて開催された連合国通貨金融会議にお

いて調印された国際通貨基金協定（1945年12月発効）

に基づき、1946年3月から業務を開始している。日本は

1952年に加盟している。本部は米国のワシントンD.C.に

あり、専務理事が代表を務める。

● 経緯・目的

　IMFの目的は、国際通貨協力の促進、国際貿易の拡大

とバランスの取れた成長の促進、為替安定の促進、多国

間決済システム確立の支援、および国際収支上困難に

陥っている加盟国への一般資金の提供である（協定第1

条）。

　2017年6月末現在の加盟国数は189か国である。

2．事業の仕組み
● 概　要

　具体的活動としては、①国際収支危機を未然に防ぐた

めに行う、加盟国のマクロ経済・為替政策や世界全体・

各地域の経済・金融情勢等に関するサーベイランス（監

視）、②加盟国の国際収支調整および経済構造調整のた

めの融資、③加盟国財政金融制度の整備や統計作成のた

めの技術支援等が挙げられる。

● IMFによる国際収支支援の標準的な審査・決定プロセス

　被支援国が、IMFと協議しつつ経済調整プログラムを

策定し、理事会においてこのプログラムおよび融資の内

容を審査の上、承認がなされる。

● 決定後の案件実施の仕組み

　原則として、承認と同時に一定額が引き出し可能とな

り、その後は、IMFが被支援国のプログラム履行状況を

定期的に審査し、その結果に応じて資金が引き出し可能

となる。

3．最近の活動内容
● 概　要

　アジア通貨危機や2008年秋以降の金融経済危機を踏

まえ、グローバル化に伴う環境の変化に対応するため

に、国際通貨システムを強化する種々の取組を行ってい

る。特に2008年以降、危機に陥った各国に多額の資金

支援が実施されただけではなく、危機予防の観点から

IMFの融資制度の改革が行われ、政策運営の健全な加盟

国に対しては引き出しに際しての条件を課すことなく一

度に多額の資金を支援できる制度が整えられた。また、

2010年末に決定された包括的なIMF改革の中で、資金基

盤を強化するためにクォータ（出資割当額）を倍増させ

ることに加盟各国が合意した。さらに、欧州債務問題等

に対応するため、2012年4月に日本が非ユーロ圏の国と

して先陣を切って600億ドルの資金貢献を表明したが、

その後各国からの貢献表明もあり、6月のG20ロスカボ

ス・サミットにおいて4,500億ドルを上回る規模のIMF

資金基盤強化が合意された。

　IMFの機能強化については、貿易・金融相互の関係の

深まりや、国境を越えた波及効果の拡大などの世界経済
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の発展と変容に対応するため、サーベイランスの強化を

図るための新たな指針「統合サーベイランス決定」が

2012年に採択された。

　組織のあり方については、IMFにおける新興国・途上

国の発言権を強化するため、2010年に合意された改革

において、出資割合の6％以上を経済成長の著しい新興

国･途上国に移転すること、全理事を選任制とすること

などが合意された。この2010年改革は、米国において

議会承認が得られず、発効要件が満たされない状況が続

いていたものの、2016年1月に米国が批准通知を行い、

約5年越しに発効に至った。

　低所得国に対しては、譲許的な条件による融資（PRGT

融資）を実施している。世界金融危機を受けて低所得国

向け融資制度改革が行われ、利用限度額の倍増、譲許性

の拡大、従来の中長期的な国際収支問題への支援制度に

加え、短期的な問題を支援する制度の創設等が行われ

た。

● 地域別実績

①IMF通常融資（一般資金の引き出し）
（単位：百万SDR）

地　域
2015年 2016年

国　数 金　額 国　数 金　額
アジア 1 9 1 240
中東・北アフリカ 4 2,972 5 3,952
サブサハラ・アフリカ 1 3 1 46
欧州 5 5,166 7 1,070
西半球 1 113 3 405
合　計 12 8,263 17 5,713

出典：IMFウェブサイト
（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

②PRGT（貧困削減・成長トラスト）融資
（単位：百万SDR）

地　域
2015年 2016年

国　数 金　額 国　数 金　額
アジア 5 246 5 246
中東・北アフリカ 0 0 0 0
サブサハラ・アフリカ 17 712 17 712
欧州 0 0 0 0
西半球 3 17 3 17
合　計 25 975 25 975

出典：IMFウェブサイト
（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　IMFは各加盟国の総務（代表）により構成される総務

会（年1回開催、2012年は東京にて開催）を最高意思決

定機関とし、日本は財務大臣が総務に任命されている。

総務会に対しては、国際通貨金融委員会（日本総務を含

む24名がメンバー、年2回開催）が勧告・報告を行って

いる。なお、日常業務の決定（融資の承認等）は24名

の理事から成る理事会で行われている。

　日本はIMFに加盟した1952年以降現在まで理事国を務

めている（1970年以降は任命理事となっている）。

● 邦人職員

　IMFのスタッフは、各国理事室職員を除いて2016年4

月30日現在2,680名（マネジメント5名、専門職2,226

名、補助職449名）となっている。マネジメントおよび

専門職2,231名のうち邦人職員は55名。主な邦人幹部職

員では、古澤満宏氏が副専務理事を務めている。

● 日本からの出資

　2017年6月末現在、日本の出資額は308億2,050万SDR、

出資率は約6.48％であり、米国に次いで加盟国中単独第

2位。

● 主要出資国一覧
（単位：百万SDR、％）

順
位

2015年 2016年
国　名 出資額 出資率 国　名 出資額 出資率

 1 米国 42,122 17.7 米国 82,994 17.5
 2 日本 15,629 6.6 日本 30,821 6.5
 3 ドイツ 14,566 6.1 中国 30,483 6.4
 4 フランス 10,739 4.5 ドイツ 26,634 5.6
 5 英国 10,739 4.5 フランス 20,155 4.2
 6 中国 9,526 4.0 英国 20,155 4.2
 7 イタリア 7,882 3.3 イタリア 15,070 3.2
 8 サウジアラビア 6,986 2.9 インド 13,114 2.8
 9 カナダ 6,369 2.7 ロシア 12,904 2.7
10 ロシア 5,945 2.5 ブラジル 11,042 2.3
合　計 245,977 100 合　計 475,473 100

出典：IMFウェブサイト
（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・合計は、その他の出資国を含む。

● 主な使途を明示した特定信託基金への拠出、活用状況

　IMFの特定活動に係る日本管理勘定（Japan�Subac-

count�for�Selected�Fund�Activities）

　2015年度拠出　約35.1億円

　2016年度拠出　約28.7億円
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　使途：�技術支援（金融セクター改革、統計整備、税制

改革等に関する専門家の派遣・セミナーの実

施）および奨学金制度（アジア・太平洋の開発

途上国の人材育成等）への支援。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・「Annual�Report�of�the�Executive�Board」

　IMFの年次報告。例年総会の開催される秋ごろに発行。

● ウェブサイト

・国際通貨基金（IMF）本部：http://www.imf.org

・国際通貨基金（IMF）アジア太平洋地域事務所：

　http://www.imf.org/external/oap/jpn/indexj.htm

③ アジア開発銀行（ADB：Asian�Development�Bank）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1963年に開催された第1回アジア経済協力閣僚会議に

おいて、アジア開発銀行（ADB）の設立が決議され、

1966年に発足。日本は設立準備段階より参画しており、

原加盟国である。本部はフィリピンのマニラにあり、総

裁が代表を務める。

● 経緯・目的

　ADBは、国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP、

旧称ECAFE）の発案により、アジア・太平洋地域におけ

る経済成長および経済協力を助長し、地域内の開発途上

国の経済開発に貢献することを目的として設立された。

2016年12月末現在、67の国および地域が加盟してお

り、日本を含む域内加盟国は48か国、域外加盟国数（米

国、欧州等）は19か国となっている。歴代総裁はすべ

て日本人であり、2016年12月現在の総裁（第9代目）は

中尾武彦氏である。

● 開発協力に対する方針等

　ADBは世界最大の貧困人口を抱えるアジア・太平洋地

域の貧困削減を図り、平等な経済成長を実現することを

最重要課題として取り組んでいる。また、アジアの途上

国における持続的成長のために必要な投資の促進、省エ

ネルギー等の促進の取組を支援している。日本は設立以

来、ADBへの最大の出資国として貢献している。

2．事業の仕組み
● 概　要

　ADBの主な機能は、①開発途上加盟国に対する融資

等、②開発プロジェクト・プログラムの準備・執行のた

めの技術支援および助言、③開発目的のための公的・民

間支援の促進、等である。

　なお、ADBは、中所得国に対しては準市場金利による

融資、低所得国に対しては緩和された条件での融資や、

贈与を行っている。

● 審査・決定・実施のプロセス

　ADBが融資借入国との協議の上、プロジェクト・プロ

グラムを策定し、理事会において審査、決定がなされ

る。

● 決定後の案件実施の仕組み 

　ADBが事業を実施している。

3．最近の活動内容
● 概　要

　ADBは、2008年から2020年までのADBの長期的な戦

略目標を定めた「Strategy2020（2008年4月策定）」に

おいて、アジア・太平洋地域の貧困削減を最重要目標に

設定し、包括的経済成長、環境面で持続可能な成長、地

域統合を中心戦略として掲げている。2015年の融資承

認額は、準市場金利による融資が129億ドル、緩和され

た条件による融資が25億ドル、2016年はそれぞれ138億

ドル、26億ドルとなっている。

　分野別実績は以下のとおり。
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（単位：百万ドル、％）

2015年 2016年
部　門 金額 構成比 部　門 金額 構成比

エネルギー 5,004 32.4 運輸・情報通信技術 3,794 23.2
運輸・情報通信技術 2,787 18.0 エネルギー 3,791 23.2
金融 2,294 14.8 公共政策 2,234 13.7
上水道・都市インフラ 1,810 11.7 金融 1,778 10.9
公共政策 1,552 10.0 上水道・都市インフラ 1,578 9.6
農業・天然資源 1,001 6.5 農業・天然資源 1,089 6.7
教育 670 4.3 工業・貿易 1,027 6.3
保健・社会保障 323 2.1 教育 895 5.5
工業・貿易 15 0.1 保健・社会保障 167 1.0
マルチセクター 0 0 マルチセクター 0 0
合　計 15,454 100 合　計 16,353 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

　国別実績は以下のとおり（上位10か国）。
（単位：百万ドル、％）

2015年 2016年
国　名 金額 構成比 国　名 金額 構成比

インド 2,571 16.6 インド 3,053 18.7
中国 2,054 13.3 中国 2,105 12.9
パキスタン 1,766 11.4 インドネシア 1,727 10.6
インドネシア 1,375 8.9 パキスタン 1,553 9.5
バングラデシュ 1,185 7.7 アゼルバイジャン 1,325 8.1
カザフスタン 1,098 7.1 バングラデシュ 1,119 6.8
ベトナム 1,027 6.6 フィリピン 833 5.1
ウズベキスタン 781 5.1 ベトナム 773 4.7
フィリピン 661 4.3 スリランカ 699 4.3
スリランカ 533 3.4 ウズベキスタン 573 3.5
その他 2,403 15.6 その他 2,593 15.8
合　計 15,454 100 合　計 16,353 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　最高意思決定機関は、各加盟国の総務により構成され

る総務会であり、日本は財務大臣が総務に任命されてい

る。また、融資の承認等日常業務の意思決定は12名の

理事（域内国8名、域外国4名）から成る理事会で行わ

れており、日本からは単独で理事が選出されている。

● 邦人職員

　専門職員1,086名のうち、日本人職員は150名（2016

年12月末現在）で、最多人数。

● 日本の財政負担

　融資財源（通常資本財源：OCR）のうち、日本の出資

割合は15.6％であり、加盟国中第1位。2016年12月末現

在、1,427億ドルのうち、日本の出資額は223億ドル。

このうち、実際の払込額は約5％。また、贈与財源（ア

ジア開発基金：ADF）317億ドルのうち、日本の拠出額

は120億ドル（拠出率37.7％）であり、加盟国中第1位。

※2016年12月末の最新の年次報告書に基づいたもの。

● 主要出資国一覧（2016年末時点）
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国　名 出資額 出資率 国　名 出資額 出資率

 1 日本 22,975 15.6 日本 22,271 15.6
 2 米国 22,814 15.5 米国 22,271 15.6
 3 中国 9,486 6.5 中国 9,195 6.4
 4 インド 9,320 6.3 インド 9,034 6.3
 5 オーストラリア 8,518 5.8 オーストラリア 8,257 5.8
 6 インドネシア 8,017 5.5 インドネシア 7,772 5.4
 7 カナダ 7,701 5.2 カナダ 7,465 5.2
 8 韓国 7,416 5.0 韓国 7,189 5.0
 9 ドイツ 6,369 4.3 ドイツ 6,173 4.3
10 マレーシア 4,009 2.7 マレーシア 3,886 2.7
合　計 147,052 100 合　計 142,699 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・合計は、その他の出資国を含む。
・これまでの出資額の累計（コミットメントベース）を示す。

● 主な使途を明示した信託基金への拠出、活用状況

・貧困削減日本基金

　（JFPR：Japan�Fund�for�Poverty�Reduction）

　2016年度拠出：約65億円

　使途：�ADBの加盟途上国における開発プロジェクト、

プログラムの策定・実施の促進等に必要な技術

支援、小規模な貧困削減プロジェクト等の支援

などを実施。�

5．より詳細な情報
● 書籍等

・年次報告

　�1年間の開発途上国援助活動を国別・課題別にとりま

とめているほか、域内開発途上国のデータを掲載して

いる。例年5月に発行されており、ADB駐日事務所に

て入手可能。また、ウェブサイトにも掲載されてい

る。

　アジア開発銀行（ADB）本部：http://www.adb.org
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④ アフリカ開発銀行（AfDB：African�Development�Bank）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　アフリカ開発銀行（AfDB）は1964年にアフリカ諸国

のみにより設立された。その後、域外の国への開放を受

け、日本は1983年に加盟した。本部はコートジボワー

ルのアビジャン（2003年以来、チュニジア・チュニス

に暫定的に移転していたが、2014年夏、アビジャンに

復帰）にあり、総裁が代表を務める。

　一方、アフリカ開発基金（AfDF）は1973年に設立さ

れ、日本は原加盟国である。

● 経緯・目的

　AfDBは、アフリカ地域の開発途上国の経済的・社会

的開発を促進することを目的として設立された。2016

年12月末現在で80か国が加盟している。アフリカの全

54か国、また域外から26か国が加盟している。

　AfDFは、IBRDに対するIDAに相当しており、AfDBが

準商業ベースで貸付を行っているのに対し、AfDFはそ

うした条件での借入が困難な国に対して、より緩和され

た条件で融資を行うとともに、債務が持続可能でないと

認められる国に対しては、無償資金による協力を行って

いる。2016年12月末現在、30か国（域外国27か国、域

内国3か国）およびAfDBが出資している。

2．事業の仕組み
● 概　要

　主な機能は、①域内加盟国に対する資金の貸付、②開

発プロジェクト・プログラムの準備・執行のための技術

支援および助言業務等である。

　AfDBは、各種格付会社から最高の格付（AAA）を受

けた機関として、先進国政府および世界銀行等類似の国

際開発金融機関とほぼ同一の条件で国際資本市場から資

金を調達し、域内加盟国に転貸している。これに対して

AfDFは、ドナーによる出資金および貸付先国からの元

利返済金等を使って、緩和された条件で融資業務および

贈与を行っている。

● 審査・決定プロセス

　借入国と協議の上、プロジェクト・プログラムを策定

し、理事会において審査・決定がなされる。

● 決定後の案件実施の仕組み

　借入国が案件を実施し、AfDB（AfDF）はモニタリン

グを行っている。

3．最近の活動内容
● 概　要

　AfDBはアフリカ諸国の成長の質の改善のために「イ

ンクルーシブな成長」と「グリーン成長への移行」の2

つの目標を柱とした長期戦略（2013－2022年）を策定

し、戦略の実施にあたり、エネルギー、農業、工業化、

地域統合および生活の質の向上の5つからなる「ハイ・

ファイブ（High5s）」を重点分野として掲げている。

2015年の融資等総額は承認ベースで、AfDBが52.1億ド

ル、AfDFが20.3億ドル、2016年はAfDBが80.4億ドル、

AfDFが18.8億ドルである。

　なお、主な部門別の融資等承認額は以下のとおり

（AfDB、AfDFの合計）。
（単位：百万ドル、％）

2015年 2016年
部　門 金額 構成比 部　門 金額 構成比

運輸 2,195.2 30.2 金融 2,159.1 21.7
エネルギー 1,165.4 16.1 マルチセクター 1,697.3 17.1
マルチセクター 955.1 13.2 エネルギー 1,635.5 16.4
金融 891.2 12.3 水・衛生 180.2 13.9
社会セクター 821.0 11.3 運輸 1,367.4 13.8
合　計 7,258.1 100 合　計 9,951.6 100.0

（注）
・ナイジェリア信託基金（NTF）分を含む。
・合計は、その他の部門を含む。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

　上位国別融資等承諾額は以下のとおり（AfDB、AfDF

の合計）。
（単位：百万ドル、％）

2015年 2016年
国　名 金額 構成比 国　名 金額 構成比

タンザニア 675.8 9.3 ナイジェリア 1,698.1 17.1
エジプト 656.8 9.0 アルジェリア 964.5 9.7
アンゴラ 534.4 7.4 ケニア 811.3 8.2
チュニジア 414.7 5.7 チュニジア 676.4 6.8
南アフリカ 380.4 5.2 モロッコ 572.6 5.8
合　計 7,258.1 100 合　計 9,951.6 100

（注）
・ナイジェリア信託基金（NTF）分を含む。
・合計は、その他の国を含む。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　最高意思決定機関は、各加盟国の総務により構成され
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る総務会であり、日本は財務大臣が総務に任命されてい

る。また、AfDBにおける融資承認等の日常業務の意思

決定は20名の理事（域内13名、域外7名）から成る理事

会で行われており、日本からも常時、理事が選任されて

いる。

● 邦人職員

　専門職員1,240名のうち日本人職員10名（2016年12月

末現在）。

● 日本の財政負担

　AfDBの資本金900億ドル相当額のうち、日本の出資額

は48億ドル相当額（出資率5.5％）であり、域外国中第2

位。また、AfDFの資本金358億ドル相当額のうち、日本

の出資額は37億ドル相当額（出資率10.4％）であり、第

2位 で あ る。（ 原 公 表 金 額 単 位 はUA〈2016年1UA＝

1.34433ドル〉）

※�両機関とも、2016年12月末の最新の年次報告書に基

づいた累積額。

● 主な使途を明示した信託基金への拠出、活用状況

・アフリカ民間セクター支援基金

　2016年度拠出　約8.2億円

　使途：�アフリカの民間セクター開発に関する日本と

AfDBと の 共 同 イ ニ シ ア テ ィ ブ（EPSA�for�

Africa）の下、2006年にAfDB内に設置された

グラント支援基金。投資環境の構築、金融シス

テム強化、インフラの構築、中小零細企業開発

の促進、貿易の促進に係る技術支援を実施。�

・開発政策・人材育成基金

　2016年度拠出　約2.4億円

　使途：�AfDBグループの域内開発途上加盟国における

開発プロジェクトの策定・実施の促進に必要な

技術協力や人材育成等のために、AfDB内に設

置されたグラント支援基金。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・「年次報告」

　�1年間の業務内容を国別・課題別にとりまとめている

ほか、域内加盟国のデータを掲載している。例年、年

次総会に合わせて6月に発行され、ウェブサイトにも

掲載されている。

・「アフリカ開発報告（African�Development�Report）」

　�年次報告と対をなす文書であり、アフリカを取り巻く

様々な開発上の課題について、分析が行われている。

・「アフリカ経済見通し（African�Economic�Outlook）」

　�IMFのWorld�Economic�Outlookのアフリカ版として、

毎年、年次報告に合わせ、OECDと共同出版。

● ウェブサイト

・アフリカ開発銀行（AfDB、AfDF）本部：

　http://www.afdb.org

　�域内加盟国に対する支援活動に係る最新情報や職員の

募集情報、開発政策に係る各種詳細情報を提供してい

る。

・アフリカ開発銀行アジア代表事務所：

　http://afdb-org.jp/snar/（日本語）

⑤ 米州開発銀行（IDB：Inter-American�Development�Bank）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　米州開発銀行（IDB）は1959年に設立。本部は米国の

ワシントンD.C.にあり、総裁が代表を務める。日本は

1976年から他の域外国と共に加盟した。

● 経緯・目的

　中南米およびカリブ海諸国地域の開発途上国の経済

的・社会的開発を促進することを目的として設立され

た。2016年12月末現在48か国が加盟している。そのう

ち米州地域から28か国（26の中南米諸国と米国および

カナダ）、また域外のメンバー国として欧州、中東（イ

スラエル）、アジア（日本、韓国、中国）から20か国が

加盟している。

2．事業の仕組み
● 概　要

　主な機能は、①開発途上加盟国に対する資金の貸付、

②開発プロジェクト・プログラムの準備・執行のための

技術支援および助言業務等である。

　財源には、比較的所得の高い開発途上加盟国に準商業

ベースで貸付を行うのに使用される「通常資本（OC）」

と、低所得国向けに緩和された条件で貸付を行うのに使

用される「特別業務基金（FSO）」がある。※2017年1

月1日付で「特別業務基金（FSO）」の資産を「通常資本

（OC）」に移転。

● 審査・決定プロセス

　借入国と協議の上、プロジェクト・プログラムを策定
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し、理事会において審査・決定がなされる。

● 決定後の案件実施の仕組み

　借入国が案件を実施し、IDBはモニタリングを行って

いる。

3．最近の活動内容
● 概　要

　IDBグループの開発目標として、①貧困削減・格差是

正、②小国・脆弱国への対応、③民間部門を通じた開発

の促進、④気候変動・環境への対応、⑤地域統合の促

進、を掲げている。

　2015年の融資等承諾総額はOCが104億ドル、FSOが

2.8億ドル、2016年はOCが108億ドル、FSOが2.5億ドル

である。

　なお、分野別融資等承諾実績は以下のとおり（OC、

FSO他の合計／上位5部門）。
（単位：百万ドル、％）

2015年 2016年
部　門 金額 構成比 部　門 金額 構成比

金融市場 1,479 13.1 金融市場 1,650 14.5
エネルギー 1,422 12.6 行政改革 1,470 13.0
運輸 1,077 9.6 ソーシャルインベストメント 1,399 12.3
水・衛生 936 8.3 運輸 1,392 12.3
保健 915 8.1 水・衛生 837 7.3
合　計 11,264 100 合　計 11,346 100

（注）
・合計はその他の部門を含む。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

　国別融資等承諾額は以下のとおり（（OC、FSO他の合

計／上位5か国）。
（単位：百万ドル、％）

2015年 2016年
国　名 金額 構成比 国　名 金額 構成比

メキシコ 1,969 17.5 メキシコ 2,062 18.2
コロンビア 1,101 9.8 アルゼンチン 1,549 13.7
ウルグアイ 914 8.1 コロンビア 1,403 12.4
アルゼンチン 806 7.2 ブラジル 1,335 11.8
ペルー 715 6.3 パナマ 747 6.6
合　計 11,264 100 合　計 11,346 100

（注）
・合計はその他の国を含む。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　最高意思決定機関は、各加盟国の総務により構成され

る総務会であり、日本は財務大臣が総務に任命されてい

る。また、融資の承認等の日常業務の意思決定は14名

の理事（域内11名、域外3名）から成る理事会で行われ

ており、日本からも常時、理事が選任されている。

● 邦人職員

　専門職員1,666名のうち日本人職員19名（2016年12月

末現在）

● 日本の財政負担

　OC約1,709億ドルのうち、日本の出資額は約85.5億ド

ル（出資率約5.0％）であり、加盟国中第5位。また、

FSO約102億ドルのうち日本の拠出額は約6.2億ドル（拠

出率約6.1％）であり、加盟国中第2位である。

※�OCについては、第9次増資に係る手続きが各国とも完

了した場合のもの。FSOについては、2016年12月末

の最新の年次報告書に基づいたもの。

● 主な使途を明示した信託基金への拠出、活用状況

・日本特別基金

　2016年度拠出　約14.3億円

　使途：�IDB加盟途上国の政府部門の能力開発支援、質

の高いインフラ開発支援、零細企業支援、貧困

層に直接裨
ひ え き

益する地域コミュニティの能力強化

を実施。�

5．より詳細な情報
● 書籍等

・「年次報告」

　�1年間の開発途上国援助活動を国別・課題別にとりま

とめているほか、域内開発途上国のデータを掲載して

いる。例年4月に発行されており、IDB本部にて入手

が可能である。また、ウェブサイトにも掲載されてい

る。

● ウェブサイト

・米州開発銀行（IDB）本部：http://www.iadb.org

　�途上国支援活動にかかわる最新情報や職員の募集情

報、開発政策に係る各種詳細情報を提供している。

・IDBアジア事務所：�

　�http://www.iadb.org/en/asia-websiteasia-website/office-

asia-0
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⑥ �欧州復興開発銀行�
（EBRD：European�Bank�for�Reconstruction�and�Development）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　欧州復興開発銀行（EBRD）は、1991年に設立。本部

は英国のロンドンにあり、総裁が代表を務める。日本は

1991年の設立時に加盟している。

● 経緯・目的

　1989年のベルリンの壁崩壊等により加速化された、

中東欧諸国における民主主義、市場経済への移行を支援

する銀行の必要性が提唱されたことを受け設立された。

2016年12月末現在で65か国およびEU、欧州投資銀行

（EIB）が加盟。

2．事業の仕組み
● 概　要

　主な機能は、支援対象国のプロジェクトに対する融

資、出資、保証と、体制移行プロジェクト・プログラム

の準備・執行や、投資環境整備のための技術協力および

助言業務である。なお、投融資等の60％以上は民間部

門向けでなければならない。

　財源は、加盟国の出資金（払込資本）に加え、市場か

らの資金調達により賄われている。

● 審査・決定プロセス

　各国のマクロ経済調査、セクター調査、マーケット調

査等の各種調査を行った上で国別戦略を策定し、支援の

重点分野を決定する。その後、国別戦略との整合性、体

制移行への貢献度、周辺環境への影響等を勘案し、民間

事業者や他の投資家、受入国政府との対話を行いつつ、

プロジェクト・プログラムを策定し、理事会において審

査・決定がなされる。

● 決定後の案件実施の仕組み

　プロジェクトの実施は、支援の受入側が行っており、

EBRDはこれら事業が円滑に実施されるようモニタリン

グを行っている。

3．最近の活動内容
● 概　要

　EBRDの融資は市場金利ベースで実施されており、融

資等の承認額は2015年が93.8億ユーロ、2016年が93.9

億ユーロとなっている。分野別・国別の承認実績は以下

のとおり。

● 分野別実績
（単位：百万ユーロ、％）

2015年 2016年
分　野 金額 構成比 分　野 金額 構成比

金融 2,954 31.5 金融 3,059 32.6
エネルギー 2,558 27.3 企業 2,463 26.2
企業 2,105 22.4 エネルギー 2,152 22.9
インフラ 1,760 18.8 インフラ 1,715 18.3
合　計 9,378 100 合　計 9,390 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

● 国別実績
（単位：百万ユーロ、％）

2015年 2016年
国　名 金額 構成比 国　名 金額 構成比

トルコ 1,904 20.3 トルコ 1,925 20.5
ウクライナ 997 10.6 カザフスタン 1,051 11.2
エジプト 780 8.3 ポーランド 776 8.3
カザフスタン 709 7.6 エジプト 744 7.9
ポーランド 647 6.9 ブルガリア 621 6.6
合　計 9,378 100 合　計 9,390 100

（注）
・合計はその他の国・地域を含む。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　最高意思決定機関は、各加盟国の総務により構成され

る総務会であり、日本は財務大臣が総務に任命されてい

る。また、融資の承認等の日常業務の意思決定は23名

の理事（EU諸国から11名、中東欧等の受益国から4名、

その他の欧州の国から4名、および、欧州以外の国から

4名）から成る理事会で行われており、日本からは単独

で理事が選出されている。

● 邦人職員

　専門職員1,810名のうち日本人職員17名（2016年12月

末現在）。

● 日本の財政負担

　授権資本300億ユーロのうち、日本の出資額は約26億

ユーロ（出資率8.6％）であり、英国、ドイツ、フラン

ス、イタリアとならび、米国に次ぐシェア。

※�出資額および出資率は、2016年12月末の最新の年次

報告書に基づいたもの。
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● 主な使途を明示した信託基金への拠出、活用状況

　2016年度拠出　約1.9億円

　使途：�体制移行国の市場経済移行・民主化効果を向上

させるための技術協力や人材育成の実施。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・「年次報告」

　�例年5月に発行されており、その他刊行物もウェブサ

イトに掲載されている。

● ウェブサイト

・欧州復興開発銀行（EBRD）本部：

　http://www.ebrd.com
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3 その他の国際機関等

① �経済開発協力機構�
（OECD：Organisation�for�Economic�Co-operation�and�Development）

1．設立・経緯・目的
● 設立・経緯

　1948年、米国による戦後の欧州復興支援策であるマー

シャル・プランの受入れ体制を整備するため、欧州経済

協力機構（OEEC）がパリに設立された。その後、欧州

経済の復興に伴い、欧州と北米が対等のパートナーとし

て自由主義経済の発展のために協力を行う機構として

OEECは発展的に改組され、1961年に経済協力開発機構

（OECD：Organisation for Economic Co-operation and 

Development）が設立された。日本は1964年に加盟国

となった。

● 加盟国（以下の35か国）

・原加盟国：

　 オーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、ド

イツ、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、イタ

リア、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、ポル

トガル、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、

英国、米国、カナダ

・その後の加盟国：

　 日本（1964年）、フィンランド（1969年）、オースト

ラリア（1971年）、ニュージーランド（1973年）、メ

キシコ（1994年）、チェコ（1995年）、ハンガリー、

ポーランド、韓国（以上1996年）、スロバキア（2000

年）、チリ、スロベニア、イスラエル、エストニア

（以上2010年）、ラトビア（2016年）

● 目　的

　OECD設立条約は、①経済成長、②開発、③自由貿易

の拡大を三大目標に掲げている。

2．事業の仕組み
● 概　要

　OECDは、政治・軍事を除く経済・社会の極めて広範

な分野（マクロ経済、農業、産業、環境、科学技術な

ど）を扱う「世界最大のシンクタンク」として政策提言

を行っているほか、各種委員会・作業部会で行われる加

盟国間の議論を通じて、国際的な規範を形成している。

● 組織・構成

　OECDは、最高意思決定機関である理事会を含め、30

以上の「委員会」で構成されており、各委員会は加盟国

代表が出席（一部委員会には、非加盟国がオブザーバー

参加）している。また、委員会の下には、さらに「作業

部会」「グループ」等が置かれている。理事会には、閣

僚レベルの会合（閣僚理事会）と常駐代表レベルの会合

がある。理事会においては、下部機関であらかじめ検討

された政策的問題に関する決定等を行うことができる。

また、理事会での議論・決定等を行う前に主要な問題に

関する検討を行う場として執行委員会がある。

●  開 発 援 助 委 員 会（DAC：Development Assistance 

Committee）、開発センター（Development Centre）

　OECDの目的の一つである開発に係る機関として開発

援助委員会（DAC）とOECD開発センターがある。

⑴　開発援助委員会（DAC）

・設立の経緯

　 1960年1月、 米 国 の 提 唱 に よ り 開 発 援 助 グ ル ー プ

（DAG）の設立が決定され、第1回会合が3月ワシント

ンにおいて開催された。DAGの原加盟国は、米国、

英国、フランス、西ドイツ（当時）、イタリア、ベル

ギー、ポルトガル、カナダ、およびEC委員会で、日

本も直ちに招待され、日本はOECDに先立ちDAGに加

盟。DAGは、1961年9月のOECD発足に伴い、開発援

助委員会（DAC）に改組。

・目的

　 DACは、貧困層重視の経済成長、貧困削減および開発

途上国の生活水準の向上を含む持続可能な開発、なら

びにどの国も援助に頼らない未来に貢献するため、開

発協力と他の政策を促進することを目的としている

（2017年末時点）。

・構成

　 OECD加盟国（35か国）中のチリ、エストニア、イス

ラエル、メキシコ、トルコ、ラトビアを除く29か国

と欧州連合（EU）の合計30メンバーで構成されてい

る（2017年10月時点）。

・主な活動

①各国援助実績の公表

　各国のODA実績を取りまとめ、例年4月に前年の各国

実績を公表。そのほか、開発協力の国際的動向、ODA
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以外の資金の流れなどについても公表する。

②政策提言

　効果的な開発協力に係る政策につき議論し、提言等を

行う。

③開発協力相互レビュー（Peer Review）

　DACメンバー国の開発協力体制、政策、予算等につき

DACメンバー間で相互にレビューを行う。

⑵　開発センター（Development Centre）

・設立の経緯

　 1961年5月にケネディ米大統領（当時）が開発セン

ターの構想を提案したのが発端となり、開発問題の調

査を行う独立機関として1962年に設立された。

・目的

　① OECD加盟国と新興国および発展途上国が対等な立

場で、経済・社会開発政策の経験を共有できる

フォーラムとして、開発政策の議論に専門的知見を

提供する。

　② 政策決定者が、途上国および新興国経済における成

長を促し、生活水準を向上させるための政策的解決

策を見つける手助けを行う。

・構成

　 OECD諸国に加え、非OECD諸国も参加。2017年12月

時点で、日本を含め52か国（うち、非OECD加盟国は

25か国）が参加している。また、欧州連合（EU）も

開発センターの活動に関与している。日本は、開発セ

ンターに設立当時から参加していたが、同センターの

ガバナンス等の問題により、2000年に脱退した。し

かし、その後、同センターのガバナンスの改善に進展

が見られ、2016年6月1日付けで正式メンバーとして

復帰した。

・活動内容

　開発センターの主な活動分野は、以下のとおり。

　①包摂的な社会

　②競争力のある経済

　③開発に対する新たな展望

　④ 地 域 お よ び 国 家 レ ベ ル の 分 析、 多 面 的 国 別 レ

ビュー、国際経済フォーラムの開催

　 日本が復帰した後、アジア関連の活動強化に力を入れ

ており、2017年4月には、第1回アジア国際経済フォー

ラムを東京で開催した。

3．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、OECDの活動に積極的に参加し、財政的・人

的貢献を行っている。1978年および2014年の閣僚理事

会において、日本は議長国を務めた。

● 邦人職員

　OECDの全体の職員数1,781名のうち、専門職以上の邦

人職員は78名（2017年末）。OECD事務局のナンバー2の

ポストである事務次長も歴代輩出しており、現在は河野

正道事務次長等が活躍している。また、開発センターに

関しては、上田奈生子氏が開発センター次長（2016年

10月から）を務めている。

● 日本の財政負担

　日本は、OECDに対して積極的に財政的貢献を行って

おり、2016年はOECDのⅠ部予算（義務的拠出金）の

10.79％ に当たる2,087.3万ユーロ、2017年は9.43％に当

たる1,860万ユーロ（米国に次ぎ全加盟国中第2位）を負

担している。また、日本はドイツと並び、OECD開発セ

ンターにおいて分担金の最大拠出国となっている。

● 主要分担国一覧
（単位：千ユーロ、％）

順
位

2016年 2017年
国　名 分担額 分担率 国　名 分担額 分担率

 1 米国 40,494 20.93 米国 40,616 20.58
 2 日本 20,873 10.79 日本 18,600 9.43
 3 ドイツ 14,544 7.52 ドイツ 14,588 7.39
 4 フランス 10,624 5.49 英国 10,768 5.46
 5 英国 10,336 5.34 フランス 10,656 5.40
 6 イタリア 8,117 4.20 イタリア 8,142 4.13
 7 カナダ 7,436 3.84 カナダ 7,194 3.65
 8 オーストラリア 6,298 3.26 オーストラリア 6,103 3.09
 9 スペイン 5,848 3.02 韓国 6,067 3.07
10 メキシコ 5,359 2.77 スペイン 5,853 2.97

合　計 193,530 100 合　計 197,330 100

（注）
・合計は、その他の分担国・機関等を含む。

4．より詳細な情報
● 書籍等

・YEAR BOOK （OECD各年発行）

● ウェブサイト

・OECD：http://www.oecd.org/

・OECD日本政府代表部：

　http//www.oecd.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index.html

・OECD東京センター：http://www.oecd.org/tokyo/
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② �世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバルファンド）�
（The�Global�Fund�to�Fight�AIDS,�Tuberculosis�and�Malaria）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　2002年1月設立。本部はスイスのジュネーブにあり、

事務局長が代表を務める。

● 経緯・目的

　2000年に日本が議長国を務めた九州・沖縄サミット

で、サミット史上初めて感染症対策を主要議題の一つと

して取り上げたことが契機となり、感染症対策のための

基金設立構想が生まれた。この流れが2001年の国連エ

イズ特別総会、ジェノバ・サミットを経て、2002年1月

の世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバル

ファンド）設立につながったことから、日本はグローバ

ルファンドの「生みの親」と呼ばれる。

　グローバルファンドは、開発途上国等におけるHIV/エ

イズ、結核およびマラリアの三大感染症対策を資金支援

する基金として、スイス・ジュネーブにスイスの国内法

に基づき設立された。日本等が強調した新しい官民パー

トナーシップを基本理念とし、官民双方の関係者がプロ

ジェクト形成・申請、承認、実施に参画して、三大感染

症との闘いに努めている。その例として、グローバル

ファンド理事会におけるドナー国（援助国）および受益

国政府、国際関係諸機関、民間企業代表、民間財団、先

進国NGO、開発途上国NGO、感染者代表の協働が挙げ

られる。

2．事業の仕組み
● 概　要

　グローバルファンドは、三大感染症に対処するための

資金を集め、その資金を最も必要とする地域へ振り向け

るために設立された。その目的を効果的に果たすため、

政府や国際機関だけでなく、民間財団、企業等の民間セ

クター、NGOや感染症に苦しむコミュニティといった

市民社会が一体となってパートナーシップを組み、次の

基本原則にのっとって、開発途上国における三大感染症

の予防、治療、ケア･サポートのために資金支援を行っ

ている。 

・資金供与に特化し、技術面では他の機関と連携 

・事業の実施においては開発途上国の主体性を尊重

・ 予防、治療、ケアのバランスのとれた統合的アプロー

チを追求 

・迅速かつ革新的な支援決定プロセスの確立 

・運営の透明性と説明責任の確保 

　グローバルファンドでは、感染症に苦しむ国々が各国

の保健政策の実施に合わせてグローバルファンドから必

要な資金支援を受けられるよう、案件申請を随時受け付

けている。グローバルファンドの資金援助は保健、開発

等の専門家で構成される独立した審査機関（技術審査パ

ネル）を通じて技術的に有効な事業に向けられ、追加的

な資金の支払いは成果主義に基づいて行うなど、限られ

た資金を最大限に有効活用するため、結果を重視したも

のとなっている。

● 審査・決定プロセス

⑴ 　資金の支援を受ける開発途上国ごとに国別調整メカ

ニ ズ ム（Country Coordinating Mechanism） が 設 置

されている。このメカニズムは、政府、二国間・国際

援助機関、NGO、学界、民間企業および三大感染症

に苦しむ地域の人々等で構成されており、その国での

ニーズや援助の吸収能力などに基づいて支援案件が形

成される。

⑵ 　案件が事務局に提出されると、技術審査パネル

（Technical Review Panel）が独立した専門家の見地か

ら審査し、案件の承認を理事会に勧告する。

⑶ 　理事会による支援案件の承認を受けると、グローバ

ルファンドは各国に設置された国別調整メカニズムが

指定する資金受入責任機関（Principal Recipient）に

資金を送付する。このとき資金受入責任機関は事務局

と協議して、達成すべき事業目標を定めて3年間の資

金供与協定を取り決める。また、事務局は、事業運営

や資金使用が適切に行われているか確認する現地資金

機関（Local Fund Agent）を公募、契約する。成果主

義に基づいて資金支援を行うというグローバルファン

ドの方針により、資金受入責任機関は原則として半年

ごとに事業の進捗報告を行い、現地資金機関と事務局

の確認を受ける。目標達成に向けて明確な進捗が見ら

れる場合には、資金受入責任機関は期間中の資金の追

加的な支払いを要請することができる。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2001～2016年末までの官民ドナーによるグローバル
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ファンドへの総拠出額は約396億ドルであり、グローバ

ルファンドは150か国以上の感染症対策事業に対し、

2017年末までに累計約368億ドルの無償資金による支援

を実施した。

　2017年末までに承認された資金供与の50.3％がHIV/エ

イズ対策に、28.4％がマラリア、16.1％が結核に活用さ

れている。また、国際的な三大感染症対策の支援資金の

うち、グローバルファンドによる支援額はHIV/エイズ対

策で20％、結核で65％およびマラリアで50％を占めて

いる。これらの支援により、これまで全世界で約2,200

万人以上の生命が救われている。

● 主要な事業

　支援の成果（2017年9月発表データ、2016年末までの

実績）

⑴　HIV/エイズ

・1,100万人に対する抗レトロウイルス薬治療の実施

⑵　結核

・ 1,740万 人 へ の 直 接 監 視 下 短 期 化 学 療 法（DOTS：

Directly Observed Treatment, Short-course） 治 療 実

施

⑶　マラリア

・7億9,500万張りの殺虫剤浸漬蚊帳配布

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本はグローバルファンドの設立に主導的な役割を果

たし、設立後には最高意思決定機関である理事会メン

バーとしてグローバルファンドの運営・管理に重要な役

割を果たしている。日本は米国、フランス、英国、ドイ

ツと共に理事会で単独議席を持つ5か国の一つ。

● 邦人職員

　機関の全職員数は758名で、そのうち邦人職員は4名

（2017年12月時点）である。

● 日本の財政負担

　日本はアジアにおける主要ドナー国として、2002年

以降、2017年3月末までの累計で約28億ドルをグローバ

ルファンドに拠出。また、日本は、2016年5月に、当面

8億ドルの拠出を行う旨を発表し、2017年には、そのう

ちの1.72億ドルを拠出した。

5．より詳細な情報
● ウェブサイト

・ 世界エイズ・結核・マラリア対策基金（The Global 

Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria）本部：

http://www.theglobalfund.org/en/

･  グローバルファンド日本委員会（Friends of the Global 

Fund, Japan）：http://www.jcie.or.jp/fgfj/top.html

③ 赤十字国際委員会（ICRC：International�Committee�of�the�Red�Cross）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1863年、スイス人アンリ・デュナンらが設立した「戦

傷者救済国際委員会」（五人委員会）が前身。本部はス

イスのジュネーブにあり、総裁が代表を務める。

● 経緯・目的

　アンリ・デュナンが紛争犠牲者の保護のための組織お

よび条約の必要性を提唱したことを受け、1863年にジュ

ネーブにて赤十字国際委員会（ICRC）が設立された。

翌年に締結された紛争犠牲者の保護を目的とするジュ

ネーブ条約は、累度の拡充を経て1949年のジュネーブ

諸条約（世界のほぼすべての国が締約国となっている）

に至っている。

2．事業の仕組み
● 概　要

　国際赤十字・赤新月運動の基本原則（人道・公平・中

立・独立・奉仕・単一・世界性）にのっとり、主として

以下のような紛争犠牲者の保護・救援活動を行ってい

る。

① 　保護（Protection）：国際人道法の遵守の推進を通

じた文民保護、離散家族の再会・通信支援、拘禁施設

の訪問、関係当局等との対話を通じた捕虜および被拘

禁者の支援。

② 　救援（Assistance）：紛争犠牲者（避難民、病人・

負傷者、被拘禁者等）に対する救援活動。医療支援、

食料・生活物資等の供給、水供給・衛生活動、その他

の生活再建支援等。

③ 　予防（Prevention）：ジュネーブ諸条約をはじめと

する国際人道法の普及、遵守の促進。国際人道法の発
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展の準備。

④ 　各国赤十字社・赤新月社への協力：各国赤十字社・

赤新月社の能力強化支援。

● 審査・決定プロセス

　委員会総会（Assembly）が翌年の活動計画・予算を

討議の上、承認する。

● 実施の仕組み

　事業計画は委員会総会の決定を受けて実施される。

ICRCの独立、中立性維持の観点から、ICRCが業務委託

する場合は主に各国赤十字社がパートナーとなる。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2015年のICRCの活動規模は約14億1,300万スイスフラ

ン、2016年は約14億6,200万スイスフランとなってい

る。職員数は2016年末時点で12,209名（うち国際職員

3,239名）、世界94か国において活動を実施している。

● 地域別実績（本部関連経費を除く）

　2016年実績
（単位：千スイスフラン、％）

地　域 金　額 構成比
アフリカ 606,056 41.4％
米州 75,062 5.1％
アジア・太平洋 222,451 15.2％
欧州・中央アジア 111,473 7.6％
中東 447,971 30.6％

合　計 1,462,014    100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本はドナー国会合（前年に1,000万スイスフラン以

上拠出した国に参加資格が与えられる）参加国の一つと

して同会合にてICRCの行う支援等に関する意見を述べ

ることができる。

● 日本の財政負担

　日本は積極的に資金協力を行っており、資金拠出は、

2014年は約3,385万スイスフラン、2015年は約3,083万

スイスフラン、2016年は約5,159万スイスフランである。

● その他

　2009年2月、東京に駐日事務所が開設された。

● 主要拠出国・機関一覧
（単位：千スイスフラン、％）

順
位

2015年 2016年
国・機関名 拠出額 拠出率 国・機関名 拠出額 拠出率

 1 米国 417,599 30.10 米国 407,160 26.04
 2 英国 208,034 14.99 英国 224,180 14.34
 3 スイス 160,409 11.56 EC 160,180 10.24
 4 EC 123,683 8.90 スイス 146,010 9.34
 5 オランダ 56,832 4.12 ドイツ 122,960 7.86
 6 カナダ 57,232 4.09 スウェーデン 74,280 4.75
 7 スウェーデン 55,136 3.97 ノルウェー 71,140 4.55
 8 ドイツ 45,623 3.28 カナダ 57,130 3.65
 9 ノルウェー 45,118 3.25 オランダ 53,410 3.42
10 オーストラリア 35,762 2.57 日本 51,590 3.30

合　計 1,387,015 100 合　計 1,563,550 100

（注）
・合計は、その他の拠出国・機関を含み、ノンコア拠出の合計額。
・日本は2015年11位（30,839千スイスフラン、2.22％）

5．より詳細な情報
● ウェブサイト

・赤十字国際委員会（ICRC）本部：

　http://www.icrc.org/（英語）

・赤十字国際委員会（ICRC）駐日事務所：

　http://jp.icrc.org/（日本語）

④ 地球環境ファシリティ（GEF：Global�Environment�Facility）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　地球環境ファシリティ（GEF）は、1991年5月、パイ

ロットフェーズとして発足。日本は発足時より参加。本

部は米国のワシントンにあり、CEO兼議長が代表を務め

る。

● 経緯・目的

　1989年7月のアルシュ・サミットを受け、開発途上国

の地球環境問題への取組を支援する基金の設立が検討さ

れ、1991年5月、1994年までのパイロットフェーズとし

てGEFが世界銀行に信託基金として設立された。その

後、1992年にリオデジャネイロで開催された国連環境

開発会議（地球サミット）での議論を受け、パイロット

フェーズの経験を踏まえた改組・増資の討議が行われ、

1994年3月、GEFの基本的枠組み、および向こう4年間

の資金規模が合意された（GEF-1）。これ以降、4年ごと
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に増資が行われ、2014年4月、第6次増資の交渉が決着

し、現在GEF-6期間中（2018年6月まで）。

　GEFは、開発途上国で実施されるプロジェクトにおけ

る地球環境の保全・改善のための追加的費用に対して、

原則として無償資金を提供する。2017年7月現在のGEF

参加国数は183か国（うちGEF-6までの拠出国は日本を

含め39か国）である。

2．事業の仕組み
● 概　要

　GEFの対象分野は、①気候変動対策（例：太陽熱等の

クリーンエネルギーの開発・利用）、②生物多様性の保

全（例：動物保護区の制定・管理）、③国際水域の管

理・保護（例：産業廃棄汚染水処理施設）、④土地劣化

防止（例：植林）、⑤化学物質・廃棄物対策（注1）（例：

PCB（注2）汚染の除去）である。

　GEFは、気候変動枠組条約、生物多様性条約、砂漠化

対処条約、水銀に関する水俣条約（2017年8月発効）お

よび残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の

資金メカニズムに指定されている。

● プロジェクトの審査・決定・実施プロセス

　世界銀行、アジア開発銀行（ADB）、アフリカ開発銀

行（AfDB）、欧州復興開発銀行（EBRD）、米州開発銀行

（IDB）、国連開発計画（UNDP）、国連環境計画（UNEP）、

国連食糧農業機関（FAO）、国際農業開発基金（IFAD）、

国連工業開発機関（UNIDO）、世界自然保護基金（WWF-

US）、コンサベーション・インターナショナル（CI）、

南 ア フ リ カ 開 発 銀 行（DBSA）、 国 際 自 然 保 護 連 合

（IUCN）、ブラジル生物多様性基金（FUNBIO）、中国環

境保護対外協力センター（FECO）、西アフリカ開発銀行

（BOAD）、アンデス開発公社（CAF）の18の実施機関が

開発途上国政府と協議しながらプロジェクトを組成し、

GEF評議会において審査、決定がなされる。GEF評議会

で承認されたプロジェクトは担当の各実施機関の理事会

で検討され、承認された場合は、各担当実施機関がプロ

ジェクトを実施する。

3．最近の活動内容
　2015年7月から2016年6月現在実施中の案件（総額36

億580万ドル）の分野別、地域別実績は次のとおり。

注1：オゾン層保護、残留性有機汚染物質（POPs）対策および水銀対策を含む。
注2：polychlorinated biphenyl　ポリ塩化ビフェニル（最も毒性の強い化学物質）

● 2016年分野別実績
（単位：百万ドル、％）

分　野 金　額 構成比
気候変動対策 1,164.8 32.3
生物多様性保全 922.1 25.6
残留性有機汚染物質対策 393.4 10.9
国際水域汚染防止 332.1 9.2
土地劣化防止 216.9 6.0
オゾン層の保護 11.6 0.3
複数分野 564.9 15.7

合　計 3,605.8 100.0

出典：GEFウェブサイトAnnual Portfolio Monitoring Report 2016
（注）

・2015年7月～2016年6月現在実施中の案件。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

● 2016年地域別実績
（単位：百万ドル、％）

地　域 金　額 構成比
ラテンアメリカ・カリブ海諸国 836.1 23.2
東アジア・太平洋 805.1 22.3
アフリカ 750.5 20.8
欧州・中央アジア 415.3 11.5
南アジア 314.4 8.7
中東・北アフリカ 199.9 5.5
地球規模 284.4 7.9

合　計 3,605.8 100

出典：GEFウェブサイトAnnual Portfolio Monitoring Report 2016
（注）

・2015年7月～2016年6月現在実施中の案件。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　すべてのGEF加盟国が参加する総会（4年に1回）の下

に評議会（年2回）が設置され、評議会が実質的な意思

決定機関として機能している。評議会は、途上国16、

先進国14、経済移行国2の計32の国またはグループの各

代表で構成。なお、日本は設立以来、単独国議席を保有

している。

● 邦人職員

　2016年7月現在、事務局職員約98名のうち邦人職員は

4名である。事務局長に相当するCEO兼議長に石井菜穂

子氏（元財務省副財務官）が2012年8月1日に就任。

● 日本の財政負担

　 日 本 は 累 積 で 米 国 に 次 ぐ 第2位 の 拠 出 国 で あ り、
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GEF-1では約457億円（拠出率21.2％）、GEF-2では約488

億 円（ 拠 出 率20.7 ％）、GEF-3で は 約488億 円（ 拠 出 率

18.8％）、GEF-4では約337億円（拠出率13.3％）、GEF-5

では約484億円（拠出率14.3％）を拠出。2014年7月よ

り開始されたGEF-6では600億円（拠出率16.4％）の拠

出を表明している。

● 主な使途を明示した信託基金への拠出、活用状況

　日本は、遺伝資源へのアクセスと利益配分（ABS）に

関する名古屋議定書の早期発効と効果的な実施を支援す

るためにGEFへの名古屋議定書実施基金（NPIF）の設立

を主導し、2011年に10億円を拠出した。

5．より詳細な情報
● 書籍等

　「年次報告」をはじめ各種情報は、GEFのウェブサイ

トよりダウンロードできる。

● ウェブサイト

・地球環境ファシリティ（GEF）本部：

　http://www.thegef.org/gef/

⑤ �国際農業研究協議グループ�
（CGIAR：Consultative�Group�on�International�Agricultural�Research）

1．設立経緯・目的
● 設　立

　1971年5月設立。本部はフランスのモンペリエにあ

り、事務局長が代表を務める。

● 経緯・目的

　1971年にワシントンにおいて、世界銀行、国連食糧

農業機関（FAO）および国連開発計画（UNDP）が発起

機関となり、日本を含む先進国16か国、地域開発銀行、

開発途上国農業研究支援に実績を有する民間財団等が参

加して設立が決定された。

　国際農林水産研究に対する長期的かつ組織的支援を通

じて、開発途上国における食料増産や農林水産業の持続

可能な生産性改善を行い、住民の福祉向上を図ることを

目的とする。

2．事業の仕組み
● 概　要

　CGIARの下で、国際農林水産研究を実施する15の研究

センターが研究・普及活動を行っている。研究センター

の主な活動は以下のとおり。

⑴ 　人口問題に応じた農業分野での食料増産および持続

可能な農業に関する活動

　 　開発途上国の農産物の約75％に当たる穀物、豆類、

イモ類、家畜等を対象として、最新の科学研究技術を

用いて開発途上国の多様な土地・生態に応じた品種改

良や病虫害管理等の技術開発を行うことで、農業分野

の食料増産を目指している。また、砂漠化、気候変動

等の地球規模の環境問題に対応するために「環境に優

しい」農林水産技術の研究開発を行い、開発途上国に

おいて農業の基盤である土地（土壌）、水（灌
かん

漑
がい

な

ど）、森林資源（熱帯林）や水産資源などの天然資源

の適切な管理・保全に寄与している。

⑵　植物遺伝資源の収集とその保全活動

　 　3,000種以上の食料作物、肥料、牧草等有用植物に

由来する70万点以上の植物遺伝資源を用い、失われ

つつある貴重な植物種の保全や、開発途上国の作物等

の品種改良、育種等を行う。また、これらの遺伝資源

の保存、利用等に関する地球規模のネットワークを構

築している。

● 審査・決定プロセス

　原則年2回開催されるシステム理事会（System Coun-

cil）において、CGIAR傘下の研究センターが実施する主

要研究プログラムの承認を含め、主要課題について意思

決定を行う。メンバーは、CGIARに拠出する国・機関か

ら地域ごとに選ばれる。各研究センターの運営に関する

意思決定は、各研究センターの理事会が行っている。

● 決定後の案件実施の仕組み

　システム理事会、各研究センターの理事会における決

定に基づき、各研究センターが実施する。

3．最近の活動内容
● 概　要

　2014年に改訂された「CGIAR全体の戦略および成果の

枠組み」に基づき作成された、CGIAR全体で行う主要研

究プログラムが実施されている。

● 地域別実績

　CGIARは、その事業の49％をサブサハラ・アフリカに

おいて行っている。次いで、西アジア以外のアジア
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（27％）、中南米（16％）、西アジアおよび北アフリカ

（5％）、ヨーロッパ（3％）の順となっている（2016年）。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は新たな制度（第1期2016~2018）において、シ

ステム理事会の理事国に選出され、CGIARの意思決定に

関与している。また、CGIAR傘下の3つの研究センター

の理事会に、日本人理事（個人資格）が参加し、各セン

ターの意思決定に関与している。

● 邦人職員

　CGIAR傘下の研究センターでは、8,000名を超える科

学者、研究者、技術者、スタッフを有しており、そのう

ち邦人職員研究員数は68名（2016年末）となっている。

● 日本の財政負担

　日本は、1977年度からCGIARの研究センターに対する

拠出を行っている。

　2016年には、日本は約163万ドル（外務省）を拠出し

た。

● 主要拠出国・機関一覧
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国・機関名 拠出額 拠出率 国・機関名 拠出額 拠出率

 1 米国 204.9 21.67 米国 241.8 27.19
 2 ゲイツ財団 131.5 13.90 ゲイツ財団 117.2 13.18
 3 英国 80.9 8.56 英国 51.5 5.79
 4 オランダ 52.1 5.51 オランダ 36.0 4.05
 5 オーストラリア 32.4 3.43 世界銀行 32.6 3.67
 6 世界銀行 32.1 3.39 ドイツ 27.1 3.05
 7 ドイツ 24.8 2.63 オーストラリア 24.4 2.74
 8 スイス 23.1 2.44 スイス 23.9 2.69
 9 スウェーデン 20.5 2.17 AfDB 21.6 2.43
10 メキシコ 20.0 2.11 カナダ 21.0 2.36

合　計 945.4 100 合　計 889.4 100

（注）
・ 合計は、その他の国・機関等を含み、コア・ノンコア拠出の合

計額。
・ 拠出額は、基金事務局経由の拠出と、各研究機関への直接拠出

とを合計した値。

5．より詳細な情報
● 書籍等

・CGIARの年次報告書「Annual Report」（CGIAR発行）

　 CGIARの年間活動内容、財政状況等をとりまとめてい

る。入手方法は下記ウェブサイトを参照。

● ウェブサイト

・国際農業研究協議グループ（CGIAR）本部：

　http://www.cgiar.org/

⑥ 国際獣疫事務局（OIE：World�Organisation�for�Animal�Health）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1924年1月25日設立。本部はフランスのパリにあり、

事務局長が代表を務める。

● 経緯・目的

　国際獣疫事務局（OIE）は牛疫の世界的な広がりを背

景に、世界の動物衛生の向上を目的として、1924年に

加盟国28か国の署名を得て発足した国際機関であり、

現在181か国･地域が加盟している（2017年5月31日現

在）。

　OIEの主な活動内容は、以下の3点である。

① 　国際貿易上、社会・経済的に重要な意味を持つ動物

の伝染性疾病の防疫のために適当と認められる動物衛

生基準等を策定

② 　世界各国における動物の伝染性疾病の発生状況や科

学的知見についての情報収集・分析・提供

③ 　動物疾病の防疫に関する技術的支援や助言

　また、世界貿易機関（WTO）の設立とともに「衛生

植物検疫措置の適用に関する協定（SPS協定）」が発効

し、OIEは動物衛生や人獣共通感染症に関する国際基準

を策定する国際機関として位置付けられ、その役割はま

すます増大している。

2．事業の仕組み
⑴　組　織

　 　OIEの組織は、総会、理事会、事務局、地域代表事
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務所、専門委員会、地域委員会、リファレンスラボラ

トリーおよびコラボレーティングセンターの8つの機

関から構成される。このほか必要に応じて設置される

常設作業部会（ワーキンググループ）および特別会合

（アドホックグループ）がある。

⑵　機関の概要

　　OIEの組織を構成する機関の概要は以下のとおり。

● 総　会

　OIEの最高意思決定機関であり、最低年1回開催され

（毎年5月、パリにて開催）、加盟国すべての代表者（動

物衛生行政の責任者（多くは首席獣医官））により構成

されている。主要な機能は以下のとおり。

・動物衛生分野、特に国際貿易に関する国際基準の採決

・主要な動物疾病の防疫に関する決議案の採決

・事務局長の任命、議長、各種委員会議長等の選出

・ 年次活動報告、事務局長の最終報告ならびに年間予算

案の議論および承認

● 理事会

　総会に代わって業務を遂行し、年2回パリにおいて技

術的事項や活動方針、予算など、OIEの運営に関する事

項を協議する。理事会は、総会議長、副議長、前議長、

理事（6名）の9名で構成されている。

● 事務局（パリ）

　OIE事務局は、加盟国から構成される総会の権限およ

び管轄の下に設置されており、本事務局は日常的に、総

会に関する事務、各種委員会および技術的会合の調整な

らびにとりまとめ等の活動を行う。

● 地域代表事務所

　アフリカ、アメリカ、アジア・太平洋、東ヨーロッパ

および中東の5つの地域に地域代表事務所が設置され、

地域での動物疾病の発生状況やその推移の監視および防

疫の強化を目的として、各地域に適合した各種サービス

を提供する。

● 各種委員会

　ア　専門委員会

　　 　科学的知見を活用し、動物疾病の予防・蔓
まん

延
えん

防止

および疫学問題の研究、国際基準の見直しや加盟国

により提起された科学・技術問題の処理を行う。

　　・陸生動物衛生規約委員会（コード委員会）

　　・動物疾病科学委員会（科学委員会）

　　・生物基準委員会（ラボラトリー委員会）

　　・水生動物衛生規約委員会（水生動物委員会）

　イ　地域委員会

　　 　各地域特有の課題の検討および各地域内の協力活

動を組織するために設置されている。アフリカ、ア

メリカ、アジア・極東・オセアニア、ヨーロッパ、

中東の5つの地域委員会があり、各地域の議長等は

3年ごとに総会において選任される。

● リファレンスラボラトリー

　動物の疾病の診断、診断方法に関する助言、診断に利

用する標準株･診断試薬の保管等を行う研究機関であ

る。指定された専門家は、OIEおよび加盟国に対して、

特定の疾病の診断および防疫に関する科学的および技術

的な助言を行う。

● コラボレーティングセンター

　動物衛生に関する特定の専門分野（リスク分析、疫学

等）における活動の中心的役割を担い、その分野に係る

国際協力を行う。

● 常設作業部会（ワーキンググループ）

　野生動物疾病、アニマルウェルフェア（動物福祉）お

よび動物の生産段階における食品安全の3つのワーキン

ググループが設置されており、それぞれの分野における

進展を継続的に調査・検討し、科学的会合、セミナー、

ワークショップや研修を通じて情報提供を行う。

● 特別会合（アドホックグループ）

　特定の科学的および技術的事項を検討するため、事務

局長により特別に設置される会合で、委員は世界的な専

門家の中から選定され、その報告書は総会等の指針とし

て提供される。

3．最近の活動内容
　OIEは、国際貿易上社会・経済的に重要な意味を持つ

動物の伝染性疾病の防疫のために、動物衛生基準（OIE

コード）等の策定、加盟国からの発生通報、疾病情報の

収集・分析・提供、防疫に関する技術的支援を行ってい

るほか、最近では食品安全、飼料安全、動物用医薬品管

理、獣医組織の向上、獣医学教育、アニマルウェルフェ

ア等の分野にも取り組んでいる。

　また、国連食糧農業機関（FAO）との共催フォーラム

として「越境性感染症の防疫のための世界的枠組み

（GF-TADs）」を立ち上げ、各国際機関、各援助機関、各

国が連携して、鳥インフルエンザや口蹄疫等の国境を越

えて蔓延していく越境性感染症の効率的対策を進めてい

る。

　さらにFAOと世界保健機関（WHO）と共に、“ワンヘ

ルス”の考え方の下で、動物衛生分野と人の保健衛生分
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野および環境分野が協力して、人・動物の健康の促進を

図るための活動を強化している。

4.日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、1930年1月28日にOIEに加盟し、1949年以降

総会に出席している。

　日本は分担金のほか、任意拠出金によるOIEの活動支

援を1991年以降継続して行っている。また、人的支援

として1997年以降、日本政府から専門家をOIE本部に派

遣しているほか、理事会、専門委員会等の役職にも日本

人が選任され、積極的に活動に参画している。

　地域代表事務所については、1971年に東京にOIEアジ

ア地域事務所が設立され、地域加盟国の意見のとりまと

めや出版活動等の活動をしてきたが、1990年の総会に

おいて、その機能強化が決議され、同事務所はOIEアジ

ア太平洋地域事務所となっている。

　また、リファレンスラボラトリーについては、陸生動

物疾病関係として、農業・食品産業技術総合研究機構動

物衛生研究所（牛海綿状脳症〈BSE〉、馬伝染性貧血、

豚コレラ、豚インフルエンザおよび牛疫）、北海道大学

（鳥インフルエンザ）、帯広畜産大学（馬ピロプラズマ

病、牛バベシア病およびスーラ病）が指定されている。

水生動物疾病関係では、水産総合研究センター（マダイ

イリドウイルス病〈RSI〉およびコイヘルペス病）、北海

道大学（サケ科魚ヘルペスウイルス病〈OMVD〉）が指

定されている（2017年5月31日現在）。コラボレーティ

ングセンターでは、帯広畜産大学原虫病研究センター

（動物原虫病のサーベイランスと防疫）、農林水産消費安

全技術センター（飼料の安全と分析）、東京大学食の安

全研究センター、酪農学園大学獣医学群獣医学類衛生・

環境学分野（食の安全）および農業・食品産業技術総合

研究機構動物衛生研究所・農林水産省動物医薬品検査所

（アジアにおける家畜疾病の診断、防疫と動物医薬品評

価）が指定されている（2017年5月31日現在）。

● 邦人職員

　OIE本部の職員数は103名で、そのうち邦人職員は2名

（全体の約1.9％、2016年12月31日現在）である。OIEア

ジア太平洋地域事務所は、創設以来、日本人が代表を務

めているほか、日本政府から1名が獣医官として派遣

（2017年5月現在）され、アジア・太平洋地域の高病原

性鳥インフルエンザや口蹄疫など越境性疾病の蔓延防

止、動物衛生情報システムの改善等に精力的に取り組ん

でいる

● 日本の財政負担

　加盟国は、その財政状況に応じてカテゴリー1～6に

分類され、カテゴリーに応じた分担金を拠出している。

日本は、フランス、米国など他の先進国と同様カテゴ

リー1の国として位置付けられている（カテゴリー1の

国の分担金額は17万1,275ユーロ〈2017年〉）。また、各

種事業の実施のための拠出金額は、78万6,760ユーロ

（2017年）である。

5．より詳細な情報
● ウェブサイト

・国際獣疫事務局（OIE）本部：http://www.oie.int

・OIEアジア太平洋地域事務所：

　http://www.rr-asia.oie.int

⑦ 国際熱帯木材機関（ITTO：International�Tropical�Timber�Organization）��

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1985年に設立。本部は横浜にあり、事務局長が代表

を務める。

● 経緯・目的

　1976年の国連貿易開発会議（UNCTAD）第4回総会で

合意された「一次産品総合計画」に基づき、熱帯木材に

ついての国際商品協定を締結するための交渉が開始さ

れ、1983年11月18日、「1983年の国際熱帯木材協定」

が採択された。1985年にこの協定が発効したのに伴い、

同協定を運用し、実施を監視するための機関として「国

際熱帯木材機関（ITTO）」が設立され、1986年11月に本

部が横浜市に設置された。

　熱帯木材の貿易の振興、促進を通じて熱帯木材生産国

の経済発展に貢献するとともに、熱帯林の持続可能な経

営を促進することを主な目的とする。 

2．事業の仕組み
● 概　要

　熱帯林の持続可能な経営を促進するとともに、持続可

能な供給源からの熱帯木材の国際貿易を発展させるた

め、政策形成やプロジェクト実施を通じて、木材生産国
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と木材消費国との間の国際協力を促進する。2016年の

総収入額は約2,004万ドルで、総支出額は約1,374万ドル

となっている。

● 審査・決定プロセス

　各加盟国から事務局へ提出されたプロジェクト案につ

いて、消費国および生産国から構成される専門家パネル

により審査が行われる。さらに、理事会において、それ

ぞれ関連の委員会（経済市場情報委員会、造林森林経営

委員会、林産業委員会）により審査、検討が行われた上

で拠出対象案件が提示され、共同拠出も含め各ドナー国

が案件に対するプレッジ（注1）を行う。

● 決定後の案件実施の仕組み

　事務局がプロジェクト実施機関と契約を結び、各プロ

ジェクトの実施と資金の支出を管理する。

3．最近の活動内容
⑴　「2006年の国際熱帯木材協定」の発効

　 　2011年12月7日に、従前の「1994年の国際熱帯木

材協定」に代わる「2006年の国際熱帯木材協定」が

発効。新しい協定では、違法伐採問題への対処が目的

の一つとして明記された。同協定の加盟国は、生産国

35か国、消費国37か国の計72か国および欧州連合

（EU）となっている（2017年12月末現在）。

　 　また、同協定では、熱帯林と熱帯木材に関する国際

的な課題ごとのプログラムに拠出することにより戦略

的アプローチを実現することを狙いとした、課題別計

画勘定を新設した。

⑵　政策形成

　 　熱帯林の経営および熱帯木材貿易に関して、生産国

と消費国の間の協議の場を提供し、熱帯林の持続可能

な経営のための国際的な基準・指標の開発、ガイドラ

インの策定等を実施。

⑶　プロジェクト実施

　 　造林・森林経営、林地の復旧、人材育成等のプロ

ジェクトに対する資金・技術協力の実施や、調査団の

派遣等のプロジェクトを実施。

● 地域別実績

　ITTOは、アジア・大洋州、アフリカ、中南米におけ

る持続可能な森林経営を目的としたプロジェクトに対す

る支援を実施しているほか、熱帯木材生産国の人材育成

を目的とした奨学金制度（フェローシップ基金）を支援

注1：援助供与側が援助先に、具体的金額をもって資金供与の表明を行うことをいう。

するなど、世界各地域への支援を幅広く行っている。

● 主要な事業

・ 持続可能な森林経営のためのモニタリング情報システ

ムの構築

・森林法の執行能力、ガバナンスの強化

・森林統計情報センターの強化

・ 違法伐採および木材製品の違法貿易の摘発・防止の強

化

・木材認証と木材貿易の促進

・フェローシップ基金（木材生産国の人材育成）

● 持続可能な熱帯林経営の推進

　1992年に熱帯林についての持続可能な経営（SFM）

のガイドラインを策定したほか、SFMに関する基準や指

標の作成、熱帯森林の火災管理に関するガイドラインも

策定。2011年の報告によれば、持続可能な経営が行わ

れている熱帯林は、2005年の3,639万ヘクタール（日本

の国土面積に相当）から2010年は5,330万ヘクタールに

増加した。

● 新たな課題への対応

　違法伐採の防止、森林認証・森林法の施行、非木材森

林生産物に係る対応、環境サービス、市民社会・民間セ

クターとの連携等、新たな課題についても柔軟に対応。

温室効果ガスの削減や生物多様性の保全、貧困削減など

熱帯林が果たす役割が大きくなっており、これらの分野

に対応した取組みも拡大している。特に、2007年より

ワシントン条約（CITES）との連携の下に、同条約附属

書掲載種の保護に係るプログラムを実施しているほか、

生物多様性条約（CBD）との協働によるプロジェクトも

行われている。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、世界有数の熱帯木材輸入国であったことか

ら、熱帯木材の日本への安定供給を確保し、熱帯林の保

全および熱帯木材貿易の促進について国際的な貢献を行

うことを重視し、ITTO本部を横浜に誘致した。

　設立当初より、日本はホスト国として、ITTOの政策

形成に積極的に関与するとともに、主要ドナーとして開

発途上国からの要請を踏まえ、多数のプロジェクトに拠

出してきている。
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● 邦人職員

　2017年12月末現在、事務局職員24名のうち邦人職員

は10名。

● 日本の財政負担

　日本はITTOに対する設立以来最大の任意拠出国。主

要国・機関の2015年実績は次のとおり。

● 主要国の任意拠出金（2015年）
（単位：千ドル、％）

順位 国・機関名 拠出額 拠出率
1 日本 2,630 40.33
2 EU 1,345 20.62
3 米国 875 13.42
4 ドイツ 752 11.53
5 オランダ 250 3.83

合　計 6,522 100

出典：ITTO会計報告書2015
（注）

・合計は、その他の国・機関等を含む

注1：入手し得る様々な経営資源を最も効率的に活用し、その国の社会・経済の進歩・発展を通じて国民の生活を豊かにすることを目的とした活動。

5．より詳細な情報
　各種情報は、以下ウェブサイトよりダウンロードでき

る。

● ウェブサイト

・国際熱帯木材機関（ITTO）：http://www.itto.int/

⑧ アジア生産性機構（APO：Asian�Productivity�Organization）��

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1961年5月に設立。発足時のメンバーは日本、台湾、

インド、韓国、ネパール、パキスタン、フィリピンおよ

びタイ。現在では20か国・地域が加盟している。本部

は東京にあり、事務局長が代表を務める。

● 経緯・目的

　1961年5月、暫定事務所（現事務局）を東京に置き、

設立。日本政府と、当時から国内で精力的に生産性運

動（注1）に取り組んでいた公益財団法人日本生産性本部と

のイニシアティブの下で、アジア各国に対し生産性運動

の連携を提唱し、1959年に『アジア生産性国際会議』

を東京で開催した。同会議をきっかけとして、1961年5

月に第1回アジア生産性機構（APO）理事会が東京で開

催され、正式に発足した。

　加盟諸国・地域の「相互協力」により、生産性向上を

通じてアジア・太平洋地域の社会経済を発展させ、同地

域の人々の生活水準を向上させることを目的に、人材育

成を中心として事業を実施している。

2．事業の仕組み
● 概　要

　工業、農業、環境の分野を中心に、加盟国・地域の生

産性本部（各加盟国・地域に設置されている生産性運動

の推進組織）関係者および中小企業関係者を主な参加者

として、年間100件以上の事業を実施している。主に、

セミナー、eラーニング、視察研修、調査・研究、専門

家派遣、生産性本部強化支援等を行っている。事業実施

に当たっては、各国の生産性本部のネットワークを利用

しており、APOは ｢生産性本部の連合体｣ としての側面

もある。

● 事業計画・決定プロセス

　事務局が加盟国の要望等を踏まえて翌年の事業案を策

定し、各加盟国・地域の生産性本部の代表者が出席する

生産性本部代表者会議（例年10月に開催）に提示して

検討の上、翌年の理事会（例年4月開催）に提案して正

式に承認される。生産性本部代表者会議では、各事業の

実施国の割り当て（原則、各加盟国・地域は1年に1件

以上の事業を実施することとなっている）が決定され

る。

● 決定後の事業実施の仕組み

　工業・サービス業関連事業の場合には、通常、APO事
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務局と実施国の生産性本部が連携して実施する。また、

農業関連事業の場合には、APO事務局と実施国の生産性

本部や関連省庁が連携して実施する。なお、必要経費に

ついては、通常、APOと実施国の機関が分担して支出し

ている。

3．最近の活動内容
⑴　プロジェクトの傾向

　 　2016年に実施された事業のテーマは、生産性本部

強化、中小企業強化、イノベーションによる生産性向

上、緑の生産性（生産性向上と環境保全の高次な両

立）など多岐にわたる。近年はAPOのウェブサイトや

他機関の遠隔教育・ビデオ会議設備を利用したeラー

ニング・コースも実施しており、多くの参加者が効率

的に学習している。

⑵　主要な事業

　 　生産性向上に資する人材育成研修・e ラーニング、

生産性向上関連ワークショップ・調査・視察等。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　日本は、APOの設立提唱国であり、設立以来の最大拠

出国である。事務局は東京に所在し、第10歴代までの

事務局長は全員日本から選出された（第11代の現事務

局長はタイ出身）。また、生産性運動の先進国として、

公益財団法人日本生産性本部が中心となって、日本で考

案され、あるいは発展した生産性向上手法の加盟国・地

域への普及に努めている。

● 邦人職員

　APOの職員数47名（うち専門職以上は21名）のうち、

邦人職員は33名（うち専門職以上は7名）（2017年11月

末時点）である。

● 日本の財政負担

　日本はAPOに対する最大の資金拠出国。2016年度実

績は、分担金（ホスト国義務的負担金を含む）約613万

ドル、外務省任意拠出金は約2,800万円。

● 主要分担国一覧（暦年ベース）

　加盟国分担金の総額は、2016年、2017年ともに1,198.6

万ドルとなっている。
（単位：千ドル、％）

順
位

2016年 2017年
国　名 分担額 分担率 国　名 分担額 分担率

 1 日本 5,913 49.3 日本 5,466 45.70
 2 インド 1,683 14.0 インド 1,762 14.73
 3 韓国 1,107 9.2 韓国 1,190 9.95
 4 インドネシア 688 5.7 インドネシア 795 6.64
 5 台湾 475 4.0 台湾 489 4.09
 6 イラン 458 3.8 イラン 496 4.15
 7 タイ 336 2.8 タイ 352 2.94
 8 フィリピン 261 2.2 フィリピン 279 2.33
 9 マレーシア 258 2.2 マレーシア 271 2.26
10 シンガポール 236 2.0 シンガポール 259 2.16

合　計 11,986 100 合　計 11,986 100

（注）
・合計はその他の国を含む。
・日本の分担額は、ホスト国義務的負担金を除く。

5．より詳細な情報
● ウェブサイト

・アジア生産性機構（APO）：http://www.apo-tokyo.org

⑨ �国際家族計画連盟�
（IPPF：International�Planned�Parenthood�Federation）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　1952年に、インドのボンベイ（現在のムンバイ）に

て設立。本部は英国のロンドンにあり、事務局長が代表

を務める。

● 経緯・目的

　IPPFは、1952年に米国のマーガレット・サンガー氏、

インドのラマ・ラウ氏、日本の加藤シヅエ氏他の提唱に

より国際NGOとして設立。人種、宗教、政治体制等の

相違を乗り越えて家族計画を含む性と生殖に関する健康

（セクシャルアンドリプロダクティブ・ヘルス）サービ

スを普及し、病気や望まない妊娠、暴力および差別から

解放された性生活をすべての人が享受するための権利を

守るために活動している。

2．事業の仕組み
● 概　要

　IPPFはロンドンの事務局（本部）、6つの地域事務所
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（アフリカ〈ナイロビ〉、中東〈チュニス〉、東・東南ア

ジア・大洋州〈バンコク〉、欧州〈ブリュｯセル〉、南ア

ジア〈バンコク〉、西半球〈ニューヨーク〉）および170

か国142の加盟協会（現地NGO）により構成されてい

る。特に公的サービスが届きにくい貧困層や社会的弱者

に対して、草の根レベルでの家族計画、母子保健、女性

の健康とエンパワーメントに関連するサービス・情報の

提供のほか、資金および避妊具・薬品の提供や、人口・

家族計画情報の収集、啓発活動、政策提言活動などを

行っている。事業実施においては、世界銀行、UNFPA、

WHO、UNICEF、UNAIDSなどと協働している。2012年

11月に開催された創立60周年記念会合にて、性と生殖

に関する健康および権利の確保・推進のための10の目

標から成る「Vision 2020」を発表した。2016年より中

期計画「戦略枠組2016－2022」を導入した。その効果

的実施を図るために大幅な組織改編を行い、2016年9月

に新体制での運営を開始した。

● 審査・決定プロセス

　IPPF本部は、収入見込みと活動計画をもとに全体予算

を立て、加盟協会の予算と事務局（本部および地域事務

局）予算を振り分ける。加盟協会はIPPF全体の活動目標

をもとに事業を計画し、予算案を地域事務局に提出す

る。各地域事務局は、現地における満たされていない

ニーズや、加盟協会の事業実施能力等から実施可能性を

検討し、加盟協会ごとの予算案を決定。地域事務局の活

動に係る予算を含め、地域全体予算を本部に提出する。

　本部では、活動目標をもとに事業部ごとに事業計画・

予算案を作成し、加盟協会および地域事務局の同案も勘

案しつつ事務局全体の事業計画・予算案を作成。その

後、IPPF全体の事業計画・予算案を監査委員会に提出

し、同委員会における審議ののち、理事会に最終承認を

申請する。

● 実施の仕組み

　世界各国・地域の加盟協会が事業を実施。加盟協会の

提出した予算案が承認された後は、活動目標の変化がな

ければ、その後の活動に伴う予算の変更は柔軟に対応可

能としている。事務局（本部）は各加盟協会の事業実施

担当と緊密な連絡を取り、加盟協会の直面する課題等を

把握している。

3．最近の活動内容
　2015年および2016年のIPPFの支出額は、それぞれ約1

億3,184万ドル、約1億2,385万ドルで、そのうち各地域

における活動のための加盟協会等への割り当ては、それ

ぞれ約7,233万ドル、約6,832万ドルであった。

● 2016年地域別実績
（単位：百万ドル、％）

地　域 金　額 構成比
アフリカ 22.3 32.7
アラブ諸国 4.6 6.7
東・東南アジア、大洋州 5.9 8.6
欧州 4.2 6.1
南アジア 9.9 14.5
西半球 21.5 31.4

合　計 68.3 100

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　IPPFは年に1回ドナー会合を開催しており、日本は主

要ドナーとして同会合へ積極的に参加し意見を表明する

ことでIPPFの意思決定に影響を与えている。2013年に

は、特にアフリカでの自発的な家族計画を含むリプロダ

クティブ・ヘルス分野における外務省とIPPFとの長期的

かつ安定した協力のための強固な基礎を築くものとし

て、「戦略的パートナーシップに関する覚書」の署名が

行われた。

● 邦人職員

　2017年5月現在、IPPF本部の職員82名のうち、邦人職

員は2名。

● 日本の財政負担

　日本は1969年以来拠出しており、主要ドナー国の一

つである。2016年（暦年ベース）の拠出額は、約780万

ドル。そのうち、使途を特定しないコア拠出額は約710

万ドルとなっている。
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● 主要拠出国（コア予算／暦年ベース）
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国　名 拠出額 拠出率 国　名 拠出額 拠出率

 1 スウェーデン 15.7 24.6 スウェーデン 13.6 20.6
 2 英国 13.3 20.7 英国 11.8 17.9
 3 日本 7.8 12.1 デンマーク 7.3 11.1
 4 ドイツ 6.7 10.4 日本 7.1 10.8
 5 デンマーク 5.7 8.9 ドイツ 6.7 10.1
 6 ノルウェー 4.9 7.7 オーストラリア 6.1 9.2
 7 オーストラリア 3.9 6.1 オランダ 4.0 6.1
 8 スイス 2.1 3.3 ノルウェー 3.5 5.4
 9 ニュージーランド 1.8 2.9 スイス 2.0 3.0
10 フィンランド 1.7 2.7 フィンランド 1.9 2.8

合　計 64.0 100 合　計 66.0 100

（注）
・合計は、その他の拠出国・機関等を含み、コア拠出の合計額。

5．より詳細な情報
● ウェブサイト

　国際家族計画連盟（IPPF）：http://www.ippf.org/

⑩ Gaviワクチンアライアンス（Gavi,�the�Vaccine�Alliance）

1．設立・経緯・目的
● 設　立

　Gaviワクチンアライアンス（以下Gavi）は、2000年

のダボス世界経済フォーラムにおいて設立された。本部

はスイスのジュネーブにあり、事務局長が代表を務め

る。

● 経緯・目的

　Gaviは、開発途上国の予防接種率を向上させることに

より子どもたちの命と人々の健康を守ることを目的とし

て設立された官民パートナーシップ。ドナー国や被支援

国政府、WHO、UNICEF、世界銀行、ゲイツ財団、市民

社会、ワクチン産業界、研究機関等が参加している。設

立からの16年間で約6億4,000万人の子どもたちに予防

接種を行い、約900万人の子どもたちの命を救ってき

た。旧称は、GAVIアライアンス（ワクチンと予防接種

のための世界同盟、the Global Alliance for Vaccines and 

Immunisation）（2014年8月から現名称に改正）。

2．事業の仕組み
● 概　要

　2016年からは新たに以下を目標とし、活動している

（2016－2020戦略目標）。

① 　平等なワクチンの導入・普及と接種率の上昇の加速

化

② 　保健システム強化にあたり、その一部としての予防

接種の効率性と有効性の向上

③　各国の予防接種プログラムの持続可能性の改善

④　ワクチンおよび他の予防接種関連品の市場形成

　また、ドナーからの資金調達手段である拠出金に加え

て、ワクチン債（IFFIm発行）やワクチン事前買取制度

（AMC）等の革新的資金調達手段を通じて長期に予測可

能な資金源を確保する取組を行っている。

● 審査・決定プロセス

　Gaviは現在、1人当たりの国民総所得（GNI）が1,580

ドル以下の国々を支援の対象としている。被支援国が自

国における予防接種関連ニーズを特定し、プログラム実

施のための申請を行う。Gavi事務局では、独立審査委員

会が各国からの申請書を審査し、事務局長が承認する。

● 決定後の案件実施の仕組み

　UNICEFによって調達されたワクチンが被支援国へ送

付され、現地ではWHOやUNICEFの協力の下、被支援国

のオーナーシップを重視しながら事業を実施。その国の

オーナーシップを高め、予防接種プログラムの持続可能

性向上の観点から、Gaviは被支援国政府自身がワクチン

支援プログラムの費用の一部を負担する共同出資ルール

という原則を採用しており、被支援国も一部費用を負担

している。
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3．最近の活動内容
● 概　要

　2015年および2016年のGaviの事業規模は、それぞれ

約16億849万ドル、約16億2,209万ドルとなっている。

4．日本との関係
● 意思決定機関における日本の位置付け

　理事会は、WHO、UNICEF、世界銀行、ゲイツ財団、

ドナー・被支援国政府（各5議席）、製薬会社（先進国

および途上国）、研究機関、市民社会、Gaviに属さない

個人の9議席およびGavi事務局長の合計28議席で構成さ

れる。現在、日本はドナー議席（選挙区）の一つに所属

しており、同じ議席のメンバーは、オーストラリア、韓

国および米国。選挙区の代表がメンバーの意見を吸い上

げて理事会で議論する。日本は代表を通じ、意思決定に

参画している。

● 邦人職員

　職員総数は233名。そのうち邦人職員数は1名（2017

年6月現在）。

● 日本の財政負担

　日本は2011年からGaviへの拠出を開始し、2016年（暦

年ベース）は、1,870万ドルを拠出した。

● 主要拠出国・機関一覧（暦年ベース）
（単位：百万ドル、％）

順
位

2015年 2016年
国・機関名 拠出額 拠出率 国・機関名 拠出額 拠出率

 1 英国 500 35.8 英国 305 20.8
 2 ゲイツ財団 246 17.6 ゲイツ財団 280 20.4
 3 米国 200 14.3 米国 235 16.0
 4 ノルウェー 158 11.3 ノルウェー 140 10.6
 5 ドイツ 63 4.5 フランス 135 9.2
 6 イタリア 53 3.8 ドイツ 115 7.8
 7 スウェーデン 41 3.0 カナダ 77 5.3
 8 オランダ 34 2.4 オランダ 38 2.6
 9 EC 22 1.6 オーストラリア 38 2.6
10 日本 17 1.2 スウェーデン 36 2.5

合　計 1,398 100 合　計 1,469 100

（注）
・合計は、その他の拠出国・機関等を含む。

5．より詳細な情報
● ウェブサイト

・Gaviワクチンアライアンス

　http://www.gavi.org/
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第3章　諸外国の経済協力
第1節　DAC諸国のODA実績

	 図表31	 主要DAC加盟国（G7）の政府開発援助供与先上位5か国・機関（2016年）

（支出純額ベース、単位：百万ドル）●日本
国・地域名 実　績 機関名 実　績

ベトナム 1,166.06 世銀グループ（IDA＊1） 1,539.36 
インド 1,007.78 アジア開発銀行特別基金 360.93 
イラク 618.66 アフリカ開発基金（AfDF） 133.13 

ミャンマー 506.82 世銀グループ（IDA）マルチ
債務救済イニシアティブ 72.21 

バングラデシュ 461.27 国連開発計画（UNDP） 65.97 
二国間援助合計 7,048.47 国際機関への援助合計 3,368.34 
援助全体に占める二国間援助の割合 67.7
援助全体に占める国際機関への援助の割合 32.3
●英国

国・地域名 実　績 機関名 実　績
パキスタン 624.36 世銀グループ（IDA＊1） 1,431.48
シリア 474.76 欧州連合諸機関 1,390.82
エチオピア 451.17 欧州開発基金 637.82
ナイジェリア 431.29 国際通貨基金（IMF） 602.32

アフガニスタン 317.57 アフリカ開発基金（AfDF） 288.30

二国間援助合計 11,517.10 国際機関への援助合計 6,535.73
援助全体に占める二国間援助の割合 63.8
援助全体に占める国際機関への援助の割合 36.2
●ドイツ

国・地域名 実　績 機関名 実　績
シリア 824.18 欧州連合諸機関 1,919.12
中国 589.24 欧州開発基金 816.10
インドネシア 519.08 世銀グループ（IDA＊1） 592.69
アフガニスタン 502.84 アフリカ開発基金（AfDF） 186.75
モロッコ 462.82 アジア開発銀行特別基金 39.76
二国間援助合計 19,636.34 国際機関への援助合計 5,099.34
援助全体に占める二国間援助の割合 79.4
援助全体に占める国際機関への援助の割合 20.6
●カナダ

国・地域名 実　績 機関名 実　績
アフガニスタン 96.33 世銀グループ（IDA＊1） 333.19
エチオピア 90.67 アフリカ開発基金（AfDF） 77.79

マリ 87.41 世銀グループ（IDA）マルチ
債務救済イニシアティブ 38.63

南スーダン 67.46 アジア開発銀行特別基金 35.98
ハイチ 67.08 国連開発計画（UNDP） 30.18
二国間援助合計 2,660.69 国際機関への援助合計 1,269.75
援助全体に占める二国間援助の割合 67.7
援助全体に占める国際機関への援助の割合 32.3

出典：DAC統計（DAC Statistics on OECD.STAT）
（注）

・卒業国向け援助を除く。
・債務救済を含む。
・[　]は地域名を示す。
＊1　国際開発協会
＊2　国際復興開発銀行

●米国
国・地域名 実　績 機関名 実　績

アフガニスタン 1,375.84 世銀グループ（IDA＊1） 1,197.13
エチオピア 876.83 世銀グループ（IBRD＊2） 219.96
ヨルダン 874.68 アフリカ開発基金（AfDF） 175.67

ケニア 806.48 国連児童基金（UNICEF） 132.50

［パレスチナ］ 651.33 アジア開発銀行特別基金 104.98
二国間援助合計 28,534.80 国際機関への援助合計 5,876.84
援助全体に占める二国間援助の割合 82.9
援助全体に占める国際機関への援助の割合 17.1
●フランス

国・地域名 実　績 機関名 実　績
モロッコ 303.28 欧州連合諸機関 1,679.43
ヨルダン 285.10 欧州開発基金 778.28
カメルーン 237.89 世銀グループ（IDA＊1） 382.51
エジプト 206.69 アフリカ開発基金（AfDF） 160.91

コロンビア 189.04 世銀グループ（IDA）マルチ
債務救済イニシアティブ 48.69

二国間援助合計 5,641.50 国際機関への援助合計 3,980.17
援助全体に占める二国間援助の割合 58.6
援助全体に占める国際機関への援助の割合 41.4
●イタリア

国・地域名 実　績 機関名 実　績
ギニアビサウ 101.89 欧州連合諸機関 1,261.37
トルコ 69.06 欧州開発基金 511.95
アフガニスタン 30.50 世銀グループ（IDA＊1） 205.13
イラク 21.51 アフリカ開発基金（AfDF） 56.92
ギニア 21.41 アジア開発銀行特別基金 25.36
二国間援助合計 2,420.26 国際機関への援助合計 2,667.13
援助全体に占める二国間援助の割合 47.6
援助全体に占める国際機関への援助の割合 52.4
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第
（DAC諸国に関してはODAについて記述）

2節　主要援助国・地域機関の経済協力の概要

注1：豪ドル/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2016年レートを適用。

1 オーストラリア（Australia）

援助政策等
1．基本方針
　オーストラリアは、前労働党政権時代、政府開発援助

を国民総所得（GNI）比0.5％に増額するとの公約を掲

げ、政府開発援助費を継続的に増加させた（2007年以

降、2013年度までに開発援助予算を約80％増額）。

　2013年9月の連邦議会選挙で保守連合が勝利し、新政

権が誕生すると、2013年11月にオーストラリア国際開

発庁（AusAID：Australian Agency for International 

Development）の外務貿易省への吸収を発表。政策面

では、開発援助について、外交、通商政策と一体となっ

て効率的・効果的に実施し、国際的な経済成長の実現、

ひいてはオーストラリアの国益増進に寄与するべきであ

るとし、経済開発分野への支援の重点化と国益重視が明

確にされた。

　こうした中、2014年6月にビショップ外相は、「Australian 

a id：promoting prosper i ty,  reducing poverty, 

enhancing stability」と題する新援助方針を発表した。

同方針の下で、⑴公的な開発援助だけに頼らず、民間セ

クターも活用しつつ経済成長を実現すること、⑵効果

的・効率的な援助を実施するためにオーストラリアの国

益に対する貢献度や費用対効果といった新たなベンチ

マークを導入し、より効率的なプログラムに集中して資

源を投下することが打ち出された。また、①インフラと

貿易、②農業、漁業、および水資源管理、③被援助国に

おける効果的なガバナンス、④教育と保健、⑤強
きょう

靱
じん

性
せい

の

構築（人道支援等）、⑥ジェンダー平等および女性の能

力向上が重点分野と位置づけられた。保守連合政権は、

同 援 助 方 針 に 基 づ き、 貿 易 の た め の 援 助（Aid for 

Trade）等の経済開発分野の支援を重視しつつ、民間セ

クター開発および人間開発を両輪とした援助プログラム

を実施している。なお、オーストラリアにおいて対外援

助方針は不定期に策定されており、政権交代後に新たに

発表されることが多い。対外援助の根拠法は存在しな

い。

2．援助規模
　開発援助予算については、2015～16年度予算におい

て前年度比約2割減、2016～17年度予算ではさらに前年

度 比 で5.5 ％ 削 減 さ れ た 後、2017年5月 に 公 表 さ れ た

2017～ 18年 度 予 算 は 約39億 豪 ド ル（ 約29.1億 米 ド

ル（注1））で、前年度比2.2％増となった。今後の援助予算

は、2018～19年度に40.1億豪ドル（約29.8億米ドル（注1））

まで増加し、その後2年間は同水準が維持される見通し

である。なお、オーストラリア政府の開発援助予算の約

9割はインド太平洋地域向けである。

3．重点分野
　2017～18年度予算の発表の際にも、特にインド太平

洋地域における持続可能な経済成長、貧困削減および

ジェンダー平等への貢献を通じ、オーストラリアの国益

を促進する援助を実施する方針が改めて強調された。重

点分野としては、貿易のための援助（Aid for Trade）を

通じた途上エコノミーにおける民間セクター開発、人材

開発の強化および貿易投資促進支援、「持続可能な開発

のための2030アジェンダ」の実施支援、インド太平洋

地域等における災害への備えと対応を支援する取組等が

挙げられる。また、民間投資や国内資金調達を進めるた

めの革新的な取組（「イノベーション・エクチェンジ」）

の推進や、援助のパフォーマンス向上のための取組も重

視されている。

4．日本との開発協力
　日本とオーストラリアは、開発分野の協力に関する定

期的な意見交換の場（日豪開発政策対話）を設けてお

り、この中で、日豪の開発協力政策および両国が実施し

ている援助プログラムに関する情報共有のほか、援助の

重複の回避や今後の日豪協力の方向性等について協議が

行われている。最近では、2017年12月に同対話が東京

で開催された。また、2016年2月の日豪外相会談の際に

は、太平洋島
とう

嶼
しょ

国の経済的繁栄および地域の平和と安定

を強化するための努力を支援すべく、日豪が太平洋地域
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において開発援助分野を含む協力を促進する「太平洋に

おける協力のための日豪戦略（太平洋戦略）」が合意さ

れた。同戦略を踏まえ、太平洋地域情勢や同地域におけ

る日豪の協力の可能性に関して意見交換を行うため、2

回にわたって日豪太平洋政策対話を実施した。

実施体制
1．外務貿易省
　開発援助政策の企画・立案、実施を行うことを目的と

して1995年3月に設置されたAusAIDは、2013年11月を

もって外務貿易省に吸収された。その後、外務貿易省内

での開発援助担当部局の扱いに関する検討を経て、

2014年7月に外務貿易省内の新体制が確立され、2014年

7月に外務貿易省内の新体制が確立された。新体制の下

では、二国間援助は、援助供与国との二国間外交を担当

する部局が外交政策の一環として担当することとなっ

た。一方で、その他の多国間協力、総論的な開発協力政

策、人道支援および調達・官房業務の担当部局について

は、概ね旧AusAIDの機構が外務貿易省内で維持されて

いる。吸収される前のAusAIDは、40の海外拠点に駐在

員を派遣し、職員数はオーストラリア国内1,301名、在

外823名（うちオーストラリア政府職員227名、現地ス

タッフ596名）の合計2,124名（2012年6月時点）であっ

たが、現在は援助関係だけを取り出した人員配置の状況

は公表されていない。

2．その他実施機関
　オーストラリアは、外務貿易省以外にも移民・国境警

備省や連邦警察、オーストラリア国際農業研究センター

などの政府機関が独自に援助プログラムを実施している

が、国際協力の実施に当たって政府が全体となって取り

組む方針（政府全体アプローチ）を掲げている。また、

政府はNGO・市民社会や民間企業との連携も進めてお

り、オーストラリアNGO協力プログラム（ANCP）など

を 通 じ て 多 く の 開 発 協 力NGOを 支 援 し て い る。 旧

AusAID時代には、オーストラリア政府内に対外援助に

関する調整メカニズム（定期会合）が存在していたが、

同メカニズムは廃止され、現在は必要に応じアドホック

な調整が行われている。

● ウェブサイト

外務貿易省

https://dfat.gov.au/pages/default.aspx

● 書籍等

「DFAT Annual Report」（外務貿易省年次報告書）

　 毎年9～10月に同省所掌大臣に提出。この中で開発援

助についても言及。

「Australian Aid Budget Summary 2017-18」（ 予 算 関 連

資料）

　 2017年5月の予算案発表時に公表（オーストラリアの

予算年度は7月～6月）。

「Performance of Australian Aid 2015-16」（対外援助に

関する年次報告書）

　2017年5月発行（外務貿易省作成）



152　2017年版　開発協力参考資料集

援助実施体制図

【政策・実施部門】

その他実施機関

・総合的な開発協力政策、分野別政策、多国間援助、
　人道支援および調達
・官房業務の実施

二国間援助の実施

【評価部門】

地域担当部局
（予算配分・
国別戦略立案）

在外公館
（案件立案・プロジェクト実施）

援助契約・
管理局

（ACD） 

開発政策局
（DPD） 

多国間
政策局

（MPD）

多国間開発
金融局

（MDD）

人道･NGO･
連携局

（HPD）

イノベーション･
エクスチェンジ局

（IXC）

外務貿易省

その他関係省庁

NGO・市民社会

民間セクター

監視
・

評価

連
携

提
言

指
示

援助効果
評価部

（ODE）
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 インドネシア 448.00 12.8 1 パプアニューギニア 416.45 15.1 1 パプアニューギニア 338.53 14.8
2 パプアニューギニア 418.31 12.0 2 インドネシア 372.96 13.6 2 インドネシア 252.10 11.0
3 アフガニスタン 148.78 4.3 3 ソロモン 122.00 4.4 3 ソロモン 108.56 4.7
4 ソロモン 138.94 4.0 4 ベトナム 103.88 3.8 4 アフガニスタン 61.26 2.7
5 フィリピン 132.05 3.8 5 フィリピン 92.50 3.4 5 カンボジア 57.75 2.5
6 ベトナム 125.80 3.6 6 バヌアツ 89.98 3.3 6 フィジー 57.63 2.5
7 東ティモール 89.64 2.6 7 アフガニスタン 79.13 2.9 7 東ティモール 56.78 2.5
8 ミャンマー 89.00 2.5 8 東ティモール 62.98 2.3 8 ベトナム 54.18 2.4
9 バングラデシュ 85.73 2.5 9 ミャンマー 55.43 2.0 9 フィリピン 53.83 2.4
10 カンボジア 79.06 2.3 10 パキスタン 52.83 1.9 10 ミャンマー 46.47 2.0
10位の合計 1,755.31 50.2 10位の合計 1,448.14 52.6 10位の合計 1,087.09 47.5

二国間ODA合計 3,498.29 100.0 二国間ODA合計 2,752.19 100.0 二国間ODA合計 2,290.45 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
0 20 40 60 80 100％

2016年

2015年

2014年

0.5

23.37.3 5.1 24.239.7

37.6 5.8 30.9 21.63.7

0.4

（暦年）
0.0（欧州）

0.0（欧州）

0.0（欧州）

31.2 5.6 3.3 

0.3 

32.0 27.5 

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

0 20 40 60 80 100%

2016年

2015年

2014年

（約束額ベース、単位：％）

（暦年）

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

経済インフラ
およびサービス

鉱工業･建設
その他

24.36.561.3 7.8

58.2 8.5 26.2 7.1

55.8 9.4 22.3 12.4 

基礎生活分野（BHN）
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2 オーストリア（Austria）

援助政策等
1．基本法・基本方針
⑴　基本法

　�　オーストリアODAの根拠法である連邦開発協力法

（2002年に採択、2003年に一部改正）は、オーストリ

アODAの包括的な目標を①貧困削減、②平和と安全

の確保、③環境維持および資源保護、と定めている。

⑵　基本方針

　�　オーストリア外務省は「3か年開発援助プログラ

ム」により、オーストリアODAの基本方針や戦略的

枠組みを規定している。同政策は毎年閣議決定により

改訂され、政府全体の指針となるが、特に外務省の監

督下にあるオーストリア開発庁（ADA：Austrian�De-

velopment�Agency）の開発協力実施計画としての役

割を果たす。現在は2016～2018年版が実行されてお

り、以下の方針を掲げている。

　・経済界を強いパートナーとして重要視

　・人々に発展の希望をもたらす教育

　・�移民対策として人々の生活条件を向上及び人道支援

を強化

　・個人の支援に対する意識の向上

　�　オーストリアのODAは、次項2．援助規模で触れる

ように、2014年に引き続き、2015年も着実に増加し

ている。これには、政府がODAを2030年までに20億

ユーロに増加させ、国際目標であるGNI比0.7％を達成

する計画を打ち出しているという背景がある。現行の

「3か年開発援助プログラム」では、途上国開発にお

けるオーストリアの経済界の役割を重要視すると書か

れており、貧困削減に企業などが中心的役割を果たす

ことを政府が期待していることがうかがわれる。

2．援助規模
　2016年のODA実績額は、16.35億ドルで前年比23.6％

の増加。対GNI比は0.42％に上昇した（前年は0.35％）。

2016年のODA実績額の約40％（約6.49億ドル）が国際

機関等向けの拠出で、約60％（約9.86億ドル）が二国間

援助となっている（2016年DAC確定値）。

3．重点地域・分野
　2016年のオーストリアによるODAのうち、二国間援

助による被援助国の上位は支出純額で、トルコ（3,763

万ドル）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（2,009万ドル）、

セルビア（1,173万ドル）、ウガンダ（1,065万ドル）、シ

リア（1,052万ドル）　、イラン（1,037万ドル）、ウクラ

イナ（993万ドル）、コソボ（867万ドル）と続く。

　なお、前述の「3か年開発援助プログラム」では、二

国間援助の優先地域を、ドナウ地域・西バルカン、黒海

地域・南コーカサス、パレスチナ、西アフリカ・サハ

ラ、東・南アフリカ、ヒマラヤ・ヒンドゥークシュ、カ

リブ地域としている。その中で優先国は、コソボ、アル

バニア、ウクライナ、ジョージア、アルメニア、モルド

バ、ブルキナファソ、ウガンダ、エチオピア、モザン

ビーク、ブータンとされている。内容的には教育支援、

人権・移民対策、水利・エネルギー・食料供給、経済開

発が掲げられている。なお、クルツ外相（当時）は、持

続的な経済発展を通じて貧困を撲滅し、法の支配を強化

することで、急進化と移民・難民を防止できるとし、と

りわけ現地における安定の重要性を強調している。

4．日本との開発協力
　日本とオーストリアは、アフリカ開発銀行（AfDB：

African�Development�Bank）が、民間セクター開発戦略

実現のため2005年に設立したアフリカ民間セクター支

援基金（FAPA：Fund�for�African�Private�Sector�Assistance）

に拠出（ドナー国は2国のみ）を行い、アフリカ諸国に

おける投資環境の構築、金融システム強化、インフラの

構築、中小零細企業開発の促進、貿易の促進を支援して

きている。同基金により承認されたプロジェクト数は、

2017年2月までに66件に上り、総額約5,572万ドルとなっ

ている。

実施体制
　オーストリアではODAの執行主体・予算が一元化さ

れておらず、連邦政府レベルでは各省が自律的に実施し

ている。支出額では、財務省を筆頭として、外務省（と

その監督下にあるADA）やその他の省が続く。また、9

つの州と市町村も独自にODAを実施している。連邦政

府はこれらの実績を総合して経済協力開発機構開発援助

委員会（DAC）に報告している。

　外務省が所管するODAは、ADAが民間セクター、具

体的にはNGOや企業等と協力して実施することとなっ

ている。ADAは有限会社の法人格を有し（100％オース
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トリア連邦政府資本）、海外13か所に在外事務所を置

く。職員は内外合わせて152名。ADAと民間セクターと

の協力スキームとして、オーストリア系NGOが現地パー

トナーとの間でプロジェクトを実施する場合や、オース

トリア企業が現地に子会社ないし合弁会社を作る場合、

あるいは自らの事業に重要な原料や商品を確保する必要

のある場合に資金供与が行われている。特に後者におい

ては、企業意識と開発協力の知見を総合することが期待

されている。ADAによる2015年のODA実績は7,419万

ユーロである。

援助実施体制図

※ODA実施機関
　 • 外務省
　 •オーストリア開発庁
　 • 関係省庁（財務省、内務省、農林省、国防省、文部省、経済省、家族省）
　 • 連邦州
　 •自治体連盟
　 • NGO、企業

（市町村）

各種助言・協力・貢献等協調二国間援助指示

協力・補完報告

監督・指示

監督

開発援助支援

外務省
（戦略・調整機関）

二国間援助実施

関係省庁オーストリア開発庁（ADA）

（EUの姉妹都市との
間の開発協力に関する

オーストリア
自治体連盟

（EUの姉妹都市との
間の開発協力に関する
情報交換等の活動）

連邦州

財務省

NGO、企業

オーストリア
開発銀行

多
国
間
援
助
実
施
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 ミャンマー 106.95 16.8 1 トルコ 24.69 3.2 1 トルコ 37.63 3.8
2 トルコ 30.35 4.8 2 ボスニア・ヘルツェゴビナ 20.20 2.6 2 ボスニア・ヘルツェゴビナ 20.09 2.0
3 ボスニア・ヘルツェゴビナ 28.30 4.4 3 ウクライナ 12.61 1.6 3 セルビア 11.73 1.2
4 コソボ 13.28 2.1 4 セルビア 10.54 1.3 4 ウガンダ 10.65 1.1
5 アルバニア 13.04 2.0 5 アルバニア 10.28 1.3 5 シリア 10.52 1.1
6 中国 12.23 1.9 6 ウガンダ 9.56 1.2 6 イラン 10.37 1.1
7 セルビア 11.54 1.8 7 イラン 9.12 1.2 7 ウクライナ 9.93 1.0
8 ウガンダ 10.85 1.7 8 モンゴル 8.72 1.1 8 コソボ 8.67 0.9
9 エチオピア 9.67 1.5 9 エチオピア 8.07 1.0 9 アルバニア 8.60 0.9
10 イラン 9.48 1.5 10 コソボ 7.36 0.9 10 エチオピア 8.58 0.9
10位の合計 245.69 38.6 10位の合計 121.15 15.5 10位の合計 136.77 13.9

二国間ODA合計 636.61 100.0 二国間ODA合計 782.50 100.0 二国間ODA合計 986.23 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
0 20 40 60 80 100％

2016年

2015年

2014年 31.89.3 10.9 4.5 15.028.4

7.3 7.7 10.5 65.26.9

（暦年）
0.0（大洋州）

0.1（大洋州）

0.1（大洋州）
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4.9 9.1 6.0
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9.1 67.8

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

基礎生活分野（BHN）

0 20 40 60 80 100%

2016年

2015年

2014年

（約束額ベース、単位：％）

（暦年）

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

債務救済

経済インフラ
およびサービス

鉱工業･建設

その他3.6

7.55.147.9 23.615.9

31.6 5.2 59.6

31.9

3.4 

4.9

0.7 

59.1
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3 ベルギー（Belgium）

援助政策等
　連邦制を採っているベルギーでは、連邦政府機関のほ

か、地域・共同体政府も各々の政策に基づき開発協力を

実施しているが、ベルギーの開発協力総額のうち通常9

割以上を連邦政府が占めていることから、以下では主に

連邦政府の取り組みについて述べる。

1．外交政策と開発協力の関係
　ベルギー外務省は外交政策目標として、①平和と安全

保障、②人権、および③世界規模の連帯の実現のための

国際社会における積極的な貢献を掲げており、これら目

標達成のための非常に重要なツールとして開発協力を位

置付けている。

2．基本法・基本方針
　2013年3月には新開発協力法が発効し、ベルギーの開

発協力の主な目的として、①持続可能な人的開発、②民

主主義および法の支配の発展と強化、③人間の尊厳、人

権および基本的自由の尊重、④包括的かつ平等で持続可

能な経済発展の促進等を掲げている。また、援助の基本

的方針として、①国連の各原則・宣言・条約の重視、②

政府開発援助（ODA）総額の対GNI比0.7％達成、③援

助効果向上（援助の調和化、アラインメント、成果重視

の管理強化、共有する責任の重視、援助予測性向上、特

定国・分野への援助の集中）、④EUおよび多国間機関の

協力との調和化促進、⑤国内の地域・共同体政府との調

整促進、⑥ODAにおけるアンタイド原則の重視等を規

定している。

　近年、ベルギーは民間セクターや市民社会の開発協力

への関与をますます重視する傾向にある。2016年には、

同開発協力法が一部改正されたほか、ベルギー投資公社

（BIO）改革のための法律が制定された（ともに後述）。

3．援助規模
　ベルギーのODA実績額は、政府の予算削減を受け、

2010年の約30億393万ドルをピークに減少傾向にあった

が、2016年は約23.0億ドルと、前年比約20.8％の大幅な

増加となった（DAC確定値）。なお、ベルギーは2002年

の法律で、2010年までにODA総額の対GNI比0.7％を達

成することを目標と定めていたが、達成できていない。

4．重点分野
⑴�　ベルギーは長年、開発協力において人権を重視して

いる。新開発協力法では、テーマ別優先課題として、

①人権、②持続可能なディーセントワーク、③社会基

盤強化を規定しているほか、ベルギーの開発協力のす

べての戦略および活動において、④ジェンダーおよび

⑤環境保護に係る視点を重視している。

⑵�　ベルギーは、2016年、開発のためのデジタル（D4D）

戦略文書を採択し、①データのより良い活用、②社会

的包摂のためのデジタル化利点の活用、③経済成長の

ためのデジタル化促進の3つの戦略的優先項目を設定

した。また、国内の80以上の民間企業、市民社会団

体、公的機関の代表が集い、ベルギー・国際開発のた

めの持続可能な開発（SDG）憲章に署名した。同憲章

は、上記アクターのSDGへの関与および①保健、②再

生可能エネルギー、③デジタル化、④農業と食料、⑤

持続可能な企業の5つの重点分野における協力の重要

性を謳っている。

⑶�　ベルギーはこれまで、世界の最貧国または歴史的に

関係の深いパートナー国に絞り戦略的に援助活動を実

施してきたが、2015年、援助対象国としてのパート

ナー国の見直しを行い、主に北アフリカおよび大湖地

域を中心とする14か国・地域が、新たにパートナー

国として設定された（アフリカ13か国およびパレス

チナ）。2016年度は、連邦政府の援助予算全体の約

29.6％がアフリカ地域に向けられており、中でも、特

に関係の深い大湖地域（コンゴ民主共和国、ルワン

ダ、ブルンジ）に対する援助の占める割合が高い。ベ

ルギーのODAの二国間援助におけるこれら3か国向け

援助額総計は、2014～15年度の二国間援助の実施額

全体の約19.5％を占めている。

実施体制
1．外務省開発総局（DGD）
⑴�　ベルギー外務省開発総局（DGD）が開発協力政策

の企画立案、評価等を実施しており、外務大臣と同格

の開発協力大臣がDGDの補佐を受け、援助政策の基

本的枠組みを決定している（注1）。2012年以降のDGDの

組織改編により、開発総局長および同総局長補の下、

開発のための政策一貫性の促進および開発協力大臣に

対する政策提言を目的とする戦略委員会が設置される



158　2017年版　開発協力参考資料集

とともに、同委員会の下に地域局、課題局、市民社会

局、組織運営局が設置されて4局体制となった。

　�　2014年、DGDは新6ヵ年管理計画を採択し、①後発

開発途上国（LDCs）および脆弱国への配慮、②DGD

の役割強化、③人道支援と開発協力のより良い補完性

の保証、④開発政策への支持を得るための社会的基盤

の強化、⑤開発のための政策一貫性を目指した取組、

⑥援助効率および成果指向の重視、⑦組織の機能改

善、の7つの目標を提示した。また、政策一貫性のメ

カニズムにかかわる二つの組織として、①DGDおよ

び他の16省庁の各代表により構成される省庁間委員

会（CICPD）、②DGDおよび大臣官房の他、NGO、学

術界からの各代表により構成される諮問会議が発足し

た。

　�　2015年、DGD課題局内に政策一貫性室が設置され

たほか、組織・分野横断的課題に対応するため、①

2030アジェンダ、②EU-DAC、③マリ・ニジェールの

3テーマの下で局横断チームを設置した。また、2012

年以降の組織改編の成果をより確固なものとするた

め、①健全性政策、②フォローアップ、監査と評価、

③プロセスとリスク、④ナレッジ・マネジメントの4

分野からなる2015～17年の行動計画を策定した。ま

た、2016年、DGDは、ODAに関する内部用の新デー

タベースPrismaを立ち上げ、データ管理・利用等の利

便性が向上した。

⑵�　開発協力を担当しているDGD職員は、在外公館勤

務者を含め171名（2017年7月現在）。援助対象国の在

外公館に配置されている国際協力担当アタッシェは、

政府間援助事業、多国間協力事業等の責任者として、

関係者間の調整等の業務を行っている。

2．実施機関
⑴　ベルギー技術協力公社（BTC）

　�　ベルギーのODA実施は、1998年の法律により設立

されたベルギー技術協力公社（BTC）に委ねられてい

る。BTCはベルギー連邦政府との5か年事業管理契約

に基づき事業実施を行い、ベルギー連邦政府はBTCの

運営を管理する立場にある。ベルギー連邦政府による

政府間援助事業は、BTCが実施する全事業の9割以上

注1：�2002年以降、DGDは外務省に置かれてきたが、基本的に外務省とは別の主体として運営されている。他方、省内でDGDと関係各局間の調整を促
進するための調整委員会において、外交における開発協力の位置付けに関する議論が行われており、伝統的外交を行う外務省と開発協力を行う
DGDとの連携がより一層強化されている。

注2：そのため、BIOの活動は非ODAに分類される。

を占め、その他に欧州委員会や世界銀行等と共同で実

施する経済協力事業などがある。2016年末時点で、

BTCは約20か国で170以上の事業を実施しており、主

な援助スキームは、技術協力、プログラム支援、援助

対象国政府に対する資金協力等である。BTC職員は、

海外勤務者を含め1,500名（2016年12月末時点）であ

る。2016年予算（支出）は約2.17億ユーロであり、

うち9割がベルギー連邦政府による活動のための予算

に分類される。

⑵　ベルギー投資公社（BIO）

　�　また、他のベルギーの開発協力の実施機関として、

2001年の法律により設立された、開発途上国のため

のベルギー投資公社（BIO）が挙げられる。BIOは、

DGDからの資金拠出を通じ、途上国および新興国の

社会経済発展に向けた民間セクターへの投資を行って

おり、支援対象はパートナー国の政府機関ではなく主

に民間の中小企業である（注2）。2014年のBIO設立法改正

法により、BIOはベルギー連邦政府との間で5か年事

業管理契約を締結して事業実施を行うことが定めら

れ、ベルギー連邦政府はBIOの運営管理を行う。

　�　2016年12月末時点で、BIOは41か国・地域で152事

業を実施しており、職員数は48名である。2016年に

は26の新規投資案件（計1億7,500万ユーロ）が理事

会で承認された。2016年末時点での投資残高は約4.6

億ユーロである。

　�　2016年7月には、BIO改革のための法律が制定され、

ベルギーの民間セクターがBIOを通じてベルギーの

パートナー国の民間セクターへ投資するための門戸が

開かれた。

3．NGOとの関係
　2009年、ベルギー連邦政府とNGOの間で、援助活動

をより効果的に実施するための合意が結ばれた。合意の

内容は、DGDがNGO関連の支出を2011年から毎年3％ず

つ増加すること、少なくとも年2回はNGOとの間で政策

について議論する場を設けることなどとなっている。ま

た、NGOの質と専門性を高めることなどを目的に、

NGOの援助活動を評価するための指針も定められてい

る。2012年、DGDの組織改編に伴い市民社会局が設置
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され、NGOとの連携を強化するための体制が整った。

新開発協力法において、NGOを含む様々な非政府アク

ターとの新たなパートナーシップのあり方が示されてい

る。具体的には、助成金のモダリティ改定による活動の

質の向上、相補性と相乗効果向上のためのローカル・ア

クターとの連携、資金の透明性の向上、リスク管理改善

および業務手続きの簡素化などが挙げられる。2014年

には、NGOの認証手続きのプロセスが開始したほか、

NGO代表の参加の下、開発のための政策一貫性にかか

わる諮問会議が立ち上げられた。また、同年、DGDか

らNGOへの助成金の手続き・計画・実施・監査等を担

当するNGO助成金フォローアップ部が設置され、2015

年には監査官等の業務の手引きが策定されている。な

お、2016年の開発協力法一部改正に伴い、2017年以降

は、NGOが行う支援活動の9割をそれまでの52か国から

33か国（注3）に絞る方針とされたほか、NGOに求められる

事務手続きがより簡素化された。

● ウェブサイト

・ベルギー外務省開発総局ウェブサイト（英語）：

注3：これらの中には、ベルギー開発協力のパートナー14か国・地域がすべて含まれる。

　�https://diplomatie.belgium.be/en/policy/development_

cooperation

　＊�白書・年次報告書は “Multimedia�Library” の項目

から閲覧可能。

・ベルギー技術協力公社ウェブサイト（英語）：

　http://www.enabel.be/

　＊年次報告書は “Resources” の項目から閲覧可能。

・�開発途上国のためのベルギー投資公社ウェブサイト

（英語）：

　http://www.bio-invest.be/en/index.php�

　＊年次報告書は “Library” の項目から閲覧可能。

・フランドル対外庁ウェブサイト（英語）：

　http://www.vlaanderen.be/int/en�

　＊�白書・年次報告書は “Sustainable�Development”

の項目から閲覧可能。

・�ワロン－ブリュッセル・インターナショナルウェブサ

イト（仏語のみ）：

　http://www.wbi.be�

　＊開発協力に関しては以下のサイト参照。

　http://www.wbi.be/fr/cooperation

開発協力実施体制図

実施部門政策立案・評価部門

開発協力大臣外務大臣

NGO
ODA

非ODA

国際機関

ベルギー技術協力公社
（BTC）

ベルギー投資公社
（BIO）

非営利セクター
支援

多国間協力

政府間援助

民間セクター
支援

外  務  省

所管所管

資金
拠出

在外公館

開発総局
（DGD）

資金・
運営管理　

補助金

資金・
運営管理

国際協力担当
アタッシェ

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/development_cooperation
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（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
0 20 40 60 80 100％

2016年

2015年

2014年

0.1（欧州）
（暦年）

（欧州）0.2

（欧州）0.4

4.7 5.0 37.7 7.2 45.3

3.1 9.1 34.7 5.8 47.0

2.4 13.2 30.6 5.6 47.8

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

0 20 40 60 80 100%

2016年

2015年

2014年

（約束額ベース、単位：％）

（暦年）

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

債務救済

経済インフラ
およびサービス

鉱工業･建設

その他

0.5

0.0（債務救済）

0.4

基礎生活分野（BHN）

46.2 10.5 17.5 25.3

55.0 6.0 11.4 27.5

47.6 6.0 10.2 35.9

⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 コンゴ民主共和国 150.61 11.4 1 コンゴ民主共和国 89.45 8.0 1 コンゴ民主共和国 103.10 7.2
2 ブルンジ 61.75 4.7 2 ブルンジ 48.72 4.4 2 トルコ 65.55 4.6
3 ルワンダ 42.19 3.2 3 ルワンダ 35.88 3.2 3 ブルンジ 52.02 3.7
4 ウガンダ 24.17 1.8 4 シリア 29.59 2.7 4 ［パレスチナ］ 34.76 2.4
5 ベトナム 23.51 1.8 5 ［パレスチナ］ 24.23 2.2 5 ルワンダ 26.30 1.8
6 ペルー 23.07 1.7 6 マリ 21.63 1.9 6 マリ 22.54 1.6
7 ベナン 21.15 1.6 7 ベナン 19.56 1.8 7 モロッコ 22.21 1.6
8 モザンビーク 21.08 1.6 8 モザンビーク 18.98 1.7 8 ニジェール 21.99 1.5
9 ［パレスチナ］ 20.66 1.6 9 セネガル 17.84 1.6 9 ボリビア 20.76 1.5
10 エクアドル 19.39 1.5 10 ニジェール 17.13 1.5 10 セネガル 20.30 1.4
10位の合計 407.58 30.9 10位の合計 323.01 29.1 10位の合計 389.53 27.3

二国間ODA合計 1,319.11 100.0 二国間ODA合計 1,111.63 100.0 二国間ODA合計 1,425.17 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。
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｜第 3 章　諸外国の経済協力｜第 2 節 主要援助国・地域機関の経済協力の概要 ／ 4．カナダ（Canada）｜

4 カナダ（Canada）

注1：カナダドル/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2016年レートを適用。

援助政策等
１．基本法・基本方針
⑴　基本法

　�　カナダの開発援助の中心課題は貧困削減である。

2008年5月に成立した「政府開発援助説明責任法」

（Official�Development�Assistance�Accountability�Act）

は、政府開発援助における透明性を確保するため、カ

ナダ政府が貧困削減の目標を達成する際の説明責任を

強化することを定めている。同法に基づき、国際開発

大臣は、毎年、議会の両院に対し、報告書の提出を義

務付けられている。

⑵　基本方針

　�　従来、カナダ政府は、貧困削減に貢献すること、貧

困層の視点を考慮すること、国際的人権基準と合致す

ることを国際援助の基本方針としてきたが、2015年

10月に就任したトルドー首相は、カナダの国際援助

政策の見直しに着手し、国内外のステーク・ホルダー

とのコンサルテーション等のプロセスを経て、2017

年6月9日、新たな国際援助政策「Feminist�International�

Assistance�Policy」を発表した。

　�　この新たな国際援助政策は、貧困の撲滅、より包摂

的で平和で繁栄した世界を築きあげるのに最も効果的

なアプローチとして男女平等や女性のエンパワーメン

トを位置づけており、その目的を達成するため、カナ

ダは①女性、女児の人権の擁護・推進、②特に持続可

能な開発および平和の分野における意思決定過程への

女性、少女の参画、③社会経済的平等を確保するため

のリソースへのアクセスの向上、という3つのイニシ

アティブを中心に据えて国際援助を行うこととしてい

る。　

⑶　近年における特徴・傾向

　�　近年、援助政策を経済・外交政策に整合させる傾向

を強めつつあり、2013年のカナダ外務国際貿易省と

カナダ国際開発庁（CIDA）との統合、民間セクター

による途上国への投資を奨励するための融資等を行う

「開発融資機関」（Development�Finance�Institution）

の設置などが進められている。

　�　2015年に誕生したトルドー首相率いる自由党政権

は当初から男女平等、女性のエンパワーメントに重要

課題として取り組んできており、2017年6月にフリー

ランド外相が行った外交政策に関する演説において

も、女性の権利擁護はカナダの外交政策の根本である

と述べている。

　�　保健の分野では、母子保健の向上を重要課題として

国際的取組を主導し、2014年5月にトロントにて「す

べての女性と子供を救うためのサミット」を開催した

ほか、2016年9月にはトルドー首相が「世界エイズ・

結核・マラリア対策基金（グローバル・ファンド）第

5次増資会合」を主催し、向こう3年間で約8億カナダ

ドル（約6億米ドル（注1））の拠出を発表した。

　�　女性の性と生殖に関する健康・権利（SRHR）の分

野では、2017年3月、同分野での国際的支援を強化す

るために、一部先進国の主導の下に立ち上げられた基

金に対して、20百万カナダドル（約15百万米ドル（注1））

の拠出を発表した。

2．援助規模
⑴　2015年度実績

　�　カナダの2015年度の政府開発援助は約42.8億米ド

ルで（DAC確定値）、このうち約73％がグローバル連

携省、約9％が財務省（世界銀行、IMF等の国際金融

機関等への拠出や借款）、約4％が国際開発研究セン

ター（IDRC：途上国の知的開発やイノベーションへ

の投資）、約15％がその他政府機関（連邦警察、移

民・難民・市民権省、国防省、州・準州政府など）に

よって実施された。

　�　2015年度の二国間援助の対象国はエチオピア（1

位）、アフガニスタン（2位）、ガーナ（3位）となっ

ており、二国間人道支援の対象国・地域は、シリア

（1位）、ヨルダン川西岸・ガザ地区（2位）、レバノン

およびヨルダン（3位）であった。地域別の援助実績

比率は、アフリカ39％、アジア21％、米州が13％、

中東8％。二国間支援と多国間支援の割合はそれぞれ

67％、33％となっている。（以上出典：カナダ政府

2015年度国際援助統計レポート）。

　�　NGO、NPOなどの市民社会との連携に関して、グ

ローバル連携省は国際開発・人道支援分野における市

民社会との連携に係る戦略（International�Development�
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and�Humanitarian�Assistance�Civil�Society�Partnership�

Policy）を策定済みであり、同戦略に基づいて内外の

市民社会団体と連携し、効果的な援助の実施に努めて

いる。2015年度はカナダの市民社会団体に対して約

7.6億カナダドル（約5.9億米ドル（注2））、国外の市民社

会団体に対して2.5億カナダドル（約2.0億米ドル（注2））

の支援を行った。

⑵　2016年度実績

　�　カナダの2016年度の政府開発援助は約39.3億米ド

ル、対GNI比は0.26％となっており、2015年度に比べ

て名目ベースで8.1％減少した（以上出典：DAC）。支

援総額では世界第11位（2015年度は8位）、対GNI比で

は世界第18位（2015年度は15位）となっている。

⑶　2017年度予算

　�　グローバル連携省の2017年度の国際開発予算（同

省予算のうち、国際開発、国際人道支援、国際安全保

障・民主主義の発展の3項目の合計）は約35.4億カナ

ダドル（約26.7億米ドル（注1））となっている（出典：

Treasury�Board�of�Canada）。2017年3月に公表された

予算書の第3章パート4　「世界におけるカナダの立ち

位置の維持」（Upholding�Canada’s�Place�in�the�World）

においては、新たな国際援助政策の下、先述のSRHR

分野で6.5億カナダドル（約4.9億米ドル（注1））の支援

を実施することが盛り込まれているほか、2021年度

までにカナダの二国間援助の95％を男女平等の推進

に係る支援とすることや、発展途上国で女性支援に取

り組む現地の団体・運動を支援するために今後5年で

1.5億カナダドル（約1.1億米ドル（注1））を支出すると

している。また、革新的な開発融資政策として、

2017年5月、カナダ輸出促進公社の下に3億カナダド

ル（約2.3億米ドル（注1））の開発融資機関（Development�

Finance�Institution）を立ち上げ、「持続可能な開発の

ための2030アジェンダ」の達成のため、発展途上国

の経済成長につながる民間部門の投資を促進する施策

を講じている。

3．重点分野・地域
⑴　重点分野

　�　新たな国際援助政策では、1．⑵記載の3つのイニシ

アティブを推進するため、以下の6つの行動に対して

優先的に支援を行うとしている。

注2：カナダドル/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2015年レートを適用。

　①�　ジェンダーの平等と女性、少女のエンパワーメン

トに係る行動

　②　人間の尊厳（保健、栄養、教育等）に係る行動

　③　すべての人のための成長に係る行動

　④　環境および気候変動に係る行動

　⑤　包摂的ガバナンスに係る行動

　⑥　平和と安全に係る行動

⑵　重点国・地域

　�　従来の国際援助政策では、二国間援助の90％を重

点対象国25か国・地域に集中させるとしていたが、

新たな国際援助政策ではこの重点国・地域を基本的に

廃止し、2021年度までにカナダの二国間援助の少な

くとも50％を、深刻な貧困に直面しているアフリカ

のサブサハラ地域への支援に振り向けることとしてい

る。

実施体制
　カナダの開発支援において、援助の優先政策の立案や

見直しはグローバル連携省が主導し、国際的に重要で緊

急性の高い事案（大規模自然災害、脆弱国復興支援等）

は首相府及び枢密院との調整の下、関係省庁が連携して

行っている。

　開発支援の実施面においても、グローバル連携省は主

導的な役割を果たしつつ、他の政府機関、NGO等と連

携・協調しつつ支援を実施している。グローバル連携省

の職員数は2017年3月末日現在で6,618名（うち在外職

員は1,242名）。

● ウェブサイト

・�新たな国際援助政策「Feminist�International�Assistance�

Policy」

　�https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/06/

canada_s_feministinternationalpolicy.html

・国際援助統計レポート（2015年度）

　�http://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/

odaaa-lrmado/sria-rsai-2015-16.aspx?lang=eng

・2017年度カナダ連邦政府予算

　�http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/toc-tdm-en.

html

・�カナダ行財政管理調整委員会（Treasury�Board�of�

Canada）

https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/06/canada_s_feministinternationalpolicy.html
http://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/odaaa-lrmado/sria-rsai-2015-16.aspx?lang=eng
http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/toc-tdm-en.html
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　�https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat.

html

援助実施体制図

国際援助機関

枢密院
●重要事案について連携を調整

首相府

財務省

国際開発研究センター

移民・難民・市民権省

国防省

その他関係省庁（連邦警察、
保健省、環境省、労働省、産業省他）

NGO・市民社会

現地政府

その他

グローバル連携省
●援助政策の立案・援助の実施

（その他実施機関）
●政策推進、実施

民間セクター

連携

協調

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat.html
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 ウクライナ 244.13 7.4 1 ウクライナ 218.65 7.4 1 アフガニスタン 96.33 3.6
2 エチオピア 108.12 3.3 2 アフガニスタン 148.08 5.0 2 エチオピア 90.67 3.4
3 マリ 99.90 3.0 3 エチオピア 103.24 3.5 3 マリ 87.41 3.3
4 南スーダン 87.00 2.7 4 ヨルダン 97.41 3.3 4 南スーダン 67.46 2.5
5 タンザニア 85.79 2.6 5 南スーダン 88.03 3.0 5 ハイチ 67.08 2.5
6 アフガニスタン 84.19 2.6 6 マリ 87.95 3.0 6 イラク 61.85 2.3
7 ハイチ 81.06 2.5 7 タンザニア 82.73 2.8 7 ヨルダン 60.78 2.3
8 ガーナ 78.55 2.4 8 イラク 74.96 2.5 8 シリア 52.32 2.0
9 モザンビーク 75.68 2.3 9 ガーナ 74.72 2.5 9 ウクライナ 50.95 1.9
10 セネガル 73.56 2.2 10 ハイチ 74.23 2.5 10 タンザニア 50.42 1.9
10位の合計 1,017.98 31.1 10位の合計 1,050.00 35.3 10位の合計 685.27 25.8

二国間ODA合計 3,278.33 100.0 二国間ODA合計 2,971.99 100.0 二国間ODA合計 2,660.69 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

14.3 15.0 35.4 14.1 3.1 18.0

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
0 20 40 60 80 100％

2016年

2015年

2014年 8.2 11.212.5 40.4 12.315.3

14.4 19.1 11.9 8.5 10.635.4

（暦年）
0.1（大洋州）

0.1（大洋州）

0.1（大洋州）

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

基礎生活分野（BHN）
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（約束額ベース、単位：％）

（暦年）

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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およびサービス

鉱工業･建設
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17.73.364.7 14.3

65.1 5.3 19.2 10.4

71.9 5.5 9.3 13.2
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5 チェコ（Czech Republic）

援助政策等
1．基本法
　「開発協力および人道支援法（The Act on Develop-

ment Cooperation and Humanitarian Aid、 同 法 改 正

2010年7月1日発効）」第1章第2条において、開発協力を

「ミレニアム開発目標（MDGs）の達成を見据え、経済

社会開発、環境保護、民主化、人権保護およびグッド・

ガバナンス促進による持続的な開発を通じて貧困撲滅に

貢献すること」、人道支援を「生命喪失の防止、苦難の

根絶、災害後に基本的な生活水準へ回復させること」と

規定している。

2．基本方針
　開発協力および人道支援法の下、「チェコ開発協力戦

略2018～2030年（The Development Cooperation Strat-

egy of the Czech Republic 2018～2030）」を策定し開発

協力を行っている。

　二国間援助に関しては、環境保護、農業支援、社会基

盤整備、エネルギーを含む経済開発および民主化・人権

保護等を重点分野としている。さらに、分野横断的に

グッド・ガバナンス促進、環境と気候変動、基本的人

権・労働社会権への配慮を、それぞれの発展段階に応じ

て行うこととしている。活動支援評価は、被援助国の開

発ニーズへの関連性、受益者集団に対する活動のインパ

クト、事業実施の有効性・効率性、および活動支援終了

後の持続可能性などのDAC基準に基づいて行われる。

　多国間援助に関しては、チェコ開発協力戦略2018～

2030年のほか、「チェコ多国間援助開発協力戦略2013～

2017年（The Multilateral Development Cooperation 

Strategy of the Czech Republic 2013～2017）」 に 基 づ

き、国連、EU、世界銀行、OECD等を通じた国際協力を

行っている。この中で、グローバル援助目標へのチェコ

による効果的な関与を示すべく、以下の4つの戦略的目

標を掲げ、二国間援助と同様の重点分野や配慮事項を設

定し援助を行うこととしている。

⑴ 　グローバル開発目標を達成するためチェコによる関

与と優先順位を向上

⑵　多国間事業実施におけるチェコ機関の参加促進

⑶　国際機関におけるチェコ人専門家の関与促進

⑷　国際機関の意思決定過程におけるチェコの関与促進

3．援助規模
　チェコ政府資料によると、2016年の開発援助総額は2

億6,044万ドルで、前年比30.9％増となった。このうち、

二国間援助は7,138万ドル（構成比27.4％）、国際機関へ

の 拠 出 に 当 た る 多 国 間 援 助 は1億8,905万 ド ル（ 同

72.6％）となった。各国際機関への拠出についてはEU1

億6,349万ドル、国連機関1,443万ドル、世界銀行グルー

プ718万ドルの順となっており、EUへの資金拠出が最も

多い。なお、ODAの対GNI比は0.14％であった。

　開発援助総額のうちの二国間援助の比率はここ数年ほ

ぼ横ばいである。多国間援助（国際機関への拠出）につ

いては、EU予算（開発援助を含む）に対するチェコの

拠出によって定められており、EUに拠出された資金の

使途は、欧州連合理事会で決定される。

　チェコのODA予算については、関係省庁に当初より

ODA予算として明示されて割り当てられた予算を利用

する他、具体的な用途が明示されずにプールされた予算

から関係省庁によるODA事業の実績額が拠出される、

といった仕組みとなっており、具体的な内訳は公表され

ていない。

4．重点分野
　2016年の二国間援助では、社会インフラ開発、難民

支援、人道支援を中心に支援が行われた。分野別、所得

階層別、援助形態別、各々の実績の詳細は次のとおり。

⑴�支援分野
別内訳

社会インフラ開発（33.0％）、難民支援
（25.2％）、人道支援（17.4％）、マルチセ
クター�（7.1％）、ドナー国運営費（7.1％）　
等

⑵�所得階層
別内訳

後発開発途上国（15.4％）、低中所得国
（28.0％）、高中所得国（24.6％）　等

⑶�援助形態
内訳

プロジェクト・タイプ支援（37.7％）、専
門・ 技 術 支 援（7.2 ％）、 教 育 助 成
（7.1％）、行政経費（5.9％）、等

5．重点国
　開発協力プログラムを有する優先援助国はボスニア・

ヘルツェゴビナ、エチオピア、モルドバ、ジョージア、

カンボジア、ザンビアの6か国である。これらの国を選

定するに当たり、①以前からの事業の実績、OECD-DAC

や世界銀行の勧告、②貧困撲滅とMDGs達成のための開

発協力の最適なバランス、③チェコによる援助の比較優

位性、④地理的なバランス等を考慮している。
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　上記各国については、それぞれ以下の分野への支援を

行う。

　・ ボスニア・ヘルツェゴビナ：天然資源の持続的利

用、農業分野への支援

　・ エチオピア：社会福祉向上、天然資源の持続的利

用、農業分野への支援

　・ モルドバ：天然資源の持続的利用、社会福祉向上、

農業分野への支援

　・ジョージア：社会福祉向上、農業分野への支援

　・ カンボジア：社会福祉向上、天然資源の持続的利用

　・ザンビア：社会福祉向上、農業分野への支援

6．日本との開発協力
　被援助国からドナー国となったヴィシェグラード4か

国（V4：チェコ、ポーランド、スロバキアおよびハン

ガリー）から、日本の国際協力における経験を学びたい

との要望があり、2013年11月に開催された第5回「V4＋

日本」外相会合で、「V4＋日本」共同プロジェクトを実

施することが合意された。具体的には、①セルビア、ボ

スニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロの中小企業支援

分野（2014年10月）、②モルドバの医療分野（2015年

12月）、③セルビアのエネルギー関連分野（2016年10

月）支援に関するワークショップが開催され、各国専門

家と知見が共有された。

実施体制
　開発協力を調整する外務省が、開発協力戦略・二国間

開発協力計画の策定、中期見通し作成、開発プロジェク

トの評価、二国間援助実施機関であるチェコ開発協力庁

注1：2008年1月、外務省傘下の機関として設置。

（CzDA：Czech Development Agency（注1））の管理等を

行っている。

　CzDAは二国間開発協力の実施機関としてプロジェク

トの形成、入札・補助金等の選定手続き、契約署名、モ

ニタリングなどを行っている。その際、NGO、民間企

業のほか、欧州の他の援助国や援助機関とも連携してい

る。

　また、開発協力委員会（Council for Development 

Cooperation）が設置されており、分野ごとに作業部会

を形成し、CzDA、外務省、関連省庁、NGO間の調整を

行うほか、開発協力事業の情報共有や市民社会との連

携、政策方針への提言を行っている。

　プロジェクト実施国の大使館は、適切なプロジェクト

案件の形成やモニタリング実施などを行い、被援助国の

政府・その他機関とチェコの援助機関との連絡窓口を

担っている。

　多国間援助においては、外務省は開発援助機関および

人道支援機関（UNDP、UNICEF、UNV、OCHA等）の活

動への支援の調整を行うとともに、他省庁が支援の一部

またはすべてを担当する専門機関（たとえば、世銀・

EBRDは 財 務 省、ILOは 労 働 社 会 省、WHOは 保 健 省、

FAOは農業省、UNEPは環境省など）の活動についてモ

ニタリングを行う。これらの省庁間の調整も上記の開発

協力委員会で行う。

● ウェブサイト

・チェコ外務省：http://www.mzv.cz

・チェコ開発協力庁：http://www.czda.cz
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援助実施体制図
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拠出支援､監視
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事業
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 アフガニスタン 5.70 9.1 1 モルドバ 4.07 5.8 1 モルドバ 4.08 5.7
2 モルドバ 4.92 7.9 2 ウクライナ 3.73 5.3 2 ヨルダン 3.42 4.8
3 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3.64 5.8 3 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3.72 5.3 3 エチオピア 3.23 4.5
4 エチオピア 3.62 5.8 4 アフガニスタン 3.72 5.3 4 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3.03 4.2
5 ウクライナ 3.09 4.9 5 エチオピア 3.23 4.6 5 ジョージア 2.77 3.9
6 ジョージア 2.69 4.3 6 ヨルダン 2.99 4.3 6 ウクライナ 2.75 3.9
7 モンゴル 2.55 4.1 7 ジョージア 2.80 4.0 7 アフガニスタン 2.59 3.6
8 コソボ 2.03 3.2 8 セルビア 1.86 2.7 8 セルビア 2.22 3.1
9 セルビア 1.58 2.5 9 コソボ 1.66 2.4 9 モンゴル 2.15 3.0
10 カンボジア 1.11 1.8 10 モンゴル 1.62 2.3 10 イラク 1.87 2.6
10位の合計 30.93 49.4 10位の合計 29.40 41.9 10位の合計 28.11 39.4

二国間ODA合計 62.57 100.0 二国間ODA合計 70.10 100.0 二国間ODA合計 71.38 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

12.5 20.4 8.5

1.1

26.0 31.6

14.3 14.4 10.3 31.3 28.5

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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1.0

（支出総額ベース、単位：％）⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

56.8
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6.1 34.2
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(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

経済インフラ
およびサービス

鉱工業･建設
その他

2.8

5.462.7 29.1

55.7 7.3 8.4 28.6

基礎生活分野（BHN）

（約束額ベース、単位：％）
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6 デンマーク（Denmark）

援助政策等
1．基本法・基本方針
⑴　基本法

　�　1971年に国際開発協力法が制定され、これがデン

マーク開発援助の基本法となっている。国際開発協力

法は、開発協力が、貧困の削減や国連憲章および国連

人権宣言の定める民主主義、持続可能な開発、平和構

築と安定化を推進すること、そしてより平和で、安定

し、平等な世界でのデンマークの国益追求に貢献する

ことを規定している。また、毎年、開発協力に係る予

算の4か年計画を議会に提出すること、開発協力の透

明性を確保することを規定している。2013年より改

正国際開発協力法が施行され、デンマーク開発協力の

透明性の向上が図られ、「途上国への援助」に重点を

置いていた改正前と比較し、デンマークと途上国との

パートナーシップ強化を目的とした「開発協力」に重

点が置かれた。

⑵　基本方針

　�　デンマークは、国連総会決議等で掲げられた「ODA

の対GNI比0.7％」を達成している数少ない国の一つで

あり、2015年は対GNI比0.73％、2016年は0.75％で

あった。2016年8月には2017年から2020年までの開

発協力の優先分野および予算方針を発表し、その中で

①「人道支援と開発協力を通じて、紛争の影響を受け

る国や地域の状況改善」、②「途上国による自国民の

再受入を含む移民・難民支援に重点を置く」、③「民

間資本を促進し、デンマークのビジネスや投資家を開

発に関与させることで、途上国の成長および雇用に繋

がる開発資金を増加させる」、④「男女平等および女

性や女児の権利の状況改善を含む人権を引き続き重視

する」ことを重点分野とし、途上国における持続的な

成長に貢献することを目指している。

　�　また、デンマークは、2015年9月に国連総会におい

て採択された「持続可能な開発目標（Sustainable�

Development�Goals）」の実施にも積極的に取り組ん

でおり、①リプロダクティブ・ヘルスおよびその権利

を含む男女平等、②教育、③平和な社会と権利、④

水、エネルギー、環境と気候を含む持続的かつ包括的

な成長、の4つを優先的取組課題としている。

2．援助規模
　2016年ODA実績は約23.7億ドルで、そのうち、全体

の約70％が二国間援助、約30％が多国間援助である。

なお、二国間援助のうち、約27.5％が対アフリカ、約

6.5％が対アジアである。2016年の最大被援助国はタン

ザニア（約5,428万ドル）、次いでガーナ（約5,045万ド

ル）、ブルキナファソ（約4,692万ドル）である。

3．重点分野・地域
　援助対象分野は多岐に亘り、2016年は「デンマーク

国内における難民受入費用」が25.17％を占め、「開発途

上国の政府および市民社会団体」16.92％、「人道支援」

14.1％、「農業」5.33％、「保健」3.68％、「水と衛生」

3.02％、「教育」2.67％、「エネルギー」1.3％、「その

他」27.81％の割合となっている。

　2016年6月、デンマーク政府は、同国が最も変化をも

たらし得るアフリカに重点を置きつつ、12の国および

地域（アフガニスタン、バングラデシュ、ブルキナファ

ソ、エチオピア、ケニア、マリ、ミャンマー、ニジェー

ル、パレスチナ、ソマリア、タンザニア、ウガンダ）を

DANIDA（デンマーク開発協力事業の総称）優先国に選

定し、政治的および財政的に長期的な支援を行ってい

る。優先国の選定方法は、①貧困状況が深刻な国、②後

発開発途上国であること、③難民の流入を防ぎデンマー

ク経済の発展に繋がることとしている。

　デンマークは、2012年にニカラグアおよびカンボジ

アを、2013年にはベナンおよびザンビアを、2014年に

はブータン、2015年にはベトナムをDANIDA優先国から

除外した。さらに、2015年6月まで優先国に含まれてい

たボリビア、インドネシア、パキスタン、ネパール、モ

ザンビーク、ジンバブエについては、優先国からの除外

のみならず、2020年までに徐々に開発援助をフェーズ・

アウトする予定である。

　これは効果的な援助を行うためにDANIDA優先国を絞

ること、必要な政治・経済改革が限定的であること、汚

職対策に向けた政治の改善が見られないこと等を理由と

している。DANIDA優先国、特にアフリカ地域において

は、持続可能な成長に寄与するインフラ事業に対して

DANIDA事業融資（Business�Finance）を通じた譲許的

融資を行っている。
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実施体制
1．援助担当機関
　デンマークの開発協力は、かつてはデンマーク国際開

発庁が所管していたが、1991年に同庁は外務省に統合

され、以後外務省内の開発協力大臣の責任の下で、援助

政策の立案から実施までが一元的に所管されるように

なった。2015年6月に発足したラスムセン自由党単独政

権においては、開発協力大臣ポストが廃止され、外務大

臣が開発協力も所管する体制がとられたが、2016年11

月に成立した自由党・自由同盟・保守党3党連立政権に

おいて、開発協力大臣ポストが再び創設された。開発援

助にかかる優先課題等全体戦略の立案は、外務省グロー

バル開発協力局（Center�for�Global�Development�and�

Cooperation）が中心となって行い、個別事業案件の計

画・実施は在外公館（援助対象国所在の公館および国際

機関代表部）に権限が委譲されている。これにより、被

援助国やドナー国との密接な対話が保たれ、柔軟な調

整・協調、適時の判断が可能となることから、援助の効

率向上につながっている。また、改正国際開発協力法に

より、労働組合、民間セクター，同国研究機関、市民社

会団体等から構成される開発政策理事会（Council�for�

Development�Policy）が設置された。同理事会メンバー

は、外務大臣により3年の任期で任命される15名から成

り、年に4回会合を開き、同大臣に開発援助の計画・実

施に係る助言を行う。

2．NGO・企業等のアクターとの協力
　デンマークはNGOの活用にも積極的で、特に、人道

支援においては、NGOが中心的な役割を担っている。

デンマーク政府は、2010年より、デンマークおよび国

際NGOとの戦略的パートナーシップ合意に注力し、人

道危機が発生した際は、これらNGOと連携し、迅速な

対応をとることを可能としている。また、デンマーク政

府は、途上国の持続的な経済成長には民間企業の参画が

不可欠との認識の下で、デンマーク民間企業の途上国ビ

ジネスへの参入を積極的に支援している（DANIDA�

Business）。さらに、同国政府は、1967年に同支援を目

的 に「 途 上 国 へ の 投 資 基 金（Investment�Fund�for�

Development�Countries（IFU）」を設立し、この投資基

金の融資を受けた約500ものデンマークの民間企業がそ

の資金を活用し、これまでに150か国におよぶ途上国へ

の投資を実施してきた。

● ウェブサイト

・デンマーク外務省：

　http://www.um.dk/en

援助実施体制図

外務省
グローバル開発協力局

（Center for Global Development and
Cooperation）

● 開発協力の政策立案、実施、評価 

在外公館

● 個別事業計画・実施
● ドナー諸国間の援助協調決定  

任命

助言

開発協力大臣

NGO 市民社会団体

開発政策理事会
（Council for

 Development Policy）
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 アフガニスタン 77.77 3.6 1 アフガニスタン 86.25 4.6 1 タンザニア 54.28 3.3
2 タンザニア 70.71 3.3 2 ケニア 55.37 2.9 2 ガーナ 50.45 3.1
3 ブルキナファソ 69.64 3.3 3 モザンビーク 49.19 2.6 3 ブルキナファソ 46.92 2.8
4 モザンビーク 57.41 2.7 4 シリア 45.19 2.4 4 ケニア 46.82 2.8
5 シリア 53.90 2.5 5 タンザニア 41.37 2.2 5 ウガンダ 41.50 2.5
6 ウガンダ 50.24 2.4 6 ブルキナファソ 41.13 2.2 6 シリア 40.65 2.5
7 ケニア 49.49 2.3 7 ガーナ 38.64 2.1 7 アフガニスタン 38.66 2.3
8 ガーナ 47.83 2.2 8 ウガンダ 29.28 1.6 8 マリ 38.63 2.3
9 ザンビア 41.77 2.0 9 ジンバブエ 26.76 1.4 9 モザンビーク 36.03 2.2
10 南スーダン 36.43 1.7 10［パレスチナ］ 25.79 1.4 10 ソマリア 34.32 2.1
10位の合計 555.19 26.1 10位の合計 438.97 23.3 10位の合計 428.26 25.9

二国間ODA合計 2,130.71 100.0 二国間ODA合計 1,880.44 100.0 二国間ODA合計 1,653.69 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。
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(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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7 欧州連合（EU）

注1：�オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポ
ルトガル、スペイン、スウェーデン、英国。2013年よりチェコ、スロバキア、ポーランド、スロベニア、2016年よりハンガリーが加盟。

援助政策等
1．基本法・基本方針
⑴　基本法

　�　EUの開発援助は、欧州連合運営条約（2009年12月

1日発効）の第208条1により、EUの対外活動の原則と

目的の枠組みの中で、加盟国の政策を補完し強化する

形で実施されなければならないと規定されている。開

発政策については、貧困の削減・撲滅を主要な目標と

することが定められている。

⑵　基本方針

　�　2005年、欧州委員会、外務理事会、欧州議会の三

者により、開発政策に関する共通ビジョンである「開

発に関する欧州のコンセンサス」（The�European�

Consensus�on�Development）が合意され、EUとEU

加盟国との間の開発のための政策一貫性（PCD：Policy�

Coherence�for�Development）を確保し、援助効果を

上げていくことや加盟国のODAを2015年までに対GNI

比0.7％に引き上げることが確認されたが、2016年の

対GNI比は0.51％にとどまり、2030年までの達成を新

たな目標としている（出典：欧州委員会プレスリリー

ス）。

　�　2009年、リスボン条約発効により欧州対外活動庁

（EEAS：European�External�Action�Service）が創設さ

れ（2010年12月に発足）、また新興国の被援助国から

援助国への変化および新たな地球規模課題の発生等を

受け、欧州委員会は、開発におけるEU共通政策を策

定するため、2011年秋に「変化のためのアジェンダ」

（Increasing�the�Impact�of�EU�Development�Policy：

Agenda�for�Change）を作成し、同アジェンダは2012

年5月の外務理事会にて採択された。これまで、欧州

委員会および各EU加盟国が個別に援助政策を進めて

いたが、同アジェンダにより、加盟国の援助政策の調

整において欧州委員会の役割が一層期待されるように

なった。同アジェンダは、改めて貧困撲滅をEU開発

政策の第1目標とした上で、人権、民主主義、グッ

ド・ガバナンス、および人的開発のための包摂的かつ

持続可能な成長に焦点を当て、EUの開発援助が最大

限効果を発揮する地域への注力や、１国への援助を最

大3セクターに絞りこむ政策等を打ち出した。

　�　EUは2015年に国連にて採択された持続可能な開発

のための2030アジェンダを歓迎し、域内では循環型

経済の推進等を通じ、域外では2030アジェンダの実

施を支援するための対外政策を通じ、同アジェンダの

実施を推進するとしている。　2017年には、「新たな

開発に関する欧州のコンセンサス」を採択し、引き続

き主要目的として貧困撲滅を掲げつつ、持続可能な開

発における経済、社会、環境等の側面を統合し、

2030アジェンダに則した新しい開発協力政策の指針

を打ち出した。

2．援助規模
⑴　開発援助総額

　�　2016年のEUによるODA実績額は171.1億ドルである

（DAC統計2016年12月時点）。DACに加盟するEU加盟

国20か国（注1）のODA計（支出純額）は822.1億ドルで

ある（同2016年12月時点）。

⑵　予算制度

　�　EUの 予 算 は 多 年 度 財 政 枠 組 み（Multi-annual�

Financial�Framework）と呼ばれる2014年から2020年

までの7か年予算であり、外交や開発援助など対外的

に使われる予算はそのうち約6％の約663億ユーロ。

さらに加盟国が任意で拠出する欧州開発基金（EDF：

European�Development�Fund）の予算305億ユーロを

加えると7年間で968億ユーロになる。

　�　予算の裏付けとなるEUの収入源は、主として28の

加盟国のそれぞれのGNPの規模に基づいて算出される

拠出金。

⑶　予算分類

　�　EUのODAには、ACP諸国（かつてのヨーロッパの

植民地であったアフリカ、カリブ、南太平洋79か国）

に対する援助として拠出する欧州開発基金（EDF）

と、ACP諸国以外の地域および個別分野に対する対外

援助を実施している一般予算とがある。EDFは、1959

年から開始され、特定のEU加盟国との歴史的関係を

背景に、伝統的にEU予算外で扱われてきた。

　�　なお、人道支援については、EUの一般予算を主な

財源として実施されている。2015年の欧州委員会人

道 支 援・ 市 民 保 護 総 局（DG�ECHO：Directorate-
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General�for�Humanitarian�Aid�and�Civil�Protection）の

人道支援額（実績額）は、約15億ユーロである。な

お、2016年については、現下の難民問題に対処する

ため、3億ユーロの追加予算が計上された。

⑷　予算枠組み

　�　EUの外交・援助枠組には多くの予算インスツルメ

ントと呼ばれる予算枠組みがある。大別すると、①経

済財政安定、民主主義と人権、人道支援、原子力安

全、食料安全保障など、分野に着目したテーマ別のイ

ンスツルメント（thematic�instrument）と、②低所

得国・地域向けの開発協力インスツルメントや東欧・

コーカサス・中東・北アフリカ向けの近隣国支援イン

スツルメントなど、対象国や地域に着目した地理的イ

ンスツルメント（geographical�instrument）とがあ

る。

3．重点分野・地域
　EUの開発協力の対象には、主に、かつて欧州の植民

地であったアフリカ、カリブ、南太平洋諸国（ACP諸

国）、近隣国および後発開発途上国（LDCs）等がある。

⑴　ACP諸国

　�　かつてヨーロッパの植民地であったアフリカ、カリ

ブ、南太平洋諸国79か国。EUそして28の加盟国すべ

てが、ACP諸国とのコトヌー協定に署名している。

2000年6月にベナンのコトヌーで調印されたコトヌー

協定は、援助や貿易に限らず、マクロ経済、政治、観

光、文化、ジェンダー、環境・気候変動、テロ対策、

移民などの幅広い問題で、ACP諸国とEUとの協力関

係を規定。その附属文書でEUのACP諸国との関係維

持のための資金援助を規定しており、EU加盟国全て

がEU予算への拠出とは別に積み立てる欧州開発基金

（EDF）より支出。

⑵　近隣国

　�　東側の近隣であるアルメニア、アゼルバイジャン、

ベラルーシ、ジョージア、モルドバ、ウクライナの旧

ソビエト連邦の6か国および、南側の近隣であるアル

ジェリア、エジプト、イスラエル、ヨルダン、レバノ

ン、リビア、パレスチナ、シリア、モロッコ、チュニ

ジアの9か国1地域。民主主義や市場経済の普及を通

じた安定化を図ることによって、加盟国および加盟候

補国の国益に寄与するための支援。

⑶　その他の開発途上国

　�　上記以外のLDCs等。貧困削減を主な目的とした援

助。

4．日本との開発協力
　日本とEUは共に主要なドナーの一つであり、様々な

国際的な開発課題への対応に取り組んでいる。2009年5

月、第18回日EU定期首脳協議の際に発出された共同プ

レス声明において、双方が、開発分野におけるキープレ

イヤーとして、開発政策に関する年次協議を開催するこ

とに合意したことを受け、2010年4月に第1回日EU援助

政策協議が開催された。その後2017年5月の第5回日EU

開発政策対話（注：援助政策協議から改称）まで、5回

の対話が開催され、両者間の開発分野における緊密な連

携の促進が図られてきている（2017年12月末時点）。

実施体制
1． 欧州対外活動庁
　（EEAS：European External Action Service）
　欧州対外活動庁が、外交政策全般の立案を行ってい

る。欧州委員会の開発協力総局等と共に、開発政策を立

案する。

2．欧州委員会開発協力総局
　 （DG DEVCO：Directorate-General for Inter-

national Cooperation and Development）
　欧州対外活動庁と共に、外交政策に沿った形で開発政

策を立案する。また、援助の実施については、欧州委員

会開発協力総局が、プログラムの特定・策定から、予算

策定、プロジェクトの実施・モニタリング、事後評価に

至る一連のプロセスを一括して受け持つ（人道支援を除

く）。

3．欧州委員会人道支援・市民保護総局
　 （DG ECHO：Directorate-General for Hu-

manitarian Aid and Civil Protection）
　EU加盟国以外の地域での軍事的紛争・自然災害等の

被害者救援のための緊急援助を実施。防災や災害軽減に

関する国際協力も実施。

● ウェブサイト

・欧州対外活動庁：

　�http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage_en

・欧州委員会開発協力総局：

http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
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　http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

・欧州委員会人道支援・市民保護総局：

　http://ec.europa.eu/echo/

●  2016年度版EU対外活動予算の実施に関する年次報告

書（2016 Annual Report on the Implementation of 

the European Union’s Instrument for Financing 

External Action in 2015）：https://ec.europa.eu/

europeaid/sites/devco/files/annual-report-2016-

com2016-810_en.pdf

援助実施体制図

欧州委員会
（European Commission）

開発協力総局
（DG International Cooperation

and Development〈DEVCO〉）

人道支援・市民保護総局
（DG Humanitarian Aid and

Civil Protection〈ECHO*〉）

援助の政策立案および実施
（人道支援を除く）

欧州対外活動庁
（European External Action Service）

国別援助政策の立案に関与

各国EU代表部

援助の実施に関与

政策調整

（一般予算+欧州開発基金）（一般予算）

軍事的紛争・自然災害等の被害
者救援のための緊急援助の政策
立案および実施、防災に関する
国際協力

＊　ECHO：ECHO（European Community Humanitarian Office）は1992年
設立され、2004年人道支援総局となり、2010年にはリスボン条約発効
による組織改編により市民保護を統合。しかし、ECHOの名称は国際的
に認知されており、引き続き同名称を使用している。

(注)　貿易総局、農業総局、経済・財務総局等の関係総局も企画立案に関与。

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annual-report-2016-com2016-810_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annual-report-2016-com2016-810_en.pdf
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 トルコ 2,698.28 16.5 1 トルコ 1,802.90 13.3 1 トルコ 2,655.15 15.8
2 モロッコ 525.06 3.2 2 ［パレスチナ］ 406.26 3.0 2 モロッコ 627.99 3.7
3 ウクライナ 490.46 3.0 3 モロッコ 348.66 2.6 3 ウクライナ 443.69 2.6
4 ［パレスチナ］ 481.26 2.9 4 チュニジア 322.70 2.4 4 ［パレスチナ］ 417.04 2.5
5 チュニジア 452.68 2.8 5 ブラジル 285.28 2.1 5 アフガニスタン 399.81 2.4
6 アフガニスタン 358.90 2.2 6 インド 264.70 2.0 6 エチオピア 333.17 2.0
7 ボスニア・ヘルツェゴビナ 333.09 2.0 7 南アフリカ 260.78 1.9 7 チュニジア 330.84 2.0
8 マリ 308.80 1.9 8 ウクライナ 234.85 1.7 8 シリア 325.68 1.9
9 エジプト 305.89 1.9 9 ニジェール 227.20 1.7 9 エジプト 309.56 1.8
10 エチオピア 267.85 1.6 10 シリア 222.32 1.6 10 インド 300.84 1.8
10位の合計 6,222.27 38.0 10位の合計 4,375.65 32.3 10位の合計 6,143.77 36.5

二国間ODA合計 16,389.30 100.0 二国間ODA合計 13,545.56 100.0 二国間ODA合計 16,832.40 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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（約束額ベース、単位：％）
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50.9 26.9 15.7 3.3

3.2
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8 フィンランド（Finland）

注1：外務省が運営する政府系開発金融機関。発展途上国の開発や経済援助への資本投資に対する融資を行う。

援助政策等
1．基本方針
　フィンランドは開発協力政策を外交・安全保障政策の

重要な一部と位置付け、政策全体の整合性を図ってい

る。2016年の開発援助に関する政府レポート「フィン

ランドの開発政策」では、フィンランドの開発政策は持

続可能な開発のための2030アジェンダを基礎としてい

る。

　開発予算は削減傾向にあり、政策評価を通じてより効

果的な援助へ予算及び人的資源を投入できるよう、常に

規定や執行方法の変更を行っている。

　基本法は存在しないものの、開発協力政策の策定は、

フィンランドが締約国となっている国際人権法、環境関

係の条約、憲法の人権規定等に基づいている。

2．援助規模
⑴�　開発協力予算は1994年以降伸び続け、2014年には

執行額は12億ユーロ（対GNI比で0.6％に相当）に達

したが、2015年以降は政府全体の予算削減の一環で

減少傾向にある。2016年の予算では、8.18億ユーロ

（GNI比0.38％）と、前年から約2割の大幅削減となっ

た。2017年は8.81億ユーロ（GNI比0.4％）、2018年は

8.86億ユーロ（GNI比0.38％）と、開発予算はほぼ横

ばいが続いている。

⑵�　2016年の開発援助額は実績で前年比約18％減。外

務省管轄のODAは35％減少した。その中で、特に大

きく減少したのは多国間協力の分野で約59％、市民

社会組織（CSO）への援助は39％減少した。人道支援

の分野のみ14％増加している。

⑶�　予算は削減傾向にあるものの、フィンランドは、引

き続きODAの対GNI比0.7％達成を長期目標としてい

る。

⑷�　フィンランドの開発協力予算は、外務省ODA予算

とその他の開発協力基金に分けられており、後者は

Finnfund（注1）、難民受入れ費用、EUの開発協力予算に

対する拠出額等で構成される。予算削減のなか、

2017年予算額においては、前者が約60％、後者が約

40％を占めた。

⑸�　開発予算は割り当てられた年内に執行できなくても

2年間延長可能であり、事業の遅れ等にも対応できる

よう、柔軟性を持たせている。

3．重点分野・地域
⑴　重点分野

　�　フィンランド政府は、2030アジェンダを基礎とし、

開発政策の最終目標を貧困の根絶と持続可能な開発の

促進としている。具体的には、上記1の政府レポート

において、重点分野として①女性および女児の権利と

地位の向上、②途上国における仕事・生活手段・福祉

創出を促進し自立を促すこと、③民主的で機能的な社

会、④食糧安全保障、水およびエネルギー資源へのア

クセス、自然エネルギーの持続可能な利用の4点を挙

げている。

⑵　重点地域

　�　2016年の二国間協力の主要援助国は、アフガニス

タン、ネパール、タンザニア、エチオピア、ケニア、

モザンビーク、ミャンマー、ソマリア、南スーダン、

ベトナム等である。より援助を必要とする国や脆弱国

家に支援を集中する方針をとっており、所得レベルが

増加した国については民間企業も巻き込み支援の方法

を多様化させるなど、状況に応じて柔軟に対応してい

る。また、フィンランド政府は、多国間援助にも力を

いれており、主な拠出先は、国連関係機関、EU、世

界銀行、地域開発銀行・基金（AfDB等）である。

実施体制 
1．実施体制
　フィンランド外務省がODAの政策立案・実施を所掌

しており、具体的には外国貿易・国際開発大臣率いる開

発政策局が担当している。ただし、開発協力予算の中に

は一部他省庁の所掌事項も含まれる。

2．NGO・企業等多様なアクターとの協力
　フィンランド政府は伝統的に開発協力においてNGO

を支援してきており、約300のフィンランドNGOが約

100か国でODAを実施している。また、政府はとりわけ

経験豊富な16のNGOをパートナー機関と指定している。

そのほか、民間企業との関係においては、Finnfund、
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Finnpartnership（注2）、BEAM（注3）等のプログラムを通じ

て、途上国におけるフィンランド企業の活動を支援して

いる。支援の多様化をめざし、NGO、民間企業、研究

機関、高等教育機関などの多様なアクターの開発協力へ

注2：外務省が資金提供するフィンランドと途上国の特に中小企業が共同で行う試験的なプロジェクトに対するコンサルタント業務を行う。
注3：�フィンランド技術庁（TEKES）及び外務省によって設立された。資金の25％はTEKES、25％は外務省、50％は民間から募っており、2015-2019年

の5年間のプログラムとなっている。途上国企業と協力するフィンランドの企業及び活動に対して、イノベーションをもって開発問題を解決し、
そこから持続可能なビジネスを展開できるように支援する。

の関与が追求されている。

● ウェブサイト

・フィンランド外務省：http://formin.finland.fi�
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フィンランドの開発協力図

国会
（外交委員会、大委員会、財務委員会）

開発協力委員会
（各政党代表、利益団体、

NGO、研究者）

外務省
（外国貿易・国際開発大臣）

3人の大臣中、
国際開発大臣の所掌

財務省
（内閣財務委員会）

報道機関、世論

その他の関係省
（農林省など）

１　フィンランド外務省（開発協力政策立案・実施主体）の開発協力に関わる関係図

２　開発協力関係アクターの関係図

外国貿易・国際開発大臣

開発協力担当次官

開発政策局
（開発政策立案・
国際機関経由ODA・

モニタリング・開発資金の管理）

開発評価課

評価

国際機関
大使館：管轄国における開発協力の実施

（300の国内NGOと一部パートナー国のNGOが実施に参加）

欧州局
ロシア・東欧・
中欧アジア局

担当地域における開発協力の準備、実施の管理

米州・
アジア局

中東・
アフリカ局

意見交換・社会啓発
政策の評価
ODAに用いられる公的資金水準を監視

開発協力政策・実施の監督 予算
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 ケニア 56.87 6.1 1 アフガニスタン 29.25 4.2 1 アフガニスタン 33.52 5.3
2 タンザニア 54.22 5.8 2 タンザニア 29.04 4.2 2 ネパール 25.93 4.1
3 エチオピア 40.89 4.4 3 ネパール 26.82 3.8 3 タンザニア 22.08 3.5
4 アフガニスタン 37.77 4.0 4 モザンビーク 26.33 3.8 4 エチオピア 21.71 3.4
5 ネパール 37.54 4.0 5 エチオピア 24.75 3.5 5 ケニア 17.33 2.7
6 ザンビア 28.64 3.1 6 ケニア 20.93 3.0 6 モザンビーク 16.69 2.6
7 モザンビーク 28.49 3.0 7 ソマリア 17.75 2.5 7 ミャンマー 14.33 2.2
8 ソマリア 27.47 2.9 8 ザンビア 15.89 2.3 8 ソマリア 14.03 2.2
9 ベトナム 19.61 2.1 9 ［パレスチナ］ 13.41 1.9 9 南スーダン 13.31 2.1
10 イラク 16.71 1.8 10 シリア 12.97 1.9 10 ベトナム 12.93 2.0
10位の合計 348.21 37.1 10位の合計 217.14 31.1 10位の合計 191.86 30.1

二国間ODA合計 937.62 100.0 二国間ODA合計 697.86 100.0 二国間ODA合計 638.41 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
0 20 40 60 80 100％

2016年
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2014年 41.6 5.1 24.414.4 12.3

37.512.814.7 3.5 27.93.5

（暦年）
2.0

0.1（大洋州）

（大洋州）0.2

12.7 15.1 28.8

2.1
0.2（大洋州）

39.2

1.9

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

0 20 40 60 80 100%

2016年

2015年

2014年

（暦年）

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

10.112.654.9 20.5

64.2 5.4 9.1 21.4

（約束額ベース、単位：％）

その他

商品援助･
一般プログラム援助

経済インフラ
およびサービス

鉱工業･建設

2.0

46.6 5.2 9.3 38.9

基礎生活分野（BHN）
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9 フランス（France）

援助政策等
1．基本法・基本方針
⑴　基本法

　�　2014年7月、「開発・国際連帯政策方針・プログラ

ム法」（Loi�d’orientation�et�de�programmation�relative�

à� la�politique�de�développement�et�de� solidarité�

internationale）（以下「開発法」）が公布された。

⑵　基本方針

　�　開発法第1条には、フランスの開発政策は発展途上

国における持続可能な開発を経済・社会・環境・文化

面で促進することが目的であると規定されている。ま

た、同法付属書1条には、主な目的として「平和と安

定・人権・ジェンダー平等の促進」、「社会の公正・正

義および人間の開発」、「雇用面での持続可能かつ豊か

な経済発展」、「環境および地球公共財の保全」の4つ

が規定されている。

　�　フランスの開発政策の指針は、「国際協力および開

発に関する省庁間委員会（以下CICID）」が中心となっ

て定めている（首相が長を務め、関係閣僚が出席。共

同事務局は欧州・外務省および経済財政省国庫総局）。

2016年12月のCICIDにおいて、「持続可能な開発のた

めのアジェンダ2030への開発政策の適応」、「気候変

動対策支援の強化」等が発表された。

2．援助規模
　2017年のODAの予算は、総額94億4千万ユーロで、二

国間援助が全体の59％、多国間援助（EU経由を含む）

が41％を占める。このうち二国間援助は、無償資金協

力が約39億6千万ユーロ、有償資金協力が約15億6千万

ユーロ。

　2030年にODAの対GNI比0.7％を達成するとの目標が

あるも、2016年は0.38％にとどまっている。

3．重点分野・地域
⑴　重点分野

　�　開発法では、取組を進める分野として以下10分野

を挙げ、また、分野横断的な目的として、女性の自立

支援および気候変動への対応を挙げている。

　【取組を進める10分野】

　�　①保健・社会保障、②農業・食料安全保障と栄養、

③教育・職業訓練、④民間セクター・企業の社会的責

任、⑤国土の均衡ある開発、⑥環境・エネルギー、⑦

水・衛生、⑧ガバナンス・汚職対策、⑨人の移動・移

民・人材育成、⑩貿易・地域統合

　�　さらに、2015年にCOP21を開催したこともあり、

フランスは特に気候変動対策を重視。フランス開発庁

（以下、AFD）は、援助の50％以上を気候変動対策に

プラスの影響を与えるものに充当（2016年は50％相

当）。また、テロ対策との関係で、脆弱性支援を重視。

⑵　重点地域

　�　フランスは新興国の登場等により開発途上国間での

格差・多様性が増しているとの認識に基づき、被援助

国を下記４カテゴリーに分類。

　①　優先貧困国（Pays�pauvres�prioritaires）

　　�　2016年12月のCICIDにおいて優先貧困国として指

定された17か国（ベナン、ブルキナファソ、ブル

ンジ、ジブチ、コモロ、エチオピア、ギニア、ハイ

チ、マダガスカル、マリ、モーリタニア、ニジェー

ル、中央アフリカ、コンゴ（民）、チャド、トー

ゴ、セネガル）に対し、政府の無償援助の2分の1、

AFDの無償援助の3分の2を供与するとしている。

2015年にはAFD無償援助の約69％が供与された。

　②　アフリカと地中海諸国

　　�　AFDは2016年に50％の援助資金をアフリカに対

して拠出した。

　③　危機に瀕している国・危機を脱した国・脆弱国

　④　その他の地域

　　�　経済発展を続ける中所得国（主に中南米やアジ

ア）が多い状況に鑑み、経済面での関係発展を軸と

して包摂的なグリーン成長を促進する取組を進める

としている。

4．日本との開発協力
　フランスは日本にとって古くからの開発パートナーで

ある。近年は特にアフリカにおける協力が進展してい

る。

　2015年10月にバルス仏首相（当時）が訪日した際、

「アフリカにおける持続可能な開発、保健及び安全のた

めの日仏計画」が策定された。また、2016年8月に開催

されたTICAD�Ⅵには、フランスからヴァリニ仏外務・国

際開発大臣付仏語圏・開発担当長官（当時）が出席した

ほか、TICAD　Ⅵ公式サイドイベント「アフリカのため
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の日仏パートナーシップ」が開催された。同サイドイベ

ントにおいて、コートジボワール政府、JICAおよびAFD

との間で、アビジャンにおける持続可能な都市について

の業務協力協定（MOC）が締結された。

5．その他
　多様なアクターとの連携については、2013年7月に上

記CICIDにより、フランスの開発政策に関するNGO、民

間セクターおよび研究機関の対話の場として「全国開

発・国際連帯評議会」（以下、CNDSI）が設置された。

2014年5月に最初の会合が開かれ、その後，これまでに

計9回開催（2017年7月時点）。

　評価について、政府は2年に一度、開発政策に関する

報告書を両議会の委員会、CNDSIおよびCNCD（地方分

権協力全国委員会）に提出すること（開発法第15条2）

とされており、2017年には2014～2015年の開発政策を

報告する第3次報告書が提出された。AFDは年次活動報

告書を毎年公表している。

実施体制 
　CICIDが政策の指針を定めた上で、実施に当たって

は、二国間援助については実施機関であるAFDが有償援

助、無償援助を含めて中心的な役割を果たすほか、経済

財政省国庫総局、国民教育省、高等教育・研究・イノ

ベーション省等からの拠出も多い。多国間援助について

は、欧州開発基金（EDF）およびUNDP等を所管する欧

州・外務省および国際開発金融機関への拠出等を所管

し、パリクラブの事務局も務める経済財政省国庫総局を

中心に実施されている。

　AFDグループは、全世界に約85の事務所を有し、職員

数は1970人（2016年、海外領土の事務所含む）。欧州・

外務省および経済財政省国庫総局が所管している。

● ウェブサイト

フランス欧州・外務省：

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

フランス開発庁（AFD）：http://www.afd.fr/
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援助実施体制図

AFD以外の欧州・外務
省所管実施機関

戦略的方向性委員会（COS）

AFDの各国事務所各国フランス大使館

フランス開発庁
（AFD）本部

所管所管

連携

参加

国際協力および開発に関する
省庁間委員会（CICID）

経済財政省国庫総局所管の実施機関

首相

欧州・外務省 経済財政省国庫総局 関係省庁
（国民教育省、高等教育・研究・

イノベーション省等）

全国開発・国際連帯評議会
（CNDSI）

地方分権協力全国委員会
（CNCD）
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 モロッコ 539.46 8.3 1 コロンビア 459.20 8.9 1 モロッコ 303.28 5.4
2 コロンビア 477.72 7.3 2 モロッコ 213.94 4.1 2 ヨルダン 285.10 5.1
3 セネガル 293.96 4.5 3 ドミニカ共和国 199.06 3.9 3 カメルーン 237.89 4.2
4 ブラジル 222.90 3.4 4 ブラジル 180.58 3.5 4 エジプト 206.69 3.7
5 メキシコ 219.91 3.4 5 カメルーン 162.23 3.1 5 コロンビア 189.04 3.4
6 トルコ 182.57 2.8 6 マリ 148.33 2.9 6 メキシコ 147.49 2.6
7 カメルーン 167.11 2.6 7 南アフリカ 122.73 2.4 7 インド 138.54 2.5
8 ベトナム 158.48 2.4 8 ヨルダン 116.29 2.3 8 ブラジル 124.58 2.2
9 フィリピン 130.68 2.0 9 セネガル 110.22 2.1 9 トルコ 101.39 1.8
10 インド 117.26 1.8 10［ワリス・フテュナ］ 105.59 2.0 10 アルジェリア 88.73 1.6
10位の合計 2,510.05 38.5 10位の合計 1,818.17 35.3 10位の合計 1,822.73 32.3

二国間ODA合計 6,513.68 100.0 二国間ODA合計 5,157.49 100.0 二国間ODA合計 5,641.50 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移
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（約束額ベース、単位：％）
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� ドイツ（Germany）

援助政策等
1．基本方針
　ドイツは、開発政策を国際貢献・参画の最重要手段と

位置付け、グローバルな開発課題に取り組んでいる。伝

統的に、日本と同様二国間援助を重視し、民間企業、

NGO等との連携に力を入れるとともに、後述の復興金

融公庫（KfW）を通じて積極的に借款を実施している。

　2014年11月には、 有識者、経済界、NGOおよび国民

からの幅広い意見を集約した開発政策の基本方針である

「未来大綱（Zukunftscharta）」を発表。

　2015年6月にドイツが議長国を務めたG7エルマウ・サ

ミットでは、ポスト2015年開発アジェンダ、サプライ・

チェーンにおける基準、保健、気候変動、食料確保、女

性等がテーマとなった。

2．援助規模
　2016年のドイツのODA実績は、前年比37.9％増（名

目ベース）の約247.37億ドルで、米国に次いで世界第2

位の援助国である。対GNI比は、0.70％。全体に占める

二国間援助は約196.36億ドル、国際機関向け援助は約

50.99億ドルであった（2016年DAC確定値）。

3．重点分野・地域
⑴　重点分野：「未来大綱」の行動目標

　①　世界全体における尊厳ある人生の実現

　②　自然環境の保全および持続可能な利用

　③ 　持続可能性および尊厳ある雇用に基づいた経済成

長

　④ 　人権の尊重およびグッド・ガバナンスの要求・促

進

　⑤　平和構築および人間の安全保障の強化

　⑥　文化的・宗教的多様性の尊重および保護

　⑦ 　変革を実現するためのイノベーション、新技術お

よびデジタル化の活用

　⑧ 　新たなグローバル・パートナーシップおよび多様

な主体とのパートナーシップの構築 

⑵　重点地域

　 　ドイツは、67か国のパートナー国を選定し、二国

間援助をパートナー国に集中的に実施。その内訳は、

アフリカ24か国、アジア18か国、中南米・カリブ諸

国9か国、中東欧・コーカサス7か国、近東9か国。

実施体制
1．主務官庁としての連邦経済協力開発省（BMZ）
　援助政策の企画・立案は、1961年に設立された連邦

経済協力開発省（BMZ）が所管しており、二国間援助

（資金協力、技術協力）および国際機関を通じた援助に

ついて同省（本省定員約980名）を中心に調整が行われ

る。ODA予算については、6割がBMZに計上されている

が、人道支援関連については外務省、国際開発金融機関

関連の一部については財務省、その他所管事項の国際協

力について各連邦省庁がそれぞれの予算から政府開発援

助を実施する。政府開発援助の実績についてのとりまと

めもBMZが行っており、同省を通じてドイツ全体とし

ての政府開発援助実績がOECD-DACに報告されている。

　外交政策との関連からは、BMZは外務省と協議を行

うこととなっている。また、途上国の現場での経済協力

の実施については現地のドイツ大使館が調整しており、

BMZからはドイツ在外公館に計85名が出向している。

2．実施機関
⑴　国際協力公社（GIZ）

　 　国際協力公社（GIZ）は、連邦政府を出資者とする

有限会社の形態をとっており、約120か国を超える地

域で活動している（従業員は18,260名、そのうち約

70％にあたる12,605名はドイツ国外勤務）。GIZは、

本部をボンとフランクフルト近郊のエッシュボルンに

置いている（国内事務所16か所、海外事務所約80か

所）。GIZの事業予算約24億ユーロのうち約19億ユー

ロはBMZからの委託金であるが、それ以外にも連邦

各省庁や一般企業に加え、欧州連合関連機関、国連や

第三国政府からの委託による事業も実施している。

⑵　復興金融公庫（KfW）

　 　復興金融公庫（KfW）グループは、復興金融公庫法

に基づく公法人であり、連邦（80％）および州（20％）

がその所有者となっている。KfW（厳密には同グルー

プ内の「KfW開発銀行」〈本部フランクフルト〉）は約

70か国に在外事務所を有し、資金協力事業（有償・

無償とも）を実施することで発展途上国および新興国

における経済および社会の発展に尽力している。

⑶　その他の実施機関

　 　その他、開発政策に関する研究・教育機関であるド

イツ開発政策研究所（DIE）、ドイツに居住している被
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援助国出身者の開発分野での人材斡旋などを行う国際

移民開発センター（CIM）などが、BMZの指揮の下に

援助政策の実施に携わっている。

　 　自然災害時における重要なアクターとしては、緊

急・人道支援の大半を実施しているドイツ赤十字をは

じめとするNGOが挙げられる。また、外国における

自然災害等において現場で機動的に援助を行う機関と

して、日本の国際緊急援助隊と同様の機能を果たして

いる内務省所管の連邦技術救援庁（THW）がある。

● ウェブサイト

・経済協力開発省（BMZ）：

　http://www.bmz.de/en

・国際協力公社（GIZ）：

　http://www.giz.de/en/html/index.html　

・復興金融公庫（KfW）：

　 https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-

financing/KfW-Entwicklungsbank/

・ドイツ開発政策研究所（DIE）：

　http://www.die-gdi.de/en/

・国際移民開発センター（CIM）：

　http://www.cimonline.de/en/html/index.html

援助実施体制図

実施部門

ODAを報告

相互に協議

事業指示
（政策提言、　
人材斡旋等）　

事業指示
（有償・無償　　
資金協力）

監督および
事業指示
（技術協力）

事業委託

政策部門

経済協力開発省
（BMZ）

外務省

他の連邦省庁
各州政府

相互に連携

復興金融公庫
（KfW）

各種NGO

国際協力公社
（GIZ）

ドイツ開発政策研究所
（DIE）

国際移民開発センター
(CIM)
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 アフガニスタン 529.39 4.6 1 インド 751.61 5.3 1 シリア 824.18 4.2
2 ブラジル 468.04 4.0 2 中国 545.12 3.9 2 中国 589.24 3.0
3 インド 435.62 3.8 3 南アフリカ 387.13 2.7 3 インドネシア 519.08 2.6
4 中国 425.47 3.7 4 ウクライナ 372.39 2.6 4 アフガニスタン 502.84 2.6
5 モロッコ 414.69 3.6 5 アフガニスタン 362.07 2.6 5 モロッコ 462.82 2.4
6 ミャンマー 353.43 3.0 6 モロッコ 351.92 2.5 6 イラク 365.43 1.9
7 トルコ 343.87 3.0 7 トルコ 319.53 2.3 7 南アフリカ 356.07 1.8
8 シリア 276.50 2.4 8 インドネシア 311.47 2.2 8 メキシコ 327.81 1.7
9 メキシコ 249.17 2.1 9 シリア 277.10 2.0 9 レバノン 306.16 1.6
10 チリ 162.46 1.4 10 ブラジル 269.44 1.9 10 コロンビア 278.64 1.4
10位の合計 3,658.64 31.6 10位の合計 3,947.78 28.0 10位の合計 4,532.27 23.1

二国間ODA合計 11,589.34 100.0 二国間ODA合計 14,112.97 100.0 二国間ODA合計 19,636.34 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
0 20 40 60 80 100％

2016年

2015年

2014年 16.6 14.6 4.8 15.328.3 20.3

15.416.621.8 31.65.78.8

（暦年）
（大洋州）0.1

（大洋州）0.2

14.7 18.8 13.5 8.5 

（大洋州）0.1

41.6

2.9

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

0 20 40 60 80 100％

2016年

2015年

2014年

（暦年）

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

10.536.145.5 5.2

40.1 26.3 12.5 20.8

（約束額ベース、単位：％）

その他
債務救済

経済インフラ
およびサービス

鉱工業･建設

2.6

0.2（債務救済）

39.3 20.1 11.2 29.5

基礎生活分野（BHN）
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� ギリシャ（Greece）

援助政策等
1．ギリシャの援助政策をめぐる動き
　ギリシャは、1997年から多国間の支援枠組みでODA

を開始したが、経験が蓄積され、利用可能な資源も増加

したため徐々に二国間支援を拡大した。1999年にOECD

開発援助委員会（DAC）に加盟。ギリシャは、2010年

以降、財政・経済立て直しのため欧州等から財政支援を

受けているが、主に「モンテレイ合意」、「援助効果向上

に関するパリ宣言」、「開発に関する欧州コンセンサス」、

「アクラ行動計画」、「援助効果向上に関する釜山パート

ナーシップ」および「開発に関する欧州のコンセンサ

ス」等、国際的な取り決めに基づき、できる限りの範囲

で量的・質的目標の達成に努め、ミレニアム開発目標

（MDGs）の達成に貢献した。

2．基本法・基本方針等
⑴　基本法

　�　1999年7月、法律2731/1999号により、外務省に国

際開発協力総局（Hellenic�International�Development�

Cooperation�Department）（通称Hellenic�Aid）が設

置された。

　�　2000年9月、大統領令224号により、Hellenic�Aid

は、法律2594/1998の定義に従い、外務省から独立し

ているが一体的・有機的な組織となり、外務大臣直轄

の下、緊急人道支援および他の形態の支援に関する監

視・調整・監督、NGOおよび政府省庁等による開発

途上国向けの開発支援およびインフラ整備に関する権

限が付与された。

　�　2002年6月、大統領令159号により、Hellenic�Aidの

組織、人員、機能等が定められた。

⑵　基本方針

　�　現在のギリシャは、第3次支援プログラムの下、欧

州から財政支援を受けているが、「我々の世界を変革

する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」に

重点を置きつつ、「アディスアベバ行動目標」及び

「気候変動に関するパリ協定」を元にして、政府横断

的な取り組みを行っている。ギリシャのODA予算は

縮小され、開発支援プログラムもあらゆるレベルで縮

小している。限られた予算と資源を最大化するために

は、絞られたプロジェクトに焦点を当てた優先順位化

を行うとともに、効率化が鍵である。

　ギリシャによる開発支援は現在、国境を越えない支援

（高等レベル教育の奨学金、外国人学生の帰属費用、難

民関係費等）を中心としている。多国間レベルの支援

は、限定された国際機関への分担金支払いに限られてい

る。過去の約200件の支援プログラムは終了に向かって

いる。インフラ設備の近代化、生産部門への投資促進、

民主化支援、行政・地方自治体の近代化などを通して南

東欧地域の政治的、経済的、社会的安定を図る「ギリ

シャ・バルカン復興計画」は2011年で終了したが、ブ

ルガリア及びルーマニア向けのプロジェクトのみ2020

年まで延長された。

⑶　基本目標

　①　2015年までにODAを対GNI比0.7％とする。

　②�　2015年７月の「アディスアベバ行動目標」で示

されたODA数値目標（2015年以降のODA対GNI比

目標は0.7％）はEUの目標でもあり、ギリシャもそ

れに従う。

3．援助規模・目標達成状況
⑴　援助規模

　�　2015年のODA総額は対GNI比0.12％（�2億3,870万

ドル）。うち、多国間ODAは1億6,682万ドル、二国間

ODAは7,188万ドル。多国間ODAは、それぞれの内容

や管轄に応じた関連省庁によって、開発途上国支援、

人権促進、緊急時の支援提供を行う国際機関を通して

実施された。ギリシャが海外の開発援助のためにEU

機関に実施した支援は1億5,790万ドルで、そのうち1

億246万ドルはEUの開発協力予算のギリシャ負担分、

5,544万ドルは欧州開発基金（EDF）の分担金。また

764万 ド ル はUNESCO、UNIDO、UNEP、UNDPKO、

UNFCCC、FAO、WHO、WMOを主とする国連機関を

通して付与されたもので、127万ドルはCIHEAMと

ISTAを中心としたその他の国際機関に開発プロジェク

トを実施するために付与された。

⑵　目標達成状況

　�　2015年までにODAを対GNI比0.70％にするとの目標

は、ギリシャの深刻な財政的逼迫により達成できな

かった。厳しい財政状況により、ギリシャでは現在、

今後数年間の被援助国向けの支援額等に関する多年度

ODA予算およびODA中期計画は作成されておらず、

単年度予算の枠内で限定的にODAを実施している。
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実施体制
　ODAの実施は、外務省所管の独立組織で外務省の行

政の不可分組織である国際開発協力総局（Hellenic�Aid）

がその一部を担っており（注1）、残りは他省庁が独自に

行っている。

　Hellenic�Aidの所掌事務は以下のとおり。

1．�開発協力に関連する国家予算、政府省庁・機関およ

び国内外の公的・民間基金の管理。

2．�公的当局、NGO、他の市民社会組織により実施され

る事業／プロジェクトの監視と支援。

3．�ギリシャによる開発支援に関する統計データの収

集、加工処理とDACへの提出。

4．�DAC及び欧州連合（EU）の作業グループ・ネット

ワークによる作業のフォロー。

5．�持続可能な事業の実施から最大限の成果を上げるた

注1：�日本のJICAに当たる組織はなく、Hellenic�Aidが直接、実施機関（学校、研究機関等の公益法人、NGO等）と調整を行う。Hellenic�Aidのスタッフ
は21名で外務省（6名）、専門家（4名）、経済商務担当（1名）、その他職員（10名）。ODAの実施においては、在外公館が補完的な役割を担う。
Hellenic�Aid自体の在外事務所は、2006～2007年にスリランカへの支援のためコロンボに設置（1名）された例があるのみだが、現在は閉鎖され
ている。

め、優先国向けの将来の開発政策戦略に関する提案

を作成し、国際経済関係組織調整閣僚委員会に提案。

6．以下に関する財政的活動：

　 ・緊急人道支援。

　 ・復興、開発事業・プロジェクト。

　 ・�開発教育、ギリシャおよび開発途上国におけるボ

ランティア精神促進に関する情報提供。

7．�欧州委員会人道支援・市民保護総局（ECHO）、欧州

委員会国際協力・開発総局（EUROPE�AID）、EUおよ

び他の国際機関によって実施される事業へのギリ

シャの参加の支援

● ウェブサイト

・国際開発協力総局（Hellenic�Aid）：

　http://www.hellenicaid.gr

援助実施体制図

外務事務次官
（国際経済関係・開発協力担当）

外務大臣 国際経済関係
組織調整閣僚委員会

政策・方針決定

監察室

NGO計画承認委員会

顧　問

文書室

報道室

国際開発協力総局
（Hellenic Aid）

政策立案、実施

国際開発協力総局長

国際開発協力総局次長

国際開発協力総局各課

国際機関等（EU、国連、世銀等の国際金融機関）

外務副大臣
政策・方針の
作成、調整

多国間ODA

二国間ODA

二国間ODA多国間ODA

調整

被援助国、NGO等

他省庁大臣
政策立案、実施
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 ウクライナ 2.35 5.1 1 ウクライナ 1.92 2.7 1 トルコ 8.23 5.2
2 アルバニア 1.75 3.8 2 アルバニア 1.59 2.2 2 アルバニア 0.62 0.4
3 ［パレスチナ］ 1.52 3.3 3 ［パレスチナ］ 0.71 1.0 3 エジプト 0.24 0.2
4 コンゴ民主共和国 0.83 1.8 4 コンゴ民主共和国 0.60 0.8 4 チュニジア 0.22 0.1
5 シリア 0.80 1.7 5 シリア 0.59 0.8 5 ［パレスチナ］ 0.16 0.1
6 エジプト 0.73 1.6 6 エジプト 0.49 0.7 6 ウクライナ 0.15 0.1
7 イラン 0.68 1.5 7 イラン 0.49 0.7 7 アルジェリア 0.14 0.1
8 トルコ 0.60 1.3 8 トルコ 0.46 0.6 8 セルビア 0.13 0.1
9 モルドバ 0.57 1.2 9 モルドバ 0.44 0.6 9 コンゴ民主共和国 0.11 0.1
10 ベラルーシ 0.44 1.0 10 ベラルーシ 0.36 0.5 10 レバノン 0.08 0.1
10 セルビア 0.44 1.0
10位の合計 10.71 23.2 10位の合計 7.65 10.6 10位の合計 10.08 6.3

二国間ODA合計 46.10 100.0 二国間ODA合計 71.88 100.0 二国間ODA合計 159.15 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移
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� ハンガリー（Hungary）

援助政策等
1．基本法・基本方針
　ハンガリーは国際開発協力の実施を自国の外交政策

上、不可欠な事項と位置付けているほか、EU（欧州連

合）加盟国として、開発途上国を支援するドナー・コ

ミュニティの責任も共有している。ハンガリーは2000

年に国連で採択されたミレニアム開発目標（MDGs）の

達成、貧困の撲滅、支援対象国における人権に基づく民

主主義体制の確立といった国際社会による支援の取組へ

の貢献を約束しており、2001年には最初の国際開発協

力戦略を策定し、2003年から国際開発協力を実施して

いる。2014年に策定した現在の中期国際開発協力戦略

（2014～2020年）では、①民主的統治の強化等制度の確

立、②持続可能な農業生産の向上を目指すグリーン栽

培、環境保全と経済成長の両立を目指すグリーン経済お

よび環境・気候変動、③人的資源および能力開発を重点

3分野とし、西バルカン、東欧、アフリカおよび中東を

重点4地域と設定している。2017年には、本戦略の中間

評価を行うとともに、2015年に採択された持続可能な

開発のための2030アジェンダの達成への貢献に資する

よう戦略を見直すこととしている。

　また、2015年7月には、中期国際開発協力戦略に法的

根拠を付与し、その着実な実施を図るため「国際開発協

力および国際人道支援に関する法律」を施行した。

2．援助規模
　2016年のハンガリーのODA実績額は、1億9,912万ド

ルで、対GNI比は0.17％であった。ODA実績額の約7割

がEU、国際連合、世界銀行等を通じた多国間援助となっ

ている。

3．重点分野・地域
⑴　援助分野

　�　ハンガリーの国際開発協力は技術協力が主流であ

り、比較優位を持つ分野である教育、水関連、公衆衛

生、農業、環境保護等の分野におけるプロジェクトを

実施し、関連省庁・機関が相手国の国家行政機関や地

方自治体に対して技術協力を行っており、特に、移

民・難民の減少に資する生活環境改善を大きな目標の

一つとしている。また、ハンガリーは、水資源管理、

河川流域管理、水質の保全といった水関連プロジェク

トへの取組も実施している。

⑵　重点地域

　�　ハンガリーは、主に西バルカン、東欧諸国、アフリ

カ諸国および東南アジア諸国においてプロジェクトを

実施しており、2015-2017年は、セルビア、ボスニ

ア・ヘルツェゴビナ、ウクライナ、モルドバ、エチオ

ピア、ケニアおよびラオスを重点地域としている。自

国が政治的・経済的移行プロセスで得た経験の共有を

行っていることが特徴であり、特にEUに加盟したプ

ロセスに関連する経験を西バルカンおよび東欧の国々

に提供しているほか、民主主義へ移行した際の経験を

北アフリカ諸国に提供している。

4．日本との開発協力
　被援助国からドナー国となったヴィシェグラード4か

国（V4：チェコ、ポーランド、スロバキアおよびハン

ガリー）から、日本の国際協力における経験を学びたい

との要望があり、2013年11月に開催された第5回「V4＋

日本」外相会合で、「V4＋日本」共同プロジェクトを実

施することが合意された。具体的には、①セルビア、ボ

スニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロの中小企業支援

分野（2014年10月）、②モルドバの医療分野（2015年

12月）、③セルビアのエネルギー関連分野（2016年10

月）支援に関するワークショップが開催され、各国専門

家と知見が共有された。

実施体制
　ハンガリーは、独自の国際開発援助実施機関を有して

いない。政策部門として、外務貿易省が国際開発協力に

係る政策の企画立案および評価を行っており、実施部門

として、関連省庁およびその関連機関、在外大使館、

NGO、民間セクターが国際開発協力に係るプロジェク

トの提案および各プロジェクトの実施を行っている。

● ウェブサイト

・ハンガリー外務貿易省：http://nefe.kormany.hu/

　※年次報告書の閲覧可能（ハンガリー語のみ）



2017年版　開発協力参考資料集　191

｜第 3 章　諸外国の経済協力｜第 2 節 主要援助国・地域機関の経済協力の概要 ／ 12．ハンガリー（Hungary）｜

援助実施体制図

【政策部門】 【実施部門】

外務貿易省

●政策の企画立案

●評価
在外大使館

関連省庁等

NGO

民間セクター

●プロジェクトの提案、実施

委託、拠出

報告
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 ヨルダン 1.94 6.4 1 スリランカ 3.63 7.7 1 トルコ 11.81 21.6
2 ウクライナ 1.61 5.3 2 ベトナム 3.54 7.5 2 ラオス 3.10 5.7
3 セルビア 1.48 4.9 3 ヨルダン 3.17 6.7 3 中国 2.44 4.5
4 ベトナム 1.37 4.6 4 セルビア 2.58 5.4 4 ヨルダン 2.39 4.4
5 スリランカ 1.03 3.4 5 ウクライナ 2.29 4.8 5 セルビア 2.07 3.8
6 モンテネグロ 0.32 1.1 6 中国 1.54 3.3 6 スリランカ 2.06 3.8
7 ラオス 0.29 1.0 7 インド 1.51 3.2 7 ウクライナ 1.93 3.5
8 中国 0.28 0.9 8 ナイジェリア 0.95 2.0 8 ベトナム 1.76 3.2
9 アルジェリア 0.25 0.8 9 トルコ 0.82 1.7 9 ナイジェリア 1.19 2.2
10 トルコ 0.21 0.7 10 アルジェリア 0.72 1.5 10 インド 1.07 2.0
10位の合計 8.78 29.2 10位の合計 20.75 43.8 10位の合計 29.82 54.4

二国間ODA合計 30.10 100.0 二国間ODA合計 47.34 100.0 二国間ODA合計 54.78 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移
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(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

（約束額ベース、単位：％）
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｜第 3 章　諸外国の経済協力｜第 2 節 主要援助国・地域機関の経済協力の概要 ／ 13．アイスランド（Iceland）｜

� アイスランド（Iceland）

注1：アイスランド・クローナ/米ドル換算は、OECDオンラインベータベースにおける2016年レートを適用。

援助政策等
1．基本法・基本方針
⑴　基本法

　�　アイスランド国際開発協力法が基本法となってい

る。同法では、国際開発協力の主な目的は、貧困と飢

餓の根絶および人権、教育、保健、男女平等、持続可

能な開発および持続可能な資源の活用を含めた経済社

会開発を促進するための被援助国政府の努力を支援す

ることであると規定している。

⑵　基本方針

　�　基本理念は貧困撲滅（Fight�Against�Poverty）およ

び人権の尊重。被援助国およびアイスランド納税者に

対して大きな責任を負っていることに留意し、被援助

国の現地情勢等を常に考慮しながら、専門的かつ組織

的なアプローチを行うことを基本方針としている。

⑶　構造改革

　�　2017年1月に発足した新政権により、現在大幅な構

造改革が進められている。新体制のもと、開発協力政

策を外交政策に一元化するべく取り組んでおり、アイ

スランド国際開発協力戦略（2013-2016年）見直しの

アクションプラン（2017-2021版）は2017年秋頃に完

成予定。国会審議を経て施行は2018年の見込み。こ

れと並行し、向こう5年間の予算法案も作成中。

⑷　外交政策との関係

　�　新体制における構造改革により、外務省と開発協力

業務の統合、効率性の向上と相乗効果が期待されてい

る。

2．援助規模
　2016年のODA実績額は、約5,872万ドル（対ＧＮＩ比

0.28％）。

　2017年予算では、50億アイスランド・クローナ（約

4,138万米ドル（注1））および難民受入れ特別予算となる見

込み。GNIに占めるODAの割合は通常0.22～0.24％程で

あるが、難民受入により数値は変動。2017年は0.26％

程になる見込み。

3．重点分野・地域
⑴�　援助の重点分野としては、天然資源、社会インフ

ラ、および平和構築の3分野、とりわけ、漁業、再生

可能エネルギー（特に地熱）、教育・保健、グッド・

ガバナンスおよび災害復興に重点が置かれている。全

体の基本政策としては、民間セクターとの協力により

力を入れ、特に地熱発電および漁業の分野において民

間ビジネス業界と協力し投資を呼び込んでいくことに

焦点を当てている。被援助国での貧困を撲滅し、アイ

スランドと被援助国双方が受益することに注力。国際

機関と協力しながらco-financing（共同融資）に取り

組む。

⑵�　地域別の援助先としては、サブサハラ地域、特にマ

ラウイ、ウガンダ、モザンビーク、パレスチナ等への

援助が多くなっている。

⑶�　国際機関との援助協力については、世界銀行、ユニ

セフ、UN�Womenおよび国連大学が主要パートナー

となっており、特に国連大学では地熱エネルギー利用

技術研修プログラム（UNU-GTP）、国連大学水産技術

研修プログラム（UNU-FTP）に加え、土壌回復（UNU-

LPT）およびジェンダー（UNU-GEST）に関するプロ

ジェクトがアイスランドにより行われている。さら

に、デンマークのDANIDA、スウェーデンのSIDAなど

北欧諸国を中心に堅固な協力関係を維持。

⑷�　また、人道援助分野への援助を重視する立場から、

近年、NGOや国連中央緊急対応基金（CERF）、国連世

界食糧プログラム（WFP）、国連人道問題調整事務所

（OCHA）との協力を強化している。

4．日本との開発協力
　開発協力における日本との直接的な協力関係はないも

のの、東京に本部のある国連大学とアイスランド政府の

共同プロジェクトは大きな成功例となっている（注：ア

イスランドを拠点とする国連大学地熱エネルギー利用技

術研修プログラムは、①水産業、②地熱エネルギー、③

土地修復という自然資源に重点を置く3つのプログラム

とジェンダ－平等のトレーニングプログラムで構成）。

実施体制
⑴�　アイスランド国際開発協力法は第3条において、2

年に一度、4年間の国際開発協力戦略を策定し、外相
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は同戦略を国会決議にかけなければならないこと、お

よび同戦略には政府開発援助（ODA）に割り当てら

れる予定の予算額の対GNI比を明記すべきことも定め

ている。また、17人の委員からなる国際開発評議会

が設置され、同評議会は開発戦略を策定するに当たり

諮問を行うこととなっている（同法第4条）。

　�　2015年に国際開発協力法が改訂され、アイスラン

ド開発庁（ICEIDA）は外務省機構の中に移行し統一

された。現在5か年計画を作成中（2017年9月時点）。

⑵�　マラウイ、ウガンダ、モザンビークに海外駐在事務

所を有する。それぞれの事務所に9名、10名、4名の

常勤スタッフを配置し、アイスランド人スタッフは各

事務所に2名ずつ配置。

⑶�　開発協力と人道支援に分けてNGOに特別予算が割

り当てられており、NGO等とタイアップしたプロジェ

クトが実施されている。民間セクターとの協力に力を

入れており、地元のエンパワーメントを重視した政策

となっている。

⑷�　ICEIDAは外務省に統一されたものの、下記ウェブ

サイトを維持。出版物の大半はウェブサイト上で公開

されている。

● ウェブサイト

・アイスランド外務省：http://www.mfa.is

　�（政府開発援助：http://www.government.is/topics/foreign-

affairs/international-development-cooperation/）

http://www.government.is/topics/foreign-affairs/international-development-cooperation/
http://www.government.is/topics/foreign-affairs/international-development-cooperation/
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アイスランド外務省体制図
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アイスランド外務省内国際開発庁ICEIDA実施体制図
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 マラウイ 5.29 17.1 1 マラウイ 4.59 14.8 1 ウガンダ 4.92 10.3
2 ウガンダ 3.33 10.8 2 ウガンダ 3.38 10.9 2 シリア 4.64 9.7
3 モザンビーク 2.75 8.9 3 モザンビーク 3.22 10.4 3 マラウイ 4.54 9.5
4 ［パレスチナ］ 1.81 5.9 4 レバノン 1.14 3.7 4 モザンビーク 2.96 6.2
5 アフガニスタン 0.72 2.3 5 シリア 1.00 3.2 5 アフガニスタン 0.58 1.2
6 シリア 0.60 1.9 6 ［パレスチナ］ 0.73 2.4 6 ［パレスチナ］ 0.48 1.0
7 エチオピア 0.42 1.4 7 アフガニスタン 0.63 2.0 7 レバノン 0.41 0.9
8 ウクライナ 0.25 0.8 8 エチオピア 0.42 1.4 8 ベラルーシ 0.39 0.8
9 シエラレオネ 0.21 0.7 9 ウクライナ 0.30 1.0 9 エチオピア 0.36 0.8
10 ベラルーシ 0.20 0.6 10 ネパール 0.30 1.0 10 ヨルダン 0.18 0.4
10位の合計 15.58 50.4 10位の合計 15.71 50.6 10位の合計 19.46 40.8

二国間ODA合計 30.94 100.0 二国間ODA合計 31.04 100.0 二国間ODA合計 47.68 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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⑶　分野別割合の推移
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� アイルランド（Ireland）

援助政策等
1．基本政策
　開発援助政策は、数年ごとに見直しが行われている。

近年では2006年に援助白書が発表されて基本方針・政

策が示された後、このレビューを経て、2013年に現行

援助政策（「一つの世界、一つの未来：国際的な開発の

ためのアイルランドの政策」）が発表された。現行政策

に係わるレビューは、2016年に始まるとされている。

なお、アイルランドにおいて開発援助に係わる根拠法は

ない。

2．援助規模
　2016年のODA総額は約8.0億ドルであり、前年実績か

ら11.7％増加した。ただ、これは、アイルランドが深刻

な経済危機に陥る前の2008年と比べれば依然4割減の水

準である。また、政府は、対GNI比0.7％を開発協力に割

り当てることを目標としているが、2016年実績は0.32％

に留まった。

3．重点分野・地域
⑴　重点目標・分野

　�　優先分野として、貧困撲滅、飢餓対策、男女の平

等、環境・気候変動対策、保健、HIV/エイズ対策、良

き統治と人権の保護、教育、水・衛生、貿易・経済の

成長、が挙げられている。また、人道支援にも注力し

ている。2016年には、シリア危機への対応、「アフリ

カの角」地域での対応等において人道支援が行われ

た。

⑵　重点地域・国

　�　アフリカ、特にサブサハラ地域への援助を重視して

いる。アイルランドは、重点国として以下8か国を主

要パートナー国に指定し、計画的な援助を展開してい

る（うち7か国がサブサハラ地域）。同8か国は次のと

おり：①エチオピア、②マラウイ、③モザンビーク、

④タンザニア、⑤ウガンダ、⑥ザンビア、⑦シエラレ

オネ、⑧ベトナム。

4．その他（日本との開発協力）

　2013年に日・アイルランド首脳の相互訪問が実現し、

共同宣言が発出された。この中で、両国が、途上国の教

育、農業および貧困撲滅のために協力していくことが確

認された。具体的には、マラウイ中南部に暮らす住民の

安全な水へのアクセスを改善するために深井戸建設プロ

ジェクトを日本と連携して実施したことが協力例として

挙げられる。

　�（日本側案件名：平成25年度草の根・人間の安全保障

無償資金協力「ンチェウ県ガンヤ地区安全な水供給計

画」）

　また、日・アイルランド間の援助協力は、2009年、

2010年、2013年および2014年に、ウガンダにおいても

教育事業および病棟建設事業として実施された。

実施体制
　開発援助の責任は外務・貿易省にあり、外務・貿易大

臣の下に、援助担当の国務大臣（移住者・対外開発援助

担当）が置かれている。さらにその下で、外務・貿易省

開発協力局（通称「アイルランド援助庁」（Irish�Aid）

が開発協力に係る施策立案・調整・実施を担っている。

同「援助庁」の職員数は約170名（国内：約130名、海

外：約40名〈2016年現在〉）である。

　開発協力予算の約66％は外務・貿易省（「アイルラン

ド援助庁」）から、残りがその他の省庁等から拠出され

ている。また、2016年の同予算の53％は二国間援助に、

残りが多国間援助（主な拠出先：EU、UNDP、世銀、

WFP、UNICEF等）の枠組みを通じた支援に使用された。

　アイルランドは、NGOを重視している。即ち、政府

と国際機関による業務を補完し、被援助国の市民・コ

ミュニティの意見と参加を確保する上でNGOが重要な

役割を果たし得るとしており、国内外NGOとの連携・

活用を重視し、緊密に協力して援助を実施している。

● ウェブサイト

・アイルランド援助庁（Irish�Aid）：

　www.irishaid.gov.ie/
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援助実施体制図
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 モザンビーク 53.27 10.3 1 モザンビーク 40.92 9.6 1 エチオピア 39.23 9.2
2 エチオピア 48.27 9.3 2 エチオピア 38.78 9.1 2 モザンビーク 30.10 7.0
3 ウガンダ 37.04 7.1 3 タンザニア 31.59 7.4 3 タンザニア 28.08 6.6
4 タンザニア 33.13 6.4 4 ウガンダ 25.45 6.0 4 ウガンダ 26.39 6.2
5 マラウイ 25.81 5.0 5 マラウイ 21.94 5.1 5 マラウイ 21.59 5.1
6 ザンビア 23.24 4.5 6 ザンビア 19.29 4.5 6 ザンビア 12.47 2.9
7 ベトナム 16.80 3.2 7 ベトナム 12.56 2.9 7 シエラレオネ 11.91 2.8
8 シエラレオネ 16.26 3.1 8 南スーダン 12.21 2.9 8 ベトナム 11.43 2.7
9 南スーダン 12.82 2.5 9 シエラレオネ 11.45 2.7 9 シリア 10.53 2.5
10 シリア 10.40 2.0 10 シリア 9.88 2.3 10 南スーダン 10.22 2.4
10位の合計 277.04 53.4 10位の合計 224.07 52.4 10位の合計 201.95 47.3

二国間ODA合計 519.13 100.0 二国間ODA合計 427.46 100.0 二国間ODA合計 427.01 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

0.2（欧州）

0.3（欧州）

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州0.0（大洋州）

0.1（大洋州）

0.0（大洋州）

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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� イタリア（Italy）

援助政策等
1．基本政策
　2014年、27年ぶりに政府開発援助基本法の改正が行

われた。開発援助をイタリアの外交政策の一部であり、

国連憲章及び欧州連合基本権憲章の原則に従って、平和

と正義の促進、民族間の団結という目的に資する（第1

条）ものと規定し、また、国連、EU、その他の国際機

関の国際的戦略や計画に沿って、貧困と不平等の削減、

持続的発展、人権の尊重、男女平等、紛争の未然防止、

平和プロセスの促進、和解、紛争後の安定化、民主主義

の強化を目指す（同2条）としている。

　開発援助政策の方針は、外務大臣が主催する開発協力

運営委員会において決定される。同委員会には、経済・

財政省、経済振興省等からの関係者が参加する。現在執

行中の「開発援助指針2016～2018年」は、全ての関係

機関が透明性を保ちながら協働し、援助の効果を上げる

という原則に基づいて策定されている。

2．援助規模
　2016年のODA実績は、約50.9億ドルで、対前年比

27.1％増。また、ODAの対GNI比は2015年の0.22％から

0.28％に増加した。

　イタリアは経済危機の影響により、2012年にODA予

算を大幅に削減（前年比38％減）し、2013年から再び

回復している。また、イタリアはG7諸国中最低である

ODA予算規模を、2017年のG7の議長国就任を機に最下

位脱出を目指すとして、2016～2018年の間に年間1～3

億ユーロずつ増加させる計画を有している。

3．重点分野・地域
　優先分野は、農業・食料安全保障、人材開発・教育・

文化、保健、人権・平等である。それ以前の開発協力計

画では「アラブの春」後の中東・北アフリカにおける民

主主義促進が優先されていたが、2016年に改訂された

2016-2018年の開発戦略では地中海を越えて欧州に到達

する移民・難民問題への対応として、ニジェールをはじ

め難民の出身国であるサブサハラ・アフリカの経済社会

開発に資する農業、人材開発が優先されている。イタリ

アは農業用器具の生産国でもあり、またFAO、IFAD、

WFPの食料安全保障に関係する国際機関は本部がロー

マにある。2015年ミラノ万博のテーマが「食」であっ

たことからもわかるように、食料安全保障はイタリアの

ODAにおいて大きな比重を占めている。

　優先支援地域はサブサハラ・アフリカ（セネガル、

スーダン、南スーダン、ケニア、ソマリア、エチオピ

ア、モザンビーク、ニジェール、ブルキナファソ）、北

アフリカ（エジプト、チュニジア）、中東（ヨルダン、

レバノン、パレスチナ）、バルカン（アルバニア、ボス

ニア・ヘルツェゴビナ）、ラテン・アメリカおよびカリ

ブ海（ボリビア、キューバ、エルサルバドル）、アジア

（アフガニスタン、ミャンマー、パキスタン）の22か国

である。2016-2018年の開発戦略では、他にはエボラ出

血熱の流行以後のケアとしてギニア、シエラレオネへの

保健分野の支援やシリア、イラク、イエメン、パレスチ

ナ等における人道支援も重視されている。重点分野とし

ては新たに文化遺産の保護活動が加えられ、イスラム過

激派による文化遺産の破壊がみられるアフガニスタン、

中東での支援が強化されている。さらに、経済開発分野

においては、他のドナー国と比べてイタリアは中小企業

の開発後進国におけるプレゼンスが高いとして、モザン

ビーク、エチオピア、キューバ、ベトナム、コロンビ

ア、ペルー等での民間企業の活力を取り入れた支援を行

うとされている。

実施体制
　1987年の政府開発援助基本法により、二国間援助（有

償・無償資金協力、技術協力）及び国連関係機関に対す

る拠出は、外務・国際協力省が一元的に管理し、世界銀

行等国際金融機関に対する拠出については、経済・財政

省が管轄することが規定されている。両省で政府開発援

助予算の73％を管轄しており、残りは他省庁等に配分

される。関係政府機関の調整は、開発協力運営委員会で

行われる。　

　外務・国際協力省開発協力総局は8課から構成され、

職員数は150名（2017年）である。後述の開発協力庁の

発足を受け、2016年5月に外務・国際協力省開発協力総

局の組織改編のための法律が議会で承認されたため、

300名以上が在籍した外務・国際協力省開発協力総局の

職員数はすでに上記のとおり削減された。また、援助の

有効性を上げるための専門の援助実施機関として、新し

く制定された政府開発援助基本法に基づき、2016年1月

に外務・国際協力省の下に開発協力庁が設置され、
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2017年6月時点で職員数は135名、これに加え在外事務

所の人員は約20名であるが、最終的には国内と在外併

せて300名の雇用が見込まれている。18の海外事務所の

他に、3箇所の簡易拠点（キューバ、ソマリア、シリア）

を有し、合計21の海外事務所を有している。

　国別援助計画は引き続き外務・国際協力省が策定して

いる。また、200万ユーロを超える案件については、開

発協力運営委員会の承認を得てから実施する。同委員会

は外務・国際協力大臣が委員長となり、外務・国際協力

副大臣、外務・国際協力省開発総局長、開発協力庁長官

が参加し、投票権を持たない参加者として経済振興省及

び案件ごとの関係各省の代表が参加する。国際機関を通

じた援助については引き続き外務省が所掌している。

　有償資金協力は、外務・国際協力省の要請を受けて開

発協力運営委員会で承認された案件につき、経済・財政

省の委託を受けた政府系金融機関（預託融資公庫、

CDP）が借款契約締結、貸付実行、回収業務を行ってい

る。

● ホームページ

・外務・国際協力省開発協力総局：

　�http://www.aics.gov.it/

援助実施体制図

実施部門政策部門

開発協力運営委員会
戦略承認　援助案件の審査・決定

開発援助戦略策定

環境省等
他省庁

参加

参加・運営
参加・運営

拠出

指示
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有償資金協力

決定通知 決定通知

決定通知

経済・財政省
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開発協力庁

EU機関
世銀
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外務・国際協力省
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 アフガニスタン 31.60 2.3 1 アフガニスタン 103.57 5.7 1 ギニアビサウ 101.89 4.2
2 レバノン 27.45 2.0 2 イラク 51.05 2.8 2 トルコ 69.06 2.9
3 モザンビーク 23.66 1.7 3 ［パレスチナ］ 31.27 1.7 3 アフガニスタン 30.50 1.3
4 ［パレスチナ］ 20.20 1.5 4 チュニジア 26.82 1.5 4 イラク 21.51 0.9
5 チュニジア 19.47 1.4 5 アルバニア 25.07 1.4 5 ギニア 21.41 0.9
6 シリア 14.92 1.1 6 レバノン 22.40 1.2 6 チュニジア 20.58 0.9
7 アルバニア 14.13 1.0 7 モザンビーク 19.56 1.1 7 レバノン 20.15 0.8
8 イラク 13.93 1.0 8 エチオピア 18.66 1.0 8 エチオピア 19.06 0.8
9 エチオピア 10.63 0.8 9 セネガル 16.73 0.9 9 ［パレスチナ］ 18.84 0.8
10 南アフリカ 10.19 0.7 10 スーダン 13.93 0.8 10 シリア 17.64 0.7
10位の合計 186.18 13.6 10位の合計 329.06 18.0 10位の合計 340.64 14.1

二国間ODA合計 1,372.30 100.0 二国間ODA合計 1,829.36 100.0 二国間ODA合計 2,420.26 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。
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（約束額ベース、単位：％）
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� ルクセンブルク（Luxembourg）

援助政策等
1．基本法・基本方針
⑴　基本法

　�　ルクセンブルクの開発協力は、「開発援助に関する

1996年1月6日法」を基本法とし、「開発協力と人道に

係る法」（2012年5月採択）が同法を補完している。

同法律は、関係閣僚委員会に対し開発協力を開発政策

と一貫性を持たせる権限を与え、政府に対しては同委

員会の年間報告を国民議会へ提出させることを義務づ

けている。

⑵　基本方針

　�　ルクセンブルク政府は、途上国の貧困撲滅という明

確な目標に基づき効果的な開発援助を実施するため、

途上国によるオーナーシップ、結果志向、包括的パー

トナーシップおよび透明性とアカンタビリティの4つ

を軸に活動を実施している。

　�　事業の大半は、2015年9月の国連サミットで採択さ

れた「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に

合致しており、新たな行動計画（2017～2019年）

は、ルクセンブルク開発協力特有の価値と優先事項を

維持しながらも現場の現実に即したものを2017年内

に採択する見通しである。

2．援助規模
⑴　規模

　�　2000年以降、国連が定めた「対GNI比0.7％目標」

を達成してきており、2009年には初めて対GNI比

1.11％に達した。2013年に誕生した新政権は、「対

GNI比1％の維持」を公約としている。2016年の政府

開発援助額（ODA）は3億5,314万ユーロで、対GNI比

1.02％に上がり（出典：ルクセンブルク政府資料

Annual�Report�2016）、DAC加盟国中ノルウエーに続

いて第2位。

⑵�　支出方法（出典：ルクセンブルク政府資料　Annual�

Report�2016）

　�　2016年のODAのうち、2億5,336万ユーロ（71.6％）

が二国間援助を占め、事業の32％がルクス・デベロッ

プメント（LuxDev）によって実施されており、その

うち人道支援が13.8％を占めている。また、多国間援

助には1億65万ユーロ（28.4％）が支出された。省庁

ごとの援助額は、外務欧州省が2億8,800万ユーロ

（81.7％）、財務省が3,805万ユーロ（10.8％）、その他

の省庁が1.1％を占め、EUからの予算は2,281万ユーロ

（6.5％）の内訳となっている。

3．重点分野・地域
⑴　重点分野

　�　2016年からの新開発プログラム実施により、ルク

センブルク政府は「保健」、「教育」、「職業訓練」、「村

落開発」を重点分野としている。

⑵　重点地域

　�　ルクセンブルクは、効率性とインパクトの観点か

ら、ブルキナファソ、カーボヴェルデ、マリ、ニ

ジェール、セネガル、ニカラグア、ラオスの７か国を

「パートナー国」として集中的に支援している。中所

得国となったベトナムおよびエルサルバドルは対象国

から卒業するものの、別の形で関係を維持する意向。

2016年の主な人道支援受益国は、シリア、南スーダ

ン、中央アフリカ、イラク、マリ、ニジェール、コン

ゴ民主共和国、アフガニスタン、イエメン、ハイチ、

ネパール。

実施体制
1．外務欧州省
　外務欧州大臣と共に省内で執務する開発協力・人道支

援大臣の下、外務欧州省開発協力局（The�Directorate�

of�Development�Cooperation�and�humanitarian�Affairs,�

Ministry�of�Foreign�and�European�Affairs）が対外援助の

大部分を所掌している。

2．ルクス・デベロップメント
　二国間援助の多くを実施するのが、ルクス・デベロッ

プメント（LuxDev）である。LuxDevは株式会社形態

で、政府が98％、国立開発金融公庫が2％の株式を保有

している。取締役には政府の代表やNGO関係者が含ま

れ、ルクセンブルク政府によるODA原資のほとんどを

管理している。主要業務のほか、政府の要請に基づき、

緊急援助活動や他のドナー国や欧州委員会の支援する計

画の管理なども行う。2016年に外務欧州省から割り当

てられた予算は8,238万ユーロ。本部約50名、在外約60

名のスタッフを擁する。在外地域事務所はプライア

（カーボヴェルデ）、ダカール（セネガル）、ワガドゥグ
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（ブルキナファソ）、プリシュティナ（コソボ）、ヴィエ

ンチャン（ラオス）、マナグア（ニカラグア）の6か所

に所在。

3．民間企業との連携
　ルクセンブルクのODAはアンタイドであるが、IT通信

分野では、ルクセンブルク企業の競争力が高く、自国企

業が採用されている例が多い。また、政府は民間企業に

対して、企業の社会的責任（CSR）の観点から開発協力

事業への参加を積極的に勧めている。

　民間企業との連携の一例が、同国が近年人道支援の目

玉としている緊急時の衛星通信システム「Emergency.

lu」である。大規模災害や内乱等の緊急事態が発生した

際に、迅速かつ効率的な人道援助実施を確保するための

人工衛星を利用した通信用端末システムで、外務欧州省

および国内の3社（HITEC�Luxembourg、SES�TechCom、

Luxembourg�Air�Ambulance）から成るコンソーシアム

が協力して開発、運用している。2012年に南スーダン

で初めて運用。2016年には、WFPとの協力でイエメン、

エボラ対策におけるユニセフとの協力でギニア、ハリ

ケーンマシュー被災地支援におけるハイチで活用され

た。

4．NGOとの連携
　ルクセンブルクは、特に政府による援助が行き渡らな

い地域においてNGOを積極的に活用しており、2016年

における二国間援助額のうち5,682万ユーロ（16.1％）

が、ルクセンブルグのNGOによって実施された。2013

年には、人道支援をより効率的に実施するための方策の

一環として、NGOの政府による厳格な認定基準を設定

した。年に一度、外務欧州省開発協力局により開発支援

関係者を集めて開催される国際協力会議 ”Assises�de�la�

Cooperation” には、同局関係者、議会の外交委員会メ

ンバー、LuxDev関係者、パートナー国の代表と共に、

NGO関係者もその一員として参加している。

● ウェブサイト

・外務欧州省開発協力局：

　http://cooperation.gouvernement.lu/en.html

・LuxDev：http://luxdev.lu/en

・2016年白書：http://www.cooperation.lu/2016/

援助実施体制図

参考：ルクセンブルクのODAに関する2016年DAC確定値は以下の通り。
　　　ODA計（支出純額）　　　：3.91億ドル
　　　二国間ODA計（支出純額）：2.75億ドル
　　　国際機関向けODA計　　　：1.16億ドル
　　　対GNI比　　　　　　�　　：1.00％

LuxDev 国際機関等 NGO

開発協力・
人道支援大臣

外務
欧州大臣

政策立案
財務省
他省庁

開発協力局

外務欧州省

資金拠出

資金拠出

二国間援助

国連機関

EU機関

世界銀行

多国間援助

開発援助実施
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 ブルキナファソ 31.07 10.3 1 ニジェール 23.64 9.0 1 ニジェール 24.04 8.7
2 セネガル 22.12 7.4 2 ブルキナファソ 21.50 8.2 2 セネガル 20.02 7.3
3 ニジェール 19.76 6.6 3 セネガル 20.25 7.7 3 ブルキナファソ 19.57 7.1
4 ラオス 17.60 5.9 4 ラオス 16.17 6.2 4 マリ 17.93 6.5
5 カーボヴェルデ 15.17 5.0 5 カーボヴェルデ 15.18 5.8 5 ラオス 12.41 4.5
6 マリ 13.36 4.4 6 マリ 14.10 5.4 6 カーボヴェルデ 10.86 4.0
7 ベトナム 12.50 4.2 7 ベトナム 11.34 4.3 7 ニカラグア 9.40 3.4
8 ニカラグア 11.78 3.9 8 ［パレスチナ］ 8.33 3.2 8 ベトナム 7.11 2.6
9 コソボ 9.14 3.0 9 ニカラグア 7.82 3.0 9 ［パレスチナ］ 7.03 2.6
10 エルサルバドル 8.92 3.0 10 シリア 5.95 2.3 10 シリア 6.87 2.5
10位の合計 161.42 53.7 10位の合計 144.28 54.9 10位の合計 135.24 49.2

二国間ODA合計 300.43 100.0 二国間ODA合計 262.68 100.0 二国間ODA合計 274.83 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移
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� オランダ（Netherlands）

注1：DAC（確定値）ホームページ
注2：アフガニスタン、ブルンジ、マリ、パレスチナ、ルワンダ、南スーダン、イエメン

援助政策等
1．基本方針
　開発援助政策は、外交にとって不可欠な政策の一部と

位置付けられている。援助方針として、①極度の貧困の

撲滅、②世界全体での持続可能で包摂的な成長の促進、

③オランダ企業の海外での貧困対策活動の支援を掲げて

いる。政府は、貧困対策にとって市場経済は不可欠であ

るとの判断に基づき、投資や貿易を推進している。

2．援助規模
⑴　政府開発援助実績

　�　2016年の政府開発援助の実績（注1）は、対GNI比

0.65％、約50億ドル（対GNI比ベースで世界第7位、

援助額ベースで同第7位）であった。対GNI比は2012

年までに0.7％まで徐々に低下し、現政権では援助額

を年間7億5千万ユーロ削減し、対GNI比は2017年：

0.6％、2018年：0.54％、2019年：0.51％、となる見

通し。2015年には一旦増加が見られたが、亡命して

きた難民のケア、人道支援及び世界銀行（国際開発協

会：IDA）への支払いといった費用が増加したためで

ある。

　�　二国間および多国間援助額の比率は、過去10年間

の平均が多国間1に対し二国間2.75である。2011年か

らの5年間の平均が1対2.37と、二国間援助の占める割

合が高い傾向がある。

⑵�　オランダ成長基金（Dutch�Good�Growth�Fund）お

よび国際安全保障予算

　�　開発に関連した事業や投資計画を有する中小企業の

ためのオランダ成長基金は、2014年：1億ユーロ、

2015年：1億5,000万ユーロ、2016年：1億5,000万ユー

ロ、2017年：3億ユーロの予算が計上され、2014年7

月から申請の受け付けが開始されている。実績は、

2015年：約9,200万ユーロ、2016年：約7,350万ユー

ロで、2014年7月から2015年9月までの間に計32件、

1億2,300万ユーロが支出されている。

　�　3D（外交、開発、防衛）アプローチの枠組みの活

動に用いられる国際安全保障予算は、2015年から国

防省予算となっており、2016年：3億6,480万ユーロ、

2017年：3億2,270万ユーロ、2018年：3億3,270万ユー

ロが計上されている。

3．重点分野
　オランダの産業界および学界が知見を有して独自の価

値を供与できる①安全保障と法の支配、②水、③食の安

全保障、および④性と生殖に関する健康と権利の4分野

を二国間援助の重点分野としている。オランダ政府によ

ると、2016年の実績値は、①約1.9億ユーロ、②約1.9億

ユーロ、③約3.3億ユーロ及び④約4.2億ユーロであっ

た。2017年の予算額は、①約1.9億ユーロ、②約1.9億

ユーロ、③約3.5億ユーロおよび④約4.1億ユーロとなっ

ている。オランダは、持続可能な開発のための2030ア

ジェンダを自国援助政策のガイドラインと位置付けてい

る。

4．重点地域
　二国間援助の対象国数については、より効果的な支援

を実施するため、現在は以前の33か国から、紛争等の

影響もあり独力で貧困から脱却できないとされる7か

国・地域（注2）としている。援助予算の約50％が「アフリ

カの角」地域およびアフリカ大湖地域の最貧国を中心と

したアフリカ向けである。

5．多国間援助
　国連や世界銀行のような国際機関を通じた援助にも重

点を置いている。政府はこれら組織による付加価値を、

オランダ外交政策への貢献の観点から有効性と妥当性に

ついて点数を付けて精密に評価している。世界銀行、国

連開発計画（UNDP）および国連児童基金（UNICEF）を

オランダの多国間開発援助の中心としているほか、世界

エイズ・結核・マラリア対策基金にドナーとして直接貢

献している。

実施体制
1．外務省国際協力局の援助体制
⑴�　外務省国際協力局（DGIS）が援助政策の立案・実

施に関し主要な責任を有し、同省には外務大臣に加え

て、援助政策を担当する外国貿易・開発協力大臣が設

置されている。
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⑵�　政府開発援助予算のすべてを外務省が所掌し、援助

政策の基本的枠組みは外務省が決定する。また、EU

レベルでの政策決定に臨む際の準備作業の段階で行わ

れる省庁間協議の場で、援助政策における利害関心事

項について協議・調整される。

⑶�　二国間援助に関しては、それぞれの地域における

ODAプロジェクトのための予算が在外公館に委託さ

れており、在外公館は政策目標の範囲において、開発

資金の配分を決めることができ、また、援助計画の作

成および案件発掘の役割も担っている。援助受入国に

所在するNGOは在外公館に対して案件を提示するこ

とができ、それをもとにして在外公館は本省へ事業提

案を行う。

2．援助実施形態
　独自の開発援助実施機関が存在しないため、援助の実

施は3つの主要な形態（①二国間援助（多くがセクター

別支援、すべて贈与）、②多国間援助（世界銀行・国連

等の国際機関）、③民間セクター（企業・NGO）への補

助金交付）により行われており、民間セクターは重要な

役割を担っている。また、NGOの独立を尊重するとい

う立場から、外務省との情報交換、事業報告書の提出、

モニタリング等が行われている。

● ウェブサイト

・オランダ外務省（開発援助関連ページ）：

　�http://www.government.nl/topics/development-

cooperation

援助実施体制図

実施部門政策部門

拠出

資金拠出・
管理

案件持込

予算案提出 承認

国際協力局
（DGIS）

在外公館

多国間援助
国際援助機関

二国間援助
現地政府/NGO/

企業

外務省
（外務大臣・外国貿易開発協力大臣）

議会

政策の企画・立案

資金拠出・
管理

事業提案

http://www.government.nl/topics/development-cooperation
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 エチオピア 89.95 2.2 1 エチオピア 80.48 1.9 1 トルコ 106.66 3.4
2 バングラデシュ 70.22 1.7 2 アフガニスタン 55.44 1.3 2 エチオピア 73.85 2.3
3 南スーダン 54.80 1.4 3 バングラデシュ 46.60 1.1 3 アフガニスタン 63.62 2.0
4 アフガニスタン 50.75 1.3 4 シリア 45.77 1.1 4 ルワンダ 55.89 1.8
5 ルワンダ 50.66 1.3 5 南スーダン 42.08 1.0 5 レバノン 52.20 1.7
6 モザンビーク 47.67 1.2 6 ルワンダ 40.83 1.0 6 南スーダン 48.68 1.5
7 マリ 44.36 1.1 7 イラク 40.31 1.0 7 イラク 42.69 1.4
8 シリア 43.54 1.1 8 レバノン 37.85 0.9 8 バングラデシュ 38.24 1.2
9 ベナン 42.58 1.1 9 マリ 37.47 0.9 9 マリ 34.00 1.1
10［パレスチナ］ 31.50 0.8 10 モザンビーク 35.08 0.8 10 ブルンジ 33.90 1.1
10位の合計 526.03 13.1 10位の合計 461.91 11.1 10位の合計 549.73 17.4

二国間ODA合計 4,027.13 100.0 二国間ODA合計 4,162.86 100.0 二国間ODA合計 3,157.58 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。

2.4

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
0 20 40 60 80 100％

2016年

2015年

2014年

（大洋州）0.1

（大洋州）0.0

0.6 2.92.5

3.5

72.14.7 18.2

6.6 14.9 72.3

（暦年）
1.1 0.4（欧州）

11.5 19.9

0.4 0.7 

64.9

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

0 20 40 60 80 100%

2016年

2015年

2014年

（暦年）

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

6.122.641.0 30.3

52.6 10.1 34.1

（約束額ベース、単位：％）

その他

経済インフラ
およびサービス

鉱工業･建設

3.2

基礎生活分野（BHN）

61.8 9.0 4.6 24.6
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� ニュージーランド（New Zealand）

注1：NZドル/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2016年レートを適用。

援助政策等
1．基本方針
　ニュージーランド政府の開発援助に根拠法はないが、

ニュージーランド外務貿易省は「世界の貧困削減および

より安全且つ公平で豊かな社会構築に貢献するため、途

上国における持続的開発を支援する」との理念の下、

ニュージーランドの持つ優位性を最大限活用して、対象

国の開発目標の実現に向けて取り組んでいる。基本方針

は外務貿易省により定期的に見直されており、現在は

「2015年～2019年ニュージーランド援助戦略計画」に基

づいた支援が実施されている。

2．援助規模
　ODA予算は増加傾向にあり、2016/17年度のODA実績

は約6億194万NZドル（4.19億米ドル（注1））、2017/18年

度のODA予算は約7億1000万NZドル（4.94億米ドル（注1））、

2018/19年度の推定ＯＤＡ予算は約6億4,900万ＮＺドル

（4.52億米ドル（注1））（出典：財務省2017/18年度予算資

料）。現在のODAの同国GNIに占める割合は約0.27％で

ある。

3．重点分野・地域
⑴　重点分野

　�　「2015年～2019年ニュージーランド援助戦略計画」

は、12の重点分野（再生可能エネルギー、農業、情

報コミュニケーション技術、経済ガバナンス、法と正

義、保健、漁業、観光、貿易・労働の流動性、教育、

災害対策、人道的対応）を掲げており、その中でも、

ニュージーランドが専門的知識を有し、持続的かつ包

括的な開発支援が見込まれる再生可能エネルギーおよ

び農業を最重点分野としている。

⑵　重点地域

　�　対象地域としては、歴史的および文化的に密接な関

係を有する大洋州地域を優先地域として援助総額の約

6割を当てている。その他の国では、近年援助を増加

しているASEAN諸国を始めアジア、南米およびアフ

リカ等に対し、特定の分野や国に的を絞った援助を

行っている。

　�　今後の支援傾向として、2015/2016および2017/2018

の2年度で約10億NZドル（約7億米ドル（注1））が大洋

州諸国へ、約2億NZドル（約1.4億米ドル（注1））が

ASEAN諸国に使用される予定。

4．日本との開発協力
　2013年6月にオークランドで実施された外相会談にお

いて「日本とニュージーランドとの戦略的協力パート

ナーシップに関する共同声明」が発出された。この中

で、日本とニュージーランド両国は太平洋島
とう

嶼
しょ

地域の安

定と繁栄という利益を共有しており、両国の経験と知識

を有効活用しつつ、太平洋における課題についての協力

を強化し、太平洋における援助協調を強化するために、

定期的な太平洋協議を開催することを決定した。これま

でに2回開催された太平洋協議では、対島
とう

嶼
しょ

国政策の見

直しや、重点課題に関する政策協調、対太平洋島
とう

嶼
しょ

地域

開発援助、開発援助における優先課題・国別の取組等が

協議されている。

実施体制
1．実施機関
⑴�　ニュージーランドでは、外務貿易省が政府の開発援

助所掌機関と援助の実施機関を兼ねている。2016年

までは同省国際開発グループ（IDG：International�

Development�Group）が援助政策の企画・立案から

実施、評価にいたる業務を担っていたが、2017年、

業務をより効率的に遂行するため、外務貿易省内の大

洋州局とIDGが「大洋州・開発グループ」として統合

され、右グループが年次報告書を作成している。

⑵�　大洋州・開発グループの開発部門および在外公館の

援助担当者は、外交官の他、企業経営者、講師、経済

学者、漁業や農業関係者等様々な経歴を有する援助の

専門家で構成されている。大洋州・開発グループは、

8つの局から構成されており、政策部門3部門（二国

間担当局〈仏領ポリネシア〉、二国間担当局〈ミクロ

ネシア、メラネシア〉、太平洋広域担当局）と開発部

門5部門（持続的経済開発局、開発戦略及び評価局、

パートナーシップ・人道及び広域開発局、ビジネス開

発・改善局、地球規模問題・スカラーシップ局）から

構成されている。開発部門の職員としてはウェリント
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ンに185名、在外公館に19名が所属している（2017年

6月現在）。

2．NGOや民間セクターとの連携
　開発援助の実施にあたっては、他政府機関、地域・国

際機関、NGO、民間セクター（観光、漁業および農業

分野）等と協働して実施しており、特に支援対象国で活

動しているニュージーランドNGOは、ODAを効果的に

活用する上で重要な役割を担っている。

● ウェブサイト

New Zealand Foreign Affairs and Trade：

http://www.mfat.govt.nz/

● 資料 

・ 「New Zealand Aid Programme Strategic Plan 2015-19」

・ 「New Zealand Aid Programme Investment Priorities 2015-

19」

　いずれも上記ホームページからダウンロード可能

・「Annual Report 2015/16」　

　 https://www.mfat.govt.nz/assets/MFAT-Corporate-

publications/MFAT-Annual-Report-2015-2016.pdf

・「Evaluation Report2015」

　 https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/our-

approach-to-aid/evaluation-and-research/evaluation-

reports-2015/

援助実施体制図

外務大臣

外務次官

大洋州担当次官補

外務貿易省

国際開発顧問委員会

開発戦略
及び評価

二国間担当
ポリネシア

二国間担当
メラネシア
ミクロネシア

広域担当
持続的
経済開発民間セクター

他政府機関

地域・国際機関

NGO

在外公館

ビジネス開
発・改善

地球規模問
題スカラー
シップ

報告

報告

任命任命

協働

開発資金供給先に
関する助言・報告

専門家による独立機関

評価・助言・監査

政策部門

開発部門

実施部門

大洋州・開発グループ外務副次官
大洋州・開発グループ担当

パートナー
シップ・
人道及び
広域開発
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 ソロモン 26.84 6.6 1 バヌアツ 26.88 7.5
2 バヌアツ 25.27 6.2 2 ソロモン 20.28 5.7
3 パプアニューギニア 22.76 5.6 3 パプアニューギニア 19.64 5.5
4 クック 21.52 5.3 4 ニウエ 16.72 4.7
5 サモア 21.14 5.2 5 クック 16.01 4.5
6 ［トケラウ］ 18.00 4.4 6 東ティモール 14.91 4.2
7 キリバス 15.89 3.9 7 ツバル 14.22 4.0
8 トンガ 15.27 3.7 8 トンガ 14.11 3.9
9 インドネシア 13.57 3.3 9 サモア 13.80 3.9
10 東ティモール 10.80 2.6 10 キリバス 13.61 3.8
10位の合計 191.06 46.7 10位の合計 170.18 47.5

二国間ODA合計 409.09 100.0 二国間ODA合計 358.06 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
0 20 40 60 80 100％

2015年

2014年

2.3
2.3 1.9

12.22.716.1 65.0

18.1 63.6 11.8

（暦年）
3.0 1.0 （欧州）0.1

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

0 20 40 60 80 100%

2015年

2014年

（暦年）

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4.06.819.653.6 15.9

56.0 12.3 11.8 3.9 15.9

（約束額ベース、単位：％）

その他

商品援助･
一般プログラム援助

経済インフラ
およびサービス

鉱工業･建設

基礎生活分野（BHN）

※ニュージーランドは、2016年実績の確定値データをDACに未提出（2017年12月時点）。
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� ノルウェー（Norway）

注1：�石油・ガス・鉱物資源等の開発にかかわるいわゆる採取産業から資源産出国政府への資金の流れの透明性を高めることを通じて，腐敗や紛争を予
防し，もって成長と貧困削減につながる責任ある資源開発を推進するという多国間協力の枠組み。

注2：NOK/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2016年レートを適用。

援助政策等
1．基本方針
　ノルウェーは開発援助を重要外交政策の一つと位置付

け、①経済開発、②民主化、③人権、④良い統治（グッ

ドガバナンス）、⑤貧困撲滅の促進を目的に掲げてい

る。重点分野は教育、人道支援、公衆衛生、民間セク

ター支援、気候変動、人権。アンタイドかつ無償協力を

基本とし、少なくとも2012年以降は毎年、すべての援

助をアンタイドとしてOECDに報告している。2016年は

二国間援助が約79％、多国間援助が約21％を占めた。

パートナーとしては国連機関や赤十字、NGOを重視し、

国際機関を通じた援助が総額の約43％を占める。

　2016/2017年度の白書では、持続可能な開発目標

（2030アジェンダ）を推進するための協調が重要だと

し、具体的に再生可能エネルギーや途上国の公衆衛生・

環境支援、長期的な人道支援アプローチなどを重視。ま

た、2030アジェンダに向け、政府のみならず民間セク

ターおよびNGOが互いに協調した開発援助を採用する

方針を打ち出した。ノルウェー外務省は各分野につき、

評価レポートと年次報告書を発刊している。

2．援助規模
　政府は従来、政府開発援助（ODA）額の対GNI比率1％

達成を目標にODA予算を設定しており、2016年は総額

約43.8億ドルを支出。対GNI比は1.12％だった。2017年

も対GNI比1％を維持する見通し。

3．重点分野
　分野別では持続可能な開発目標（SDGs）のうち特に

教育、グッドガバナンスと人権、ジェンダー平等、エネ

ルギー、保健を優先する計画を明らかにしている。ま

た、石油生産国としての自国の経験を踏まえ、独自の援

助方針として「開発のための石油（Oil�for�Development）

イニシアティブ」を策定し、資源収入の適切な管理・運

用システム構築のための支援を実施。天然資源を産出す

る開発途上国において当該国民への裨益（自国の貧困対

策資金への充当等）を図るとともに、利益配分をめぐる

対立の防止を目指している。この中で採取産業透明性イ

ニシアティブ（EITI）（注1）にも注力し、支援国であると同

時に先進国唯一の実施国として積極的に活動している。

なお、ソールベルグ首相は国連SDGsアドボカシーグルー

プの共同議長を務める（2017年末現在）。

2016年分野別援助比率（実績）

　他方、2016年の分野別援助においては、2015年にお

ける大量の難民流入を受け、ノルウェー国内での難民支

援に約67億クローネ（NOK）（約7.98億米ドル（注2））（援

助額全体の約18％）が配分された。

4．重点地域
　援助額の内訳を地域別に見ると、2016年は二国間援

助のうち、アフリカ地域が約18.2％（主要国は南スーダ

ン、マラウイ、エチオピア、タンザニア、ウガンダな

ど）、中南米地域が約6％（主要国はブラジル、コロン

ビアなど）、アジア地域が約6.3％（主要国はアフガニス

タン、インドネシア、ネパール、ミャンマーなど）、中

東地域が約11.5％（主要国・地域はシリア、レバノン、

パレスチナなど）、複数地域にまたがる援助等が約

53.7％となっている。

　特定11か国・地域（2017年はアフガニスタン、スー

ダン、南スーダン、パレスチナ、タンザニア、マラウ

イ、モザンビーク、ウガンダ、ザンビア、ソマリア、ブ

ラジル）を重視する方針を取っている。国別ではシリア

（10億1,920万NOK）（約1.21億米ドル（注2））への支援額

が最も大きく、同国の内戦長期化が主な要因。

グッドガバナンス
（10％）

経済開発・貿易
（10％）

教育
（9％）

保健・社会
サービス（7％）

環境・エネルギー
（10％）

緊急支援
（10％）

多国間援助
（21％）

その他
（国内の難民支援
や管理費等）
（24％）
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実施体制
　ノルウェーにおいては2013年10月の新政権発足にと

もない，開発援助大臣が廃止され、援助政策は外務大臣

の所管となった。引き続き外務省の外局であるノル

ウェー開発協力庁（NORAD）が中心となり援助を実施

する。また、関連機関としてノルウェー開発途上国投資

基金（NorFund）がある。

1．外務省
　国際機関を通じた援助および二国間援助は原則外務省

（主に在外公館）で実施される。外務省は援助政策の立

案、国別援助戦略の策定、援助の実施を担当する。対外

援助は重要外交政策であることから、国会が政策・予算

の策定に大きく関与している。主要援助受取国の選定を

含む援助政策は外務大臣と国会の協議を経て決定され

る。

2．NORAD・NorFund
　NORADは援助政策の重要なパートナーであるNGOに

加え、国際機関や研究機関、途上国で活動するノル

ウェー企業を通じた資金支援という形で援助の一部

（2016年は援助総額の約14％）を実施している。また、

援助の効率的実施に向けた専門的助言および情報提供、

実施状況のモニタリングならびに評価を担当する。一

方、NorFundは途上国の貧困削減と持続可能な産業への

貢献を目的として、途上国における高収益かつ持続性の

ある事業に投融資および融資保証を実施している。

2016年には、新たに27億8,400万NOK（約3.31億米ド

ル（注2））を投資し、同年末時点の投資確約金額は167億

6,200万NOK（約19.95億米ドル（注2））となっている。新

規投資の内訳を見ると、主な投資先はサブサハラ・アフ

リカ（73％）であり、金融機関への投資が約14億5,200

万NOK（約1.73億米ドル（注2））（52％）と、大部分を占

める。

● ウェブサイト

・ノルウェー外務省（開発援助関連ページ）：

　�http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/selected-

topics/development_cooperation.html?id=1159

・Norad：https://www.norad.no/en/front/

・NorFund：http://www.norfund.no

援助実施体制図

【実施部門】

多
国
間
援
助

外務大臣

外務次官

外務省
【政策部門】
政策の企画・立案

・NGO等を通じた二国間援助
・専門技術の育成
・専門的助言、情報提供

国連・
人道問題課地域課

NORAD

途上国内企業への投融資

NorFund

二国間援助企画・実施

在外公館
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 ブラジル 140.05 3.6 1 ブラジル 157.20 4.8 1 シリア 121.33 3.5
2 アフガニスタン 118.05 3.0 2 アフガニスタン 84.70 2.6 2 ブラジル 111.54 3.2
3 ［パレスチナ］ 117.54 3.0 3 ［パレスチナ］ 78.17 2.4 3 アフガニスタン 82.61 2.4
4 南スーダン 94.97 2.4 4 マラウイ 73.26 2.2 4 ［パレスチナ］ 68.14 2.0
5 ガイアナ 92.32 2.4 5 シリア 64.04 1.9 5 南スーダン 66.77 1.9
6 マラウイ 84.41 2.2 6 ネパール 61.03 1.8 6 レバノン 65.00 1.9
7 タンザニア 71.81 1.8 7 南スーダン 58.58 1.8 7 マラウイ 62.75 1.8
8 ウガンダ 65.07 1.7 8 エチオピア 48.34 1.5 8 インドネシア 53.73 1.6
9 ソマリア 62.92 1.6 9 タンザニア 47.68 1.4 9 エチオピア 52.59 1.5
10 エチオピア 59.47 1.5 10 ウガンダ 44.60 1.3 10 イラク 47.94 1.4
10位の合計 906.61 23.3 10位の合計 717.60 21.7 10位の合計 732.40 21.2

二国間ODA合計 3,889.01 100.0 二国間ODA合計 3,306.79 100.0 二国間ODA合計 3,451.28 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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46.58.810.17.9 24.3

7.6 11.9 20.3 7.2 50.3

（暦年）
2.5（大洋州）0.0

（大洋州）0.1

（大洋州）0.0

6.3 14.4 18.1 6.0

1.4 

53.7

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

基礎生活分野（BHN）
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(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

19.810.552.5 15.5

43.5 6.3 30.4 18.8

（約束額ベース、単位：％）

その他

商品援助･
一般プログラム援助

経済インフラ
およびサービス

鉱工業･建設

1.7

0.8

1.0

46.5 7.3 15.8 29.6
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｜第 3 章　諸外国の経済協力｜第 2 節 主要援助国・地域機関の経済協力の概要 ／ 20．ポーランド（Poland）｜

� ポーランド（Poland）

援助政策等
1．外交政策と政府開発援助政策の関係
　ポーランドにとって開発援助とは、近隣国および一部

の遠隔地域に関与するための外交政策の重要事項であ

る。また、開発援助の第一目的は「開発途上国の持続的

発展を可能にする環境整備をするとともに、国際関係お

よび国際協力の観点から、ポーランドの責任ある、信頼

できる、そして国際社会に注目される国としての地位を

強化させることにある」としている。

　2013年10月には、第28番目のDAC加盟国となり、開

発援助が確固たる法的基盤の上で機能していることを内

外に示した。

2．基本法・基本方針（短期および中長期）
　ポーランド政府は、開発援助の効率化を目的として

2012年1月1日に施行された開発協力法（Development 

Cooperation Act）に基づき、最初の多年度計画（Multi-

annual Development Cooperation Programme）を策定

して援助を開始した。

　多年度計画はポーランドの開発政策の目標を示すとと

もに、対象とする地域・分野を特定している。最新の計

画期間は2016～2020年の5年間で、グッド・ガバナンス

（Good Governance）、 民 主 主 義・ 人 権（Democracy 

and Human Rights）、 人 的 資 源（Human Capital）、 企

業・民間セクター（Entrepreneurship and Private Sec-

tor）、持続可能な農業・農村開発 （Sustainable Agricul-

ture and Rural Development）、環境保護（Environmental 

Protection）の6つの優先分野が設定されている。また、

OECDガイドラインに沿った形での資源有効活用を可能

にしており、外務省の単年度計画の基礎ともなってい

る。対象国・地域における情勢の変化やEU内での計画

の変更・見直しの結果を踏まえて中間状況確認（mid-

term review） が行われる。変更を行う場合は閣議での

承認が必要となる。

3．援助規模等
　ポーランドの開発援助は、多国間援助および二国間援

助に大別され、以下のように整理される。

⑴　多国間援助

　 　EU（の予算への貢献）を通じた支援、欧州開発基

金（European Development Fund）を通じた支援、

国連をはじめとする国際機関等を通じた支援

⑵　二国間援助

　 　外務省が少額無償援助を中心に行っている支援、外

務省以外の政府機関が行っている支援および外務省が

外部のパートナーを通じて行っている支援

⑶　予算規模

　 　援助政策の中心的存在は外務省であるが、ポーラン

ドの援助の大部分は多国間の枠組みを通じて行われて

い る。 た と え ば、2015年 のODA全 実 績 額 の 約77 ％

（約3.41億ドル）を多国間援助が占め、残りの約23％

の二国間援助額（約1億ドル）を大きく上回ってい

る。2015年における開発援助の対GNI比は0.10％で

あった（DAC確定値）。

4．重点地域
　多年度計画に基づき援助の優先対象国を規定してお

り、以下の二つのグループに分類される。

・東方パートナーシップ諸国

　 アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ジョー

ジア、モルドバ、ウクライナ

・貧困レベルの高い国々

　 アフガニスタン、リビア、チュニジア、ブルンジ、エ

チオピア、ケニア、ルワンダ、ソマリア、南スーダ

ン、タンザニア、ウガンダ、パレスチナ、キルギス、

タジキスタン

　2015年の外務省関連の援助実施予算金額のうち60％

が東方パートナーシップ諸国向けとなっている。

5．重点分野
　（2015年 二国間援助、ただし債務救済と貸付は除く）
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6．日本との開発協力
　被援助国からドナー国となったヴィシｴグラード4か

国（V4：チェコ、ポーランド、スロバキアおよびハン

ガリー）から、日本の国際協力における経験を学びたい

との要望があり、2013年11月に開催された第5回「V4＋

日本」外相会合で、「V4＋日本」共同プロジェクトを実

施することが合意された。具体的には、①セルビア、ボ

スニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロの中小企業支援

分野（2014年10月）、②モルドバの医療分野（2015年

12月）、③セルビアのエネルギー関連分野（2016年10

月）支援に関するワークショップが開催され、各国専門

家と知見が共有された。

実施体制
1．二国間援助
　外務省のほか、他省庁の予算でも実施されている。外

務省の予算による事業は、NGO、他省庁、地方自治体、

大学や研究機関に実施を委託している。大使館が小規模

無償で実施する事業もある。

2．多国間援助
　外務省と財務省により、主としてEU、国連、OECDへ

の分担金や任意の資金拠出を通じて、貧困の根絶、体制

移行支援、人権・民主化支援、伝染病撲滅、医療の改

善、教育へのアクセス拡大、途上国への人道支援に貢献

している。

　2012年に施行された開発協力法に基づき、諮問機関

である開発協力政策評議会（Development Cooperation 

Policy Council）が設置された。同評議会は、議会、企

業、NGO、学術・研究機関、主要省庁の代表21名で構

成され、開発協力の優先地域・分野についての提案、単

年度・多年度の計画の評価、政府の年次報告の評価等を

行う。なお、外務省の開発協力担当次官が開発協力のナ

ショナル・コーディネーターであり、また開発協力政策

評議会の議長も務める。

3．NGOとの関係
　外務省は海外における現場での援助実施を展開してい

るNGOと協働しており、年次会合であるDevelopment 

Cooperation Forumをはじめとする意見交換の場を設置

している。

● ウェブサイト

・ポーランド外務省：http://www.msz.gov.pl/

教育
35.0%

人道支援
6.0%

インフラ、ヘ
ルスケア他
40.8%

政府専門支援
18.2%

参考：ポーランドのODAに関する2016年DAC確定値は以下の通り。
　　　ODA計（支出純額）　　　：6.63億ドル
　　　二国間ODA計（支出純額）：1.49億ドル
　　　国際機関向けODA計　　　：5.14億ドル
　　　対GNI比　　　　　　　　：0.15％
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援助実施体制図
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 エチオピア 23.48 28.5 1 ウクライナ 28.85 28.8 1 エチオピア 42.29 28.4
2 ウクライナ 21.95 26.7 2 エチオピア 27.29 27.2 2 ウクライナ 24.10 16.2
3 ベラルーシ 20.02 24.3 3 ベラルーシ 18.77 18.7 3 タンザニア 22.90 15.4
4 アンゴラ 14.45 17.6 4 アンゴラ 13.84 13.8 4 ベラルーシ 19.18 12.9
5 モルドバ 3.18 3.9 5 シリア 2.97 3.0 5 トルコ 18.13 12.2
6 ジョージア 2.54 3.1 6 モルドバ 2.46 2.5 6 シリア 9.43 6.3
7 シリア 1.34 1.6 7 ジョージア 1.99 2.0 7 ケニア 8.80 5.9
8 アフガニスタン 1.29 1.6 8 カザフスタン 1.08 1.1 8 アンゴラ 4.33 2.9
9 カザフスタン 1.22 1.5 9 ［パレスチナ］ 1.03 1.0 9 モルドバ 2.14 1.4
10 ケニア 1.12 1.4 10 カンボジア 0.99 1.0 10 ジョージア 1.84 1.2
10位の合計 90.59 110.1 10位の合計 99.27 99.1 10位の合計 153.14 102.8

二国間ODA合計 82.28 100.0 二国間ODA合計 100.19 100.0 二国間ODA合計 148.99 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。
・�2014年および2016年の二国間のODAの合計金額が、10位までの被援助国に対する合計金額より少なくなっているのは、10位以下の被
援助国への供与額の合計が、貸付などの回収額の合計を下回り、マイナスとなったことに拠る。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

0.0（大洋州）

0.0（大洋州）

（中南米）0.5

（中南米）0.3

0.0（大洋州）（中南米）0.2

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移
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(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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（約束額ベース、単位：％）
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｜第 3 章　諸外国の経済協力｜第 2 節 主要援助国・地域機関の経済協力の概要 ／ 21．ポルトガル（Portugal）｜

� ポルトガル（Portugal）

注1：�2012年末、当国の政府開発援助（ODA）を担っていたポルトガル開発援助庁（IPAD）は統合され、新たにカモンイス協力言語院が設置された
（IPADの権限は同機関へ移譲）。

援助政策等
1．基本政策
　ポルトガルのODAは、外交政策における重要なツー

ルの一つとしてとらえられている。特にポルトガル語を

公用語とする諸国を重視している。2014年にはポルト

ガル開発協力のための戦略的コンセプト2014-2020

（Conceito�Estratégico�da�Cooperação�Portuguesa�2014-

2020）が策定され、開発協力を外交政策の重要な柱と

位置づけつつ、受益国の利益を踏まえながらも、ポルト

ガルの国益に資するべきとした。また、同戦略的コンセ

プトにおいて、①二国間協力および国際的取組への参加

による持続可能な開発の支援、②教育および能力の開発

の支援、③緊急・人道支援をポルトガルODAの柱とし

て掲げている。

2．援助規模
　2016年のODA実績は、3.43億ドル（前年3.08億ドル）

で、多国間援助が64％（2.18億ドル）、二国間援助が

36％（1.25億ドル）を占める。実績規模は、DAC加盟

29か国（欧州連合を除く）中24位、シェアは0.2％（以

上2016年DAC確定値）。2011年の欧州債務危機後にトロ

イカ支援を受けたポルトガルは、大幅な歳出削減を行っ

たため、ODA予算も削減の対象として減少傾向にあっ

たが、2016年は前年よりも増加した。

3．重点分野・地域
⑴　重点分野

　�　重点援助分野は、受入れ国の重点政策とポルトガル

の支援の強みを生かせる分野を勘案して決定されてお

り、教育（言語教育含む）、人材育成を中心とするガ

バナンス支援、インフラ整備、公衆衛生等となってい

る。

⑵　重点地域

　�　二国間援助主要対象地域は、歴史的・言語的につな

がりの深いポルトガル語圏諸国共同体（CPLP）加盟

国のうち、アフリカ諸国5か国（カーボヴェルデ、モ

ザンビーク、サントメ・プリンシペ、ギニアビサウ、

アンゴラ）および東ティモールで、総援助額（支出純

額ベース）の約60％を占めている。このうち、カー

ボヴェルデ（24％）、モザンビーク（19％）サント

メ・プリンシペ（12％）、が援助対象上位3か国となっ

ている。

　�　多国間援助については、2009年に採択された多国

間援助戦略に基づき、国連、欧州連合（EU）、地域開

発銀行を通じて行い、二国間援助対象地域外にも力を

注いでいる。

実施体制
1．カモンイス協力言語院
　カモンイス協力言語院（注1）はポルトガル外務省の監督

下に置かれており、行政自治権を持つ機関である。カモ

ンイス協力言語院は、ポルトガルの開発援助政策の総合

的調整機関として機能しており、各省庁をはじめ民間セ

クター、NGO等と連携・調整の上でポルトガルの開発

援助政策を策定している。主な役割は、自らの開発援助

予算の管理に加え、開発援助活動の指導・調整・データ

収集を行うことであり、ポルトガル外交政策の戦略的方

針に従い開発援助活動を行っている。職員数は154人

（2016年）であり、活動計画書および年次報告書等の提

出が義務付けられている（後述のウェブサイトに掲載）。

2．カモンイス協力言語院と各アクターとの関係
⑴　各省庁：省庁間委員会（CIC）

　�　外務・国際協力担当副大臣が委員長を務め、開発援

助プログラムを実施している10の省庁の国際関係局

責任者および首相補佐官ほかで構成されている。2年

ごとに総会が開催されるほか、委員長もしくはメン

バーの3分の1の要請がある場合には特別会合も開催

される。CICは、各種開発援助プログラムの調整およ

び諮問機関的役割を担っており、委員会メンバーは各

省庁に開発政策の指針伝達、および省庁レベルでの協

力調整を行う。

⑵　民間セクター

　�　ポルトガルODAにおいて民間セクターは重要な

パートナーとなっており、受益国の民間セクターとの

共同作業や民間ならではの機動性を生かした現場に根

ざしたODAを行うために重要な役割を果たしている。

2008年には政府が60％を出資し、SOFID（Sociedade�
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para� o � F inanciamento� do� Desenvolv imento,�

Instituíção�Financeira�de�Crédito,�S.A.）と呼ばれる政

府系開発支援銀行を設立し、受益国の民間セクターの

持続可能な開発への支援を行っている。

⑶　NGO

　�　カモインス協力言語院には開発予算の中にNGOに

関する特別予算が組まれるなど、NGOは伝統的に重

要なパートナーと位置づけられている。また、カモン

イス協力言語院が事務局機能を担い、外務・協力担当

副大臣が長をつとめる「開発援助フォーラム」が定期

的に開催されており、政府とNGOや大学との間で開

発援助政策に関する意見交換、情報交換を行ってい

る。このフォーラムは開発問題に関する諮問機関とし

ての役割も果たしている。

● ウェブサイト

カモンイス協力言語院：

http://www.instituto-camoes.pt/

援助実施体制図

外務省
（外務・協力担当副大臣）
【外交政策・方針】

開発援助実施、拠出

省庁間委員会（CIC）
（プログラム調整等）

開発援助フォーラム
（意見・情報交換）

民間セクター、NGO
その他関係省庁、
政府系開発支援銀行

（SOFID）

カモンイス
協力言語院

CICでの協議に
従い、プログラム
策定・予算配分

連携・協力

報告 監督・拠出
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 カーボヴェルデ 137.38 55.7 1 カーボヴェルデ 50.14 34.3 1 カーボヴェルデ 30.79 24.7
2 モザンビーク 53.41 21.7 2 サントメ・プリンシペ 24.86 17.0 2 モザンビーク 24.12 19.3
3 東ティモール 17.68 7.2 3 モザンビーク 18.97 13.0 3 サントメ・プリンシペ 15.08 12.1
4 サントメ・プリンシペ 13.21 5.4 4 ギニアビサウ 13.85 9.5 4 東ティモール 14.58 11.7
5 ギニアビサウ 11.16 4.5 5 東ティモール 12.97 8.9 5 ギニアビサウ 12.97 10.4
6 中国 9.80 4.0 6 モロッコ 10.95 7.5 6 中国 8.84 7.1
7 ブラジル 3.69 1.5 7 中国 4.02 2.8 7 シリア 7.82 6.3
8 南アフリカ 1.62 0.7 8 ブラジル 3.07 2.1 8 モロッコ 6.60 5.3
9 セルビア 0.45 0.2 9 南アフリカ 1.26 0.9 9 ブラジル 2.30 1.8
10 モロッコ 0.40 0.2 10 シリア 0.69 0.5 10 南アフリカ 1.24 1.0
10 インド 0.40 0.2
10位の合計 249.20 101.1 10位の合計 140.78 96.4 10位の合計 124.34 99.7

二国間ODA合計 246.44 100.0 二国間ODA合計 146.00 100.0 二国間ODA合計 124.77 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・�2014年の二国間のODAの合計金額が、10位までの被援助国に対する合計金額より少なくなっているのは、10位以下の被援助国への供
与額の合計が、貸付などの回収額の合計を下回り、マイナスとなったことに拠る。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
0 20 40 60 80 100%

2016年

2015年

2014年

2.7

4.89.7 82.5

9.1 7.2 72.0 8.6

（暦年）
0.5（中東・北アフリカ） 0.62.0

0.4（欧州）

2.6 0.2（欧州）

13.8 10.0 64.6 8.7

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

0 20 40 60 80 100%

2016年

2015年

2014年

（暦年）

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

21.616.755.9 3.5

59.6 12.4 5.8 16.5 5.8

（約束額ベース、単位：％）

その他

商品援助･
一般プログラム援助

経済インフラ
およびサービス

鉱工業･建設

2.2 基礎生活分野（BHN）

67.6

1.7 3.4 

18.8 8.4
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� 韓国（Republic of Korea）

注1：韓国では、無償資金協力に技術協力も含まれる。
注2：�アジア11か国（ベトナム、インドネシア、カンボジア、フィリピン、バングラデシュ、モンゴル、ラオス、スリランカ、ネパール、パキスタン、

東ティモール）、アフリカ8か国（ガーナ、コンゴ民主共和国、ナイジェリア、エチオピア、モザンビーク、カメルーン、ルワンダ、ウガンダ）、
中東・CIS2か国（ウズベキスタン、アゼルバイジャン）、中南米4か国（コロンビア、ペルー、ボリビア、パラグアイ）、オセアニア1か国（ソロモ
ン諸島）

援助政策等
1．基本法・基本方針
　2010年にDACに加盟した韓国は、同年1月、韓国の開

発援助の目的、定義、基本精神、原則、国際開発協力委

員会の設置を中心とする実施体制等について定めた「国

際開発協力基本法（以下、基本法）」を制定し、法的基

盤を整えた（同年7月に施行）。

　同年10月、国際開発協力委員会において、韓国の開

発援助の政策的基盤となる「国際開発協力先進化方案

（以下、先進化方案）」が決定された。同方案を具体化す

るための中期戦略「分野別国際開発協力基本計画（2011

～2015）（以下、基本計画）」、年次計画「国際開発協力

総合施行計画（以下、施行計画）」も、それぞれ国際開

発協力委員会において決定された。2015年には、第2次

国際開発協力基本計画（2016～2020）が同委員会にお

いて決定された。

　2017年5月に発足した文在寅（ムン･ジェイン）政権

は、「文在寅政権国政運営5か年計画」において、⑴新

興経済国との協力拡大、⑵気候変動問題への積極的な対

応、⑶開発協力を通じた若年雇用の創出、⑷体系的・統

合的・効果的な開発協力推進体系の強化などを挙げてい

る。

2．援助規模
　2017年のODA予算総額は、2兆6,359億ウォン（約

22.7億ドル）であった（韓国ウォンベースで前年比約

8.1％増）。うち二国間援助は約2兆1,300億ウォン（約

18.4億ドル）で、そのうち無償資金協力（注1）は約1兆

1,755億ウォン（約10.1億ドル）、有償資金協力は約9,545

億ウォン（約8.2億ドル）規模であった。また、国際機

関を通じた援助が約5,059億ウォン（約4.4億ドル）で

あった（出典：韓国政府発表『2017年国際開発協力総

合施行計画（確定額基準）』）。

　2016年のODA実績の対GNI比は、0.14％であった（出

典：韓国政府発表『2018年国際開発協力総合施行計画

（要求額基準）』）。

3．重点分野・地域
　上記１．「基本法・基本方針」の第2次国際開発協力

基本計画（2016～2020）は、有償資金協力について、

グリーン成長、経済インフラ（交通、エネルギー、農

業）、社会インフラ（教育、保健、ガバナンス）を重点

分野としている。無償資金協力については、5大重点分

野として教育、保健、公共行政、農林水産、産業エネル

ギーを挙げている。

　2017年の分野別予算配分は、交通（12.4％）、保健

（12.2％）、公共行政（12.1％）、農林水産（9.9％）、水

資源（9.9％）、教育（8.7％）、エネルギー（7.1％）、人

道的支援（4.2％）、環境（1.2％）、その他（22.2％）の

順となっている。

　先進化方案では、二国間援助予算の地域配分をアジア

（55％）、アフリカ（20％）、中南米（10％）、中東・CIS

（10％）、オセアニア等（5％）と定めている。また、26

の重点協力国（注2）に対しては、二国間援助予算の70％を

配分するとしていたが、その後2015年に、重点協力国

はアジア11か国（バングラデシュ、カンボジア、イン

ドネシア、ネパール、フィリピン、パキスタン、ラオ

ス、モンゴル、ミャンマー、ベトナム、スリランカ）、

アフリカ7か国（エチオピア、ガーナ、モザンビーク、

ウガンダ、ルワンダ、セネガル、タンザニア）、中東2

か国（アゼルバイジャン、ウズベキスタン）、中南米4

か国（ボリビア、パラグアイ、コロンビア、ペルー）の

合計24か国に見直された。

　2017年の地域別予算配分は、アジア（38.1％）、アフ

リカ（20.1％）、中南米（5.0％）、中東（7.5％）、オセア

ニア（0.5％）、その他（28.9％）となっている。

4．日本との開発協力
　2017年11月、日本において第18回日韓開発政策対話

が開催された。同対話において両国は、それぞれの開発

協力政策や持続可能な開発のための2030アジェンダ、

国際保健、民間との連携など、様々な開発課題に対する

両国の取組につき意見交換を行った。また、両国は、同

じアジアにおける2か国だけのDACメンバーとして、開
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発課題の解決に向けて、引き続き二国間および国際場裏

で協力していくことを確認した。

実施体制
1．総括および調整機関
⑴　国際開発協力委員会

　�　国際開発協力に関する政策を総合的・体系的に推進

するため、基本計画や施行計画を含む主要事項に関す

る審議・調整を行う。国務総理を委員長とし、外交部

長官、企画財政部長官、国務調整室長、大統領令で定

める中央行政機関および関係機関・団体の長、有識者

など最大25名で構成される（以上、基本法第7条）。

2014年3月には初のODA白書を発刊し、2017年8月に

は同白書の改訂版を発刊した。

⑵　国務調整室開発協力政策官室

　�　国際開発協力委員会の事務局としての役割を果たす

とともに、国際開発協力委員会の決定等に従い、

ODA統合戦略の樹立および履行状況の点検、国際開

発協力関連関係機関協議体の運営、国際開発協力の事

業評価等を行う。

2．所掌政府機関
⑴　外交部

　�　無償資金協力を所掌。無償資金協力分野の基本計画

および施行計画の作成、履行状況の点検、実施機関

（韓国国際協力団〈KOICA〉）との調整等を行う。

⑵　企画財政部

　�　有償資金協力を所掌。有償資金協力分野の基本計画

および施行計画の作成や履行状況の点検を行うととも

に、実施機関（対外経済協力基金〈EDCF〉）と協力し

注3：ただし、約42の政府機関および地方自治体も一部の無償資金協力事業を実施している。
注4：対外経済協力基金（EDCF）の事業額については，韓国ウォン及びUSドルともすべて同基金の「年次報告書」に掲載された内容を転載。

ながら事業の発掘および評価等を行う。

3．実施機関
⑴�　韓国国際協力団

　（KOICA：Korea�International�Cooperation�Agency）

　�　外交部傘下であり、無償資金協力の実施機関（注3）。

職員数は417名（2017年9月時点）。海外44か国に在外

事務所を有する。2017年予算は、7,661億ウォン（約

6.6億ドル）であり、うち6,303億ウォン（約5.4億ド

ル）は政府からの支援である。

⑵　対外経済協力基金

　（EDCF：Economic�Development�Cooperation�Fund）

　�　韓国輸出入銀行内に設置された政策基金であり、有

償資金協力を実施している。海外13か所に同基金の

在外事務所が設立されている。2016年は1兆7,460億

ウォン（約14.3億ドル）の新規事業を承認した。

1987年の設立以降、2016年末までに53か国、375の

事業に対し15兆1,957億ウォン（約131.79億ドル）の

承認を行い、累計執行額は約6兆5,469億ウォン（約

53.61億ドル）である（注4）。

（参考）

・韓国のODA政策総合サイト：

　http://www.odakorea.go.kr/

・韓国国際協力団（KOICA）：

　http://www.koica.go.kr/

・対外経済協力基金（EDCF）：

　http://www.edcfkorea.go.kr/

・韓国外交部による開発協力に関するサイト：

　http://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3816/contents.do
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援助実施体制図

参考：韓国のODAに関する2016年DAC確定値は以下のとおり。
　　　ODA計（支出純額）　　　：22.46億ドル
　　　二国間ODA計（支出純額）：15.48億ドル
　　　国際機関向けODA計　　　：6.98億ドル
　　　対GNI比　　　　　　�　　：0.16％

国際開発協力委員会

実務委員会

評価小委員会

国務調整室

企画財政部
（有償資金協力総括）

対外経済協力基金
（EDCF）

外交部
（無償資金協力総括）

韓国国際協力団
（KOICA）

関係省庁

外交部、企画財政部、KOICA、EDCFによる
四者協議会（四半期に一度、課長級）など
関係省庁・機関間の協議

・委員長：国務総理
・委員：外交部長官、企画財政部長官など
　関係省庁長官、有識者ほか

・委員長：国務1次長（次官級）
・委員：外交部、企画財政部など
　関係省庁局長、ODA専門家ほか
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 ベトナム 178.84 12.8 1 ベトナム 217.16 14.8 1 ベトナム 179.83 11.6
2 タンザニア 79.84 5.7 2 ラオス 87.63 6.0 2 タンザニア 63.60 4.1
3 カンボジア 68.62 4.9 3 タンザニア 71.29 4.9 3 エチオピア 61.59 4.0
4 バングラデシュ 68.06 4.9 4 カンボジア 65.85 4.5 4 フィリピン 59.95 3.9
5 アフガニスタン 64.36 4.6 5 アフガニスタン 54.60 3.7 5 カンボジア 53.15 3.4
6 フィリピン 60.93 4.4 6 バングラデシュ 52.16 3.6 6 アフガニスタン 51.36 3.3
7 モザンビーク 56.51 4.0 7 エチオピア 46.02 3.1 7 モザンビーク 46.01 3.0
8 スリランカ 44.78 3.2 8 フィリピン 44.04 3.0 8 ミャンマー 44.42 2.9
9 エチオピア 42.91 3.1 9 モザンビーク 42.29 2.9 9 インドネシア 41.66 2.7
10 ヨルダン 40.16 2.9 10 ガーナ 39.84 2.7 10 モンゴル 41.41 2.7
10位の合計 705.01 50.5 10位の合計 720.88 49.1 10位の合計 642.98 41.5

二国間ODA合計 1,395.77 100.0 二国間ODA合計 1,468.79 100.0 二国間ODA合計 1,548.47 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
0 20 40 60 80 100%

2016年

2015年

2014年

0.2（欧州）

13.521.744.7 10.7 7.7

46.1 7.722.39.1 14.0

42.4 8.824.98.5 14.6

（暦年）

（大洋州）0.6

0.4（欧州）（大洋州）0.5

（大洋州）0.5 1.1（欧州）

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

基礎生活分野（BHN）
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(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

7.834.252.9 5.0

6.532.954.6 5.9

8.835.548.7 6.9

（約束額ベース、単位：％）

その他

経済インフラ
およびサービス

鉱工業･建設
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� スロバキア（Slovakia）

援助政策等
1．基本方針等
　開発援助は外交政策の不可欠な一部であり、スロバキ

アの外交、経済の優先課題を反映し、EUや国際的な援

助政策の原則やコミットメントに合致するものとされて

いる。この考え方の下、「援助の効率性」と「開発政策

の一貫性」がスロバキア開発援助の原則として掲げられ

ている。

　「ODAの目標」などが記載されているODA関連法規

（政府開発援助法）は2007年に施行された法律であり、

2014年からは、同法規と併せて「中期政府開発援助戦

略」において、現状に合わせ基本方針や目標を定めてい

る。具体的には、2013年にスロバキアが正式にDAC加

盟国となったことなどを踏まえ、政府は開発援助方針等

の策定プロセスを見直し、5年ごとの「中期政府開発援

助戦略」において、援助の基本方針・目標、優先援助対

象国、優先援助対象分野等を定めることとした。

　2014～2018年の「中期政府開発援助戦略」では、基

本方針を「主に貧困削減、民主主義とグッド･ガバナン

スの強化を通じた持続可能な開発への貢献」とし、基本

目標として「主に教育と雇用への支援を通じたパート

ナー国の人づくり」と「市民社会と国家機関との対話を

含めた民主主義とグッド・ガバナンス支援」を掲げてい

る。また、上記方針および目標の達成に当たり、スロバ

キアの体制移行や国際機関等への加盟の経験および開発

援助の被供与国としての経験を活用するとしている。

2．援助規模等
　2017年の二国間援助の予算は全体で約1,934万ユーロ

であり、そのうちの約4割を外務・欧州問題省が担う。

このほか内務省、農業・農村開発省、教育・科学・研

究・スポーツ省、財務省、防衛省にも二国間援助予算が

割り当てられ、それぞれの所管分野における援助を行っ

ている。2017年の多国間援助の予算は公表されていな

いが、主にEU、その他の国際機関に対して拠出されて

おり、2016年の拠出額は約8,000万ドル（DAC確定値）

であった。

　2014～2018年の「中期政府開発援助戦略」では、国

内経済状況を考慮しつつ、2015年までに国民総所得

（GNI） に 占 め るODA額 の 割 合 を0.33 ％ に す る と い う

EU2004年加盟国としてのコミットメントを踏まえ、二

国間援助を中心に増額を図っていくとしているものの、

2016年の割合は0.12％にとどまっている。

3．重点分野・地域
　2014～2018年の重点分野としては、教育、保健、

グッド･ガバナンスと市民社会構築、農業と林業、水と

衛生、エネルギー、市場環境開発・中小企業への支援の

７つが挙げられている。

　重点国はプログラム援助とプロジェクト援助の二つの

カテゴリーに分けられる。2014～2018年は、プログラ

ム援助が、アフガニスタン、ケニア、モルドバ向けに、

プロジェクト援助がアルバニア、ベラルーシ、ボスニ

ア・ヘルツェゴビナ、ジョージア、コソボ、ウクライナ

向けに行われる。このほか、南スーダンを「特に人道･

開発ニーズが高い国」に指定している。

　スロバキア政府によると、2016年に上記重点国に対

して実施した援助の総額は約551万ユーロで、ケニアに

対して約114万ユーロ、ウクライナに対して約113万ユー

ロ、モルドバに対して約41万ユーロ、などであった。

また、シリア難民支援対応のため、シリアおよび周辺国

（イラク、ヨルダンおよびレバノン）に対して約145万

ユーロが拠出された。

4．日本との開発協力
　被援助国からドナー国となったヴィシｴグラード4か

国（V4：チェコ、ポーランド、スロバキアおよびハン

ガリー）から、日本の国際協力における経験を学びたい

との要望があり、2013年11月に開催された第5回「V4＋

日本」外相会合で、「V4＋日本」共同プロジェクトを実

施することが合意された。具体的には、①セルビア、ボ

スニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロの中小企業支援

分野（2014年10月）、②モルドバの医療分野（2015年

12月）、③セルビアのエネルギー関連分野（2016年10

月）支援に関するワークショップが開催され、各国専門

家と知見が共有された。

実施体制
1．政府内の調整メカニズム
　外務・欧州問題省が中心となってODAの企画・実施

の調整が行われている。外務・欧州問題省の諮問機関と

して、政府開発援助調整委員会が設けられており、内務
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省、財務省、環境省、農業・農村開発省等の関係政府機

関の代表者がメンバーとなっている。

2．実施機関
　スロバキアの二国間援助の最大部分の実施は、外務・

欧州問題省の下に設置されているスロバキア国際開発協

力庁（SAMRS，英語名SAIDC）が担っている。SAMRS

の2017年予算は約665万ユーロであり、職員14名、海外

事務所はない。主な活動として専門家の派遣、NGO等

からの申請に基づいたプロジェクトに対する補助金支

給、児童支援等を行っているほか、ケニアとモルドバに

「開発協力担当外交官（Development diplomat）」を派

遣している。

　また、外務・欧州問題省の他、内務省、内務省移民事

務局、教育・科学・研究・スポーツ省、財務省、農業・

農村開発省、原子力監督庁が二国間および多国間援助を

実施している。

● ウェブサイト

http://www.slovakaid.sk/（年次報告書等各種資料の閲

覧可能〈年次報告書はスロバキア語版のみ〉）

援助実施体制図

政府開発援助
調整委員会
【諮問機関】

多
国
間
援
助
お
よ
び
二
国
間
援
助
の

一
部
を
実
施

スロバキア国際開発協力庁
（SAMRS）

【二国間援助実施機関】

関連省庁

外務・欧州問題省
・援助政策立案

・専門家の派遣
・プロジェクトへの補助金支給
・児童支援等

代表者派遣

提言
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 セルビア 1.31 8.0 1 ウクライナ 2.47 14.4 1 ケニア 2.11 8.2
2 ケニア 1.22 7.4 2 セルビア 1.53 8.9 2 ウクライナ 1.62 6.3
3 ウクライナ 1.07 6.5 3 ケニア 1.32 7.7 3 セルビア 1.07 4.2
4 モルドバ 0.69 4.2 4 モルドバ 0.85 4.9 4 モンテネグロ 0.58 2.3
5 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.56 3.4 5 ジョージア 0.37 2.2 5 モルドバ 0.46 1.8
6 アフガニスタン 0.56 3.4 6 コソボ 0.34 2.0 6 ジョージア 0.44 1.7
7 コソボ 0.46 2.8 7 アルバニア 0.31 1.8 7 コソボ 0.39 1.5
8 南スーダン 0.39 2.4 8 アフガニスタン 0.26 1.5 8 ハイチ 0.38 1.5
9 ジョージア 0.37 2.3 9 ハイチ 0.24 1.4 9 アルバニア 0.35 1.4
10 モンテネグロ 0.29 1.8 10 ベラルーシ 0.22 1.3 10 シリア 0.35 1.4
10位の合計 6.92 42.2 10位の合計 7.91 46.0 10位の合計 7.75 30.2

二国間ODA合計 16.38 100.0 二国間ODA合計 17.20 100.0 二国間ODA合計 25.70 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

2.8 

4.2 9.5

2.1 

22.2 59.2

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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⑶　分野別割合の推移
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(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

37.360.4

71.9 6.3 20.7

（約束額ベース、単位：％）

その他
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およびサービス

鉱工業･建設

1.2 1.1

1.1
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� スロベニア（Slovenia）

注1：�欧州近隣政策とは、地域の安定と繁栄促進のため、EU領域の南東部の隣国を対象とするEU政策であり、現在の対象国は北アフリカ、中東、東欧・
コーカサスにおける16か国。出典：EU対外活動庁ウェブサイト

援助政策等
1．基本法・基本方針
⑴　基本法

　�　スロベニアは、2004年に正式にドナー国入りして

以来、政府開発協力（ODA）を外交政策の重点事項

の一つに掲げており、2006年に基本法として「スロ

ベニア共和国国際開発協力法」が議会により採択され

た。同法においては、国際開発協力の目的として、貧

困やエイズ・マラリア対策、平和と人間の安全保障、

教育、持続可能な開発等を列挙しており、外務省を調

整官庁に指定している。

⑵　基本方針

　�　2015年までのODA基本方針が規定された「国際開

発協力決議」に続き、2017年5月に提示された政府の

新たな決議案が、同年9月に議会にて承認された。同

決議では、国際開発協力が、引き続きスロベニア外交

政策の重要手段の一つとして位置づけられている。ま

た、同決議においては、重点地域として、①西バルカ

ン、②欧州近隣政策対象国（注1）、③サブサハラ・アフ

リカ、特に後発開発途上国（LDC）が規定され、重点

分野として、①平和かつインクルーシブな社会の促進

（グッドガバナンス、機会均等、質の高い教育）、②気

候変動対策（資源およびエネルギーの持続可能な管

理）が規定されている。なお、同決議は、対象期限は

設けられていないが、持続可能な開発のための2030

アジェンダが基盤の一つとなっている。

2．援助規模
　2016年 のODA実 績 額 は8,100万 ド ル で、 対GNI比

0.19％。内訳は、二国間援助が2,800万ドル（約35％）、

多国間援助が5,300万ドル（約65％）。

　スロベニア政府によると、2016年の二国間援助の地

域別内訳は、西バルカン（50.8％）、アフリカ（2.0％）、

東欧・コーカサス・中央アジア（0.9％）、他地域

（3.2％）、地域割なし（43.1％）。

　2016年の多国間援助の内訳はEU予算が3,767万ユー

ロ、欧州開発基金が824万ユーロ、世銀が334万ユーロ、

国連が274万ユーロ、その他が273万ユーロ。

3．日本との開発協力
　スロベニアと日本は、人間の安全保障分野において協

力して途上国支援を行っている。

　1999年、バルカン諸国での地雷除去、犠牲者支援を

目的としてスロベニア政府により設立された「人間の安

全保障強化のための国際信託基金」（ITF）の活動に対

し、UNDP（国連開発計画）を通じて100万ドルを供与

した後、近年では、2009年以降、ITFとの間で、草の

根・人間の安全保障無償を通じ、総額約203万ユーロの

地雷除去支援活動をボスニア・ヘルツェゴビナとクロア

チアで実施している（2016年度時点）。

実施体制
1．政府内の調整メカニズム
　ODAのナショナル・コーディネーターに指定されて

いる外務省の「多国間問題・開発協力・国際法局（Di-

rectorate� for�Multi lateral � Affairs , � Development�

Cooperation�and�International�Law）」が、省庁間作業

部会等を通じて、ODAの政策・実施の全体調整を担い、

ODA予算全体を管理している。

2．実施機関
　政府を代表してODAを実施することが認められた非

営利団体「国際協力・開発センター（CMSR）」のほか、

地雷除去など紛争後の復興を支援する「人間の安全保障

強化のための国際信託基金（ITF）」、候補国のＥＵ加盟

プロセスを支援する「欧州展望センター（CEP）」、南東

欧を中心とする財務省・中銀関係者の能力構築（キャパ

シティビルディング）を支援する「財務効率センター

（CEF）」（2015年より国際機関）等の機関がODAを実施

している。

　またNGOも重要なODA実施機関であり、10以上の国

内NGOに加え多数の国際NGOがODA実施を担っている。

　なお、2017年5月、スロベニア外務省は、2018年より

中央アフリカ地域での新規公館開設準備を開始する考え

を示しており、今までアフリカ大陸ではエジプトの一公

館のみであったが、今後はタンザニアでの公館開設が有

力とされており、アフリカ南部への積極的な開発協力の

基盤が整備されるものと期待されている。
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● ウェブサイト

・スロベニア外務省

　�http://www.mzz.gov.si/en/

援助実施体制図

外務省
多国間問題・開発協力・

国際法局

【ODA政策・実施の全体調整】

（Directorate for Multilateral Affairs,
Development Cooperation and

International Law）

省庁間作業部会
（調整）

その他省庁 専門家評議会

政府機関
国際協力・開発センター

（CMSR）
NGO
EU

その他機関

援助対象国

助言

援助実施援助実施
援助実施援助実施援助実施援助実施

拠出・政策指示拠出・政策指示
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3.21 15.9 1 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3.66 14.6 1 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3.47 12.5
2 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 2.76 13.7 2 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 2.53 10.1 2 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 3.00 10.8
3 モンテネグロ 1.53 7.6 3 モンテネグロ 1.73 6.9 3 セルビア 2.19 7.9
4 セルビア 1.26 6.2 4 セルビア 1.58 6.3 4 トルコ 1.66 6.0
5 コソボ 1.04 5.1 5 コソボ 1.07 4.3 5 モンテネグロ 1.36 4.9
6 モルドバ 0.49 2.4 6 ウクライナ 0.31 1.2 6 コソボ 1.23 4.4
7 アルバニア 0.39 1.9 7 ［パレスチナ］ 0.24 1.0 7 アルバニア 0.65 2.3
8 アフガニスタン 0.16 0.8 8 シリア 0.16 0.6 8 ［パレスチナ］ 0.35 1.3
9 ［パレスチナ］ 0.16 0.8 9 モルドバ 0.15 0.6 9 ウクライナ 0.20 0.7
10 ウクライナ 0.13 0.6 10 アフガニスタン 0.12 0.5 10 レバノン 0.13 0.5
10位の合計 11.13 55.1 10位の合計 11.55 46.0 10位の合計 14.24 51.1

二国間ODA合計 20.21 100.0 二国間ODA合計 25.10 100.0 二国間ODA合計 27.86 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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⑶　分野別割合の推移
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� スペイン（Spain）

援助政策等
1．基本法・基本方針
⑴　基本法

　�　「国際開発協力に関する1998年7月7日付法律23/�

1998号」（以下、国際開発協力法）は、スペインの国

際開発協力政策の法的枠組み、目標および優先課題、

協力手段、管轄機関の役割分担、国際協力への参加等

を規定している。開発協力政策については、最貧国お

よび完全な民主主義体制の構築に向けた移行過程にあ

る国において、人権および基本的権利の擁護・保護、

経済・社会的ニーズの充足および環境の保護・再生に

関わる協力を推進すると定めている（第1条）。

⑵　基本方針

　�　国際開発協力法は、スペインの開発協力政策は基本

計画を通じて実施されると規定している（第8条）。

外務・協力省は4年毎に基本計画を策定し、国際開発

協力政策の大綱および基本指針を盛り込むほか、それ

ぞれの目標、優先課題、優先地域および予算を定めて

いる。また、年次報告書を通じて、基本計画内に含ま

れるプロジェクトの追跡・評価を取り纏めている。

　�　外務・協力省は、「スペイン国際協力基本計画2017-

2020年期」を策定中だが、作業の遅れから2017年12

月時点で完成の目処がたっていないため、当面の間

は、「国際協力基本計画2013-2016年期」（2012年12

月21日付閣議承認）に基づき開発協力政策を実施す

るとしている。「国際協力基本計画2013-2016年期」

では、①民主的なガバナンスおよび法治国家体制の確

立、②貧困・格差削減、③貧困層の経済的機会の向

上、④基本的な社会サービスを含む社会的結束の促

進、⑤ジェンダー平等および女性の権利の推進、⑥持

続可能な成長・平和・環境保護の推進、⑦質の高い人

道援助、および⑧開発教育の8つの取組を優先課題と

している。

　�　開発協力はスペインの外交政策の最も重要な手段の

１つであり、スペイン国民、中央政府、地方政府、民

間企業および市民団体（NGOおよび労働組合）のコ

ンセンサスの下で実施されている。

2．援助規模
　スペイン政府によると、2016年のスペインODA実績

は38億6,820万ユーロ（純額）と前年比で167.5％増加

し、対国民総所得（GNI）比で0.35％となった。（ただ

し、当該実績額のうち、約19億ユーロ（GNI比0.18％）

相当がキューバ向け債務の減免等によるもの。）その内

の23億4,852万ユーロは二国間援助、15億1,968万ユー

ロは多国間援助に向けられた。スペインのODA予算は、

2008年47億6,169万ユーロに達したが、その後の経済危

機を受けて実施された緊縮財政政策により大幅に削減さ

れ、2014年には14億1,457万ユーロまで減少した。スペ

イン経済は回復基調にあり、政府は今後、ODA予算を

危機前の水準まで引き上げていく予定である。

　2017年度のODA予算は、前年比2.3％増の24億5,072

万ユーロ（純額）、対GNI比で0.21％となる見込み。「国

際協力基本計画2013-2016年期」には、国連の目標であ

る対GNI比0.7％の達成は困難であるが、比較優位性のあ

る分野と国に特化していくことで、国際協力の効果が最

大限発揮されるようにする必要があると記されている。

3．重点地域
　「国際協力基本計画2013-2016年期」に盛り込まれて

いる国際開発協力政策は、各種開発指数や開発援助のイ

ンパクト等に応じて、以下の23か国を重点地域と定め

ている。

・�中南米（12か国）：ボリビア、コロンビア、キュー

バ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ハイ

チ、ホンジュラス、ニカラグア、パラグアイ、ペ

ルー、ドミニカ共和国

・�北アフリカおよび中東（4か国・［地域］）：モーリタ

ニア、モロッコ、西サハラ、［パレスチナ］

・�西アフリカ（3か国）：マリ、ニジェール、セネガル

・�その他のアフリカ諸国（3か国）：エチオピア、赤道

ギニア、モザンビーク

・アジア（1か国）：フィリピン

4．NGOの活用
　「国際協力基本計画2013-2016年期」は、開発NGOを

重要なパートナーと位置付けており、開発協力政策にお

ける開発NGOの役割・協力体制・資金協力に関する枠

組みを定めている。

　外務・協力省国際開発協力庁に登録されている開発

NGOは2,000団体以上に上り、世界100か国以上で様々

な事業を展開している。その内の44団体は認定開発
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NGOに指定されており（開発NGOへの認定の付与・見

直し・取り消しに関する2013年9月17日付国際開発協力

庁総裁決定）、同庁との協力合意を通じて、人権保護

（教育、水および医療へのアクセス含む）、法治国家体制

の強化、包摂的な成長の推進や緊急救済活動に取り組ん

でいる。

　近年は、地域別で中南米、分野別で生産性向上に関わ

るプロジェクトへの資金供与に重点が置かれている。

5．民間セクターとの連携
　民間企業は開発途上国の持続可能な発展において重要

な役割（雇用創出、所得向上、各種製品・サービスの提

供、労働者の技能開発等）を果たしているとの認識の下

で、「国際協力基本計画」は官民連携の促進に向けて、

以下の基本軸を定めている。

⑴�　企業幹部を対象とした開発協力に関する認識向上の

推進

⑵�　民間企業の参加を促すためのインセンティブ導入お

よび適切な環境の創出

⑶�　エネルギー・農産品分野等における実証プロジェク

トの実施

⑷　官民連携を推進する部署の設立

　具体的には、外務・協力省国際開発協力庁に企業・開

発部が設立されたほか、官民パートナーシップ（PPP）

規約が打ち出されるなど、官民協力体制の確立および強

化が進められている。これまで27の官民連携プロジェ

クト（中南米・カリブ諸国16件、アフリカ・エチオピ

ア1件、文化・科学技術分野10件）が実施過程にある。

実施体制
　外務・協力省国際協力長官傘下のスペイン国際開発協

力庁（AECID：Agencia� Española� de�Cooperación�

Internacional�para�el�Desarrollo）は、国際開発協力法の

下で実施されるスペインの国際開発協力の実施機関であ

る。国際協力基本計画に沿って、開発途上国における貧

困削減および持続可能な開発のための人材育成に向けら

れた国際開発協力政策の推進、運用および実施を担って

いる。国連の「持続可能な開発のための2030アジェン

ダ」および手法は、政策実施の際の基準となっている。

　AECID在外事務所は、世界各地に所在する在外公館の

配下に置かれ、海外での業務運営および政策実施を担う

と共に、その他の公共行政機関が推進する国際開発協力

計画の実行に協力している。在外事務所は49に上り、

主に中南米地域に所在している。

　2017年度のAECID予算は2億8,443万ユーロに上る（全

ODA予算の10.8％）。職員数は国内外合わせて938人

（2017年1月時点）。

● ウェブサイト：

・�スペイン国際開発協力庁（AECID）：

　http://www.aecid.es/es/

● 参考資料

・�“Ley� 23/1998, � de� 7� de� jul io, � de� Cooperación�

Internacional_para�el�Desarrollo”、“Plan�Director�de�

la�Cooperación_Española�2013-2016”、“Comunicación�

2015”、“Presupuestos_Generales�del�Estado�para�

2017”
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参考：スペインのODAに関する2016年のDAC確定値は以下の通り。
　　　ODA計（支出純額）　　　：42.78億ドル
　　　二国間ODA計（支出純額）：25.97億ドル
　　　国際機関向けODA計　　　：16.81億ドル
　　　対GNI比　　　　　　�　　：0.35％

援助実施体制図

中央政府
開発協力政策の立案および統括

外務・協力省策定の開発協力基本計画等の承認

関係省庁
外務省と政策協調

開発協力政府代表委員会
開発協力省庁間委員会

開発部門会議
国際開発協力地域間委員会

地方
政府

大学

開発NGO、民間企業等

開発協力審議会

外務・協力省

国際開発協力庁（AECID）

在外事務所

・開発協力政策や諸計画の統括、
　策定、実施、調整、財源管理、
　追跡および評価
・国際開発協力関係機関への
　スペインの参画保証
・欧州の国際開発協力政策に
　おけるスペインの立場擁護

貧困削減および持続可能な開発
のための国際開発協力政策の推
進、運用および実施

開発協力事務所、文化センター
および育成センター

国際開発協力法に基づいた援助実施体制は以下のとおり：
・政策統括機関：中央政府、外務・協力省、関係省庁
・政策実施機関：関係省庁、地方政府、国際開発協力庁（AECID）および在外事務所、大学、民間企業、NGO
・諮問調整機関：開発協力政府代表委員会、開発協力省庁間委員会、開発部門会議、国際開発協力地域間委員会、開発協力審議会
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 ［パレスチナ］ 19.45 4.2 1 キューバ 125.63 35.4 1 キューバ 2,117.63 81.5
2 エルサルバドル 18.86 4.1 2 モロッコ 17.66 5.0 2 コートジボワール 42.00 1.6
3 ニジェール 17.44 3.8 3 ［パレスチナ］ 16.75 4.7 3 シリア 41.30 1.6
4 ボリビア 16.93 3.6 4 モーリタニア 14.76 4.2 4 トルコ 28.84 1.1
5 グアテマラ 16.01 3.5 5 セネガル 12.61 3.6 5 ［パレスチナ］ 18.71 0.7
6 モロッコ 15.69 3.4 6 レバノン 12.19 3.4 6 グアテマラ 15.71 0.6
7 ニカラグア 14.99 3.2 7 グアテマラ 11.82 3.3 7 ウクライナ 15.41 0.6
8 ハイチ 12.80 2.8 8 モザンビーク 11.47 3.2 8 ボリビア 14.76 0.6
9 マリ 12.66 2.7 9 ニカラグア 9.18 2.6 9 エルサルバドル 13.80 0.5
10 シリア 12.04 2.6 10 マリ 9.03 2.5 10 コロンビア 11.74 0.5
10位の合計 156.87 33.8 10位の合計 241.10 68.0 10位の合計 2,319.90 89.3

二国間ODA合計 463.96 100.0 二国間ODA合計 354.57 100.0 二国間ODA合計 2,597.06 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。

35.9

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
0 20 40 60 80 100％

2016年

2015年

2014年 33.234.517.911.3

0.6 0.8

12.89.9 39.1

5.8 7.7 78.1 7.0

（暦年）

1.6 0.7

2.7 （大洋州）0.0 0.4（欧州）

（大洋州）0.0

（大洋州）0.0

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

5.1

2.6

70.5 21.8

40.8 6.6 17.6 32.9

2.2

0 20 40 60 80 100%

2016年

2015年

2014年

（暦年）

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

11.6 6.8 72.5 9.0

（約束額ベース、単位：％）

その他
債務救済

経済インフラ
およびサービス

鉱工業･建設

0.2

基礎生活分野（BHN）
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� スウェーデン（Sweden）

注1：スウェーデン・クローナ/米ドル換算は、OECDオンラインデータベースにおける2016年レートを適用。

援助政策等
1．基本方針
　スウェーデンの開発政策は、公正で持続可能な地球規

模の開発に貢献するとの一貫した政策の下に進められて

おり、開発援助については、貧困層の生活の質を向上さ

せる努力を支援することに主眼が置かれている。

　また、設定された目的に応じた結果を明らかにするた

め、開発援助のガバナンスを強化しており、これまで広

範にわたっていた二国間援助の対象国を33か国とし、

各国で関与するセクターも数セクターに限定して援助を

実施している。

　さらに、質の高い効果的援助を実現するためには、開

発援助の透明性と説明責任が重要であるとして、被援助

国にとって効果的なドナーとなるための戦略策定・実施

のガイドラインを採択し、援助に関するデータをすべて

インターネット上で利用することを可能としている

（openaid.se）。

　開発援助は次の分野を優先分野としている。

⑴　民主主義と人権

　�　自由と民主主義を求めて活動する個人や団体を対象

に民主化と表現の自由を実現するための支援など

⑵　環境と気候

　�　気候変動への適応、水環境および衛生分野での水準

向上など

⑶　男女平等と開発における女性の役割

　�　SDGsの達成に向けた努力を通じて男女平等の実現

に寄与、女性の性や生殖に関する健康および権利を実

現するための一環としての妊産婦の支援など

2．援助規模
　2016年のスウェーデンの政府開発援助の当初予算は、

434億スウェーデン・クローナ（約50.7億米ドル（注1））と

され、この中で純粋な開発援助予算は324億スウェーデ

ン・クローナ（約37.9億米ドル（注1））と見積もられてい

たが、34,500人と予想されていた庇護申請者数が難民受

入抑制策やEUトルコ合意により約29,000人にとどまっ

たことにより、当初82億スウェーデン・クローナ（約

9.6億米ドル（注1））と見積もられていた難民対策費は、

59億スウェーデン・クローナ（約6.9億米ドル（注1））ま

で減少し、純粋な開発援助予算は347億スウェーデン・

クローナ（約40.6億米ドル（注1））まで増加した。

　2017年の政府開発援助予算は461億スウェーデン・ク

ローナ（約53.9億米ドル（注1））であるが、これは対GNI

比0.99％であり、2018年には目標として掲げる1％とす

ることを目指している。前年同様に大きな割合を占める

スウェーデン国内の難民対策費（81億スウェーデン・

クローナ〈約9.5億米ドル（注1）〉）等を差し引いた純粋な

開発援助予算は、350億スウェーデン・クローナ（約

40.9億米ドル（注1））である。

3．重点分野・地域
　スウェーデン政府資料によると、2016年の政府開発

援助総額434億スウェーデン・クローナ（約50.7億米ド

ル（注1））の供与先別に見ると、①国際機関等の多国間援

助（120億スウェーデン・クローナ〈約14.0億米ド

ル（注1）〉）、②二国間援助（114億スウェーデン・クロー

ナ〈約13.3億米ドル（注1）〉）、③地域機関（地域NGO等）

（73億スウェーデン・クローナ〈約8.5億米ドル（注1）〉）、

④スウェーデン国内の難民（59億スウェーデン・クロー

ナ〈約6.9億米ドル（注1）〉）、⑤その他（各国NGO等）（39

億スウェーデン・クローナ〈約4.6億米ドル（注1）〉）、⑥

EU対外援助への拠出金（20億スウェーデン・クローナ

〈約2.3億米ドル（注1）〉）、⑦事務所経費等（9億スウェー

デン・クローナ〈約1.1億米ドル（注1）〉）である。国別で

は拠出の多い順にアフガニスタン、タンザニア、モザン

ビーク、ソマリア、コンゴ（民）、パレスチナ、エチオ

ピア、ケニア、シリア、ウガンダ等、貧困対策に取り組

むアフリカ諸国を中心に、紛争問題を抱える中東地域へ

も主にスウェーデン国際開発庁（Sida）を通じて相当の

支援を行っている。二国間援助114億スウェーデン・ク

ローナ（約13.3億米ドル（注1））の重点拠出分野として

は、「ガバナンス・民主主義・人権および男女平等」（57

億スウェーデン・クローナ〈約6.7億米ドル（注1）〉）や

「人道支援」（38億スウェーデン・クローナ〈約4.4億米

ドル（注1）〉）、「健康保全」（18億スウェーデン・クローナ

〈約2.1億米ドル（注1）〉）が挙げられる。

　2016年12月、2030アジェンダを受け、スウェーデン

政府は、開発協力および人道支援の新たな政策枠組を発
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表し、支援対象分野の2030アジェンダとの関連性や政

府の取組の概要等を示した。また、この政策枠組では、

これまで開発協力政策の土台としてきた貧困者の視点お

よび人権の視点に加え、開発協力分野での政策決定、計

画立案、活動およびフォローアップの実施において、①

紛争の視点、②ジェンダー平等の視点、③環境および気

候の視点に配慮することとしている。

実施体制
1．国際開発協力担当大臣
　援助の担当大臣は、外務省内に置かれている国際開発

協力担当大臣であり、これを国際開発協力担当副大臣、

外務省開発政策局、開発協力運営・方策局、多国間開発

協力局および安全保障政策局（人道支援等）が補佐して

いる。開発協力を含む各国ごとの外交政策は地域担当部

局が調整し、開発協力政策の企画・立案および予算計上

は開発政策局等が行う。

2．援助の実施
　援助の実施は、多国間援助については、外務省多国間

開発協力局（職員数37名）等が担当し（2017年7月時

点）、二国間援助については、外務省所管の独立行政庁

であるスウェーデン国際開発庁（Sida）が担当する。国

別援助戦略は、Sidaが被援助国との広範な協議に基づい

て作成・提案し、外務省との協議を経て政府が承認して

いる。Sidaの職員数は782名で、このうち約150名が被

援助国等海外で勤務している（2016年6月現在）。

3．援助の分析・評価
　2013年に援助研究専門家チーム（EBA）が立ち上げら

れ、Sidaが実施するものを含むすべての開発援助につい

て分析・評価することとなった。

● ウェブサイト

www.sida.se

（スウェーデン国際開発協力庁　年次報告有り〈2008年

以降は英語版なし〉）

援助実施体制図

参考：スウェーデンのODAに関する2016年のDAC確定値は以下の通り。
　　　ODA計（支出純額）　　　：48.94億ドル
　　　二国間ODA計（支出純額）：34.52億ドル
　　　国際機関向けODA計　　　：14.42億ドル
　　　対GNI比　　　　　　�　　：0.94％

予算指示書による指示

活動報告

実施

国際機関を通じた援助

●  開発援助の分析・評価
●  調査結果・報告の公開

●  二国間援助の実施
●  国連・EUの開発協力プログラムへの
　拠出管理

スウェーデン国際開発協力庁
（Sida）

外務省
（国際開発協力担当大臣）
● 開発協力政策全般の企画、立案

EBA
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 アフガニスタン 137.07 3.2 1 タンザニア 103.46 2.1 1 アフガニスタン 104.29 3.0
2 モザンビーク 119.17 2.7 2 アフガニスタン 103.08 2.1 2 タンザニア 89.70 2.6
3 ソマリア 82.83 1.9 3 モザンビーク 90.72 1.9 3 モザンビーク 67.33 2.0
4 ケニア 72.42 1.7 4 ケニア 63.68 1.3 4 ソマリア 64.01 1.9
5 ［パレスチナ］ 67.16 1.5 5 ソマリア 60.58 1.3 5 コンゴ民主共和国 53.32 1.5
6 コンゴ民主共和国 61.49 1.4 6 ［パレスチナ］ 54.61 1.1 6 ［パレスチナ］ 53.15 1.5
7 南スーダン 56.18 1.3 7 コンゴ民主共和国 53.43 1.1 7 エチオピア 47.13 1.4
8 タンザニア 54.07 1.2 8 ザンビア 50.46 1.0 8 ケニア 47.10 1.4
9 ザンビア 51.78 1.2 9 ウガンダ 41.76 0.9 9 シリア 46.57 1.3
10 バングラデシュ 49.10 1.1 10 エチオピア 34.34 0.7 10 ウガンダ 42.61 1.2
10位の合計 751.27 17.3 10位の合計 656.12 13.6 10位の合計 615.21 17.8

二国間ODA合計 4,343.15 100.0 二国間ODA合計 4,827.67 100.0 二国間ODA合計 3,451.99 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
0 20 40 60 80 100％

2016年

2015年

2014年 4.1 52.19.86.0 24.9

4.0 18.46.5 2.8 66.1

（暦年）
3.1

0.0（大洋州）

2.1

0.0（大洋州）

3.3

0.0（大洋州）

5.2 11.2 24.7 4.1 51.5

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

0 20 40 60 80 100%

2016年

2015年

2014年

（暦年）

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

10.24.349.5 33.5

4.225.9 8.8 61.2

（約束額ベース、単位：％）

その他

商品援助･
一般プログラム援助

経済インフラ
およびサービス

鉱工業･建設

2.4 基礎生活分野（BHN）

46.2 5.2 12.2 36.4
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� スイス（Switzerland）

注1：�制度面での能力の不足、不十分なガバナンス、政治不安、頻発する暴力、過去の深刻な紛争の後遺症など、極めて厳しい開発課題に直面している
国（IDAウェブサイトより）

注2：スイスフラン/ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2016年レートを適用

援助政策等
1．基本法・基本方針
　スイス政府の開発援助は、「世界の困窮および貧困の

緩和、人権の尊重、民主主義の促進、人民の平和的な共

存および自然の生活基礎条件の維持」に対する貢献につ

いて定めるスイス憲法（第54条2）、「国際開発協力・人

道援助法」、「東欧協力法」等を根拠にして実施されてい

る。

　戦時国際法である1864年のジュネーブ条約の締結に

始まり、スイスには長い人道主義の歴史が存在する。

　2017年から2020年までの開発協力重点方針として

は、以下の7つを挙げている。

⑴�　グローバルな変化に対応するための国際的枠組み開

発への貢献

⑵�　危機、災害および脆弱性の防止および克服、紛争転

換（conflict�transformation）の促進

⑶�　すべての人のための資源およびサービスへの持続的

アクセス支援

⑷　持続的経済成長促進

⑸�　法の支配および民主的関与の強化、社会および経済

に資する機関の支援

⑹　人権および基本的自由の尊重

⑺　男女平等、女性および女子の権利の強化

2．援助規模
　2016年のODA実績は、35.82億ドルで、対国民総所得

（GNI）比は0.53％であった。政府および議会は、国連

によるODAの対GNI比0.7％目標の達成に向けて真摯に

取り組んでいるものの、短期間では難しいとの認識か

ら、当面の目標を2015年までのGNI比0.5％の達成に設

定、2014年から2016年まで三年連続でこれを達成した。

　ODAは二国間が約75％、多国間が約25％の割合で長

らく推移してきたが、2011年以降に二国間援助の割合

が増し、2016年には77％を占めた（2016年DAC確定値）。

3．重点分野
　2013年から、特に気候変動や金融危機といった国境

を越える危機への対応強化と、脆弱国家（注1）への重点的

な支援が目指されるようになった。「グローバルプログ

ラム」として、地球規模の課題である気候変動、移民、

水、食料、医療の5分野の問題に積極的に取り組んでい

るほか、植民地支配を行った歴史がない国という特徴を

活かし、脆弱国家での法の支配と人権の定着を働きかけ

ている。

　スイスは、ミレニアム開発目標（MDGs）に続く国連

の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の形成

に関しても積極的に関与した。

実施体制
1．スイス政府における実施体制
　ODAは、人道支援、開発協力、経済・貿易政策、東

欧支援の4つに大別され、主にスイス外務省に属する

「開発協力局」（SDC：Swiss�Agency�for�Development�

and�Cooperation）が人道支援と開発協力を、スイス経

済省に属する「対外経済庁」（SECO：State�Secretariat�

for�Economic�Affairs）が経済・貿易政策を担当し、東欧

支援は両者ともに行っている。

⑴　開発協力局（SDC）

　�　スイス政府において援助政策の総合調整機能を司

る。ODAの約6割を担当し、具体的な援助内容に応じ

て環境庁、難民庁、保健庁、農業庁、司法庁等といっ

た政府関係部局とも緊密に連携しながら、東欧支援や

人道支援などの案件を実施・調整している。貧困削減

を目指し、特にベナン、ブルキナファソ、マリ、モザ

ンビーク、タンザニア、バングラデシュ、モンゴル、

ボリビア、キューバなどの国々に重点を置いている。

SDCには、国内および国外（50か国以上に連絡事務所

を設置）合わせて約670名の政府職員および約1,200

名の現地職員が所属しており、2016年の年間援助総

額は、スイス政府によると21億770万スイスフラン

（約21.4億ドル）（注2）である。

⑵　対外経済庁（SECO）

　�　SDCとならび政府部内で重要な役目を果たすのは

SECOである。SECOは、市場経済原理による持続的な

経済発展の促進および被援助国の国際経済システムへ

の統合を主眼に、マクロ経済の観点からの政策改革支
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援、インフラ整備プロジェクト、貿易・投資分野にお

ける各種支援等を行っている。ODAの約1割を担当

し、ガーナ、ベトナム、インドネシア、ペルー、エジ

プト、チュニジア、コロンビア、南アフリカなどの

国々に重点を置いている。

⑶�　国際開発協力のための審議会（Advisory�Commit-

tee�on�International�Development�Cooperation）

　�　政府における援助政策の企画・立案に関する諮問機

関として重要な役目を果たしている。1977年の政令

に基づき設置された同審議会は、政界、民間経済界、

学界、報道関係者およびNGO関係者といった幅広い

分野からの代表者約20名で構成され、基本的に年5回

ベルンで審議を行っている。

2．非政府団体
　スイス政府にとって援助政策の実施において最も重要

な外部組織として、スイスの6大開発NGO（Swissaid、

Bread� For� All、Caritas、Catholic� Lenten� Fund、

Helvetas、HEKS）が連携して結成した統括組織「アリ

アンス・シュド」（Alliance�Sud）がある。同組織は、公

正で持続可能な開発を目指し、スイスの開発政策、対外

政策に関するロビー活動を行っている。個別の具体的な

援助プロジェクト等の実施に際しては、同組織は、さら

にスイス国内外の多くの協力団体・組織と連携してい

る。

　そのほか、案件によっては、大学や研究所などの専門

知識を有する機関、各州政府に属する公共団体、民間経

済団体等がスイス政府との間で協力を行う事例もある。

3．実施後の評価等
　SDCとSECOは、スイス政府の援助政策につき共同で

年次報告書を作成し一般公開しているほか、国会への報

告も共同で行っている。また、SDCは、開発協力事業等

の事後評価のガイドラインや評価結果をウェブサイト上

で公開している。

● ウェブサイト

・SDC：http://www.eda.admin.ch/sdc

・SECO：http://www.seco.admin.ch/seco/en/home.html

・Alliance�Sud：www.alliancesud.ch

援助実施体制図

企画・立案、
実施段階で連携

開発協力局
国外連絡事務所

国際開発協力の
ための審議会

アリアンス・シュド
（スイス6大NGO統括組織）

外務省
（開発協力局）

SDC

経済省
（対外経済庁）

SECO

環境庁、難民庁、保健庁、
農業庁、司法庁等と連携

スイス政府

企画・立案の
段階で諮問

実施段階で連携

その他スイス国内外の協力団体、組織等

実施段階で連携

実施段階で連携実施段階で連携
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 コソボ 70.99 2.6 1 ネパール 52.66 1.9 1 ネパール 47.73 1.7
2 ネパール 45.32 1.6 2 シリア 41.31 1.5 2 ミャンマー 39.52 1.4
3 シリア 37.26 1.3 3 ミャンマー 40.30 1.5 3 ブルキナファソ 35.33 1.3
4 モザンビーク 37.18 1.3 4 モザンビーク 39.59 1.5 4 コロンビア 34.50 1.2
5 タジキスタン 36.26 1.3 5 ブルキナファソ 38.47 1.4 5 ベトナム 34.35 1.2
6 マリ 35.45 1.3 6 バングラデシュ 37.44 1.4 6 マリ 33.40 1.2
7 ボリビア 35.38 1.3 7 ボリビア 37.11 1.4 7 アフガニスタン 32.49 1.2
8 ミャンマー 33.52 1.2 8 アフガニスタン 34.99 1.3 8 シリア 31.48 1.1
9 ［パレスチナ］ 33.22 1.2 9 マリ 34.28 1.3 9 タンザニア 31.40 1.1
10 バングラデシュ 32.91 1.2 10 タンザニア 32.31 1.2 10 ウクライナ 31.35 1.1
10位の合計 397.49 14.3 10位の合計 388.46 14.2 10位の合計 351.55 12.7

二国間ODA合計 2,778.52 100.0 二国間ODA合計 2,726.49 100.0 二国間ODA合計 2,772.51 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
0 20 40 60 80 100％

2016年

2015年

2014年 38.78.420.88.115.7 8.3

（暦年）
0.0（大洋州）

0.0（大洋州）

0.0（大洋州）

15.6 7.4 19.0 7.8 6.2 44.0

16.0 9.3 21.3 8.4 6.6 38.4

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

0 20 40 60 80 100%

2016年

2015年

2014年

（暦年）

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

18.36.248.0 27.6

（約束額ベース、単位：％）

その他

経済インフラ
およびサービス

基礎生活分野（BHN）

鉱工業･建設

45.1 7.7 12.0 35.1

51.6 5.8 15.6 27.2
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� 英国（United Kingdom）

注1：�DFIDの年次報告書2016/2017年度版（Department�for�International�Development�Annual�Report�and�Accounts�2016-17）等の公開文書は、DFID
のウェブサイト（http://www.dfid.gov.uk/）で入手可能。

注2：ポンド/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2016年レートを適用。
注3：ポンド/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2014年レートを適用

援助政策等
1．基本法・基本方針
⑴　基本法

　�　英国の開発援助の基本法は、2002年に成立した国

際開発法（International�Development�Act）である。

英国の国際開発を主導する国際開発省（DFID：

Department�for�International�Development） は、 同

法に基づいて活動している。同法に従い国際開発大臣

は、それらが貧困削減に貢献することを前提に、持続

可能な開発と福利厚生を目的とした開発援助と人道的

援助を提供することができる。

　�　2006年 に 成 立 し た 国 際 開 発 報 告・ 透 明 性 法

（International � Development〈Reporting� and�

Transparency〉Act�2006）は、英国政府が最貧国支援

の公約を実施する際の説明責任を強化することを目的

とする。同法に従い、DFIDは毎年、開発政策、援助

の提供、援助の活用方法に関する国会への報告を義務

付けられている（注1）。また、2014年には、国際開発ジェ

ンダー平等法（International�Development〈Gender�

Equality〉Act�2014） が 制 定 さ れ、2015年、GNIの

0.7％を開発予算に充てるという国際目標が法制化

（International�Development〈Official�Development�

Assistance�Target〉Act�2015）された。

⑵　基本方針

　ア　方針・重点分野

　　�　援助の大半は無償であり、2001年から、二国間

援助は100％アンタイドとなっている。2016年から

2020年 ま で のDFIDの 事 業 計 画（DFID’s�Single�

Department�Plan）では、下記イの援助戦略に基づ

き、経済開発、女性・女児支援、人道危機対応、若

者のエンゲージメントを目標に設定している。この

目標の下、援助成果を測る指標として、グローバル

な平和・安全保障・ガバナンスの強化、強靱性・危

機への対応力の強化、グローバルな繁栄の推進、極

端な貧困への対処と最も脆弱な人への支援、費用対

効果（value�for�money）を掲げている。近年特に

経済成長分野に力を入れており、英国企業の協力等

も得つつ、優先国に対しての雇用創出支援等を実施

している。女性・女児支援においては、DFIDの実

施するすべての活動にジェンダー間の平等を考慮す

ることを義務付けている。気候変動については、国

際社会における気候変動に関する議論をリードしつ

つ、国際気候基金（ICF）を立ち上げ、気候変動に

脆弱な国に対する小農支援等を行っている。英国

は、全ての二国間支援をイヤマークする方針に転換

しており、一般財政支援を廃止する方向。そのた

め、2016年度の支出は50百万ポンド（約67.48百万

米ドル（注2））と2014年度の1.35億ポンド（約2.22億

米ドル（注3））に比して大幅に削減した。英国政府は、

ODAの対GNI比を0.7％とする国際目標を2013年に

達成した。

　イ　援助戦略

　　�　英国政府は2015年11月に援助戦略の見直しを発

表し、貧困撲滅という開発協力の目標を、英国の経

済的・安全保障面での国益に一致させる方向性を明

確にした。具体的には、1）ODA計上の拡大による

GNI比ODA予算の0.7％国際目標達成の継続、2）費

用対効果の重視、3）4つの優先分野の策定（①平

和・安全関連の予算の増額（紛争・安全保障・安定

基金（CSSF）の拡張）、②危機対応や強靱性支援の

強化、③成長志向の支援政策の強化と繁栄基金

（Prosperity�Fund）による民間向けの出資・融資等

の強化、④極度の貧困の撲滅、4）DACのODA統計

のルールの変革を挙げている。

　ウ　援助効果

　　�　英国は、援助の費用対効果、および説明責任を重

視する方針の下、多国間援助および二国間援助の見

直しを実施。2016年12月に発表された同見直しで

は、38の国際機関の業績について体系的な評価を

実施し、評価の低かったユネスコ等4機関について

コア拠出停止等の手段を講じるとしたほか、拠出金

を成果と連動させる「成果合意」を導入し、コア拠

出の30％は目標達成を条件に拠出するとした。二

国間援助については、32の重点国・地域に援助を
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集中。

2．援助規模
⑴　規模

　�　2016年度の英国の政府開発援助（ODA）は、約

180.5億ドルとなり、米国、ドイツに次いで世界第3位

の援助国。また、同年のODAの対GNI比は0.70％。

⑵　支出方法

　�　2016年度、二国間援助は約115.17億ドル（全体の

63.8％）、多国間援助機関への拠出金は約65.36億ドル

（全体の36.2％）である。援助見直しに従い、二国間

援助を32か国・地域に重点化している（注4）。

3．日本との開発協力
　2017年8月のメイ首相の訪日の際の日英首脳会談で

は、「安全保障協力に関する日英共同宣言」において、

日英両国は、海賊対策を含む海洋安全保障及び海上安

全、テロ対策、サイバーセキュリティ、人道支援・災害

救援、ジェンダ－、平和維持活動といった分野を含む東

南アジア、南アジア及びアフリカの開発途上国の能力構

築支援における具体的な連携等で一致した。また、

2017年12月の第3回日英外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）

では、東南アジア、南アジア、中東及びアフリカの途上

国での能力構築支援における協調の進展を歓迎した。同

分野の日英協力は、2014年の日英首脳会談において開

発分野における日英協力を確認して以来進展しており、

具体的な連携の例としては、ASEAN諸国向け人道支援/

災害救援セミナー（2016年1月、於フィリピン）、チュ

ニジア国境警備改善事業（2016年4月発表）、アンゴラ

における地雷除去（2016年8月発表）、TICAD�Ⅵにおけ

るサイドイベント「ジェンダー平等と女性のエンパワメ

ントが平和な社会を創る」（2016年8月、於ケニア）、

チュニジアの空港における国境管理能力向上支援（2016

注4：�英国際開発省は、重点国として、アフガニスタン、バングラデシュ、ミャンマー、コンゴ民主共和国、エチオピア、ガーナ、インド、ケニア、キ
ルギス、リベリア、マラウイ、モザンビーク、ネパール、ナイジェリア、パレスチナ、パキスタン、ルワンダ、シエラレオネ、ソマリア、南アフ
リカ、スーダン、南スーダン、タンザニア、タジキスタン、ウガンダ、イエメン、ザンビア、ジンバブエ、イラク、ヨルダン、レバノン、シリア
の32か国・地域を設定している。

年9月発表）、セネガルPKO要員に対する紛争下の性的暴

力防止（PSVI）に関する研修（2016年11月実施）、海洋

における法の支配に関するワークショップ「自由で開か

れたアジアの海に向けて」（2017年9月）等がある。

実施体制
⑴　政府

　�　政府開発援助は、援助政策の立案から実施まで、閣

僚が率いるDFIDの責任の下に行われるが、外務省を

始めとする各省庁も実施に関与するほか、省庁横断型

の取組として、繁栄基金（Prosperity�Fund）や国家

安全保障局の下での紛争・安全保障・安定基金（CSSF）

を通じた支援を実施。2016年度のODA予算のうち、

DFIDによる支出は98.74億ポンド（約133.26億米ド

ル（注2））、英国のODA予算全体に占めるDFIDによる支

出 割 合 は73.8 ％。DFIDの 常 勤 職 員 数 は、2,876名

（2016年）。

　�　DFIDはロンドンとスコットランド（東キルブライ

ド）に所在する本拠地に加え、32か国に海外事務所

を有する。1,589人が国内、1,287人が途上国のDFID

事務所で勤務。

⑵　市民社会・NGO・民間セクターとの連携

　�　英国は市民社会を通じた援助を重視している。

2016年12月に発表された「市民社会パートナーシッ

プ・レビュー」において、NGOへのコア拠出を見直

し、UK�Aid�Match、UK�Aid�Direct、UK�Aid�Connect、

UK�Aid�Volunteerの4つの競争的資金スキームを設置。

　�　DFIDは、ODA事業を実施する調達企業等に対する

透明性確保のため、倫理レビューを実施。

● ウェブサイト

国際開発省：http://www.dfid.gov.uk/
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援助実施体制図

実施部門政策部門

●国際金融機関の効率性、債務免除
・財務省

●気候変動、環境・天然資源管理
・環境・食料・農村省（Defra）
・FCO等

国際開発省（DFID）
（国際開発大臣）

首相府
（首相）

●閣内大臣の下、関係省庁と連携
　しつつ、援助政策の立案から
　実施までを総括

●紛争予防
・国家安全保障局（とりまとめ）
・FCO
・国防省
・紛争・安定・安全保障基金（CSSF）
　＊省庁横断

●移民労働者、保健
・内務省
・保健省

国際機関（国連・EUなど）
●   人道支援、分野別支援等

CDCグループ
●   途上国産業・生活インフラ支援のための
  投資・融資等への資金協力等

ブリティッシュ・カウンシル
●   人材育成分野関連の援助等

コンサルタント
●   途上国公的部門へのコンサルティング
  サービス、資材・サービス調達等

輸出信用保証局（ECGD）
●   輸出企業に対する輸出保証・保険業務等

●   貧困削減および人道支援の実施、
  開発援助に対する国民理解の促進

この他、教育省、雇用年金省、歳入関税庁、
文化メディア・スポーツ省

NGO等

連携 実施

実施

●貿易
・ビジネス・エネルギー・産業戦略省
　（BEIS）
・外務・英連邦省（FCO）
・繁栄基金＊省庁横断
・各省においてもODA事業を拡大
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 エチオピア 529.65 4.7 1 パキスタン 571.10 4.9 1 パキスタン 624.36 5.4
2 インド 459.00 4.1 2 エチオピア 517.62 4.4 2 シリア 474.76 4.1
3 パキスタン 438.47 3.9 3 アフガニスタン 458.25 3.9 3 エチオピア 451.17 3.9
4 シエラレオネ 391.42 3.5 4 ナイジェリア 401.35 3.4 4 ナイジェリア 431.29 3.7
5 ナイジェリア 389.59 3.5 5 シリア 391.32 3.3 5 アフガニスタン 317.57 2.8
6 バングラデシュ 342.85 3.1 6 シエラレオネ 332.63 2.8 6 タンザニア 251.29 2.2
7 アフガニスタン 325.23 2.9 7 南スーダン 317.79 2.7 7 ヨルダン 235.97 2.0
8 南スーダン 275.04 2.4 8 タンザニア 312.98 2.7 8 南スーダン 217.13 1.9
9 コンゴ民主共和国 274.27 2.4 9 インド 283.54 2.4 9 シエラレオネ 207.40 1.8
10 タンザニア 244.92 2.2 10 バングラデシュ 250.11 2.1 10 ソマリア 204.74 1.8
10位の合計 3,670.44 32.7 10位の合計 3,836.69 32.8 10位の合計 3,415.68 29.7

二国間ODA合計 11,233.19 100.0 二国間ODA合計 11,710.03 100.0 二国間ODA合計 11,517.10 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
0 20 40 60 80 100％

2016年

2015年

2014年 32.311.216.3 38.6

12.515.0 35.6 34.0

（暦年）
1.2 0.1（大洋州）

0.4（欧州）

0.1（大洋州）2.8

0.7（欧州）

2.1 0.1（大洋州）

0.6（欧州）

13.5 15.7 32.9 34.3

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

基礎生活分野（BHN）

0 20 40 60 80 100％

2016年

2015年

2014年

（暦年）

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

15.98.468.3 7.4

55.5 12.1 13.3 19.1

（約束額ベース、単位：％）

その他

経済インフラ
およびサービス

鉱工業･建設

62.5 8.2 20.3 9.0
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� 米国（United States of America）

注1：米国国際開発庁（USAID）　http//www.usaid.gov/
注2：国務省　http://www.state.gov/
注3：2018年度予算要求　https://www.state.gov/s/d/rm/rls/ebs/2018/pdf/index.htm

援助政策
1．トランプ政権における開発協力の位置づけ
　2017年1月に発足したトランプ政権は、対外援助政策

に関する戦略等を明確には発表していない（2017年7月

時点）が、予算要求の過程を通じて、大統領の「アメリ

カ第一主義」の政策の下、米国国際開発庁（USAID）（注1）

を含む国務省（注2）の主たるミッションは米国の国家安全

保障、経済利益および価値の推進であることを明らかに

しつつ、米国による援助が更に効率的・効果的なもので

ある必要があることを表明している。また、米国国民お

よび米国の同盟国が安定・安全保障・繁栄のために信頼

できるようなリーダーシップを回復するとしている。

　その上で、ティラーソン国務長官（当時）は、前政権

による国務省およびUSAIDの2017年度予算は、2007年

度比で60％増加の556億ドルであったが、2018年度の予

算要求はこのような年々の増加率を維持できないため、

国務省を中核的ミッションに集中させ、それに応じた適

正な予算規模に戻すことに注力した、と説明している。

　同長官は、予算削減領域については他国政府、民間企

業、市民社会等に協力を依頼すると表明する一方、米国

が、国際開発協力、国際保健、民主主義、グッド・ガバ

ナンス推進、人道支援等、開発協力における国際的リー

ダーシップを発揮していくことに変わりはないことを強

調している。

　また、援助政策の各プログラムが、米国民への説明責

任や米国の利益の促進を果たすものとなるよう、国務省

/USAIDを再編し、開発資金の効率的・効果的使用、支

援プログラムの目的達成度評価、政府間・官民連携の強

化に優先的に取り組むとも表明している。

2．重点分野・地域
　2017年7月現在、対外援助予算を含む2018年度（2017

年10月1日から2018年9月30日まで）の国務省・USAID

の予算要求（注3）（総額376億ドル、前年比31％減）を踏ま

え、予算案作成プロセス中である。同予算要求において

強調されている主な開発関連の予算は以下のとおり。

⑴　米国国家安全保障

　ア�　ISIS撲滅（56億ドル）：イラクやシリアからISISを

撲滅しつつ、他の地域での勃興を阻止するために国

際連合ミッションを強化する。ヨルダン、レバノ

ン、トルコ等の同盟国による国境警備強化、ISIS

ネットワークの破壊、多数の難民支援を支持する。

南アジアおよび中央アジアにおけるISISおよびアル

カイーダ撲滅の取組はアフガニスタンとパキスタン

との継続的な関与も含む。アフガニスタン政府との

戦略的な連携を強化し、国際テロとの戦いを続け

る。米国の存在とリソースは政府機関を強化し、基

本的なサービスの提供を可能にする。国際テロ組織

を撃退し、極端に脆
ぜい

弱
じゃく

な地域を安定させるよう、パ

キスタンの能力強化を支援する。

　イ�　国際犯罪組織や違法取引との闘い（5.4億ドル）：

国際犯罪や違法取引（麻薬、人身、野生動物の売買

を含む）と闘い、米国と米国民の安全を確保。ま

た、西半球における、国際犯罪組織および米国国境

への不正ルートを遮断し、米国の安全と安全保障を

脅かす不法滞在や不法商品の流入を減らす。

⑵　米国のリーダーシップと影響力の強調

　ア�　人道支援（53億ドル）：人道支援（食糧支援、災

害支援、難民支援を含む）は、最も必要とする地域

に注力して行う。支援プログラムをより効率的で効

果的なものにするため、他国に対しては、公平に拠

出することを働きかけるとともに、国際的に活動す

るNGOに対してもより効率的・効果的となるよう

求める。

　イ�　経済開発支援（50億ドル）：支援国が長期間安定

するよう取組を続けるが、米国にとって、戦略的に

重要な国に注力し直す。

　ウ�　国際保健（65億ドル）：ワクチンアライアンス

（GAVI）への拠出（2.9億ドル）、大統領エイズ救済

緊急計画（PEPFAR〈50億ドル〉）の継続に、世界エ

イズ・結核・マラリア対策基金（グローバルファン

ド）への拠出（11億ドル）。

３．日米開発協力
　日米はこれまでも同盟国として開発協力、女性のエン

パワーメント、国際保健、難民等の分野で、国際社会に
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対するそれぞれの貢献がより効率的・効果的なものとな

るようにするための連携を継続してきており、その一環

として、日米開発対話を高級実務者レベルでこれまで計

3回開催し、日米が共同で取り組むべき開発課題、グ

ローバルおよび地域的な課題への対応や、グローバルな

課題の解決に向けた日米の協働について協議してきてい

る。

実施体制
1．米国国際開発庁
　 （USAID：U.S.Agency for International Devel-

opment）
　米国の対外援助に関わる機関は財務省や農務省、保健

福祉省、平和部隊など数多くあるが、二国間援助の実施

において中心的な役割を担うのがUSAIDである。USAID

は国務長官から総合的な外交政策のガイダンスを受ける

独立した連邦政府機関であり、米国外交政策の目標を支

持して、世界各地に経済援助、開発援助、人道援助を提

供する。

　USAIDは、海外事務所に多くのスタッフを配置し、援

助案件実施の管理を海外事務所に委ねている。2016年9

月時点で、政府直接雇用職員は3,893名在籍しており、

在外現地採用職員4,600名のほか、各種プログラムで採

用される者を含めると職員は総数9,597名となる。（注4）

また、USAIDは従来からPVO（Private�Voluntary�Organization、

NGOを指す）を重要なパートナーと位置づけ、積極的

に協働している。

注4：https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/USAIDFY2016_AFR_508.pdf
注5：ミレニアム挑戦公社�http://www.mcc.gov/

2．ミレニアム挑戦公社（注5）

　（MCC：Millennium Challenge Corporation）
　2004年に設立されたミレニアム挑戦公社（MCC）は、

MCC理事会によって監査され、最高経営責任者（CEO）

により運営されている。MCC理事会は国務長官が議長

を務め、財務長官、通商代表、USAID長官のほかに民間

企業関係者が参加する。USAIDとは異なったアプローチ

で効率的に貧困支援を行うことを目的としており、職員

は約300名の小さな組織。

　MCCは、低所得国もしくは中所得国の中で、「良い統

治」「経済的自由」「市民への投資」を公約としている

国々から市民の自由度、汚職規制、女性の初等教育修了

率、貿易政策などの指標（指標は毎年変更され、公表さ

れる）を用いて被援助国を選定し、①MCC理事会によっ

て適格国と認められた途上国に対する無償資金協力、お

よび②もう少しで適格国になり得る途上国を対象とした

小規模の無償資金協力を行っている。

　MCCは、これまでに農業及び灌
かん

漑
がい

、交通、水の供給

および衛生などの分野で総額84億ドル以上のプログラ

ムを承認している。14万8,000人以上の農業従事者への

訓練、8万2,000ヘクタール以上の開墾、4,900km以上の

道路の設計・建設、農業ローンへの6,500万ドル拠出を

実行してきており、被援助国の発展機会の促進、市場開

拓、生活水準向上、貧しい人々の繁栄と将来の創造に寄

与してきた。
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援助実施体制図

【政策部門】
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国務省

ミレニアム挑戦公社（MCC）【貧困削減をターゲット】

【実施部門】

国務長官 長官

保健福祉省
国防総省

財務省
その他

機能局

PVO
（Private Voluntary

Organization）

地域局

政策
協力

報告

＊2009年より政府は、強力な方針指導の下、開発協力をより戦略的かつ統合的に実施していくために、省庁間の協働を推奨したり、組織横断的
　な業務に携わるスタッフの報奨制度を導入したりしている。この結果、MCC・政府／USAID間の共同計画要領などが策定され、いくつかの被援
　助国では既存のUSAIDの事業をMCCが受け継いだり、活動を補完したりする好ましい事例が発生している。
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⑴　政府開発援助上位10か国 （支出純額ベース、単位：百万ドル、％）

順
位 国・地域名

2014年 順
位 国・地域名

2015年 順
位 国・地域名

2016年
ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％） ODA計 構成比（％）

1 アフガニスタン 1,928.08 7.0 1 アフガニスタン 1,631.47 6.1 1 アフガニスタン 1,375.84 4.8
2 ヨルダン 1,183.45 4.3 2 ヨルダン 809.69 3.0 2 エチオピア 876.83 3.1
3 ケニア 807.37 2.9 3 コンゴ民主共和国 769.23 2.9 3 ヨルダン 874.68 3.1
4 南スーダン 796.07 2.9 4 エチオピア 746.43 2.8 4 ケニア 806.48 2.8
5 パキスタン 695.96 2.5 5 パキスタン 746.10 2.8 5 ［パレスチナ］ 651.33 2.3
6 エチオピア 664.84 2.4 6 ケニア 711.73 2.7 6 シリア 637.29 2.2
7 シリア 644.27 2.3 7 シリア 710.85 2.7 7 パキスタン 609.16 2.1
8 ［パレスチナ］ 544.19 2.0 8 南スーダン 595.10 2.2 8 南スーダン 546.61 1.9
9 南アフリカ 515.02 1.9 9 リベリア 514.06 1.9 9 ウガンダ 538.91 1.9
10 タンザニア 509.01 1.9 10 ナイジェリア 490.64 1.8 10 ナイジェリア 532.25 1.9
10位の合計 8,288.26 30.1 10位の合計 7,725.30 29.0 10位の合計 7,449.38 26.1

二国間ODA合計 27,509.30 100.0 二国間ODA合計 26,654.11 100.0 二国間ODA合計 28,534.80 100.0

（注）
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［　］は地域名を示す。

（支出総額ベース、単位：％）

欧州

アジア
中東•北アフリカ
サブサハラ•アフリカ
中南米
大洋州

複数地域に
またがる援助等

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
0 20 40 60 80 100％

2016年

2015年

2014年 18.4 28.933.89.9 6.4

34.516.59.8 7.4 29.3

（暦年）
0.6 2.0

0.5 2.1

0.2 1.7

9.5 16.2 34.0 6.6 31.8

⑵　地域別割合の推移

⑶　分野別割合の推移

基礎生活分野（BHN）

0 20 40 60 80 100%

2016年

2015年

2014年

（暦年）

(注)　四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

6.64.479.1 9.8

78.0 6.45.4 10.2

（約束額ベース、単位：％）

その他

経済インフラ
およびサービス

鉱工業･建設

80.5 4.6 6.0 9.0
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� ブラジル（Brazil）

注1：「Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional 2005-2009（国際開発のためのブラジルの協力2005-2009）」（Ipea、ABC等、2010年）
注2： 参考：「Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional 2011-2013（国際開発のためのブラジルの協力2011-2013）」（Ipea、ABC等、

2016年）
注3：レアル/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2012年レートを適用。
注4：レアル/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2013年レートを適用。
注5：レアル/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2010年レートを適用。

援助政策等
1．基本方針
　ブラジルによる開発援助は1950年代から行われてい

るが、開発援助に関する基本法は存在しない。ブラジル

応用経済研究所（Ipea：Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada）や外務省国際協力庁（ABC：Agência Brasileira 

de Cooperação）等がまとめた資料（注1）によれば、ブラ

ジル政府は「国際開発協力」として、①人道支援および

難民支援・保護、②国費留学生、③技術協力および科学

技術協力、④国際機関向けの資金拠出、⑤平和協力活動

を実施している。

　外交政策上、技術協力による開発援助を重視し、被援

助国の住民の社会正義・生活水準の向上および持続的開

発を優先課題とし、それらを達成するためのツールとし

て南南協力を実施している。援助は、途上国間協力と

いった意味合いも強く、ブラジルと途上国間の関係強化

の中での政策協調や、両国実施機関の能力強化、人材育

成、技術の開発・普及等を基本的な政策目的として実施

している。

2．援助規模
　2012-2013年の政府開発援助額をスキーム・分野別に

見ると以下の表のとおりである（注2）。

（単位：百万レアル、％）

2012年 2013年 2012年から
2013年への
増減率金額 割合 金額 割合

技術協力 66.4 6.6 68.8 8.0 3.6 
留学生受
入れ 43.5 4.3 51.4 6.0 18.3 

科学技術
協力 140.9 14.0 114.9 13.4 ▲18.5

人道支援 214.7 21.4 46.8 5.5 ▲78.2 
難 民 支
援・保護 8.1 0.8 3.9 0.5 ▲51.2

平和維持
活動 40.4 4.0 22.3 2.6 ▲44.7 

国際機関
への拠出 490.4 48.8 549.1 64.1 12.0 

合　計

1,004.4
（ 約5.14

億 米 ド
ル（注3））

100.0

857.3
（約3.98

億 米 ド
ル（注4））

100.0 ▲14.6 

＊四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

　ブラジルの政府開発援助（2011年～2013年）は、全

体の56%が国際機関への拠出と突出している。ブラジル

は二国間政府貸付を実施していない。

3．重点分野・地域　
⑴　技術協力

　 　技術協力の主な対象国および分野は、以下の表のと

おり（括弧内は金額比）であり、ポルトガル語圏の諸

国への協力が大半を占める。分野別では、農業分野で

の協力が多い点が特徴である。特に、中南米における

ブラジルの主導的な役割、アフリカへの積極外交を背

景に、中南米諸国やポルトガル語圏アフリカ諸国に対

して、経済社会開発を目的とした地域コミュニティの

能力強化にかかわる技術支援を推進している。ほかに

も、 熱帯・亜熱帯など多様な気候風土を持つことや、

旧ポルトガル領であることによる言語・文化の共通点

などの特性を活かしながら支援を行っている。

　 　2005年～2013年の期間における連邦政府の技術協

力への支出は、2009年に大幅増加した後、2010年1億

170万レアル（約5,781万米ドル（注5））をピークにして、
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2011年から減少に転じた。2013年には微増するも

6,880万レアル（約3,191万米ドル（注4））に留まってい

る。2011年～2013年の期間、連邦政府の88機関が計

128か国と4つのカントリーグループ（「ポルトガル語

諸 国 共 同 体 」、「 ポ ル ト ガ ル 語 公 用 語 ア フ リ カ 諸

国（注6）」、「南大西洋平和協力地帯」、「メルコスール」）

において技術協力を通じた活動を行った。連邦政府の

支出は二国間・複数国間援助、地域活動（セミナーの

開催等）、国際・地域機関向けなどに分類され、2011

年 ～2013年 の 支 出 額 は 合 計2億1,160万 レ ア ル（ 約

9,814万米ドル（注4））であった。このうち71.6％に相当

する1億5,145万レアル（約7,024万米ドル（注4））が、

外務省国際協力庁の資金により実施された。二国間・

複数国間では、とりわけモザンビークやポルトガル語

圏諸国、及び「綿花プロジェクト－4」の参加国（ベ

ナン、ブルキナファソ、チャド、マリ）におけるプレ

ゼンスが際だっている。地域活動ではアフリカが傑出

しており、アジアにおけるプレゼンスは殆どない。国

際機関への協力は三年連続して世界保健機構（WHO）

のみであった。

順位 対象国上位10か国
（2011年～2013年の合計） 金額比

1 モザンビーク 18.5%
2 サントメ・プリンシペ 7.2%
3 東ティモール 4.7%
4 ベナン、ブルキナファソ、チャド、マリ 4.3%
5 ギニアビサウ 4.3%
6 エルサルバドル 3.6%
7 ペルー 3.5%
8 グアテマラ 2.6%
9 アンゴラ 2.6%

10 ハイチ 2.6%
その他 46.2%

合計 100%

＊四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

注6： ポルトガル語を公用語とするアフリカ諸国で構成される組織。上述の128か国の構成メンバー国のカウントとは別に、同組織に対する予算が計上
されている。

注7：レアル/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2011年レートを適用。

順位 対象分野
（2003年～2010年の合計） 金額比

1 農業 21.9%
2 保健 16.3%
3 教育 12.1%
4 環境 7.4%
5 社会保障 6.3%
6 行政 5.4%
7 社会開発 5.3%

その他 25.3%
合計 100%

　 　また、技術協力の実施に当たり、ブラジルは日本を

はじめとする先進国をパートナーとする三角協力を推

進している。三角協力は、ブラジルが援助国としての

技術移転能力を強化していくための重要な手段として

期待されている。現在では日本のほか、イタリア、ス

ペイン、イスラエル、エジプト、米国、ドイツ、オー

ス ト ラ リ ア、 英 国 と い っ た 諸 国 やFAO、WFP、

UNESCOといった国際機関との間で、三角協力を行っ

ている。

⑵　無償資金協力（人道支援）

　 　2005年～2009年、ブラジルの人道支援向けの支出

は全体的に増加傾向にあった。特に、2010年はハイ

チへの援助故に例外的な増加を見せ、2億8,420万レア

ル（約1.62億米ドル（注5））となった。その後、2011年

は1億2,130万レアル（約7,251万米ドル（注7））に減少す

る も、2012年 に は2億1,470万 レ ア ル（ 約1.1億 米 ド

ル（注3））に再び増加。しかし、2013年には4,680万レ

アル（約2,171万米ドル（注4））に急落した。2011年～

2013年 の 支 出 額 の う ち、96.2 ％ は 国 際 飢 餓 対 策 室

（CGFome）を通じて、3.8％は保健省を通じて援助が

行われた。

⑶　国際機関への拠出

　 　2011年～2013年の期間、ブラジルは6億6,600万レ

アル（約3.09億米ドル（注4））を181の国際機関に対し

拠出した。うち49.7％（3億3,100万レアル〈約1.54億

米ドル（注4）〉）は国連、汎米保健機構、世界保健機関

に拠出されている。2013年の内訳は以下のとおり。
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　（単位：百万レアル、％）

金額 割合 代表的機関と
金額

国連機関等
への拠出金

（計181機関）
249.0 45.3

国連予算 82.3
ACTO 39.8

（アマゾン協力協
定機構）
WHO 31.5
PAHO 24.2

（汎米保健機構）
OAS 9.8

（米州機構）

国際開発金
融機関 296.8 54.0

IDA 136.2
（国際開発協会）

FOCEM（自主的）
 86.3
FOCEM（義務的）
 32.0

（メルコスール構
造的格差是正基
金）
FSO 24.9 

（IBD特 別 業 務 基
金）

国際裁判所 3.4 0.6
ICTR 3.4

（ルワンダ国際刑
事裁判所）

合計
549.1（約
2.55億米ド
ル（注4））

100.0

＊四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

4．日本との開発協力
　日本とブラジルは、2000年に開発協力のパートナー

シ ッ プ・ プ ロ グ ラ ム（JBPP:Japan-Brazil Partnership 

Programme）を締結し、以来、この枠組を通して、日・

ブラジル双方の開発方針に合致する分野において、中南

米やポルトガル語圏アフリカ諸国に対し三角協力を実施

している。

実施体制
1．援助担当機関の業務分担
　開発援助を総合的に担当する省庁は無く、スキーム別

に各省庁・部局が個々の援助案件を担当している。技術

協力については外務省国際協力庁が、人道支援について

は外務省国際協力庁、社会問題課、国際連合課が所管

し、科学技術協力については科学技術イノベーション省

が担当し、農務省等関係実施機関と連携しながら援助を

実施している。

　国際機関への拠出については各関係省庁が担当してお

り、特に企画予算省国際局が米州開発銀行（IDB）、ア

フリカ開発銀行（AfDB）等の国際開発金融機関を、財

務省国際局が世界銀行を担当している。

2．外務省国際協力庁
　技術協力を担当する外務省国際協力庁は外務省の外交

政策に則り、かつ政府各部門の国家計画・プログラムに

より策定される国家優先課題に従い、ブラジルと協力相

手国との国際協力協定の範囲内で活動を行っている。

　外務省国際協力庁は次の部門により構成されている。

①途上国間協力計画室、②二国間技術協力室、③多国間

協力室、④農牧協力室、⑤保健・社会開発協力室、⑥教

育職業訓練協力室、⑦情報技術・電子ガバナンス協力

室、⑧防災・都市開発・運輸協力室、⑨三角協力室、⑩

管理予算室、⑪国際技術協力計画パートナーシップ推進

室。なお、在外拠点として、在外公館に技術協力担当官

を配置している。

●ウェブサイト

・外務省国際協力庁：http://www.abc.gov.br
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援助実施体制図（2016年12月現在）

地域担当部局

国際協力庁
（ABC）

各国際機関所管省庁

企画予算省国際局：IDB、
AfDB等の国際開発金融機関
財務省国際局：世銀

等

社会問
題課
（DTS）

国際
連合課
（ＤＮＵ）

農務省等関係実施機関

※関係実施機関と連携した事業実施

外務省

無償（人道支援）
国際機関への拠出

技術協力

政策
および
実施機関

※地域担当部局による受益国に対する
外交政策と協議・調整した政策決定・事業実施
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� 中国（China）

注1：中国元/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2016年レートを適用。
注2：�無償援助は、主に中小型福祉プロジェクトおよび人的資源開発等に使用される。無利子借款は、主に公共施設整備等に使用される。優遇借款は、

経済的および社会的に利益のある生産型プロジェクトや大中型インフラプロジェクトの建設等に使用される。
注3：�無償支援、無利子借款等で援助を行うインフラプロジェクトの、設計から施工に至るまでの工程のすべて、またはその一部を、設備、建設材料、

技術者の調達も含めて中国側が請け負う、中国の最も主要な援助方式。

援助政策等
1．基本政策・理念・体制
　中国は、1950年より対外援助を実施。自国による援

助を開発途上国間の相互支援（南南協力）と位置付け、

先進国によるODAと一貫して差別化している。1964年

に周恩来首相（当時）が発表した「対外援助８原則」

（平等互恵、主権尊重、内政不干渉等）を基本原則とし

ている。

　中国商務部は2014年11月15日、対外援助の管理に関

する初の基本法となる「対外援助管理弁法（試行）」を

公布した（同年12月15日に施行）。2015年には企業資格

認定、パッケージ型プロジェクト、物資プロジェクト、

技術援助プロジェクト等４つの部門規則が公布され、関

連法整備が進んだ。2016年1月8日から、「対外援助パッ

ケージ型プロジェクト管理弁法（試行）」「対外援助物資

プロジェクト管理弁法（試行）」「対外援助技術協力プロ

ジェクト管理弁法（試行）」「対外援助プロジェクト調達

管理規定（試行）」が施行され、全面的な管理新制度体

系の運用を開始。

2．援助規模
　中国政府・商務部は、2011年に引き続き2014年7月に

2版目となる「対外援助白書」を発表し、対外援助の概

観と実績を示した。同白書は中国の対外援助について、

政策方針、資金、対象分野、援助方式、援助内容および

地域協力メカニズムや多国間組織との連携等について記

述。一方、国別・地域別の供与情報や供与条件など詳細

なデータは含まれていない。また、国際的に信頼・比較

可能な統計情報は明らかではなく、全体像・詳細は不明

なるも、財政部の発表によると2016年の対外援助支出

は 決 算 ベ ー ス で157億2,100万 元（ 約23.7億 米 ド

ル（注1））。内訳は不明（財政部発表2016年全国一般公共

予算支出決算表二、外交支出中の対外援助による）。

3．援助の形態・分野
⑴　対外援助管理弁法等によれば次のとおり。

　・�援助形態：無償援助、無利子借款、優遇借款の3種

類（注2）。

　・�主たる実施手法：①パッケージ型プロジェク

ト（注3）、②物資援助、③技術協力、④人材育成協力、

⑤ボランティア派遣

⑵�　中国商務年鑑（2017年版）によれば、2016年の具

体的な実績は以下のとおり。

　①各種プロジェクト及び物資援助：約250件

　②人材育成プロジェクト：�2万9,000人を養成

　このほか、緊急人道援助をフィジー、南スーダン、エ

クアドル、スリランカを含む30近くの国々および国際

組織に、50回実施。

　中国商務年鑑（2017年版）によれば、2016年、商務

部は対外人道主義緊急援助を強化したとされる。

4．重点地域
　援助の対象は伝統的にアフリカ重視。

　習近平国家主席は、2015年国連創設70周年の一連の

サミットの中で、「南南協力援助基金」「南南協力と発展

学院」等を含む対外政策を発表。2016年9月の第71回国

連総会等一連の活動期間中に、李克強総理が「南南協力

援助基金」の正式運営開始を宣言。同基金は貧困削減、

農業協力、生態保護および気候変動等民生分野に用いら

れる。また、2016年4月、「南南協力と発展学院」が北

京大学にオープン。同学院は中国および他の発展途上国

のガバナンスの成功例の共有およびハイレベルの政府人

材の育成を目的とし、エチオピア、カンボジア、ジャマ

イカ等27か国から49名の博士、修士を採用。

5．対アフリカ援助
　2013年8月に国務院新聞弁公室から、2010年に次いで

第2版となる「中国アフリカ経済貿易協力白書｣ が公表

された。中国・アフリカの経済貿易協力関係の発展は、

アフリカの民生レベルの改善、アフリカ経済の多角的発

展に寄与するだけでなく、中国経済・社会の発展、南南

協力の促進、世界経済の均衡的発展に寄与するとし、具
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体的な援助状況（注4）を紹介している。

　また、2014年年初からのアフリカにおけるエボラ出

血熱の流行に対しても、中国政府は支援を行っており、

2015年には被害からの再建を主要な内容とする第5回援

助を実施し、同時にアフリカ連合と共にアフリカ疾病制

御センターの企画建設と運営管理を検討している。

　2015年に南アフリカで開催された「第6回中国・アフ

リカ協力フォーラム（FOCAC）閣僚会合」においては、

習近平国家主席が10大協力（注5）を提起し、この計画の実

施を支援するために、今後3年間で中国側から総額600

億米ドルの資金を提供することが決定された。

6．他国・機関との連携
　習近平国家主席は、2015年の国連開発サミットに出

席し、60年来、中国が合わせて166の国と国際組織に

4,000億元（約642.3億米ドル）（注6）の援助を実施し、60

万人超の人員を派遣した旨言及した。その際、中国が①

「南南協力援助基金」を設立し、さしあたり20億ドルを

提供すること、②後発開発途上国に対して、2030年ま

でに120億ドルの投資をすること、③後発開発途上国、

内陸部開発途上国、小島嶼開発途上国の、2015年末ま

でにまだ返還していない政府間の無利子借款債務の免

除、④国際開発知識センターの設立について言及した。

　同様に2015年の国連南南協力ラウンドテーブルにお

いて、習国家主席は今後5年で中国が①100の貧困削減

プロジェクト、②100の農業協力プロジェクト、③100

の貿易促進援助プロジェクト、④100の生態保護及び気

候変化対応プロジェクト、⑤100の病院と診療所、⑥

100の学校と職業研修センターを含めた「6つの100」プ

ロジェクト支援を提供することを宣言。今後5年で中国

は、途上国に12万人の訪中研修および15万人の奨学金

定員を提供し50万人の職業技術人員を育成すること、

「南南協力と発展学院」を設立すること、そしてWHOに

200万ドルの現金援助を提供することを述べた。

　また、商務年鑑によれば、中国は、APEC、G20、

OECD/DAC、WTO等国際機関および英国、ドイツ、フ

注4：�項目としては①貿易の持続可能な発展の促進、②融資協力レベルの向上、③農業・食料安全協力の強化、④インフラ設備支援、⑤民生・キャパシ
ティ向上、⑥多国間枠組み協力の促進、が挙げられている。

注5：�①工業化協力計画、②農業の現代化協力計画、③インフラ協力計画、④金融協力計画、⑤グリーン発展協力計画、⑥貿易及び投資の円滑化協力計
画、⑦貧困削減・恵民協力計画、⑧公共衛生協力計画、⑨人文協力計画、⑩平和と安全保障協力計画

注6：中国元/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2015年レートを適用。

ランス、EU、デンマーク等バイの対話メカニズムに積

極的に参与している。2016年4月、米中発展協力会議

（副部長級）を初開催。2016年9月のG20サミット期間

中の米中首脳会談で、一連の発展協力のコンセンサスに

至り、成果文書でも言及された。

7．実施体制
　対外援助は、商務部（対外援助司）が主管しており、

外交部、財政部、中国輸出入銀行と部門間調整システム

等を通じて協議しながら、国別援助計画や資金計画等を

作成。その他の中央部門も一部の専門性の強い援助事業

に参加している。

　無償援助、無利子援助は国家財政より支出され、優遇

借款については、中国輸出入銀行（国務院直属機関）を

通じて実施される。

8．開発に関係するその他のイニシアティブ等
　中国は、「一帯一路」（「シルクロード経済ベルト」と

「21世紀海上シルクロード」）構想を提唱し、インフラ・

資源開発・産業協力および金融協力等のプロジェクトへ

の支援を目的とするシルクロード基金を設立した。ま

た、中国はアジアインフラ投資銀行（AIIB）の設立を主

導し、2015年12月に設立協定が発効された。これまで

に61か国が批准書を寄託し、加盟国となった（2017年

末時点）。2016年1月の創立総会以降、2017年末までに

24件（43.3億ドル）の融資案件が理事会において承認さ

れている。

● ウェブサイト

・中華人民共和国商務部：http://www.mofcom.gov.cn/

● 参考資料

・2011年度版対外援助白書

・2014年度版対外援助白書

・2017年商務年鑑
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援助実施体制図
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� インド

注1：ルピー/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2016年レートを適用

援助政策等
1．基本政策
　インドはOECDに加盟しておらず、ODAではなく、開

発協力（Development Partnership）という名の下、開

発援助を実施している。開発協力を規定する法律、基本

方針等は特段存在しないが、開発協力はインド独立の翌

年にブータンに対して供与されて以来、外交において主

要な役割を果たすものとして位置付けられている。

　2010年から、開発協力の対GNI比0.7％を目標として

いる。

2．援助規模
　2016年度の修正予算では、630億ルピー（約9.4億米

ドル（注1））が外国への経済協力として計上され、うち、

475億ルピー（約7.1億米ドル（注1））（75％）が無償資金

協力、155億ルピー（約2.3億米ドル（注1））（25％）が有

償資金協力となっている（別表参照）。

3．援助地域
　対象国・地域の選定に当たっては近隣諸国が重視され

ている。2016年度には、ブータン、アフガニスタン、

スリランカ、バングラデシュ、ネパール、ミャンマー、

モルディブ等近隣諸国に対して援助額の約78％が供与

され、残りの約22％はアフリカ諸国、中央アジア諸国、

中南米諸国等の地域を対象としている。最大の援助対象

国は、近隣諸国の中でもインドとの関係が特に強く、イ

ンドが重要視しているブータンであり、2016年度には

全援助額の約61％を占める387億ルピー（約5.8億米ド

ル（注1））（うち無償資金協力約232億ルピー（約3.5億米

ドル（注1））、有償資金協力約155億ルピー（約2.3億米ド

ル（注1））が対ブータン援助に支出され、インドはブータ

ンにとって最大の二国間援助供与国となっている。

4．援助内容
⑴ 　IDEA（Indian Development and Economic Assistance）

スキーム

　・ 従来はインド財務省から被援助国政府に対して財政

援助を直接行っていたが、2004年から政策変更し、

政府の指示によりインド輸出入銀行（EXIM Bank：

Export Import Bank of India）を通じてクレジット

ライン（信用供与枠）を与えることとした。クレ

ジットラインの範囲内で政府間貸付が行われる。貸

付の実績については、後出の表「インド政府（外務

省）による途上国支援」のとおりである。IDEAは

2010年度から実施されており、供与される金額の

うち、65％はインドからの物資やサービスの購入

に充てられ、残りの35％については被供与国が購

入先を決めることができる。過去、189億米ドルが

241のクレジットラインとして設定されている。そ

のうち、91億米ドルがアフリカ諸国向けである。

⑵　近隣諸国やアフリカ諸国等への無償支援

　・ アフガニスタンの復興やミャンマーの国境地帯に関

する支援、ネパールやスリランカへの支援などが無

償支援として行われている。アフガニスタンに対し

ては、民主主義へのコミットメントを示す象徴的な

事業として、2015年12月にアフガン国会議事堂建

設プロジェクトが開始され、2016年3月に完成し

た。その他、ダムの建設、医療機器の供給、奨学生

の受入等が行われた。ミャンマー向けの案件として

は、地域連結性を高めることを目的としたインドと

ミャンマーの港湾をつなぐ道路事業や、タイとミャ

ンマーとインドをつなぐ高速道路事業などが挙げら

れる。その他、IT、病院、農業等の分野でも支援を

実施している。対ネパール支援で重要なのは国境の

警備設備や鉄道建設、医療機器の供給である。スリ

ランカ向けの援助については、同国の優先度に応じ

て実施され、国内避難民の再定住のための家屋建

設、文化センター建設、寺院再建、医療機器供給が

ある。

　・ アフリカへの支援はここ10年、力を入れるように

なり、第3回インド・アフリカフォーラムサミット

（2015年開催）にてクレジットラインの拡大が確認

されている。主な無償支援は、セーシェルへの医薬

品の供与、ナミビアの病院へのIT設備の提供、タン

ザニアでの事業開発センターの設立、ガーナでのト

マト栽培研究、ケニアへの救急車の供与、ソマリア

へのバスの供与、リベリアへの医療機器の供与など

が挙げられる。
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⑶　技術協力

　・ 技術協力は、インド技術経済協力プログラム（ITEC：

Indian Technical and Economic Cooperation 

Programme）と呼ばれ、その中にはアフリカに対

す る コ モ ン ウ ェ ル ス 特 別 プ ロ グ ラ ム（SCAAP：

Special Commonwealth Assistance for Africa 

Programme）及びコロンボ・プラン技術協力スキー

ム（TCS-CP：Technical Cooperation Scheme under 

Colombo Plan）が含まれる。

　・ 2016年度は、発展途上国161か国と結んでいるパー

ト ナ ー 関 係 に 基 づ き、 約280の 研 修 コ ー ス に 約

10,500人の研修生をインド国内に受け入れ、IT、行

政学、教育、中小企業、起業、農村開発、再生エネ

ルギー等の研修を実施した。第3回インド・アフリ

カフォーラムサミット後の2016年度にはアフリカ

に特化した特別コースが企画された。研修受入機関

となっているのは中央政府や州政府、民間の教育・

研究機関ならびに民間企業等である。また、軍関係

者研修（約1,900名の受入れ）も実施している。

　・ インド人専門家の国外派遣も実施しており、2016

年度には科学捜査、アーユルヴェーダ（伝統医

学）（注2）、米生産等の分野において、41人のインド人

専門家を開発途上国に派遣した。

⑷　災害援助

　 　2016年度は自然災害を受けた以下の国々に対し支

援を行った。

　 　エクアドル、マラウイ、ドミニカ国、イエメン、シ

リア、ケニア、モザンビーク、ウクライナ、レソト、

注2：インド・スリランカ発祥の伝統的医学で、ユナニ医学（ギリシャ・アラビア医学）、中国医学と共に世界三大伝統医学の一つと呼ばれている。
注3： インド政府による二国間援助計画で、現在158か国が被援助国となっている。広範囲の地域を対象とするのみならず、互恵のための革新的な協力

関係を構築しており、インド政府の主要な技術協力計画となっている。

ナミビア、ジンバブエ

●ウェブサイト

・外務省開発協力管理局（DPA）：

　 http://mea.gov. in/development-partnership-

administration.htm

・ITEC：http://www.itecgoi.in/index.php

実施体制
　インドは独立後、外務省を通じて開発途上国からの研

修員の受入れ等を行ってきたが、1964年9月に外務省内

に援助の中心的な実施機関である技術協力課が設置さ

れ、本格的なインド技術経済協力プログラムITEC（注3）が

開始された。2012年1月に援助の透明性・迅速性向上の

た め 外 務 省 開 発 協 力 管 理 局（DPA：Development 

Partnership Administration）が新設され体制が一新さ

れている。DPA第1課はクレジットラインとアフリカ諸

国における無償支援、バングラデシュとスリランカでの

住 宅 建 設 の 無 償 支 援 を 担 当 し、DPA第2課 は、ITEC/

SCAAP/TCS-CP等のプログラムを所管している。また、

東南アジアと中央アジア、西アジア、中南米の無償支援

事業も第2課の所管である。人道支援、災害支援とアフ

ガニスタン、モルディブ、ミャンマー、ネパール、スリ

ランカ向けの無償支援はDPA第3課が行っている。

　その他に対外援助を担当する主な機関として、財務省

経 済 局 多 国 間 関 係 課（UNDP等 ）、 同 局 国 際 機 関 課

（ADB、世界銀行との関係等）、同局二国間協力課（各国

への信用供与＝クレジットライン）が挙げられる。
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援助実施体制図

各地域課

外務省（MEA）

財務省（MOF）

開発協力管理局（DPA）

経済局（DEA： Department of Economic Affairs） インド輸出入銀行
（EXIM Bank）

【無償援助実施】

【国際機関への拠出】 【有償援助実施】

クレジット・ラインについて
助言

指示
二国間協力課：各国へのクレジットライン（LoC：Line of Credit）

多国間関係課：国連関係

国 際 機 関 課：ADB、世界銀行関係

DPA-Ⅰ課：事業評価とクレジットライン、無償プロ
ジェクト（アフリカ）、住居再建支援（バングラデ
シュ、スリランカ）

DPA-Ⅱ課：人材育成、技術協力
（ITEC/SCAAP/TCS-CP）、無償支援プロジェクト（東

南・中央・西アジア、中南米）

DPA-Ⅲ課：人道支援、災害援助、無償支援プロジェ
クト（アフガニスタン、モルディブ、ミャンマー、ネ
パール、スリランカ）
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付表　インド政府（外務省）による途上国支援

（Ministry of External Affairs, Grants and loans to Foreign Governments）
（単位：千万ルピー）

国名 援助形態 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

バングラ
デシュ

グラント 8.81 281.20 604.66 197.84 155.68 75.00 
ロ ー ン 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
総　　額 8.81 281.20 604.66 197.84 155.68 75.00 

ブータン
グラント 1,230.37 1,572.98 2,458.30 2,281.74 2,127.66 2,320.00
ロ ー ン 790.99 1838.00 1468.49 2113.42 3240.80 1547.90 
総　　額 2,021.36 3,410.98 3,926.79 4,395.16 5,368.46 3,867.90

ネパール
グラント 191.15 292.55 381.37 303.26 309.94 320.00 
ロ ー ン 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
総　　額 191.15 292.55 381.37 303.26 309.94 320.00 

スリランカ
グラント 181.94 248.20 420.80 499.70 403.80 155.00 
ロ ー ン 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
総　　額 181.94 248.20 420.80 499.70 403.80 155.00 

モルディブ
グラント 37.39 16.43 9.67 26.08 55.04 80.00 

ローン 248.30 0.00 156.10 0.00 0.00 0.00 
総額 285.69 16.43 165.77 26.08 55.04 80.00 

ミャンマー
グラント 67.40 121.87 164.86 104.34 117.07 120.00 
ロ ー ン 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
総　　額 67.40 121.87 164.86 104.34 117.07 120.00 

アフガニ
スタン

グラント 326.61 490.96 585.31 723.52 880.44 315.00 
ロ ー ン 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
総　　額 326.61 490.96 585.31 723.52 880.44 315.00 

モンゴル
グラント 2.02 0.75 1.50 2.28 7.49 2.00 
ロ ー ン 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
総　　額 2.02 0.75 1.50 2.28 7.49 2.00 

アフリカ
諸国

グラント 114.26 239.64 251.92 142.86 283.83 290.00 
ロ ー ン 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
総　　額 114.26 239.64 251.92 142.86 283.83 290.00 

中央
アジア
諸国

グラント 29.47 32.66 14.30 11.94 19.37 10.00 
ロ ー ン 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
総　　額 29.47 32.66 14.30 11.94 19.37 10.00 

中南米
諸国

グラント 0.02 27.61 4.99 12.17 15.03 10.00 
ロ ー ン 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
総　　額 0.02 27.61 4.99 12.17 15.03 10.00 

その他の
途上国

グラント 25.47 30.95 61.28 54.13 103.50 110.00 
ロ ー ン 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
総　　額 25.47 30.95 61.28 54.13 103.50 110.00 

その他
グラント 215.81 287.18 269.54 262.05 445.41 945.90 
ロ ー ン 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
総　　額 215.81 287.18 269.54 262.05 445.41 945.90 

総額
グラント 2,430.72 3,642.98 5,228.50 4,621.91 4,924.26 4,752.90
ロ ー ン 1,039.29 1,838.00 1,624.59 2,113.42 3,240.80 1,547.90
総　　額 3,470.01 5,480.98 6,853.09 6,735.33 8,165.06 6,300.80

出典：GOI, Expenditure Budget, Various Years
（注） 2016年度は修正見積予算額、2011年度から2015年度は実績額（2011年度分から実績額が発表される

ようになった。）
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｜第 3 章　諸外国の経済協力｜第 2 節 主要援助国・地域機関の経済協力の概要 ／ 33．インドネシア（Indonesia）｜

� インドネシア（Indonesia）

援助政策等
1．基本方針
　インドネシアの対外援助は、1955年のアジアアフリ

カ会議を精神的支柱に据えつつ、1980年代から継続的

に実施されてきた。自国の開発目標との調和、相互信

頼・利益、自主独立と連帯がその基本原則である。途上

国間の南南協力は、先進国から途上国への従来型援助を

代替するものではなく、補完するものと位置付け、イン

ドネシアの経験を活かした知識や専門的見地からの助言

を共有する（knowledge sharing）との姿勢が強調され

ている。

　現時点でインドネシアに開発援助に関する基本法は存

在しないが、現行の長期国家開発計画（2005～2025年）

に国家開発の使命が明記され、二国間・多国間を問わず

様々なチャネルでの国際協力が奨励されている。近年

は、国際的地位を高める外交ツールとして、南南協力の

有効性に一層関心が向けられるようになった。なお、従

来の援助国・機関と協調して第三国を支援する三角協力

についても、インドネシアは南南協力を拡充する手段と

して積極的な採用に努めている。

　インドネシアは、東南アジア唯一のG20メンバーとし

て国際社会での役割を拡大してきた。また、釜山ハイレ

ベルフォーラムのフォローアップ枠組みである効果的な

開発協力のためのグローバル・パートナーシップ運営委

員会と、2012年7月に立ち上げられたポスト2015年開発

アジェンダのハイレベルパネルの双方で、共同議長を務

めた。

　同国は被災国としての経験を活かし、人道支援および

防災面での協力にも力を入れており、2014年7月には、

国連人道問題調整事務所（UNOCHA）世界人道サミッ

ト北・南東アジア地域準備会合を日本と共催している。

インドネシアは、新興国の立場から援助協調の議論で発

信を続け、また中進国としての責務並びに自国の経済成

長へのインパクトにも動機付けられ、開発協力への関与

の度合いを強めている。この方針は2014年に発足した

ジョコ・ウィドド政権にも踏襲されており、中期国家開

発計画（2015～2019年）や政権公約では南南協力にお

ける戦略性の強化が謳われたほか、2015年4月にインド

ネシアが主催したアジアアフリカ会議60周年記念会合

では、社会正義や公平性の実現のために引き続き開発援

助に取り組んでいくとの力強いメッセージが表明され

た。

2．援助規模
　政府発表によれば、2000～2015年の間に約5,740万米

ドルの国家予算が南南・三角協力のために支出された

（ただし内訳・詳細は不明）。政府は近年一貫して南南・

三角協力の予算規模を拡大してきており、この拡大傾向

は続いていく見通しである。

3．重点分野・地域
　重点分野に関しては、インドネシアが比較優位を有す

る以下の3つの切り口、即ち①開発（貧困削減、村落開

発、災害リスクマネジメント、人的開発、食料・エネル

ギー保障、等）、②グッド・ガバナンスおよび平和構築

（民主化、平和維持、法の支配、等）、③経済的課題（マ

クロ経済運営、公的金融およびマイクロ・ファイナン

ス、等）が、フラッグシップとされている。

　1982年以降、インドネシアは研修生や学生の国内受

入れ、インドネシア人の専門家や実習生の被援助国への

派遣および奨学金の給付などを行っており、その分野は

家族計画、エネルギー関連、社会公共サービス、公共事

業、農業、航空、金融と多岐にわたっている。これまで

アジア、大洋州、アフリカ、中南米の120以上の国か

ら、延べ6,000名以上がインドネシアの技術協力プログ

ラムに参加した。

　 重 点 地 域 と し て は、ASEANの メ ン バ ー 国 と し て、

CLMV諸国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナ

ム）に対する協力の比率が大きい一方、政治的に特別に

配慮されているパレスチナや東ティモール、大洋州と

いった国・地域に対する協力にも重点を置いている。

4．インドネシア南南・三角協力の拡充計画
　既述のとおり、インドネシアは対外援助に関する基本

法を持たないが、2025年までの長期国家開発計画期間

を3期に分け、南南・三角協力を拡充する方針である。

　インドネシアが実施する南南・三角協力に対して、従

来の援助国・機関の期待は概して高く、日本、ドイツ、

米国、ノルウェー、また国際機関としてはUNDP等が、

新興援助国としてのインドネシアの能力強化に協力して

いる。インドネシアの知識や経験に着目し、三角協力の

パートナーとしてインドネシアの参画を求める機関も多
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く、近年ではイスラム開発銀行（IDB）等のアプローチ

が注目される。

実施体制
　インドネシアには、対外援助にかかわりを持つ部局が

複数の官庁に散在しているが、これを一元的に管理する

部局はまだ存在していない。その代わり、2010年の国

家開発企画庁令に基づき、国家南南・三角協力調整チー

ム（National Coordination Team on South-South and 

Triangular Cooperation）が組織され、同チームに名を

連ねる関係省庁（国家開発企画庁、外務省、財務省、国

家官房）の合議制によって、一体的な南南・三角協力の

実現を目指している。2017年1月にインドネシアの南南

協力事業を外務省が統括することとなり、同調整チーム

も同年4月に外務省令に基づき、国家南南協力調整チー

ム（National Coordination Team of South-South 

Cooperation）として再編成された。同チームは、「指

導チーム」、「実施チーム」、「事務局」の3層から構成さ

れており、被援助国、事業実施機関、三角協力のドナー

等との関係を調整し、南南・三角協力の統一的窓口

（One Gate）として機能することを目指している。しか

し、同調整チームは寄り合い所帯で予算が無く、専従の

職員が配置されていないといった状況に鑑み、専任部局

（Single Agency）の創設に向けた動きがみられる。現

在、外務省が主導し、関連の法令・規則の立法化等専任

部局設立の準備が進められている。こうした中、国家南

南協力調整チームにおける援助リソースの新体制への円

滑な移行、実施体制の機能強化が、効率的かつ効果的な

南南・三角協力実施の鍵になる。

● ウェブサイト

・ Indonesia South-South Technical Cooperation：

　http://isstc.setneg.go.id/

援助実施体制図

実施チーム
（議長：外務省技術協力局長）

事務局

指導チーム
（議長：外務大臣、副議長：外務次官、財務次官）

国家南南協力調整チーム

指示 報告

指示 報告

□供給マネジメント・案件開発グループ
□資金・財政メカニズムグループ
□評価広報・知識マネジメントグループ
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｜第 3 章　諸外国の経済協力｜第 2 節 主要援助国・地域機関の経済協力の概要 ／ 34．マレーシア（Malaysia）｜

� マレーシア（Malaysia）

注1：�ガス・オイル・エネルギー、パームオイル、金融、観光、ビジネス・サービス、電気電子機器、卸売り・小売り、教育、ヘルス・ケア、通信・イ
ンフラ、農業、クアラルンプール開発

注2：�CIS（Commonwealth�of�Independent�States）諸国とは、旧ソ連空間の一体性を守ることを指向しつつ、権利平等の原則に基づく旧ソ連諸国の協
力のための調整を目的として創設された独立国家共同体。2005年にトルクメニスタンが準加盟国となり、2009年にはジョージアが脱退（現在10
か国が加盟）。

援助政策等
1 ．マレーシアの南南協力とマレーシア技術協力プロ
グラム

　マレーシア政府は、1980年9月にニューデリーで開催

された「アジア大洋州地域英連邦首脳会議（Common-

wealth�Heads�of�Government�Meeting）」において、マ

レーシアにとり南南協力へのかかわりが重要であること

を表明したのを契機として、マレーシア技術協力プログ

ラム（MTCP：Malaysia�Technical�Cooperation�Programme）

を立ち上げ、南南協力への取組を開始した。

　マレーシア政府は、経済発展には人的資源の開発が不

可欠という哲学の下で、技術協力・人材育成に焦点を

絞った開発支援としてマレーシア技術協力プログラム

（MTCP）を実施している。MTCPには以下の5種類のス

キームがある。

⑴�　短期研修コース（マレーシアの研修実施機関への受

入れ〈行政マネジメント、公共医療、教育、貧困削

減、持続可能な開発、投資促進、ICT、農業等の分野〉）

⑵�　長期研修コース（マレーシアの国立大学修士課程へ

の受入れ）

⑶　専門家、コンサルタント派遣

⑷�　スタディー・ビジット（マレーシアを訪れ、開発に

資する視察等を行いたいという被援助国の要請に応じ

て実施）

⑸�　経済社会開発プロジェクト支援（被援助国の要請に

応じて実施）

2．重点分野・地域
⑴　案件形成に至るまでの流れ

　�　マレーシア政府の南南協力には、法的枠組みはな

く、MTCPは上記援助対象国の選定条件に照らし被援

助国の要請または研修実施機関の提案を踏まえて形成

される。また国策として掲げられている理念である

「開かれた地域主義（Open�Regionalism）」、「地域内

の平和」、「社会の平等」に沿うもの、およびマレーシ

アを2020年までに先進国にするための経済変革プロ

グラム（Economic�Transformation�Programme：ETP）

の重点12産業分野（注1）にとって利益のあるプログラム

は優先される。

⑵　援助対象国

　�　現在、援助対象国はアジア諸国、アフリカ諸国、

CIS諸国（注2）および東欧諸国、大洋州諸国である。こ

れまでに143か国から32,000人以上がMTCPの実施す

る様々な研修に参加している。

3．TCTP
　マレーシア政府は二国間技術協力である南南協力のほ

かに、日本政府と共に、MTCPの下で途上国に研修を行

うTCTP（Third�Country�Training�Programme）を実施し

ている。日本政府とは1983年よりTCTPを実施してお

り、2002年からは予算負担比が50：50のイコール・

パートナーシップとなっている。2016年は、貿易・投

資促進、中小企業振興、生物多様性、税務行政、労働安

全衛生管理、生産性向上等の分野で、ASEAN諸国、ア

フリカ、中東（パレスチナ）等を対象に技術協力を行っ

た。

実施体制
　援助開始から約30年間、長期研修コース以外のMTCP

は首相府経済企画院（Economic�Planning�Unit）が主管

していたが、2010年1月1日付で、長期研修コース以外

のMTCPの主管が外務省に移管された。現在は外務省の

下で66の研修機関が研修員の受入れを実施している。

一方、長期研修コースは高等教育省が所掌しており、国

内の大学に留学生を受け入れている。

● ウェブサイト

・マレーシア技術協力プログラムMTCP：

　http://mtcp.kln.gov.my/
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援助実施体制図

（分　野） 政策部門

長期研修コース
以外のスキーム

外務省

長期研修コース 高等教育省

・公務員研修所（INTAN）
・高度技能教官研究所（CIAST）
・マレーシア生産性公社（MPC）
・マレーシア税務大学校（MTA）
・東南アジア教育大臣機関理数科
　教育研究センター（RECSAM）等

実施部門

（研修機関〈約65機関〉）

（留学先大学）

研修生の
受入れ等

留学生の
受入れ

・マラヤ大学
・マレーシア工科大学
・マレーシア科学大学
・マレーシアプトラ大学　　  等
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｜第 3 章　諸外国の経済協力｜第 2 節 主要援助国・地域機関の経済協力の概要 ／ 35．メキシコ（Mexico）｜

� メキシコ（Mexico）

注1：ペソ/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2015年レートを適用。
注2：ペソ/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2016年レートを適用。

援助政策等
1．外交政策と政府開発援助政策との関係
　メキシコは依然として様々な開発課題を抱える国であ

り、現在も先進諸国および国際機関から援助を受ける一

方で、中南米地域における第2の経済大国として、中南

米・カリブ地域において持続可能な発展を支援するため

の国際協力も行っている。ペニャ・ニエト大統領は

2012年12月の就任演説において政権の5本の柱を発表

し、外交分野では「地球規模の責任ある役割を果たす国

家の達成」を掲げた。その後、2013年5月に発表した

「国家開発計画2013-2018」において、外交施策の目標

の一つに、「国内外の開発に貢献する国際協力の推進」

を掲げた。なお、具体的な援助政策については下記基本

法の範囲内で各実施機関に委ねられている。

2．基本法・基本方針
　援助政策の基本法として、「開発のための国際協力法

（Ley de cooperación Internacional para el Desarrollo）」

（以下、基本法）が定められている。基本法には、基本

原理として国際的な連帯および人権向上が謳われてお

り、持続的な社会の発展や福祉の向上を目的として、以

下の国際協力分野が別記されている。すなわち、①貧

困・失業・社会的排除対策（メキシコ国内に居住してい

る先住民への援助、人種差別・宗教的な差別・地理的な

差別を受けているものへの援助）、②教育・文化・科学

技術、③先進国と発展途上国の格差、④環境と気候変

動、⑤公共の安全等が掲げられ、それぞれに透明性や基

準、責任が伴うものとしている。基本法に基づき、国際

開発協力庁（AMEXCID：La Agencia Mexicana de Coop-

eración Internacional para el Desarrollo）の諮問委員会

が戦略方針として「国際開発協力プログラム（PROCID：

El Programa de Cooperación  Internacional para el 

Desarrollo）」を作成し（2年毎に更新可能）、外務省が

策定責任を負っている。2014-2018版PROCIDの目標は

以下のとおりである。

　（一般目標）

　メキシコの強みや特有のニーズを生かした持続的な政

策を通じて国内外の開発の促進

⑴ 　開発協力管理改善のため、開発システムの手段や能

力の強化

⑵ 　戦略的地域・国に対する国際協力の促進（南南協

力、三角協力の利用）

⑶ 　メキシコの援助国との戦略的連携による、国益に

沿った形での資源と能力の活用

⑷ 　経済、観光、文化の側面を強調した、メキシコの国

際的プレゼンスの強化

3．援助規模
（単位：ペソ）

予算 実績

2015 1億9,520万
（約1,230万米ドル（注1））

2億1,618万
（約1,362万米ドル（注1））

2016 2億2,663万
（約1,217万米ドル（注2））

2億2,830万
（約1,226万米ドル（注2））

2017 1億1,346万
（約609万米ドル（注2）） NA

4．重点地域
　援助対象国はハイチ、ドミニカ共和国、ジャマイカ、

トリニダードトバゴ、セントルシア、ブラジル、コロン

ビア、アルゼンチン、チリ、中米全体。経済協力の形態

としては、二国間協力、三角協力、地域協力メカニズム

が柱となる。また、これまでは国家間協力が中心であっ

たが、最近では民間企業や市民社会との連携も進められ

ている。

⑴ 　二国間協力：協力期間は2年間。協力分野は農業

（防除、食料安全保障）、地球環境の持続可能性、気候

変動対策（森林管理、水資源管理）、ガバナンス強

化。全86プロジェクト（グアテマラ21件、エルサル

バドル17件など、中米諸国が対象）。

⑵ 　三角協力:ドイツ、日本、スペイン、シンガポール、

韓国、スイス、アメリカに加えて、国際連合食糧農業

機関（FAO）や国連開発計画（UNDP）が連携主体と

なっている。全20プロジェクト（連携はドイツ6件、

日本5件、スペイン4件ほか中南米諸国が対象）。

⑶ 　地域協力：「メソアメリカプロジェクト」として、

中米における教育支援、能力構築、域内統合、競争性

向上、社会開発に取り組んでいる。連携先は、ニュー

ジーランド、スイスや各種国連機関に加えて、ビル＆

メリンダ・ゲイツ財団やカルロス・スリム基金との民
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間資金団体など。「プラン・プエブラ・パナマ」（PPP）

の後継プロジェクトである。

5．日本との開発協力
　日本とメキシコは、2003年に開発協力のパートナー

シップ・プログラム（JMPP：Japan-Mexico Partnership 

Programme）を締結し、以来、この枠組を通して、日・

メキシコ双方の開発方針に合致する分野において、中南

米諸国に対し三角協力を実施している。

実施体制
1．主管官庁
　メキシコ政府の国際援助実施主体である国際開発協力

庁（AMEXCID）は外務省の外局として特別に置かれた

機関であり、2011年9月28日施行の基本法によって設立

された。教育文化協力局、国際経済促進協力局、二国間

経済環境協力局、科学技術協力局、中米開発統合プロ

ジェクト局から構成されている。局別の予算および定員

等は公表されていない。

　またNGO等との関係法令として「市民社会団体の活

動を促進するための連邦法」が施行されており、外務省

内に「市民社会組織活動促進委員会」が設置されてい

る。同委員会は政府の定める条件を満たす組織を所管し

ているが、活用状況についての公開情報はない。

2．国際開発協力庁（AMEXCID）
　AMEXCIDの活動指針は基本法に基づく。同法により、

メキシコにおける開発援助の国家体制が確立した。

AMEXCIDは次の3つの機関から構成される。

⑴　諮問委員会

　 　「国際開発協力プログラム（PROCID）」策定に関す

る主要な権限を有する。基本法の第15条で定められ

ている機関（以下参照）のそれぞれの代表者で構成さ

れるが、最終的な国際開発協力プログラムの策定責任

は外務省にある。第15条の各機関が実施機関となり、

調整は諮問委員会で行われる。

　〔基本法第15条が定める機関〕

　 　内務省、外務省、国防省、海軍省、大蔵公債省、社

会開発省、環境天然資源省、エネルギー省、経済省、

農牧省、通信運輸省、公共行政省、教育省、厚生省、

労働社会保障省、農地改革省、観光省、国家科学審議

会、国家文化芸術審議会、先住民族発展のための国家

委員会

⑵　技術委員会

　 　資金運用に関しては基本法の第4章に記載されてい

る。技術委員会は外務省代表、大蔵公債省代表、

AMEXCID代表によって構成される。同委員会は、連

邦予算より割り当てられた国際協力資金の管理、外国

政府、国際機関、州政府、市政府からの援助資金およ

び資産の管理を行っている。

⑶　執行部

　 　外務省の提案を受けて大統領より任命された長官が

最高責任者となる。長官はAMEXCIDの管理運営を担

うとともに、基本法と外務省の内部規則に記された権

限と責任を行使する。長官は、諮問委員会に参加し意

見を述べることは可能であるが、投票権はない。

●ウェブサイト

・国際開発協力庁（AMEXCID）：

　http://www.gob.mx/amexcid

　（年次報告書の閲覧可能）
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� 南アフリカ（Republic of South Africa）

注1：ランド/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2014年レートを適用。
注2：ランド/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2015年レートを適用。
注3：ランド/米ドルの換算は、OECDオンラインデータベースにおける2016年レートを適用。

援助政策等
１．基本政策
　南アフリカ政府による対外援助の多くは、2001年に

制定された「アフリカン・ルネサンス国際協力基金法」

に基づいて国際関係・協力省（DIRCO：Department of 

International Relations and Cooperation）の下に設置さ

れている「アフリカン・ルネサンス国際協力基金」によ

り行われている。同基金の主な目的は、経済協力を通じ

たアフリカ大陸の統合，民主的，平和的繁栄の実現であ

る。また，基金の供与に当たっては披供与国のオーナー

シップを重視し，プロジェクトの実施に主体的に関与す

ることを求めている。

２．援助規模
　「アフリカン・ルネサンス国際協力基金の最近の支出

額は、下記のとおりである。

年度 支出額（千ランド）
2014 189,900 （約1,750万米ドル（注1））
2015 161,773 （約1,268万米ドル（注2））
2016 57,593 （約392万米ドル（注3））

　有償資金協力および無償資金協力のスキームがある

が、現在のところ無償資金協力の活用が大半となってい

る。なお、DIRCOによる同基金を通じた対外援助のほか

にも、DIRCO所掌の範囲外で関係省庁により各種の対外

援助が行われているが、その詳細については公表されて

いないため，南アフリカ政府全体としての対外援助統計

は存在しない。

3．重点分野
　①民主主義とグッド・ガバナンスの促進、②人材育

成、③社会経済開発と統合、④人道支援および災害救

助、⑤南アフリカとその他諸国（特に、アフリカ諸国）

との協力関係の強化、⑥紛争後の再建と開発の6分野。

4．�2016年度（2016年4月1日～2017年3月31日）
の支援プロジェクトド）

⑴ 　アンゴラ及びコンゴ民主共和国との3か国間での対

話および協力推進（759万ランド）（約52万米ドル（注3））

⑵ 　サハラ難民に対する緊急人道支援（1,000万ランド）

（約68万米ドル（注3））

⑶ 　スワジランドに対する緊急食糧援助（4,000万ラン

ド）（約282万米ドル（注3））

実施体制
　DIRCO事務次官（または代理）、国際関係・協力大臣

が任命したDIRCO職員３名、財務大臣が任命した財務省

員２名からなる諮問委員会（Advisory Committee）が、

「アフリカン・ルネサンス国際協力基金」を運営・管理

している。国際関係・協力大臣が、財務大臣と協議しつ

つ、個別プロジェクトの承認の可否を採択する。また、

諮問委員会は、プロジェクト承認の検討に際して助言を

行っている。採択されたプロジェクトについては、国際

約束となる覚書（MOU）を被援助国との間で締結する。

　在外公館は、透明性確保のため政策広報に加え、定期

的なプロジェクト・サイト視察や財務報告等プロジェク

ト関連報告書の取り付けを通じたモニタリング業務を主

に実施している。

　同基金の年次報告は会計監査員により会計年度末に作

成され、年末（例年11月頃）にDIRCOウェブサイト上で

公表される。

　今後のさらなる支援拡大および被援助国から援助国へ

の転身の加速化のため、DIRCOでは、援助実施機関とな

る 南 ア フ リ カ パ ー ト ナ ー シ ッ プ 庁（South Africa 

Development Partnership Agency）の新設に向けて準

備中である。

●ウェブサイト

・国際関係・協力省（DIRCO）：http://www.dirco.gov.za

・財務省（National Treasury）：

　http://www.treasury.gov.za
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� ロシア（Russia）

注1：「国家政策コンセプト」に記載されている優先対象地域、優先分野、援助実施のための基本条件の概要は以下のとおり。
　　 ⑴�優先対象地域（第9条）：（ア）CIS諸国、アブハジア共和国、南オセチア共和国およびロシアとの善隣友好・同盟を方針としているその他の国々

ならびにロシア連邦と共に国際機関およびユーラシアの機関に加盟している国々、（イ）ロシアと歴史的に友好関係を有している国々、（ウ）ロシ
アと互恵的な経済および社会プロジェクトの共同実施に参加している国々、（エ）その国との協力がロシア連邦の国益に適う発展途上国。

　　 ⑵�優先分野（第10条）：（ア）被援助国の国家財政の運営を含む、国家運営システムの作業の質の向上、（イ）商品およびサービスの越境移動の手続
き簡素化を含む、被援助国における貿易投資環境の改善、（ウ）被援助国における産業・イノベーションのポテンシャルの形成、（エ）被援助国に
おける経済活動の活性化および住民の最貧困層が同活動に参加するための前提条件の創設、（オ）組織犯罪および国際テロ対策に係る国家システ
ムの創設および改善、犯罪集団および犯罪組織の活動に対する資金提供の阻止、（カ）ロシアの国際平和維持活動および平和構築委員会への参加
拡大等を通じた紛争後の平和構築の取組に対する支援、武力紛争を経験した国家の未来志向的な社会経済発展の支援および紛争再発の防止、

（キ）地域経済の統合、国家制度の発展、輸送インフラの創設、天然資源の合理的利用、被援助国住民の最貧困層の生産活動への参加を伴う同国
内における社会経済プロジェクトの実現、（ク）水および電気をはじめとする生活上の最重要資源への被援助国住民のアクセスの確保、（ケ）情報
通信技術の分野および先進国と発展途上国との間の情報の非対称性の克服における被援助国の技術上の自立性確保のための環境整備、（コ）被援
助国の食料安全保障および農業発展の支援、（サ）感染症蔓延の予防等のための保健および社会保護に係る国家システムの強化、（シ）初等教育お
よび職業教育をはじめとする被援助国住民のための教育の質の向上および教育へのアクセス可能性の確保、（ス）環境保全および国境を越える環
境問題の解決のための施策の実施、（セ）人権保護を含む民主的社会制度の発展。

　　 ⑶�援助実施のための基本条件（第15条）：（ア）外国政府からの開発援助の供与要請、（イ）関心を有する連邦行政機関、被援助国と国境を接するロ
シア連邦構成主体の行政機関による援助供与に向けたイニシアティブ、（ウ）様々なイニシアティブを実現するための金銭的又は技術的支援を求
める国際機関の要請、（エ）ロシアの実業界および社会団体による援助供与に向けたイニシアティブ、（オ）被援助国が、貧困対策に係る国家プロ
グラム、又は持続可能な社会経済発展、教育、保健および貧困層に対する社会的支援のための社会制度整備の確保に係る戦略を有しているこ
と、（カ）未来志向的な二国間関係の発展に向けた被援助国の関心。

注2：�ロシア、ベラルーシおよび中央アジア4か国から成る経済共同体。2000年10月10日に創設が発表され、2015年1月1日のユーラシア関税同盟発足
により発展的に解消された。

注3：最新の2016年の援助の主な地域別割合は、東欧および中央アジア約45％、中南米（特にニカラグア、キューバ）約25％となっている。

援助政策等
1．基本方針
　2014年4月、プーチン大統領は「国際開発援助におけ

るロシア連邦の国家政策コンセプト」（以下、「国家政策

コンセプト」）を承認し、ロシアの国際開発援助の新た

な方針が定められた。「国家政策コンセプト」は大統領

令により承認されている文書であり、ロシアの援助政策

を規定するための最重要文書である。同コンセプトで

は、重点分野､ 重点地域､ 援助の実施形態・実施要件､

ステークホルダーの参加､ 援助の評価基準等が定められ

ている（注1）。

2．援助規模
　ロシアは、ソ連時代から、特にアフリカ諸国との関係

構築のために資金援助等を実施していたが、ソ連邦解体

後は対外援助が一時停止された。1991年にロシア連邦

となってからの援助規模は小さいものであったが、

2000年代に入ると好調な国内経済を背景に国際的な役

割強化に対する関心が徐々に高まった。そして、2006

年にはロシアがG8議長国を務め国際的な責務を担うよ

うになったこともあり、2003～2005年には約1億ドルで

あった開発援助額は、2007～2008年には2億1,000万～2

億2,000万ドルにまで増額した。2009年に発生した世界

経済危機を受けてユーラシア経済共同体（EAEC）（注2）の

危機対策基金へ出資したこともあり、同年の援助額は7

億8,500万ドルと過去最高額に達した。その後の援助額

は毎年5億ドル前後の水準で推移していたが、2013年か

らは再び増額されて、2015年は11億6,160万ドル、2016

年は12億5,804万ドルに達した（注3）。これは対GNI比0.1％

に相当する。

3．重点分野
　「国家政策コンセプト」では、援助の優先分野とし

て、被援助国における国家運営システムの改善、貿易投

資環境の改善、産業・イノベーションの育成、経済活動

の活性化のほか、組織犯罪および国際テロ対策、PKOお

よび平和構築支援、さらに社会経済インフラ整備、水お

よび電気へのアクセス確保、情報通信の整備、農業支

援、感染症対策、教育、環境保全、人権保護といった広

範な分野が取り上げられている。

4．重点地域
　重点地域としては、CIS諸国、ジョージア紛争後にロ

シアが独立を承認した「アブハジア共和国」および「南

オセチア共和国」が筆頭に挙げられている。

5．OECD開発援助委員会（DAC）との関わり
　2017年現在、ロシアはDACに加盟していないが、

2010年以降は財務省がロシアの援助実績をOECDに報告

している。他方、ロシアによる援助は、DACが定める政

府開発援助（ODA）の定義に必ずしも合致していない

ため、ロシアでは「国際開発援助」という、より広義の
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用語が使われている。

6．援助形態の特徴
　かつてのロシアには二国間援助を実施するだけの余力

がなかったため、多国間協力での人道援助が重視されて

きた。しかし、「国家政策コンセプト」では、二国間援

助の重要性がより前面に出されることとなった。多国間

援助に代えて、二国間援助の割合を増やそうとしている

背景には、「ロシアの顔」を被援助国側により強くア

ピールすることがある。ロシアの二国間援助（資金はロ

シアが拠出するが国際機関を経由するものを含む）と多

国間援助の比率は2015年が78：22、2016年が61：39と

なった。

実施体制
1．担当省庁
　外務省や予算を管理する財務省のほか、経済発展省、

非常事態省、国防省、消費者権利保護・福祉監督庁等が

個別の援助案件を手掛けており、各省庁が案件の成果を

財務省に報告し、財務省がこれをOECDに報告してい

る。なお、実際の資金拠出等に係る最終決定は首相府で

採択されている。

　2008年9月、ロシア外務省傘下に連邦CIS問題・在外

注4：�「国際開発援助におけるロシア連邦の国家政策の実現に係る施策の実施には、学術団体、社会諸団体および実業界が参加することができる。」（「国
家政策コンセプト」第18条）「社会団体、ロシア連邦で登録されている非政府および非営利の団体は、文化的および人道的関係の発展を支援しな
がら、外国の社会諸団体および慈善団体との協力を発展させることができる。」（同コンセプト第19条）

同胞・国際人道協力庁が設置され、CIS諸国をはじめと

する各国への支援、人的・文化交流事業の実施、ロシア

語教育・留学等による在外ロシア人支援等を所掌してい

る。

　また、「国家政策コンセプト」に従い、2017年3月、

援助分野における関係省庁間の調整を行う経済発展・統

合に関する政府委員会国際開発援助分科会が設立され

た。

2．NGO等の役割
　従来、ロシアの国際開発援助におけるNGO等の役割

は限定的であり、2007年の「開発援助コンセプトペー

パー」では、援助実施に際してのNGOとの協力はあく

まで必要に応じて行うとされていた。他方、2014年の

「国家政策コンセプト」では、NGOが実際の援助の担い

手となることに加え、シンクタンク的な役割を担うこと

が期待されている（注4）。

● ウェブサイト

・ロシア連邦財務省：http://www.minfin.ru

・ロシア連邦外務省：http://www.mid.ru

・�ロシア連邦CIS問題・在外同胞・国際人道協力庁：

http://rs.gov.ru
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援助実施体制図
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� サウジアラビア（Saudi Arabia）

注1：サウジアラビア・リヤル/米ドルの換算は、世界銀行公式サイトに掲載された2016年レートを適用。

援助政策等
1．基本方針
　サウジアラビアの政府開発援助（ODA）については

情報がほとんど公表されていない。政府の基本方針は不

明であるが、援助機関の一つであるサウジ開発基金

（SFD：Saudi Fund for Development）の年次報告書に

よれば、その果たすべき役割は「途上国の政府と国民を

援助することによって生活条件を改善し繁栄を増進する

一方で、サウジアラビアの経済的発展を促進・支援する

こと」となっている。

2．重点地域
　サウジアラビアの援助対象地域はアラブ・イスラム諸

国のみならず広くアジア・アフリカ諸国に及んでおり、

これらのODAは、借款または無償資金協力として行わ

れている。イスラム開発銀行やOPEC国際開発基金、ア

ラブ経済社会開発基金、アフリカ開発基金といった各種

国際機関や国際基金への資金拠出を通じた多国間援助も

実施されている。なお、サウジアラビアは研修や専門家

派遣等の技術協力は行っていない。

3．サウジ開発基金（SFD）
⑴　借款実績等（2016年）

　 　SFDは二国間借款事業等を実施しており、2016年に

おける借款実績は下記のとおりである。なお、2015

年の借款実績と比較すると、借款総額で約77％増

（1,892百万SR<サウジアラビア・リヤル>（約5.05億

米ドル（注1））増）となっている。地域別ではアジア地

域への借款額が8％減となっているのに対し、アフリ

カ地域への借款額は156％増であった。

⑵　援助分野内訳（2016年）

⑶　累積借款件数・額および借款条件

　 　2016年単独のSFDにおける借款額は43億3,412万SR

（約11.56億米ドル（注1））であった。サウジアラビアが

ODAを開始した1975年以降の累積借款件数は637件で

あり、累積借款額は514億4,569万SR（約137.2億米ド

ル（注1））である。なお、SFDによる各プロジェクトへ

の借款の条件は次のとおりである。

　　ア　経済的社会的に実現性のあること

　　イ　プロジェクト全体の資金調達が可能であること

　　ウ 　資金はサウジリヤル建てで貸与され、返還され

ること

　　エ 　各プロジェクトの援助総額が基金総額の5％以

内であること

　　オ 　1国当たりの援助総額が基金総額の10％以内で

あること

0 20 40 60 80 100 ％

教育（7％）
住宅・都市（6％）

医療
（13％）

農業（9％） その他（5％）

運輸
（32%）

上下水道（14%）

エネルギー（13%）

SFDによる援助実施国、事業、借款額（2016年）

地域 援助実施国 事業 借款額
（百万SR）

アフリカ 9か国：（エジプト、
カメルーン、ガン
ビア、コートジボ
ワール、シエラレ
オネ、スーダン、
チャド、トーゴ、
モーリタニア）

22事業：
（給水、教育、
道路、発電、
病院、農業、
その他）

3,028.84
（約8.08億米
ドル（注1））

アジア 5か国：（ウズベキ
スタン、中国、パ
キスタン、バング
ラデシュ、モルディ
ブ）

7事業：
（空港、道路、
住宅、教育、
その他）

1,175.00
（約3.13億米
ドル（注1））

その他 2か国：（キューバ、
ボスニアヘルチェ
ゴビナ）

2事業：
（上下水、そ
の他）

142.50
（約0.38億米
ドル（注1））

合計 16か国 31事業 4,346.34
（約11.59億米
ドル（注1））
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実施体制
　二国間借款については、サウジアラビアの援助機関で

あるSFDを通じて行われている。SFDは政府から出資を

受けているが、独立した会計を持っており、各国からの

要請に基づき理事会（2015年まで財務大臣が理事長を

務めていたが、2016年よりハティーブ王宮府顧問が理

事長に就任）にて実施案件が決定される。

● ウェブサイト

・サウジ開発基金（SFD）：http://www.sfd.gov.sa/

援助実施体制図

出資

（SFDによる二国間借款の実施について）

政府

サウジ開発基金（SFD）

二国間借款の実施



2017年版　開発協力参考資料集　275

｜第 3 章　諸外国の経済協力｜第 2 節 主要援助国・地域機関の経済協力の概要 ／ 39．シンガポール（Singapore）｜

� シンガポール（Singapore）

注1：シンガポール/米ドルの換算は、世界銀行公式サイトに掲載された2014年レートを適用
注2：シンガポール/米ドルの換算は、世界銀行公式サイトに掲載された2015年レートを適用
注3：シンガポール/米ドルの換算は、世界銀行公式サイトに掲載された2016年レートを適用
注4：�東南アジア諸国連合（ASEAN）に、1995年以降加盟した4か国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）は、その頭文字をとってCLMV諸

国と呼ばれる。

援助政策等
1．基本方針
　シンガポールは、天然資源や広い国土を持たずに自国

の国づくりを進める中で、人材育成に重点を置いてきた

こと、そして建国以来国際社会からの技術協力によって

支えられてきたことを背景として、1965年の独立以来、

途上国に対して独自の研修プログラムを実施してきた。

政府は1992年に各種の技術協力プログラムを統合し、

「 シ ン ガ ポ ー ル 協 力 プ ロ グ ラ ム（SCP：Singapore�

Cooperation�Programme）」を策定、これが援助政策の

基盤となっている。

2．援助規模
　SCP、国際機関への拠出や分担金を合わせた援助予算

は以下のとおりである。

（単位：百万シンガポール・ドル）

2014年 2015年 2016年
105.0

（約83百万米ド
ル）（注1）

107.0
（約78百万米ド

ル）（注2）

109.1
（約79百万米ド

ル）（注3）

（出典：Singapore Government Budget）

3．シンガポールの援助スキーム
⑴　シンガポール協力プログラム（SCP）

　�　SCPは、特に人づくりと経済開発におけるシンガ

ポールの経験と知見を途上国へ提供する事業である。

毎年7,000名近くの外国政府職員を対象に約300コー

スを実施しており、1992年の設立以降、2016年現在

におけるSCPへの累計参加者は170か国、110,000名以

上に上る。対象国は、アジア・大洋州、アフリカ、中

東、東欧、中南米とほぼすべての地域に及んでいる。

　�　SCPの主な実施態様は、①シンガポール単独での研

修事業、②先進国・国際機関との共催で行う研修事

業、③ASEAN地域の後発開発途上国グループである

CLMV諸国（注4）に設置した研修施設を使用したASEAN

統 合 イ ニ シ ア テ ィ ブ（IAI：Initiative�for�ASEAN�

Integration）プログラム、④開発途上国からの学生を

シンガポールの主要大学に留学させる奨学金制度、と

なっている。ASEANは優先地域で、ガバナンス、貿

易・経済開発、環境・都市計画、民間航空輸送、陸上

輸送、港湾管理、教育、医療、情報通信技術といった

幅広い分野の研修をASEAN加盟国に対して実施して

いる。IAIも、2000年に当時のゴー・チョクトン首相

がASEANの経済発展と統合のために開設した。

⑵　第三国研修

　�　シンガポールは44の国や国際機関と協力して質の

高い技術協力を効率的に行う第三国研修（TCTP：

Third�Country�Training�Programme）を実施してい

る。日本との間のJSPP21（次項）においても採用さ

れている。

⑶�　21世紀のための日本・シンガポール・パートナー

シップ・プログラム（JSPP21）

　�　SCPの中でも最大の実績を誇るのが、1994年から日

本との間で実施している「日本・シンガポール・パー

トナーシップ・プログラム（JSPP）」を前身とし、

1997年からは両国が経費を折半する形式となった「21

世紀のための日本・シンガポール・パートナーシッ

プ・プログラム（JSPP21）」である。この下で、国際

社会全体の課題への取組や、ASEAN統合に向けた事

業が実施されている。また、2015年3月の日星外相会

談において、2016年の日星外交関係樹立50周年に向

け、JSPP21のさらなる拡充について検討していくこ

とが合意された。2016年4月の日星外相会談でも、そ

の有効性と重要性が改めて確認された。

　�　JSPP開始以降これまでに約370のコースが実施さ

れ、延べ95か国・地域、約6,400名の研修員が参加し

ている（2017年4月現在）。

実施体制
　SCPの計画・運営はシンガポール外務省技術協力局

（TCD：Technical�Cooperation�Directorate）が担ってい

る。局内は政策課および実施課で構成される。

　SCPの特徴として、TCDはプログラムの計画・策定お

よび予算作成を担い、実際の研修コース運営については

シンガポール国内の政府系・非政府系の各種研修機関を
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活用していることが挙げられる。このように専門の研修

機関が研修コースを運営することで、高度な研修を実施

することに成功している。また、研修機関側もSCP専門

の部局を有するなど、TCDと研修機関が一体となって

SCPの運営を担っている。

● ウェブサイト

・�シンガポール外務省（「シンガポール協力プログラム

（SCP）」関連ページ）：

　http://www.scp.gov.sg/content/scp/

援助実施体制図

シンガポール協力プログラム（SCP）

外務省技術協力局
（TCD）

【政府系・非政府系の各種研修機関】
民間企業、教育機関、病院、
裁判所、税関、その他

研修の実施・運営

計画・策定・予算手当



2017年版　開発協力参考資料集　277

｜第 3 章　諸外国の経済協力｜第 2 節 主要援助国・地域機関の経済協力の概要 ／ 40．カタール（Qatar）｜

� カタール（Qatar）

援助政策等
1．基本法・基本方針
　カタール政府内において、開発および人道援助に係る

事務は、外務省の国際開発局が担っており、同局が具体

的政策を策定する。この方針は2010年に決定され、国

際開発局内の二つの課（国際開発課及び技術協力課）が

援助案件をフォローしている。

　カタール法2002年第19号（Qatar LAW No.19 of 2002）

に よ り 設 立 さ れ た「 カ タ ー ル 開 発 基 金（the Qatar 

Development Fund）」が、外務省で決定された援助政

策の具体的実施機関であり、アラブ・イスラム諸国を中

心に、開発および人道分野への政府援助（有償・無償資

金協力および技術協力）を実施している。カタールは、

開発及び人道支援を通じた国際平和および安全への貢献

をその方針の一つに据えている。

　一方で、カタールによる外国への支援は、各慈善団

体・NGOを通じても実施されており、この部分が対外

援助に占める割合も大きい。

2．援助規模
　2013年、カタールの開発援助予算はGDPの0.87%にあ

たる17億5,800万米ドル（約63億2,700万カタール・リ

ヤル）であり、内訳は開発支援が69%、人道支援が

31%。一方、同年の支出総額は、約64億8,100万カター

ル・リヤルとなり、翌2014年は約77億カタール・リヤ

ルに増加した。

3．重点分野
⑴　開発分野

　 　2013年において、カタールの非政府機関（NGO）

による開発分野への援助総額は9億8,000万カタール・

リヤルに及び、社会福祉、教育、救援、建設、文化、

医療、下水設備、予算支援等の部門に振り分けられて

いる。この内、社会福祉部門への援助額が2億400万

カタール・リヤル（全体の21%）と最も多い。

⑵　人道分野

　 　2013年におけるカタールの非政府機関（NGO）に

よる人道分野への援助総額は3億4,800万カタール・リ

ヤルであり、その56%を占める1億9,300万カタール・

リヤルが救援プログラム、13%を占める4,600万カター

ル・リヤルが食料支援プログラムに充てられている。

⑶　政府援助

　 　カタールの政府援助の基本方針は特定の分野に限る

ことなく、健康、教育や地球温暖化問題に起因する食

料安全保障問題等多岐にわたる。国連人道問題調整事

務所（OCHA）発表によれば、2016年、カタール政府

は健康分野に14百万米ドル、食料安全保障分野に4.8

百万米ドル、緊急避難所（Emergency Shelter）分野

に3.5百万米ドル等を拠出した。また、2017年の重点

分野は、難民キャンプ関連で40百万米ドル、健康分

野に18百万米ドル、食料安全保障分野に5.6百万米ド

ル、教育分野に4.7百万米ドル等となる見込み。

4．重点地域
⑴ 　2013年において、カタールによる政府援助の最大

供与先はシリアであり（15億4,100万カタ―ル・リヤ

ル）、モロッコ、パレスチナ、エジプト、イエメン、

スーダンが続く。なお、シリアで騒乱が発生した

2011年から2015年2月までの期間で、カタール政府は

総額16億米ドル（58億カタール・リヤル）の支援を

シリア国民に対して実施している。また、OCHA発表

資料によれば、2016年および2017年の政府援助はそ

れぞれ44百万米ドル、95百万米ドルと報告されてお

り、両年とも最大の供与先はシリアでそれぞれ17.7

百万米ドル、30百万米ドルとなっている。

⑵ 　また、2013年、カタールによる非政府援助の供与

先は、援助総額順にパレスチナ、イエメン、レバノン、

シリア、ソマリア、イタリア、スーダンとなっており、

上位10か国中7か国をアラブ諸国が占めている。ヨル

ダン及びトルコがその後に続き、この2か国への主な

援助目的はシリア難民支援である。

5．近年における特徴・傾向
　カタールによる援助を受けた国は、世界100か国以上

に上り、とりわけ後発開発途上国への援助に重点が置か

れているが、自然災害や紛争に苦しむ諸国に対する援助

も手厚いことがその特徴として挙げられる。

　また、2013年時点では、援助総額の93%がアラブ諸

国向けに実施されている。

実施体制
　カタールによる外国への支援は、慈善団体・NGOを
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通じても行われている。これらの慈善団体は、政府とは

独立した組織との位置づけではあるが、各団体の責任者

は王族のアール・サーニー家他、王族に近い有力部族の

関係者であり、直接・間接的にカタール支配層の影響が

及んでいるといわれる。主な慈善団体概要は以下のとお

り。

⑴　カタール赤新月社（Qatar Red Crescent）

　 　アーイシャ・ビント・ハリーファ・ビン・ハマド・

アール・サーニー会長。1978年に設立。カタール政

府から資金援助を受けているが、意志決定及び活動に

ついては独立しているとされる。

⑵　カタール・チャリティー（Qatar Charity）

　 　 ガ ー ニ ム・ ビ ン・ サ ア ド・ ア ル・ サ ア ド 会 長。

1992年に設立。非政府組織（NGO）。非営利団体。プ

ロジェクトの実施においてカタール政府の出資を受け

る等、カタール政府との連携も強い。

⑶ 　イード・チャリティー（Sheikh Eid bin Mohammed 

Al Thani Charity Foundation）

　 　ムハンマド・ビン・イード・アール・サーニー会

長。1995年設立、非政府系（NGO）。

⑷ 　The Sheikh Thani Bin Abdullah Al Thani Foundation 

for Humanitarian Services（通称：RAF［由来は，慈悲

の意味を有するアラビア語の単語「ra'afa」］）

　 　サーニー・ビン・アブドッラー・アール・サーニー

会長。2004年設立，非政府系（NGO）。

援助実施体制図

非政府援助政府援助

監督
事業指示

有償・無償資金
協力､技術協力

無償資金協力

外務省国際開発局

被援助国

慈善活動監督局

カタール開発基金
（Qatar Development Fund）

慈善団体・NGO
・カタール赤新月社
・カタール・チャリティー
・イード・チャリティー
・RAF　他

● 文献及びウェブサイト

・ カタール外務省「海外援助報告2013」（Foreign Aid Report 2013）

・OECD、 “Qatar's Development Co-operation”

　 http://www.oecd.org/countries/qatar/qatars-development-co-operation.htm
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｜第 3 章　諸外国の経済協力｜第 2 節 主要援助国・地域機関の経済協力の概要 ／ 41．タイ（Thailand）｜

� タイ（Thailand）

注1：タイバーツ/米ドルの換算は、世界銀行公式サイトに掲載された2016年レートを適用。
注2：�東南アジア諸国連合（ASEAN）に1995年以降加盟した4か国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）は、その頭文字をとってCLMV諸国

と呼ばれる。

援助政策等
1．基本方針・目的
　タイ政府の現行の政府開発援助（ODA）戦略文書

（Strategic�Framework�for�Thailand’s�ODA�2007～2011）

（2017年時点未改訂）によると、ODAの目的は以下の4

点である。

⑴�　開発途上国の持続可能な発展のための能力を向上さ

せることにより、貧困削減を支援すること

⑵�　社会経済発展のために、地域的な協力関係を強化す

ること

⑶�　アジア、アフリカ、中南米において、タイが重要な

役割を担えるように、開発のパートナーシップを広げ

ること

⑷�　自国での成功事例を活かし、教育と技術協力でベス

ト・プラクティスを提供することで、開発協力の拠点

としてのタイの知名度・評価を上げること

2．援助規模
　タイ国際開発協力機構（TICA：Thailand�International�

Development�Cooperation�Agency）の2015年9月まで

の実績（累積）としては、実施件数1,895件（ラオス

448件、ミャンマー379件、カンボジア160件、ベトナム

126件、他のASEAN諸国141件、その他）、金額合計約4

億4,741万バーツ（約1,268万米ドル）（注1）となっている。

　タイ周辺諸国経済開発協力機構（NEDA：Neighbour-

ing�Countries�Economic�Development�Cooperation�

Agency）の2016年3月末までの協力実績（累積）は、

技術協力事業16件（ラオス10件、ベトナム2件、ミャン

マー3件、カンボジア1件）、資金協力事業23件（ラオス

19件、カンボジア3件、ミャンマー1件）、研修・セミ

ナー実施が331名（CLMV諸国、ブータン、スリランカ

を対象）、金額合計約155億6,028万バーツ（約4.4億米ド

ル）（注１）となっている（研修・セミナー実施分を除く）。

3．重点分野・地域
　援助対象国の優先順位は、①CLMV諸国（注2）、②外交上

の重要国（チュニジア、トルコ、中国など）、③紛争終

結後の国（スリランカやアフガニスタン）、④その他の

開発途上国、⑤今後協力関係を構築すべき国、となって

おり5年ごとに見直されることになっている。

　技術協力における主な協力分野は、社会開発・福祉、

農業、教育、公衆衛生分野である。

4．南南協力・三角協力
　タイODAの中心は、開発途上国の開発を支援し、貧

困を削減するための南南協力である。近隣のCLMV諸国

から、アフリカや中南米にまで援助の対象を広げてい

る。

　さらに、タイに対する海外諸国からのODAが縮小し

ていく中で、三角協力（開発途上国間の南南協力に先進

国や国際機関などからの支援が加わったもの）という新

たな関係を通して、これまで築いてきたドナー（援助

国）との関係を発展させていく方針である。日本との三

角協力ではメコン地域やアフリカを対象に、農業、保

健、産業振興等の分野を中心としてJICAによる第三国研

修や技術協力プロジェクトが実施されている。具体的に

は、TICAとJICAは、アフリカ開発会議（TICAD）への貢

献としてアフリカ諸国を対象とした稲作分野の第三国研

修を行っており、2015年10月時点で17カ国58名を受け

入れている。また、ASEAN諸国への支援として、

ASEAN経済共同体（AEC）を展望した、電力供給の互換

TICA による2012年10月～2013年9月の地域
別援助割合 （単位：百万バーツ）

大洋州
（4）

CIS・東欧（2）

中南米（11）

東南アジア
（11）

東アジア
（12）

CLMV諸国
（200）

その他（10）

南アジア・中東
（51）

アフリカ
（26）
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性を高めるための配電システム管理技術に関する研修、

投資環境の調和を目指したメコン諸国向け投資促進政策

ワークショップ、他のメコン諸国に比べて優位性の高い

素材加工技術に関する研修などを実施中である。特に

ミャンマ－向けには観光促進、口蹄疫対策、防災管理な

どの三角協力も実施している。

実施体制
　タイ外務省の外局であったTICAは2015年1月に内局化

され、引き続き技術協力を担当している。タイ財務省財

政政策局の監督下に置かれている政府系機関のNEDA

は、有償資金協力（一部の案件については無償も）およ

びこれに関連した技術協力を担当している。

1．TICA
　2017年時点での職員数は111名。TICAによる技術協力

の内容は、研修、専門家派遣、機材供与、ボランティア

派遣等であり、上述の三角協力も担当している。このほ

かTICAは、ODA戦略文書の策定、技術協力実施予算の

各省庁への配賦、供与機材の調達等を行っている。

　従来は外局であったことから、TICA局長はTICA出身

者であったが、内局化に伴い2016年より外務省出身者

が就任するなど、人事交流が進められている。

2．NEDA
　NEDAの前身は1995年にタイ財務省内に設立された周

辺諸国経済開発協力基金（NECF）。2005年にNEDAへと

改編された。2016年時点での職員数は42名。ラオス、

カンボジア、ミャンマー、ベトナム、東ティモール、ス

リランカ、ブータンにおける、道路等、インフラ整備の

ためのソフト・ローンの供与およびこれに関連した協力

準備調査や研修を実施している。また、ミャンマーのダ

ウェー開発を管理する特別目的事業体（SPV）へも出資

している。

　援助案件は、当初は首脳会議等における周辺諸国から

の要望を踏まえトップダウンで決定される形となってい

たが、最近ではNEDAが相手国側との対話を通じて案件

の発掘・形成支援も行っている。案件としての取り上げ

に関しては、首相を委員長とする対近隣諸国開発協力委

員会において政府方針の検討がなされた上で、最終的に

は閣議に諮ることとなっている。

● ウェブサイト

・TICA：http://www.tica.thaigov.net/main/en/

・NEDA：http://www.neda.or.th/home/en/

援助実施体制図

TICA
【政策・実施】

他国ドナー

技術協力（三角協力）の実施

各関係省庁
【政策・実施】

連携 連携

NEDA
【実施機関】

閣議

有償資金協力および技術協力の実施
（一部案件については無償も）

対近隣諸国開発協力委員会
【政策部門】

決定 決定

提案諮問
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｜第 3 章　諸外国の経済協力｜第 2 節 主要援助国・地域機関の経済協力の概要 ／ 42．トルコ（Turkey）｜

� トルコ（Turkey）

注1：2017年10月5日付のUNHCR発表ではトルコ国内に、登録ベースで約322万人の避難民がいる。

援助政策等
1．基本政策
　トルコにとってODAは積極的外交に不可欠な手段と

なっており、紛争や自然災害などに見舞われた国々に対

する支援を増大させてきた。

　冷戦後、主に中央アジア・コーカサスのトルコ系の

国々に対する国際協力・開発援助のプロジェクトやプロ

グラム計画を立案し、実施する機関として、1992年に

トルコ国際協力調整庁（TiKA：Turkish Cooperation and 

Coordination Agency）がTiKA設置法に基づき外務省の

下に設置された。その後1999年に、援助能力および人

的リソースを拡大するために首相府の下へと移管され

た。2005年には国際機関や援助相手国等への支援と

NGO等に対する支援の調整機関としての役割も担うよ

うになった。

　TiKAは支援相手のパートナー国に対して、トルコの経

験に基づく貧困削減や持続的な開発に資する事業の実施

を目指している。少なくとも年に一度開催される開発援

助調整委員会において、トルコの援助政策・実施方針・

戦略が政府の外交方針に沿って決定される。開発援助調

整委員会はTiKA総裁が主催し、外務省、財務省、国家教

育省、経済省、エネルギー天然資源省、文化観光省、宗

務庁、トルコ科学技術研究委員会（TUBITAK：Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Arat tırma Kurumu、The Scientific 

and Technological Research Council of Turkey）および

ト ル コ 商 工 会 議 所 連 合 会（TOBB：Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birli i、The Union of Chambers and Commodity 

Exchanges of Turkey）の次官補級、副総裁級の代表者

から構成される。必要に応じて、他の省庁や政府機関の

関係者、NGO、ボランティア団体の代表者も招集され

る。しかし、同委員会の議事内容は対外秘で、政策・方

針についての詳細は公表されていない。

2．援助規模
　トルコの政府開発援助総額は、約64.9億ドル（2016

年）であり、2011年から見ると5年間で約5倍増と、特

に近年の増加が著しい。

　近年のこの増加の最も大きな要因は、緊急援助額の増

加である。トルコの緊急援助は、2011年約2.6億ドル、

2012年約10.4億ドル、2013年約16.3億ドル、2014年約

24.2億 ド ル、2015年 約27.4億 ド ル、2016年 約58.7億 ド

ルと近年大幅な増加傾向にある。この大部分は、シリア

内戦に伴いトルコに流入したシリア避難民支援を実施す

るために充てられている。

　また、2016年のトルコの民間企業およびNGOの海外

に対する直接投資は約12.5億ドル、うちNGOによる支援

は約6.6億ドルとなっており、民間企業やNGOの役割も

小さくない。

3．重点地域・分野
　2016年のトルコの国別開発援助額を見ると、最も額

が大きい国はシリアであり、支援額は約58.5億ドルに上

る。次にソマリア（約0.6億ドル）、パレスチナ（約0.4

億ドル）、アフガニスタン（約0.3億ドル）となっている。

　シリアへの援助額が非常に大きくなっている理由は、

2011年に始まったシリア内戦に伴う多数のシリア避難

民（注1）がトルコ国内に流入している状況の中、トルコ政

府は、シリア国境に近いトルコ南東部を中心に避難民

キャンプを設置して避難民の受入れなどの支援を実施し

ているためである。

　また、過去において、トルコはトルコ周辺国への支援

（コーカサスおよび中央アジア、バルカンの国々）に力
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を入れていたが、シリアを除けば、近年は周辺国に限ら

ず、アフリカ諸国やアフガニスタン、ミャンマー（注2）を

はじめとしたアジアなどの国々にも援助を拡大している

といえる。

実施体制
1．援助実施機関
　開発援助調整委員会によって決定された方向性に沿っ

て、TiKAや他省庁等が連携し、被援助国の開発目標や

ニーズに応じたプロジェクトやプログラムを実施する。

開発援助の内容は幅広く、経済、商業、技術、社会、文

化、教育分野等、多岐にわたっている。

　主たる実施機関のTiKAは、中東、中央アジア、南アジ

ア、バルカン半島、アフリカ等に58の事務所を有し

2016年には170か国で実施支援を進めるなど、社会イン

フラ、教育、医療、職業訓練などの分野を中心に技術協

力を展開している。また、前述のとおりNGO等も開発

援助の主要な役割を担っている。

2．日本との開発協力
　日本とトルコの関係では、JICAとTiKAが2012年2月に

注2：トルコは、ミャンマー・ラカイン州に対して、2012年から人道支援を行っている。

協力覚書を締結し、第三国向けの協力・連携を強化して

いくこととなった。たとえば、「バルカン諸国向け地下

資源開発・評価」や「中東向け持続的な水産開発」など

はトルコの資源を活用しながら、周辺国を対象とするプ

ロジェクトである。また2011～2014年には、日本と

NATO（北大西洋条約機構）の協力を得て、アフガニス

タンの警察官計約2,000名をトルコに招致して研修を実

施し、日本の現職警察官がJICA専門家として派遣され、

柔道の指導を行った。2014年からはアフガニスタンの

女子警察官の訓練も行っており、日本からは現職の女性

警察官やJICA専門家としてジェンダー分野の専門家が送

られている。

　2015年度からは、TiKAやその他援助関連省庁向けに、

ドナーとなるための能力強化に関する研修を開始し、ト

ルコの対外援助の実施体制の強化を支援している。

●ウェブページ

・トルコ外務省：http://www.mfa.gov.tr/

・TiKAホームページ：http://www.tika.gov.tr/

援助実施体制図

首相府

開発援助調整委員会
【政策・方針・戦略】

被援助国 被援助国他省庁等 国際協力調整庁
（TiKA）

国際機関／被援助国

管理管理

実施実施

指示指示

施実施実

連携
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｜第 3 章　諸外国の経済協力｜第 2 節 主要援助国・地域機関の経済協力の概要 ／ 43．アラブ首長国連邦（United Arab Emirates）｜

� アラブ首長国連邦（United Arab Emirates）

注1：DAC加盟国ではないが、DAC会合への参加・発言が認められる。ただし、意思決定には参加できず、また議長・副議長等を務めることはできない。
注2：�UAE対外援助報告書でいう対外援助（Foreign�Assistance）は、民間資金を含むこと、貸付返済額を含まないこと、慈善としての宗教的・文化的

援助を含むこと、受取国を限定しないことで政府開発援助（ODA）とは異なるとされている。
注3：OECD開発委員会が発表しているUAEのODAの対国民総所得（GNI）比率

援助政策等
1．実施体制
　アラブ首長国連邦（UAE）の対外援助は、連邦政府各

省庁、各首長国政府機関、首長家の個人による贈与、ア

ブダビ開発ファンド（Abu�Dhabi�Fund�for�Development）

による貸付、UAE赤新月社（UAE�Red�Crescent）による

人道援助など、様々な主体と形式により実施されてい

る。2015年版UAE対外援助報告書では、UAEに18の政

府系援助実施機関および22の非政府系援助実施機関が

あり、それぞれ独自に援助を実施している。

　2013年3月、対外援助の一般的政策を提案することを

主 た る 任 務 と し て 国 際 協 力 開 発 省（Ministry�of�

International�Cooperation�and�Development：MICAD）

が新設された。国際協力開発省は、対外援助を直接に実

施したり、上記援助実施機関の業務を統括したりする権

限はないが、国際開発人道機関に関する業務、国際人道

支援にかかる国内機関との調整、UAE対外支援のモニ

ターと評価、および活動報告等を作成することをその主

たる業務としつつ、一方、UAEの対外援助に関する外交

窓口としての一面を有していた。

　その後、2016年2月に実施されたUAE連邦政府の省庁

改編の際にUAE国際協力開発省は解体、外務省と統合さ

れ、外務・国際協力省（Ministry�of�Foreign�Affairs�and�

International�Cooperation）の一部として上記業務を行

う形となった。

　なお、2014年7月、UAEはアラブ諸国で初のOECD開

発委員会（DAC）の参加国（注1）となった。

2． 援助の概要（国際協力開発省発行UAE対外援助
報告書による）

⑴　援助規模

　�　2015年のUAEの対外援助（注2）の総額は323.4億ディ

ルハム（約89億ドル）。このうち、政府開発援助

（ODA）は297.5億ディルハム（約81.5億ドル）で、対

GNI比は1.09%（注3）（2015年）。

⑵　分野別実績

　�　2015年、UAEの対外援助の主要分野は、「商品援

助・一般支援（70.35%）」、「人道支援（6.68%）」など

となっている。

対外援助総額・ODA・対GNI比
％億ディルハム

対外援助額
（億ディルハム）

ODA額
（億ディルハム）

ODA対GNI比
（％）

2015年2012年 2014年2013年
0.00

1.00

0.50

1.50

2.00

2.50

3.00

58.3
42.1

216.3201.2

323.4
297.5

1.09

226.4
195.5
1.261.25

0.330.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

商品援助・一般支援
（70.35％）

インフラ整備
（2.96％）

エネルギー
生産・供給
（3.07％）

その他
（6.94％）

保健
（1.68％）

主要援助分野内訳（2015年）

運輸・
倉庫

（4.45％）

農業
（3.86％）

人道支援
（6.68％）
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⑶　地域的配分

　�　2015年、UAEの対外援助は155か国向けに支出さ

れ、支出総額の7割超がアフリカ向けとなっている

（前年と比べアフリカ・大洋州向けが増加）。

地域別割合の推移（2014年～2015年）

0 20 40 60 80 100％

2015

2014

2014 2015
アジア 22.60％ 20.51％
アフリカ 64.81％ 77.67％
欧州 8.73％ 0.50％
大洋州 0.16％ 0.30％
米州 0.03％ 0.02％
グローバル 3.67％ 0.99％

主要受取国
（2015年）

受取額
（億ディルハム）

エジプト 23.27
イエメン 3.33
ヨルダン 0.84
イラク 0.5
スーダン 0.4
モロッコ 0.37
パキスタン 0.31
リビア 0.23
アフガニスタン 0.21
モーリタニア 0.19

国際開発協力省
（MICAD）

UAE
援助実施機関／民間企業

／個人
対外援助の一般的な政策の提案、対外援助に関する報告書の作成、
対外援助プログラムの評価、援助要員の育成

連邦政府、各首長国政府

援助予算の確保

対外援助実施報告

援助実施機関

政府系：18
大統領官房省、外務省、内務省、財務省、国際協力開発省、労働省、経済省、
環境・水資源省、連邦軍、アブダビ金融庁、アブダビ環境庁、アブダビ教育評
議会、マスダル、ドバイ警察本部、イスラム・喜捨関連庁、シャルジャ・信用
基金、連邦エジプト調整室、パキスタン支援プログラム

非政府系：22
アブダビ開発基金、UAE赤新月社、ハリーファ財団、
ダル・アル・ベル協会、ヌール・ドバイ財団、
ドバイ慈善協会、ドバイ・ケアーズ、
シャルジャ慈善協会、アフマド財団、
マクトゥーム財団、ムハンマド慈善協会、
国際人道シティ、ラフマ慈善協会、
シャルジャ慈善の家、ザーイド慈善人道基金、
ビック・ハート基金、ムハンマド種の保存基金、
スルターン人道科学基金、女性と子供のシェルター、
UAE水援助財団、民間企業、個人

実施体制
　UAEの対外援助は各援助実施機関がそれぞれ独自に実

施している。2013年3月に新設された国際協力開発省は

2016年2月に解体、外務省と統合され、外務・国際協力

省となった。同省より発行されたUAE対外援助報告書は

ウェブサイト上で閲覧が可能である（https://www.

mofa.gov.ae/EN/TheMinistry/UAEForeignPolicy/Pages/

UAEFAR.aspx）。

　なお､ 上記省庁再編前（2015年時点）の援助実施体

制は以下のとおりであった。
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